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「最強」の外来種を想像する中学校理科授業の考案

名前 伊田 哲也

I. はじめに

1. 外来種問題

外来種は生物多様性に重大な脅威をもたらし，さまざまな影響を与える可能性がある（環境省・農林水産省・国

土交通省，2015；戸田，2005）。外来種は人為的な導入によりその自然分布領域の外に育成又は生育する生物種の

ことである（環境省ら，2015）。また，移入経緯としては意図的，非意図的な場合がある。意図的な導入としては

飼育，栽培，野外放逐などがあり，非意図的な導入では資材やタンカーのバラストの水などに紛れて導入される

（戸田，2005）。特にその種の中でも，我が国の生態系、人の生命又は身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は

及ぼすおそれがあるものを「侵略的外来種」という（外来種被害防止行動 2015）。外来種問題はどのようなこと

が問題なのか，戸田（2005）は次のような問題を指摘している。人間の交易がないときは，各生物種は自然分布に

収まっていたため，地域ごとに異なる生物相が形成され，世界全体をみると高い生物多様性が保たれてきた。しか

し，外来種の侵入により生物相の独自性を破壊することに繋がってしまう。ある地域の生物相を構成する種の間に

は，捕食・競争・共生など様々な関係が地史的な時間スケールで形作られ，バランスの取れた関係が形成されてき

た。しかし，在来種と外来種の間にはこのような安定的な関係が見られない場合があり，特定の種の絶滅や群集構

造を大きく変化させてしまう。

例えば，外来種のカメであるミシシッピアカミミガメはペットとして輸入後，飼い主に放棄されて野生化し，そ

の影響で人へサルモネラ菌の感染や在来のニホンイシガメの絶滅寸前にすることやエサとなる生物にも影響を与

えている（今井，2005）。またオオブタクサは春先に発芽し急速に成長するため，地表面付近を被陰してしまい他

の植生を脅かし，在来生態系に著しい悪影響を及ぼしている（中村・石井・宮脇・鷹谷，2005）。これら以外の外

来種も日本で様々な悪影響を与えている。

2. 外来種教育のシステマティックレビュー

理科教育における外来種問題の授業

実践について取り扱った生物や授業形

態などを諸外国の研究から整理した。

方 法 は 「 Education Resources 
Information Center（ERIC）」のデータ

ベースを用いて文献を調査した。ERIC
は教育の授業実践が多く投稿されてい

るため用いた。本研究では「PRISMA 
2020 声明」を参考とし，「侵入種」「外

来動物」「外来植物」「外来種」「非在

来種」をキーワードとして検索した。今

回は学校と大学で実践したものに絞り，

実践の対象を小学校から大学生までと

した。流れは (図1)，１で授業実践であ

るかを論文の題名と要旨を見て授業実

践でない (17)もとを除外した (数字は

報告の数)。２では要旨の内容から一般向

けのもの (14)と授業の実態調査 (9)で
あるものを除外した。３では取得できるかを調べたところ，取得できない報告 (4)があった。４では教科書 (1)と
外来種を主題としていない (18)ため除外した。最終的にレビューに採用した報告は25となった。

”alien species” 
”invasive animal” 
”invasive plant” 
”invasive species”
”non-native species”

図 報告の抽出の流れ 報告の件数
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授業実践が行われた校種については，小学

校 (9)，中学校 (9)，高等学校 (6)，大学 (7)
であり，大きな偏りは見られなかった (数字

は報告の数，諸外国と日本では学年区分が異

なるため複数回数えている場合あり)。次に

扱われている生物については，陸生動物 
(8)，水生動物 (4)，陸生植物 (11)，水生植物 
(2)であり，陸生の動植物を扱うものが多い。

授業形態については，講義 (14)，対話 (13)，
観察・実験 (16) (うち野外観察 (16)，屋内観

察 (4)，実験 (1))である (講義して観察する実践などがあるため複数回数えている場合あり)。これらの形態は一つ

の授業で組み合わされている場合が多い。 

3. 学校現場での課題

文献調査からわかるように外来種問題を管理する上で，理科教育は重要な役割を果たす。日本では外来種問題に

対して環境省らが2015年に出した「外来種被害防止行動計画」で，「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，大学等

の教育機関は，国民の基本認識の形成に大きな影響力を持つ機関」であることが示されている。その中で中学校に

着目すると，2008年（平成20年）3月に学習指導要領が改訂され外来種を学ぶようになった。しかし，土井（2015）
の教科書分析から小学校，中学校，高等学校の教科書に要注意外来生物のことや，「外来生物被害予防三原則」に

ついて理解を促す記述は十分ではないことが分かった。また外来種を含む生物多様性の授業に関して，保全に関す

る教材が不足していることや科学的な知識のみではより現実可能な対策案は生み出しにくいとも報告されている

（山野井，2015；比嘉，2018）。山野井（2015）は「今後，外来生物を教材にした授業実践の研究や記録の蓄積が

理科教育に必要となる」と指摘する。日本の実践では外来種を学習するための授業実践が不足しているとわかる。

また，持続可能な開発目標（SDGs）でも外来種を含む生物多様性に対する様々な脅威を理解させることが世界的

な学習目標となっており，外来種教育をさらに発展させていく必要がある（国連教育科学文化機関，2020）。 
我々を取り巻く生物多様性を保護していくためには，外来種が侵略する特徴を理解し，それに対する戦略を立て

ることが必要である。これが理科の授業が生徒に与える学習の機会である。我々の周りの生物多様性を守るため

に，外来種が侵略する特徴を理解して対策を考えることが必要になってくる。生物多様性や生態系の影響を考えな

がら外来種の学習することができるのは理科の授業の特徴である。しかし，生徒にとって外来種が侵略する特徴や

なぜ悪影響なのかを理解することは難しいことである。先行研究では外来種の昆虫による被害を調べる活動（倉

林，2021），外来種を解剖して食害について調べる活動（森，2017）や，外来種の魚と在来種の魚を同じ水槽に入

れて外来種による影響観察する（比嘉，2018）実践があった。このことから外来種を取り扱う授業では，観察を行

い外来種の理解を深めている。しかし外来種が侵略する特徴を理解する学習の実践が少なく，生徒が侵略する特徴

を理解することは難しいだろう。よって本研究では外来種が侵略する特徴を理解できる学習の授業開発を行った。 

II. 授業実践

1. 描画法

生徒に外来種が侵略する特徴を理解させるためには，まずは生徒が考えている侵略する特徴を引き出させて，正

しい知識へ変容させていく必要がある。授業の手法として描画活動があり，佐々木（本）は「子供側も，自らのイ

メージを自覚的に捉えた上で，他者のイメージや観察，実験の結果等との比較・照合や，自らのイメージの変容を

把握することができる」と報告している。このような描画活動は「描画法」と呼ばれ，分析対象者が描いたイメー

ジ図を用いて分析を行い認識の状態を調べることにも使われている（佐々木，2016，2018a,2018b；山田，2014）。
この手法を用いることで外来種が侵略する特徴を理解させることができ，生徒が認識している外来種が侵略する

特徴も分析することができる。 
外来種の描画活動を行ったLampert（2015）の実践を参考に，外来種を想像させて描かせる活動の授業考案を

した。Lampert は大学生に「最強」の外来種を想像させて描かせる授業で，外来種を学習する単元を作成する上

で効果的であると報告している。今回は「最強」という語句を用いた意図として，外来種の絵を描かせるだけでは

まだ知識が少ないため，ある一定の生物（例えばアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメなど）に偏りをなく

すために意図的に使った。また生徒に「最強」の外来種を想像させて描かせることで，侵略から連想される様々な

特徴を抽出させる目的もある。生徒に「最強」の外来種を想像させて描かせる方法は，外来種の急速な繁殖，天敵

表 外来種の取り扱いの傾向

校種
小学校 中学校 高校 大学

取り扱った生物

動物 植物

陸上 水中 陸生 水生

授業構成
講義 対話

実験・観察

野外観察 屋内観察 実験
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の欠如，様々な生息地への適応性など，外来種が侵略に成功する要因について理解を促すものである。生徒に想像

させるといった自由な思考を促すことで，積極に取り組むことができ学習を促進させることが可能である。さら

に，地域の生態系に対する外来種の潜在的な影響を伝えることで，環境教育のサポートも行える。さらに授業後に

生徒の絵を分析することで，生徒の誤解を特定して，学習者の外来種に対する現在の理解を考察し，生物学的侵略

のより深い理解を育むためにさらなる指導を導くことができる。

2. 授業実践

授業実践は，3時間構成で行った（表1～3）。
本授業の目標は，「最強」とは例えば「体の大きさが在

来種より10倍大きい」といった極端な特徴ではなく，わ

ずかな特徴の違いが侵略性の原因となることを生徒に理

解させることである。題材は外来種の動物だけでなく，外

来種の植物も取り扱った。授業の流れは表1～3のように

行った。

まず第１時では生態系について学習を行った。生態系

とはある地域で生物とそれを取り巻く環境をひとまとま

りにしたものであることを学習させて，さらに食物連鎖

や食物網といった関係があることも学習させた。生態ピ

ラミットを用いて生態系がバランスよく保たれているこ

とを示した。その後にその生態系のある生物がかけると

生態ピラミットのバランスが崩れてしまうことを示して

生態系には独自性が存在していることを気付かせた。

次に第2時では，外来種の学習を行う。ここでは，ただ

外来種や在来種の説明をするのではなく，クイズ方式で

外来種か在来種化を考えさせて，生活に溶け込んでいる外来種（例：ニワトリ，米など）がいることに気付かせた。

その後，侵略的外来種が特に生態系に悪い影響を与えることを説明した。外来種がどのようにやってくるのかを意

図的な例，非意図的な例を用いて説明をした。さらに，侵略的外来種が引き起こす問題に何があるのかを生徒に考

えさせた後に，人間に係る被害，農林水産業に係る被害，生態系に係る被害があることを示した。その中でも生態

系に係る被害を取り上げて，生態ピラミットを用いて肉食の外来種が入るとするとどのように生態ピラミットが

変化させるのかを考えさ，バランスが崩れていくことに気付かせた。ただこの時間では，外来種が侵略する特徴に

表１ １時目「生態系の学習」

導入 身近な野生の動物，植物を挙げる

展開 生態系，生物連鎖及び食物網

まとめ 生態系の独自性

表２ ２時目「外来種の学習」

導入 身の回りの外来種

展開 外来種の導入の経緯と，引き起こす問題

まとめ 生態系への影響

表３ ３時目「最強の外来種の像」

導入 外来種の復習

展開 「最強」の外来種を想像する活動

まとめ 侵略する特徴のまとめ

図1 生徒が描いた最強の外来種
（①②：外来動物，③：班の外来動物，④⑤：外来植物，⑥：班の外来植物）

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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ついては触れず，引き起こす影響だけに触れた。これは次の時間に影響しないようにするためである。 
最後の第3時では，導入では前時の復習を行い，この授業の目標を提示した。展開では，「最強」の外来種の動

物を想像する班と植物を想像する班に分ける。想像する流れは，まず「最強」がどのような特徴であるかについて

各自で考えさせた。その後考えた特徴に基づき，「最強の外来種」を絵に描き，絵の中に特徴も書き込んでいかせ

た（図 1 ①②④⑤）。個人での活動ができた後は，班で話し合って最強の外来種を１枚の絵に描かせた（図 1 ③
⑥）。絵を描く際には明らかに違う種を組み合わせないことや，絵はスケッチのように細かく描くのではなく外来

種の特徴がはっきり分かるように描くことを注意した。描画を行った後に実際に侵略している生物の例（ミシシッ

ピアカミミガメ，ハリエンジュ）を上げて，在来種と比較を行い，少しの差で侵略する特徴に変わることを学習さ

せた。 
 

III. 分析方法 
今回，授業前後で生徒の外来種に対する意識，態度，理解の変容を見るためにアンケート調査を行った。アン

ケートの内容は，外来種に対する考え，意識，侵略する特徴（動物），侵略する特徴（植物）に対する質問を5
問それぞれ5件法で回答を求めた。また最強の外来生物の動物と植物の名前とイメージを自由記述で求めた。 

今回は生徒個人が描いた絵の分析を活用した。授業の中で生徒には「最強」の外来種について，外来種が持つ侵

略する特徴を描かせた。絵を描かせることにより，外来種が侵略する特徴の解釈を明確にすることができ，生徒た

ちの理解を評価する異なる形の質的データを得ることができる。ワークシートには生徒が考えている侵略する特

徴を書く欄と，その特徴を基に「最強」の外来種を描く欄を設けた。これらは SCAT（Steps for Cording and 
Theorization）法（大谷，2007）を基に分析を行い，動物や植物の種類，認識された被害など絵からわかる特徴を

特定していった。このようにアンケート調査と描画分析の 2 つの方法で評価を行うことで，生徒の理解や認識を

総合的に把握することができ，評価プロセスの効果を高めることができる。 
 

IV. 結果と考察 
1. 描画の結果 
生徒の絵を分析した結果を表4に示す。 
動物の分類を見ていくと哺乳類が16枚，爬虫類が6枚，

昆虫と魚類が4枚となった。この割合は哺乳類と外来種を

結びつけて考えることが強いことが示唆される。同様に植

物の種類を見ていくと，花を用いて描かれていることが多

く12枚となった。そのほかにも擬人化された植物が6枚，

花がない植物3枚，その他1枚となった。 
具体的な特徴を見ていくと，繁殖の特徴が動物では描か

れているものが6枚と少ないのに対して，植物で描かれて

いるものが 13 枚と多くなっている。このことから，多く

の生徒が繁殖は動物の主な侵略する要因と考えていない

ことが示される。一方で，植物では繁殖が侵略していく重

表 生徒が描いた絵の分析結果
動物 植物

【分類】
哺乳類 維管束植物 花あり
爬虫類 花なし
昆虫 擬人化
魚類 その他

【繁殖の特徴の表記】
あり あり
なし なし

【毒の特徴の表記】
あり あり
なし なし

【爪・牙・棘の特徴の表記】
あり あり
なし なし
※文の右横に示した数字はテキストデータの数 

外来種に対する考え 
【Q1】 外来種はすべて悪い生物である 
【Q2】 外来生物をすべて駆除するべき 
【Q3】 ペットの外来生物は、自然に逃がしても問題ない 
外来種に対する意識 
【Q4】 外来生物についてもっと知りたい。 
【Q5】 外来生物が自分の住む地域の環境にどのような影響を与えているかについて調べたい。 
外来種の侵略する特徴 
【Q6】 卵や子の数が多く、産卵や出産までの期間が短い。 
【Q7】 体が大きく、食べる量が多い。 
【Q8】 毒を持っている。 
【Q9】 汚いところでも棲むことができる。 
【Q10】 天敵がいない。 
【Q11】 種子や胞子の数が多く、発芽までの期間が短い。 
【Q12】 種子や胞子が小さく、軽い。 
【Q13】 毒を持っている。 
【Q14】 汚いところでも棲むことができる。 
【Q15】 天敵がいない。 
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要な要因だと捉えていることがうかがえる。毒の特徴では，動物が 22 枚，植物が 18 枚となり，毒性がある場合

のほうが多く描かれている。爪・牙・棘といった特徴も同様に，動物では 27 枚，植物が 13 枚と生徒の絵に多く

描かれていた。このことから，生徒の頭の中ではこれらの特徴と外来種という概念の間に関連性があることが示唆

された。 
 

2. アンケート結果 Q1～15 
侵略する特徴の理解について大きく変わった質問は【Q7，11，12】となっている。この３つの質問ではどれも

「ややそう思う」と回答した割合が減少し，授業後では「そう思う」と回答した割合が増加した。このことから授

業前は侵略する特徴が大まかな理解であったが，授業後には確信的な理解に変容することができた。 
自由記述では，動物は授業前後で大きな違いはなかったが，植物は授業後に答えた生徒の割合が多くなった。回

答例として，授業前は無回答であったが，授業後はミシシッピアカミミガメ，繁殖期間が短い・天敵がいない・甲

羅で守られるといった回答をした。植物では，授業前がホテイアオイ，水が汚くなる・船が通らなくなる・花粉が

飛ぶから授業後はセイヨウタンポポ，種子が多い・軽いため遠く飛ぶ・根がしっかり張っていると回答した。この

ように授業後では侵略する特徴を書くことができている。このことから外来種が侵略する特徴を在来種と比較す

ることができており，実際に侵略する特徴を理解していることが分かる。また，侵略する特徴が大まかな理解から，

詳細な理解へと変容していることが考えられる。よってこの実践では，外来種が侵略する特徴を正しく理解するこ

とができる１つの授業モデルとなった。 
 
3. アンケート結果 自由記述 
自由記述の生物の名前の結果を表 5 に示

す。動物ではリストに掲載されていた数は特

に変化はなかった。書かれた生物を見ていく

と，授業前は外来種のカメや魚を書いている

生徒が多かったが，授業後は哺乳類の割合が

増えている。これは学習の中で哺乳類と外来

種を結びつけたことが考えられる。植物では

授業後は多くなっていた。このことから，授

業後では今まで知らなかった外来種を描画

の過程で学ぶことができることが示される。 
外来種の動物のイメージを表6 に示す。授

業前は“何でも食べる” “量を食べる”といった

食べるイメージが多くなっていた。授業後は

食べるイメージは少なくなっていき，外見の

特徴である“体の大きさ”“牙や爪の特徴”など

が多くなり，“毒を持つ” “気性が荒い”などと

いった生物が持つ特徴をイメージする生徒が

増えた。このことは描画活動で外見や特徴に

着目し，そこに侵略性の特徴があると考えた

生徒が多くなったことが示される。 
外来種の植物のイメージを表7に示す。“繁

殖方法の特徴” “繁殖力”といった繁殖に関す

るイメージは授業前後で書かれており，特に

授業後は多くなっている。描画活動を通して

繁殖が侵略性の特徴であるとイメージした

生徒が増えたことが考えられる。授業前は外

見のイメージは多くなかったが，授業後は外

見や生物の特徴のイメージが多くなってい

る。これは描画活動で外見に着目して描くこ

とで侵略するイメージになったと考えられ

える。 

表 生徒が思いついた外来種
授業前

リストに掲載 リストに未掲載 その他※

動
物

ミシシッピアカミミガメ ドブネズミ
ヌートリア ライオン
ワニガメ ハンマーヘッドシャーク
アリゲータガー イノシシ
ブラックバス ゴキブリ
アライグマ  
カミツキガメ  
クサガメ  
セアカゴケグモ  
アメリカザリガニ  
ウシガエル  
ヒアリ

植
物

シロツメグサ サボテン
セエタカワダチソウ
ホテイアオイ

授業後
リストに掲載 リストに未掲載 その他※

動
物

アライグマ ワニガメ
ヌートリア ライオン
ミシシッピアカミミガメ ヘビ
カミツキガメ 熊
ウシガエル ドブネズミ
セアカゴケグモ  
ツマアカスズメバチ  
アリゲータガー

植
物

セイタカアワダチソウ タンポポ
オオキンケイギク ナガエツルノゲイトウ
ハルジオン ナガミヒナゲシ
セイヨウタンポポ コケ

ヒガン
※ 生物名の右横に示した数字はテキストデータの数 
※２ その他は空想の動植物を書いたものを 
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表 生徒が思いついた被害，外見，特徴（動物）
授業前後

被害 前 後

生態系に
係る被害

〈在来種やエサとなる生物の捕食〉
なんでも食べる
量を食べる
捕食する

〈在来種との競合〉
場所を選ばない
繁殖力
天敵がいない
エサを奪う
繁殖方法の特徴
生息する範囲が広い
〈近縁の在来種と遺伝的攪乱〉

〈寄生生物・感染症の媒介〉
病原菌を持つ

人の生命
または身
体に係る
被害

農林水産
業に係る
被害

水を汚す
田んぼを荒らす

その他の
危害

悪臭
建物への被害
悪臭
外見，特徴

動物の
外見

体の大きさ
歯や牙の特徴
体が小さい
皮膚の特徴
爪の特徴
体の一部に色の特徴

生物の
特徴

噛みつく
毒を持つ
気性が荒い
寿命が長い
丈夫な巣を作る
動きが速い
目がいい
鼻がいい
集団でいる
甲羅がかたい

その他
※右に示した数字はテキストデータの数 

表 生徒が思いついた被害，外見，特徴（植物）
授業前後

被害 前 後

生態系に
係る被害

〈在来種やエサとなる生物の捕食〉

〈在来種との競合〉
場所を選ばない
繁殖方法の特徴
数が多い
繁殖力
在来種へ阻害
〈近縁の在来種と遺伝的攪乱〉

人の生命
または身
体に係る
被害

農林水産
業に係る
被害

船が通らない

その他の
危害

外見，特徴

植物の
外見

茎，花の特徴
大きさの特徴
棘の特徴
花の特徴
根っこの特徴
他の植物と似ている

生物の
特徴

毒を持つ
寿命が長い
耐熱性・耐乾性

その他
※右に示した数字はテキストデータの数 
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V. 考察 
1. 生徒の描画 
最初に思い浮かぶ外来種について学生を調査した土井（2019）の結果と比較すると，本研究で生徒が描いた種

にはいくつかの食い違いが見られた。例えば哺乳類の種は，土井の調査では一般的に外来種として認識されなかっ

たが，本実践の生徒の絵では目立つように描かれていた。この差はどのような種が侵略する生物になるのかを生徒

が十分に理解していないことを示唆している。植物でも土井の調査によると西洋タンポポのような花を咲かせる

植物は，生徒が侵略的であると認識した種の一つであった。これは生徒が描いた絵と密接に一致しており，生徒が

外来植物についてある程度理解していることを示している。 
毒性に関する回答は，多くの生徒が侵略する特徴を危険性や毒性と結びつけて考えているようである。さらに

牙・爪・棘といった外来種の外見着目していることから，侵略する特徴では外見が関係すると考えている生徒が多

いと示された。水野（2005）が具体的な外来種の生物名をあげて，どの程度悪影響があると認知しているのかを

調査したところ，感染症が疑われたハクビシン，噛み付く力の強いカミツキガメ，毒性の強いセアカゴケグモなど

といった人へ直接的な危害が加わる可能性のある外来種のリスクの程度を大きいと感じていると報告している。

このことから生徒は人に対する傷害・致死の影響が，生態系にも影響していると考えている可能性がある。必ずし

もこれらの特徴が同じとなるわけではないため，外来種の特徴が人に与える影響なのか，生態系に与える影響なの

かを明確に区別できる知識を付けていくことが必要となる。 
繁殖の特徴は，動物で描かれているものは少なかったことから，生徒は動物に対して繁殖の特徴は侵略する特徴

の一つではないと考えているとわかる。実際は，繁殖の少しの違いが侵略する特徴となっている。一方で，植物で

は繁殖の特徴が多く書かれていたことから繁殖が侵略する特徴であると理解している生徒が多いことが分かる。

植物では胞子や花粉が飛びやすいという表現が多く見られたため，植物は繁殖しやすいイメージを持ちやすくな

ると考えられる。 
 
2. 描画の分析と自由記述 
アンケートと生徒の描画の多くで，繁殖の特徴と生物の外見が主に変化が見られた。繁殖でのアンケートの授業

前後と生徒の描画は，動物ではあまり変化はなく，植物では生徒の描画に表記があり授業後のアンケートでは表記

が増えていた。これは描画の活動の中で生徒が外来植物の侵略する特徴の一つに繁殖が関係あると気付いたこと

を示される。理由として胞子や花粉が飛びやすいという表現が多く見られたため，繁殖しやすいイメージを持ちや

すいことがあげられる。しかし繁殖の特徴が与える影響として在来種との交雑もあるが，どちらにも表記はなかっ

た。これは生徒が交雑という目に見えにくい特徴の知識は乏しいことがあげられる。学習の中で交雑も含め繁殖の

影響について学習させる必要がある。 
授業後の質問紙調査では毒や外見の特徴について書く生徒が多くいた。これは描画の中でも毒や爪・牙・棘の特

徴が多く描かれていることから，生徒の中で最強を想像する上でモンスターを想像し，それが外来種の侵略と関連

させてしまった可能性がある。また授業後で外来種の名前を書けるようになった生徒の数は変化なかった。よって

外来種の種類や生物の認知を向上させることができなかったことが示される。これらのことから課題として実際

に外来種が侵略する特徴を調べさせて，その特徴を基に最強の外来種を描かせることで侵略する特徴や生物に気

付きやすくなることがあげられる。 
生徒が外見の特徴に注目した理由として次のことも考えられる。FancovicováとProkopら（2022）は，植物に対

する人間の知覚が、植物の特定の形態的特徴に影響されるかどうかを調べたところ，棘のある植物は棘のない植物

よりも危険であると認識された。また，花が咲く植物は花が咲かない植物よりも危険性が低いと認識された。この

結果と今回の結果を照らし合わせると，生徒は外来種の侵略する特徴に棘が危険であり特徴の一つであることを

考えたと示される。しかし花の特徴では正反対となっているため，外来種の侵略性の特徴は外見に着目している生

徒が多いことが分かる。植物だけでなく動物も外見に着目している生徒が多いことから，爪・牙・棘といった外見

こそが侵略性の特徴になると考えている生徒が多いため，侵略性の特徴を正しく学習させていく必要がある。 
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心理的な要因を背景として来室する児童への対応 

― 校内支援体制の連携に着目して ― 

市原千聖（指導教員 三村由香里，宮﨑善郎，服部康正） 

 

１．はじめに  

 子どもを取り巻く環境の変化により，児童・生徒の訴える健康問題も多様化している。学校におい

ては，子どもたちの健康問題に適切に対応し，解決していくための取組が求められている。平成 23

年の『教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引』において，学校生活においても新たな

課題が顕在化していることや，保健室来室理由の背景に身体的な問題よりも心に関する問題を抱えて

いる子どもが多いこと，医療機関等との連携を必要としている子どもが増えていることが示されてい

る１）。 

平成 27 年の中央教育審議会答申「チーム学校としての在り方と今後の改善方策について（答

申）」２）において，多様化・複雑化している子どもの心身の健康課題に学校が対応していくためには，

関係職員がそれぞれの役割を果たし，チームとして課題解決に取り組むことが必要であるとされてい

る。特に養護教諭は，児童・生徒の健康相談において，重要な役割を担っているとともに，関係職員

の連携体制の中心的役割を担っていることが挙げられている。平成 20 年の中央審議会答申「子ども

の心身の健康を守り，安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策につい

て」では，養護教諭は，現代的な健康課題の解決に向けて中核的な役割を果たしていることや，学校

内や地域の関係機関との連携を推進することが必要になっている中，コーディネーターの役割を担う

必要があることが示されている。子どもの心の健康問題における養護教諭の役割が重要視され，専門

性に対する期待が高まっていることから，養護教諭が日々の実践の中で意識的，半ば無意識的に行っ

ている一連の行為に着目して，養護教諭が蓄積してきた経験知を明らかにすることで，それらを実践

に活かすことができるようにすることが大切であると考える。そこで, 養護教諭が日々の実践の中で

行っている一連の行為に着目して，養護教諭が蓄積してきた経験知を明らかにすることで，それらを

実践に活かすことができるようにすることを目的として研究を行った。 

 

２．研究方法  

心理的な要因を背景として保健室に来室していると考えられる児童について，養護教諭の関わりや

学校全体の支援（効果的な連携の方法や要因）について検討した。 

１） 調査対象 A県 A町立 A小学校 

２） 調査時期 2022年 6月 6日～2022年 11月 4日 

３） 調査方法 

（1）実習期間中に保健室来室児童への対応調査として，養護教諭の具体的なかかわりと，それに対

する様子，学校内での連携からその後の対応など，養護教諭の日々の実践を明らかにした。また，学

校組織の中の養護教諭の役割と教員との効果的な連携の方法（要因）について検討した。 

（2）校内での連携における具体的な取り組みに関する実態や意識調査として，管理職１名，教員３

名にインタビューを実施した。連携においてのそれぞれの役割や連携しやすい学校の雰囲気，普段か

ら大切にしていること，養護教諭に期待する役割などについて伺った。 

 

３．結果と考察 

１）児童への対応や支援 
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【 A児（3年・女子）の支援実践】 

 
図 1 A児の性格・（担任が他の教員に配布した資料の一部） 

 

（1）実習期間中 

A児の様子 養護教諭のかかわりや

連携 

学校での支援 

・友達とのトラブルが多く，休み時間ごとに

サッカーなどを行い，遊んでいる中でトラブ

ルが起きる。トラブルがあり，感情が昂ると

暴れたり，手や足が出たりする。 

・友達とトラブルがあるたびに，保健室に来

室をする。どこか痛いところはないかと探し

て，保健室に来室することが多い。 

・A児が保健室の鍵を閉めることもあった

り，保健室に来室した児童に対して暴言を吐

くこともあったりする。  

・学習室（保健室の隣の教室）や保健室で折

り紙をして過ごす。家に帰ってからの遊びや

誕生日のことなどは機嫌良く話すが，「教室

に行かない？」と声かけをすると機嫌が悪く

なる。 

・自分の思いとは異なる言葉を言ったり，行

動をしたりする教員に対して，言葉遣いや態

度が荒い様子が見られる。 

・トラブルなどがあり，感情が昂っていると

きや呼吸が荒いときには，何を言っても聞か

ない様子。教員が近づくと，「あっちいけ」

「くるな」と叫んだり，足が出たりする。 

・得意（好き）なことには，集中して取り組

むことができる。 

・登校はするが教室には行かない。休み時間

はサッカーなどをしているがそれ以外の時間

は保健室や学習室で過ごすようになる。 

・何かと理由をつけて，保健室に来室してい

る。以前と比べると，そんなに怒っていなく

ても，保健室へ来室することが多くなる。 

・学校から，飛び出すことが増える。以前ま

では，怒り，叫びながら学校を飛び出してい

たが，姿を消すように出て行くことが多くな

る。 

・関係づくりを大切に

する。 

・A児の気持ちを尊重

し，A児の様子や話か

ら A児をとらえる。 

・記録をとる。 

・保健室をクールダウ

ンの場所として利用す

る。見守る，保健室で

作業をしたり，話をし

たりと心を落ち着ける

対応をする。 

・教職員と常にコミュ

ニケーションを図り，

A児の様子を伝えた

り，情報収集をしたり

する。 

・A児に関わる先生

に，学級担任から言わ

れていること，これか

らの流れやすることに

ついて情報を共有す

る。 

・学級担任と対応（困

ったこと）について振

り返ったり，気になる

ことについて，相談や

報告をしたりする。 

・支援を求める。 

・学級担任から全体に A

児の様子，どのように関

わってほしいかについて

の情報共有を定期的に行

う。 

・学級担任や管理職，養

護教諭，支援の先生が中

心に関わる。 

・対応の反省と今後の対

応の仕方について，話し

合いを行い，支援方法の

統一や工夫を図る。 

・保護者と学校での様子

から，A児自身が困って

いる，苦しんでいるた

め，家庭での様子や今後

について話し合う。 

・学級担任から保護者に

連絡をする。学級担任と

管理職で事前に話し合

い，今日伝えることを 1

つ決めている。１日の様

子から A児の良かったと

ころ，頑張っていたとこ

ろについても連絡するよ

うにしたり，連絡の際の

伝え方にも工夫したりし

ている。 

・学級担任から A児の様

子と保護者の思いについ

て，情報共有を行う。 

・外部機関を活用する。 

 

（2）実習期間後（令和 6年 1月でのインタビューから） 

A児の様子 学校での支援 

・落ち着いて過ごせている。 

・切り替えが早く，時間を気にするように

・『居場所』を作った。 

特別支援学級に A児の机やロッカーなどを作った。 
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なった。授業などに行かないといけないと

思えている様子。 

・学校を飛び出ることも少なくなった。 

・感情が昂っている時の A児の様子が変わ

った。 

・休み時間の過ごし方として，以前までは

サッカーをして揉めることが多かったが，

工作や絵を描くなど教室で過ごすこともあ

り，居場所ができた。 

 

 

 

 

A児自身が，先生がいて，教室に居場所があって，

どんなに嫌なことがあってもここ（特別支援学級の

教室）に帰ればよいと思えるようにした。そのため

に，最初は，どんなに A児が理不尽なことを言って

も，「この教室だけではいいから」と受け入れた。 

・感情が昂っているときには，少し離れた場所で見

守り，落ち着いてから話をする。 

・学校を飛び出た際には，「先生たちはあなたの命

が大切だから，命を守るためについていくよ。あな

たは大切だからね。事故があったらいけないから

ね。」と伝えた。 

・トラブルがあり，A児が叱られた時には，他の人

も同じように叱るようにしている。（自分だけでは

ないという A児の納得につながっている。A児から

見えるところですることで，自分だけが責められて

いるという気持ちにならないようにしている。） 

・トラブルがあった際には，A児が被害者のような

聞き方をしている。 

・授業では，何をするのか事前に伝えている。 

 

【A児の支援から】 

楽しいことを共有（子どもの好きなことを覚えておく）し，まずは，子どもとの関係づくりを大切

にしていた。学校全体で子どもがより良い学校生活を送ることができるように支援していこうという

意識や連携が見られたところがたくさんあった。それぞれの教員がそれぞれの役割を持っており，情

報共有を行い，保護者の思いも含めて，今後の支援を考えていくことが大切だと感じた。子どもの対

応をする際には，様々な知識の中，その子どもにはどのような対応が合うのかを考え，その子どもに

合った支援方法を作り出していくことが大切であった。特に，養護教諭は保健室という居場所を提供

し子どもと密にかかわっていたり，つなぐ役割をもっていたりと，心理的な要因を背景として来室す

る子どもの対応において，とても重要な役割を果たしていた。 

 

【実習での学び】 

 養護教諭は，保健室に来室した児童の様子を見て，児童の様子や来室の時間帯などから児童のサイ

ンに気づき，心理的な要因を背景としているかどうかを捉えていた。また，児童とかかわる教員との

情報共有や連携を大切にしている姿が多く見られ，養護教諭が見ている部分と他の教員が見えている

部分を掛け合わせて問題を予測したり，保健室来室時のアプローチの仕方を工夫したりしていた。保

健室でのかかわりの際には，たくさんの児童が保健室に来室する中で，一人ひとりの児童と真摯に向

き合い，それぞれの児童との時間を大切にしている様子がうかがえた。さらに，保健室での養護教諭

とのかかわりが児童にとって，心が落ち着いたり，切り替えができたりする大切な空間になっている

のではないかと感じられた。（表１参照） 

 〈養護診断〉において，養護教諭は，親子関係や兄弟姉妹関係などから，入学前や転入時などの早

い段階で問題を予測しており，様々な方法で情報収集を丁寧に行い，子どもや学級担任，保護者，主

治医などから得られた情報を整理・統合している。問題を明確化した上で，支援計画を立案し，対応

や連携を図っていることが明らかになっている３）。 

小さな傷の手当てや腹痛の対応をして，そばに寄り添い，しばらく話をしていると表情もよくなり，

教室に戻っていく子どもの姿が多く見られた。また，保健室を来室した児童の身体的な訴えの背景に

は，友人関係をめぐる問題や家庭内の不和が潜んでいるものもあった。このような児童に対応する養
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護教諭は，来室時に児童が抱えている問題を，ちょっとしたしぐさやサイン，会話の中から察知して

対処したり，情報共有して今後につなげたりする力が必要であると考えられる。養護教諭は心因性と

思われる訴えに直接かかわりながら症状の緩和をはかり，相談活動による心のケアを行っていた。初

めに保健室に来室した際は，見えなかったことが保健室来室を重ねるごとや学級担任などとの連携す

ることによって，児童の本当の来室の背景が見えてくることが理解できた。さらに，来室の背景を見

据えた児童へのアプローチが大切であった。 

 

表１ 実習校で見られた養護教諭の子どもへの対応 

問題の予測 ・保健室来室時に身体的な症状を訴えている場合でも，養護教諭は，表情や保健室来室の時間

帯などから，子どものサインに気づき，心理的な要因を背景としているかどうかをとらえてい

る 

・「何か違う」と普段の様子と比較して，感じ取っている 

受容と共感で

安心感を与え

ながら子ども

とかかわる 

・子どもの不安や困難がたくさんたまって爆発してしまうより，毎日の 10分を大切にする 

・自分のことを追い込んでマイナスに考えてしまう子どもへの対応については，共感はする

が，否定はせず，話を前向きに捉えることができるように助言する 

・話を聞くときや次のアクションのときに、少し信じて待つ「間」が大切 

情報共有 ・職員室や学校の中で情報収集を行い，保健室来室の背景を見据えたアプローチを行う 

・最初に来室したとき（養護教諭が見ている子どもの姿）だけでは，本当の来室理由はわから

ない 

・来室を重ねる中や他の教員，学級担任と情報共有することで見えてくることがある 

・引き出しを増やし，養護教諭からの声掛けや言葉かけ「○○どう？」から話してくれること

もある  

子どもと学級

担任をつなぐ 

・学級担任に自分の気持ちが伝えられるように声掛け 

・担任と子どもが話をするときには，１：１にして，しっかりと話ができるように席をはずす

（その子どもが他の先生もいると目で見たりしてしっかりと話ができないとき） 

連携 ・学級担任から言われていること，これからの流れについて，関わる教員に情報共有 

・情報を確認し，学級担任・保護者・管理職などと連携する 

⇒ つなぐ役割「伝書バトのような」 

 

２） 保健室の環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 保健室の環境づくり 

 

 保健室や養護教諭は，安心して相談ができる場所として，子どもたちの心身の健康の早期発見・早

期対応を期待されている。さらに保健室は，「いつでも，だれでも」訪れることができる場所である。

【しんどい人，保健室を必要としている人がいるときには，保健室を開けてもらえるように関わる】 

・ゲームや遊ぶものをたくさん置きすぎてしまうとコミュニティの場になるが， 

本当に保健室を必要としている人が保健室に行けなくなる 

（教室にも居場所がない人，わちゃわちゃしていると入りづらい人） 

⇒保健室には必要最低限のものを置く・クールダウンするために，色塗りやパズルなどを置いている 

・保健室来室者が話しやすく，子どもも養護教諭も落ち着いて話ができる環境づくりをしている 

（子どもと向き合って，ゆっくりと話ができるように体制づくり，環境づくりをする） 

⇒パーテーションで区切ったり，ベッドの方で話をしたりなど 

・不調だけではなく，トラブルなどで何かあった時に話を聞くために保健室を必要としている際には， 

保健室を開放している 

・学校の状況（子どもの実態）的にも保健室をオープンにしすぎていない  

（オープンにしすぎてしまうと溢れてしまい，本当に必要な人が来られなくなるため） 

・保健室の状況を見て，養護教諭と話をしたい人たちや保健室で活動をしたい人には開放している 

 

困っている児童が保健室に来室しやすい環境づくり 

来室しやすい 

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 12 ―



しかし，子どもの中には何となく保健室へ来室しにくいと思っている子どもも少なくはない。そのた

め，実習校では，困っている児童，保健室を必要としている児童が少しでも保健室に来室しやすい環

境づくりを大切にしていた。保健室の利用についてのきまりを児童に認識させることで，養護教諭に

とっては多数の児童へ対応できるようになっていた。一定の枠を決めることは効果があると思われる

一方で，児童の状況によっては柔軟に対応する必要であった。 

子どもの様子や学校の実態から，保健室をどのような体制に整えていくかを見極め，実行していく

ことが必要であった。また，養護教諭は環境づくりの中で，子どもと保健室で関わるだけではなく，

4 月に赴任して初めのころには，朝の登校時にあいさつをしたり，校内を巡回し子どもたちの様子を

自分の目で確認したりと子どもたちとの関係づくりを日頃から行うことを大切にしていた。（図２参

照） 

 

３）養護教諭の役割 

（1）養護教諭の専門性 

 鎌塚らが指摘するように，養護教諭は保健室からとらえられる独自の視点があり，子どもの心理的

な問題を生理学的，臨床心理学的な点で着眼している４）。保健室に来室している児童の中には，養護

教諭と話したり，接したりすることで心の不調を緩和している児童も見られた。養護教諭の顔を見て

頑張ろうと思うことができ，次の行動への活力を得るなど，保健室来室が児童にとって，心の支えや

リラックスのできる空間になっていると考えられる。子どもは教室や家庭で見せる顔と保健室で見せ

る顔が異なるため，子どもの訴えと担任や保護者とのとらえ方に違いがあることもあり，担任や保護

者に保健室での子どもの様子を伝えている。保護者に医療機関の受診を勧める際には，医療機関につ

いての情報収集を十分に行った上で，必要だと思われる情報を提供しており，子どもの健康問題の専

門家としての養護教諭の役割が重要となっていた。 

また，インタビューから，教員が養護教諭に期待する役割として「児童を受け入れる」ことを期待

していた。学級担任と養護教諭それぞれが役割を持っている中で，養護教諭は児童の逃げ道になって

ほしいという想いもあった。専門性を発揮しながら，保健室来室が児童にとって，心の支えやリラッ

クスのできる空間にすることや保健室が居場所の一つとして機能するように児童とかかわっていくこ

とが大切であると考える。 

 

（2）コーディネーターとしての役割 

養護教諭は，連携においてコーディネーターとしての大きな役割を担っていた。立場や専門性，子

どもとの関係，問題の特徴など，様々な要因を考慮し，支援体制づくりの核となりうるキーパーソン

を選んで，校内支援体制を整えている。専門家や相談機関，医療機関といった外部の関係機関との連

携においても，他の教職員と協力しながら，対応にあたっている。養護教諭は，担任や保護者などに

対して，必要と思われる情報を選び，伝え方を考慮し，ポイントを押さえて情報提供するなどして，

担任や保護者などの主体性を尊重しながら，子どもに関わる人々をつなぐ役割を果たしていることが

理解できた。 

 

４）「チーム学校」として学校全体で支援するための教師間の連携 

（1）課題 

 学校現場では日々起こる多種多様な問題に対して，組織的な対応が不可欠となっており，教師間の

連携の必要性が強調されている。そのためには，教師間の共通理解や協力が欠かせない。教師間の円

滑な人間関係が形成されていることで，大きな問題が起こった場合でも，スムースに組織的に話し合
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いを進めることができるといわれるように，連携は，教員同士が認め合い，支え合える人間関係を基

盤として成り立つことが考えられる。 

しかし，養護教諭は校内で相談ができず，「養護教諭に任せておけばよい」と校内職員が考える場

合もあり５），養護教諭一人での対応に苦戦することもある。また，養護教諭としての見立てが学級担

任や校内職員と違うこと，支援に対する意見が食い違うこともある６）。鎌塚らは，子どもに心理的な

問題があると判断するときの教諭と養護教諭との視点には相違があることを指摘している。教諭は子

どもの日常生活や集団生活の中での観察の着眼点があり，養護教諭は保健室という部屋の特殊性から

とらえられる独自の視点があり，子どもの心理的な問題を生理学的，臨床心理学的な点で着眼してい

る４）。さらには，養護教諭として，担任の児童への対応に協力したい思いで具申をするのだが，否定

的態度をとられること５）６）もあり，その後の関係性に影響し，養護教諭は対応への困惑感を抱えて

いる。出原ら６）は，「養護教諭が不登校や保健室登校等の対応をするにあたって連携をとる不可欠な

相手は，小学校では学級担任制であることからも学級担任を抜きにすることは考えられない。しかし，

時として連携がうまくとれず支援に困難を感じることは，多くの養護教諭が経験するところである。

また，担任の側からすれば連携をとりたくてもとれないと感ずるところでもあろう。」と指摘してい

る。そのうえ，養護教諭については一人配置が多いことから，保健室来室者や特別な配慮を必要とす

る子どもが多く，対応に苦慮したりしている状況が見られることが述べられている７）。 

 

（2）学校の支援体制  

支援体制の基盤について，門田は，教職員の連携が取りやすい職場環境の中では，自然に職員室で

もそのことが話題にでき綿密な情報交換をする雰囲気があり，そのために共通意識も図られやすく支

援体制づくりも組織しやすいと述べている８）。 

実習校では，日頃から教職員同士が自由に声をかけ合う等の雰囲気が学校内にあり，保健室に来室

する児童に対しても多くの教職員が声をかけたり，養護教諭にアドバイスをしたり，校内の協力体制

が整っている状況が確認できた。普段から教職員の間に，自由に意見を述べる雰囲気があり，子ども

の話題を校内で発言しやすく，また，相談を持ち掛けやすく，お互いにアドバイスをし合っていると

いう学校体制が見られた。小規模校のため，その特性を生かし，全職員が児童理解に努めているとい

う状況が確認できた。その他に，養護教諭が相談できる教員がおり，養護教諭一人にまかせるのでな

く，校内で子どもを受け入れる場所や人がいるという協力体制も整っていた。 

さらに，管理職はかかわっている教職員に声をかけ，情報を得たり，アドバイスをしながら全体の

把握につとめたり，積極的に支援にかかわる状況が伺えた。このような管理職からの積極的な支援が，

学校内の連携や養護教諭と教員との連携を効果的に進めているのではないかと考えられた。（図３参

照） 

森田らは，養護教諭を対象とした面接調査から教師間の連携を構成する要因の検討を行い，連携で

きている群と連携できていない群に分け比較している。連携できている群では，職場での人間関係も

良好で，助け合いや，まとまりの良さなどに特徴が見られている。管理職との関係性も良好で，管理

職の働きかけや，指導力，声掛けなども連携に問題がある群に比べ多いことから，「学校を良くした

い」という共通の認識に加え，管理職の指導力や適切な働きかけが，教師同士の関係性にも影響し，

連携につながっているものと考えられている。また，声掛けや配慮によって，教師との関係性が良好

なことが，職場全体の雰囲気にも影響を与えているものといえており，管理職の持つ人間性が，働き

かけや指導力などをより効果的に受け取りやすくしている可能性があり，さらに，教師の関係性の良

さは，協力的に組織的な対応ができており，指導に一貫性があることが示されている９）。以上のこと

が，実習校でも同様の傾向が背景にあるものと考えられる。 
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 さらに，インタビューから「学校が目指している共通の目標を達成するために，協働する環境をつ

くる」ことが大切であると理解できた。協働する環境（文化）をつくるために，教員一人ひとりが当

事者意識を持ち，「みんなで子どもを育てよう」の考えを持てるようにすることが大切である。その

ために，日頃からの教員同士のコミュニケーションを大切にすることで，児童の状況も自然と話せる

機会ができたり，気軽に相談でき困っていれば助け合える雰囲気ができたりしていくと考えられる。

そのときの教員や児童，地域の人などによって環境は変化するものではあるが，すべてが重なった状

態が今の状態になるため，上手く積み重ねるために一人ひとりの専門性を生かし，組織的に対応して

いくことが求められる。また，インタビュー内で，学校で人が人を育てるには，人と人が関わらざる

を得ない（人が人になるためには人がいる）という言葉もあり，子どもに対しても教員に対しても，

関わりを持ち，認め合え・助け合える関係を作れることが「チーム学校」として連携をしていくため

に，重要になると考える。 

図 3 支援体制 

 

（3）連携を図るための養護教諭の教員へのかかわり 

 安林は，管理職のまなざしから捉える養護教諭の問題点として「閉鎖性」をあげている。養護教諭

は一人職であり，他の教育教員との関わりが少ないため，「保健室の内部は可視化されずチェック機

能も働きにくい」１０）とあった。養護教諭は学級とは異なる保健室の特性を生かしつつ，保健室での

養護教諭の活動を目に見えるものとすることが必要であると考えられる。 

養護教諭は，日頃から教員との人間関係づくりを大切にしていた。児童と積極的にかかわりを持ち，

児童理解を深め，さらに，情報がたくさん集まる職員室へ出向くことを大切にしていた。職員室へ出

向き，情報交換を行ったり，その都度機会を見つけて養護教諭から情報を伝えたりする中で，教員か

らも情報を得ることができ，児童の抱えている問題が明らかになる中で，共通認識が図られ児童への

援助が行われやすくなっている。 

 空き時間など適宜話をすることや限られた時間を有効に使うことで，効率的に情報交換を行うよう

にしている状況が伺われた。要点だけでも日頃から簡単に伝えておくことが教員の保健室来室や連携

につながり，児童への対応も迅速に行われていた。お互いよく理解し合えるように教員の意見を聞い

て自分の考えを話すなど，援助方針の統一を図ろうとする取り組みが多くみられた。援助方針の共通
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理解を図るためには，日頃から意見を言い合える人間関係づくりが大切であると思われた。日頃から

コミュニケーションを大切にしながら教員との人間関係をつくるようにすることや，児童について話

をするようにしている様子が多く見られ，そのことで，お互い遠慮せず情報交換ができるようになり，

教員からも情報が提供され，教師との好ましい関係が生じていた。（図４参照） 

図 4 養護教諭の教員へのかかわり 

 

４．まとめ  

 養護教諭は，困っている児童，保健室を必要としている児童が少しでも保健室に来室しやすい環境

づくりを大切にしていた。一人ひとりの児童と真摯に向き合いながら問題を予測し，保健室来室の背

景を見据えたアプローチを行っていた。関係する教員と情報共有を行う中で，子どもの姿を捉え，そ

の後の支援へとつなげていた。さらに，「チーム学校」として組織的に対応していくためには，学校

内での協働する環境をつくることが重要であった。日頃からのコミュニケーションを大切にし，教員

間の円滑な人間関係が形成されていることで，教員同士認め合い，お互いに助け合える関係性が成り

立ち，学校内の支援体制が整うと考えられた。この結果を基に今後，実践しながら振り返り，よりよ

い連携の在り方について深めていきたい。 
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中学生が運動・スポーツの楽しさを学び、経験できる体育学習の実現 

―豊かなスポーツライフを実現するためにー 

名前  犬飼 海斗 

 

Ⅰ 課題設定 

1）はじめに 

中学校学習指導要領（平成元年）保健体育編の体育における目標として運動の楽しさや喜

びを味わいという言葉が記載された。それから現在の中学校学習指導要領（平成 29年）保

健体育編までこの運動の楽しさや喜びを味わいという言葉が記載されている。この運動の

楽しさや喜びとは、それぞれの運動が有する特性や魅力に応じて、運動することそのものを

楽しんだり、その運動の特性や魅力に触れたりすることが大切であるということを示して

いる。そして、最終的には生涯にわたって運動に親しむなどの運動への愛好的な態度を身に

付けることを目的としている。これが保健体育学習における運動の喜びや楽しさを感じる

意義である。 

 

2）研究背景と研究目的 

スポーツ庁(2018)では, 現在の子どもの運動に関する課題として, 運動習慣のある子と

ない子で二極化していることを課題として挙げている。しかし、この問題は文部科学省

（2002）によると、昭和 60年ごろから運動の二極化というのが全国的に問題視されるよう

になっており、その問題の改善が現在も取り上げられていることから、運動の二極化は現在

も改善されていないことがわかる。運動の二極化が進むことで、生活習慣病が発症する可能

性が増え、健康寿命の減少につながっている。さらに、大人における運動の二極化も同様に

問題視されており、その運動の二極化改善の方法として江口泰正ら（2019）によれば、体育

で運動を楽しいと感じている人ほど、学校を卒業しても運動を継続する傾向にあり、逆に運

動の楽しさを感じていない人ほど学校を卒業しても運動を継続しない傾向にあることが明

らかになっていた。つまり、保健体育の体育分野において「運動の楽しさ」を生徒に感じさ

せることが将来にわたって運動を継続することにつながるのではないかと考えた。 

しかし、運動が楽しいと感じるだけでは、体育学習は成立しない。そもそも体育学習にお

ける楽しさとは、運動やスポーツそのものを楽しいと感じること、作戦を立てたり思考する

ことの楽しさ、目標を達成したり技能を磨く楽しさなど複数の楽しさが存在している。もち

ろん、課題である運動やスポーツの楽しさは感じつつ、その他の楽しさも生徒が十分感じる

ことができる体育学習が体育学習としてのあるべき学習の形だと考える。 

そこで、本研究では、生徒の楽しさに関するデータをもとに、体育学習において生徒が運

動・スポーツの楽しさを学び、経験できる学習とは、どのようなものなのかを明らかにする

ことを目的としている。 
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3）先行研究について 

体育学習における楽しさの種類は、文部科学省（2013）や伊藤豊彦ら（1987）によって体

育学習における生徒の感じる楽しさの種類については明らかになっている。しかし、楽しさ

の記載はあるものの、その楽しさを生徒が感じる要因や楽しさをもとに構想される体育学

習の在り方については、根拠をもとに明確に示している先行研究は存在していなかった。 

 

4）研究方法 

伊藤豊彦，織奥信男（1987）による「体育学習における楽しさに関する尺度」において、

児童・生徒の体育学習における楽しさの要因は「レクリエーションと健康」「能力の認知」

「教授行動」「自己決定」「統制感」「集団活動」の 6つの因子に分かれていることが明らか

になっている。本研究では、その尺度をもとに各因子の有意水準の上位 2項目を抽出して、

それぞれの項目で 1～6 段階評価の実践研究用に短縮化したアンケートを作成した。（表 1） 

単元計画をもとに、授業を行い、毎授業後にアンケートを生徒に配布し、記入してもらう。

その後、回収したアンケート結果のデータをもとに単元計画や指導案の違い、生徒の様子・

発言を用いて、生徒の感じる楽しさの要因や変化を発見し、複数の楽しさを実現する体育学

習の在り方を考察していく。 

（表 1） 教育実践用アンケート 

 

質問項目 
全くそう

思わない 

あまりそ

う思わな

い 

少しそう

思わない 

少しそう

思う 

そう思う とてもそ

う思う 

1  思いきり体を動かせるから 1 2 3 4 5 6 

2  自分の力をためすことができるから 1 2 3 4 5 6 

3  たいていの運動が人より上手にできるから 1 2 3 4 5 6 

4  自分のプレーを友達がほめてくれるから 1 2 3 4 5 6 

5  先生がよく話しかけてくれるから 1 2 3 4 5 6 

6  先生が自分たちの意見をよく取り上げてく

れるから 

1 2 3 4 5 6 

7  自分たちで考えながら活動できるから 1 2 3 4 5 6 

8  運動のやり方を自分たちで工夫できるから 1 2 3 4 5 6 

9  だんだんうまくなっていくから 1 2 3 4 5 6 

10 できなかった運動ができるようになるから 1 2 3 4 5 6 

11 グループでまとまってできるから 1 2 3 4 5 6 

12 友達と協力しながらできるから 1 2 3 4 5 6 

楽しさ 
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Ⅱ 教育実践研究 

1）実践の概要 

 球技のネット型にあたるバレーボールという単元を実習の関係上、4～8 時まで行った。

本実践では、学校現場の現状の把握ということで、実習担当の先生の行う単元計画をもとに

体育学習を実践することにした。このネット型の競技はコート上でネットを挟んで相対し、

身体や用具を操作してボールを空いている場所に返球し、一定の得点に早く到達すること

を競い合うゲームである。また、その本質として「落とす」「落とさない」といった攻防を

競い合うことが競技特性として挙げられる。中学校学習指導要領解説（平成 29 年）より、

知識及び技能は、攻撃を中心とした空いた場所を巡る攻防の中で学習課題を追求すること

が必要であると記載されている。その学習課題を追求しやすいように、人数、コートに広さ、

用具、ルールを工夫したゲームを取り入れることが重要であると記載されている。また、ボ

ールを持たない人にも着目することも大切になると記載されている。 

 実習校の授業では、技能習得型の単元構成であり、それに加えてゲームを多くするという

ゲーム中心で授業を行う。本時の習得課題である技能の説明とコツをはじめに提示し、その

後、個人でその技能の習得を図る時間を設けて、最後にゲームをするという流れで授業が進

む。ゲームの際は、生徒の技能段階に合わせてルール変更も行われていた。 

 

2）生徒の実態 

 郊外であるということもあり、素直な生徒が多い。体育学習に関しては、ほとんどの生徒

が何らかの運動を習う、もしくは経験していることから、生徒の多くは、運動を好む傾向に

ある。また、存在している生徒の約 7割は運動部活動に所属しており、部活動に関しても熱

心なことから、体育学習においても積極的に授業に取り組む生徒が多く在籍している。しか

し、自己の競技以外に関する知識は乏しく、自分の経験したことのない運動についてはルー

ルさえ知らないという生徒も多い。また、運動が得意な上位層がゲームのほとんどを動かし

ており、運動が不得意で体育学習を苦手と感じる生徒は隅で何もせずに直立している状態

が多いということが課題である。さらに、ゲーム時には、運動そのものの楽しさに夢中にな

る生徒が多く、作戦やするべき動きが見えていない、理解していないといった場面が多く見

られることも課題である。 

 

3）被検者 

被検者は岡山県内の T中学校の 1年生男子の授業に出席していた 85名。（表 2） 

（表 2）被検者の合計 

 1組 2組 3組 4組 5組 6組 

人数 16人 14人 14人 13人 15人 13人 

合計人数 30人 27人 28人 
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4）単元計画（バレーボール） 

 

5）結果と考察 

その楽しさの平均値の変化は以下のとおりである。（図 1，2）この結果から大きく分ける

と 2つの問題点が挙げられる。1つ目はアンケート項目の 3・4の能力の認知、5・6の教授

行動の数値が他の因子に比べて極端に低いということである。2 つ目は、楽しさの変化は、

どの因子においても、単元を通してかなり少ないといったことである。 

1つ目の「能力の認知」と「教授行動」の数値が低いということは、生徒自身が自分の活

動に対して、自分以外の人から認められたという実感が少ないということになる。この背景

には、技能習得型の授業形態が大きく影響していると考えられる。その理由として、授業の

最初の 20分程度は必ず技能を習得する時間が設けられるのだが、その活動は個人活動にな

っている。それぞれの生徒が自分の活動に必死になり、結果的に自分以外の誰かを認める時

間や余裕もなければ、教師の発言も技能を出来るようにするためのアドバイスが主な発言

 

1時 2～4時 5・6時 7・8時 

ね
ら
い 

バレーボールの楽しさは

どこにあるのか考える。 

アンダーハンドパスとオ

ーバーハンドの習得 

攻撃方法の習得 

（スパイクと 3段攻撃） 

攻撃を用いた試合を展開

する 

学
習
の
発
展
と
活
動 

①2人組のパス練習 

②4人組円陣パス 

③チーム決め 

④試合  

⑤振り返り 

①パスの説明・練習 

②チームで円陣パス 

③ネット越しにパス 

④試合・テスト 

⑤振り返り 

①2人組のパス練習 

②スパイクの説明・練習 

③タスクゲーム 

・場所を得点化 

④試合 

⑤振り返り 

①ドリル練習 

②攻撃練習 

③試合 

・試合→話し合い→試合 

④振り返り 

ル
ー
ル
と
対
戦
相

手  

 

 

 

学
び
の
姿 

バレーボールという競技

に触れる。ゲームを行い、

これからのルールを確認

する。 

 

仲間とパス練習を反復す

ることで自己に適したパ

スのコツを学ぶ。 

アタック練習を反復する

ことで自己に適したアタ

ックのコツを学ぶ。 

仲間のパスに合わせてア

タックする方法を学ぶ。 

攻撃を用いて相手コート

にどうやってボールを落

とすか考えることや技能

を用いた戦術を試す。（例：

クイック、移動攻撃など） 

教
師
の
支
援 

・チーム内の声掛けを促

す。 

・他者を責めないよう声

掛けをする。 

・ICTを用いて実際にコツ

を提示する。 

・良い動きを全体で共有

する。 

・キャッチを許可し、攻撃

がしやすいように促す。 

・いいプレーを全体で共

有する。 

・攻撃手段を増やすよう

その方法を提示する。 

・相手コートのどこが得

点しやすいか発問する。 

対戦相手    

リーグ戦を行い、授業ごとに対戦

相手を変えてゲームを行う。 

※1チーム 6～8人 

 

・コートの広さは正規コート（18m×9mの長方形）を 2面 

ルール 

・ワンバウンドOK    ・4回以内で返す 

・サーブは両手で投げる  ・ネットの高さは 2m10cm 
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であり、生徒自身が誰かに認められる場があまりにも少ないことが原因であると考えるこ

とができる。また、この 2因子は生徒が、プレーや作戦を挑戦しやすい場を作るための信頼

関係を作るために必要な因子であり、それが欠けることで運動が普通以下と感じる生徒が

挑戦しにくい雰囲気になってしまうという問題が存在している。

2つ目の楽しさの変化が少ないということについてだ。今回のアンケートでは、ある特徴

があり、それはもともと体育学習をとても好きと考えている生徒のほとんどが 12項目ある

アンケートを全て 6 段階評価の 6 の最高評価に最初の授業から選択していることだ。これ

はつまり、楽しさの変化は、体育学習が普通～とても苦手と考えている生徒の楽しさの変化

が数値の値に最も大きな要因となっている。このことから、単元を通して体育学習を楽しい

と感じるようになったという生徒はほとんど存在していないのである。この問題は運動の

二極化に直結しており、この数値をいかに伸ばすのかが、本研究で最も大事なことになる。

その他にも攻撃に焦点を当てた 6 時目とゲームのみの実践を下 8 時目に因子の最高値が

達していることから、攻撃を用いてゲームを行うことが多くの生徒の挑戦を促し、結果的に

高い数値になるのではないかと予想された。

（図 1）アンケート項目ごとの楽しさの変化

（図 2）因子ごとの楽しさの変化

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4時目 5時目 6時目 7時目 8時目

1

2

3

4

5

6

レクと健康 能力の認知 教授行動 自己決定 統制感 集団行動

4時目 5時目 6時目 7時目 8時目
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Ⅲ 教育実践研究Ⅱ 

1）実践の内容 

単元は前回と同様、球技のネット型にあたるバレーボールの単元を 1～6 時で実践した。

前回の実践を踏まえ、本実践では、大きく 3つの変化を加えた。まず 1つ目は、ポジティブ

フィードバックの導入。2 つ目はバレーボールを 1 時目からキャッチバレーボールに変更。

3つ目は攻撃に焦点を当てたゲーム中心学習に変更。この 3点である。 

1つ目のポジティブフィードバックとは、前向きな言葉だけを用いて行うフィードバック

を指す。授業ごとに教師と生徒からポジティブフィードバックを行う時間作り、不足してい

た「能力の認知」と「教授行動」の向上を目的として行った。また、ポジティブフィードバ

ックを用いることで、生徒が作戦の考えを促進させ、学ぶ楽しさの向上も図った。 

2つ目のキャッチバレーボールに変化させたのは、3つ目の攻撃に焦点を当てたゲーム中

心学習に関係している。バレーボールの基礎技能であるレシーブやトスができない生徒が

多く在籍していることから、ゲームを成立するためにパスにキャッチを用いることで技能

の簡易化をする。そうすることで攻撃に焦点を当てやすい内容に変化し、ラリーが行われ、

ボールを落とす、落とさないの攻防が発生し、結果的により多くの作戦や攻防が行われるこ

とを目的とした。なお、キャッチは足場掛けとして用いているため、不必要になればアンダ

―ハンドパスやオーバーハンドパスを用いるようにしている。 

本実践では、球技がサッカー、バスケットボール、バレーボールの 3種目の選択制の授業

になっている。体育が得意な生徒の多くは運動量の多いサッカーもしくはバスケットボー

ルを選択し、バレーボールはバレーボール部もしくは、体育学習が苦手な生徒が多く在籍し

ているため、比較的体育学習を苦手とする生徒がバレー選択者に多い。また、特別支援学級

の生徒もバレーボールを選択しているため、ルール説明やチーム分けが重要になってくる。 

 

2）生徒の実態 

本校は郊外にあり、学区の規模も小さいことから 1 小 1 中、クラスも 1 学年 2 クラスの

みである。そのため、ほとんどの生徒同士で 6年以上の関係があり、生徒同士、そして男女

間でも仲が良く、地域と学校のつながりも深い。また、兄弟や姉妹の友達という関係も多く、

異学年とも仲がいい。しかし、学区の規模が小さいため、コミュニティが固定化されている

ことから、実社会での経験が乏しく、世間の事情や常識、言葉遣いなどの能力が乏しい。座

学系の教科で席に座って授業を受けることが困難である生徒も多く在籍している。 

３）被検者 

被検者は岡山県内の G中学校の 3年生男女の授業に出席していた 28名。（表 3） 

（表 3）被検者の合計 

 1組（男子） 1組（女子） 2組（男子） 2組（女子） 

人数 5人 12人 3人 8人 

合計人数 28人 
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5）結果と考察 

多少の変動はあるものの、体育学習が進むたびに全ての項目と因子の平均値は伸び続け

ており、最終的には本単元の最後に全ての項目において最高値が検出された。（図 3、4）こ

のことから、ゲーム中心の体育学習を 1単元行うことで、体育学習を普通～とても苦手と捉

えている生徒の体育学習に対する楽しさが大きく向上していることが読み取れる。さらに

課題としていた能力の認知と教授行動においては、1時目こそ低い数値だが、ポジティブフ

ィードバックを用いたことで、最終的には他の因子と同じ値まで上昇した。以上の事から、

Ⅱの教育実践で課題として挙げられた 2つの課題は、本実践において解決したと考える。 

本実践では、作戦、2～3 試合のゲーム、ポジティブフィードバックの順に学習を進め、

その工程を 2回繰り返す。ポジティブフィードバックの際は、良いプレーを肯定するのでは

なく、良い思考と実践を肯定するようにした。例えばフェイントをした生徒がいれば、その

生徒に対して「なぜフェイントを行ったのか」という思考を肯定する。そしてそのフェイン

トを用いたことで周りのプレーがどう変化したのかも伝えるようにする。その後、生徒同士

で良かったプレーを共有し、またそのプレーがなぜ良かったのかという考えを肯定し合い、

その考えをもとに新たな作戦を作成した。技能を用いた思考を肯定することで、生徒は得点

を取るための適正な考え方を学ぶことができ、その思考をもとに作戦が増え、必要となった

様々な技術が自然と身に付くことで、力の拮抗された状態が出来上がり、ゲームが白熱する

という学習形態が成り立っていた。このようにポジティブフィードバックを用いた学習を

行うことで、学習に関係のあるコミュニケーションが生徒同士、生徒と教師の間で促され、

能力の認知と教授行動における楽しさが向上したのだと読み取ることができる。この 2 因

子が向上したことで、ミスが責められない環境が整い、挑戦しやすい雰囲気が出来上がった。

その結果、運動が苦手で体育学習が大嫌いと言っていた生徒 Kさんの感想シートから「誰か

がボールを取ってくれるという考えをなくす」や「ボールが他の人の所に行っても油断しな

いようにする」という肯定的な言葉が記載され、全アンケ―ト項目において始めは 1～2の

評価であり、それが最後の授業では全項目で 4～6にまで上昇していることから、体育学習

を嫌っていた生徒も本単元において主体的に学習に取り組もうとしているという大きな変

化が見られた。（図 5）さらに、キャッチを用いてゲームの基礎となる技能を簡易化するこ

とで、運動が苦手な生徒も自分ができる技能が増加し、チームの中で自己のするべき役割を

理解したことで、攻撃やディフェンスにも参加できるようになり、結果的に主体的に参加し

たということもポイントだと考える。単元終了後に担当の教諭から「この子らがこんなに盛

り上がっていることを見たことがない」と発言していたことから、このような影響は Kさん

以外の全生徒にも同様の事が言えるのではないかと考えた。 
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（図 3）アンケート項目ごとの楽しさの変化

（図 4）因子ごとの楽しさの変化

日付 考えたこと、学んだこと、反省点など

11/21 「誰かがボールを取ってくれる」という考えをなくしたい

11/23 ボールが他の人の所にいっても「大丈夫」と思わずに、油断しないように

したい

（図 5）体育学習が大嫌いと言っていた生徒 Kさんの感想シート

Ⅳ まとめ

これまでの技能習得型の体育学習では、技能を習得しなければ、ゲームを成立させること

は出来ず、運動の苦手な生徒は技能の習得が困難であり、未習得のままゲームに移りミスも

多くなり、それに加えて技能ができていないが故に動き方にまで意識を向けられず、その場

に合った動きを理解できない。そして、そのミスが原因で誰かに責められる、もしくは嫌な
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目で見られる。それを嫌って、運動の苦手な生徒はゲームに主体的に参加するのを拒み、誰

にも嫌な顔をされないように隅の方で息を潜める。その結果、体育学習を楽しいと感じるこ

とは愚か、体育学習が楽しくなることはないのである。これが、体育学習において体育学習

を普通以下と捉える生徒が体育学習を楽しいと感じない主な要因なのである。このような

現状を全生徒が体育学習を楽しく、主体的に活動するよう改善するためには、技能を習得す

ることやそのスポーツの正式なルールに捉われるのではなく、生徒のレベルに合うよう技

能やルールを簡易化し、団体競技の場合は人数を少なくする。そうすることで、全生徒がゲ

ーム内容や自分のすべきことを理解し、ゲーム時には自己の役割を見つけて動けるように

場の設定をすることが必要である。また、その際には、ポジティブフィードバックや中心発

問を用いて生徒の良い思考を肯定しながら、単元を行うことで、より多くの思考や適切なプ

レーが促される。それが結果として、体育学習において運動が得意な生徒以外の生徒も運

動・スポーツの楽しさや学ぶ事の楽しさ、徐々に上達し、目標に近づく楽しさなど、複数存

在する体育学習における楽しさを感じてもらうための土台になっている。 

以上の事から、全生徒が主体的に参加できるゲームを単元の核に置き、生徒の思考を肯定

する場を作るという体育学習が、中学生が運動・スポーツの楽しさを感じつつ、体育学習と

しての意義を学び、経験できる体育学習であると考える。 

また、運動が得意で、現在の活動が簡単であるという理由から、全項目において評価は 6

と記載するが、不満を感じている生徒にも十分満足できるゲームを作成することが今後の

検討課題である。 
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学習の個性化を目指すカリキュラム・マネジメント—「人格の完成」概念を基にして—
大塚達也

はじめに
年 月、日本では子ども基本法が施行された。本法の目的が掲げられている第一条においては、「この法

律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会の担うすべての子どもが、生涯に
わたる人格形成の基礎を築き、（中略）こども施策を総合的に推進することを目的」こども家庭庁 としている。
これまで、日本は 年に児童の権利に関する条約に批准した後、日本国憲法や教育基本法等と「軌を一にす
るもの」であるため、「教育関係について特に法令等の改正の必要はない」との立場をとってきた（文部省、 ）。
しかし、その現状に対して、国連子どもの権利委員会から継続的に、「権利の十全な主体としての子どもという見
方」を普及させるように勧告されてきた（日本弁護士連合会、 ）。その結果、この度の、こども基本法の制
定につながったと見ることができる。
一方で、本法は、目的に権利“擁護”という言葉が使われていることから、社会権のみが規定されており、市民

権への言及がない（宮盛、 ）という批判があがっている。そして、児童の権利委員会は、意見表明権の保障
（＝第 条：子供の意見の尊重）に関して、「教授および学習においては、子どもたちの生活条件および展望が
考慮に入れられなければならない。そのため、教育当局はカリキュラムおよび学校プログラムの計画に子どもた
ちおよびその親の意見を含めなければならない。」と勧告している（日本弁護士連合会、 ）。このことから、
また、日本の現行学習指導要領においても、カリキュラム・マネジメントが、教育の目的の達成に向かって、児
童や学校、地域の実態を踏まえながら行っていく活動であるといったように定義されていることから考察できる
ように、「人格の完成」を目指していくにあたって、子どもの学びの文脈を考慮した授業づくり（とりわけカリキ
ュラムの構想）が学校教育には求められるということが分かる。
本報告書では、 年施行の教育基本法から 年施行のこども基本法まで一貫している、「人格」の完成

を目指すという教育の目的について、その内実と、その実現のための実践について考察していく。また、ここで
は人格が「個人」のものであることを踏まえ、「個別最適な学び」、とりわけ、「学習の個性化（学びの個性化）」
と結びつけながら考察していく。

理論編
法の構造と位置付け
教育に関する憲法の分析（日本国憲法第 条・第 条）
第 条では、個人の幸福追求権が保障されている。この権利の解釈には「人格的利益説」と「一般的自由説」

が存在する（曽我部、 ）。どちらの説も、幸福追求権は「基幹」となる権利であり、他者の〈自由〉を侵害し
ない限りで認めていくという方向性で一致している。
第 条では、教育を受ける権利の保障と、普通教育を受けさせる義務について謳われている。前者について

は、人格の完成のために必要な学習を子どもが要求する権利をもっているという観念が存在している（中嶋、 ）
ことが分かった。後者については、特定の職業に就くことを前提とした専門知識ではなく、自己実現のための基
盤となるものを学ぶことを保障しなければならない（木村ら、 ）ことが分かった。また、学習主体としての
子どもたちの学習世界の具体的な観察と結び付けて教育が行われるものであること（武田、 ）が分かった。

田中智志による分類に基づく、教育基本法第一条の分析

田中智志（ ）による人格概念の整理
・法学的な人格概念
権利・義務の主体を意味している。
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例：「子どもの犯罪や問題行動は、成長の過程で子どもの人格が十分に尊重されてこなかったことに
原因がある」（日本弁護士連合会「子どもの成長に関する決議 年」

・道徳哲学的な人格概念
西欧のキリスト教的思想に関係する概念。個人に内在する道徳的規範を意味する。
例：「あの人は人格者だ」、教育の目的の「人格の完成」

・心理的な人格概念
個人に内在する力動的組成（その人の心の動きの在り方）を意味している。
例：人格障害、人格変容、人格特性

近年日本では「パーソナリティ」とカタカナ表記されることも多い。

・法的な人格概念からのアプローチ
教育基本法は昭和 年の「学テ旭川事件」以降、準憲法的な位置づけが付され、政治の法である憲法は、教

育の政治的な部分以外のことを規定するべきではないという田中耕太郎の意図が結果的に反映されたと考察し
た。

・道徳哲学的な人格概念からのアプローチ—教育要領・学習指導要領の分析から—
キリスト教の思想（田中、 ）
キリスト教には、前提として「完全性」という（「道徳善」とも表現される）、人が体現するべき崇高な状態を

表す概念が存在する。また、人間は固有の完全性をもたらす幸福に向かう力動を内在させているという。その力
動は、ただ一方向的ではなく、内面における原罪の意識の反力動も含んだものである。（原）罪への囚われは、完
全性に向かうという「活動性」によって脱出でき、この活動性は「完全」とも「存在」とも呼ばれている。この
概念を図示すると以下のようになる。

図１：完全性概念のイメージ

学校教育に関連させて言えば、 世紀にルターが始めた学校教育の目的は、「子供を神への奉仕 従僕 に向
けて育てること（中略）すなわち、規範を内面化することではなく、信仰による神への従僕に向けて準備させる
こと」であった。ルターは、イエスの偶像化によって「神とはこれである」とする命題化が規範の内面化を生み
出してしまうことを危惧し、イエスの唯一性を際立たせている。また、人間は、この唯一性が要因で神に近づく
ことができないと感じつつも、それだからこそ神に近づこうとする。この近づくという内在の力動がキリスト教

活動性 反力動

人
間

原罪

完全

幸福
力動
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思想の礎である。近世・近代以降、理性によって「完全」に近づくという傾向が強まっていくが、ルターの教育
思想を含むキリスト教思想の源流には、「当人が自律的に操作・制御できる営みではない」、「創造主たる神の全
能のなかに教育の最後の拠り所がある」（金子、 ）とする思想が存在する。

（「完全」とは何か）
新約聖書における「完全」の特徴は、人が「完全である」ことは確認できないため、絶えず完全を目指すので

あり、「いわば、永遠・無限という神性が、時間・有限という人性のなかに位置づけられ、めざされるという、完
全の動態的特徴が示されている」（金子、 ）という。
しかし、田中智志 が述べるように、この完全性は 世紀以降失われていく。宗教戦争や内乱によって

人々が疲れ切っているなか、理性による欲望や情動の制御を目指し（＝統治）、それが、教育によって行われてい
った。そして、その「教育」は先に述べたようなキリスト教思想の源流とは異なっていったのである。そこでは、
「 唯一の 規範である師 イエス によって導かれる完全性という主題」が、「教師による権威主義的な、生徒の
完全化の主題になり、（中略）集団的で果てしのない競争試験になってい」（フーコー、 ）った。ここで行わ
れる鍛錬は、彼岸をめざして高まるのではなく完結が絶対おこらない服従強制を目標にしている。そして、試験
によって個人が記録されることで、各個人が一つの「事例」に仕立てられる。

次に、学校教育において、人格の完成の道筋がどのように想定されているのかについて、学習指導要領の道徳
教育に関する記述から整理した。

表２：各校種ごとの「人格の完成」に関する記述のまとめ
幼稚園 人格形成の基礎を培う

心身の安全が保たれた環境で、生活経験に合わせながら主体的に遊ぶ
小学校 自己の生き方を考える

他者との関わりの中で自分の特徴を知り、伸ばしたい自己を見つめる
中学校 人間としての生き方を考える

自らの生きる意味や自己の存在価値に関わることについては、全人格をかけてとりくむべき
高等学校 人間としての在り方生き方を考える

同じような状況の下に置かれている場合でも、必ずしもすべて同じ生き方をするとは限らない。
自分自身に固有な選択基準ないし判断基準をもたなければならない

小学校の段階では、「自分はどんなことに興味があるか、もしくは比較的に得意・好きなのか」ということを見
付けていくことが目標とされている。ただ、これは系統的に示されているものであって、実際の人間はいろいろ
な段階を行ったり来たりすることを念頭に置かなければならないだろう。

・心理的な人格概念からのアプローチ
かつての社会では伝統や宗教的言説が人々の行動を支配していたが、それが今は心理学的言説や心理療法的言

説が人々の行動に大きく影響を与えるようになったことを心理学化と呼ぶ。
ギデンズ 、 は近代社会における自己について、ナルシシズムの観点を用いるセネット（ 、
）を援用し、ある出来事は自分にとってどのような意味があるかということしか考えないことを指摘してい

る。それは、「キリスト教的な道徳規範よりも個々人の直接的な官能・知覚が重視され、人々がその違いによって
差異化される」というものである。これを田中智志（ ）は、 世紀以来の西欧社会の「世俗化」（脱キリス
ト教化）の一環であると述べている。もちろん、現代の日本においては、なおさらのことであるが、個人の心理
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的な部分が重視されることは大切なことではある。しかし、「社会の変化に対応する」という経済界が要求するよ
うな人材像の文脈での、「自ら学んでいく力を育てるために意欲や動機付けといった心理レベルの問題がクロー
ズアップされてくる」心理主義化の拡大は、近・現代の教育が本来目指すべき「人格の完成」からは、かけ離れ
てしまう動きとなるだろう。そのため、「人格の完成」を目指す過程における、心の動きの在り方を見取り、働き
かけていくことが求められるのではないか。それは、ギデンズが示すような、各個人にとっての学びの意味を重
視しながら教育を行うことが必要であるということを意味する。
このことを学習指導要領で求められていることに引きつけて考えてみる。現行の学習指導要領においては、資
質・能力の育成を主体的な学び等によって目指す、「生きる力」を育成するものが提示されている。そこでは、学
習の基盤となる汎用的な能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力）が教科等横断的な視点から育成
されることが求められている。そのような中で、（社会が要求する形で）「意欲的・主体的」に児童生徒が学習に
取り組んだとしても、学びの「脱文脈化」が発生する（杉原、 （松下、 ））。つまり、子ども自身は必ず
しも、「情報活用能力をつけるために算数や国語を学んでいる」とは思わないだろうということである。それは、
仮に教師がそのような力を身に付けさせることができるような授業を構想し実践したとしてもである。
そのため、個人の興味・関心等に基づく、文脈に乗せられた形での学びが求められるべきであると考える（図
参照）。例えば、サッカーが好きな子どもの例を挙げてみよう。算数のデータの活用の分野で、「起こり得る場

合」について学習するとき、その子どもにとっては表にまとめて考えること（＝情報活用能力）自体を目的とし
て学習がなされるのではない。むしろ、ワールドカップの予選リーグではどの組み合わせで試合が行われるかを
考えることとして学習されることに重きを置くべきだということである。そして、算数ではデータを扱い、社会
科では資料を扱うことで情報活用能力を育てるのではなく、あくまで、「サッカーやサッカーに関する事項をど
う見るか」ということに各教科はどのように説明をしてくれるかということを重視するべきではないだろうか。

図 ：個人の興味・関心等の文脈に乗せられた学びのイメージ

ここでいう「学びの個性化」とは、

個々の児童生徒の興味・関心等に応じた異なる目標に向けて、学習を深め、広げることを意味し、（中略）、
また、児童生徒がこれまでの経験を振り返ったり、これからのキャリアを見通したりしながら、自ら適切に
学習課題を設定し、取り組んでいけるよう、教師による指導を工夫していくことが重要

とされているものである。つまり、個々人の人格の完成に向けて、学習の基盤となる各教科の見方・考え方をど
のように生かすかという方向性の学びをここでは提案する。

指導の在り方
個人の学習への意味形成を見取る教師
個人が学習する際に、その個人の中でどのような変容が起きたのか、また、それをどのように意味付けていく
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かを見取ることは教師の役割の一つであろう。それを実行していくための条件として、教師は、子どもの多様な
学習経験（学校だけではなく、家庭や地域での経験も含む）の文脈を考慮しなければならない。そして、知識を
教えるにしても、それがその人の人格形成にとってどういう意味を持つかを考えなければならない。このような
考え方は、ドイツ教授学に由来するものである。この立場は、「教科書や教材といった見えるものと向き合う中
で、見えない世界の内実や価値へと出会い 出会わせていく教授―学習過程を重視する」。例えば、コラー 、

は陶冶履歴研究（ ）において、「制度化された陶冶のための最重要の場所としての学
校という観点から」、「どんな方法で、そしてどのような条件の中で、生徒たちは、学校の授業の内容と形式に、
伝記的に有意義な意味を付与するのか」を研究している。
ここで考慮しなければならないのは、個人の興味・関心等に基づいて形成される「学習の基盤」が固定的に作

られるべきではないということである。教員側から基盤（どのような教科・領域で基盤が形成され得るか）を示
すことはもちろんあってよいが、それはあくまでも一例に過ぎないということに気を付けるべきである。また、
子どもが見出した学習の基盤についても同様である。これは、コラー（ ）がリクール（ ）の解釈学
的構想を援用して主張する内容から説明することができる。それは、「授業を行為として、あるいは行為構造とし
て捉えたとき、その意味は、個人によって追及される意図や目的（それが教師のものであれ、学習者のものであ
れ）に回収されてしまうものではないというものである」ということである。すなわち、授業では、教師も子ど
もも想定しなかったことが学ばれるという可能性に開かれており、その意味は生成的に作られていくということ
である。
「個人」を中心に据えた「法学的」・「道徳哲学的」・「心理的」人格概念に一つの筋道を通すならば、以下のこ

とが言えるだろう。それは、歴史的に見出された近代以降の社会における意味での「個人」が自由に生きる（＝
人格の完成を目指して生きる）という道徳・哲学が存在し、それを権利として保障するために法が存在する。そ
して、その権利保障の実現のために（義務・普通）教育という制度を通じて「個人」が、教師との直接の人格的
接触下での学びを通じて心理的（＝人格的）な変容に開かれていく、という筋道である。

教師の役割
教師は、「教育は何をしてはいけないか」を考えなくてはならない。岩下ら（ ）は、教育はこれまでに、

人々の幸福や尊厳を奪ったり、分断・差別したりしてきた歴史があるという。また、公教育が国家権力の行使の
一形態にほかならない以上、自らの権力行使の縛り方を考えなければならないと述べている。そのため、公教育
において、「教師が自らの権力行使を縛る」ことは、「 ややもすれば“政治的”なものとなり得る 公教育が目指す
もの」と「一人ひとりの個人の自己実現欲求」との間を取り持つ専門職として、むしろ「本当にすべきことは何
か」を洞察することなのではないだろうか。

「個人」概念から見る人格の完成
フロム（ ）は、中世社会は近代以降のような個人的自由が欠如していたという。また、「近代的な意味で

の個人主義（しかしこの選択の自由は非常に抽象的なものであるが）は存在しなかったが、実際生活における具
体的な個人主義は大いに存在していた」と留保している。これは、坂口（ ）が述べるように、「純粋な個と
しての個」が思想的・概念的に確立したのが遅くとも紀元 、 世紀であったことから説明できるだろう。また、
坂口は、近代的「個」は「中世を通して生き続け（中略）ふたたび新たなかたちでとりあげた」と述べている。
つまり、フロムが『自由からの逃走』で問題としているのは、「政治的・社会的に（中略）新しい局面を与えたか
もしれない」、近代以降に現れた「個人の自由」についてだと言えるだろう。
その近代以降の「個人の自由」は、「生きる意味」を自らが見出していくことが課題となっている。なぜなら、

中世までの人々は、身分や住む場所、職業等はほとんど固定されており社会的役割を果たすという生きる意味を
もっていたからである。「……からの自由」という消極的な意味での自由ではなく、「……への自由」という積極
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的な意味での自由が求められている。
このような歴史的背景から、「個人」が自分なりの意味をもった生を送る、開かれた自己形成の必要性が見出さ

れるということが、個人主義を求める理由である。

目標設定の方法
田中智志（ ）は、キリスト教思想の完全性概念には完備することによって完全性を目指すものと、不断に

遂行され続ける営みによる完全性があることを述べている。

表３：人格の完成を目指すことについての つの立場
力動 完全性への過程

（特定のゴールに向かって）人格の完成を目指す 静的 完備によって完全になる
（開かれたゴールに向かって）人格の完成を目指し“続ける” 動的 目指され続ける

そして、これらを学校教育で使用される、方向目標と到達目標に当てはめてまとめた。

表４：学校教育とキリスト教的思想で保障されるべきものの対照表
開かれた形で保障されるべきもの 個別に保障されるべきもの

学校教育 方向目標 到達目標
キリスト教的思想 完全性 完備性

到達目標については、人格の完成概念が本来持っていた「完全性に向かう」という目的を考慮し、方向目標に
基づいた到達目標を設定することを提案する。

実践編
個人の人格の完成を目指す教育実践の事例
富山市立堀川小学校
『自己実現をはかる授業』（ ）では、 年生算数「均整のとれた形」の授業において、個々人にとっての“均

整がとれている形”への観念がぶつけ合われる場面があった。
その中で、ある児童は、「算数は論理だ。考え方の勉強にきれいとか入れたら、図工の鑑賞になる。名画家とい

われる人の絵など、ぼくにはよく分からないが、どんなに汚い絵でも、訳のわからない絵でも、美しいと思う人
がいると思う。だから、きれいとか美しいなどという感情は、元来算数に入れるべきではない」と言った。この
発言があったのは、他者が、長方形の中でも細長いものは縦にすると不安定だと考え、その後、数回は話し合っ
た中でのことであった。算数は論理であるとする価値観が表出することによって、教科の固有性の一面が共有さ
れると同時に、子どもの文脈に基づいた、「縦に細い図形は不安定だ」とする感覚的な価値観も現れた授業であっ
たことがわかる。

香川大学教育学部附属高松小学校
文部科学省の研究開発学校（令和 年度～ 年度）に採択され、経験から新たな知や価値をつくるカリキュラ

ムの開発に取り組んでいる。その中の取り組みの一つである、「『じぶん』の時間」では、主に経験したことをも
とに、同学年集団で価値創造を行う。
現行の教育課程においては、「自分の生き方を考える」ことに関して、特別の教科 道徳が存在している。特別

の教科 道徳は教科であるため、検定教科書が存在し、一般的には教科書に掲載されている教材（物語等）を通じ
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て、自分の生き方について考え、議論していく方法が用いられている。しかし、この授業方法は、他者の物語を
経由して思考していくものであるため、「個」の学びの文脈を取り払った形であるように思われる。
このような意味で、「『じぶん』の時間」の実践は、自分（たち）の経験から、また、周りの児童との対話の中

から、自分の大切にしたい価値を創ったり、意味付けたりしていくことには非常に価値があるといえる。
一方で、「『じぶん』の時間」の課題もある。それは、児童自らの経験から、よりよく生きるための価値を見出

すことはできるが、その価値が特別の教科 道徳で挙げられている内容項目のようなまとめられ方をすることで
ある。教師による授業の方向づけによって、借り物の言葉で価値創造するのではなく、自分なりの言葉で語るこ
とから創造される価値が表出されることを期待したい。

両校の実践から見出した指導計画の在り方
人格的接触がなされる学校教育において、「個」を大切にするということを理想とするのではなく、実際に行お

うとする取り組みが求められるという点において両校の実践は意義がある。
富山市立堀川小学校は、指導案を作成する時点で個人名を取り上げ、その子ども（個）の追究をどのように保

障していくかを構想している。そして、取り上げた児童の様子や発言によって周りの児童が触発されていく姿を
予想し、書き記している。
香川大学教育学部附属高松小学校は、 児・Ｂ児・Ｃ児と３通りの、「自分にとって意味のある知」を想定して

いる。これは、授業者が日々の児童との関わりの中で、「〇児なら、この教材に対してどのような意味付けをする
だろうか」と考えながら想定せざるを得ないことから、「個」を想定した指導計画を立てているといえるだろう。
授業内で全員の追究を見取り、個別に指導することはできないが、両校の実践のように、全体の問いが深まる

ような問いをもっている児童を中核として据えることはできるのではないだろうか。その中核は、教科や学習内
容ごとに異なる。学級では「あの子の国語における学びへの向き合い方と生活科における学びへの向き合い方が
ちがう」といったような、互いの自己理解・自己実現を深める学級集団のもとでの授業が、人格の完成につなが
るだろう。

実習校での授業実践の考察
実習校において 年 月から 月に行った授業実践についての考察を行った。授業では、子どもの学び

の文脈を大切にし、各教科を個別に学ぶのではなく関連性を持つことができるようにすることを意図して、図画
工作科・社会科・算数科の授業を教科横断的に行った。本実践から見出せたことは、児童が学習を振り返る観点
として、「自分の関連する領域に利用して行こうとするもの」「学習対象との出会いやその自覚化に関するもの」
「対象世界に関わっていこうとするもの」が見られた点である。そして、コラー が述べる、授業の意味
は、教師や学習者の意図・目的に回収されるものではなく、「基本的に多層的な解釈が可能なテクストとしてみな
されなければならない」ということを考慮するべきであることが分かった。
実習校では、第 学年の学級において、図画工作科（絵画の鑑賞と模写）、社会科（武士の世の中）、算数科（図

形の拡大と縮小）の単元の授業を行った。これらの授業は、「社会的事象の意味を多角的に考える」つまり、一つ
の対象に対して様々な見方をしていくことができるように構想した。そのようにすることによって、各教科その
ものを学ぶ意義や、世界との関わり方を見出し（行動原理を見出し）たりしていく契機をつくることができるの
ではないかと考えた。
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図３：図画工作科・社会化・算数科の関連

図画工作科の授業（絵画の鑑賞と模写）では、第 ・ 時に「でんごんかんしょうゲーム」を行った。これは、
ペアで行い、配られた 枚の絵を片方の人が相手に見せずに言葉だけで説明し、もう一方の人がその説明を頼り
に絵を再現するゲームである。 時間ごとにペアで役割を交代して行った。この学習の振り返りでは、「（今まで
は〇〇だったけど、）今日、□□の勉強をして、△△できるようになった。 変わった。/△△だなあと思った。」
「今日、勉強した内容は、〇〇に使えそう。活かしたい。」「今日、〇〇を勉強したけれど…□□が疑問に思った。
やっぱり□□が分からなかった。」と、振り返りの観点を例示した。
そこでは、教師側から想定していた関連とは異なるものを確認することができた。ある児童は、「今日の勉強し

て説明するのが少しうまくなったきがする。今日の勉強は体育の時に使えそうな気がする（ダンスををしえると
きなど）」と記述していた。この児童は、同時期に体育の授業で行われていた、自グループで練習したフォークダ
ンスを他グループに教える活動と関連付けた。図画工作科の授業で行ったことは、「相手は、自分が持っている情
報について何も知らない」という状況下において、相手に伝わるように客観的に対象を分析して説明することで
ある。これが、この児童の中で結び付けられ、体育の授業でも活かしてみたいと感じたのだと分析できる。この
ことはコラー が、「授業を行為として、あるいは行為構造として捉えたとき、その意味は、個人によって
追及される意図や目的（それが教師のものであれ、学習者のものであれ）に回収されてしまうものではない」と
述べていることとつながるだろう。また、教師が伝えたかった、「絵画の鑑賞は一見難しい事のように感じられる
が、絵を説明しようとすることで、絵が良く見えてくる」という意図には還元されないのである。つまり、「授業
は、基本的に多層的な解釈に開かれている『テクスト』としてみなされなければならない」のである。
本児童の振り返りを、「自分の関連する領域に利用していこうとするもの」として分類し、他にも「鑑賞との出

会いや自覚化に関するもの」「絵画の世界へ関わっていこうとするもの」に分類した。

表５：図工授業の振り返りの分類
分類 振り返りの記述
自分の関連する領域に利用していこうとするもの 今日の勉強して説明するのが少しうまくなったきがする。

今日の勉強は体育の時に使えそうな気がする（ダンスをを
しえるときなど）

対象との出会いや自覚化に関するもの 今までは、絵を見ても 分ぐらいで見終わっていたけど、
今回みたいに長い時間、絵を見たのはなかった。けど、長
い時間見ていると分からないものが分かったり、見えてき
たりした。

     
           
           

   
            

   
        

          

     
       

絵をどのように見るか
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対象世界へ関わっていこうとするもの 今日、やった内容は、美術館に行った時に活かせる ぼく
は人がいる絵よりも風景だけの絵の方がかきやすい。

「対象との出会いや自覚化に関するもの」に関する記述からは、これまでの自己の絵画との向き合い方と比較し
ながら、自己の変化について自覚していることが分かる。また、「絵画の世界へ関わっていこうとするもの」に関
しては、今回の学習内容を、直接的に関連する事項に生かすことができることを振り返りつつ、自分なりの価値
観を表現していることが分かる。

社会科の授業では、共通の素材である「絵画の鑑賞経験」を活かして、授業の導入部分において、貴族の暮ら
しが描かれたイラストと武士の暮らしが描かれたイラストを詳細に見比べる活動を行った。（例：「貴族はごうか
だけど、武士はわら（？）みたいな高い家がある 武士の土地がせまい」）。その後、「武士の生活について調べよ
う」というめあてのもと、書籍や資料集を使って調べる学習に至った。授業の振り返りでは、それぞれの自分な
りの社会観が表出された。

この児童は、当時の人が食べていた物からアプローチして、現在の自らの生活と比べながら、「この時代にうま
れたくないと“改めて思った”。」というように、当時の社会を評価している。このような記述は、先に挙げた筆者
による分類で言えば、「自分の関連する領域に利用していこうとするもの」や「対象との出会いや自覚化に関する
もの」に該当するだろう。

この児童は、歴史そのものに興味があるような価値観を表出させていった。このような価値観の表出は、授業
を行う以前から歴史マンガを読んでいたり、自由勉強ノートで武将について調べたりしてきていることからも分
析を補強するものとなるだろう。
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そして、このような記述は、「対象世界へ関わっていこうとするもの」として捉えることができると考える。

おわりに
本報告書では、「人格の完成」概念に基づいて、学習の個性化を進めるためのカリキュラム・マネジメントにつ

いて考察してきた。「人格の完成」については、 つの観点（法的、道徳・哲学的、心理的）から分析し、個人が
自己実現するという道徳・哲学的価値が法によって保障され、それは教師と児童生徒との人格的（心理的）接触
によって為されていくということを見出した。そして、特に道徳・哲学的な人格概念からは、西洋社会と密接な
かかわりを持つキリスト教の思想に立ち戻ることで、「人間は完全性に向かう力動を持っていること」、言い換え
れば、「人格の完成を目指す」ことの意味について考察することができた。それは、神や学校において権威を持っ
てしまう教師が「神（あるべき姿）とはこれである」と偶像をつくらないことで、各個人の“自由な”生き方が保
障されているということである。
このことから、私は以下のことを提案したい。教師は方向目標を第一に立てることで偶像をつくることを避け、

児童生徒が追究したいこと（人格の完成に向かっている状態）を見取る。そして、その中で結果として学ばれて
いることを到達目標として価値づけるという指導の在り方である。しかし、教師は児童生徒が勝手に学んでいく
のを待っているだけではいけない。偶像を作ることを避けながら、働きかけることも躊躇ってはならないだろう。
本研究の課題には、個人の学びの方向性に乗じて、より学びを深めさせることができなかったことが挙げられ

る。社会科の振り返りで「この時代にうまれたくないと改めて思った。」と書いた児童が、その“生まれたくない”
社会の現実について追究できたであろう。そして、実習の終わりにもらったクラスの児童からのメッセージカー
ドでは、その児童からは「新しい図工を知れて楽しかったです！」と書いてくれていた。教師と児童生徒の応答
的な関係がより求められる。それと同時に、授業者として自分が児童をどれだけ見ることができていただろうか
と省察しなければならない。また、図画工作科での学びを体育科での学びと結び付けた児童についても、それを
十全に生かせるような働きかけができなかった。
学校における実習では つの教科の授業を行ったが、今後は教育課程全体を視野に入れたこの見取りを行って

いきたい。加えて、個に対する他の教師からの見取りも取り入れていきたい。そうすることで、「学習の個性化」
が実現されていくきっかけになるだろう。

主要参考文献
今井康雄編（ ）『モノの経験の教育学 アート製作から人間形成へ』、東京大学出版会
香川大学教育学部附属高松小学校（ ）『研究紀要 』
坂口ふみ（ ）（ 解説追加版）『〈個〉の誕生―キリスト教教理をつくった人びと』、岩波書店
髙瀬淳（ ）「『社会に開かれた教育課程の実現に資する協創的な教員養成』」、熊谷愼之輔編（ ）『岡山発！
地域学校協働の実践と協創的教員養成「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて』、福村出版、 － 頁

田中智志・今井康雄編（ ）『キーワード 現代の教育学』、東京大学出版会
田中智志（ ）『完全性概念の基底―ヨーロッパの教育概念史―』、東信堂
成相肇（ ）「連載 図工 美術教育 あしたのために その３『らしさ』幻想と『でんごんかんしょうゲーム』」、

松下佳代（ ）『＜新しい能力＞は教育を変えるか―学力・リテラシー・コンピテンシー—』、ミネルヴァ書房
富山市立堀川小学校（ ）『自己実現をはかる授業』、明治図書
宮本勇一（ ）『フンボルトの陶冶理論と教育改革 学問中心カリキュラムの再考』、春風社
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数学的モデリングコンピテンシーについての一考察
－モデリングコンピテンシーの領域依存性を乗り越える指導の検討－

名前 大村 陸人

Ⅰ．はじめに

知識基盤社会が本格的なものとなり，学校教育において，何を知っているかではなく，知識や技能を利用して，

実生活や社会において問題を解決できることを重要視する必要があるといえる。清野(2005)の言葉を見てみると，

数学と現実の関係を見出せていない生徒が多いという実態を改善するためには，「現実事象の問題を解決する際

のシステム自体を理解させることが重要である」と述べている。この「現実事象の問題を解決する際のシステム

自体」というのが数学的モデリングであるといえる。数学的モデリング(以下，モデリングと省略する)とは，実世

界の問題が生じる場面から始まって，数学的モデルをつくり，妥当な結論が得られるまで数学的モデルを繰り返

し修正していく一連の活動のことである(池田，2010)。文部科学省(2017)でも，数学的活動の1つに日常生活や社

会の事象を数理的に捉え，数学的に処理し，問題を解決する過程を位置づけている。この過程は現実世界と数学

世界を往還しつつ問題を解決するモデリングの活動と解釈することができる。

池田(2016)は，モデリングは現実世界との関わりをテーマにしているため，算数・数学科カリキュラムの中で欠

くことのできない構成要素であると述べている。このようなことから，中等教育数学において，モデリング授業

を実践すること，また生徒がモデリングを達成できるようにするために，数学的モデリングコンピテンシー(以下，

モデリングコンピテンシーと省略する)を育成することが求められる。そして，モデリングコンピテンシーを身に

つけた生徒が，その後の実生活や社会の問題を解決する際にモデリングコンピテンシーを発揮し，問題解決を遂

行することが 1つの理想であるといえる。しかし，そのような理想を語るには，モデリングコンピテンシーの育

成に関する課題を解消する必要がある。その課題とはモデリングコンピテンシーの領域依存性である(例えば，

Blum，2011)。モデリングコンピテンシーの領域依存性とは，関数の分野におけるモデリングタスクを遂行できる

学習者が，必ずしも幾何の分野のモデリングタスクを遂行できるとは限らないということを意味している

(Schukajlow，2015)。加えて，モデリング課題の達成には，解決するモデリング課題に対応する現実の知識も必要

となることがあることを踏まえると，モデリング課題の内容に関する領域依存性も加味する必要があるといえる。

例えば，サッカーを経験した，もしくはよくサッカーのプレーを目にしている生徒が，サッカーのシュートに関

するモデリング課題を達成することができたとしても，数学的には同じ内容の知識を適用する課題であったとし

ても，車の内輪差に関するモデリング課題や給水タンクの階段の長さに関するモデリング課題を達成できるとは

限らないということである。このような領域依存性に関する課題が解消できなければ，生徒のモデリングコンピ

テンシーを育成できたとしても，今後の実生活と社会における複雑な問題解決だけでなく，異なる内容領域や異

なる現実場面を題材としたモデリング課題を遂行することさえ保証できないのである。

その課題の解消のために本稿ではメタ認知に着目する。メタ認知について，加藤(1999)は，「メタ認知は，領域

固有な側面と領域に依存しない側面とをあわせもった能力である可能性が高い」(p.264)と述べている。この言及

を参考に，モデリングコンピテンシーにおけるメタ的認知的なコンピテンシーとはどのようなものか，またその

中でも領域に依存しない能力は存在するかを考察し，その考察に基づき，モデリングコンピテンシーの領域依存

性を乗り越える指導の方策を検討したいと考えている。

Ⅱ．数学的モデリングコンピテンシーの整理

（1）数学的モデリングコンピテンシー

Blomhoej & Højgaard(2003)は，数学的モデリングコンピテンスを「ある文脈の中で数学的モデリングプロセス

のすべての側面を自力かつ洞察的に遂行できること」(Blomhoej & Højgaard，2003，p.126)としている。ここでの

コンピテンスとは，与えられた状況の課題に対して，適切に行動するための，洞察力に富んだ準備態勢のことで

あるとされている(Niss & Højgaard，2019)。Blomhoej & Højgaard(2003)のモデリングコンピテンシーは概念的なも

のであり，具体性に欠ける部分がある。そこで，モデリングプロセスに基づいたKaiser(2007)のモデリングコン

ピテンシーの整理とモデリングコンピテンシーとメタ認知の関係に着目したMaaß(2006)の研究を概観する。

Kaiser(2007)は，モデリングコンピテンシーを，現実から数学的な側面を取り出した問題を，モデリングによ

って解決しようとする能力だけでなく，その意欲も含むものであるとしている。Kaiser(2007)は，モデリングプ

ロセスに即してモデリングコンピテンシーを次のように示している。

・現実の問題を理解し，現実のモデルを構築するコンピテンシー

・現実のモデルから数学的モデルを作成するコンピテンシー

数学的モデリングコンピテンシーについての一考察
－モデリングコンピテンシーの領域依存性を乗り越える指導の検討－

名前 大村 陸人

Ⅰ．はじめに

知識基盤社会が本格的なものとなり，学校教育において，何を知っているかではなく，知識や技能を利用して，

実生活や社会において問題を解決できることを重要視する必要があるといえる。清野(2005)の言葉を見てみると，

数学と現実の関係を見出せていない生徒が多いという実態を改善するためには，「現実事象の問題を解決する際

のシステム自体を理解させることが重要である」と述べている。この「現実事象の問題を解決する際のシステム

自体」というのが数学的モデリングであるといえる。数学的モデリング(以下，モデリングと省略する)とは，実世

界の問題が生じる場面から始まって，数学的モデルをつくり，妥当な結論が得られるまで数学的モデルを繰り返

し修正していく一連の活動のことである(池田，2010)。文部科学省(2017)でも，数学的活動の1つに日常生活や社

会の事象を数理的に捉え，数学的に処理し，問題を解決する過程を位置づけている。この過程は現実世界と数学

世界を往還しつつ問題を解決するモデリングの活動と解釈することができる。 
池田(2016)は，モデリングは現実世界との関わりをテーマにしているため，算数・数学科カリキュラムの中で欠

くことのできない構成要素であると述べている。このようなことから，中等教育数学において，モデリング授業

を実践すること，また生徒がモデリングを達成できるようにするために，数学的モデリングコンピテンシー(以下，

モデリングコンピテンシーと省略する)を育成することが求められる。そして，モデリングコンピテンシーを身に

つけた生徒が，その後の実生活や社会の問題を解決する際にモデリングコンピテンシーを発揮し，問題解決を遂

行することが 1つの理想であるといえる。しかし，そのような理想を語るには，モデリングコンピテンシーの育

成に関する課題を解消する必要がある。その課題とはモデリングコンピテンシーの領域依存性である(例えば，

Blum，2011)。モデリングコンピテンシーの領域依存性とは，関数の分野におけるモデリングタスクを遂行できる

学習者が，必ずしも幾何の分野のモデリングタスクを遂行できるとは限らないということを意味している

(Schukajlow，2015)。加えて，モデリング課題の達成には，解決するモデリング課題に対応する現実の知識も必要

となることがあることを踏まえると，モデリング課題の内容に関する領域依存性も加味する必要があるといえる。

例えば，サッカーを経験した，もしくはよくサッカーのプレーを目にしている生徒が，サッカーのシュートに関

するモデリング課題を達成することができたとしても，数学的には同じ内容の知識を適用する課題であったとし

ても，車の内輪差に関するモデリング課題や給水タンクの階段の長さに関するモデリング課題を達成できるとは

限らないということである。このような領域依存性に関する課題が解消できなければ，生徒のモデリングコンピ

テンシーを育成できたとしても，今後の実生活と社会における複雑な問題解決だけでなく，異なる内容領域や異

なる現実場面を題材としたモデリング課題を遂行することさえ保証できないのである。 
その課題の解消のために本稿ではメタ認知に着目する。メタ認知について，加藤(1999)は，「メタ認知は，領域

固有な側面と領域に依存しない側面とをあわせもった能力である可能性が高い」(p.264)と述べている。この言及

を参考に，モデリングコンピテンシーにおけるメタ的認知的なコンピテンシーとはどのようなものか，またその

中でも領域に依存しない能力は存在するかを考察し，その考察に基づき，モデリングコンピテンシーの領域依存

性を乗り越える指導の方策を検討したいと考えている。 

Ⅱ．数学的モデリングコンピテンシーの整理

（1）数学的モデリングコンピテンシー 
Blomhoej & Højgaard(2003)は，数学的モデリングコンピテンスを「ある文脈の中で数学的モデリングプロセス

のすべての側面を自力かつ洞察的に遂行できること」(Blomhoej & Højgaard，2003，p.126)としている。ここでの

コンピテンスとは，与えられた状況の課題に対して，適切に行動するための，洞察力に富んだ準備態勢のことで

あるとされている(Niss & Højgaard，2019)。Blomhoej & Højgaard(2003)のモデリングコンピテンシーは概念的なも

のであり，具体性に欠ける部分がある。そこで，モデリングプロセスに基づいたKaiser(2007)のモデリングコン

ピテンシーの整理とモデリングコンピテンシーとメタ認知の関係に着目したMaaß(2006)の研究を概観する。 
Kaiser(2007)は，モデリングコンピテンシーを，現実から数学的な側面を取り出した問題を，モデリングによ

って解決しようとする能力だけでなく，その意欲も含むものであるとしている。Kaiser(2007)は，モデリングプ

ロセスに即してモデリングコンピテンシーを次のように示している。 
・現実の問題を理解し，現実のモデルを構築するコンピテンシー 
・現実のモデルから数学的モデルを作成するコンピテンシー 
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・数学的モデルの中で数学的問題を解決するコンピテンシー 
・現実のモデルや状況において，数学的な結果を解釈することができるコンピテンシー 
・解決策に挑戦し，必要であれば，別のモデリングプロセスを実施するコンピテンシー 
また，Blomhoej & Højgaard(2003)は，メタ認知の発達について言及している。彼らは，生徒たちが「数学的モ

デリングというもの」を理解するのに苦労していることについて述べている。そこで，Maaß(2006)はモデリング

コンピテンシーとメタ認知の関わりに焦点を当てて研究している。Maaß(2006)は，メタ認知は，モデリングコン

ピテンシーの発達に重要な影響を与える要因である可能性があるとしつつ，モデリングコンピテンシーに関連す

るメタ認知を付与するために，以下のメタ認知について整理している；宣言的メタ認知を意味するモデリングプ

ロセスに関するメタ知識を付与する，授業でのモデリングプロセスに関する生徒の異なる認識について議論す

る，生徒のミスに対処しそれを分析する方法を生産する，モデリングプロセスのスキームに助けられながら自分

自身の行動を計画し，監視し，検証することを要求している，異なる解決策を比較検討しその理由を考察する，

モデリングプロセスで，セルフモニタリングの肯定的な例を指摘する，指導者による外部からのモニタリング。

このような理論的枠組みに基づき，Maaß(2006)が暫定的に定義したモデリングコンピテンシーの構成の中にはメ

タ認知的モデリングコンピテンシーという要素がある。メタ認知的モデリングコンピテンシーについての記述を

詳細にみていくと，課題と「現実」「現実モデル」「数学モデル」「数学的解法」といった「メタ用語」との関係

を確立できるようになったことが例として挙げられている。 
（2）メタ認知的モデリングコンピテンシーの具体 
本章1節では，モデリングコンピテンシーについて整理し，その中で特に，Maaß(2006)のメタ認知的モデリン

グコンピテンシーについて着目した。Maaß(2006)では，課題と「現実」「現実モデル」「数学モデル」「数学的解

法」などの「メタ用語」との関係を確立できるようになったことが生徒のメタ認知的モデリングコンピテンシー

の発揮の例として挙げられている。しかし，Maaß(2006)の捉えようとしたメタ認知には，「ミスを分析し，それ

に対処する方法を生み出すこと」や「自分自身の行動を計画・監視・検証すること」なども挙げられている。そ

こで，本節ではモデリングにおけるメタ認知的な活動に関する先行研究を参考に，Maaß(2006)ではまとめられて

いない，メタ認知的モデリングコンピテンシーの技能的側面を整理することにする。 
①批判的サイクル 
批判的サイクルは西村(2012)がWildらの「尋問的サイクル」を援用し提案したモデリングを遂行する力の 1

つである。この能力はモデリングプロセス全体に渡って常に批判的・反省的に思考する能力に関する次元とされ

ており，モデル化過程，モデル化能力よりも高い次元に位置付けられている(西村，2012)。これはモデリングコ

ンピテンシーにおいて，メタ認知的な能力であるといえるだろう。さらに注目すべきは，「解釈」，「批判」と

「判断」の部分であり，これは，監視や検証に類似した機能であるという点でも，批判的サイクルはメタ認知的

モデリングコンピテンシーの技能的側面と位置付けられる。 
②数学的予見 
モデリングの遂行には，予見が重要であることがわかっている(例えば，Niss，2009；2018)。Niss(2009，2018)

は，予見とは，モデラーが，現在のステージが完了した後に，次のステージで何ができるかを予測し，現在のス

テージが完了する前にその予測を実行することであり，この予見があるために現在(自分がいるモデリングプロ

セスの段階)の行動が変容すると述べている。Maciejewski & Barton(2016)は，これを数学的予見と発展させ，数学

的予見とは，新しい問題，仮説，状況に直面し，解決策，証明，明確化，解決に向けて努力する必要があるとき

に，数学者が行う可能性があるプロセスであると述べている。さらに，Maciejewski & Barton(2016)は，数学的予

見は動的なプロセスであり，一歩一歩進むごとに軌道が修正され，解決すべき領域が徐々に明らかになっていく

ことにも言及している。このような記述から，数学的予見はモデリングプロセスを制御するような機能を持つこ

とがわかる。また，上述した計画の機能とも類似している点を踏まえれば，数学的予見もメタ認知的モデリング

コンピテンシーの技能的側面に位置づく。 
③妥当性の検証 

Czocher(2018)は，得られた結果を予期された結果と比較するという行為を妥当性の検証と呼んでいる。

Czocher(2018)は，Borromeo Ferri(2007)のそれぞれのステップやそのステップ間をつなぐサブプロセスを進んだり

戻ったりしながら，モデリング課題の解決を進展させていくモデラー個別の過程であるモデリングルートが，な

ぜ各モデラーにより特異なルートをたどるのかに着目し，それは各モデラーが個々に妥当性の検証を行っている

からであると述べた。Czocher(2018)は，生徒が得た数学的結果と理解しようとしている現実の状況とを比較する

ときに，妥当性の検証が起こるとしており，その行為はメタ認知と関連していると述べている。Czocher(2018)
は，大学生によるモデリング課題の解決を分析し，妥当性の検証の 5つの類型を特定した。V₁タイプの検証活
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・数学的モデルの中で数学的問題を解決するコンピテンシー

・現実のモデルや状況において，数学的な結果を解釈することができるコンピテンシー

・解決策に挑戦し，必要であれば，別のモデリングプロセスを実施するコンピテンシー

また，Blomhoej & Højgaard(2003)は，メタ認知の発達について言及している。彼らは，生徒たちが「数学的モ

デリングというもの」を理解するのに苦労していることについて述べている。そこで，Maaß(2006)はモデリング

コンピテンシーとメタ認知の関わりに焦点を当てて研究している。Maaß(2006)は，メタ認知は，モデリングコン

ピテンシーの発達に重要な影響を与える要因である可能性があるとしつつ，モデリングコンピテンシーに関連す

るメタ認知を付与するために，以下のメタ認知について整理している；宣言的メタ認知を意味するモデリングプ

ロセスに関するメタ知識を付与する，授業でのモデリングプロセスに関する生徒の異なる認識について議論す

る，生徒のミスに対処しそれを分析する方法を生産する，モデリングプロセスのスキームに助けられながら自分

自身の行動を計画し，監視し，検証することを要求している，異なる解決策を比較検討しその理由を考察する，

モデリングプロセスで，セルフモニタリングの肯定的な例を指摘する，指導者による外部からのモニタリング。

このような理論的枠組みに基づき，Maaß(2006)が暫定的に定義したモデリングコンピテンシーの構成の中にはメ

タ認知的モデリングコンピテンシーという要素がある。メタ認知的モデリングコンピテンシーについての記述を

詳細にみていくと，課題と「現実」「現実モデル」「数学モデル」「数学的解法」といった「メタ用語」との関係

を確立できるようになったことが例として挙げられている。

（2）メタ認知的モデリングコンピテンシーの具体

本章1節では，モデリングコンピテンシーについて整理し，その中で特に，Maaß(2006)のメタ認知的モデリン

グコンピテンシーについて着目した。Maaß(2006)では，課題と「現実」「現実モデル」「数学モデル」「数学的解

法」などの「メタ用語」との関係を確立できるようになったことが生徒のメタ認知的モデリングコンピテンシー

の発揮の例として挙げられている。しかし，Maaß(2006)の捉えようとしたメタ認知には，「ミスを分析し，それ

に対処する方法を生み出すこと」や「自分自身の行動を計画・監視・検証すること」なども挙げられている。そ

こで，本節ではモデリングにおけるメタ認知的な活動に関する先行研究を参考に，Maaß(2006)ではまとめられて

いない，メタ認知的モデリングコンピテンシーの技能的側面を整理することにする。

①批判的サイクル

批判的サイクルは西村(2012)がWildらの「尋問的サイクル」を援用し提案したモデリングを遂行する力の 1
つである。この能力はモデリングプロセス全体に渡って常に批判的・反省的に思考する能力に関する次元とされ

ており，モデル化過程，モデル化能力よりも高い次元に位置付けられている(西村，2012)。これはモデリングコ

ンピテンシーにおいて，メタ認知的な能力であるといえるだろう。さらに注目すべきは，「解釈」，「批判」と

「判断」の部分であり，これは，監視や検証に類似した機能であるという点でも，批判的サイクルはメタ認知的

モデリングコンピテンシーの技能的側面と位置付けられる。

②数学的予見

モデリングの遂行には，予見が重要であることがわかっている(例えば，Niss，2009；2018)。Niss(2009，2018)
は，予見とは，モデラーが，現在のステージが完了した後に，次のステージで何ができるかを予測し，現在のス

テージが完了する前にその予測を実行することであり，この予見があるために現在(自分がいるモデリングプロ

セスの段階)の行動が変容すると述べている。Maciejewski & Barton(2016)は，これを数学的予見と発展させ，数学

的予見とは，新しい問題，仮説，状況に直面し，解決策，証明，明確化，解決に向けて努力する必要があるとき

に，数学者が行う可能性があるプロセスであると述べている。さらに，Maciejewski & Barton(2016)は，数学的予

見は動的なプロセスであり，一歩一歩進むごとに軌道が修正され，解決すべき領域が徐々に明らかになっていく

ことにも言及している。このような記述から，数学的予見はモデリングプロセスを制御するような機能を持つこ

とがわかる。また，上述した計画の機能とも類似している点を踏まえれば，数学的予見もメタ認知的モデリング

コンピテンシーの技能的側面に位置づく。

③妥当性の検証

Czocher(2018)は，得られた結果を予期された結果と比較するという行為を妥当性の検証と呼んでいる。

Czocher(2018)は，Borromeo Ferri(2007)のそれぞれのステップやそのステップ間をつなぐサブプロセスを進んだり

戻ったりしながら，モデリング課題の解決を進展させていくモデラー個別の過程であるモデリングルートが，な

ぜ各モデラーにより特異なルートをたどるのかに着目し，それは各モデラーが個々に妥当性の検証を行っている

からであると述べた。Czocher(2018)は，生徒が得た数学的結果と理解しようとしている現実の状況とを比較する

ときに，妥当性の検証が起こるとしており，その行為はメタ認知と関連していると述べている。Czocher(2018)
は，大学生によるモデリング課題の解決を分析し，妥当性の検証の 5つの類型を特定した。V₁タイプの検証活
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動は，数学的分析の結果を検証するものであり，これは計算や演繹的推論の連鎖が正しいかどうかのチェックと

して機能している(Czocher，2018)。V₂は数式と状況モデルを比較するものであり，現実世界の条件や関係が仮

定として認められることを保証する(Czocher，2018)。V₃は，数式と理想化された現実モデルを比較するもので

あり，優先順位付けされた条件や仮定が数学的特性やパラメータとして正しく表現されているかどうかを確認す

るのである(Czocher，2018)。V₄は，従来のモデリングプロセスによって予測されるものであり，解釈に従い，

述語が経験的に正確かどうかを判断する検証活動である(Czocher，2018)。V₅は，現実の結果を(状況モデルでは

なく)理想化された現実モデルと直接比較する検証活動である(Czocher，2018)。 
また，Ishibashi & Uegatani(2022)は，生徒の文章問題についての妥当性の検証活動を分析し，Czocher(2018)の妥

当性の検証の定義に適合しないものを発見した。それは，生徒の社会文化的規範に基づいて妥当性が検証される

場合であり，生徒たちは虚構世界を作り上げることで，問題の状況を理解し，解決策の現実性よりも，可能性の

ある虚構世界の中での解決策の一貫性を確認していることを明らかにし，それを検証活動Vfとしている

(Ishibashi & Uegatani，2022)。そのような分析を参考に，Ishibashi & Uegatani(2022)は，Czocher(2018)の妥当性の検

証の定義を拡張し，「検証とは，ベースとなる可能性のある虚構世界に対象を統合することである」とした。 

Ⅲ．メタ認知的知識とメタ認知的技能

加藤(1999)は，メタ認知は，領域固有な側面と領域に依存しない側面とをあわせもった能力である可能性が高

いと述べている。そこで，第Ⅲ章では，メタ認知的モデリングコンピテンシーにおいて，どのような能力が領域

に依存するか，また依存しないかについて捉えていくために，メタ認知に関する研究について整理していく。 
メタ認知研究の先駆者であるFlavell(1979)はメタ認知を「メタ認知的知識」と「メタ認知的技能」の 2つに分

類した。そして，「メタ認知的知識」をさらに「人変数」，「課題変数」，「方略変数」の 3つに分けた。三宮

(2018)はこれらをそれぞれ，「人間の認知特性についての知識」，「課題についての知識」，「課題解決の方略につ

いての知識」と換言している。では，「メタ認知的技能」とはどのようなものを指すのか。三宮(2018)は，Nalson
とNarensの知見を参考に，メタ認知的技能を「メタ認知的モニタリング」と「メタ認知的コントロール」の 2
つの要素に細分化している。「メタ認知的モニタリング」とは，認知状態をモニターすることである。たとえ

ば，「ここがよくわからない」「なんとなくわかっている」といった認知についての気づきや感覚，「この質問に

は簡単に答えられそうだ」といった認知についての予想，「この解き方でよいのか」といった認知の点検，「この

部分が理解できていない」といった評価などが，これに当たる(三宮，2018．pp.20)とされている。また，「メタ

認知的コントロール」とは，認知状態をコントロールすることであるとされており，たとえば，「完璧に理解し

よう」といった認知の目標設定，「簡単なところから始めよう」といった認知の計画，「この考え方ではうまくい

かないから，他の考え方をしてみよう」といった認知の修正などがこれに当たる(三宮，2018，pp.20)のである。 
また，数学教育研究の分野では，メタ認知的知識とメタ認知的技能について興味深い知見が得られている。岩

崎・山口(1998)は，メタ認知について考察する際に，それが教育的な成因か成果かが錯綜し，メタ認知を育成す

るという文脈で，いつのまにかメタ認知が前提となっている場合が少なくないと述べている。理論的考察の結

果，岩崎・山口(1998)は，「メタ認知的知識」を認知に先行するメタ認知であるとし，これを教授－学習の成因

として捉えた。また，「認知行動の調整や制御」を認知に後行するメタ認知であるとし，これを教授－学習の成

果として捉えた。どちらのメタ認知を強調するかによって，メタ認知は教授－学習の成果にも成因にもなりうる

ということである(岩崎・山口，1998)。

Ⅳ．メタ認知的モデリングコンピテンシーの再構成

本章では，第Ⅱ章，第Ⅲ章のモデリングとメタ認知に関する整理を踏まえ，メタ認知的モデリングコンピテン

シーを再構成する。 
まず，メタ認知的モデリングコンピテンシーがメタ認知の分類のどこに位置づくのかを考察する。メタ認知的

モデリングコンピテンシーは，モデルおよびモデリングプロセスに関するメタ認知的知識・技能を含むコンピテ

ンシーであり，モデルの目的やモデルの性質の理解，モデリングプロセスの記述やそれを振り返る能力である。

特に，Blomhoej & Højgaard(2003)とMaaß(2006)の挙げたメタ認知的モデリングコンピテンシーの具体例から考察

していく必要がある。Blomhoej & Højgaard(2003)は第Ⅱ章に示したように，生徒が「モデリングというもの」を

理解するのに苦労しているということを示す生徒の質問を挙げていた。さらに，Maaß(2006)が挙げた例は，課題

と「現実」「現実モデル」「数学モデル」「数学的解法」といった「メタ用語」との関係を確立できるようになっ

たということである。これらの具体例はメタ認知においてメタ認知的知識の側面と捉えることができる。そこ

で，本研究では，これらの具体例のようなモデルやモデリングについてのメタ認知的知識に相当するものを「モ
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動は，数学的分析の結果を検証するものであり，これは計算や演繹的推論の連鎖が正しいかどうかのチェックと

して機能している(Czocher，2018)。V₂は数式と状況モデルを比較するものであり，現実世界の条件や関係が仮

定として認められることを保証する(Czocher，2018)。V₃は，数式と理想化された現実モデルを比較するもので

あり，優先順位付けされた条件や仮定が数学的特性やパラメータとして正しく表現されているかどうかを確認す

るのである(Czocher，2018)。V₄は，従来のモデリングプロセスによって予測されるものであり，解釈に従い，

述語が経験的に正確かどうかを判断する検証活動である(Czocher，2018)。V₅は，現実の結果を(状況モデルでは

なく)理想化された現実モデルと直接比較する検証活動である(Czocher，2018)。
また，Ishibashi & Uegatani(2022)は，生徒の文章問題についての妥当性の検証活動を分析し，Czocher(2018)の妥

当性の検証の定義に適合しないものを発見した。それは，生徒の社会文化的規範に基づいて妥当性が検証される

場合であり，生徒たちは虚構世界を作り上げることで，問題の状況を理解し，解決策の現実性よりも，可能性の

ある虚構世界の中での解決策の一貫性を確認していることを明らかにし，それを検証活動Vfとしている

(Ishibashi & Uegatani，2022)。そのような分析を参考に，Ishibashi & Uegatani(2022)は，Czocher(2018)の妥当性の検

証の定義を拡張し，「検証とは，ベースとなる可能性のある虚構世界に対象を統合することである」とした。

Ⅲ．メタ認知的知識とメタ認知的技能

加藤(1999)は，メタ認知は，領域固有な側面と領域に依存しない側面とをあわせもった能力である可能性が高

いと述べている。そこで，第Ⅲ章では，メタ認知的モデリングコンピテンシーにおいて，どのような能力が領域

に依存するか，また依存しないかについて捉えていくために，メタ認知に関する研究について整理していく。

メタ認知研究の先駆者であるFlavell(1979)はメタ認知を「メタ認知的知識」と「メタ認知的技能」の 2つに分

類した。そして，「メタ認知的知識」をさらに「人変数」，「課題変数」，「方略変数」の 3つに分けた。三宮

(2018)はこれらをそれぞれ，「人間の認知特性についての知識」，「課題についての知識」，「課題解決の方略につ

いての知識」と換言している。では，「メタ認知的技能」とはどのようなものを指すのか。三宮(2018)は，Nalson
とNarensの知見を参考に，メタ認知的技能を「メタ認知的モニタリング」と「メタ認知的コントロール」の 2
つの要素に細分化している。「メタ認知的モニタリング」とは，認知状態をモニターすることである。たとえ

ば，「ここがよくわからない」「なんとなくわかっている」といった認知についての気づきや感覚，「この質問に

は簡単に答えられそうだ」といった認知についての予想，「この解き方でよいのか」といった認知の点検，「この

部分が理解できていない」といった評価などが，これに当たる(三宮，2018．pp.20)とされている。また，「メタ

認知的コントロール」とは，認知状態をコントロールすることであるとされており，たとえば，「完璧に理解し

よう」といった認知の目標設定，「簡単なところから始めよう」といった認知の計画，「この考え方ではうまくい

かないから，他の考え方をしてみよう」といった認知の修正などがこれに当たる(三宮，2018，pp.20)のである。

また，数学教育研究の分野では，メタ認知的知識とメタ認知的技能について興味深い知見が得られている。岩

崎・山口(1998)は，メタ認知について考察する際に，それが教育的な成因か成果かが錯綜し，メタ認知を育成す

るという文脈で，いつのまにかメタ認知が前提となっている場合が少なくないと述べている。理論的考察の結

果，岩崎・山口(1998)は，「メタ認知的知識」を認知に先行するメタ認知であるとし，これを教授－学習の成因
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と「現実」「現実モデル」「数学モデル」「数学的解法」といった「メタ用語」との関係を確立できるようになっ

たということである。これらの具体例はメタ認知においてメタ認知的知識の側面と捉えることができる。そこ

で，本研究では，これらの具体例のようなモデルやモデリングについてのメタ認知的知識に相当するものを「モ
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デリングに関するメタ認知的知識」と呼ぶことにする。また，その定義としては，Blomhoej & Højgaard(2003)と
Maaß(2006)の挙げた例を解釈し，「モデルの性質・目的に関する知識・理解とモデリングプロセスの意味やその

プロセス自体に関する知識・理解」と定義する。さらに，岩崎・山口(1998)の言及を踏まえれば，モデリングに

関するメタ認知的知識は，モデリングにおいて成因として位置づくべきということがわかる。つまり，モデリン

グを学習する生徒は，ある程度モデルやモデリングについての知識を持っている必要があるということである。

次に，モデルやモデリングについてのメタ認知的技能の側面，上述したモデリングに関するメタ認知的知識に

倣って呼ぶならば，「モデリングに関するメタ認知的技能」について整理していく。これには，第Ⅱ章で整理し

た，「批判的サイクル」「数学的予見」「妥当性の検証」が当てはまる。これら 3つの技能は，メタ認知的技能の

特徴である，認知状態をモニターすること，つまり認知についての予測・点検・評価と認知状態をコントロール

すること，つまり認知についての計画・修正を含んでいる。モデリングに関するメタ認知的知識の時と同様に，

岩崎・山口(1998)の言及を踏まえれば，モデリングに関するメタ認知的技能は，モデリングにおいて，成果とし

て位置づくべきということがわかる。つまり，生徒はモデリング課題の解決活動を通して，モデリングに関する

メタ認知的技能を身につけていく必要があるということである。

ここまでの考察をまとめると図 1のようになる。このようにメタ認知的モデリングコンピテンシーを，モデリ

ングに関するメタ認知的知識とモデリングに関するメタ認知的技能に分け，再構成することで，メタ認知的モデ

リングコンピテンシーの中でどのような能力が教授－学習の成因になるか，成果になるかが判断できるようにな

った。さらに，加藤(1999)の「知識・技能やメタ認知的知識の一部分は，領域に依存するものと考えられる。(中
略)一方で，メタ認知的技能はその認知的活

動をモニターし自己評価し制御する能力であ

るから，その人の基礎的な能力としてどの領

域でもある程度は活用可能な側面を有してい

るといえる」(p.264)という言及に基づけば，

モデリングに関するメタ認知的技能，つま

り，批判的サイクル，数学的予見，妥当性の

検証は，数学の内容という意味での“領域”に
依存しない能力であるといえる。したがっ

て，モデリングコンピテンシーが領域間を転

移するためには，モデリングに関するメタ認

知的技能を育成することが重要になるという

示唆を得ることができる。

Ⅴ．メタ認知的モデリングコンピテンシーの発揮の実際

第Ⅴ章では，大学生を対象に行ったモデリング課題に対する活動を分析することでその実際を記述する。その

実際を，どのように指導を行っていくかの足掛かりとすることにする。

（1）分析の枠組み

分析は，Blum & Leiß(2007)によって提示されたモデリングプロセスと，それに基づいたBorromeo Ferri(2007)
のモデリングルートの枠組みに基づく。さらに，本稿ではメタ認知的モデリングコンピテンシーの発揮の様相を

分析するために，メタ認知と問題解決の関係に焦点を当て

たSchoenfeld(1985，1987)の分析方法も参考にする。つま

り，メタ認知的モデリングコンピテンシーが発揮されたと

捉えられるモデリングルートの部分に，逆三角形のマーク

をいれるということである。例えば，あるモデリングルー

トを図 2のように例示することができる。図 2では，数学

化，数学的結果，現実の結果の場面でメタ認知的モデリン

グコンピテンシーが発揮されていることを示している。ま

た，メタ認知的モデリングコンピテンシーが発揮された場

合には，モデリングのフェーズを戻る可能性があることに

も注目しておきたい。図 2のモデリングルートは，現実世

界の状況と問題→状況モデル→現実モデルと問題→▼→数

学的モデルと問題→数学的結果→▼→状況モデル→数学的

図 再構成した数学的モデリングコンピテンシー

図 メタ認知的モデリングコンピテンシーの発揮の例
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モデルと問題→数学的結果→現実の結果→▼→数学的結果→現実の結果→状況モデル→現実世界の状況と問

題，というようなルートをたどっていることになる。

（2）概要とモデリング課題

実験は2023年に行われた。対象は代数学を専門とする修士課程の大学院生 2名と大学生4名である。対象と

して大学生・院生を選択したのは，解決に必要な数学的知識を保有しており，課題の解決に取り組む際の数学的

作業には大きな困難性を示さず，それ故にメタ認知的モデリングコンピテンシーを捉えることに焦点を当てやす

いと考えたからである。

実験では，熊倉(2000)の駐車場問題を参考に作成した課題を用いた。この課題は模型を用いることで現実世界

と数学の世界との往還を促進することができ，モデリングを経験したことがないモデラーにとっても取り掛かり

やすい課題であると考えている。課題は「四輪車で狭い駐車場に駐車します。前方から駐車するのと，後方から

駐車するのでは，どちらのほうが駐車しやすいでしょうか？」というものである。今回の実験の対象はモデリン

グ初心者であるため，課題解決の足場となるよう 4つの設問を用意した。それが，(1)駐車しやすいとはどうい

うことか？何を比較すればよいかを考えなさい。(2)前方から駐車する際の 4つのタイヤの軌道を描きなさい。

(2)後方から駐車する際の4つのタイヤの軌道を描きなさい。(4)前方からと後方から，どちらのほうが駐車しや

すいか，数学的に説明しなさい。である。以下では，理想的な解決過程をまとめる。

課題はすでに完全な現実ではなく定式化されている。つまり，課題は，現実の世界と問題，状況モデルにあた

るといえる。問題文を読んだ後，(1)で駐車しやすいとはどのような状況か検討する。その際に，駐車スペース

の大きさ，駐車場自体の大きさ，車の大きさ，などの変数を挙げる。駐車スペースの大きさは前方からでも後方

からでも変わらないので定数としてよい，車の大きさも同様である。そのような考察を踏まえ，「駐車しやす

い」とは，駐車するのに必要な幅が小さいことであると設定できる。これが現実モデルになる。その後，模型を

用いて数学化を行い，駐車するということを 90°回転することとし，必要であれば図式化し，記号化する(図3，
図4)。トレッドを a，ホイルベースを b，最小回転半径を rとすると，図 3，図4を用いて数学的作業を行い駐

車に必要となる幅の値(L₁，L₂)という数学的結果を導く。それを解釈し，前方から駐車するのに比べ，後方から

駐車するほうが駐車に必要な幅が狭いということ導くことで現実的な結果を得ることができる。

（3）解決の実態

ここでは紙面の都合上E・Fの課題解決の過程をまとめる。

E・Fは問題文を読み，模型を動かしながら，駐車しやすいとはどういうことかを考察し始めた。

・F：「比較する」か。駐車しやすいっていうのは，例えばだったら，1番短い距離で止めるとか。

・E：より直角で曲がれるとか。

・E：(4)が「数学的に」じゃん，だから，ある程度，数学に寄せておきたいよね。

・F：じゃ，軌道が一番短い。

・F：ここに止めたいとして，ここ(前方からの駐車の際の手前側の白線)に線があってさ，普通に自分が運転し

てるって考えるとき，ここに止めるんだったらさ，ちょっと膨らむじゃん。ちょっと大回りにならんといけん

と思うんやけど，それって考えんのかな？

・E：思った場所に止めやすいのはどちらかとか？ (状況モデル→現実モデル)

図 後方から駐車する場合のモデル

図 前方から駐車する場合のモデル
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以上の議論の結果，E・Fのペアは，駐車しやすいとは，思った位置に止めやすいことであると決定し，今後

の解決を見据えて，ある程度数学的にしておく必要があると考え，それを，直角に近い角度で曲がれるか，駐車

までの軌道が短いか，と記述した。その後，模型を操作しながら前方からの駐車の軌道を描き始めた。その際，

2パターンの軌道を描き数学的モデルを構築した(図5，6)。
・F：前方から駐車する場合でしょ，後輪を軸にする場合。

・E：上から見た図でいいよね。

・F：うん。でも膨らまん，動き出したら，そこからは。 (状況モデル→現実モデル) 
Eが書いた数学的モデル(図5)をみたFがそのモデルに対して疑問を持ち発言したが，その場面では，Eの言

葉に対して納得した様子で，次の数学的モデルの構築を始めた。

・F：え，でも，これ不可能じゃない？ここ(駐車スペース側の後輪を指しながら)動かんのはさ。

・E：できるできる。軸にすればいいんよ。

・F：ああ，そうか。じゃ，パターン 2は軸なしでいこう。というか，こうじゃない？駐車って円があったとき

のこの部分(円の4分の1を切り取った部分に線を引きながら)じゃない？

・E：まっすぐから，曲がり始めたところから止まるまでのところが，円じゃないってこと？

・F：そう，だから，全部円を描けばいいんじゃない？ (現実モデル→数学的モデル)
このような議論の結果，構築された 2パターン目の数学的モデルが図 6である。その後，E・Fは，後方から

駐車する場合の軌道を描こうとした。後方から駐車する場合は，前方とは違って 1パターンしかないと考えた。

そうして構築された数学的モデルが図 7ある。さらに2人は，この後方から駐車する場合のモデルを参考に，前

方から駐車する場合のモデルについて改めて考察を始めた。

・F：後方はこれしかないでしょ。

・E：これ(後方から駐車する場合)は(前方から駐車する場合のパターン 1を)後ろ向きにしたバージョンで行ける

けどさ。これ(前方から駐車する場合のパターン 1)は書き直さんといけんくね？

・E：まじか。(模型を前方から駐車する場合のパターン1のように動かしながら)こんな極端な駐車…。

・F：極端すぎるよね。なんかおかしい。絶対おかしいよ。

・E：え，(前方から駐車する場合のパターン 2を指しながら)これじゃない？

・F：(Eと同様にパターン2を指しながら)これだけなんじゃない？ (現実モデル→数学的モデル)
ここまでの考察を踏まえて，E・Fは，前方から駐車する場合は図6のような軌道であるとした。また後方か

ら駐車する場合は図 7のようになると考えた。その 2つのモデルを見比べて，出した結論が以下である。

・E：結論的には，前方からが駐車しやすいってことです。それは，タイヤの軌道を考えたときに，前方も後方

も駐車場を通るような円を描くように止めれば，両方とも同じ位置に止めることはできるという話になりまし

た。実際，駐車をするときは，直進している途中で円を描き始めないといけないので，その円を書き始めるタ

イミングをいつにしたらいいのか，それがわかりやすいのは前方からなのかなっていう風に考えてます。

(数学的モデル→現実の結果)
最終的な結論として，どちらも円の軌道を描くのは同じであるから，その軌道を描くタイミングがわかりやす

いのはどちらかという点を「駐車しやすい」の判断材料とし，前方からのほうが駐車しやすいと述べた。この結

図 ・ の導き出した前方から駐車する
場合のパターン のモデル
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までの軌道が短いか，と記述した。その後，模型を操作しながら前方からの駐車の軌道を描き始めた。その際，

2パターンの軌道を描き数学的モデルを構築した(図5，6)。
・F：前方から駐車する場合でしょ，後輪を軸にする場合。

・E：上から見た図でいいよね。

・F：うん。でも膨らまん，動き出したら，そこからは。 (状況モデル→現実モデル) 
Eが書いた数学的モデル(図5)をみたFがそのモデルに対して疑問を持ち発言したが，その場面では，Eの言

葉に対して納得した様子で，次の数学的モデルの構築を始めた。

・F：え，でも，これ不可能じゃない？ここ(駐車スペース側の後輪を指しながら)動かんのはさ。

・E：できるできる。軸にすればいいんよ。

・F：ああ，そうか。じゃ，パターン 2は軸なしでいこう。というか，こうじゃない？駐車って円があったとき

のこの部分(円の4分の1を切り取った部分に線を引きながら)じゃない？

・E：まっすぐから，曲がり始めたところから止まるまでのところが，円じゃないってこと？

・F：そう，だから，全部円を描けばいいんじゃない？ (現実モデル→数学的モデル)
このような議論の結果，構築された 2パターン目の数学的モデルが図 6である。その後，E・Fは，後方から

駐車する場合の軌道を描こうとした。後方から駐車する場合は，前方とは違って 1パターンしかないと考えた。

そうして構築された数学的モデルが図 7ある。さらに2人は，この後方から駐車する場合のモデルを参考に，前

方から駐車する場合のモデルについて改めて考察を始めた。

・F：後方はこれしかないでしょ。

・E：これ(後方から駐車する場合)は(前方から駐車する場合のパターン 1を)後ろ向きにしたバージョンで行ける

けどさ。これ(前方から駐車する場合のパターン 1)は書き直さんといけんくね？

・E：まじか。(模型を前方から駐車する場合のパターン1のように動かしながら)こんな極端な駐車…。

・F：極端すぎるよね。なんかおかしい。絶対おかしいよ。

・E：え，(前方から駐車する場合のパターン 2を指しながら)これじゃない？

・F：(Eと同様にパターン2を指しながら)これだけなんじゃない？ (現実モデル→数学的モデル)
ここまでの考察を踏まえて，E・Fは，前方から駐車する場合は図6のような軌道であるとした。また後方か

ら駐車する場合は図 7のようになると考えた。その 2つのモデルを見比べて，出した結論が以下である。

・E：結論的には，前方からが駐車しやすいってことです。それは，タイヤの軌道を考えたときに，前方も後方

も駐車場を通るような円を描くように止めれば，両方とも同じ位置に止めることはできるという話になりまし

た。実際，駐車をするときは，直進している途中で円を描き始めないといけないので，その円を書き始めるタ

イミングをいつにしたらいいのか，それがわかりやすいのは前方からなのかなっていう風に考えてます。

(数学的モデル→現実の結果)
最終的な結論として，どちらも円の軌道を描くのは同じであるから，その軌道を描くタイミングがわかりやす

いのはどちらかという点を「駐車しやすい」の判断材料とし，前方からのほうが駐車しやすいと述べた。この結
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論は，構築した数学的モデルに基づいて，実際の経験を参照し導き出したものであるといえる。以上をまとめた

E・Fのモデリングルートが図8である。

（4）分析と考察

ここでも紙面の都合上E・Fのモデリング課題解決過程におけるモデリングに関するメタ認知的技能の発揮の

様相のみをまとめる。

④ E・Fのモデリングに関するメタ認知的技能の発揮

E・Fは課題解決の序盤から「数学的」という言葉を重要視していた。それは，Fが述べた自身の経験に基づ

く「後ろのほうが駐車しやすい」という発言を数学的に検討しようとしたり，Eの「ある程度数学に寄せておき

たい」という発言をしたりしていることからも窺える。この後の解決過程で数学的な操作を施すことを予見し，

現実的な文言を数学的に記述しようとしたのである。これは問題文が含むモデリングに関するメタ認知的知識が

E・Fに解決の過程を予見させたと考えられる。さらに，E・Fは前方からの駐車に関して2つのパターンのモデ

ルを構築した。その時点では，どちらの駐車もあり得るという考えのもと解決を進めていたが，後方から駐車す

る場合のモデルを構築した際に，改めて前方から駐車する場合のモデルを検討した。これは，後方から駐車する

場合のモデルを構築したことで，駐車の軌道に関するモデルへの理解が深まったことにより批判的サイクルが生

じたといえる。その結果，前方からの駐車のパターン1のモデルは現実的には存在しないという判断を行った。

以上の分析を基に，モデリングに関するメタ認知的技能の発揮に関する考察を行う。

第一に，A～E・Fのモデリング課題に共通する点として，構築した数学的モデルに対して，何か数学的な作

業を行うことはなく，数学的モデルと現実モデルや状況モデルを照らし合わせて現実の結果を導き出していると

いうことが挙げられる。これは，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーが十分に身についていない

ことが 1つの原因だと考えられる。A～E・Fのモデラーたちは数学の知識を豊富に持っており，伝統的な文章

問題には対応できることが推測される。しかし，今回のモデリング課題のような真正性の高い課題に取り組むの

は初めての経験であり，それ故に，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーが十分ではなかったと考

えられる。加えて，同様に，モデリングというものがどのようなものであるか，つまりモデリングに関するメタ

認知的知識を持っていなかったと推測される。それ故に，数学的な作業を行わず，問題文にあった軌道を描くこ

とのみで，数学的な説明ができると考えたのだと捉えることができる。このような考察を踏まえると，数学を専

門とする大学生・大学院生ですら，十分なモデリングコンピテンシーを発達させられていないことがわかる。

第二に，批判的サイクルや妥当性の検証などの，批判・検討が起きる契機とは何かについて考察する。批判・

検討が生じたことが観察できたのは，Aの1回，Dの2回，E・Fの1回であった。Aの批判は数学的モデルを

構築した際に，現実的モデルの妥当性を検証するという形で生じた。これは数学的モデルを構築したことによ

り，課題の本質，つまり何を比較するべきかについて明確になったことが一要因であると考えられる。つまり，

数学的モデルへの理解が批判・検討を生じさせたといえる。また，E・Fの批判・検討は，前方から駐車する場

合のモデルを構築し，その後，後方から駐車する場合のモデルを構築した際に生じた。これは，後方から駐車す

る場合のモデルを構築したことで，駐車という現象について数学的な理解が深まり，前方から駐車する場合のモ

デルに対して批判・検討が生じたといえるだろう。このAとE・Fの批判に共通する要因として，批判の対象と

なったモデルとは異なるモデルに対して考察を行うことで，現象またはモデルに関しての理解が深まったことが

挙げられる。Aの場合は，数学的モデルに対しての考察を通じて，現実モデルが批判の対象となり，E・Fの場

合は，別の数学的モデルに対しての考察を通じて，初めの数学的モデルが批判の対象となったといえる。Dの解

図 ・ の導き出した後方から駐車する場合のモデル 図 ・ のモデリングルート
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論は，構築した数学的モデルに基づいて，実際の経験を参照し導き出したものであるといえる。以上をまとめた

E・Fのモデリングルートが図8である。

（4）分析と考察

ここでも紙面の都合上E・Fのモデリング課題解決過程におけるモデリングに関するメタ認知的技能の発揮の
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④ E・Fのモデリングに関するメタ認知的技能の発揮

E・Fは課題解決の序盤から「数学的」という言葉を重要視していた。それは，Fが述べた自身の経験に基づ

く「後ろのほうが駐車しやすい」という発言を数学的に検討しようとしたり，Eの「ある程度数学に寄せておき

たい」という発言をしたりしていることからも窺える。この後の解決過程で数学的な操作を施すことを予見し，

現実的な文言を数学的に記述しようとしたのである。これは問題文が含むモデリングに関するメタ認知的知識が

E・Fに解決の過程を予見させたと考えられる。さらに，E・Fは前方からの駐車に関して2つのパターンのモデ

ルを構築した。その時点では，どちらの駐車もあり得るという考えのもと解決を進めていたが，後方から駐車す

る場合のモデルを構築した際に，改めて前方から駐車する場合のモデルを検討した。これは，後方から駐車する

場合のモデルを構築したことで，駐車の軌道に関するモデルへの理解が深まったことにより批判的サイクルが生

じたといえる。その結果，前方からの駐車のパターン1のモデルは現実的には存在しないという判断を行った。

以上の分析を基に，モデリングに関するメタ認知的技能の発揮に関する考察を行う。

第一に，A～E・Fのモデリング課題に共通する点として，構築した数学的モデルに対して，何か数学的な作

業を行うことはなく，数学的モデルと現実モデルや状況モデルを照らし合わせて現実の結果を導き出していると
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ことが 1つの原因だと考えられる。A～E・Fのモデラーたちは数学の知識を豊富に持っており，伝統的な文章

問題には対応できることが推測される。しかし，今回のモデリング課題のような真正性の高い課題に取り組むの

は初めての経験であり，それ故に，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーが十分ではなかったと考

えられる。加えて，同様に，モデリングというものがどのようなものであるか，つまりモデリングに関するメタ

認知的知識を持っていなかったと推測される。それ故に，数学的な作業を行わず，問題文にあった軌道を描くこ

とのみで，数学的な説明ができると考えたのだと捉えることができる。このような考察を踏まえると，数学を専

門とする大学生・大学院生ですら，十分なモデリングコンピテンシーを発達させられていないことがわかる。

第二に，批判的サイクルや妥当性の検証などの，批判・検討が起きる契機とは何かについて考察する。批判・

検討が生じたことが観察できたのは，Aの1回，Dの2回，E・Fの1回であった。Aの批判は数学的モデルを

構築した際に，現実的モデルの妥当性を検証するという形で生じた。これは数学的モデルを構築したことによ

り，課題の本質，つまり何を比較するべきかについて明確になったことが一要因であると考えられる。つまり，

数学的モデルへの理解が批判・検討を生じさせたといえる。また，E・Fの批判・検討は，前方から駐車する場

合のモデルを構築し，その後，後方から駐車する場合のモデルを構築した際に生じた。これは，後方から駐車す

る場合のモデルを構築したことで，駐車という現象について数学的な理解が深まり，前方から駐車する場合のモ

デルに対して批判・検討が生じたといえるだろう。このAとE・Fの批判に共通する要因として，批判の対象と

なったモデルとは異なるモデルに対して考察を行うことで，現象またはモデルに関しての理解が深まったことが

挙げられる。Aの場合は，数学的モデルに対しての考察を通じて，現実モデルが批判の対象となり，E・Fの場

合は，別の数学的モデルに対しての考察を通じて，初めの数学的モデルが批判の対象となったといえる。Dの解
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決活動においては，2度の批判・検討を観察できた。1度目は前方から駐車する場合のモデルを構築した際に，

そのモデル自体を批判する形で生じた。この批判の契機は，車は最大までハンドルを切った状態にすると円を描

いて元の位置に戻るという知識であると考えられる。このような知識を持っていたにもかかわらず，初めに構築

したモデルはその知識を活用したものではなく，スケッチ的であったといえよう。つまり，Dの 1度目の批判・

検討は，既有知識とモデルの不適合によって生じたと考えられる。2度目の批判は，Cが結論を述べた際に生じ

た。Cの述べた結論は，その時点までの考察をほとんど含まないようなものであった。Dにとってその意見はこ

れまでの解決活動に対して反しているものであったと考えられる。このように他者の意見に対して，批判・検討

が生じる場面もある。以上を整理すると，批判・検討が起こる契機とは，①批判・検討の対象となるモデルとは

異なるモデルについての考察を通して，現象やモデルに対する理解が深まること，②モデルと既有知識が適合し

ないこと，③他者の意見に同意できないこと，の 3つがあげられる。 
第三に，A，E・Fの解決活動中に予見が観察されたが，これが数学的内容を伴うものでなかったということ

である。元来，Maciejewski & Barton(2016)が数学的予見について述べたのは，「数学的予見は動的なプロセスで

あり，一歩一歩進むごとに軌道が修正される」ということである。これは課題の解決中に，解決活動と漸進的に

数学的予見が発揮されるということである。しかし，今回の実験では，そのように数学的内容やその解法を含ん

だ数学的予見は生じなかった。これは，第一の考察で述べた数学的作業の必要性を認識していなかったことが要

因であると考えられる。もし，数学的作業を行っていたならば，数学的内容を伴う数学的予見が生じた可能性も

ある。これについては追加の実験，分析を行う必要がある。 
以上の考察からメタ認知的モデリングコンピテンシーの特徴についての重要な知見が得られる。まず，数学を

専門とする大学生・大学院生ですら，真正性の高いモデリング課題に十分に対処できなかったことを踏まえる

と，初等・中等教育の時期から段階的にモデリングについて継続的に指導していく必要があるということがわか

る。加えて，モデリングプロセスを進展させていくために，モデリングの実行に関するコンピテンシーが必要で

あり，その進展をつかさどるのがメタ認知的モデリングコンピテンシーであるという性質上，モデリングプロセ

スの実行に関するコンピテンシーとメタ認知的モデリングコンピテンシーは不可分であるということがわかる。

つまり，初等・中等教育から継続してモデリング指導をしていくうえで，モデリングプロセスの実行に関するコ

ンピテンシーとメタ認知的モデリングコンピテンシーは同時に育成していく必要があるということである。両方

のコンピテンシーが同時に育成されることこそが，モデリングコンピテンシーの発達といえる。つまり，生徒が

どのようにこれらのコンピテンシーを身につけられるようにするかというのが非常に重要な課題となるというこ

とである。続く第Ⅵ章では，モデリングコンピテンシーを，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシ

ーとメタ認知的モデリングコンピテンシーの両面から発達させるための指導方法について検討・提案したい。 

Ⅵ．モデリング指導への示唆

本章では，モデリングコンピテンシーの領域依存性を乗り越えるための指導の方策を検討する。その際に留意

すべき岩崎・山口(1998)の指摘を確認しておく。岩崎・山口(1998)は，「メタ認知的知識」を認知に先行するメタ

認知であるとし，これを教授－学習の成因として捉えた。また，「認知行動の調整や制御」を認知に後行するメ

タ認知であるとし，これを教授－学習の成果として捉えた。これはメタ認知を援用しメタ認知的モデリングコン

ピテンシーを考察した本研究においても意識すべき重要な指摘であるといえよう。加えて，Niss(2009)が述べた

モデリング指導のパラドックスについても確認しておく。Niss(2009)が述べたモデリング指導のパラドックス

は，「モデリングを学ぶ前に，数学的知識をモデリングに生かすことを予測できるようになるにはどうすればよ

いのか」(p. 57)というものである。これは，モデリングを実行するためには，数学的知識をどのように用いるか

を予測する能力が必要であるが，この能力はモデリングを経験することでしか獲得することができないというパ

ラドックスである。Niss(2009)の言及は，ここまでの本研究の考察とも一致しており，モデリングの教授－学習

の成果として位置づくモデリングに関するメタ認知的技能は，モデリングを行う際にも必要となる，つまり成因

となる側面も持ち合わせるということである。これらの言及と本研究の考察を要約すれば，教授－学習の成因と

なるモデリングに関するメタ認知的知識を，学習者にとってどのように成因とさせるか，つまりモデリングに取

り組む以前に，どのようにモデリングに関するメタ認知的知識を獲得させるかが重要となるのである。これらを

踏まえて，モデリングの支援の方策として，本研究では，solution plan(以下，SPと省略する)(Schukajlow Kolter & 
Blum，2015)に着目する。Schukajlow et al.(2015)は，scaffoldingの概念に着目し，モデリングにおける scaffolding
としてSPを提案した。SPは，モデリングプロセスを明示的にすることにより，Niss(2009)の述べたパラドック

ス解消することができているといえる。つまり，SPには教授－学習の成因となるべきモデリングに関するメタ

認知的知識が含まれているのである。しかし，SPにモデリングに関するメタ認知的知識が含まれているとは言
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えども，SPを用いるだけで学習者に教授－学習の成因としてモデリングに関するメタ認知的知識を獲得させる

ことができたとは言えない。本質的に学習者に教授－学習の成因としてのモデリングに関するメタ認知的知識を

獲得させるためには，何らかの学習活動を通じてSPに暗黙的に含まれているモデリングに関するメタ認知的知

識を認識させる必要があるということである。また，その学習活動の成果としてモデリングに関するメタ認知的

技能を育成していくことが望まれる。Schukajlow et al.(2015)はSPとメタ認知能力の関係についても触れてい

る。しかし，SPはモデリングに関するメタ認知的技能を育成するために設計されたツールではないため，さら

なる議論の必要がある。 
ここから，SPをどのように活用していくかについて具体的に考察していく。はじめに，各単元の応用課題と

してモデリング課題を設定し，SPを用いて，その課題に取り組む。そこで用いるSPはたたき台として活用する

ものであり，完成されたものではなく，不完全ではあるが必要最低限のモデリングに関するメタ認知的知識を含

むようにしておく。それを用いたモデリング課題の解決を振り返り，たたき台としてのSPの改良を行う。特に

4つのステップでどのようなことに着目したかを詳細に議論し，モデリングに関するメタ認知的知識を豊かに備

えたSPを作り上げていく。そのなかで，モデリングプロセスを通じて求められること，つまり，モデリングに

関するメタ認知的技能についても整理していく。これについては，SPの4つのステップではなく，別の部分に

位置付けていく必要がある。このようにたたき台としてのSPを活用した学習活動を通じて，モデリングに関す

るメタ認知的知識・技能を豊かに含むSPを創り上げることで，学習者に教授－学習の成因を保証しつつ，教授

－学習の成果を得られるようにすることができるだろう。また，上述のように年間を通じて各単元でモデリング

課題に取り組み，各単元のSPを創り上げ，それらを統合し，単元領域に依存しないSPを創る。このようにし

て領域に依存しないSPを作成し，それがモデリングに関するメタ認知的知識・技能とともに内化されていくこ

とで，領域に依存しないモデリングコンピテンシーの育成に寄与できると考えている。以上述べたような具体的

な活用については今後実践を行い，分析，報告ができるようにしたい。 

Ⅶ．おわりに

本研究は，メタ認知的モデリングコンピテンシーに着目することで，モデリングコンピテンシーが領域間を転

移しにくいという課題を解消するための指導方法を提案することを目的として，モデリングコンピテンシーを再

構成し，それに基づきSPを活用したモデリング指導の方法を提案した。まず，モデリングコンピテンシーにつ

いて，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーとメタ認知的モデリングコンピテンシーの 2つに分類

でき，メタ認知的モデリングコンピテンシーはモデリングに関するメタ認知的知識と技能に細分化できることを

示した。また，モデリングに関するメタ認知的技能の具体として，批判的サイクル，数学的予見，妥当性の検証

を示した。また，メタ認知に関する研究を整理し，モデリングに関するメタ認知的知識を定義するとともに，岩

崎・山口(1998)を参考に，モデリングに関するメタ認知的知識が教授－学習の成因となり，モデリングに関する

メタ認知的技能が教授－学習の成果となると主張した。以上の整理に基づき，メタ認知的モデリングコンピテン

シーの発揮の実際について分析・考察を行った。その結果が以下の 3点である。 
・数学を専門とする大学生・院生ですら，十分なモデリングコンピテンシーを発達させられていないため，メ

タ認知的なモデリングコンピテンシーに関わらず，十分なモデリングコンピテンシーを育成するためには，モ

デリングコンピテンシーを育成するための特別なカリキュラム，もしくは支援の方法が必要である。 
・批判・検討が起こる契機とは，①批判・検討の対象となるモデルとは異なるモデルについての考察を通し

て，現象やモデルに対する理解が深まること，②モデルと既有知識が適合しないこと，③他者の意見に同意で

きないこと，の3つである。 
・モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーとメタ認知的モデリングコンピテンシーは不可分であ

り，モデリング指導をしていくうえで，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーとメタ認知的モデ

リングコンピテンシーは同時に育成していく必要があるということである。両方のコンピテンシーが同時に育

成されることこそが，モデリングコンピテンシーの発達といえる。 
以上の結果を基に，第Ⅵ章ではSPを用いたモデリング指導について提案した。 
本研究の課題は大きく2点ある。第一に，第Ⅵ章でも述べたように，提案した指導の方法を実践し，その結

果，生徒のモデリングコンピテンシーが育成されたかを分析することである。また第二の課題は，育成されたモ

デリングコンピテンシーが領域に依存しないことを実証に示すことである。 
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・数学を専門とする大学生・院生ですら，十分なモデリングコンピテンシーを発達させられていないため，メ

タ認知的なモデリングコンピテンシーに関わらず，十分なモデリングコンピテンシーを育成するためには，モ

デリングコンピテンシーを育成するための特別なカリキュラム，もしくは支援の方法が必要である。 
・批判・検討が起こる契機とは，①批判・検討の対象となるモデルとは異なるモデルについての考察を通し

て，現象やモデルに対する理解が深まること，②モデルと既有知識が適合しないこと，③他者の意見に同意で

きないこと，の3つである。 
・モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーとメタ認知的モデリングコンピテンシーは不可分であ

り，モデリング指導をしていくうえで，モデリングプロセスの実行に関するコンピテンシーとメタ認知的モデ

リングコンピテンシーは同時に育成していく必要があるということである。両方のコンピテンシーが同時に育

成されることこそが，モデリングコンピテンシーの発達といえる。 
以上の結果を基に，第Ⅵ章ではSPを用いたモデリング指導について提案した。 
本研究の課題は大きく2点ある。第一に，第Ⅵ章でも述べたように，提案した指導の方法を実践し，その結

果，生徒のモデリングコンピテンシーが育成されたかを分析することである。また第二の課題は，育成されたモ

デリングコンピテンシーが領域に依存しないことを実証に示すことである。 
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高等学校国語科における複数教材利用による批判的読みの力の育成

小野 吏駒
第1章 問題の所在
情報化・グローバル化が進展する社会において、依然、高等学校国語科においては、教材の内容理解、考査や大

学入試共通テストへ向けた知識の蓄積に重きを置いた授業が展開されている。教材の内容を単に理解するだけでな
く、その情報の真偽や情報発信者の意図、書き振りの背景などを多面的に思考できなければ、情報に踊らされ望ま
ぬ未来へと歩みを進めてしまうこともあるだろう。現代では、目先の利益を優先することや、相手から提示される
ことを「それは正しいのか、おかしくないのか」ということを考えることができないがために、闇バイトや犯罪な
どに加担してしまう危険性が存在する。そんな中で、自身で物事を批判的にとらえることができることで自身の身
を守るだけでなく、物事の本質や問題の核心をとらえることができるであろう。このような、批判的思考力をもっ
て社会を生き抜いていくことができる人物を育てたいと私は考えている。そこで国語科として、説明的文章の読み
の領域において、批判的読みの学習を展開し、批判的思考力の育成を行なっていくこととした。その中で、思考力
のみならず、修辞を、教材に現れる書き振りや表現の方法などを分析し、自分自身が書く際に扱えるようになるこ
とも目指していくこととする。
説明的文章の読むことの領域において、批判的読みを重要視する先行研究・実践が展開されてきたが、批判的読

みの実践が充実しているとは言い難いのが現状である。たとえば村井隆人（ ）は、 年から 年まで
の教育雑誌『教育科学国語教育』（明治図書）、『月刊国語教育』（東京法令出版）、『月刊国語教育研究』（日本国語
教育学会）、『実践国語研究』（明治図書）の四つを対象に、批判的読みの実践の動向を調査した。ここでは、① 論
文の題目、指導目標、指導内容など「批判」「吟味」などの文言が明記されている② 教材、指導目標あるいは指導
内容に加え、学習者の応答や作品などが記されていると、以上の二要素を含む実践事例を抽出している。高校実践
は 年間で二本のみ、小学校・中学校の授業実践は四十本と実践の中心が小学校・中学校であるとし、「 年間
の実践の分析を通して、批判的読みの授業実践は筆者の主張を批判的に吟味することが主流であることが確認でき
た。その中でも ①事実に対する批判が重視される」 と分析しており、その理由として「このような読み
は、批判的読みとして実践しやすく、入門的な位置付けであると考えられる。」（ ）と述べている。また、この
読みにより問題として、事実に対して疑問を抱くといった水準で批判的読みの指導が終わっていることを挙げてい
る。つまり、ここからは、高等学校段階での批判的読みの指導について、実践を蓄積する必要性が示唆されるので
ある。
以上から、一年次では批判的読みの初期段階の実践として、複数の教材を比較して読み、分析する実践を行っ

た。そこでは、複数の教材を比較することで、これまで持ち合わせていなかった書き手の視点や事例を評価する視
点が醸成できていると分析を導き出すことができたとした。しかし、多くの生徒は教材の文章量や言葉の難易度な
ど説得力や事例についての評価を十分に行えていないということも明らかになった。この課題を解決するために、
どのような点に問題があったのか、学習者が教材を分析するためにはどのような観点を持つ必要があったのか、ど
のようにすれば焦点化して教材を分析させることができたのかを考えることが必要である。このような点におい
て、間瀬茂夫（ ）が提示した説明的文章の論理を理解する際に用いられる四つの観点が学習者が教材を分析す
る際に扱えると考えた。そこで、四つの観点がどのようなものかを示し、１年目に扱った教材「新しい地球観」、
「ちょっと立ち止まって」の二つを四つの観点から見て、比較可能な点を提示しながら、新たに単元を構想したも
のを報告することとする。

第２章 実践の分析
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次 時 ねらい・学習活動

一 １
○教材「ちょっと立ち止まって」を読み、論理の構成や内容を把握する。
○教材「ちょっと立ち止まって」の内容をプリントなど利用し、理解する。

２
〇教材「新しい地球観」を読み、論理の構成や内容を把握する。
○教材「新しい地球観」の初読の感想をロイロノート又はプリントヘ記入して提出する。
○教材「新しい地球観」の内容を、プリントやワークを利用して理解する。
○二つの教材の共通点である「視点の転換」を確認する。
○二つの教材から好ましいと思う教材を選択する。

二 ３
○選択した教材の好ましいと思った理由を個人で考える。
〇選択した教材のより説得力があると思われる点について、グループごとでブレーンストーミングを行う。
○非選択の教材の悪い・良いと言えない点をグループで話し合い、発表する。
○ブレーンストーミングで出た内容から各グループ一つ選択して、その理由をグループで検討する。

４
○グループで選択した要素の説得力があると言える理由を検討し、発表の準備を行う。
〇各グループでまとまった内容を発表し、それぞれの教材を評価・批評する。

５
○前時のグループ発表の内容を確認し、振り返る。
○教材「新しい地球観」の内容を評価しよう。
○もう一度、「新しい地球観」を読み、二教材の比較を行った感想や気づきを記入する。

表 1 実践における指導計画

まず、この実践においてキーとなるものが「説得力」というものが挙げられる。学習者に対して、始まりはどち
らの教材が好ましいかという観点で選択させた。これは、初読の段階であり、どちらの方が説得力があるかといっ
た観点での分析が困難であると考えたことにより、どちらの方が好ましいかという選択の観点を提示した。ここで
いう好ましいというのは、「文章の読解が容易であるから」や「簡単な単語が多いから」などといった形式的な観
点での理由が多く見られた。しかし、4 時では、選択した教材のどのような点において説得力があるのかを検討さ
せるような展開となっている。ここでいう説得力があるというのは、「この事例を採用することによって主張へと
つながりやすい」や「複数の事例を用いることにより、主張で述べる内容が必要であると学習者を納得させるもの
である」などといった筆者が用いた事例の妥当性や本論部の展開の意図、さらには段落の連節関係などを比較し
て、どちらの教材の方が説得力のある教材であったかを分析してもらいたかった。しかしながら、学習者の記述を
見る限り、「ちょっと立ち止まって」を選択した学習者の多くが、「文章が短い」「わかりやすい」「事例がわかりや
すい」などといった分析にとどまっており、十分に事例が用いなどへの着目を成せていなかったことがわかる。一
部の学習者は、筆者の事例採用の意図や、筆者の視点に立ち分析を行い、読者を想定した事例選択の必要性や語の
用い方について述べる学習者もみられた。

では、なぜ、このような差が学習者の間で生まれたのか。それについては、この実践において、教材を分析させ
る際に必要となる観点を学習者に伝えられていなかったことが挙げられる。比較することにより、事例が異なると
いう点については理解できたため、どちらの事例の方がわかりやすいか、といった分析は行われるだろうし、実際
に行われていた。しかし、この事例が採用された背景や意図、段落のつながりや構成などの点で検討することが難
しかったと思われる。そのため、教材を分析する視点を好ましさで教材を見ていた学習者を説得力があるかを評価
できるようにするにはどのような観点が必要であるのか、どのような観点で比較する必要があったのかを学習者が
理解する場が必要であったと振り返る。そこで、間瀬（2017）の説明的文章の論理を理解する際に用いられる四つ
の観点を援用し、教材を分析する際に比較可能な点を四つの観点から見出していくこととした。この四つの観点を
用いることで筆者が文章を書く際に用いていた視点や事例の必要性、段落構成などを分析し、理解することにも繋
がると考えたため、四つの観点を採用することとした。

第３章 説明的文章における観点の整理
1．説明的文章における「論理」の学習

説明的文章の学習指導において、「論理」の理解は中心的な目標とされるのは、研究の文脈では十分に共有され
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てきた。しかし、現場では、このような視点で展開している実践がどれだけあるだろうか。多くの授業では、教材
内の具体的な話題やテーマの内容を理解する、内容理解の面が強い実践を展開しているのが現状といえるのではな
いか。では、説明的文章の学習指導において、どのような観点があることによって、「論理」に着目した学習指導
が展開されるのであろうか。

広く「論理」と言われるが、本研究では文章の中に現れる「論理」すなわち、「文章の論理」を用いるものとし
て本研究を進めた。間瀬茂夫（2017）は「文章の論理」を論理学的観点から、「前提から結論を導き出すこと」と
定義していた。また、これまで「文章の論理」を分析する際には、「論理学的観点からだけでなく文章構成の型や
説得の方法として修辞学的に、文間や段落間の連節関係として言語学的に、認識や思考方法の類型として認識論的
にと、いくつかの観点からとらえられてきた。」と述べ、説明的文章の読みの学習の展開をまとめている。以下で
は、これまで説明的文章の読みの学習で焦点化され、展開を支えてきた四つの学問領域に着目しながら述べていく
こととする。

2 「文章の論理」の理解における観点
2．1．論理学的観点

論理学では、演繹的推論のような、前提を基に結論を求めるものであると考える。菅野盾樹（2007）では、論理
学の論理の捉え方を次のように述べている。

論理学の仕事には、あらゆる推理（reasoning）の構造や原理を調べること、あるいは正しい論証を間違った
論証から区別する原理の探究が含まれる。とはいえ、帰納法（induction）つまり個別的な事例の知識から一般
的知識を導く推論や、アブダクション（abduction）つまり特定の論拠やデータから仮設（仮説）を引き出す
推論などの解明は、論理学の領域で十分に成し遂げられたとは言いがたい。

（中略）
その意味で論理学とはもっぱら〈演繹的推論〉（deductive inference）の研究であったし、いまもそうである。

論理学では演繹的推論、前提から結論に至るつながり、もっぱら前提と結論との関係という形式的な面が問題の
対象となる。

では、論理学を説明的文章の読みの観点とする必要があるのか。それは、形式的なつながりの面を検討の対象と
することが必要であるからである。論理学の観点を持たないまま、文章を検討すると前提の真偽を疑う読みになっ
てしまう。これはないものねだりの状態となってしまう。そのような状態へ陥らないためにも、論理学の「前提と
結論のつながりを検討する」視点を持つことが説明的文章を読む上では、必要な観点といえよう。

2．2．修辞学的観点
レトリックとは、今日、さまざまな定義をなされ、展開されてきているが、ペレルマン（1980）は、レトリック

を以下のように述べた。

事の優劣、適否、理の有無に関する推論は、形式的に妥当な演繹でも、個別から普遍へ向かう帰納でもなく、
ある主張への人びとの同意を求めてなされるあらゆる種類の議論そのものだ、という事だった。
慎重な意思決定のための議論に不可欠である、かような説得的言論の技術は、古代ギリシア人が技術の中の技
術として大きく展開したものである。それはロゴスを介して他人に働きかける技術でった。ロゴスとは、言葉
づかいとり理性とを、曖昧な仕方ではあるが同時に意味する言葉なのである。
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ペレルマンは，レトリックを「ある主張への人びとの同意を求めてなされる説得的言論の技術」としていた。ま
た、ロゴスを介して他人へ働きかける技術とも述べられている。レトリックは本来、「弁論術」を表すものであっ
たが、現代では、「修辞学」を表すものとなっている。その変遷について、野内良三（2002）は、弁論術を基とし
て、発想、配置、修辞、記憶、発表の五つに分類されたものを古典レトリック、そのうちの修辞学に着目してでき
た文彩という観点を近代レトリック、文彩を換喩、隠喩、提喩と細分化したものを現代レトリックと表していた。
元来、弁論術は、法廷弁論として成り立ったものである。そのため，他者を説得させるための言論の技術としての
側面が強かった。そして現代のレトリックについてペレルマンは、「真理ではなく、より好ましいものを対象とす
る、価値判断の論理学」と位置付けている。対象が変わったものの言葉づかいという美的要素の面よりも他者を説
得するための技術、説得のための術としての面が現代でも色濃く現れているとしている。しかし、レトリック（文
彩）の役割について野内は言及しており、「文彩は受け手の心理を見通しながらの感情的説得に他ならない。議論
法が知性に働きかける説得（論証的説得）だとすれば、文彩は感情や想像力に働きかける説得（修辞的説得）であ
る。」（p.52）と述べられているように、ペレルマンと野内からレトリックにはふたつの側面があることがわかる。
では、なぜ、説明的文章の学習においてレトリック、修辞学の観点が必要なのか。それは、レトリックを理解す

ることで学習者の表現力の育成につながると考えられるからである。これまで、説明的文章の読み方は、事実と意
見を区別した読み方となっていた。このような読み方を植山俊宏（1998）では、「事実を根拠にどのような意見が
述べられているかを吟味する読み方」としており、「事実の提示自体は吟味の対象として十分に位置付けられてい
ない」と述べていた。これを解消するために、必要な観点がレトリックであると考える。内容、情報を伝える際
に、どのような表現をすることで受け手に対して、的確に情報を伝えることができるか、より説得的に伝えること
ができるかなどの工夫を検討することは、レトリックの観点といえよう。そのため、説明的文章の学習においてレ
トリックを観点としていた学習を展開することが必要なのであると考える。

2．3．言語学的観点
説明的文章の読みの学習指導における言語学的観点では、「文章論によるものとテクスト言語学によるもの」が

あると間瀬茂夫（2017）は述べている。
文章論について永野賢（1986）は、国語学における文法論としての文章論（以下、文法論的文章論とする）を提

示している。永野の文法論的文章論は、「文章の展開の過程を法則ととらえる」（p.21）ものであるとして、文章の
展開の過程をこのように示している。

文法というものが”言葉の切れ続き、係り受けのきまり”であるならば、文節が”係ったり受けたりして次第に
大きな部分となり、ついに一つの文となる”と同じように、文が”係ったり受けたりして次第に大きな部分とな
り、ついに一つの段落となり”、さらに、段落が”係ったり受けたりして次第に大きな部分となり、ついに最大
の単位である一つの文章となる”過程が、文法的に説明されてしかるべきである

学校の現場では、文章を一つ一つの文に分解して、分析することが常套手段となっている。そのような
方法では、文章のまとまりを理解し、さまざまな文章の文章構造を分析することには繋がらないため、基礎となる
文章のまとまりを構築しようとしたものが「文法論的文章論」である。
説明的文章の学習においては、文脈を正確にたどるための方法であり、「何が」「どのように」書かれているのか

を検討するための観点として考えられている。
続いて、テキスト言語学についてみていくと、小田迪夫（1986）は、「生産者（書き手、話し手）と受容者（読

み手、聞き手）を包みこんだシステムと考えており、文章構造を静的に分析するのではなく、ことばが現実の場面
でどう機能するかを考慮しようとする。この点が、テクスト言語学を国語教育に応用する最大の利点である。」
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（p.142）と述べている。テキスト言語学は、ことばが現実に与える機能という点に着目しているため、文章のみ
ならず、テキスト（ここでは、話しことば、書きことばの両者を総称したもの）が対象となっていると考えられ
る。
文法論的文章論とテキスト言語学が扱うものの違いについて庵功雄（1999）では、テキスト言語学の視点から

「『文章論』が書きことばとしての『文章』と話しことばとしての『談話』を完全に別のものとして考えているこ
とにある。」と述べていた。
この二つの理論から、本研究では、文法論的文章論の側面に着目したい。自身の実践では、教材（「新しい地球

観」、「ちょっと立ち止まって」）を扱い、批判的読みの学習を展開しているため、書きことば、書かれたものを分
析する文章の展開、文章構造をみていくとともに、文章構造には「論証」との関連性が見えるということもあり文
法論的文章論に着目するものとする。

2．4．認識論的観点
説明的文章の読みの学習指導における認識論的観点とは、どのようなものということができるのか。
西郷竹彦（1985）は、「ものごとの本質・価値をわかる力、ものごとの本質・価値をわからせる力」（p.29）を育

てたい力として上で、認識と表現に着目している。説明的文章の学習では、題材の本質を認識させることが必要で
あるとした上で、その題材を評価する際に必要となる価値基準に照らしてみる見方、考え方を教えることが必要で
あると述べている。（西郷，1985）西郷の「認識」というものは、これまでに挙げていた観点である論理学的観
点、修辞学的観点、言語学的観点と乖離したものではなく、総合したものと考えることができる。
認識論的観点からなされた学習指導の検討については、寺井正憲（1987）が挙げられる。前提として、この寺井

の研究では、ソーンダイク（1979）の成果を援用しているため、文章ジャンルを限定してそのジャンル特有の文章
構成モデルを設定しているが、このような限定のもとに見出された文章構成モデルは当該のジャンルにしか適用で
きないものとなっている。寺井は、教材の選択に関しては、「認知心理学におけるテキストスキーマ（文章の展開
構造に関する既有知識であって読み取った内容を内的に構造化体制化したり、文章の展開を予測したりする心的な
用具）の考え方を援用し、説明的文章教材は文章理解過程において活用され、蓄積されるテキストスキーマを見越
した上で、そのような活用を誘発する文章構成を備えた文章を選択すべき」としている。この観点から、自然学的
な説明的文章に着目している。自然科学的な説明的文章について考える前に科学哲学の成果を援用することについ
ては以下のように述べていた。

この文章では論証によって情報が体系化されていた。ここではこの論証を、ある事物、事象について説明する
ことと捉えて、説明についてパターン化されている論理を科学哲学の分野から援用し、科学的文章の論理とし
て適用する。これにより、帰納的論理、演繹的論理に限られていた論証の枠を拡げることができる。

科学哲学の成果が論証の枠を拡げることに有効的であるといえる。その上で、自然科学的な説明的文章の文章構
成モデルは「事象の認定―問い―解決部」ととらえることができ、その構成は理科教育で認められ用いられている
「問題発見−解決」という探究過程の捉え方が援用されている。このような構造を理解した上で、教材を分類し、
分析することで学習者の認識の観点を絞り実践を展開できると思われる。

第４章 教材の再分析
1 教材の選択
対象は、高等学校2年生で、教材は「新しい地球観」（毛利衛・大修館・高校2年）と「ちょっと立ち止まっ

て」（桑原茂夫・光村・中学1年）であり、この二つの教材と実際に行った実践の分析を行なっていく。
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毛利衛「新しい地球観」は、対象学校の採択教科書に掲載されている教材である。本教材は、随想的なスタイル
で論じられており、筆者の経験から主張を述べる形式となっている。本文中で挙げられる事例としてオーサグラフ
地図があるが、この地図を用いることで主張となる「視点の転換を行い、地球全体で同じ価値観などを共有する必
要がある」という事例と主張のつながりや他にも選択できる事例として地球温暖化や環境問題、戦争問題などがあ
る中でなぜ、この事例を選択したのかという事例選択の意図や分析することができるといった筆者の修辞学的観点
を考えることもできる。オーサグラフ地図を中心として、これまでに筆者が経験した宇宙について、現在取り組ん
でいるプロジェクトについてと述べているが、話題の中心はオーサグラフ地図であると言える。そのため、「新し
い地球観」は、単一の事例を主軸においた展開構造がとられている。
桑原茂夫「ちょっと立ち止まって」は、中学一年で扱われている教材である。本教材の選択理由として、図や絵

を用いることにより、学習者が事例で挙げられた内容を実体験することができるものであり、事例と主張の関係性
を捉えやすいと考えた。学習者に実体験させることによって、より説得力を得ようとする修辞学的観点や「ちょっ
と立ち止まって」は、三枚の騙し絵を事例として提示しつつ、それぞれで異なるプロセスによって違う絵として見
ることができる事例を提示しており、複数の事例を列挙することで主張へと導く事例列挙の展開構造がとられてい
る。既習の教材を活用にすることにより、生徒の読みにおける負担を軽減させることができると考える。さらに、
これまで学んだ教材を分析することにより、過去に学んだ教材の新しい価値や視点に気付けるとも考えられる。
どちらの文章も「視点の転換が必要」という主張を伝えようとする説明的文章であるが、「新しい地球観」は、

主張を伝えるために筆者の経験をもとにオーサグラフ地図を事例の中心として書かれているのに対して、「ちょっ
と立ち止まって」は、図や日常などの読み手にとっても理解しやすい「騙し絵」を採用し、主張を伝えようとする
文章となっている。さらに、「新しい地球観」では、一貫してオーサグラフ地図が挙げられているが、「ちょっと
立ち止まって」では、騙し絵でも異なる事例を提示している。このように展開構造が異なる文章を比較することに
よって、読み手への説得力の違いや事例と主張の繋がりの飛躍（論理の飛躍）などをみることができ、本論部の展
開の流れも分析の対象にできると考える。
以下の分析では、修辞学的観点を中心に分析を行っていくものとする。なぜ、ここで修辞学的観点を中心に分析

を行うかというと、修辞学的観点は「魅了する説得」の方法であり、論理的に説得することとは別に、その文章の
書き方、表現の仕方などにより、読み手を納得させるものである。この修辞学的観点に着目して文章を分析するこ
とにより、表現学習にも結びつけることができると考える。なぜ、そのような書き方がされているのかを考えるこ
とで、その書き方、表現で得られる効果を理解することができ、自分自身が何かを書く際にその書き方、表現を効
果的に扱うことができるようになると考える。そのため、「新しい地球観」と「ちょっと立ち止まって」を再分析
するにあたって、この修辞学的観点を中心に分析を行うものとする。しかし、その他の観点での分析も行い、この
二つの教材がどのような点で比較することができるのかをさまざまな視点で検討していく。

2．1 教材「新しい地球観」
一つ目に、なぜ、オーサグラフ地図とメルカトル地図を比較しているのか。その理由の一つとして、メルカトル

地図が地図として主要なものであるということが挙げられる。他にも、モルワイデ図法や正距方位図法などの地図
も有名である。しかし、多くの人が世界地図を想像する際に考えるものは、メルカトル地図ではないか。今でも、
地図帳などでは、メルカトル図法で書かれているものが多くある。その反面、オーサグラフ地図とは、一般的には
あまり認知されていないものであると窺える。実際、筆者も「新しい地球観」を読んで初めて知ったのである。何
かを比較する際に、マイナーなものとマイナーなものを比較するとそれぞれの特徴を一から理解する必要が出てく
るが、一方がメジャーなものであれば、それに対する情報は最小限で済む。このようなことから、メルカトル図法
が比較の対象となっているのではないか。また、「オーサグラフ地図は、メルカトル地図のように緯度経度できち
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んと位置座標を表すものではない」と述べており、角度が正確にわかり航海図に使われるメルカトル地図との比較
をここでも行っている。
二つ目に、なぜ、オーサグラフ地図の「欠点」を明記しないのか。それは、オーサグラフ地図というものが比較

的歪みの少ない形で表せる点と正しい面積比率で表せる点で優れているものとなっているが、これらの点が世界地
図を見る際にどの程度、重要視して見られるものであるかということを考えると地理の専門家などはこのような図
を使うことは少ないのではないかと考える。このように考えるこの地図を使う場面というものが少ないのではない
かということも考えることができる。そういった地図であるにもかかわらず、これ以上に「欠点」を挙げることは
この事例を採用する意味にも関わってくる。そのため、オーサグラフ地図では、「欠点」を挙げていないと考える
ことができる。また、メルカトル地図では、「」をつけて「欠点」と表記しているのも、メルカトル地図には致命
的な「欠点」があるように見せるための修辞的な工夫がなされていると考えられる。

2．2 教材「ちょっと立ち止まって」
一つ目に、なぜ、騙し絵としてこの つが選択されているのか？まず、事例の一つ目に挙げられる「ルビンの

壺」は、中心に挙げるものを変える必要があると伝える事例である。 段落において、「見るという働きには…一
瞬のうちに、中心に見るものを決めたり、それを変えたりすることができるのである。」と述べられている。二つ
目の事例の「老婆と若い女性」の騙し絵では、今持っている認識を捨て去ることの必要性を述べる事例である。
段落で、「今見えている若い女性の絵を意識して捨て去らなければならない」と述べており、人は何かを見た際に
はあるものと認識しようとするものであり、それを意識的に取り払うことをしなければならないとしている。三つ
目の事例として、「インビジブルスカル」が挙げられている。この事例では、ものを見る距離を変える必要がある
としている。 段落で「同じ図でも、近くから見るか遠くから見るかによって、全く違う絵として受け取れるので
ある。」と述べており、ものを見る際には見るものとの距離感によって、全体を大きく捉えるのか、細部を捉える
ことができるのかなどが変化し、そのもの自体が違うものとして捉えることができるようになる。このように、こ
の三つの事例はそれぞれが異なった方法でものを見ることの必要性について語っており、違う視点で見る際に必要
となる考え方を提示しているため、そのどれもが「ちょっと立ち止まって」の主張である「中心に見えるものを…
新しい発見の驚きや喜びを味わうことができるだろう。」に結びつけるために必要な事例であったと窺える。
二つ目に、騙し絵の事例の他にも富士山などが本文中に挙げられているがなぜ、提示されているのだろうか。一

つとして、騙し絵だけの事例では十分に読み手にこの文章を伝えることができないと感じたからではないだろう
か。ただ、騙し絵を用いて説明することは、主張との結びつきがあれば採用することは難しくない。しかし、これ
は誰でもできると言っても過言ではない。そのため、騙し絵だけでなく、日常の事例を用いたと考えることもでき
る。もう一つとして、事例として挙げられている騙し絵というものは、制作者が複数の絵として認識できるように
制作されたものであり、日常の生活との結びつきがそれ単体では軽薄であるということから挙げられている。 段
落で、公園の池と橋、少女の例を挙げながら、説明している。このような生活の中で起こりうる例を提示すること
によって、騙し絵の事例で得た違うものとして認識するための見方などが日常生活でも活用できるものであると認
識できるようになる。富士山の例も同様である。このように、日常との繋がりが薄い事例では、その事例で伝えた
い内容を説明した後に、日常への落とし込みが必要であるためこのような例を提示していると考えることができ
る。しかし、この段落では、ピントについて話をしているが「ルビンの壺」を見る際にピントというのが適切なの
であろうか。若い女性と老婆の方が適切であると考える。「ルビンの壺」には騙し絵の中に奥行きなどないが、
「若い女性と老婆」には奥行きがあると考えられる。ピントというと、奥行き・深度の異なるものの中である見た
いものをはっきりと見るために合わせるものであり、同じ奥行きのものではピントを合わせるという表現は不適切
であると考えられる。
三つ目に、なぜ事例の順番がこのようになっているのだろうか。そこには、他の絵として認識するのに必要な行
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動の大小が関係すると考えている。まず、「ルビンの壺」からであるが、この騙し絵は比較的容易にカップと二人
の横顔として見ることができる。中心に置くものを変えるのみで見えるという動きとしても、小さい行動で見える
ものとなっている。「若い女性と老婆」では、認識している絵を意図的に取り払うことが必要であるとしている
が、具体的のどのようにすることで違う絵と認識することができるかは明記されてはいない。この騙し絵を複数の
絵として見るには、ピントを合わせる部分を変えたり、全体像をぼやかすなど目を動かしたりすることで違う絵と
して認識することができると感じている。「インビジブルスカル」では、見るものとの距離を変える必要があると
述べている。これを達成するためには、見るものを動かすや見る人物自体が動く必要がある。これは、自分の腕を
動かしたり、自分自身が歩いて動いたりする必要があり、これまでの二つの事例より必要な行動は大きくなる。そ
のため、この事例の順番は、他の絵として認識するのに必要な行動の大小が順番に関係していると考えられる。

もう一つとして、難易度が挙げられる。前述の通り、「ルビンの壺」は、簡単な事例として挙げられる。しか
し、「若い女性と老婆」と「インビジブルスカル」とでは、どちらの方が難しいかは前後があるため、一概にこち
らの方が難しいということができないため、一つの可能性として挙げさせていただきたい。

３ 二つの教材の比較可能な点
新しい地球観 ちょっと立ち止まって

事例の数 単一（一つ） 複数（三つ）
文末表現 敬体（です・ます） 常体（だ・である）

筆者と事例の関係 筆者の経験と結びついている 筆者との関係は薄い
しかし、騙し絵の中でこの三つを選んだことは筆者

の専門と関係があると考えられる
事例の扱い方 事例を補強しながら文章を展開 さまざまな面から主張の内容の重要性を語ることが

できる
序論 現代起きている温暖化等の出来事を問題として提示 筆者が推測した日常の出来事を問題として提示

表 2 比較可能な点の分析

教材「新しい地球観」と教材「ちょっと立ち止まって」を四つの観点で分析することで見出すことのできた比較
可能な点を上にまとめる。このような比較可能な点を提示することができたが、これらの点が四つの観点のどれに
つながっているものかを下の表 3 へまとめる。なお、この四つの観点は排他的なものではなく、各々が相互に重な
り合う関係を持っていると考えることができるため、一つの比較可能な点に対して、四観点のうちの複数の観点が
含まれるようになっている。

比較により見出すことのできる分析 四観点への投影

事例の数
・主張に対する事例の妥当性論理性の検討
・読み手が主張を理解できるようになるために必要

な事例の数の筆者の認識
論理学的観点・認識論的観点

文末表現
・内容と文末表現から読み手に与える印象の検討
・筆者の職業や立場から文末表現の採用の可能性

修辞学的観点・認識論的観点

筆者と事例の関係

・筆者がこの事例を採用するに至った経緯
・筆者がこの事例を扱うことで読み手に与える意味
・筆者がこの事例で読み手に主張が伝わると思った

背景、思考の過程

修辞学的観点・認識論的観点
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事例の扱い方

・単一の事例、複数の事例で文章の展開のされ方の
違い

・事例に込める筆者の思い、熱量
・この事例の数であることで伝えられる事例の意味
・事例の必要性を伝える文章構成

論理学的観点・言語学的観点

序論

・序論で提示する内容と主張のつながり
・筆者の持つ課題意識、問題意識の明示化
・読者の日常や問題意識に繋げる書き振り
・筆者の持つ問題意識を一般化する手立て

論理学的観点・修辞学的観点
・言語学的観点

表３ 比較可能な点の説明的文章の論理の理解に用いられる四観点への分類

以上の比較可能な点と四つの観点を用いながら、一年次に行った実践の課題である観点への着目を行わせた単元
の構想を行うものとする。

第５章 新たな単元構想
学習のデザイン
次 時 ねらい・学習活動

一 １
○教材「ちょっと立ち止まって」を読み、内容を把握する。
○教材「ちょっと立ち止まって」の内容をワークシートなど利用し、理解する。

２
〇教材「新しい地球観」を読み、内容を把握する。
○教材「新しい地球観」の初読の感想をワークシートに記入する。
○教材「新しい地球観」の内容を、プリントやワークを利用して理解する。
○二つの教材の主張が「視点の転換」であるということを共通認識にする。
○二つの教材から「好ましい・良い」と思う教材を選択する。（どのような評価が良いか）

二 ３
○選択した教材の「好ましい・良い」と思った理由を個人で考える。
〇二つの教材を比較し、それぞれの教材の良さを比較の中で見つける。
○非選択の教材の悪い・良いと言えない点をグループで話し合い、発表する。
○比較の中で見つけたそれぞれの教材の良さの観点を全体で共有する。

４
◯「説得力」があると考えられる人物を提示させる。
◯提示した人物がどのような点で説得力のある人物といえるのか分析し、グループで発表する。
◯教材を分析する際に用いる「説得力」の観点を検討する。

５

６

◯「説得力」の観点を学習者と教員でそれぞれ三つ提示する。
◯「説得力」の観点をもとにレーダーチャートを作成する。
◯それぞれの教材を「説得力」の観点から読解・分析する。
◯読解・分析した内容からレーダーチャートへ観点ごとの数値を設定する。
◯その数値にした理由を本文中の言葉や筆者の書き振りなどから見つける。
◯レーダーチャートをもとに二つの教材を比較し、二つの教材の「説得力」がどの点で優れてい

るのかをまとめる。
◯グループでそれぞれの観点で設定した数値や理由などを共有する。

７ ◯全時にグループで共有した観点をもとにグループでのレーダーチャートを作成する。
◯各グループで作成したレーダーチャートもとにその数値となった思考・分析を発表する。

８
◯前時のグループ発表の内容を確認し、振り返る。
◯二つの教材の内容を評価しよう。
◯二教材の分析や比較などを行った感想や気づきを記入する。

表 新たな単元の指導計画

ここで新たな単元の構想を行なっていく。表 に新しい単元の指導計画をまとめる。第一次は教材の初読の段階
であり、「説得力」への着目には第二次からとなるため、一年次に行った過程と同じものを行う。第二次から学習
者に観点出しを行わせるものとする。実践を行った際にどのような観点で分析するかによって、教材の見方が変化
し、なおかつ焦点化されるため、どのような点を分析するべきなのかを理解する必要がある。そのため、観点出し

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 55 ―



を学習者に行わせ、教員が三つ、学習者が三つ、観点を出し、レーダーチャートとして、図式化することとする。学
習者が提示可能と思われる観点を実践で集めた、学習者の「評価しよう」の資料から分析を抽出した。そこから以
下のような観点が挙げられた。言葉の難易度、事例の身近さ、日常とのつながり、教材名と内容のつながり、事例
と筆者のつながり、事例の必要性、問題提起（序論）、事例についての説明、段落構成などが挙げられていた。しか
し、この観点は実践の最後に行った「評価しよう」のワークシートから抽出しているため、第 次では、このよう
な観点が同様に出るとは限らないと補足しておく。教員側としては、 章の３ 二つの教材の比較可能な点で述べ
たものと同様の以下の五つのものを挙げることとする。①事例の数②文末表現③筆者と事例の関係④事例の扱い方
⑤導入という観点のうち、学習者の出した観点と重複しないものを提示する。個人で、考えた各観点の数値や理由、
それぞれの教材を比較してそれぞれの「説得力」がどの点にあるのか、より「説得力」があると考えられる教材は
どちらなのかを考えさせる。個人で考えた内容をグループで共有することで、それぞれの考えたレーダーチャート
がどのように違うのか、なぜ、そのような数値にしたのかを考えることができる。また、分析した内容をもとに低
い観点を伸ばすためにはどこを変更する必要があるのか、この評価が適切であるか、一方の教材と比較しながら数
値の妥当性やその数値とした根拠となる部分を教材から見出すなど検討しながら、グループでのレーダーチャート
を作成していく。その際にクラス全体で共有することを念頭におきながら、数値の設定、設定に至って理由・分析
内容をまとめる。クラス全体で共有を行うことで、自身が行った観点ごとの分析だけでなく、他の学習者が行った
観点ごとの分析も踏まえながら、どちらの教材が「説得力」があるのかを再度検討させていくことに繋がり、一年
次に行った実践よりも、より教材の「説得力」に焦点化した分析を行えるものとなると考えている。この新しい単
元の構想では、説明的文章の論理を理解する際に用いられる四つの観点を明示化し、レーダーチャートのような視
覚的にも理解しやすい形式に直すことで具体的にその教材の分析が妥当なのか、その教材がどのような観点で「説
得力」を持っているのか分析できるようなものとなっていると考える。

この単元において、各学習者が「説得力」というものがどのようなものなのかを認識している必要がある。学習
者に十分に「説得力」がどのようなものなのかを認識させていないと一年次に行った実践と同様に「説得力」への
焦点化ができず、十分に「説得力」・観点を見据えた分析が行われなくなってしまう。そのため、第四時の活動で
「説得力」のあるといえる人物などの具体例を必要であればあげつつ、分析の観点を導き出せるような手立てを十
分に講じなければならない。
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足場かけ理論に基づく数学授業に関する実践的研究 
 

22P22015 菊池 凌一 

０．１年次の研究成果 
近年，数学教育学研究では，ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」理論が，教室という社会的空間のなかで，社

会的相互作用を通した子どもの学びを捉えるための理論として注目されている。そして，発達の最近接領域を埋め

るためにWood et al.(1979)が考案したのが足場かけ(詳細は第3章1節)である。また，数学は人間の遊びから生ま

れるものとして研究が古くから推進されている(平林，1987)。ヴィゴツキー(1989)は，「遊びは発達の最近接領域

を創造する」(p.30)と発達に対する遊びの重要性を述べているが，その内実については詳しく述べていない。数学

教育学研究において，Van Oers(2010)は，幼児が遊びの文脈で図式表現や表記を利用することを支援することに

よって数学的思考を促進できる可能性を示しているが，遊びに基づいた中学校数学科授業において，どのような足

場かけが発達の最近接領域を創り出すのかは明らかになっていない。そこで1年次は，遊びに基づいた数学科「モ

ビール授業」を取り上げ，生徒が他者との関わりのなかで学んでいく様相について分析を行うことで，足場かけの

有効性について考察した。図１は課題探究実習での授業の様子である。 
 

図１ 課題探究実習での授業の様子

 
研究の成果として，教師の枝分かれしたモビールの右側のおもりの重さに着目させる足場かけでは，枝分かれし

たモビールの右側のおもりの重さの値の意味について認識できていなかったある生徒が，教師による足場かけに

よって認識ができた生徒により認識が変容する過程を見てとることができた。また生徒間における他者への足場

かけでは，おそらく直感的に得た，枝分かれしたモビールの右側のおもりの重さの正しい答えを述べたある生徒

が，枝分かれしたモビールの右側のおもりの重さを認識できた別の生徒の意見を足場かけとして，その認識が変容

した可能性が示された。この成果については，全国数学教育学会第57回研究発表大会(於：早稲田大学)において，

研究発表を行った。 
一方で課題は，教師の問いかけという足場かけが適切な足場かけであったかを位置づけることであった。そこで

2 年次では，継続して足場かけを研究の理論的基盤とし，研究推進を行った。さらに先行研究を精査することで，

学習者のレベルに応じて，数学授業における子どもの問う力を伸長させる段階づけられた足場かけを設定するこ

とにした。そして．授業実践を通して，その足場かけが生徒の問う力の伸長にどのように有効であったかを明らか

にすることを研究の目的とした。2 年次ではその成果を 2023 年 12 月に全国数学教育学会第 59 回研究発表大会

（於：福岡教育大学）にて研究発表を行っている。本報告会では，当該学会にて，発表した内容を報告したい。 
 
１．問題の所在と本研究の目的 
現在の改訂学習指導要領（文部科学省，2018）が策定される議論においては，変化の激しい21世紀を生き抜く

ために，学校教育で育成を目指す資質能力として，21 世紀型能力が提案された(国立教育政策研究所，2013)。21
世紀型能力は3つの観点で構成されており，その中の一つの観点である「思考力」の枠組みの目的は，自ら問いを

発する子どもの育成と捉えられている(国立教育政策研究所，2013)。このことから，21 世紀を生きる子どもたち

に，自ら問いを発するという資質能力を育成することは重要であると考える。また近年，生成系 AI やChatGPT
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などの情報技術が急速に発展したことで，今まで人間にしかできなかったことが，それらに代替される時代になっ

てきている。井澤(2020)は，このような時代を生き抜くために人間が必要なのは，時代や地域によって揺らぎつづ

ける“さまざまな答え”を，自分の視点で見出し，比較検証し，常にアップデートしつづけるための一人一人の問

いをつくり出せる力であると提唱している。このようなことから，人間が問うことに対して一定の回答を与える生

成系AIが発展している社会において，その回答の正確性を批判的に吟味する力が必要であるとともに，まずは探

究の出発点としても，様々な情報を吟味して，率直に問いをもつ力（問う力）もまた同様に希求される。 
これまでの数学教育学研究において，岡本(2013)は，子どもたちが発する問いについて，「子どもの「問い」の

中には，一般性の高い数学的な価値観や思考様式にかかわり，数学としての本質的な学習課題として追究の対象と

なり得るものが内在していることがある」(岡本，2013，p.19)と述べており，問いのなかに潜む数学的な本質の可

能性について示唆している。しかし岡本(2014)は, 現在行われている数学授業では，教師から問われることに慣れ，

教師から問われることを当然のことと思い, 自らは問おうとしない生徒を生み出しているのではないかと提起し

ている。このことから，本稿では，教師の支援に着目し，どのような教師の支援が子どもたちの問う力を伸長させ

るかに焦点を当てる。 
清水(2009)は，この点について，教師の教授行為に目を向け，算数授業において，足場かけの考え方でレベルが

付された教師の問いを続けることにより，子ども自身も適切な問い方をするようになることを明らかにした。足場

かけとは，「一人では成し遂げられない目標や実践への参加に対して，適切な援助を与えて課題達成を可能にする

こと，または，課題達成を可能にする支援のありようを指す」(河野, 2019, p. 160)ものである。しかし，清水(2009)
は，ペアを対象にした研究であり，一斉授業では行われていない。現在，我が国の一般的な授業方式は，一斉授業

であり，そのような教室環境の中で，子どもたちの問う力を伸長させる授業デザインを提案することは価値あるこ

とであると考える。さらに，どのような授業であっても，それぞれ固有な文化として存在するものがある(岡本，

2013)ということから，本研究では，「問う」ことが重要であることを，クラス全体の共通の認識とするために，ク

ラス全体が共通する‘一人では成し遂げられないこと’にも着目する。本研究では，教師の足場かけにレベルを付

した清水(2009)を参考に，学習者のレベルに応じた，授業における子どもの問う力を伸長させる段階づけられた足

場かけを設定する。そして授業実践を通して，その足場かけが生徒の問う力の伸長にどのように有効であったかを

明らかにすることを研究の目的とする。 
 
２．問う力の概念規定 
我が国の数学教育学研究において，主に子どもの問いに関する先行研究は岡本(例えば，2013，2014)が挙げられ

る。岡本(例えば，2013，2014)は「人間は問う存在である」というボルノーの人間観のもと，生徒は問う存在とし

て，生徒の問いを数学授業に組み入れ，生かそうとしてきた。岡本・土屋(2014)は生徒の問いを，「教師から与え

られた何らかの数学的情報，数学的状況，及び展開中の学習活動の中から，子どもが自分の価値観，自分ならでは

の関心事，これまでの自分の体験，自分にとっての既有の知識などに基づいて自由奔放に発する疑問」(岡本・土

屋，2014，p17)であると示した。また高橋・日野(2019)は，児童が問いを持つために有効な教師の働きかけを提案

する中で，岡本・土屋(2014)の問いの定義を引用しつつ，問いを「算数の授業で，既習や経験に基づく自分なりの

知識や価値観から生まれてくる数学的な疑問」(高橋・日野，2019，p.292)と定義した。

以上のことから，本研究における子どもの問いは，「教師からのオープンエンドな問いに対して，子ども自身が

自分の価値観，自分ならではの関心事，これまでの自分の体験，自分にとっての既有の知識などに基づいて自由奔

放に考えを探索するような疑問」と定義する。つまり素朴に，そして自由奔放に，「こうなのかな？」，「この答え

が考えられるかな」と生徒が呟く行為もまた子どもの問いとして規定する。それに伴い，本研究における生徒の問

う力とは，そのような問いを発する力と定義する。本研究では，このような子どもの問いはオープンエンドな問題

のもとで発揮することを想定する。決まりきった 1 つの数学的解に対して問いをもつだけでなく，子ども自身が

考えを探索するような場を設定したい。 
山口(2010)は問題と課題について，問題は「教師が提示した場面や源問題をもとにしながら，子どもが自分自身

の問題として真に認識した問題」（山口，2010，p.18）で，課題は「教師が最初に提示する場面や源問題」（山口，

2010，p.18）と呼ぶことがあると指摘している。これらの違いは，子ども自身が解決したいと認識したものか学習

の起点が他者から与えられたものかである(山口，2010)。本実践では山口(2010)が指摘する問題のなかで，問う力

の伸長を図ることにする。 
 
３ 足場かけに関する先行研究の検討 
（１）足場かけとは 
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足場かけとは，「一人では成し遂げられない目標や実践への参加に対して，適切な援助を与えて課題達成を可能

にすること，または，課題達成を可能にする支援のありようを指す」(河野, 2019, p. 160)ものである。そしてこ

の足場かけを，段階をつけて徐々に外していく過程を足場はずしという(河野, 2019, p. 160)。 
この足場かけという概念はWood et al.(1979)によって提案された。Wood et al.(1979)はヴィゴツキーの「発達

の最近接領域」理論を手がかりとして(河野, 2019, p. 160) ，3 歳児，4歳児，5歳児が，はめ込み式のブロック

を積み重ねてピラミッドを構築するタスクを，教師を介入させて指導した。教師は，子どもに口頭で指示を与え

ることや，実際にブロックを結合させて形成する方法などを教えるなどの調整を行い，子どもらにタスクを達成

させた(Wood et al., 1979)。足場かけで学習者に適切な支援を与えるのは, 学習者より少し有能な他者や行為者で

あるという考え方が中心的である(ライザー et al., 2018)。そして足場かけは, 「学習者が1 人でできる範囲を超

えて課題のパフォーマンスをより複雑にするだけでなく, その経験から学ぶことを可能にする」(ライザー et al., 
2018, p.40)ことが示されている。 
ここで，足場かけの先行研究をさらに精査してみよう。例えばChase＆Abrahamson(2015)は，生徒に課題を与

え，関連するリソースを提供するが，これらのリソースがどのように組み合わされて課題が達成されるかを教えな

いという条件下で，生徒が数学的内容を学習できるかどうかを調べた。このような最小限の介入的アプローチを

「Reverse-scaffolding」と名付けた(Chase＆Abrahamson，2015)。結果，モデリングに基づく活動において，

Reverse-scaffolding の学生は，モデリング手順のより透明な構造理解や、新たに生まれた概念体系をより明確に

する能力が身についたということが示された(Chase＆Abrahamson，2015)。またMiyazaki et al.(2015)は，幾何

学的証明の初期理解の足場として，複数の解を持つフローチャート証明は，証明の前提条件と結論を結び付ける

様々な機会を与えることにより，生徒の証明に関する構造的理解の発達を支援することを明らかにした。さらに，

Makar et al.(2015)は，数学の授業において，教師がどのようにして議論に基づく探究の規範と実践の発展を足場

とすることができるのかについて調査を行った。その結果，教師が常に教室の規範を診断し，規範の出現，発展，

安定に伴って変化する戦略を臨機応変に用いていることが示された。また 9 ヶ月後には，教師の存在とは無関係

に，生徒が議論に基づく探究規範を実践していることも示した(Makar et al.，2015)。また河野(2019, p.161)は, 足
場かけを行う関係が教授者―学び手だけでなく, さまざまな学び手を取り巻く環境に埋め込むことができると指

摘し, 例えば, 学び手同士の相互教授や協調的に問題解決に挑むような場面によって, 学び手間で他者の発言や観

察によって足場かけを得ることができると述べている。 
このように，数学教育における足場かけの先行研究は多数あるものの，本研究が特色としている一斉授業形式で

の段階づけられた足場かけに関する数学授業の実践研究を検討したものは，管見の限り行われていない。教師によ

る意図的な段階づけられた足場かけによって，生徒はどのような数学的活動の様相を見せるのか，またその有効性

はどのようなものか，本研究はこれらのリサーチクエッションの解明を目指すものである。 
（２）レベルが付された足場かけ 
清水(2009)は，教師の「振り返る問い方」や「新しい情報を探る問い方」が内面化されるように支援することに

より，子どもの問いが学びの動機づけとなり，問うことと理解を深めることを繰り返しながら主体的に問題解決に

取り組むようになることを明らかにした。 
清水(2009)は，大人の援助を子どもの活動に随伴して柔軟に変えるという足場かけの効果的な特徴を生かすため

にレベルを設定した。レベルは3つに分かれており，レベル1は一般的な支援とし，レベル2，レベル3と支援の

視点をより具体的なものとした(清水，2009)。支援にいたっては，最初はレベル1の支援を行い，その支援で動き

出すことができなかった場合にはレベル2，レベル3と視点をより具体的な支援へと変えていく(清水，2009)。 
また Wood(1980)は，大人の個別指導的介入が，子どもの課題レベルに反比例するという仮説のもと，母親を

チューターとし，子どもを援助する実験を行った(Wood, 1980)。実験の結果から，母親の援助には，以下の 5 つ

のレベルに分類されることを示した(Wood, 1980)。 
 

表１ による５つにレベル分類した母親の援助

レベル 1：母親は子どもがタスク活動に入るように言葉で促すだけである。 

レベル 2：母親は、子どもが操作する材料を探す指針となる特徴を口頭で設定しようとする。 

レベル 3：母親は使用する材料を示すことで，選択プロセスそのものに実際に介入する。 

レベル 4：母親は材料の選択だけでなく，実際の配置にも介入する。 
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レベル5：子どもが見守る中，母親が適切な材料を手に取り，準備し，組み立てるという完全なデモンストレ

ーションが介入となる。 

 
表 1 のようにWood(1980)は，レベル1，2の指示のみで構成される言語的アプローチからレベル5のデモンス

トレーション介入だけからなるアプローチまで分類し，また子どもの様子に応じて，その両方のアプローチを行

き来するものを振動アプローチとした。またWood(1980)は，足場かけの効果的な介入を調べるため，随伴性ル

ールを次のように示した。「子どもがエラーを起こしたら，すぐにコントロールを強める。例えば，レベル 3 の

介入に対してエラーが発生した場合は，レベル4または5に進みます。しかし，子供が指示（例えばレベル 3）
に従って成功した場合は，コントロールを放棄します。つまり，次に介入するときは，エラーや一時停止で指示

を誘う場合はレベル1または2で介入する」(Wood, 1980, p.286)。以上の3つのアプローチと随伴性ルールに基

づくアプローチの教授効果を見る実験を行ったところ，随伴性ルールに従うアプローチが最も効果的であるとし

ている(Wood, 1980)。 
 
４．段階づけられた足場かけに基づく数学授業の設計：モビールを教材として 
段階づけられた足場かけに基づく数学授業を設計するにあたって，中学校第 1 学年で学習される「比例と反比

例」の単元において扱われるモビール教材に着目した。以下，まずは設計授業の概要を述べてみよう。授業は2時

間での構成とした。 
第 1 時の授業の導入では，生徒にテレビに映し出されたモビールの画像を見せることから始める。まずはイン

テリアや赤ちゃん用モビールといったところで日常に存在するモビールを認識させ，棒の左右がつり合っている

ことに着目させる。その後，図 2 のモビールの実物を提示する。 
 

図 つり合わないモビール

生徒には図 2 のモビールにおいて，何を変えればモビールはつり合うだろうかと問い，子ども自身に変数を捉

えさせる。「おもりの重さ」と「洗濯ばさみの位置(支点からの距離)」を変えることによって，モビールはつり合う

という意見を引き出し，変数となるものを子ども自身に把握させたい。そして，左側の支点からの距離を 6cm，

左側のおもりの重さを 30g として固定し，右側の支点からの距離を 3cm としたうえで，右側の重さを考えさせ

る。生徒は小学校での理科学習の経験からも 60g であることを捉えることができるであろう。実際につり合うこ

とを実演し，その後，右側の支点からの距離を x cm，右側のおもりの重さをy g として，x とyの関係を考察さ

せる。x と y の関係を表に表し，式を作らせ，反比例の関係を確認する。最後に，作成された表の数値のもとで，

本当につり合うのかを子どもたちに実際にモビールを作らせることで実感させる。ここまでが第 1 時の授業であ

る。 
そして第 2 時が，本研究で検証したい段階づけられた足場かけを設定する授業である。第 2 時の中心的な問題

は図 3 となる。図 3 のとき，モビールがつり合うようにするにはどうすればよいかを考えさせる。数学的問題解

決にあたっては，棒の長さやひもの重さは考えないことに留意しなければならない。そのことは授業中にも留意す

ることとした。 
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図 第２時における中心的な問題 
 
子どもたちはこの問題に対し，どのような問いを生成するであろうか。ここで，第2章で規定した本時における

子どもの問いを，想定してみよう。例えば，「AとBが30gずつで，〇と□が1cmずつかな」，「Aが10gでBが

50g で，〇が5cmと□が1cmずつかな」，「A が 20gで B が30g で，〇が1.5cmと□が1cmずつかな」，「A が

20g でB が30gで，〇が3cmと□が2cmずつかな」（AとB，〇と□を逆の場合もある）のように，モビール全

体がつり合うパターンを子ども自身が色々と探索しながら問うことを本研究では期待する。このような問う力を

引き出すために，教師による段階づけられた足場かけを設定する。 
このたびのモビールを題材とした授業では，教師による段階づけられた発問が足場かけとなる。図 3 の枝分か

れしたモビールを解決する考え方は，既習内容である第1時の考え方を適用することができる。まず，枝分かれし

たモビールの右側の部分的なモビールをひとまとまりで考えると，第 1 時と同じモビールの形として考えること

ができる。それにより，右側の部分的なモビールのおもりの重さの合計を決めることができる。あとは，右側の部

分的なモビールを第1 時と同じ1 つのモビールとして考えると，第 1 時と同じように，左側からおもりの重さを

決めて支点からの距離を決めていく考え方が適用できる。しかし，生徒は右側の部分的なモビールをひとまとまり

とする見方ができず，困難を示すことや，ひとまとまりで見えたとしても，そこからおもりの重さをAとBにど

のように配分すればよいかわからないという困難を示すのではないかと考えられる。 
そこで，予想される生徒の反応のレベルに応じて，足場かけにレベル1からレベル3まで段階をつける。レベ

ル 1 は，「どのように考えていきますか」と新しい情報を探るような言語的アプローチや「さっき（第 1 時）と

どこが違うかな」と，既習である第1時を振り返り，その違いに考察させるような言語的なアプローチが足場か

けである。またレベル2は，「右側の部分的なモビールをひとまとまりで見ると，おもりの重さはどうなるか

な」や「おもりの重さから決めるのはどうですか」と問題を解決するために必要となるモビールの特徴について

言及しながら，新しい情報を探るようなアプローチである。最後にレベル3は，図3の類題を提示して，教師と

ともに解いていく。これは，教師がその問題に対して実際に解決するという，教師がお手本を見せるアプローチ

である。その後，困難を示していた生徒にはそれを模倣させて問題解決を試みさせる。以上，本研究における段

階づけられた足場かけを表で表すと次のようになる（表 2）。 
 

表２ モビールを題材とした数学授業における段階づけられた足場かけ

足場かけのレベル 足場かけの定義 足場かけの具体例 
レベル 1 具体的なことは言わず，振り返った

り，新しい情報を探ったりするよう

な言語的アプローチをする。 

・どのように考えていますか。 
・さっきとどこが違うかな。 

レベル 2 場面の特徴について口頭で示した

り，図などの媒介物を通して，振り

返ったり，新しい情報を探るような

アプローチをする。 

・右側の部分的なモビールをひとまとまり

で見ると，おもりの重さはどうなるかな。 
・おもりの重さから決めるのはどうです

か。 
・部分的なモビールの左側から値を決めて

いきませんか。

レベル 3 類似の場面を別に提示し，手本とし

て教師がその問題を実際に解決す

・図3の類題を提示して，教師とともに解

いていく。その後，図3の問題を解かせる。 
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るというアプローチをする。 
 
５．授業の実際と考察 
授業は，K県公立中学校第1学年A組生徒数計16名及びB組生徒数計17名の計2クラスにおいて，2023年

11 月 28日に行われた。両クラスとも2時間構成（50分授業×2）で，第一著者，第二著者のティームティーチ

ングで行われた。授業はビデオカメラ（教室後方計2台）で記録し，机間指導時はそのうちの1台のカメラを用

いて，教師の支援の様子を撮影した。また，授業で使用したワークシートは全て回収した。本章第1節では，A
組において実施した机間指導時における足場がけの実際を，そして第2節では，B組において実施した机間指導

時の足場かけ及びその後の授業の様子の実際を取り上げる。 
（１） 組における机間指導時の足場かけ

授業は概ね第 4 章のとおり行うことができた。以下は第 2 時において，図 3 を出題した際に，困難を示してい

た生徒Saと教師との机間指導時のやり取りである。生徒Saは，ワークシートにAg=10g，Bg=10g，〇cm=3cm，

□cm=3cmと設定するものの悩ましい表情をしていた。 
 
T1 :よし Sa さんちょっと一緒にやってみよう。ちょっと 
S2 :わからん 
T3 :消してみようか 
S4 :わからん 
T5 :一緒にやってみよう。(A=10g，B=10g，〇=3cm，□=3cmを指しながら)これ消して 
S6 :はい，はい 
T7 :さっきと何が違うかね？ 
S8 :2 個ある。 
T9 :いいですね，2個ある。2個あるよね。てことは，今これ(部分的なモビールを指しながら)全体が何gになれば

いい？ 
S10 :60，いや違う。 
T11 :すげー，すげー 
S12 :60，60 
T13 :全体が 60 になればいいよね。てことよね。ということは，A と B を足したら？ 
S14 :60 
T15 :60ってことよね。AとB足したら60gになればいいよね。それ何でかって言ったら(プリントの左側の支点

からの距離 3cmと左側のおもりの重さ 80g を指しながら）ここ×ここが？ 
S16 :240 
T17 :(右側の支点からの距離 4cmと枝分かれした部分的なモビールを指しながら)4×？ 
S18 :60 
T19 :ね，そうそうそう，4×60で240，3×80で240，ちょっと書いとこか60gって。横に横に。AとBを足し

たら 60ｇってことよね。そうそうそうそう。そしたら例えば A は何ｇにすればいい？ 
S20 :10 
T21 :いいね。10 にしようか。例えば 10 だったら B は？ 
S22 :50 
T23 :50 よね 
S24 :そういうこと

 
（２） 組における机間指導時の足場かけ及びその後の授業

B 組の授業も，概ね第4 章のとおり行うことができた。以下は第 2 時において，図 3 を出題した際に，ワーク

シートにAg=6g，Bg=15g，〇cm=5cm，□cm=2cmと誤った値を設定していたSbと教師とのやりとりである。 
 
T25 :どのように考えてやってる？ 
S26 :これ4cmでここ240になるから，こっちの重さが60cmと仮定して，支点からの長さを4cmにしてこっち

もつり合わせんといかんから，(部分的なモビールの左側の)支点からの距離とおもりの重さと合わせて同じにな

るように考えた。 
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T27 :今言ってくれたように，3×80 と 4×なんかな？ 
S28 :(部分的なモビール全体を指して)これ全部足したら 60cm 
T29 :cm？ 
S30 :あっ，60g 
T31:60g，60gになるように設定すればいいんね。でそっから，今〇とか□とかを設定していっている感じ？ 
S32 :うん 
T33 :じゃあこっからいこうか(〇を指しながら)5cmにしてみたと？その時の A の重さは何にしたん？ 
S34 :6g 
T35 :次□を 2cmにしたんやね，そのとき(B を指しながら)ここは？ 
S36 :15g 
T37 :それでつり合うんじゃないかなと思ったんやね。じゃあちょっと見たときに，さっき全体で何gでつり合う

っていってた？ 
S38 :240，えっ，えっ，ここですか？ 
T39 :うん，(部分的なモビールを指しながら)ここでなんか 
S40 :60g 
T41 :今全体で 60g になっているかな？ 
S42 :はい 
T43 :なってる？どことどこ足してる？ 
S44 :支点とこの A の重さと B のこの支点ここと B のおもさを足してる。 
T45 :あぁー，(〇を指しながら)これ×(A を指しながら)これをすると重さになる？ 
S46 :なる？えっ，30g になる。 
T47 :今まで，こっちを80gにしたじゃん。(部分的なモビール全体を指しながら)こっちのおもりの重さを80g に

なればいい，あれなんぼっていったけ？60？ 
S48 :60g 
T49 :60gになればいいっていったよね。ほんで今5×6して，2×15してると思うんやけど，5×6すると30何に

なるん？単位は？ 
S50 :30g 
T51 :g？今 cmと g を掛けてるけど？ 
S52 :うん？ 
T53 :5×6 は確かに 30 なんやけど，30g かな？じゃあ 60g ってどこのことを言っているのかな？ 
S54 :支点の全部の重さを合わせた。 
T55 :5cmって 5g ってことではないよね。じゃあ A＋B は何を表していると思う？ 
S56 :おもりの重さ 
T57 :じゃあ A＋B は何 g になればいいと思う？ 
S58 :8，あ 8 やない，20 
T59 :A＋B が 20 になればいい？ 
 
その後，B組ではSbの他，多くの生徒が困難を示していたため，教師は次の図4（図3の類題）の問題を提

示し，教師主導で適宜，生徒ともやりとりを重ねながら問題を解決した。その後，図4と同じように，図3の問

題を解くように指示した。 

図 図２の類題の実際
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（３）考察 
本節では A 組及び B 組で行った段階づけられた足場かけの有効性について，考察を行う。 
A 組では図 3 を提示した後，困難を示していた生徒 Sa に焦点をあてる。Sa は教師が段階づけられた足場かけ

を施す前Ag=10g，Bg=10g，〇cm=3cm，□cm=3cmという考え方をワークシートに記入していた。Saは，枝分

かれしたモビールの右側の部分的なモビールがつり合うように重りの重さを設定できているものの，枝分かれし

たモビール全体がつり合うように A と B の和が 60g にならなければならないこと気付いていなかった。その後

Sa は，「わからん」（S2）と発言しており，自分の考え方が正しいかどうか不安になっていることがうかがえた。

それに対し，教師によるレベル１の足場かけ「さっきと何が違うかね？」（T7）が行われた。するとSaは，「2個

ある」（S8）と答えた。次に教師は，枝分かれしたモビールの特徴を踏まえてレベル２の「今これ全体が何gにな

ればいい？」（T9）という足場かけを施した。すると，Saは「60」（S12）と答えた。その後Saは，60gをAgと

Bg にそれぞれ10g，50g とつり合うように配分することができた。その後〇cm，□cmに関しても，教師とのや

り取りを経て，それぞれを5cm，1cm設定し，図3の問題を解決する考え方の一つを導き出した。このように，

A 組による机間指導によるプロトコルからは，Ag，Bg，〇cm，□cmの値を設定することに困難を示していたSa
が，教師による段階づけられた足場かけにより，レベル2の足場かけによって，それぞれを設定できるようになっ

た過程が見てとれる。 
机間指導中のやりとりであるため，Saの回答は「60」（S10）や「10」（S20）のように教師の足場かけによって

適切な数値を回答することとなった。第2章で述べたように，本研究における子どもの問いとは，「教師からのオ

ープンエンドな問いに対して，子ども自身が自分の価値観，自分ならではの関心事，これまでの自分の体験，自分

にとっての既有の知識などに基づいて自由奔放に考えを探索するような疑問」」と規定したが，Saについては，こ

れまでの数学学習で培ってきた経験（具体的には第1時での経験）を基に，右側全体のおもりの重さが60なのか

な，と自分なりに明確な回答を見出したと考える。 
次に，B組における足場かけを考察してみよう。A組は生徒Saに代表されるように，レベル2の足場かけを行

うことでレベル 3 の足場かけはしないままに図 3 の問題は解決され，授業は終了した。B 組では，その授業展開

において，レベル3の足場かけまで行われたことになる。Sbの様相に着目することで考察を進めてみよう。前節

でも述べたように，Sb は図 3 の問題に対し，最初，ワークシートに Ag=6g，Bg=15g，〇cm=5cm，□cm=2cm
と記述していた。部分的なモビールをひとまとまりで考えることはできているものの，60という値がAとBの和

の 60gではなく，部分的なモビールの左側の支点からの距離2cmと同じく左側のおもりの重さ15gの積で出た値

30 と部分的なモビールの右側の支点からの距離5cmと同じく右側のおもりの重さ6gの積で出た値30の和の60
という認識であったようである。教師はSbに対し，まずレベル１の「どのように考えてやってる？」（T25）とい

う足場かけを施した。するとSb は S26，S28，S34，S36 のように，部分的なモビールのそれぞれの左右の支点

からの距離とおもりの重さの積が 60 になるように設定した考え方を説明した。それに対して教師はレベル 2 の

「さっき全体で何gでつり合うっていってた？」（T37）という足場かけを施した。しかしSbは，自分の考え方を

変えなかった。またT49で60がAとBの和である60gに気付かせるため，支点からの距離とおもりの重さの積

で出る値の単位について考えさせる発問を行ったところ，S50「30g」であると発言した。その後，T53，T55 の

ように教師によるレベル2の足場かけを施すも，Sbはこの段階においては，2つのおもりの重さの合計が60gだ

という認識は生まれなかった。 
しかし，S58の発言に着目すると，「8，あ8やない，20」とあり，SbはSbなりに「こうなのかな？」，「この

答えが考えられるかな」と答えを探索する様子が窺え，これはSbによる問う力の発揮であると解釈する。このよ

うに正しい回答ではないものの，教師はこのような呟きを価値づけ，また考えを検討させる機会を保障することは

生徒の問う力の伸長に一定程度，繋がるものであるとは筆者らは考えている。 
その後クラス全体に対して教師によるレベル 3 の教師とともに類題を解くという足場かけを行った。そして再

度，Sb に図 3 の問題を解かせたところ，解決する考え方の一つを導き出した（図 5）。 

図 による図 の解答（レベル の足場かけ後）
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Sbのように，レベル3の足場かけによって，B組の生徒のワークシートがどのように変容したかを検討してみ

よう。ワークシートを分析したところ，B組において，教師の足場かけを行う前に図3の問題を自力解決した生徒

は 17 人中 2 人であった。そして，レベル 3の足場かけを行った後，図 3 の問題を解決した生徒は17 人中11 人

となり，正答率が向上した。また生徒の解答の変容を見ると，試行錯誤して考えている様子がうかがえる。例えば

生徒 Sc は，教師による足場かけを行う前の場面 2 の問題を自力解決では，Ag=60g，Bg=60g，〇cm=2cm，□

cm=2cmという間違った考え方を，ワークシートのモビールの模式図に記述していた（図 6）。 

図 による図 の解答（レベル の足場かけ前）

レベル 3 の足場かけを行った後，Sc は図 3 の問題を解決する考え方を3 つ示していた(図 7)。それぞれの考え

方は，Ag=30g，Bg=30g，〇cm=1cm，□cm=1cm という正しい考え方と，Ag=40g，Bg=20g，〇cm=4cm，□

cm=2cm という間違った考え方と Ag=35g，Bg=25g と書いていたが〇cmと□cmは書いてない考え方である。

このように間違った考え方も含まれているが，Scは複数の考え方を記述している。これは，Scがそれぞれの値の

設定について，「こうなのかな？」や「この答えが考えられるかな」と一つの考え方に留まらず，他の考え方を探

索していると考える。特に，35gや25ｇを設定している考え方においては，今まで扱ってきた10の倍数のおもり

だけでなく，5g 刻みという一つ踏み込んだ視点で考えようとしている様子がうかがえる。 

図 による図 の解答（レベル の足場かけ後）

 
６．おわりに 
本稿では，一斉授業形式において，学習者のレベルに応じた，授業における子どもの問う力を伸長させる段階

づけられた足場かけが，生徒の問う力の伸長にどのように有効であったかを考察した。A組による机間指導によ

るプロトコルからは，Ag，Bg，〇cm，□cmの値を設定することに困難を示していたSaが，教師による段階づ

けられた足場かけにより，レベル2の足場かけによって，それぞれを設定できるようになった過程が見てとれ

た。またSaについては，これまでの数学学習で培ってきた経験（具体的には第1時での経験）を基に，右側全

体のおもりの重さが60なのかな，と自分なりに明確な回答を見出したと考える。B組による机間指導によるプ

ロトコルからは，Ag，Bg，〇cm，□cmを間違った値で設定していたSbが，レベル2までの教師の段階づけら

れた足場かけに反応できなかったことを確認した。しかし，S58の発言に着目すると，「8，あ8やない，20」と

あり，答えを探索する様子がうかがえ，これはSbによる問う力の発揮であると解釈した。そしてSbは，レベル

3 の教師とともに類題を解くという足場かけを行ったところ，図3の問題を解決する考え方の一つを導き出し

た。

またレベル3の足場かけについては，教師の足場かけを行う前に図3の問題を自力解決した生徒は17人中2人
であったが，レベル3 の足場かけを行った後，図3の問題を解決した生徒は17 人中 11 人となり，正答率を向上
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させた。さらに Sc においては，複数の考え方を表出させる機会となり，今まで扱ってきた 10 の倍数のおもりだ

けでなく，5g 刻みという一つ踏み込んだ視点で考えようとしている様子がうかがえた。このように，1 つのケー

ススタディではあるが，一斉授業形式の数学授業において教師による意図的な段階づけられた足場がけによって，

生徒による問う力の伸長に一定の成果が認められた。とりわけ本研究の成果は，机間指導時に支援を行う際，直接

的に回答を支援するのではなく，段階づけて支援を行うことが子どもの問う力を徐々に発揮させることに繋がる

ことが示唆された。また，机間指導後の一斉指導時において，全体で類題を扱うレベル3の支援もまた有効であっ

たことが窺えた。 
今後の課題は，更なる事例を重ね，段階づけられた足場かけの有効性を検証することである。特に表2における

足場かけの定義については暫定的なものであり，更なる精緻化が求められる。今回は中学校第1学年による比例・

反比例の単元におけるモビールの授業での実践であったが，他単元での実践も含め，実践研究を今後も推進してい

きたい。 
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GRIT（やり抜く⼒）を育むための⽀援の在り⽅  
―特別活動を中⼼に―  

  

22P22001  ⼩⾕ 明⽇架  
Ⅰ 課題設定  
  テストや偏差値、IQ などの客観的な数値で測定できる⼒を認知能⼒と呼び、従来の⽇本の教育において重要
視されてきた部分である。しかしながら、最近では、「⽣きる⼒」「⼈間⼒」と呼ばれる⼒がよく使われるよう
になり、これらを総称した⾮認知能⼒への注⽬度が⾼まっている。OECD (経済協⼒開発機構：2015)が「社会
情動的スキル」を提唱したように、他者との社会的なスキル、⾃⼰内の情動的なスキルといったものは、全て
⾮認知能⼒に該当するスキルだと⾔える。 
 校訓や学校教育⽬標を分類しても、⾮認知能⼒に該当するようなものを掲げ続けてきている。中でも、⾮認
知的能⼒の１つである GRIT が注⽬を集めている。GRIT とは、 Guts（度胸）、 Resilience（復元⼒）、 
Initiative（⾃発性）、 Tenacity（執念）の頭⽂字をとったやり抜く⼒の総称で、 社会的に成功している⽅たちが
共通してもつ⼼理特性とされている。これらは、才能や⽣まれながらにもった能⼒ではなく、いつからでも⾝
につけることができるといわれている。GRIT 研究の第⼀⼈者である Duckworth（2016）は、GRIT を
「perseverance and passion for long-term goals」と定義し、 ⻑期的な⽬標を達成するための情熱
（passion）と粘り強さ（perseverance）の２つから構成されるとしている。 
そして、GRIT を育むためには『⽬標設定→クリア』を繰り返し続けることが重要である」と指摘し、 成功す
るためには改善が重要であるとも指摘している。しかしながら、⽬標を⽴てても実際に継続できる持久⼒をも
った⼈はそれほど多くない。そこで、教員は児童のやり抜く⼒を育てる⽀援を継続的に、また様々な⽅法で考
え、寄り添う必要があると考える。 

実習校の学校教育⽬標は「ふるさと出部を愛し、出部魂を抱きながら、主体的に学び、⼼⾝共に健全な児童を
地域とともに育成する。」である。そこに対して⽬指すビジョンとしては、児童⾃らが主体的に学ぶ姿である
が、課題発⾒実習では⽬標と現実の差や明確な取り組みが⾒られないことに課題を⾒つけた。 
 ⼦どもたちの実態において、続けてほしい良い点としては、離席や不登校の数が 0 に近いことや、縦割り班
掃除取り組む姿勢が⾮常に良いところである。 
反対に課題は、廊下歩⾏や周りの⼈へのあいさつなど⽣活規律の意識が低いことや学習に対して多くの児童が
苦⼿意識をもち、プリントやテスト配布後にマイナスな⾔葉が多く出るなどがある。養護教諭にインタビュー
を⾏うと「教員と⼦どもの距離が近い。」という発⾔をされ、これに対しての両⽅の点からお話をしていただい
た。プラス⾯では、「教室内に安⼼感がある・保健室来室も少ない何かあったときに頼り易い。」ということだ
った。確かに、休み時間や放課後に教員の周りに児童が多く集まり会話する様⼦や何かあった時に相談してい
る様⼦が多く⾒られた。それをマイナス⾯から捉えると、「学校⽣活に緊張感がない・⾃⾝で考える前に教師に
相談してしまい、主体的に動くことができていない。」という⾔葉をいただいた。これらの現状を知り、さらに
GRIT の必要性を感じた。 
 さらに実習校のある岡⼭県井原市では、令和元年度から「ふるさと井原の未来を創るひとづくり事業」をス
タートし、⾃分とふるさと井原を愛し、よりよい未来のために実⾏する⼈財＝井原志⺠の育成を⽬指してい
る。「いばら愛」「やり抜く⼒」「まき込む⼒」といった 3 つの⾮認知能⼒が市⺠アンケート結果をもとに⾝に付
けたい⼒であると称された。これらの共通点から GRIT に着⽬し研究を進めた。 
 初等教育分野においては、先⾏研究はまだ少ない(藤原・河村、2021)とされているが、GRIT の特性に関す
る研究は進みつつある。藤原・河村（2019）は、⼩学⽣の GRIT が育まれていることが学級適応、スクールモ
ラール、ソーシャルスキルとどのように関連しているかを検討することが⽬的であり、GRIT と学級適応の「承
認感」、スクールモラールの「学習意欲」「友達関係」、ソーシャルスキルの「配慮」「かかわり」と関連がある
ことが明らかとなった。これにより、⼩学⽣にとって⾮認知特性であり、社会情緒的コンピテンスの 1 つであ
るとされている GRIT を育成することは，学級適応やスクールモラールを⾼めていく上で重要な要素であると
考えられる。 その後藤原（2022）は、⼩学⽣の GRIT と学級集団内の教育的相互作⽤との関連を検討し、
GRIT が⾼い⼩学⽣が学級集団内の教育的相互作⽤をどのように認知する傾向があるのかを調査することを⽬的
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とした。結果、GRIT が⾼い⼩学⽣は学級集団内の教育的相互作⽤をより強く認知する傾向があることが実証さ
れ、仮説が⽀持された。⾮認知的能⼒の 1 つである GRIT は、⼩学⽣が学級集団内の教育的相互作⽤をより強
く認知するための要素の 1 つであると考えられる。このことによって、GRIT が⾼い⼩学⽣は学級集団をよりポ
ジティブに捉えていると考えられる。これらの結果として、仲間と同じ集団に所属しているという感覚や、共通
の⽬標をもつことでルールの尊重や責任を守ることの重要性を⾼める可能性があることが指摘されている。こ
れらには、外部情報とのズレや内部情報間の不整合に「気づく⼒」が必要である。そこで、課題を実⾏してい
る最中の⾃分の認知状態を監視する⼒である「メタ認知的モニタリング」を育てることで内部情報と外部情
報、内部情報間を照らし合わせることができ、ズレや不整合に気づくことができると考えられる。そのため、
個と集団を⼆項対⽴にせず、両⽅を育てていく指導が求められる。そこで本研究では、⼩学校段階での特別活
動を中⼼に GRIT を育むための⽀援について具体的事例での実践を通して探っていきたい。 
 特別活動の⽬標である「⼈間関係形成」「社会参画」「⾃⼰実現」は、⼦どもたちが今後社会に巣⽴った時に
発揮して欲しい、または⾝につけておくべき能⼒であるため、 教育効果の向上のために学校教育に関わる⼈全
体が⼒を⼊れて考える必要がある。しかし残念ながら、⼤切だと感じられながらも重要視されていない状況が
ある。理由としては、教員の労働時間の多忙化によるものであったり、教科書がないことから⽅法を真似るこ
としかできない状況であったりなどだ。このように、結局のところ特別活動の内容は⼩⼿先のものになり、結
果的に⼦どもたちの育成につながっていかない現状がある。そこで、「⼈間関係形成」「社会参画」「⾃⼰実現」
を育む特別活動のキーワードを意識した、⽐較的実施しやすい実践を積むことで、「何をどのように⾏うべき
か」が明確になり、主体性・⾃主性、さらにはやり抜く⼒が育成されていくのではないかと考えた。なぜな
ら、特別活動の指導には、教科等の指導とは異なる指導者特性がある。 教科の学習は、予め教師によって計画
された学習であり、教師主導とならざるを得ない。 これに対し、特別活動は、⼦どもの主体的な活動に指導の
主軸があり、教師は⼦どもの活動の⽀援者であり、主役とはならないからである。特別活動の指導者特性は、
教科指導に典型的に⾒られる「教授者」ではなく、社会教育や⽣涯学習で⾒られる「コーディネーター」に近
いといえる。つまり、従来型の「教える」ではなく、「引き出し、育てる」という視点が重要になる。 
 学級という集団の⼒を向上するために実践する活動が、「学級⼒向上プロジェクト」というものである。「学
級⼒向上プロジェクト」は、⼦どもたちが学級づくりの主⼈公となって学級⼒を⾼めるため、学級⼒アンケー
トで⾃分たちの学級の様⼦を⾃⼰評価し、毎⽇の学習や遊びの中で実践的な仲間づくりを⾏っていく活動をい
う。「明⽇からも来たくなる明るく安⼼できるクラス」をつくるために、教師と⼦どもたちが協⼒して学級づく
りを⾏える、新たな学級経営システムとなっている。（⽥中、2013）。それらに加えて話合い活動の時間では、
⾚坂（2014）の著書における「クラス会議」の⽅法を⽤いて実⾏していく。よって、⽥中（2013）が提唱する
「学級⼒向上プロジェクト」と⾚坂（2014）の「クラス会議」を参考に両取組を組み合わせて実践していく。 

 ただ GRIT を⾼めるためには、それを⽀える能⼒として、⾃分⾃⾝の特性や現状を的確に認識し捉える「⾃
⼰理解」「メタ認知⼒」、⾃分の衝動を抑え、⾃分の⾏動をコントロールする「⾃制⼼」が必要とされている。
さらに⾃分を受容するための「⾃⼰肯定感」「⾃⼰効⼒感」も、なくてはならない基盤となる能⼒だと⾔える。
『⽬標設定→クリア』を持続するためにもスモールステップで進み、⼩さな成功体験を積み重ねることが鍵と
なると考える。そのためには、⾃⾝の学級に対してポジティブな活動を繰り広げる必要がある。プリメント
（感謝の⾔葉を述べる）などのようなポジティブ⾏動⽀援（PBIS）を
取り⼊れることも必要となる。坂本(1990)は、設定される⽬標は、他
者から与えられるよりも、⽬標を達成しようとする個⼈がその設定に
関与する⽅が効果的であると指摘している。そのため、児童⾃らが⽬
標を設定できるように⼯夫した⽀援が必要とされる。「できる⾃分」
を実感させ、「⾃信に満ちた⽣き⽅」を獲得できるように⼦どもたち
を導く特別活動の実践が求められている。 

 Duckworth は著書「やり抜く⼒ GRIT(グリット)⼈⽣のあらゆる成
功を決める「究極の能⼒」を⾝につける」の中で、「GRIT を内⾯から
伸ばす」⽅法として、「興味」→「練習」→「⽬的」→「希望」の 4ステップが重要興味を持ち（興味）、⼀⽣
懸命練習を繰り返す中で（練習）、単なる興味以上の⽬的・意義を⾒出すようになり（⽬的）、壁にぶつかって
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も簡単には折れない楽観的な考え⽅が⾝についていく（希望）。その結果、情熱と粘り強さが⾝につき、GRIT
が育まれていくといったサイクルである。実習において、この４ステップにあらゆる⽀援を考え当てはめなが
ら、GRIT の育み⽅を研究していきたい。 

 

Ⅱ研究の⽅法  
対象  岡⼭県井原市⽴出部⼩学校 4 年 60 名   
時期  2022 年 6 ⽉〜11 ⽉（実習休み期間は含まない）計 35 ⽇間  
⽅法  
・⾒取り・会話の内容聞き取り・児童学級⼒アンケート（事前・事後）・GRIT スケール（平均スコアを計算）  
・学級活動においての学級⼒向上を図った話し合い活動 「よりよい学級を⽬指して」  
・学芸会においての GRIT の育成  
 
Ⅲ 授業実践について  
岡⼭県井原市⽴出部⼩学校 4 年ろ組 30 名  
1 題材名 ⾃分たちの学級をよくするために〜クラスに対する⾃分の考えを持つこと〜  
2 題材について  
（1） 児童観  
 全体的には穏やかな雰囲気だが、協⼒しあったり改善しようとしたりなど、互いに声を掛け合う雰囲気は少
ない。担任の話を聞いて、「学級のために出来る仕事をしよう。」と気づくことは多いが、⾃発的に動くことが
なかなかできていない。また、⾔われた内容などを⾃分事と捉えて活動を⾒直す児童が少ない。  
 学習⾯においては、発表はできるが分からない問題を積極的に聞くなどの粘り強さは⾒られない。間違えた
問題があると、解答を消して書き直して丸をしていたり、終わっていない時間にも早々にプリントを⽚付けたり
など、繰り返し理解するまで頑張ろうとする粘り強さが⾒られない。  

⽣活⾯では、 男⼥間の関係は良好で、教員との関係も良好であるが⼥⼦同⼠においては、互いに⾔いたいこ
とがあってもなかなか直接⾔い出すことができず、教員に相談の範囲を超えた愚痴をこぼすことがある。男⼦
は、⽐較的仲が良いが、クラスのためによく動く児童とそうでない児童の⼆極化が著しい。  
（2） 題材感  
 2 学期初めの話合い活動では、「チャイムが鳴ったらしゃべらない」という⽬標を決めていた。本時では、そ
の振り返りの時間にあてる他、⽇ごろから担任に⾔われていることや⾃分達の課題について⾒つめ直し、今後
どのように過ごしていけば、よりよいクラスになるのかを考える。 クラスの問題を⾃分たちで話し合い、新た
な⽬標を⽴てることで、より⾃分たちのクラスの課題や成⻑に意識が向き、クラスの⼀員である⾃覚が芽⽣え
るようにする。 
 
3本時について  

1．導⼊（議題の確
認）  

・学級⼒アンケートを⾏う  
学級⼒アンケートの配布・回収  
・簡単な質問に挙⼿で答えてもらう  
T「学校が楽しいですか。」「このクラスで良かったと思います
か。」  

学級⼒アンケート  
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2．班での話合い  ・アンケートで平均して数値の低いところを議題にする  
・学習⾯と⽣活⾯での課題を話し合う  
T「どんなことをこれから直していきたいと思いますか。」  
・課題に対する案を出し合う  
T「改善するために、どんな取り組みがありますか。」 

議題：学習⾯と⽣活⾯で出た課題に対しての改善案を考える  
 

クラスの課題に対する⾃分
の案を班の中で話し合う
【思考・判断・実践】  
Jamboard   

3．全体での話合い  ・⾃分たちの班での意⾒や新しく考え付いた意⾒を発表する  
S「朝の⽀度のプログラムを作る。」  
S「⼀⼈⼀役の仕事の紙を前に貼って、できていない⼈は⿊板に
記名する。」  

Jamboard   

☆考え付かない班は、近く
の班に混ざって話合う。  
☆出た意⾒に対して、反応
をするように指導  

4．振り返り  ・話合い活動についての⾃分の振り返りをする。  
・友達の意⾒でいいなと思ったことなどを振り返る。 

ワークシート  

 
４ ワークシート  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ⅳ結果と考察① 
①話合い活動においての取組  
 特別活動において育成を⽬指す資質・能⼒は「⼈間関係形成」「社会参画」「⾃⼰実現」の 3つの視点で整理
されている。そのうち 「社会参画」の視点の資質・能⼒として例⽰されているものを筆者なりにまとめると、
以下の 3つの⼒からなると考えられる。学校や学級をよりよくするための課題を⾒いだす⼒・多様な意⾒を⽣
かした合意形成を図る⼒・⽣活の向上のために他者と話し合い、協働して解決しようとする態度。これらのう
ち、話合い活動を通して、「学校や学級をよりよくするための課題を⾒いだす⼒」の育成に注⽬する。これは、
学校⽣活上の問題発⾒や問題解決の過程を通して、集団として解決すべき問題点や、伸ばしていきたい良さを⾒
つけることができる⼒だと考える。ここに注⽬するのは、将来の社会参画を考えた時に、⾃分事として解決すべ
き課題に⽬を向けられることがまずもって必要であり、そうした気づきがなければ主体的な関わりとなっていか
ないと考えたからである。  
 学級活動の「問題の発⾒・確認」の過程において、拡散的・共感的な対話を⾏い本⾳や疑問を投げかけ合い
深めていくことで、児童⾃⾝の⼿で学級の課題を⾒いだし共有することができた。 波多野（1981）は、「⾃分の
発⾔が仲間の思考をはっきりさせるのに役⽴ったとか、⾃分のした反論が功を奏して仲間のなかに予想を変え
る者が出てきた、といった体験は効⼒感を育てることに寄与するだろう。同時に、討論の過程では、⾃分の熟
達を実感し、⾃分の⼒に⾃信をもつようになることも多いだろう。討論において相⼿を説得しようとすれば、
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また相⼿の攻撃に反論しようとすれば、⾃分の知識を総動員しなければならないことが多いからだ。」と、ひと
つの課題解決を⽬指して、集団による討論という「喜びを感じるようになる」学習が⾃⼰効⼒感を育成すると
述べている。

  
jamboard を⽤いた意⾒交換  

   ⻘：授業の課題 ⻩：⽣活の課題 ⾚：解決策

②GOOD カードの取組  
「なすことによって学ぶ」を特質とし、観察法を評価の中⼼にしている特別活動においては、⼀⼈⼀⼈を丁
寧に観察することが重要視される。下校時、⾃分たちのクラスの靴を揃える児童がおり、素晴らしい⾏動と
して⼿作りの「GOOD カード」を作り、クラスの全員の前で名前を呼んで賞賛し、⼿渡した。全体に知って
もらうように渡すことで、他の児童にとっても「よいところに注⽬する」といった⾏動規範意識が芽⽣える
と考えた。GOODカードを受け取った児童は、⾃分が他者に貢献していることを実感でき、さらに学校⽣活
のモチベーションが向上することを期待した。その次の⽇から、別の児童も含めて⾃分たちのクラスだけで
はなく、違う学年の下⾜箱も揃えている姿が⾒られた。学級や学校における⽣活をよりよくするための課題
を話合い活動で⾃分事として考えられた結果が、このように⽬に⾒える形として実践できているのだろう。  

波多野（1981）は、「他者との暖かい交流は、同時に事物を扱ううえでの達成の喜びを増幅させ、効⼒感を導く
ことが多い。⾃分のなしとげた仕事が、誰か他の⼈のために役⽴った、他の⼈に喜んでもらえた、という実感
は、決して⾃⽴性の感覚や内発的興味を低下させるものでなく、むしろ達成や成就によち⼤きな意味を与える、
と思われる。」と述べる。このように、GOODカードの取組により、⾃分の働きかけの「⼿ごたえ」を実感で
き、⾃⼰効⼒感の育成につながると考える。

③出部魂をもやそうチェックカードの取組
思いやる⼦ 考える⼦ がんばる⼦ 

関わる⼒ ⾔葉⼒ 創造⼒ ⼀⼈⼒ チャレンジ⼒ ネバギバ⼒ 

学校の⽬指す児童像の 3 点「思いやる⼦・考える⼦・がんばる⼦」を学活の授業内で取り扱い、⾃分達で話
合いながら、⾏動の具体化していく活動を⾏った。その際に意⾒として出た⼒を分類してそれぞれの児童像に
当てはめていった。後⽇、そのチェックカードを⽤いて、⽇ごろの教育活動で⾝に付いたと思う⼒を、数⽇間

この中で改善できたもの・ルール決め  
・朝の準備
クラスについてすぐに準備を⼼掛ける。8:10 には連
絡帳を書き終えて席についておく。事情もなくでき
ていない⼈には声掛けをする。
・放送を聞く 
放送のチャイムが鳴ったら声掛けをして静かにきけ
るようにする。
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⽇付と教科を記⼊してもらうことにした。⾃分の中にどれだけそれぞれの⼒が育っているか視覚的に分かるよ
うにして、学ぶ意欲の向上と学びの実感を味わわせることができた。

④⾏事を通した取組  
学校の⽬指す児童像の 3 点「思いやる⼦・考える⼦・がんばる⼦」を学活の授業内で、⾃分達で話合いなが

ら、⾏動の具体化していく活動を⾏った。⾃⼰認識→⽬標設定→振り返り→再認識のサイクルをスプレッドシ
ートを⽤いて習慣づけた。シートの利点として、全体把握が⼀⽬にして出来るため、昨⽇と⽐べた⾃分の変化
に気づくことが出来る。時間をかけて修正・定着させていくことで、昨⽇の⾃分を超えていこうとするサイク
ルが出来、昨⽇出来なかったことが少しがんばったら出来たとなれば、成功体験が⾃分を信じる⼒になり、あ
きらめずにやり続ける⼼を育てていくと考える。さらに、教師からの前向きなコメントをつけることで、本⼈
も⽬標に近づいていることを実感できたり、モチベーションも上がったりと、理想の姿に向かって挑戦を続け
ることができると考えた。

また、他の児童の内容を即座に確認し、互いに⾼め合うことが可能となることもスプレッドシートを⽤いる
中で利点として挙げられる。  
 学芸会の本番終了後の学活では、今までの⾃分のシートを⽤いて、最後に「⾃分への成⻑」と「友達への思
い」を記⼊してもらった。そこには、今までの努⼒した⾃分への誇らしさや⾃分⾃⾝の成⻑を実感している⾔
葉と⼀緒に頑張った友達への感謝が詰まった⾔葉が書かれていた。  
A児                           B児 

⑤掲⽰物  
○⼈権週間に全校で取り組んだ「思いやりカード」の掲⽰  

クラスの友達同⼠で、⽇ごろの感謝や伝えたい思いについて書き掲⽰した。
全体的に仲の良い学級のため、全員が悩むことなくすらすらとかけている様⼦
があった。掲⽰物を前に、休み時間になるとどんなことが書かれているか⾒合
い、喜び合っている様⼦が⾒られた。  

○⽬指すクラス像の掲⽰  
「⽬指す⾃分像」と「⽬指すクラス像」を紙に書いてもらい、全員の⽬指す

クラス像を切り取って集約して掲⽰した。学活の話合い活動で⾃分達の課題だと
挙げたことが、可能となった理想的な姿が挙げられていた。書いたことをいつ
でも振り返られるよう掲⽰することで、抱いた⽬標のモチベーションを保つこ
とに繋がると考えられる。
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⑥アンケート  
公⽴⼩学校の 4年⽣を対象に質問紙調査を⾏った。GRIT を数値化できる GRIT スケールにおいては、 2 ク
ラス（1組：30名 2組：28名）、学級⼒アンケートにおいては、対象学級の 1 クラス 30名を分析対象とした調
査時期：初めは課題解決実習開始時の 2022年 9⽉であった。最後は、課題探究実習終了時の 11⽉であった。2
つのアンケートがあることから、⼆⽇にかけて⾏った。質問紙は、実施後に裏⾯を向けて提出してもらい、す
みやかに回収した。調査⽤紙は本調査が学校の成績に関係がないこと、担任の教員および友達に回答の内容が
公開されることがないことを明⽰した。  

GRIT スケールでは、評定は「1：まったくあてはまらない」から「5：ひじょうにあてはまる」までの 5 件
法で実施する。粘り強さの設問（奇数番号の設問）なら「5：ひじょうにあてはまる」「1：まったくあてはまら
ない」というプラス要素の評定になる。逆に、熱意の設問（偶数番号の設問）なら「1：ひじょうにあてはま
る」「5：まったくあてはまらない」というマイナス要素の評定になり、各設問の合計点が GRIT スコアとな
る。  

学級⼒アンケートでは、集団としての GRIT の変化を期待する。10 の質問項⽬に「1：まったくあてはまら
ない」から「4：とてもあてはまる」までの 4件法で回答してもらい、プラス要素の評定と⾔える「4：とても
あてはまる」と「3：少しあてはまる」の合計数から、レーダーチャートを作成する。  
GRIT スケール                                学級⼒アンケート

       
  

学級⼒アンケートでは、9⽉に「学習」と「⽣活」の部分
に課題が⾒られた。その後、学活で課題に対する⼯夫につ
いての話合い活動を⾏ってから、それぞれが意識して⾏動
するように⾒え始めた結果、点数の伸びも⾒られた。⽐べ
てみると「⽬標」と「学習」が特に伸びたことがわかる。
全員で話し合って決めた⽬標に向かって、協⼒して⾏えて
いることも⾃覚し始めたようだ。「⽣活」の部分は、前回
よりも数値が低くなったが、頑張ろうとする⾔動が多く⾒
られたり、協⼒的な姿が増えてきたりしたことから、マイ
ナスに捉えることなく、この結果は各個⼈厳しく⾒とれる
ようになったものであると、プラスに捉える。 
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GRIT スケールでは、縦軸（GRIT スコア）と横軸（出席番号）において最初と最後のスコア⽐較を⾏った。
個⼈の中で前回よりも伸びた
児童は、多くいる。伸びた理
由に関しては、インタビュー
ができていないので明確にな
っていないが、質問項⽬ 1 の
「がんばりやさんだ」が⾼い
スコアに丸をしている児童が
多くいた。 2 番（男）の児童
は、初め忘れ物が多く⾒られ
たり、授業内でもノートを取
ることにやや抵抗があったり
したが、⽇が経つにつれノー
トがない場合は違う紙に書く
こともあれば、忘れたことをきちんと伝えるようになっていた。⼈のために動くことが⽐較的多く、⽣活⾯で
は⾒取った中で⼀番変化が⾒られた児童であった。23番（男）の児童は、⾔葉遣いがやや荒いところがあり対
⼈関係に不安があった児童だが、担任から⾒て、クラスのために協⼒するようになったと感じられた児童であ
る。配り物を進んでしたり、周知することを⿊板に率先して書いたりするような⾏動が⾒られるようになっ
た。29番（男）の児童は、初めは周りの友達との協⼒や関わりが希薄で休み時間にも⼀⼈でいる様⼦が多かっ
たが、休み時間に声をかけてくれる友達が増え、クラスでの活動に楽しんで活動し始めているようだった。  

Ⅴ結果と考察②  
これらの具体的実践事例を細分化し、GRIT を育むための⽀援⽅法を図に表すことができた。GRIT の構成要
素となる「情熱」と「粘り強さ」を育成のために必要なステップとなる興味、⽬的、練習、希望と結びつけ、
さらに実習校で⾏った実践例と繋げて作成した。

まず、「情熱」と「粘り強さ」が４つのステップとどう結びついているかについて述べる。「情熱」に必要な
ステップとしては、興味と⽬的である。興味をもつようになる流れとして、⾃分がやって⾔うことを⼼から楽
しんでこそ「情熱」が⽣まれる。また、⽬的とは、⽬標に向かって努⼒することに喜びや意義を感じるからこ
そ、尽きぬ興味と好奇⼼をもって続けられる。さらには⾃分の仕事は⾃分以外の誰かにとっても重要だと確信
してこそ、「情熱」が実を結ぶ。⽬的意識を感じないものに、興味を持ち続けるのは難しいということだ。次
に、「粘り強さ」に必要なステップは、練習と希望だ。練習の⼀つの例として、「昨⽇よりも上⼿くなりたい」
と⽇々の努⼒を怠らないことである。⾃分のスキルを上回る⽬標を設定してそれをクリアする「練習」必要が
ある。希望は困難に⽴ち向かうための「粘り強さ」とも⾔い換えられるだろう。最初の⼀歩を踏み出すときか
らやり遂げるときまで、ときには困難にぶつかっても⽴ち上がる姿勢は重要ということだ。 
 さらに、⾏った実践を含め、そ
こに分類化できる理由とともに分
類していった。
興味・・・⻑期間にわたって⽬標
に向かって努⼒するには「動機」
が⼤切である。⼀⾒、なんの⾯⽩
みも⾒出せそうにないことまで興
味をもてる好奇⼼は、努⼒が持続
できるよう、視覚的なアプローチ
として、掲⽰物で⽀援を試みた。
⽬的・・・「⽬的」は⾃分がして
いることは他の⼈の役に⽴ってい
る、重要であるということが確信
できてこそ情熱が実を結ぶ。他者
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に良い影響を及ぼせることに楽しみを⾒出せると、動機も強くなり、⾼いレベルの GRIT が得られることがわ
かっている。そのため、特別活動においては「話合い活動」で学級の課題を⾃分事として捉えて参加したり、与
えられた係や当番の役割を学級のために果たしたりすることが重要だと考えた。 
練習・・・⽬標の達成だけでなく、プロセスや折々の振り返りで喜びを感じられることもグリットでは⼤切と
なる。⾃分ができていること/できていないことをこまめにチェックし、PDCA サイクルを構築するのも「上⼿
な練習」を⾏うためにかかせないことである。 
希望・・・粘り強くミッションを遂⾏するために必要なのは「前向き」であること。これは、ポジティブシン
キングとも⾔い換えられる。希望を持てるからこそ、困難に直⾯しても、挫折せずにまた⽴ち直ることができ
る。どんな困難に直⾯しても「やればできる」という希望を失わない⼼持ちが必要となる。それを⽀えるの
が、周りの⼈のあたたかいフィードバックである。また、数が多ければ多いほどその時々の即時のフィードバ
ックが可能となるため、周りの⼤⼈が⼀丸となって努⼒の過程を⾒とることが⼤切だと考えた。 

また、図下の学校・地域・家庭の図については、同じく井原市の⽬指す井原ʻ志ʼ⺠⼒を⾼める学校教育の中で
取り組まれている、総合的な学習の時間における「かかしプロジェクト」（井原市⽴ A⼩学校）よりヒントを得
た。課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現の活動の過程で様々な困難にぶつかり、⾃分たちで課題
を解決していく経験や中間報告会で地域の⽅からアドバイスを受けるなど、様々な場⾯で GRIT を育む場⾯が
⾒られた。 
⾃分たちの住む地区の⼈⼝減少、認知度の低さといった課題を⾃分事として学習に取り組んだ⼀⽅、学習過程
では、地域の⽅に伝えるプレゼンをした際、地域の⽅からの質問に上⼿く答えられず頭を悩ませる期間があっ
たという。「つらい状況から回復する⼒」この経験がレジリエンスを伸ばし、「達成したい」「達成できる」とい
う⽬標指向的思考を育みながら、最後には成し遂げることができたという取組こそ、GRIT であると⾔える。 
 学年を担当された A先⽣のインタビューの中には、「もちろん⼦どもたちの頑張りだけでなく、地域や教師の
⽀援が重要となる。事前に、取り組みについて地域に説明をして、出来ないことは出来ない。厳しいことを⾔
ってください、などとお願いした。」など、考えた取り組みがスムーズに成功しないようレジリエンスをわざと
⾼める⽀援を練っておいたそうだ。また、「意欲が上がらない児童に対して、学ぶことにどんな価値や⾯⽩みが
あるかを伝えたり、⼤⼈側も常にワクワクして取り組むことが⼤切である。」など、活動中には共にワクワク感
を抱いて情熱と粘り強さを持続させたことがわかる。 
 「やり抜く⼦」と「投げ出す⼦」の習慣の⼀⽂に「やり抜く⼦は商店街で買い物をし、投げ出す⼦は商業施
設で買い物をする。」という⼀⽂がある。まちと繋がって⽣きている⼤⼈がたくさんいる商店街で「⾃分が儲か
ればそれで良い」ではなく、⼯夫を凝らしてまち全体を活性化しようと、情熱をもって活動している。⼦ども
たちには、そんな熱を持った⼤⼈と交流してほしいと考える。いろんな⼤⼈と出会い、「働く」を近い距離で観
察することで、⾃分がやりたい仕事を発⾒し、なりたい⼤⼈の姿が⾒えてくる。これらの点から、学校内の⽀
援だけでなく学校地域家庭の環境も友好的に使うことで効果が⾼まると考える。そのためには、井原市のよう
に市全体の⽬指す市⺠像があったり、学校の教育⽬標がきちんと共有できる環境があったりすることが理想と
される。 
  
 Ⅵおわりに  今後の展望 
 本研究では、GRIT を育むための⽀援の在り⽅について様々な⽅法を模索した。Duckworth（2016）の唱え
る、GRIT を育むためには『⽬標設定→クリア』を繰り返し続ける必要があることに注⽬し、⾃⼰⽬標シート
を作成し、学校⾏事という機会を⽣かして実践することで、⽬標に向かって⾏動する意欲に成 ⻑が⾒られた。
話し合い活動においては、⾃分の意⾒が今後の学級の様⼦に影響があることを実感できているようだった。ク
ラスの中で課題とされているものやクラス⽬標においても、ただのお題⽬になっているだけで⾃分事になって
いなかった児童も初めは多かったが、実践を通して⾃分事に感じることができており、重要性を感じているこ
とがアンケートや振り返りの⾔葉から⾒受けられた。  
 学校における実習を終え、初めて学校に訪問したときと⽐べると、全体的に落ち着いた学校⽣活が送られて
いる児童が増えたように感じる。様々な教育活動を⾒取る中で、初め課題に感じた「やり抜く⼒」においても
変化が⾒られたと感じる。児童と関わることのある様々な先⽣から、⾔動や表情が変わってきたと⾔っていた
だくことができた。実習校で初めに課題だと感じた、「学習性無⼒感」に近い状態はどこへ⾏っても起こり得る
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現象である。本研究からいって特に興味深いのは、「能⼒」と「努⼒」の要因であろう。物事の成功・失敗は、
学習者の「能⼒」と「努⼒」の⼆つのどちらかに原因帰属するかで、意欲や⾏動がどう異なるかを吟味するこ
とは興味深い。失敗においては、「⾃⾝の能⼒不⾜」ではなく「努⼒不⾜」なのだと、変換させる作業の間に私
たち教員のポジティブな⽀援がかなり必要になってくる。この際の、「失敗を前向きに受け⽌める⼒」こそが
GRIT であると考える。⼀番の⽅法は⾔葉でどんなに説明するよりも教師⾃⾝が成⻑型マインドセットを育てる
ために取り組むことの必要性を感じた。問題に対して悩んでいる姿、⼈間関係に困り感をもっている発⾔な
ど、⼩さな SOSに「⽀援」という⼀⽯を投じることが⼤切だと感じた。  
 最後に、今後追求していきたい内容は最近よく⽿にするWell Being と GRIT の関連についてだ。ジョージ・
メイソン⼤学の研究にある世界 109カ国の 7617⼈分を対象に GRIT と幸福感の関係を調査した論⽂による
と、「幸せに⽬標達成するために最も必要な特性」で質・量ともに充実した⽬標達成に必要な特性で最も重要
になるのが GRIT であると⾔われている。さらに、OECD は、世界に向けて新しい時代にふさわしい教育の在
り⽅を提唱する「Education2030プロジェクト」の成果として打ち出した「ラーニング・コンパス（学びの羅
針盤）」の中で、Well Being を学習者が⽬指す理想の⽬的地とするイメージを⽰したことから、これらを意識
して教育活動を育ませる必要性があることがわかる。このことから GRIT とWell Being の関連性についても学
びを深めていきたい。シカゴ学校研究協会の Kamille Farrington は、“私はこの学校に所属している”、“私の能
⼒は努⼒によって伸びる”、“私はこれを成功させることができる、“この勉強は私にとって価値があるなどの信
念が」、教室での⼦ども たちの頑張りに⼤きく貢献すると述べる。⼦どもたちの GRIT や粘り強さの背後にあ
るマインドセットは、⼦どもたちのそれぞれの姿勢と⾃⼰肯定感、そして⼦どもが所属する所属する集団の居
⼼地の良さに働きかけ、Well Being を⾼めることにつながり、主体的に課題に向かおうとする⾮認知的能⼒の
発達が期待できる。このように、⼦どもは Kamille Farrington の 4つの 信念を持ち続けることで、出会った課
題へ挑戦、仮に失敗してもそれを乗り越えるためにマインドセットがポジティブになり、Well Being を⾼める
ことになり、結果的に「居⼼地の良いクラ ス」づくりに貢献することになる。このように「居⼼地の良いクラ
ス」とは、⼦どもたちの⽇常からの⼼理状況に影響を与え、教育活動全体に影響を与え、⼦どもたちの⾮認知
的能⼒を⾼め、 それが認知的能⼒を伸ばすための⼿段になるといえよう。これから教壇に⽴つ者として、以上
のようなことを意識した指導を⾏うと共に、特に特別活動においてのカリキュラムデザインにアプローチがか
けられるよう、さらに研究を進めていきたい。 
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小学校家庭科における安全教育について 
 

名前 猿渡 悠矢 

Ⅰ 課題設定 
学校は児童生徒等が集い、人と人との触れ合いにより、人格の形成がなされる場であり、学校という場において、

児童生徒等が生き生きと学習や運動等の活動を行うためには、児童生徒等の安全の確保が保証されることが不可

欠である。また、児童生徒等は守られるべき対象であることにとどまらず、学校において、その生涯にわたり、自

らの安全を確保することのできる基礎的な素養を育成していくことが求められている。現在、各都道府県や学校毎

に、子どもたちの安全を確保するため、教材の作成、安全教室の実施、学校安全計画の作成など、様々な取り組み

が行われている。 
平成 28 年度中央教育審議会答申では、将来の予測が困難となっていくこれからの社会を生きるために必要な、

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力として、「健康・ 安全・ 食に関する資質・ 能力」を示しており、

生涯にわたって健康で安全な生活や健全な食生活を送るために必要な資質・能力を育み、安全で安心な社会づくり

に貢献することができるようにすることが重要であると明記している。現在、各教科で行う安全教育について、教

科の特質に合った授業実践を行うことが求められている。発育発達の速度が極めて大きく、教育・人格形成の基盤

となる小学校における安全教育について、菅原（2021）は、文部科学省が掲げている安全教育の 3 領域の「生活

安全」「交通安全」「災害安全」の項目ごとに、学習指導要領を基に教科間の関連を整理した。安全教育を推進する

メイン教科として社会科、理科、生活科、体育科や、総合的な学習の時間が挙げられており、様々な授業実践が行

われている。その一方で、日常生活に関わる学習内容を有する家庭科は、「生活安全」について取り扱う項目が多

いにも関わらず、授業実践の蓄積は見られない。家庭科において、安全な生活を送るための資質・能力の育成は不

可欠であるとともに、安全教育に関する授業実践を推進する必要があると考えた。 
小学校家庭科における安全に関する内容について、小学校指導要領（平成29年度告示）解説では、家庭科の特

質に応じた見方、考え方、生活の営みに係る見方・考え方に、「家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係る生活

事象を、協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継承・創造、持続可能な社会の構築等の視点で捉え、よりよ

い生活を営むために工夫すること」と明記している。家庭科を学習する課程の中で物事捉える視点として、健康・

快適・安全が含まれており、家庭科を学ぶ本質的な意義の中核をなすものの一つとして捉えられている。また、文

部科学省は安全教育の目標として、「日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他

の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに

参加し貢献できるよう、安全に関する資質や能力を育成すること」と明記している。しかし、課題発見実習での実

習の授業観察を通して、児童が実習を安全に行う態度や資質・能力の育成に課題があるのではないかと感じた。そ

こで、自己課題として、自らの安全を確保できる児童の育成を目指し、小学校家庭科における効果的な安全教育の

実践方法について追究したいと考えた。 
 
Ⅱ 教育実践研究Ⅰで検討したこと 
教育実践研究Ⅰでは、安全教育の体系や意義、必要性を整理し、現在行われている安全教育についての理解を深

めるための調査を行った。また、安全教育で学習する内容について整理し、実習校である倉敷市立中庄小学校での

安全教育との比較を行った。 
 
１．学校安全の体系 
学校安全の体系は、『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 第一節「学校安全の定義」』により、図1のよ

うに整理されている。学校安全の活動は、児童生徒等が自らの行動や外部環境に存在する様々な危険を制御して、

自ら安全に行動したり、他の人や社会の安全のために貢献したりできるようにすることを目指す安全教育と、児童

生徒等を取り巻く環境を安全に整えることを目指す安全管理、そして両者の活動を円滑に進めるための組織活動

という三つの主要な活動から構成されている。安全教育について、各学校は、児童生徒等や学校、地域の実態及び

児童生徒等の発達の段階を考慮して学校の特色を生かした目標や指導の重点を計画し、教育課程を編成・実施して

いくことが重要であり、その中で、日常生活において、危険な状況を適切に判断し、回避するために最善を尽くそ

うとする「主体的に行動する態度」を育成するとともに、危険に際して自らの命を守り抜くための「自助」、自ら
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が進んで安全で安心な社会づくりに参加し、貢献できる力を身に付ける「共助、公助」の視点からの安全教育を推

進することが重要であることが分かった。 

 
図1 安全教育の体系 

２．安全教育の必要性 
安全教育の必要性は図 2 のように整理できると考えた。学校保健安全法では、学校における児童生徒等及び職

員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理、安全管理に関して必要な事項を定めている。安全教育に

ついて、「第27条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、

児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校

における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。」と明記されており、児童生

徒に対して計画的に安全に関する指導を行うことが求められている。 

 
図2 安全教育の必要性 

 
３．安全教育の内容 

学校安全料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」では、安全教育の内容について、「生活安全」、「交通

安全」、「災害安全」の 3 つの領域に分けて整理している（図 3）。学校における安全教育は、地域の特性や児童

生徒等の実情に応じて、各教科等の安全に関する内容のつながりを整理し教育課程を編成することが重要であ

り、各教科等において年間を通じて指導すべき内容を整理して、学校安全計画に位置付けることにより、系統

的・体系的な安全教育を計画的に実施することが必要であることが分かる。 
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図3 安全教育の３領域 

４．小学校における安全教育 
「学校安全資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」では、安全教育が教育課程全体を通して達成される

ものであることや、幼、小、中、高の段階的な安全教育について、小学校での目標として、『安全に行動すること

の大切さや、「生活安全」、「交通安全」、「災害安全」に関する様々な危険の要因や事故等の防止について理解し、

日常生活における安全の状況を判断し進んで安全な行動ができるようにするとともに、周りの人の安全にも配慮

できるようにする。また、簡単な応急手当ができるようにする。』と明記している。 
また、文部科学省は、防災を含む安全に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）につい

て、各教科の特質に合わせて教科横断的に学習することの必要を明記し、各教科の安全に関する内容を表にして整

理している。「学校安全料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」で分類されていた「生活安全」、「交通安全」、

「災害安全」の内容について、体育科、生活科、社会科、理科や特別活動、総合的な学習の時間などを通して学習

するように考えられていることが分かる。 
家庭科における安全に関する内容として、調理器具の安全な取扱い、快適で安全な住まい方、実習時の用具、器

機の安全な取扱いが挙げられている。この内容は「生活安全」における「学校、家庭、地域等日常生活の様々な場

面における危険の理解と安全な行動の仕方」、中でも、家庭における危険の理解と安全な行動に分類されると考え

られる。子どもたちの家庭内生活の安全についての学習は他教科では見られず、家庭科における安全教育の大きな

特徴であると考える。 
 

５．倉敷市立中庄小学校での安全教育 
実習校である倉敷市立中庄小学校では、学校安全計画が作成されており、安全教育、安全管理、組織活動の三つ

の活動について、教育課程を通してどのように実施していくのかを明記している。家庭科については以下の内容に

ついて指導するように明記されている。生活安全①「学校、家庭、地域等日常生活における様々な場面における危

険の理解と安全な行動の仕方」における、家庭での衣食住の生活における安全に関する内容が記載されており、教

科で育成するべき安全教育として取り扱われていることが分かる（表1）。 

 
表1 倉敷市立中庄小学校の学校安全計画における家庭科の安全に関する内容 
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課題発見実習では、5年生のボタン付けの実習を4回参加させていただき、授業のサポートをさせていただい

た。先生は机の上の整理整頓の指示や、開始前後の針の本数の確認を行うなど、安全管理を徹底して行ってい

た。活動内容についても映像資料や模型を使って分かりやすく説明していた。しかし、実際の活動では針や刃物

の取り扱いや縫い方に問題がある、活動中に席を移動し、机にぶつかる児童がいるなど、危険な個所が見られ

た。この事から活動前の安全に関する指導の充実や、安全な教室づくりができる授業実践について考え、児童の

安全をより確保できる授業を考えることができるのではないかと考える。 
 
Ⅲ 教育実践研究Ⅱで検討したこと 
教育実践研究Ⅱでは、課題解決実習に向けた授業づくり、実践後の分析と考察、課題探究実習に向けた授業づく

り、実践後の分析と考察を行った。 
１．課題解決実習での取り組み 
（１）日時、クラス 

9月5日（月）3.4限 6年A組 9月12日（月）3.4限 6年A組 
9月7日（水）1.2限 6年C組 9月14日（水）1.2限 6年C組 
9月7日（水）5.6限 6年B組 9月14日（水）5.6限 6年B組 
9月8日（木）1.2限 6年D組 9月15日（木）1.2限 6年D組 
9月8日（木）5.6限 6年E組 9月15日（木）5.6限 6年E組 
9月9日（金）1.2限 6年C組 9月16日（金）1.2限 6年C組 

（２）授業の取り組み 
題材名「生活を豊かにソーイング」 
題材の目標

 布を使った生活に生かす袋について理解するとともに、製作に関する基礎的な知識、技能を身に付け

る。また、用具を使った実習を安全に行うことができるようにする。〔知識及び技能〕

 製作する物の目的や形，大きさに基づいて，製作手順や製作計画を考え，でき上がりを想定し、見通

しをもって製作することができるようにする。〔思考力、判断力、表現力等〕

 目的に応じて材料縫い方があることを知り，それらを活用してその部分にふさわしい縫い方を考え，

ミシン縫いを用いて製作ができるようにする。〔学びに向かう力、人間性等〕

本題材では、これまでに学習した手縫いやミシン縫いの知識や技能を生かして、生活に約立つ物を作り、製作に

関する技能を身に付け、日常生活で活用することができるようにすることをねらいとしている。布を用いた製品と

してふくろに注目し、目的に応じて様々な形、種類があることを理解し、製作活動を通して、自分の生活を豊かに

する布製品の製作を行うことができるようにする。 
児童は5年生でミシンについて学習しているものの、取扱いに慣れていない子が多い。本題材では、ミシンの取

扱いに関する学習の時間を確保し、正しく用具を使うことが効果的な活用につながること、安全の確保につながる

ことを理解し、製作を行うことができるようにする。 
研究主題として、「実習時の安全教育」を挙げる。用具の取扱いについて、使い方を誤ると危険を伴うものがあ

るので，常に安全管理と事故の防止に努めることが大切であることを理解させ，それらを安全に扱うことができる

ようにし，基本的な操作を身に付けるように指導できるようにする。さらに，使用場所や用具の配置の仕方で仕事

の能率や事故の防止にも役立つことに気付かせることができるようにする。事故の防止のため、落ち着いた雰囲気

の中で学習が進められるようにする。また、安全教育の目標として、子どもたちが自身の安全を確保できるように

なるために、安全について主体的に考える態度を養うことができる授業の作成を行う。 
 
２．課題探究実習での取り組み 
（１）日時、クラス 

10月31日（月）3.4限 6年A組 11月7日（月）3.4限 6年A組 
10月31日（月）5.6限 6年B組 11月7日（月）5.6限 6年E組 
11月2日（水）1.2限 6年C組 11月8日（火）1.2限 6年C組 
11月2日（水）3.4限 6年E組 11月8日（火）3.4限 6年B組 
11月4日（金）1.2限 6年D組 11月10日（木）1.2限 6年D組 
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（２）授業の取り組み 
題材名「共に生きる地域での生活」 
題材の目標 

 地域の人々との関わりについて，課題をもって，地域の人々との協力の大切さを理解し，地域の人々との

関わりに関する基礎的・基本的な知識を身に付け，よりよい関わりを考え，工夫することができるように

する。〔思考力、判断力、表現力等〕 
 登下校時、地域の人々が協力して児童の安全を守っていることを理解することが でき、6 年生として、

自身や地域の安全を守る工夫や取り組みについて考え、実行できるようにする。〔学びに向かう力、人間

性等〕 
倉敷市立中庄小学校にて単元「共に生きる地域での生活」（4時間）の授業を5クラスさせていただいた。児童

にとって身近な地域として小学校区があり、児童は登下校や日々の生活を通じて地域の人と関わり合いながら生

活を行っている。地域の関わり方の観点に「安全性」がある。保護者方や地域住民の見守りや、子ども110番の家

などの関わり方を取り上げることで、地域との関わりが子どもたちの安全確保につながっていることを理解させ

ることにつながると考える。また、6年生は登校班のリーダーとして安全を確保する役割がある。通学路の安全に

ついて振り返り、実際にどのような所に気を付けないといけないのか調べ、安全に登校する計画を立てる授業を行

うことで、家庭科の単元目標である「よりよい関わりを考え，工夫する」活動に加え、交通安全、生活安全につ

いて、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質・能力の育成、自らの安全を確保できる児童

の育成につながるのではないかと考え、実践を行った。 
 
指導と評価の計画（全４時間） 

次 時 ねらい・学習活動 
評価規準及び評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

一 
１ これまでの生活を振り返り、地

域の人々との関わり方、高学年

としての役割について考える

ことができる。 

地域のとの関わりの大

切さを理解することが

できる。 

自身の生活と地域との

関係について考え、良い

関わり方について考え

ることができる。 

自身の生活を振り返り、

地域とのより良い関わ

り方について理解する

ことができる、 
２ 

二 ３ 

自分の通学路、登校班を振り返

り、地域の一員として安全を確

保するためにできることを計

画し、実行することができる。 

・安全に通学するための

知識を理解すること

ができる。 
・地域のとの関わりの大

切さを理解すること

ができる。 

自身の生活と地域との

関係について考え、地域

の一員としてどのよう

に関わることができる

か考えることができる。 

自身の登校班や通学路

について考え、自身と地

域の安全のためにでき

ることについて考え、実

践することができる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図4 授業で使用した安全マップ 図5 児童が作成した安全ポスター 
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Ⅳ 2年次の実践について 
課題探究実習、実習後の協議から、以下2点の課題が明らかとなった。 
① 小学校家庭科で「生活安全（防犯）」、「交通安全」を取り扱うメリットが明確ではない。安全教育のメイン教

科として挙げられている社会科、理科、生活科、体育科や、総合的な学習の時間ではなく、家庭科で取り扱

う理由、なぜ今まで取り扱っていなかったのかが不明である。 
② 課題解決実習における「―実習時の安全管理、安全指導に注目した授業実践―」では、研究の背景として実

習時の学校事故が多く発生しているという課題があったが、課題探究実習での「共に生きる地域での生活」

に関する安全教育について、どのような課題を基に本研究を行うのかが分からない。 
以上を踏まえ、今後の方針として、課題探究実習での授業実践を振り返るとともに、各教科での「安全」に関す

る内容の取り扱いについて調べ、小学校家庭科で安全教育を行うメリット、家庭科でしか教えることのできない

「安全」に関する内容を明確にし、新たに授業案を作成することを目標とする。 
 
１，授業実践について 
実習校である倉敷市立中庄小学校で、「共に生きる地域での生活」の題材について授業実践を行い、安全に関す

る資質・能力との関連性について調査、分析を行う。 
中庄小学校の家庭科専科の先生と授業内容について相談したところ、教科書で扱われている「地域の関わりプロ

ジェクト」を基に関わり方の計画を立てる際、児童が活動を具体的にイメージすることが難しいのではないかとい

う意見が出た。児童が自分で実践できる具体的な計画を立てることができるようにするため、家庭科における生活

の見方・考え方の４つの視点の１つ、「健康・快適・安全」の「安全」に焦点を当てることで、児童が実践できる

計画を立てることができるのではないかと考える。「安全」に焦点を当てる理由として、他の視点に比べ、児童が

6年生の立場から実践できる活動を多く見つけることができる点が挙げられる。 
 
（１）日時、クラス 

10月4日（水）1,2限 6年B組 10月13日（金）1,2限 6年A組 
10月4日（水）3,4限 6年D組 10月13日（金）3,4限 6年C組 
10月6日（金）1,2限 6年A組 10月18日（水）1,2限 6年B組 
10月6日（金）3,4限 6年C組 10月18日（水）3,4限 6年D組 
10月11日（水）1,2限 6年B組 10月20日（金）1,2限 6年A組 
10月11日（水）3,4限 6年D組 10月20日（金）3,4限 6年C組 

 
（２）授業の計画 
題材名「共に生きる地域での生活」

題材の目標 
 地域の人々との関わりに関する知識を身に付けることができる。〔知識及び技能〕

 より良い地域との関わり方について、自分にできることを考え、計画を立て、実践することができる。〔思

考力、判断力、表現力等〕 
 作成した計画を基に、地域とより良い関わり方ができるように行動することができる。〔学びに向

かう力、人間性等〕

指導と評価の計画（全6時間） 

時 ねらい・学習活動 
評価規準及び評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

1 地域との関わり方に関する事柄を例

に、地域との関わりが生活を豊かにす

ることを理解できるようにする。 

自分と地域の関わりを

振り返り、地域との関わ

りの大切さを理解する

ことができる。 

自身の生活と地域との

関係について考え、良い

関わり方について考え

ることができる。 
6 年生としてできること

を考え、より良い関わり

方について考えること

ができる。 

 

2 前時の活動を例に、自身の生活を振り

返り、地域との関わり方について、自分

ならどのようなことに取り組みたいか

考えることができるようにする。 
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３ グループで地域と関わる方法を考え、

どのように実行するのか計画を立て

る。

地域との関わり方につ

いて、グループで話し合

い、計画を立てることが

できる。

地域との関わり方につ

いて、自分にできる関わ

り方を考え、計画を立て

ることができる。

より良い関係を作るた

めに地域との関わり方

を工夫して考えること

ができる。

４ グループで計画を立て、発表用の原稿、

ポスター等の作成を行う。

５

６

グループで立てた計画について、原稿

やポスターを基にクラスで発表する。

本題材について考えたこと、学んだこ

とを振り返る。

地域との関わりが生活

を豊かにすることを理

解することができる。

地域との関わり方には

様々な視点があり、人に

よって関わり方も異な

ることを理解すること

ができる。

グループで立てた計画

について、どのように地

域と関わることができ

るのか発表することが

できる。

作成した計画を基に、地

域とより良い関わり方

ができるように行動す

る態度を養うことがで

きる。

２．結果と考察

（１）ワークシートの記述分析

授業の振り返りとして、ワークシートに「この授業で気づいたことや考えたこと、思ったこと」を書く欄を設け

た。授業を受けた児童の記述（1・2回100名、3・4回100名、5・6回99名）を対象に、KHcoderを用いてテ

キスト分析を行った。

1・2回の授業後の共起ネットワーク（図6）では、サブグラフ1について、「協力」、「助け合う」、「社会」、

「文化」、「持続」、「可能」のワードが関連している。地域との関わりについて、「地域との関わりを見つける視

点」のキーワードである、「協力・助け合い」、「健康・快適・安全」、「生活文化」、「持続可能な社会」を関連させ

て理解することができたと考えた。サブグラフ2については、「地域」というワードを中心に、「思う」、「自分」

が関連している。授業の中で、地域との関わりについて改めて考え、その中に自分も含まれていることを理解す

ることができた。サブグラフ3については、関連しているワードから、「生活文化」について考えている児童が

多く、お祭りなどの地域でのイベントを基に地域との関わりについて考え、その必要性について考えたのではな

いかと推察した。

図6 1・2回の授業後の共起ネットワーク図

3・4回の授業後の共起ネットワーク（図7）では、サブグラフ5から、本時の活動を通して、中庄の危険につ

いて考え、みんなが安全に暮らせる関わりについて考えることができているのではないかと考えた。サブグラフ

1では、安全の対策について、「夜」、「街灯」、「少ない」など、中庄の抱える問題点を整理することや、解決する

ための方法、協力してほしい人、団体についてのワードが関連しており、具体的に考えることができているので
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はないかと考える。サブグラフ11から、自分たちの住んでいる地域の安全に関する生活課題には，様々な種類

が存在し，それらを一つ一つ解決していく必要があることに気づいたのではないかと推察した。

図7 3・4回の授業後の共起ネットワーク図

5・6 回の授業後の共起ネットワーク（図 8）では、サブグラフ 2 から、本題題材のまとめとして、地域と関わ

ることの大切さを理解しているのではないかと考えた。また、サブグラフ5より、自分たちの住む中庄の危険性に

ついて考えていることがわかった。さらに、サブグラフ9から、1・2回の結果と比較して，「安全」－「快適」か

ら複数のキーワードが表出してつながりをもっていることから、地域の「安全」を多面的・総合的に捉えられるよ

うになったと推察した。

図8 5・6回の授業後の共起ネットワーク図

（２）キーワードに対する思考調査

授業の振り返りとして、地域との関わりを見つけるための「協力」，「助け合い」，「健康」，「快適」，「安全」，「生

活文化」，「持続可能な社会」の七つのキーワードについて，各授業を通してどの程度考えたかを，「よく考えた」，

「少し考えた」，「あまり考えていない」，「考えていない」の4件法を用いて調査した。（回答数は1・2回134名、

3・4回125名、5・6回126名）であった。
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調査の結果、1・2回、3・4回。5・6回のすべての調査について、安全について「よく考えた」、「考えた」と回

答した児童は約 9 割となり、授業を通して「安全」について考えながら学習に取り組んでいたことが分かった。

1・2回の授業後では、地域との関わりを見つける四つの視点を基に学習を進めたため、各キーワードについて「よ

く考えた」、「考えた」と回答した児童が約8割を超えたことから、地域との関わりを見つける視点を活用し、授業

に取り組むことができていたのではないかと考えた（図9）。3・4回の授業後では、地域との関わりについて、安

全について焦点を当てた計画を立てる活動を行ったため、他のキーワードに比べて、「安全」について「よく考え

た」、「考えた」と回答した割合が増加したと推察した（図10）。5・6回の授業後では、1・2回、3・4回と比べ、

「よく考えた」、「考えた」と回答した児童の割合がわずかに減少した。その原因として、本授業で計画の発表、振

り返りを行ったことや、発表態度、発表資料の分かりやすさについて言及した振り返りが多かったことから、各キ

ーワードに対する関心よりも、発表に対する意識が強かったことが挙げられる。しかし、「よく考えた」、「考えた」

と回答した児童の割合は多く、発表の中には、安全の視点とは別の視点を取り入れた計画があったことから、「安

全」と他のキーワードと関連付けて考えることができたのではないかと考えた（図11）。

図9 1・2回授業後のキーワードに対する思考調査結果

図10 3・4回授業後のキーワードに対する思考調査結果

図11 5・6回授業後のキーワードに対する思考調査結果
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３．まとめ 
本研究を通して、小学校家庭科における安全教育おける安全教育の特徴として、人との関わりから安全を捉える

点が挙げられるにではないかと考えた。家庭科教育で扱われる「安全」として、授業内で確保されるべき「安全」

（用具の扱い方、けが、事故の防止など）、生涯にわたって、自立し、共に生きる生活を創造できるよう、よりよ

い生活を営むために工夫するために示された、「生活の営みに係る見方・考え方」を捉える視点である「健康・快

適・安全」の視点の中の「安全」には、違いがあるのではないかと考えた。２年次の実践で、児童は授業の中で自

身の生活を振り返り、生きていく中でどのような人と関わっているのか、「安全」がどのように関わっているのか

を理解し、自分ならどのような取り組みができるのか考え、計画を立てていた。ここで考えられた「安全」は個々

の生活を基にして形成されたものであり、家庭科でしか扱うことのできない安全教育なのではないかと考えた。ま

た、各教科で学習した安全教育の内容を自身の生活に落とし込む、人との関わりの中でどのように実践するか考え

るなど、安全教育の実践の場としての側面もあるのではないか考えた。実習校である倉敷市立中庄小学校で作成さ

れていた学校安全計画の記載では、家庭科で指導する安全教育について、授業で確保されるべき「安全」に関する

内容は充実しているが、後者の「安全」に関する記述は見られなかった。家庭科で指導する安全教育について、人

との関わりによって形成される「安全」についての記載することで、家庭科における安全教育が充実するのではな

いか。２年次の実践で子どもたちが考えた計画の内容は多岐にわたり、生活安全、交通安全、災害安全の三つの領

域の安全について挙げられていた。小学校家庭科で扱う安全教育の内容は生活安全のみならず、交通安全、災害安

全についても、児童の生活と関連付けながら取り扱うことができると考えた。 
 
４．今後の課題 
本研究では、課題解決実習、課題探究実習、2年次における実習の3回、授業実践を行った。その中で家庭科の

全領域を扱うことはできなかった。今後の課題として、授業実践で行えなかった「家族・家庭生活」、「食生活」、

「住生活」、「消費生活・環境」の領域に関しての安全教育について、教材開発、授業実践を行いたい。 
また、実習校である倉敷市立中庄小学校について、地域の特色や、児童を取り巻く環境について実習の期間だけ

では整理しきれない部分があり、授業に生かすことができない場面があった。そのため、次の実践時には、学校、

地域の特色、児童を取り巻く環境について、詳しく分析したうえで、より効果的な安全教育について考え、実践し

ていきたい。 
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高等学校公民科における論争問題学習の実践的研究
―当事者意識のある意見形成を促すために―

澤田拳
Ⅰ．問題の所在
１．本研究の目的と方法
論争問題学習について金（ ）は、「普遍的な答えが存在しない二つ以上の見解が衝突する問題」と示している。

また、論争問題学習を行うことは、「社会の生々しい問題を教室で取り扱うことで、社会に関心を持ち他者と共に社会
を形成する子どもを育成することを可能にする」と述べている。学習者は論争問題という答えのない問題に対して、
問題内で生じている対立やその背景を学び、多様な価値観を持つ者同士で内容について話し合いや論争を行う。その
過程の中で、信念の再構築や現代社会に生きる公民としての資質・能力の育成ができるだろう。
本研究では、学習者が論争問題学習の中で当事者としての意見形成をするための授業構成や教師の手立てを検討す

る。それらを基に仮説を立案し、実践を通した効果検証を行うことで、学習者に当事者意識のある意見形成を促す方
法を明らかにしたい。

２．先行研究の検討
桑原（ ）は、「現代の論争問題は容易に合意が得られるものではなく、むしろ個々の価値観に基づく合理的な判

断に解決が委ねられているものである」と述べている。また、論争問題学習の授業展開を、「導入：問題の概要把握→
展開１：自らの信念に基づく判断→展開２：信念の明確化・相対化→展開３：対立の内面化・葛藤→展開４：信念の反
省→終結：信念の再構成→発展：再構成された信念の吟味」としてまとめた。そして、論争問題学習は個々人が対立を
踏まえて自身のこれまでの価値観や考え方（信念）を見つめ直し、再構築することを目的とするとまとめている。
桑原によって、論争問題学習が導入から展開、終結までどのような流れで構成されているのかについて、一連の過

程が整理されていることは意義深い。しかし、そもそも学習者が論争問題学習の中で円滑に意見形成できるためには、
具体的にどのような方略が必要なのかまでは触れられていない。授業内で取り扱う教材の種類に限らず、教材の提示
タイミング、どんなワークシート（以下、 と示す）で問題に取り組ませるのか等、様々な角度から授業構成の検討
や生徒への支援が必要となるだろう。
また、論争問題学習を行う際には、対立を踏まえた信念の再構築を目指す過程でディベート等を通してグループ活

動を行うことが多い。授業内でその過程や結果を振り返る際には、グループ単位での生徒が考えた意見を聞く場を設
けるだろう。よって、授業中の教室の様子や生徒の反応を受けて、どのように適宜声掛けや思考の補助を行うことで、
人 人の学習者がより深く意見形成を行えるのかを検討する必要があるだろう。

Ⅱ．研究仮説
本研究では、論争問題学習における生徒の意見形成を促すための教師の手立てを、大きく つの次元で捉えたい。

１．意見形成を促す授業デザイン
桑原のまとめた授業展開における「終結：信念の再構築」の中に、個人の意見を表現させる事を目的とした振り返り

を組み込むことで生徒の意見形成を促したい。この手立てを授業構成に組み込むことは、グループ活動で自身の意見
をうまく表現することができなかった生徒に対して、個人の意見表明ができる場を与えることを可能にするだろう。
加えて、討論後に自身の意見をもう一度見つめ直して記述する行為は、生徒のさらなる意見形成（信念の再構築）を促
すことにつながるだろう。この点については、リフレクションシート（以下、 と示す）の設問に工夫を与えること
で具体化できるのではないかと考える。

２．意見形成を促す教師のはたらきかけ
意見形成を促すためには教師によるはたらきかけも重要である。具体的な仮説として、以下 つの方略を例示する。
第 は、問題の記述方法等について自己開示を交えながら説明をすることである。教師による自己開示は生徒が意

見形成するための手本となるだろう。思考しづらかった生徒にとっては、自身の考えがまとめやすくなることにもつ
ながる。それにより意見形成を促すことができると考察する。
第 は、肯定的な否定を心掛けて生徒と接することである。必ずしも生徒の意見が本時の学びの趣旨に沿ったもの
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であるとは限らない。そこで、教師はその生徒が意見に至ったプロセスを深掘りし、その評価を行い、その上で教師が
意見の修正等を行う。自分自身の間違いも皆の学びに役立ったと感じさせることで生徒の自己有用感が高まるだろう。
また、自身の考えを完全に否定されなかったことで生徒と教師、教室内での心理的安全性が担保される（学びの共同
体として意識を高める）。よりよい生徒と教師の関係性を構築することは、深い学びにつながる（よりよい意見形成が
できる）要素といえるのではないだろうか。

これら２つのはたらきかけを常に意識しながら授業を展開することはもちろん、はたらきかけを意識した活動や教
師行動を、どのタイミングで授業デザインの中に組み込むのかを検討する。それらの実践によって、どのようなはた
らきかけをすることで生徒の意見形成を促すことができるのか検証していきたい。

Ⅲ．実践と省察
年度課題探究実習において、日本政府は大きな政府、あるいは小さな政府のどちらなのか生徒が判断する実

践を行った。全３時間かけて、日本の国家予算利用方法とその内訳を知ることで、現代社会を形成する当事者とし
ての意見形成を行わせた。以下、単元の指導計画を簡略化したものを、表１として掲載する。

表１ 課題探究実習実践における単元の指導計画（筆者作成）
単元「経済活動の変容」

時数 学習活動 授業構成の目的

第一時

➀日本・スウェーデン・アメリカの３か国の国
家予算利用方法を比較する。
②大きな（小さな）政府の利点・欠点をグルー
プで検討する。
③全体で共有する。
④事後課題として振り返りに取り組む。

‣第二時以降で発揮させたい見方・考え方を事前
に身に付けさせる。
‣振り返りを通じて、第一時終了時点の生徒の意
見形成レベルを見取る。

第二時

政府の資金利用方法を４視点１）でまとめた資料
を配布し、ジグソー学習を行って日本政府は大
きな政府か小さな政府なのかを検討する。
➀エキスパートグループで話し合う。
②ホームグループで論争を行う。
③エキスパートループに戻って再検討を行う。
④事後課題として振り返りに取り組む。
（振り返りは主題と同様の設問を作成する。）

論争問題学習にジグソー学習の要素を取り入れ
て実践を行い、意見形成させる。
①②各エキスパートグループの考えを交えた話
し合いにより、多様な視点を踏まえた意見形成
を図る。
③異なるグループで話し合った結果を基に、改
めて意見形成を行わせる。
④自身の意見の最終確認をさせる、意見変容の
過程を見取る。

第三時

これからの日本社会が良くなるにはどのような
ことが必要かを考える。
➀個人で検討する。
②近くの生徒と➀について交流する。
③交流を踏まえ、単元における主題を検討する。
④全体で交流する。

‣これまでの授業を踏まえたまとめを行わせる。
‣自身の意見を検討する機会を増やす。
‣他者との交流により、再構築された信念に再度
揺さぶりをかける。

分析を中心的に行ったのは第二時である。仮説を基に、ジグソー学習を参考にした授業を構想し、 時間を通した生
徒の意見形成（変容）を目指し実践を行った。①対立軸を設けた上で論争を行う中で、②ジグソー学習の要素を取り入
れた実践を行うことで、生徒の意見形成にどのような作用が生まれるのかを実践結果として分析した。
その中でも実践者の意図としてあった、自身と他者の考えを繰り返し比較・検討することによって、意見形成を行

うことができていた生徒は多く存在していた。その振り返り内容の一部を、表２にまとめた。
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表２ 第二時実践後の振り返り記述内容（筆者が実際の生徒の記述を基に作成）
あなたにとって日本政府は大きな政府だと思いますか。小さな政府だと思いますか

記述内容（要約済） 見取り
教育と税金の視点から見ると小さい派。
しかし、将来を考えると若い世代に多くの支
援をしなければならないと思うが、
日本政府は行っていないことを考えると心が
小さい。

・教育や税金という資料の特徴をそのまま判断材料としている
➢ 根拠を持った意見形成ができたとは言えない
・傍線部のような疑問（私見）を述べている
➢ 簡単な内容とは言え、自分なりの意見を述べることができ

ている
実践結果として、多くの生徒が限られた時間内で授業中に学んだ知識や視点を用いて自身の言葉で意見形成する

ことができたと評価できる。意見形成のレベル判断のため作成した４段階のルーブリック評価において、この生徒
の記述レベルは高いと判断している。しかし、 や を通して、生徒が意見形成できているかのみならず、記述
内容をさらに深く分析していった結果、授業の目的としていた「現代社会を形成する当事者」としての意識を持っ
た記述は多くみられなかったという課題を見出した。

Ⅳ．実践と省察
Ⅲでの実践を受けて、「当事者意識を持った意見形成を促す手立て」を考案することとした。

１．本研究における当事者意識の定義
年度教育実践特別実習において、小単元「政党政治」の実践を行った。この単元では、現代社会の様々な問題

や課題を丁寧に読み解きながら、現代の政治や政党の在り方について言及させる必要がある。これまでの研究では、
学習者に対して、現代社会における問題や課題が生じる背景やその対立を明らかにしながら、自分自身の立場から意
見形成することを求めていた。しかし、政治に関する問題や課題の背景とは、様々な衝突や見解が分かれている。高校
生という立場の生徒に対して、そのような対立を明らかにしながら自分自身の立場から意見を求めることは困難であ
ると推測する。
そこで、学習者の当事者意識のある意見形成を促すためには、川口ら（ ）より「論争の関係者」としての意見

形成を求める必要があると考察した。学習者には、問題の生じている背景やその対立がどのように生じているのかを
客観的に思考させる。それらを基にしながら、対立の解消やよりよい解決策を検討することで意見形成させる。その
中でも重要なのは、学習者が論争問題に対して目的意識をもった上で課題を見出し、どのような対立や課題を解決し
たいのかを思考した上で意見形成することであろう。
これらを受けて、本研究における「当事者意識」の定義づけを行い、以下の表 に、一般的な当事者と本研究にお

ける当事者の認識の違いを示す。

表３ 本研究での当事者意識の捉え（筆者作成）
概要 論争問題内での意見形成の視点

一般
ある事象に対して、
・自らが主体となって関わろうとすること。
・自身が直接関係していること。

論争問題そのものに対して、争点を明らかにしなが
ら自分ごととして捉えながら意見形成を行う。

本研究
ある事象に対して、自らの視点のみならずそ
の事象に関わる人々や背景に着目しながら
考えること。

論争問題を様々な角度から読み解き、 番自分とし
て重要にしたい立場に立って意見形成を行う。

２．当事者視点をもった意見形成を促すために考察した新たな仮説
本研究における当事者意識の定義を踏まえて、当事者視点を持った意見形成を促す方法を検討した。以下、新たな

仮説として、 点を挙げる。

①より抽象度の高い問いに学習者を取り組ませる
これまでの実践では、「 または のどちらがよいか」という問いや主題を設定していた。生徒には、それに対し

て対立を明らかにしながら意見形成を行わせていた。しかし、多くの生徒は「自分は または どちらなのか判断
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するための意見形成」を行っており、この設問は「論争問題に対する自身の立場を明らかにしながら、自由に表現
できる問い」として機能していなかった。よって、生徒にはより抽象的な問いを主題として投げかけ、そこに対し
て意見を求める必要があったと推測する。
そこで、「実際に生じている論争問題に対して、事実を疑う形で生徒に投げかける問い」を用いた実践を行うこと

にした。

②単元を通した主題を設定し、情報を付け加えて実践する
単元内で同じ主題を繰り返し授業で検討することで、学習者はより深い当事者意識のある意見形成を行うことが

できるだろう。また、授業を重ねるごとに主題に対して新たな情報を加えることは、学習者の元々の価値観を授業
ごとに揺さぶることができる。加えて、学習者に追加提示する情報は、より主題を検討するために必要な焦点化さ
れた内容を取り扱う。学習者は限られた情報と揺さぶられた自身の価値観を基にして、当事者視点を持った思考を
行うことができるだろう。その過程で獲得した当事者視点を基に、生徒 人 人が自分にとって重要にしたい立場
を見出すことで、当事者意識のある意見形成を促すことができる推測する。
論争問題学習の中では、学習者 人 人が獲得した当事者視点が意見交流の中で衝突することもあるだろう。し

かし、学習者が見出す主題内の対立や当事者意識の軸とは、検討する主題がすべて同じであることから類似する点
が多く存在するだろう。それを受けて、生徒同士が話し合いの中で自身の意見をより深めるため切磋琢磨する姿や、
お互いに意見を交換しながら新たな視点を見出そうとする過程でさらなる意見形成を促すことができると推測する。
当事者意識がこの過程で更新される可能性もあり、それこそが論争問題学習で目指される信念の再構築ではないだ
ろうか。

③終結部分にアンケートを設けた上で事後課題として に取り組ませる
論争問題学習の中では、信念の再構築に至るためにも、自らの信念の変化について繰り返し問い続ける必要があ

る。桑原の整理した実践においても、展開２・３では個々の意見をまとめる時間が設けられており、その後、各自で
意思決定したりグループ活動での交流を行ったりすることになっている。
今回設定した事後課題としての 記述には、生徒が授業を受けて 番心に残ったものを反映（信念を顕在化）さ

せるという意図が存在するが、 に取り組む前に信念の問い直しや確認をすることができない。そこで、電子媒体
を通じて記録が残るようなアンケートを用いて、学習者が授業を受けて自身が感じていたことを簡単に確認するこ
とが必要だと考える。それを踏まえて、生徒は自分自身の当事者視点をより明確にしながら意見形成できるのでな
いだろうか。また、生徒は他者の解答内容を フォーム等で確認することができる。学習者が多様な他者の思
考を可視化できるものが手元にあることで、より深い当事者としての意見形成が期待できるだろう。

３．実践内容
仮説を受けた実践として、小単元「政党政治」の授業を構成し、 年度教育実践特別実習において、実践を行

った。全２時間で展開し、日本国内の状勢や国際社会との関係を踏まえた論争問題の中で、自分なりの当事者視点
を持った上で意見形成を行わせた。以下、単元の指導計画を簡略化したものを示す。

単元「政党政治」
時数 学習活動 活動の目的 仮説との関連

第一時

集団的自衛権を通して、国内の
武力行使を巡った対立や国際
社会との関係性を求められる
日本の立場と現代社会の情勢
を学ぶ。
それを受けて、既に成立した法
案や政策の是非やそれらの改
善策について、当事者視点を用
いて選択し、意見形成させる。

日本国内の「民意」に着目させるよう
に構成する。
➢ 多くの生徒は「平和主義」の視点

をもって、政府が政治を進めて
いる（いない）ことについて言及
すると想定している。

➢ 政策とは必ずしも民意を完全に
反映させているわけではないこ
とを学習者に再確認させる。

① 抽象度の高い設問
➢ 「〇〇〇に対してどう思い

ますか」という主題を設定
する。

② 主題に情報を付け加える
➢ 「平和主義」と「国際社会と

の関係性」を取り扱う。
➢ 時間を通して同様の対立
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第二時

集団安全保障という、集団的自
衛権と類似した事例を通して、
国際社会と日本における関係
性についてより深く学ぶ。
それを受けて、既に成立した法
案や政策の是非やそれらの改
善策について、当事者視点を用
いて選択し、意見形成させる。

「国際社会と日本の関係性や立場」に
着目させるように構成する。
➢ 第 時の日本国内に焦点化しが

ちな視点と異なり、より広く当
事者視点を持たせる。

➢ 学習者が２時間を踏まえ、どの
立場に重きを置くのか見取る。

軸を検討する。

③ の活用方法
➢ 授業終了後アンケートに取

り組ませる。
➢ 記述前に回答を確認し

た上で意見形成させる。
➢ より深い当事者視点を持っ

た意見に昇華させる。

４．当事者視点を持った意見形成に対する分析の視点
の記述分析にあたり、当事者視点を持った意見の基準を検討し、以下、 点を挙げた。

・それぞれの立場のどのような背景に着目したのかが明確に記述されていること
・目的意識を持ったきちんと主語・述語・目的語を整理した記述がされていること
以下、当事者視点を持った意見形成のレベル段階を設定し、表４として示す。

表４ 当事者視点を持った意見形成に関するルーブリック評価
レベル 観点 記述の枠組み

３
自分なりの当事者視点を持った上で課題
を見出し、目的意識をもって記述すること
ができている。

〇〇することは×××だと思う。それは△△△かもしれな
いが、□□□の立場からすると、この方がよいと思う。

２ 当事者視点をもって課題を見出し、記述す
ることができている。

〇〇〇することは×××だと思うから。それは△△△にな
ってしまうと思う。

１ ・当事者視点をもって記述できていない。
・自己の価値観に基づいて記述している

・〇〇〇だから（だと思う）。
・〇〇〇の方がよいと思う。

５．実践の結果と考察
当事者視点を持った意見形成に関して、表 に基づき 記述内容を分析した。その結果を代表的な記述の例を含

めて以下にまとめた２）。
第一時 対象生徒数： 名

集団的自衛権の行使に伴って策定された安全保障関連法は、あなたにとってどんな法律だと思いましたか。
①不完全な政策であり、変えるべきところが沢山だ
②一部不安なところがあるから、そこは直すべき
③人々の為にある完璧な法律だから、変えなくても問題ない

レベル 人数 代表的な記述

３ 名

選択番号＝③
今の状態のメリットとして、日本と多国間の親密度の向上・推進が考えられる。
逆に変えてしまうと、国際法上の権利が変わってしまい、現在他国との協力が必要な時代だから国
同士でいざこざが起こると大変。

２ 名
選択番号＝①
日本の柱である平和主義に反する可能性を犯してまで安全保障関連法を行う必要はない。
自分達は戦争をしないと主張すべき。

１ 名 選択番号＝②
どこまでが武力といえるのかはっきりしてほしい。
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〇考察
レベル１の記述は、第一時において多くの生徒が行っていた記述である。あくまで感想にとどまっているため、当

事者視点をもった意見形成ができたとはいえないと分析した。
レベル の記述は、日本国の基本原則でもある平和主義に基づき、日本の立場から記述されていると分析した。平

和主義の原則を破ってまで国際社会に追従する必要はなく、付随して生じる不利益を防ぎたいという意見を形成した
と推測する。その結果が、「自分たちは戦争をしないと主張すべき」とまとめた記述ではないだろうかと思われる。
レベル３の記述は、日本そのものが国際社会とつながるためにも、安全保障関連法は必要であると思考したとみら

れる。つまり、「国際社会の一員である日本の当事者視点」を見出して記述したと推測する。加えて、「他国との協力が
必要な時代」という記述は、「日本のみならず他国を含めた世界の当事者視点」を見出している。このように、目的意
識を持ちながら幅広い視点で意見形成できていることから、レベル と判断した。

第二時 対象生徒数： 名
（集団安全保障という政策を知った上で）あなたにとって安全保障 文書とはどんな政策だと思いましたか。

①不完全な政策であり、変えるべきところが沢山だ
②一部不安なところがあるから、そこは直すべき
③人々の為にある完璧な法律だから、変えなくても問題ない

レベル 人数 代表的な記述

３ 名

選択番号②
直接かつ積極的に攻撃するのではなく、物資（食料や衣料品）でのサポートや、あくまで迎撃のみ
で日本が大事にするべき平和主義にも目を向けるべきであると思った。
（攻撃してしまったら相手国の罪のない一般人も巻き込んでしまうため）

２ 名
選択番号①
この政策をしたいのならまず憲法を変えるべき。ミサイルを作ってるだけでまだ攻撃されていな
いのに先に攻撃してしまうと、捉え方によっては日本が悪者になってしまうから。

１ 名
選択番号②
ミサイルの所は考え直した方がいいと思う。やられる前にやるのは良くないと思うが、やられっぱ
なしも駄目だと思うので、最低限の武力はいいと思う。

〇考察
レベル１の記述は、一見根拠をもって自分の意見を述べているように感じるかもしれない。しかし、この記述はあ

くまで生徒の個人的な感情が中心となって構成された意見であり、目的意識が見られないことから当事者視点のある
意見とは言えないだろう。
レベル の記述で着目したいのは、「日本が悪者になってしまう」という記述である。この記述は、「日本の安全を

守ろうとする政府」と「理不尽に攻撃された相手国」という視点をもっていることがみられる。つまり、対立を踏まえ
た２つの当事者視点を用いて意見形成ができていると言えるだろう。しかし、記述内容の意図が一目でわかるように
表現できていることが今回の分析における重要な点となるため、レベル と判断した。
レベル の記述は、平和主義の主張を行っていることで「平和国家である日本」の当事者視点を見出している。ま

た、他国への攻撃を躊躇うような記述がなされていることは「被害を受ける相手国」の当時者視点を見出しているだ
ろう。このように、生徒は つの当事者視点をもって、それぞれの立場で目的意識をもちながら意見形成できている
ことで、レベル と判断した。

６． 時間を通した当事者意識を持った意見形成の変容
本実践では、仮説を基に「 つの同様の対立軸をもった問いを検討する」という構成で授業を展開した。対立軸は

「平和主義を掲げる国家」と「国際社会の一員としての国家」である。また、生徒には第一時では「日本国民の民意」、
第二時では「国際社会との関係性」に着目させるような授業展開を構成した。そして、生徒が２時間を通して つの
当事者視点について学びを深めたことで、当事者意識を高めることができたのかについて分析を行った。
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Ⅳ．５で分類した意見形成のレベルを用いて分析を行い、第一時から第二時にかけて生徒の意見形成レベルに正の
変容があったのか、または負の変容があったのか、もしくは変容がなかったのかを集計した３）。以下、その結果と考察
を示す。

〇結果と考察 対象生徒数： 名
時間を通した意見形成レベルの変容に関して、それぞれ集計結果を示す。また、各要素につき生徒を 名ずつ抽出

してレベル変容の過程と実際の記述をまとめ、考察を述べる。変容がなかった生徒に関しては、各レベルの内訳を示
し、考察を述べる。

・正の変容 名
時数 レベル 実際の記述

１ １ 選択番号：②
武力になるようなものを作らず、お金などで支援する。

２ ３

選択番号：①
それを実行した場合、相手国が「日本が戦争を仕掛けてきた」と思ったら、そこから戦争になって
しまうかもしれない。
だから、実行する時十分に確認し、相手がこちらに戦争をしかけてきてもたいしょできるようにし
ていた方がいいとおもった。でも、結局戦争の種を作ろうとしているとしか思えないから。

第一時の 記述は、端的に自分の感想を述べているのみであり、当事者視点を持った意見とは言えないためレベ
ル１と判断した。しかし、第二時での記述では明らかに記述内容が充実しているのみならず、「急に攻め込まれた相手
国」と「無駄な争いを防ぐための方略を考えるべき日本」という、 つの当事者視点をもって意見形成しているだろう。
安全保障 文書には反撃能力が明記されており、それによる積極的な自衛権行使が容認されることが問題視されて

いる。生徒はこのような危険性があるという背景を理解した上で、目的意識をもって解決策まで記述することができ
ている。従って、 時間を通して当事者意識を高めることができたといえるのではないだろうか。

・負の変容 名
時数 レベル 実際の記述

１ ３

選択番号：③
大国に守られているため、他国に対して力をアピールできることで侵攻をうける可能性が減る。
国民が万が一の状態から守るための法律で変えてしまうと他国の軍事費が増えてしまうかもしれ
ないから。

２ ２

選択番号：①
反撃能力を有すると、必要以上の武力の所持や行使につながるので変えるべきだと考えた。
また、この場合だと核保有も視野に入るのではと思った。さらに、そこへの財源をどうするのかも
気になった。

第一時における記述には、米国との関係性があることで国際社会内での日本の立場は安全であるといった意図が見
られる。また、日本の視点のみならず、法律を変えることによって他国が被る不利益まで懸念点として言及している。
よって、この生徒の第一時時点出の当事者意識はかなり高いものであると判断していた。
第二時の記述では、日本が反撃能力を有することによる弊害やその懸念点を記述している。しかし、第一時では日

本以外の当事者視点を持ちながら記述できていたものが、日本の視点でしか語ることができていない。
この記述は、内容としては目的意識をもって自分の意見を述べることができており、とても良い意見であるだろう。

しかし、当事者視点が狭まってしまったという意味では、この生徒は負の変容をしたといえるのではないだろうか。

・変容なし 名 レベル … 名、レベル２… 名、レベル３… 名
着目したいのはレベル の生徒であり、以下、実際の記述を示す。
時数 実際の記述
１ 選択番号：②
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世論調査の結果から、反対が多かったから、国民への説明が足りてなかったのだと思う。
防衛費のことも同様で、民主主義である日本において国民が少しでも納得するような説明が必要だろう

２

選択番号：①
ミサイルを打ちおとすのがむずいとかいろいろあるけど、反撃能力を持ってしまうと後々大変なことになっ
てしまう可能性もあるから、もっと細く決まりを作るべき。
→ミサイルを打つ前に日本側からミサイルの抑止をはかるのはいいことだと思う。もしかしたら「日本には
ミサイルを打てない」っていう感覚がつくかもしれないし。
→でもそれが誤解みたいになって争うことになるのは良くない。

第一時記述は、日本国民として政府の政策決定方法に対して根拠を持ちながら批判を行うことができている。民主
主義国家として、国民が納得するために政府は説明責任があるといった目的意識も持っていることからも、当事者視
点を持った意見形成レベルとしてはかなり高いと判断している。
第二時では、日本の視点のみならず「反撃を容認することで他国から誤解を受け、戦争が生じる可能性がある」とい

った趣旨の記述がなされている。国際社会というより広い視点を新しく獲得したことで、「自国を守ることに固執する
と国際社会の一員として日本の立場が危ぶまれる」という意見形成を促すことができただろう。これは、生徒の価値
観に変容を起こすことができたといえるのではないだろうか。意見形成レベルを高めるのみならず、このように記述
内容の深化を促すことができたのは大きな成果といえる。

Ⅴ．本研究の成果と課題
１．成果
本研究の成果として、以下、 点が挙げられる。

点目は、選択肢を含めた抽象的な問いを構成することで、学習者に当事者意識のある意見形成を促せたことであ
る。第一回目の取り組みでは、「 または 」の対立を明確に示し、どちらかを選択させる形で実践を行った。多くの
生徒は、自身の選択に対する根拠を示す形で意見形成を行うことができていた。しかし、当事者意識のある意見形成
には、自分の選択に対する根拠を記述させるのではなく、目的意識を持ちながら記述させることが必要である。
よって、修正を行った第二回目の取り組みでは、 の回答方法には「 または 」という選択肢のみを設定しなか

った。その問題に対して、部分的に異なる意見を持つ場合はその根拠を記述させる形で取り組ませ、学習者の中の抽
象的な考えを具体的に説明できるように選択肢を設定した。その結果、多くの生徒は番号を選択した上で、自分が主
題に対してどの部分に課題や改善が必要だと考えたのか、目的意識をもって記述することができていた。
そのため、抽象的な問いや選択肢を構成することは学習者の目的意識を持った意見形成を促し、当事者意識を深め

ることができると考える。

点目は、論争問題学習において学習者の心理的安全性の確保を意識して展開することは、意見形成を促すことに一
定の有効性が見られたことである。論争問題学習に限らず、そもそもグループ活動は自分の意見がなければ話し合い
が進まない。特に第一回目の取り組みでは、多様な意見が錯綜するジグソー学習を行ったため、自身の意見をしっか
りと持った上でグループ活動に臨ませる必要があった。そのため、個人思考の時間をできるだけ多く確保するために、
机間指導中は生徒の様子を伺うことをより意識して行った。しかし、思考する時間を確保するだけでは、そもそも学
習者が記述することに意味を見いだせず、意見形成を促すことにはつながらないだろう。実践結果に鑑みても、意見
を書くことができていても当事者性が見られなかったのは、この点に原因があると考えた。
そこで、修正を行った第二回目の取り組みでは、常に生徒に対して「この問いには答えはありません。正解も間違い

もないので、素直な気持ちで考えて書いてみてください。」といった声掛けを行っていた。生徒はその言葉を聞いたこ
とで安心して自身の考えを記述することにつながり、簡単な思い付きから深く考えられたものまで様々な形の意見形
成を促すことができたのではないだろうか。
また、当事者意識のある意見形成に関しては、ルーブリック評価における分類にてレベル３生徒は全体の約 ％程

度であった。しかし、レベル 記述にはあえてレベル と判断しなかった生徒が多くみられた。レベル の生徒の記
述は、当事者視点を持った記述がなされているものの一目で当事者性のある意見と判断できない（目的意識が分かり
づらい）記述が多くみられた。Ⅳ．５で例示した第二時レベル 記述がその特徴をよく捉えた記述といえるだろう。
レベル 記述が少なかったことは課題であったといえる。しかし、レベル の生徒はレベル の生徒と同レベルの
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記述を行うことができており、その要因は学習者の心理的要素に介入して素直な意見を引き出そうとする手立てがあ
ったことではないだろうか。その点に鑑みると、学習者の心理的な要素へ手立てを行うことは有効であったと考える。

点目は、授業終了後にアンケートと関連させながら授業外で 記述を行わせることで、当事者意識のある意
見形成を促すことのできた生徒が存在したことである。本研究では、生徒の意見形成を促す方法を探究する中で、
授業外での 記述という手立ては一定の効果を示すことが明らかとなっていた。それを受けて、生徒には 記述は
帰宅後に取り組ませていた。さらに、本年度は 記述前に信念の確認をすることで意見形成につなげるという目的の
基、授業終了後にアンケートを実施した。この手立てについても一定の効果を示すことができたと考える。以下、生徒
が実際に回答した第二時終了後アンケートと 記述の一例を示す。

設問 解答

アンケート
あなたは今日の授業で日本政府に対してどのよ
うな印象をもちましたか。短いキーワードや文章
で、今の素直な気持ちを書いてみよう。

日本の政策はかなり自分勝手で民主主義とは？と
疑問に思いました。

記述

これから政府は積極的に軍事政策を行うことに
力を入れようとしているとします。
あなたはそのような政策ができることに対して、
（賛成・反対）する！
※立場を選んで言及させる

生徒の選択：反対
それによって、税などの国民の負担が増えるし、
軍事政策によって武力を増やすのは良くない傾向
だと思う。戦える準備が整ってる→戦う可能性が
増えるのでは？

アンケート回答は、授業後の生徒の素直な気持ち（信念）の反映を目的としていた。この生徒は、日本政府には国民
の目線が足りず、民主主義国家であるにもかかわらず身勝手な政策を作っていると感じたようだ。

記述では、生徒は軍事政策を進めることで増税がなされ国民の負担が増えることを危惧している。この記述は、
政府の民意や憲法を蔑ろにする政策を実施することに疑問を抱えていた の記述を参考にしていると推測する。
また、軍事政策を推進することが良くない傾向と意見する記述には、「戦闘準備ができていること＝戦闘可能性が高

まる」という根拠をもって記述がなされている。授業内では、原則として国際社会では平和主義が掲げられており、集
団安全保障という戦争が起きる前の抑止力としての武力行使を規制する制度があると学んだ。それを踏まえて、日本
が安全保障 文書という積極的自衛権行使を容認する政策を容認したという内容も学んだ。これらを受けて、生徒は
日本が国際社会の一員であるにも関わらず軍事政策を積極的に展開することは、他国からどう見られるのかという視
点をもって を記述したと推測する。この記述は、アンケートの「日本の政策は自分勝手である」という回答を参考
にして、日本政府は「日本国民を蔑ろにしている」かつ「国際社会の規則を蔑ろにしている」という つの意味が込
めてられていると推測する。つまり、生徒は つの当事者視点を持ちながら意見形成を行えたといえるのではないだ
ろうか。この生徒のように、アンケート内容と 記述に関連を見出すことができた生徒が数名存在していた。
よって、授業後アンケートと関連させて授業外で 記述に取り組ませることには、当事者意識のある意見形成を促

す方略として一定の効果があると考える。

２．課題
本研究における課題として、以下、 点を挙げる。

点目は、個人の意見形成へ過度な焦点化をして実践することは、学習者が自身の意見を再検討する機会を減らして
しまうことである。本研究では、対立を踏まえた意見変容を促すことや自身の意見を確実に形成させることを目的に、
個人思考の時間を多く設けることに重点を置いていた。グループでの話し合いは学習者の意見形成を促す手段となる。
そして、論争問題学習は、自分と他者の意見の比較・検討を繰り返し行うことで新たな視点を見出し、信念の再構築を
促すことを目標としている。そのためにも、学習者の信念や思考を顕在化させ、グループ活動の充実を図ることを目
的に個人思考の時間を工夫した。また、第二回目の取り組みにおける授業終了後のアンケートに回答させる手立ては、
授業後すぐ感じた自身の素直な意見（信念）と向き合わせることを目的としていた。しかし、今回の工夫では論争問題
学習の良さやその工夫を生かしながら学習者に意見形成を促すことはできなかったといえるだろう。
特に、第 回目の取り組みにおいて、この課題が当事者視点を持った意見形成レベル が多かった原因である可能
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性が否めない。レベル の記述には目的意識が見られなかったことや、当事者視点や目的意識をもって記述していて
も、その意図を理解するためにはある程度の推測が必要である内容が多く存在した。他者との意見交流は、自身の記
述内容やその意図を相手に伝えることができるかを確認することに役立つ。論争問題学習においても、自身の意見を
深めることや意見の再確認をするための過程として、他者との交流する機会を多く設定することは必要であった。し
かし、仮説として掲げたアンケートへの回答を行わせるために、あえて話し合い等の時間を短くした上で授業を構成
して実践を行った。その結果として、アンケート回答を参考にしながら意見形成を行うことができた生徒は、全体の
約 ％にも満たなかった。より他者との意見交流する時間を増やすことで、目的意識を持った理解しやすい記述への
修正や信念の再確認を促し、レベル 記述に昇華させることができたのではないだろうか。
しかし、アンケートへの回答と 記述を関連させて取り組ませるという仮説に関しては、質的な意味では一定の効

果を示していた。この点から、当事者意識のある意見形成を促すためには、学習者が自身の信念を顕在化し、それに向
き合わせた上で表現することは必要であるだろう。個人活動とグループ活動に対する時間設定や取り組ませ方、また
は信念を顕在化させる方法に関して、授業構成と教師のはたらきかけの両視点から引き続き検討を行っていきたい。

点目は、学習者に提供する情報が少なかったことで、当事者意識のある意見形成に繋げられなかったことである。
第一回目の取り組みでは、学習者は多くの資料が存在することで情報過多になり、なかなか意見形成を行えていなか
ったという課題が見られた。そこで、第二回目の取り組みでは教師からの提示する情報として生徒への資料配布は行
わず、スライド資料と における用語解説のみを参考にして問題に取り組ませた４）。また、当事者意識のある意見
形成に焦点化した新たな仮説には、同様の主題に追加情報を与えて繰り返し検討することを掲げていた。この仮説に
は、第一回目の取り組みの反省を踏まえて学習者の情報過多を防ぎ、目的意識を持った焦点化された意見形成を促す
という意図が含まれていた。それを受けて、与える情報が少ないことを理解しているからこそ、スライド資料の工夫
や生徒の様子をよく観察して活動時間の調整を図っていた。
しかし、結果的に当事者視点を持った意見形成レベル３の生徒数は約 ％であった。情報量が限られていることで

思考する際の判断材料が少なくなってしまった可能性がある。その結果、多くの生徒の記述が授業で学んだ知識のみ
で構成されたものや自己の価値観に基づくもの、目的意識のみられない内容になってしまったと推測する。
現代社会を生きる高校生には、これからの社会を形成していく公民としての資質・能力の育成が必要だ。第二回目

の取り組みのような政治について考える問題は、より広い視点から当事者視点を持った意見が重要となるだろう。そ
のためにも、学習者の思考を揺さぶる情報の選定や主題への向き合わせ方、適切な情報量を模索して、今後の実践に
活かしていきたい。

【注】
１．政府の財政状況や資金利用方法について、教育・税金・福祉・企業の４視点からそれぞれまとめた資料である。
２．実際に を回収できた人数が異なることで、第一時と第二時における対象生徒数に差が生じている。
３． 時間分の をどちらも回収することができた生徒のみを対象として、意見形成レベルの比較・検討を行った。
４．生徒には、もし記述が困難であれば を用いて調べながら に取り組んでもよいと指示を行った。

Ⅵ．主要参考文献
・岩崎圭祐（ ）「論争題学習において生徒は教師の見解表明をどのように受け止めているか―インタビュー調査に
基づいて―」『社会認識教育学研究』第 号，

・岡田泰孝（ ）「『当事者性』を涵養する論争問題学習のあり方－『当事者性』を決める活動を通して、民意を反
映する政策の決め方を考える―」日本公民教育学会『公民教育研究』第 号、

・川口広美、奥村尚、玉井慎也（ ）「『論争問題学習』はどのように論じられてきたか―社会科教育学の関連論文
の検討を基にして―」『広島大学大学院人間社会科学紀要 教育学研究 』第一号、

・金鍾成（ ）「論争問題」棚橋健治・木村博一編著『社会科重要用語辞典』明治図書、
・桑原敏典（ ）「自立的な価値観の形成を目指す社会科論争問題学習―『アメリカの社会的論争問題』を
例として―」『社会系教科教育学研究』第 号，

・杉江修治（ ）『協同学習を深める―主体的、協同的で生き方につながる学びの実現―』ナカニシヤ出版
・戸田忠雄（ ）『教えるな！できる子に育てる つの極意』 出版新書
・文部科学省（ ）『高等学校学習指導要領（平成 年告示）解説 公民編』東京書籍
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高等学校物理におけるコンテクストを基盤とする授業の開発と実践 
―生徒の物理に対する態度の向上を目指して― 

 

名前  志波 拓弥 

 
I. はじめに 

2018年のPISA学力調査(国立教育政策研究所，2018)によると，日本の高校生の科学的リテラシーは加盟国中
第2位であり，長期的な傾向として上位を維持している。一方，科学的リテラシーが中心分野であった2015年の
PISA学力調査(国立教育政策研究所，2015)によると，生徒の科学への興味・関心がOECD諸国の平均値と比べ
低いこと，また，物理分野への興味・関心が理科の他分野よりも低いことが報告されている。 
高等学校学習指導要領(文部科学省，2018)では物理の授業において学びに向かう力，人間性等を育成するには，
日常生活や社会における科学の有用性を実感できるような場面が大切であると述べられている。また，このことに

関連し，小倉(2008)は内発的動機付けのみで生徒の理科に対する興味・関心を育成することは難しく，実社会・実
生活における理科の実用的な価値を認識させることが重要であると述べている。しかし，PISA学力調査の結果か
ら分かる通り，科学の有用性や理科の実用的な価値を認識させるような授業は十分になされていないと考えられ

る。 
栗山・平山(2016)は中学生が物理を嫌う理由の一つとして，非有用性を挙げている。また藤田(2012)の研究では，
理科が役に立つと考える児童生徒は高い学習意欲をもつことが示されている。したがって，物理の有用感を実感さ

せ，科学への興味・関心や学習意欲を高めること，すなわち物理に対する態度を向上させることが課題である。 
本研究で取り上げる「コンテクストを基盤とするアプローチ(context-based approach)」は，物理教育では

context-based physics (CBP，コンテクストを基盤とする物理)とも呼ばれており，こうした課題への対応策として
注目されている。コンテクストとは「文脈」や「背景」と訳され(例えば，内海ら(2011))，物理教育においては「現
在学んでいる物理と何らかの形で関連する事柄とその応用」という広い意味で用いられている(村田，2008)。そこ
で本研究ではこれに沿って，「文脈」や「背景」ではなく，コンテクストという言葉を用いる。 

CBPは生徒の物理に対する態度を向上させることが実証されており，例えば Taasoobshirazi & Carr(2008)は
CBPの効果として，物理を学ぶ意義や有用性を気付かせること，物理を日常とは関係のない抽象的なものとして
捉えることを防ぐこと，物理を暗記や計算の科目ではないという意識を高めることを挙げている。またBenckert 
(1997)は，日常生活の状況が教材に組み込まれたCBPの授業を受けた生徒と従来の講義を受けた生徒を比べ，前
者の方が物理に対する学習意欲が高いことを指摘している。 
一方，国内では看護的文脈を取り入れた稲田(2011)や真正の学習論に着目した小川ら(2019)，実社会・実生活に
おける問題解決の文脈を取り入れた木村ら(2021)などの実践が見られるものの，高等学校物理における実践につい
ては管見の限り見当たらない。そこで本研究では，高校生の物理に対する態度を向上させることを目的としたCBP
の授業の開発と実践を行う。 
 
II. コンテクストを基盤とする物理 
 コンテクストを基盤とする物理を実践するにあたっては，まず，コンテクストとは何かについて明確にする必要

がある。しかしながら，Duranti & Goodwin(1992)はコンテクストを正確に技術的に定義するのは難しいと述べた
上で，コンテクストの概念と要件について自らの考えを示している。彼らは図や写真，アニメーションなどの非言

語的な媒体は，その後に会話が行われる文脈を作り出すことができるとし，これを「焦点となる出来事(focal event)」
と呼んでいる。そしてこの焦点となる出来事とそれを取り囲み適切な解釈のためのリソースを提供する枠組みが

コンテクストであると述べている。 
このDuranti & Goodwinの考えをもとに，Gilbert(2006)は科学教育におけるコンテクストが備えるべき4つの
要件を挙げている(表 1)。Gilbertの示した 4つの要件はコンテクストを基盤とする授業を創るうえで大変参考と
なる。 
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表 1 コンテクストの4つの要件(Gilbert)
Setting (焦点となる出来事の設定)
学習者とそれに関わる科学者，技術者，実業家，一般市民などの実践コミュニティが用いる社会的，空間的及び

時間的な設定を重視する。

Behavioural environment (行動環境)
想定される生徒の行動に明確に焦点を当てて，学習課題を導き出す。どのような課題に取り組むかによって，

その後の生徒の会話の枠組みが決定されるからである。

Specific language (特定の言語)
学習者が特定の科学的な言語（グラフ，図面などを含む最も広い解釈）を一貫して使用できるようにする。この

ことによって学習者は科学の概念を明確に理解する。

Background knowledge (背景にある知識)
学習者が焦点となる出来事とその背景にある知識とを関連付けることができるようにする。そうすることで学

習者が概念構造及びメンタルマップを構築することに繋がる。

そして彼は地震をコンテクストとした物理の授業を例示しており，地震の起こった地域，そこに住む人々やその

再建に関わる人という設定があり(Setting)，「地震に強い家を作るにはどうすればよいか」という学習課題が考え
られる(Behavioural environment)。そして課題を追求するには，地震に強い構造や材料に関する特定の科学の言
語を使用する必要がある(Specific language)。また，その構造を考えるうえで力の作用や分解といった背景となる
基礎知識が必要となる(Background knowledge)。
コンテクストを基盤とするアプローチについてシステマティックレビューを行った Bennet et al.(2007)は，こ
のアプローチを「科学的な考えを発展させるための出発点として，科学に関するコンテクスト(文脈や応用)を用い
るアプローチである」と定義し，科学的な考え方をまず取り上げ，その後に応用を学ぶという従来のアプローチと

は対照的であると指摘している。エラー! 参照元が見つかりません。に従来の物理教育とCBPの学習の流れの違
いを示す。従来の物理教育では一般的に，まず物理概念について学んだ後，抽象化された物理の演習問題に取り組

み，最後にコラムのような形で実社会・実生活での応用となるコンテクストを取り扱う。しかし多くの場合この割

合は大きくなく，生徒に物理の有用性を実感させるのに十分なものであるとは言えない。

図 1 従来の物理教育とCBPの学習の流れの違い

一方CBPでは先述した通り，まず導入としてコンテクストを取り扱い，生徒がなぜこの物理概念を学ぶ必要が
あるのかを認識できるようにする。次にそのコンテクストにおける学習課題に取り組むうえで必要となる物理概

念を学び，その後コンテクストを含む演習問題や体験的なアクティビティに取り組む。この生徒がなぜ物理を学ぶ

のか認識できるようなアプローチはPilot & Bulte(2007)がいうところの“Need to Know”という考え方に則したも
のであると考える。

III. 前実践の成果
前実践では高等学校物理の単元「剛体のつりあい」においてトレーニングをコンテクストとした授業を開発し

た。授業の開発にあたってはイギリスの代表的な CBPの教科書である『Salters Horners AS/A level Physics』
(SHAP)を参考とした。表 2に単元計画を示す。授業は1コマ45分で全4時を行った。
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表 2 前実践の単元計画 

 
前実践により，生徒の物理に対する態度のうち，「物理の楽しさ指標」「物理学習に対する道具的動機付け」指標

に関しては実践前の平均値に比べ，実践後の平均値が有意に高かった。その他「物理に関する全般的価値」「物理

に関する個人的価値」「物理に対する将来的動機付け」指標に関しては平均値の向上は見られたものの統計的な有

意差はなかった。 
 

IV. 授業の開発と実践 
(1) 科目の位置づけ 
 高等学校学習指導要領(文部科学省，2018)によると，本実践を行う科学と人間生活は「中学校までに学習した内
容を基礎として，自然に対する理解や科学技術の発展がこれまで私たちの日常生活や社会にいかに影響を与え，ど

のような役割を果たしてきたかについて，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことな

どを通して，科学に対する興味・関心を高め，科学的に探究するために必要な資質・能力を育成するという点に特

色をもつ科目」である。 
特に科学に対する興味・関心に関しては，科学の有用性や成果，果たしてきた役割について理解させることが重

要であると述べられている。このことから，物理の有用性を認識させ，なぜ物理を学ぶのか生徒が理解できるよう

にするというCBPは科学と人間生活という科目の特性に適していると考えられる。 
次に単元「熱の性質とその利用」は熱に関する観察，実験などを行い，熱の性質，エネルギーの変換と保存及び

有効利用について，日常生活と関連付けて理解することを目的とした単元である。したがって学習する物理概念を

生徒が日常生活と関連付けられるよう，生徒の日常と密接に関連したコンテクストを選択する必要があるだろう。

これについて，家づくりというコンテクストは，生徒が日々生活を送る住環境の問題を取り上げることから，コン

テクストとして適当であると考える。 
 
(2) 開発した授業 
 本研究では，実社会・実生活における物理の有用性を認識させ，生徒の物理に対する態度を向上させることを目

的として，科学と人間生活の単元「熱の性質とその利用」において家づくりをコンテクストとした授業を開発した。

授業の開発にあたってはイギリスの代表的なCBPの教科書である『Salters Horners A level Physics』(SHAP)を
参考とし，SHAPで用いられている建築デザインのコンテクストから着想を得た。そして，先述のGilbertの示し
たコンテクストの 4 つの要件を満たすために，住環境という学習者全員にとって身近な話題を取り上げるととも
に，多角的な視点で家づくりについて考えられるよう，環境に配慮した実社会での建築の事例を設定し(Setting)，
物理概念に基づいて快適な家をつくる方法を考えるという学習課題を提示した(Behavioral environment)。さらに
生徒が熱容量や比熱，物質の三態といった熱の性質に関わる科学(物理)の言語を用いて，家づくりについて会話す
る場面を設け(Specific language)，中学校までに得た熱に関する既有知識や実社会における建築の工夫などの背景
知識を新たに学ぶ物理概念と組み合わせて，問題に取り組んだり議論したりできるようにした(Background  
knowledge)。 
また，単元全体を通してコンテクストを基盤とするアプローチを採用し，まず学習の出発点としてコンテクスト

時 コンテクストの内容 物理の学習内容 生徒の主な活動 
1 ・バランスボードを使った

体幹トレーニング 
・剛体 
・並進運動と回転運動 
・剛体にはたらく力の移動 

・バランスボードに乗るアクティビティを行う 
・身の回りの大きさのある物体に同じ大きさ，同じ向きの力を
加えても，力の作用線が異なると物体に対する力の効果が変
わる例を考える 

2 ・ダンベルトレーニング ・力のモーメント 
𝑁𝑁 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 

𝑁𝑁 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 θ 
 
 

・錘を持つ時の体からの距離の違いで感じる重さがどう変わ
るか確かめる 
・ダンベル運動の際の力のモーメントを計算する 
・ダンベルを少し持ち上げた場合を例に一般の力のモーメン
トの式を導く 

3 ・腕立伏せ ・剛体のつりあいの条件 
① 力の和が0⃗  

𝐹𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹𝐹2⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝐹3⃗⃗⃗⃗ + ⋯ = 0⃗  
② 任意の点まわりの力の
モーメントの和が0 

𝑀𝑀1 + 𝑀𝑀2 + 𝑀𝑀3 + ⋯ = 0 

・腕立伏せでどの位置に腕をついたとき腕にかかる負荷が大
きくなるか予想する 
・剛体のつりあいの条件を学ぶ 
・剛体のつりあいの条件を使って腕立伏せの腕にかかる負荷
が腕をつく位置でどう変化するか理論的に求める 
・理論的に求めた結果が正しいか体重計の上で腕立伏せをす
る実験で検証する 

4 ・腕立伏せ 
・バーベルパンチリフト 

・剛体のつりあい ・腕立伏せの際，腕にかかる負荷の大きさを計算する 
・バーベルパンチリフトの際，腕がバーベルを支える力の大き
さを計算する 
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を取り扱い，続いて学習課題に取り組むために必要となる物理概念を学び，その後コンテクストを含む演習問題や

活動に取り組むこととした。表 3に単元計画を示す。 
 

表 3 単元計画 

 
(3) 授業の実践 
 令和5年 9から10月にかけて，岡山県内の公立高校 1年生4クラス，計 148名を対象に実践を行った。授業
は1コマ45分で全4時を行った。 
(i) 第一時 
 第一時は新しい単元「熱の性質とその利用」の導入として授業を行った。まず，「快適な家とはどんな家だろう

か？」という問いを生徒に投げかけ，快適な家の条件を挙げさせた。 
この結果，広々としている，きれい，立地がいいといった回答のほか，夏涼しく冬温かいなどの部屋の温度に関す

る意見が多く見られた。この意見を基に夏涼しく冬温かい家を作る方法を物理の視点から考えるという本単元に

おける学習課題を全体で提示し，必要となる基本的な熱に関する知識として，温度や熱運動といった物理概念を教

授した。 
(ii) 第二時 
 第二時では暑さ寒さに強い家を作る方法を考える授業を行った。まず生徒に今持っている知識をもとに，暑さ寒

さに強い家を作る方法のアイデアを挙げさせ，その中にあった建材を工夫するというアイデアについて本時で考

えていくことを示した。次に熱平衡，熱容量と比熱，熱量の保存の概念について伝えたのち，比熱の概念を用いて

条件に合う建材を選択する演習問題(図 2)に取り組ませた。 

 

(iii) 第三時 
 第三時は第二時に引き続き，暑さ寒さに強い家を作る方法を考える。授業を行った。ここでは前時にあげさせた

アイデアを振り返りながら，家の温度を一定に保つにはどうすればよいかという問いを投げかけた。次に 3 つの
熱の伝わり方(熱伝導・対流・熱放射)について学ばせ，この概念を基に家の温度を一定に保つための方法を考えさ
せた。その結果，断熱材により外部との熱伝導を防ぐ，シーリングファンにより対流を促し部屋の温度を均一にす

る，サンシェードを用いて熱放射により部屋の温度が上昇することを防ぐなど，熱の伝わり方と関連させて家の温

度を保つ方法を考えることができました。 

時 コンテクストの内容 物理の学習内容 生徒の主な活動 
1 ・快適な家とは ・温度 

・熱運動 
・快適な家の条件について考える 
 

2 ・暑さ寒さに強い家 
・建材 

・熱平衡 
・熱容量と比熱 
・熱量の保存 

・暑さ寒さに強い家をつくるための方法を考える 
・熱容量の概念を用いて，条件に合う建材を選択する演習問題

に取り組む 
3 ・家の温度を一定に保つ方   

 法 
・熱伝導 
・対流 
・熱放射 

・熱の伝わり方の概念をもとに，家の温度を一定に保つ方法を

考える 

4 ・Phase Change Materials 
(PCM) 
・環境に配慮した建築 

・物質の三態 ・PCMを用いた環境にやさしい建造物の事例について学ぶ 
・PCMを使うことでなぜ屋内の温度を一定に保つことができ
るかについて考察する 

図 2 条件に合う建材を選択する演習問題 
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(iv) 第四時 
 第四時は環境に配慮して室温を快適に保つ工夫の事例を紹介した。紹介したのはカウンシルハウス 2(CH2) (図 
3)と呼ばれるオーストラリアの建造物で，できるだけ環境に負担をかけず部屋の温度を保つための様々な技術が用
いられている。本時ではその中でもエネルギーを用いず温度を保つことができるPhase change materials(PCM) 
(図 3 カウンシルハウス 2 (CH2))という材料について取り扱った。PCMは相変化材料とも呼ばれる素材で，固
体から液体，液体から固体といった相変化の際に吸収・放出される熱によって周囲の温度変化を抑制することがで

きる。電気エネルギーを使わないため環境にやさしく，近年宇宙技術や建築など様々な分野で注目されている。生

徒らはなぜPCMを外壁の一部に用いることで屋内の温度を保てるか考えるために，物質の三態の概念を学び，そ
れを用いてグループで理由について議論した。 

 
図 3 カウンシルハウス2 (CH2) 

 
図 4 Phase Change Materials(PCM) 

(4) 質問紙調査の結果 
質問紙調査は2006年のPISA学力調査の科学に対する態度に関わる調査をもとに，物理に対する態度に関する
質問を作成した。作成にあたっては元の質問の「科学」の部分を「物理」に変換し，生物など特定の分野に関する

質問を除外した。作成した質問は表 2のように5つの指標に分類した。各質問は「全くそう思わない」1点～「と
てもそう思う」4点の4件法で回答を求めた。また，補足的なデータとして第四時終了後に授業の感想の記述を求
めた。 
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表 4 質問紙調査 

 
表 5 各指標のCronbachのα係数    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 6 物理に対する態度の事前・事後の平均値，SD及び対応のある t検定の結果 

 事前 事後 
ｔ値 

平均値 SD 平均値 SD 
物理の楽しさ 2.49 0.63 2.57 0.64 1.70 

物理に関する全般的価値 3.19 0.63 3.26 0.59 1.09 
物理に関する個人的価値 2.63 0.57 2.65 0.55 0.47 
物理に対する将来思考的な動機付け 1.88 0.62 2.02 0.67 2.53* 
物理学習に対する道具的動機付け 2.34 0.63 2.47 0.72 2.23* 

 *𝑝𝑝 < .05 いずれも自由度は148 
 
作成した質問紙調査の各指標の内的整合性を評価するために Cronbach のα係数を算出した。結果は次の表 2
の通りであった。いずれの指標についても. 765 ≤ 𝛼𝛼 ≤ .937であったため，十分に利用可能であると判断した。 

物
理
の
楽
し
さ 

1 物理についての知識を得ることは楽しい 
2 物理の話題について学んでいるときは，たいてい楽しい 
3 物理について学ぶことに興味がある 
4 物理についての本を読むのが好きだ 
5 物理についての問題を解いているときは楽しい 

物
理
に
関
す
る
全
般
的

価
値 

6 物理は私たちが自然界を理解するのに役立つので重要である 
7 物理技術の進歩は，通常人々の生活条件を向上させる 
8 物理は社会にとって有用なものである 
9 物理技術の進歩は，通常，経済の発展に役立つ 
10 物理技術の進歩は，通常，社会に利益をもたらす 

物
理
に
関
す
る
個
人
的

価
値 

11 物理は，自分の身の回りのことを理解するのに役立つものだと思う 
12 大人になったら物理を様々な場面で役立てたい 
13 物理の考え方の中にはほかの人々とどうかかわるかを知るのに役立つものがある 
14 学校を卒業したら，物理を利用する機会がたくさんあるだろう 
15 物理は私にとって身近なものである 

物
理
に
対
す
る 

将
来
思
考
的
な
動

機
付
け  

     

16 私は物理を必要とする職業に就きたい 
17 高校を卒業したら物理を勉強したい 
18 大人になったら物理の研究や事業に関する仕事がしたい 
19 最先端の物理に携わって生きていきたい 

物
理
学
習
に
対
す
る 

道
具
的
動
機
付
け 

20 私は自分の役に立つと分かっているので，物理を勉強している 
21 将来自分の付きたい仕事で役に立つから，努力して物理を勉強することは大切だ 
22 物理を勉強することは，将来の仕事の可能性を広げてくれるので，私にとってやりがいがある 
23 私は物理の科目からたくさんのことを学んで就職に役立てたい 
24 将来勉強したい分野で必要となるので，物理の科目を学習することは重要だ 

 事前 事後 

物理に対する楽しさ 0.88 0.88 
物理に関する全般的価値 0.92 0.91 
物理に関する個人的価値 0.78 0.77 

物理に対する将来思考的な動機付け 0.89 0.93 
物理学習に対する道具的動機付け 0.86 0.90 
いずれもN＝148   
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次に本研究で開発した授業によって生徒の物理に対する態度が向上したか評価するために事前事後の質問紙調

査の回答に対し，対応のある t検定を行った。結果は表 6の通りであった。「物理に対する将来思考的動機付け」
「物理学習に対する道具的動機付け」指標に関しては実践前の平均値に比べ，実践後の平均値が有意に高かった。

その他「物理に対する楽しさ」「物理に関する全般的価値」「物理に関する個人的価値」指標に関しては平均値の向

上は見られたものの統計的な有意差はなかった。 
次に生徒の感想について調査実施日に出席していた計 149 名の記述を分析の対象とした。分析の手順に関して
は，まず回収した自由記述のデータをExcelファイルの各行に一文ずつ入力したのち， KHcoderを用いて頻出語
(表 7)を検出した。この際，「熱伝導」「熱放射」などの物理用語を分解せず一つの語として抽出できるよう強制抽
出した。またこの抽出語リストリストから共起ネットワーク図を作成し，サブグラフ検出を行った。描画数は 60
に設定した。結果は図 5図 5の通りとなり，7つのまとまりが検出された。 
①は「快適な家づくりに方法を物理の視点から考えることで，熱容量などの聞き慣れない単語もイメージがしや

すくなりました。」など物理を使って快適な家づくりの方法を考えるという単元の学習課題に関するまとまりであ

った。 
②は「快適な家づくりに方法を物理の視点から考えることで，熱容量などの聞き慣れない単語もイメージがしや

すくなりました。」「熱量や熱容量を求める計算がまだ曖昧なところがあるのでもう少し計算の復習をしたいと思

った。」など第二時の学習課題に関するまとまりであった。 
③は「熱伝導や対流や放射熱などについてもっと知りたいと思った。」などの第三時で学習した物理概念に関す

るまとまりであった。 
④は「PCMについてもっと知りたいと思った。」「物質の三態と熱運動を学ぶことでPCMについて理解するこ
とができた。」など，第四時で紹介した事例に関するまとまりであった。 
⑤は「家の温度を一定に保つ対策を色々考えることができた」「PCM を使うことにより建物の温度をなぜ一定

に保つことができるのかわかった」など第三，四時の学習課題に関するまとまりであった。 
⑥は「熱の伝わり方を理解できたからこれからの冬，暖かく過ごせる工夫ができそう」「自分の家には快適に過

ごすためにどんな工夫がされているのか気になった」など自身の実生活への活用に関するまとまりであった。 
⑦は「身近なことについて」や「詳しく知りたい」など各回答で多く見られた表現のまとまりであった。 
 
 
表 7 抽出語リストのうち複数回記述が見られた頻出語 (115語) 
抽出語 出現回数   抽出語 出現回数   抽出語 出現回数   抽出語 出現回数   抽出語 出現回数 

知る 42  作る 6  難しい 4  変化 3  仕方 2 
家 41  素材 6  熱放射 4  勉強 3  視点 2 
熱 30  物質 6  熱量 4  面白い 3  時間 2 
思う 29  過ごせる 5  聞く 4  涼しい 3  出来る 2 
快適 28  求める 5  利用 4  もう少し 2  初めて 2 
温度 19  自分 5  たくさん 3  イメージ 2  条件 2 
考える 18  暖かい 5  セルシウス 3  意外と 2  身の回り 2 
理解 17  比熱 5  液体 3  意見 2  大きい 2 
学ぶ 16  部屋 5  温める 3  意識 2  単元 2 
伝わる 15  良い 5  気温 3  移動 2  調節 2 
使う 14  PCM 4  効率 3  科学 2  通す 2 
計算 13  エアコン 4  実際 3  開ける 2  低い 2 
熱伝導 13  一定 4  将来 3  関わる 2  動く 2 
工夫 11  過ごす 4  床 3  気 2  特徴 2 
熱容量 11  覚える 4  上がる 3  気体 2  反射 2 
物理 10  楽しい 4  水 3  建築 2  壁 2 
身近 9  活かす 4  生活 3  建物 2  放射 2 
対流 9  関係 4  絶対温度 3  現象 2  問題 2 
熱運動 9  空気 4  早い 3  固体 2  役に立つ 2 
分かる 9  授業 4  多い 3  公式 2  融点 2 
詳しい 8  対策 4  態 3  構造 2  率 2 
方法 8  暖房 4  断熱 3  参考 2  立てる 2 
保つ 7   動き 4   普段 3   仕組み 2   例 2 
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図 5 授業の感想の共起ネットワーク図

V. 考察
(1) 各指標の結果について
質問紙調査の結果，「物理に対する将来思考的動機付け」「物理学習に対する道具的動機付け」指標で実践前と比

べ，実践後の平均値が有意に高かった。

有意な向上が見られた将来思考的な動機付け指標では，④のまとまりで『PCMを使うことによりなぜ建物の温
度を一定に保てるか分かった』『PCM についてもっと知りたい』など最新の技術に関する感想が複数見られた。

このことから，第四時で紹介したPCMの事例により，生徒の最先端の研究や事業への関心が高まったことで将来
思考的な動機付け指標が向上したと考えられる。

もう一つ有意な向上が見られた「道具的動機付け」指標ですが，特に「私は自分の役に立つと分かっているので，

物理を勉強している」の質問項目で大きな向上が見られました。これについて①のまとまりに見られるように，『物

理の考えを使うことで便利で快適な家を作ることができる』『理想の家を考えるときに意外と物理が関係している

んだなと思った』など物理の有用性を認識している感想が複数見られたことからも，家づくりのコンテクストを通

じて，物理の有用性を感じ，物理学習への意欲が向上したと考えられる。

一方で，「楽しさ」「全般的価値」「個人的価値」では向上が見られなかった。「楽しさ」指標については一部の生

徒では『「こんな家だったらいいのになあ」という思いをどうしたら解決できるのか考えることができて楽しかっ

た。」』など一部の生徒は物理を用いて快適な家づくりの方法を考えるという学習課題に楽しさを感じていたが，反

対に『熱伝導など身近な科学を学んだが楽しくはなかった。』など楽しくなかったと答える生徒もいた。より多く

の生徒が物理の楽しさを感じられるようにするためには，内海ら(2011)が指摘するように，単一の単元のみではな
く比較的長期間に渡り，実社会・実生活と関連したコンテクストの中で学んでいく必要があるだろう。

また「全般的価値」「個人的価値」についても「楽しさ」指標と同様に一部の生徒では『物理を用いてどのよう

に住みやすい家を作っているのか分かった』『世の中に物理がたくさん使われていることをしれた』など，物理の

価値を実感していると見られる回答が見られたものの，全体的な傾向としては態度の向上は得られなかった。これ

らの指標は小川ら(2019)の実践では向上が見られており，その要因として実社会・実生活に関連する学習課題を単
元を貫いて設定したことを挙げている。本実践でも快適な家づくりの方法を考えるという単元全体の学習課題を
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設定していたが，小川らの実践は全9時間と本実践の倍以上であったため，結果に差異が生じたと思われる。この
ことからも，CBPをより効果的なものにするには，ある程度の期間が必要であると分かる。 
(2) コンテクストによる効果の変化 
 前実践の結果と小川ら(2019)の先行研究の結果から，基盤とするコンテクストによって向上する態度が変化する
可能性を考え，家づくりをコンテクストとする本実践を行った。その結果，本実践で向上の見られた態度は前実践

や小川らの実践とは異なっていた。これにより，基盤とするコンテクストの種類が向上する態度に大きく影響する

可能性が高まった。よってCBPにおいてはコンテクストの選択が，授業の効果を高めるうえで非常に重要である
と考えられる。 
 本研究ではGilbert(2011)の要件に基づき，SHAPを参考にしてコンテクストを選択した。トレーニングと家づ
くりはどちらも有効なコンテクストであったと考えられるが，向上の見られなかった態度を向上させるために，改

善の余地があると考えられる。例えば，Glynn & Koballa(2005)はCBPでは多様な背景を持つ生徒に関連するコ
ンテクストの中で学習を行う必要があるとしており，対象となる生徒の背景を考慮したコンテクストの選択，並び

に授業の開発を行うことが重要であるだろう。 
 この点を考慮して開発した授業について再考すると，トレーニングのコンテクストでは体育の授業で行ってい

るトレーニングを取り上げたり，各々が自分の所属する部活動などと関連するトレーニングについて物理的に考

察する活動を取り入れたりすることが考えられる。家づくりのコンテクストでは，生徒が住む地域の特色に応じた

建築の工夫にについて取り扱ったり，自分が住む家で用いられている建築の工夫を物理の視点で考察する活動を

設定したりすることが考えられる。 
 
VI. 結論と今後の展望 
 本研究で開発したトレーニングをコンテクストとする授業と家づくりをコンテクストとする授業によって生

徒の物理に対する態度を向上させることができた。それぞれの授業によって向上した指標は一部異なっており，こ

れは基盤となるコンテクストの違いによるものであると考えられる。選択するコンテクストによって向上する態

度の種類が変化する可能性が高いことから，長期間継続してコンテクストを基盤とする授業を行い，単元ごとによ

り妥当と思われるコンテクストを選択することが重要であると考えられる。 
また，本研究で評価したのは CBP の生徒の態度面への影響についてであるが，CBP を広く普及し，日本の生
徒の物理に対する態度を向上させていくためには，CBPが生徒の物理に対する態度に対しどのように寄与してい
るのか，より詳細に検証していくとともに，CBPの学習面への効果などより多面的な評価が必要である。この評
価についてはTaasoobshirazi & Carr(2008)が指摘する通り，従来の物理教育を受ける対照群を設定することも必
要となるだろう。 
今後は様々な単元・コンテクストの授業を開発・実践し，多面的で詳細な評価を行うことで，CBPを日本の物
理教育に普及させ，生徒の物理に対する態度を向上に尽力していきたい。 
 

 
  

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 105 ―



参考文献 
Bennett, J., Lubben, F., & Hogarth, S. (2007). Bringing science to life: A synthesis of the research evidence on the effects of context-

based and STS approaches to science teaching. Science Education, 91(3), 347–370. 
Benckert, S. (1997). Context and conversation in physics education. Unpublished study. 
Duranti, A., & Goodwin, C. (Eds.) : Rethinking context: Language as an interactive phenomenon (No. 11). Cambridge University 

Press. (1992) 
藤田剛志. (2012). 理科の有用性認知と学習動機の志向性に関する実証的研究. 千葉大学教育学部研究紀要, 60, 373-

378. 
Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International journal of science education, 28(9), 957-976. 
Gilbert, J. K., Bulte, A. M., & Pilot, A. : Concept development and transfer in context‐based science education. International 

Journal of Science Education, 33(6), (2011) 817-837.  
稲田結美.(2011)「女子の物理学習に対する意識向上のための人体アプローチ」『物理教育』第 59 巻，第 3 号， 165–

170 
木村優里, 原口るみ, & 大谷忠. (2021). 実社会・実生活の問題解決という文脈を導入した STEM 教育型理科授業
のデザインに関する研究. 科学教育研究, 45(2), 184-193. 
国立教育政策研究所(2007)『生きるための知識と技能 3： OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2006 年調査国際 
結果報告書』ぎょうせい 
国立教育政策研究所.(2015) PISA2015年調査国際結果の要約.  

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2015/03_result.pdf 
栗山和広・平山典子. (2016). 中学生の理科に対する好き嫌いの構成要因.Bulletin of Aichi Univ, 65, 1-7. 
文部科学省. (2018). 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 理科編 理数編. 
村田隆紀. (2008).英国における物理カリキュラムの開発: コンテクストに基づく物理はすべての人のための
ものか?(ICPE2006 国際会議). 物理教育, 56(1), 42-46. 
小川博士, 髙林厚志, 池野弘昭, 竹本石樹, 平田豊誠, & 松本伸示. :実社会・実生活との関連を志向する真正の  

学習論に着目した中学校理科の単元開発とその実践―生徒の科学や理科学習に対する態度に与える効果

―. 理科教育学研究, 59(3), (2019) 345-356. 
小倉康. (2008). PISA の調査項目を用いた日本の中学 3 年生と高校 1 年生の科学への態度の比較 (< 特集> 科学的リ
テラシー). 科学教育研究, 32(4), 330-339.  

Pilot, A., & Bulte, A. M. W. : Why Do You “Need to Know”? Context-based education. International Journal of Science 
Education, 28, (2007) 953-956 

Taasoobshirazi, G., & Carr, M. A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational 
Research Review, 3 (2008) 155-167 

University of York, developed by University of York Science Education Group. (2015). Salters Horners A level Physics. 
Pearson Education Limited, UK: London. 
内海志典, 磯崎哲夫, & 中條和光. 高等学校化学における 「実社会・実生活」 との関連を重視した指導に関 

する研究:「文脈に基づいたアプローチ」 を導入した教材とその効果. 科学教育研究, 35(3), (2011) 234-244. 
 

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 106 ―



主体的・対話的で深い学びを実現させるための体育学習 
―個に応じた運動の関わり方と楽しさに着目した体育授業の開発― 

22P22019 下谷葵 
課題設定 
1. 問題の所在 
現在まで，近藤ら（2017）の技術認識及び技術習得に対する有効性と授業に対する学習者の受容性を

検証した体育授業におけるバレーボール・オーバーハンドパスの指導実践 1や城後ら（2008）の「空間認
識」を学習課題として，単元を構成したゲーム中心のバスケットボールの授業実践 2など，スポーツを「す
る」ことを中心とした実践が提案されてきた．しかし，スポーツを「する」ことを中心とし，高度な技能
の習得や高度な技能のよる白熱したゲームを求められる体育授業は運動が苦手な生徒にとって「体育＝
苦手なことをさせられる時間」という認識を生み出していたことが考えられる．また，運動が苦手な生徒
にとってはスポーツを「する」ことや楽しむことへの動機付けがされていない授業は，苦痛の時間が過ぎ
る体育授業になってしまっていることも考えられる．そのような体育授業は，保健体育科の教科の目標
として「心身の健康の保持増進と豊かなスポーツライフの実現」が大きく掲げられていることに鑑みる
と，スポーツを「する」ことについて「得意・好き」，「得意・好きではない」，「苦手・好き」，「苦手・好
きではない」4つに分類される生徒の中の誰にも，刺さっていない授業になってしまっていることが分か
る．スポーツ自体を苦痛のものと捉えてしまい，生涯にわたってスポーツに親しもうと思わなくなるか
らである．あえて，刺さっている生徒がいるとするならば，スポーツをすることが「得意・好き」の生徒
が該当する．しかし，授業を受ける生徒全員がスポーツをすることが「好き・得意」と感じている場合は
ほとんどない．そのような生徒に対して，スポーツをただ「する」だけの授業を行ったとしても，学校を
卒業した後や普段の生活の中で，自らスポーツをしたいと思うようにはならない．そのため，スポーツを
ただ「する」だけの授業は，保健体育科の教科の目標である「心身の健康の保持増進と豊かなスポーツラ
イフの実現」を目指す授業にはなっていないと言える．実習校である津山西中学校での事前アンケート
では，約３分の１の生徒が運動をすることが好きかという質問に「好きではない」，「あまり好きではな
い」と回答した．これまでの体育授業では，スポーツをすることが得意で好きだと感じている，一部の能
力が高い人だけが「するスポーツ」に親しんできた．そして，運動が苦手な人・好きではない人はその心
情に関係なく，「するスポーツ」を強制されたり，学ぶことを放棄した者と捉えられたりして，評価に値
しない者とされてきたのが現実である．その上で，本研究では，課題探究実習において実習校の年間指導
計画に則って実践を行った球技領域のバレーボールとボッチャの実践を提案したい． 
球技は各スポーツ特有の技能や対戦相手との駆け引きや試合の流れなどの外的要因に左右されるスキ

ルであるオープンスキルの習得が必要とされる．相手からの返球やボールの動きに応じたプレイといっ
た高い技能を習得することは簡単ではない．古田（2014）は運動を苦手とする学生を対象に行った運動
の「つまづき」に関する研究を行っており，球技を中学生時代の球技における「つまづき」として，「ド
リブルが苦手」（バスケットボール），「インサイドキックがうまくできない」（サッカー），「捕球がうまく
できない」（ソフトボール），「オーバーハンドパスが苦手」（バレーボール）などが挙げられたことを明ら
かにしている 3．球技を苦手とする生徒にとってこのような各スポーツ特有の技能の習得の難しさに関す
る「つまづき」が球技を苦手とする原因となっていることが考えられる． 
そのような球技をただ「する」だけの技能の習得を中心とした体育授業を問題の象徴と捉えた．ここか
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ら，球技特有の基礎的な運動能力や高い技能を必要とする，またそれが評価されるゲームや練習を扱う
授業が今までの体育授業の問題であったと考えた． 
 
2. 学習指導要領保健体育編 
（1） 保健体育科の目標の変遷 
池田（2020）が作成した「学習指導要領における体育・保健体育の変遷（昭和 30 年代以降）」の表 4を

もとに体育・保健体育科の目標の変遷を表１にまとめた．昭和 30年代・40年代の保健体育科の学習指導
要領において，「①心身の健全な発達を促し，活動力を高める」，「②運動に親しませ，運動の仕方や技能
を高める．」「③社会生活に必要な態度を養う．」「④健康な生活を営む態度を育てる．」が教科の目標とし
て掲げられている．また，昭和 50 年代・平成元年代では，「①運動に親しませる．」「②健康・安全につい
て理解させる．」「③体力の向上」が教科の目標として掲げられ，「明るく楽しい（豊かな）（活力ある）生
活を営む態度の育成」が目指された．平成 10 年代・20 年代では，「心と体を一体としてとらえ」という
文脈が加えられ，「①運動に親しむ資質や能力の育成」，「②健康の保持増進」，「③体力の向上」を目標と
し，「明るく楽しい（豊かな）（活力ある）生活を営む態度の育成」が目指された．そして，平成 28 年・
29 年度改訂された現行の学習指導要領では，「体育や保健の見方・考え方を働かせ」ながら，「①知識及
び技能の獲得」，「②思考力，判断力，表現力等，他者に伝える力」，「健康の保持増進と体力向上」という
目標を通して，「心身の健康の保持増進と豊かなスポーツライフの実現」を目指すこととしている． 

表１．学習指導要領における体育・保健体育科の目標の変遷 

（2） 重視する目標の変遷 
表１及び（1）から「①体力の向上を図ること」，「②運動に親しむこと」，「③健康の保持増進を図るこ

と」が明示されていることが分かる．また，「体力の向上」は全ての年代における体育・保健体育科目標
の１つであるが，特に昭和 40 年代までは，「心身の健全な発達を促し，活動力を高める」と記述され，体
育・保健体育科の最も重要な教科の目標としての意味合いが強いと思われる．当時は，我が国の高度経済
成長に伴う必要な科学技術や知識の習得と幅広いエリート選抜が学校に期待され 5，同時に体育は各種の
運動を適切に行わせることによって，基礎的な運動能力を養い，強健な身体を育成することが期待され
ていたからである．この最も重要な教科の目標であった「体力の向上」の位置づけが変化したのは，昭和
50 年代の学習指導要領の改訂である．昭和 50 年代の学習指導要領の改訂では，「生涯スポーツへの志向

改訂の年代（告示年度） 体育・保健体育科の目標（要約）

昭和30年代（昭和34・35年度）
昭和40年代（昭和43～45年度）

「①心身の健全な発達を促し，活動力を高める．」「②運動に親しませ，運動の仕方や技能を高める．」
「③社会生活に必要な態度を養う．」「④健康な生活を営む態度を育てる．」

昭和50年代（昭和52・53年度）
平成元年代（平成元年度）

「①運動に親しませる．」「②健康・安全について理解させる．」「③体力の向上」
　　↓
・明るく楽しい(豊かな)(活力ある)生活を営む態度の育成
生涯スポーツへの思考を重視（昭和50年代から）

平成10年代（平成10年度）
平成20年代（平成19・20年度）

〇心と体を一体としてとらえ
　　↓
「①運動に親しむ資質や能力の育成」「②健康の保持増進」「③体力の向上」
　　↓
・明るく楽しい(豊かな)(活力ある)生活を営む態度の育成

平成30年代～令和年代
（平成28年・29年度）

〇体育や保健の見方・考え方を働かせ
　　↓
「①知識及び技能の獲得」「②思考力，判断力，表現力等，他者に伝える力」
「③健康の保持増進と体力向上」
　　↓
心身の健康の保持増進と豊かなスポーツライフの実現
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を重視すること」が示され，「運動に親しむこと」は，昭和 50 年代の体育・保健体育科の特徴的な目標と
して記述されている．この「運動に親しませる」，「健康の保持増進」，「体力の向上」を具体的な目標とし
て示しながら，究極的な教科の目標「明るく楽しい生活を営む態度の育成（小学校）」に向かうとする教
科の目標の構造は，平成 20 年代の学習指導要領改訂までの４回にわたる改訂では大きな変化は見られな
い．ここから体育・保健体育科における様々な学習が生涯を通して豊かなスポーツライフにつながるこ
とに大きな期待と役割が示されていることが分かる． 

 
（3） 平成 28・29年度改訂学習指導要領 
体育・保健体育科の目標は，直近の平成 30 年代～令和年代において修正がなされた．まずは，全ての

教科等において獲得を目指す３つの資質・能力を踏まえた共通的な教科の目標が記述された．保健体育
科では３つの資質・能力の「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」
が具体的な教科の目標として示され，心身の健康の保持増進と豊かなスポーツライフの実現が究極的な
教科の目標としてまとめられた．また，目標の中で，教科固有の見方・考え方を働かせることや課題を見
付け，その解決に向けた学習過程を重視することも示されている．教科固有の見方・考え方について，体
育分野における「体育の『見方・考え方』は，生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する観点を踏ま
え，「運動やスポーツを，その価値や特性に着目して，楽しさや喜びとともに体力の向上に果たす役割の
視点から捉え，自己の適性等に応じた『する・みる・支える・知る』の多様な関わり方と関連付けること」
２と整理されている．内容及び内容の取扱いについては，運動やスポーツとの多様な関わり方を重視した
改善が行われた． 
以上のことから，学習指導要領における保健体育科の目標は，「体力の向上」が最も重視された時代か

ら，「心身の健康」，「スポーツに親しむこと及び生涯スポーツの振興」が最も重視される時代へと変化し
てきたことが分かる．また，現行の学習指導要領から，児童生徒に「する・みる・支える・知る」など，
スポーツには多様な関わり方があるということに気付かせることの重要性が読み取れる．そして，「生涯
スポーツ」には「する」だけではなく，「みる」，「支える」，「知る」ことで生涯にわたってスポーツを楽
しむという意味も含まれていることが分かる．ここから，保健体育授業を通して，自己に適した関わり方
を選択することができるということに気付かせることで，生涯にわたってさまざまな関わり方でスポー
ツに親しんでいく権利を保障していかなければならないことが考えられる 
 
3. 体育授業での「人格の完成」と「豊かなスポーツライフの実現」について 
教育基本法において教育の目的は「人格の完成」とされており，教育基本法制定の要旨（昭和 22 年 5

月 3日文部省訓令第 4 号）において「人格の完成」とは，「個人の価値と尊厳との認識に基づき，人間の
具えるあらゆる能力を，できる限り，しかも調和的に発展せしめること」と定義されている． 
学校の体育授業では，「ゲームを楽しむために基礎練習を行う」，「技能を高めることでスポーツの楽し

さを味わい，生涯スポーツにつなげていく」と捉えられる実践が存在する．これらの実践は教師の「スポ
ーツを『する』ことは楽しいものである」という認識に基づき，「スポーツを『する』楽しさを味わって
欲しい」，「スポーツを『する』ことが好きになって欲しい」という願望の下で，体力や技能を高めるため
に行われている． 
しかし，授業を受けている全ての生徒が「スポーツを『する』ことは楽しいものである」という認識を
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持っているとは限らない．生徒の中には，「スポーツを『する』ことは楽しくない」という認識を持ち，
授業の中で体力や技能を高めたいと特に思っていない生徒もいるだろう．ここで，「生涯にわたってスポ
ーツに親しむ」ということは「生涯にわたってスポーツを『する』という関わり方だけで親しんでいく」
ということではないということに注意したい．スポーツとの関わり方は「する・みる・支える・知る」な
ど多様なものがある．スポーツを「する」ことは楽しいと感じていないが，スポーツを「みる」ことや「支
える」こと，「知る」ことは楽しいと感じている人は存在する．そのため，授業を受ける生徒たちそれぞ
れが楽しいと感じるスポーツとの関わり方は違っていて当然である．このような事実から，「『する・み
る・支える・知る』などの多様なスポーツとの関わり方がある中で，それらの中から価値を見出しながら
自分に合った関わり方を選択し，それぞれの関わり方に応じて能力を高めたり，魅力を理解したりしな
がらスポーツに親しんでいくことで自ら生活を豊かにしていく力を発展させていくこと」が体育授業で
の「人格の完成」であると考えた．「『する・みる・支える・知る』などの多様なスポーツとの関わり方が
ある中で，それらの中から価値を見出しながら自分に合った関わり方を選択すること」が「個人の価値と
尊厳との認識」であり，「それぞれの関わり方に応じて能力を高めたり，魅力を理解したりしながらスポ
ーツに親しんでいくことで自ら生活を豊かにしていく力を発展させていくこと」が「人間の具えるあら
ゆる能力を，できる限り，しかも調和的に発展せしめること」である．生涯にわたって運動・スポーツに
親しむことは生活を豊かにし，QOL（Quality Of Life）を向上させる方法の１つである．そのため，体力
や技能を高めるためのトレーニングだけをしていくのではなく，自分にあったスポーツとの関わり方を
選択していくことで，スポーツと関わる中で自分らしく生き，自分の幸せを追求できる力を育むことが
できるのではないかと考える．そしてそれが，「豊かなスポーツライフの実現」のための資質・能力の育
成につながるのではないかと考える． 

 
4. 生涯スポーツの重要性 
（1） 生涯スポーツの定義 
野川（2002）は，生涯スポーツが生涯学習としてのスポーツとして捉えられることとし，「市民一人ひ

とりが身体活動を通じて社会的・心理的・精神的な生活の質（QOL)の向上と健康保持増進をするための
社会ムーブメントである」と生涯スポーツを定義した 6．野川（2002）による定義において，「身体活動
を通じて」とある．厚生労働省が策定した「健康づくりのための身体活動基準 2013」において，「身体活
動（physical activity）とは，安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動作」7であ
ると示されている．つまり，現地で J リーグ観戦をする場合，スタジアムまで歩いて向かったり，声を出
して応援したりすることも「身体活動」なのである，スタジアムまで仲間と歩いたり，一緒に応援したり
することで，社会的なつながりを構築することもできる． 
第２次岡山県スポーツ推進計画において県全体として生涯スポーツを推進することを，「すべての県民

が，性別や年齢，障害の有無等にかかわらず，それぞれの体力や技術，興味，目的に応じて，運動・スポ
ーツ活動に親しみ，楽しむことができる機会の創出」8としている． 
公益財団法人長寿科学振興財団（健康寿命ネット）は，「生涯スポーツとは，身近な生活の場にスポー

ツを取り入れていくことです．一人ひとりのライフスタイルや年齢，体力，運動技能，興味等に応じて，
生涯にわたりいろいろな形でスポーツに関わりをもち，スポーツのもつ多くの意義と役割を暮らしの中
に取り入れます．生涯を通じて，いつでも，どこでも，誰でもスポーツに親しむことをいいます．」9と説
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明している．（下線部は下谷による．） 
上記から，生涯スポーツについて理解できることは，「継続的ものであること」，「多様な目的，多様な

関わり方でスポーツに親しむこと」「年齢，性別，障害の有無など関係なくすべての人が対象であること」
である．また，野川（2002）の定義から，「多様な目的，多様な関わり方でスポーツに親しむこと」は結
果的に生活を豊かなものにし，生活の質（QOL）を向上させることにつながることであると理解できる．
生活の質（QOL）を向上させることは到達目標であり，その目標の達成に向かう方法の１つとしての方
向目標が生涯スポーツの実現である．以上のことから，生涯スポーツは，「年齢，性別，障害の有無など
関係なくすべての人が，生活の質（QOL）の向上に向かい，多様な目的，多様な関わり方で継続的にス
ポーツに親しむこと」と理解できる． 

 
（2） 生涯スポーツの定義 
（1）では先行研究や資料から，以下のように生涯スポーツを定義した． 

 
生涯スポーツとは，「年齢，性別，障害の有無など関係なくすべての人が，生活の質（QOL）の向上に

向かい，多様な目的，多様な関わり方で継続的にスポーツに親しむこと．」である． 
 

この定義を【1】対象，【2】目標，【3】動機【4】関わり方，【5】時期と方法の５つの要素に分けて説明
する． 
【1】 対象：「年齢，性別，障害の有無など関係なくすべての人」とは， 

様々な世代の人，男性，女性，その他の多様な性を持つ人，視覚障害者，聴覚障害者，肢体不
自由者は病弱者などの障害を持つ人，障害を持たない人などを含めて，この世界で生存している
すべての人のことである．また，一部の高い能力を持ったプロスポーツ選手や特定の限られた人
だけでなく，すべての人という意味を持つ． 

【2】 目標：「生活の質（QOL）の向上に向かい」とは， 
スポーツに関わることで，幸福感や充実感，達成感などを味わうことである（スポーツに関わ

ることで，マイナスな効果が出たり，生活に支障が生じたりしないこと）． 
【3】 動機：「多様な目的」とは， 

 美容や健康，娯楽，競技力の向上，社会的つながりの構築など，スポーツに関わる際，人それ
ぞれが持つさまざまな目的のことである．また，人々がスポーツに関わる意図や理由にもなるも
のである． 

【4】 関わり方「多様な関わり方」とは， 
 自己の興味・関心やライフスタイルに応じて，「する・みる・支える・知る」などのさまざま
なスポーツに関わる方法を選択することである． 

【5】 時期と方法：「継続的にスポーツに親しむこと」とは， 
 「A～B まで」という表し方のように，特定の期間に限られるものではなく，人が生きている
時間を通じて，自主的・自発的にスポーツに関わる時間を生活の一部に取り入れることである． 

 
（3） スポーツ基本法と第 2期スポーツ基本計画 
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 スポーツ基本法前文において，スポーツは，世界共通の人類の文化である．とされており，スポーツは，
競技における技能を高めたり，限界に挑戦したりすることだけなく，趣味や娯楽，美容や健康など多様な
目的を持って楽しむことが権利として保障されている．また，スポーツは，心身の健全な発達，健康及び
体力の保持増進，精神的な充足感の獲得，自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行
われる運動競技その他の身体活動であるとスポーツ基本法に示されており，生涯にわたってスポーツに
関わっていくことは私たちの心身の健康の保持増進のために必要不可欠なものだということが分かる．
「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは，全ての人々の権利であり，全ての国民がその自発
性の下に，各々の関心，適性等に応じて，安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ，スポー
ツを楽しみ，又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない．」10

という記述から，学校で行われる体育授業は，スポーツをさまざまな方法で楽しむ機会を保障しなけれ
ばならないと考えられる．国民の「関心，適性等」は，それぞれ違い，スポーツの参画のしかたや楽しみ
方もそれぞれ違う． 

図 1．多様なスポーツとの関わり方 11 

今までの「する」中心の体育授業では，「する」のが嫌いや，苦手と感じていた生徒にとっては「スポ
ーツは苦痛なもの」としての認識があっただろう．それは，「する」以外の「みる・支える（知る）」など
のスポーツとの多様な関わり方に気付かせることができておらず，自分とスポーツとを切り離すように
なる．しかし，「する」のが嫌いや，苦手と感じる生徒でも「みる」のが楽しいと感じたり，「支える」の
が楽しいと感じたりする生徒も存在するはずである．そのような生徒の存在を前提として，学校体育は
行わなければならない．生涯にわたってスポーツと関わることは，生活を豊かにしたり幸福を追求した
りすることにつながることが分かった．つまり，生涯スポーツに繋がらない体育授業は，人々のスポーツ
を通じて幸福で豊かな生活を営む権利を保障できていない危険性があると考えられる． 
 
教育実践研究 
１．課題探究実習 
（1） 課題探究実習における授業実践について 
授業観察において体育授業に主体的に参加しようとしない生徒が多くいることが分かっていたことか

ら，全ての生徒が心から参加したいと思えていない授業が行われているという課題があると考えた．宮
下ら（2014）の研究から「『学び合い』は，学力の向上への影響と生徒の教科に対する肯定的な感情を生
みだしている」12ことが分かっていることから，授業の中で，生徒同士で学び合う場面を設定することを
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重視した．また，江口ら（2019）の研究から運動を楽しいと感じている人ほど学校を卒業しても運動を
継続する傾向にある 13ことが分かっていることから，運動に主体的に参加するためには運動に対して「楽
しさ」を感じることが必要であることが分かった．ここから，運動の「楽しさ」を味わうことを意識して
授業を作成した． 
課題探究実習では，ゲームを中心としたバレーボールの実践を行った．この単元では，全ての時間でゲ

ームを行い，ゲーム間で得点を取るための工夫をグループで分析し，分析したことをゲームで実践する
という一つの流れをルーティン化した授業を行った．これは，ゲーム間で得点を取るための工夫をグル
ープで分析することで，生徒同士が学び合う場面を作り，分析したことをゲームで実践することで運動
の楽しさを味わうことをねらいとした．以上のことから，課題探究実習における授業実践は主体的に授
業に参加し，学び合うゲームを中心とした体育学習指導の開発を目的として行った． 
 
（2） 結果と考察 
課題探究実習における授業実践の第 2 次第 2 時目では，「ポジショニングの工夫を見つけ，実践しよ

う！」をめあてとして，得点を取るためのポジショニングの工夫をグループで分析し，分析したことを実
行する授業を行った．そして，授業の振り返りでは，授業の中で話し合ったことや気付いたことを記入さ
せた．また，楽しいと感じたかどうかを 5段階で記入させた．以下のような振り返りが得られた． 

 これらの振り返りから，ゲームを客観的に分析し，バレーボールの特性を踏まえて，より多くの得点を
取るための工夫を思考し，それを振り返りに書くことができていた生徒ほど授業を楽しいと感じていた
ことが分かった．しかし，「難しかった」という振り返りがあったことや積極的にボールを取りに行く様
子が見られない生徒もいたことから全ての生徒が楽しいと感じる授業は実現できなかったと感じた．こ
れは，スポーツを「する」ことが苦手な生徒に対する働きかけや授業全体の工夫ができていなかったこと
が原因であると考えた．課題設定でも述べたようにスポーツとの関わり方には「する・みる・支える・知
る」などの様々な関わり方がある．課題設定学習指導案の改善を行った． 
 
（3） 提案する実践 

 課題探究実習での実践の反省から，ボッチャとバレーボールを題材とした体育授業を提案したい．課
題設定では，「する・みる・支える・知る」などの多様なスポーツとの関わり方がある中で，それらの中
から価値を見出しながら自分に合った関わり方を選択し，それぞれの関わり方に応じて能力を高めたり，
魅力を理解したりしながらスポーツに親しんでいくことで自ら生活を豊かにしていく力を発展させてい
くことが体育授業での人格の完成であるとした．その上で，ボッチャとバレーボールを通して，「する・
みる・支える・知る」などのスポーツとの多様な関わり方を提示し，それぞれの魅力を味わうことができ
る授業を提案したいと考えている．とくにボッチャではスポーツを「する」を中心としたスポーツとの関
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わり方，バレーボールではスポーツを「みる」ことを始点として，「する・みる・支える・知る」などの
多様なスポーツとの関わり方の新たな魅力をそれぞれで味わうことができるのではないかと考えている． 
〇ボッチャを題材とした授業（全６時間） 

〇バレーボールを題材とした授業（全６時間） 
次 時 学習活動 ねらい 評価規準の重点 

１ １ 

バレーボールのプロの試合をみる．ルールを知

る．バレーボールの魅力をワークシートにまと

める． 

バレーボールの本質や特性を考察する．ラリー時の緊張感や

スーパープレイの迫力を味わうことで，バレーボールを「み

る」ことの楽しさを味わわせる．「する」楽しさを味わうため

にはルールや条件を工夫する必要があることに気付かせる． 

知識 

２ １ 
バレーボールのゲームを行う．バレーボールの

正規のルールから，全員で楽しむことができる

ゲームのルールや条件（ボール，ネット，コート，道具など）

を工夫することで，全員でバレーボールをする楽しさを味わ

主体的に学習に取り

組む態度 

次 時 学習活動 ねらい 評価規準の重点 

１ １ 

ボッチャのルールを知る．教師が作成したボッ

チャの試合や技の動画を見る．実際にボッチャ

のゲームをやってみる． 

ルールを教える．動画を見て，障害者スポーツやパラリンピ

ックへの興味関心を持たせる．基本的な投げ方を身につけさ

せる． 

知識・技能 

２ 

１ 

ゲームを行う．ゲーム間で教師が作成したボッ

チャのゲームや技の動画を見る．その後のゲー

ムで，動画で見た技や作戦を試してみる． 

ボッチャはジャックボールを狙うだけではなく，相手のボー

ルを弾いたり，壁にしたりすることも有効であるということ

に気付かせる．最初のゲームと動画を見た後のゲームで自分

やグループの戦い方が変化したことを実感させる． 

思考力・判断力 

２ 

ゲームを行う．空いた時間に他チームの試合を

みたり，タブレットでボッチャのゲームや技の

動画を見たりする． 

より有効な作戦や技の行い方を見つけたいと思わせる．作戦

や技を試したいと思わせる． 

主体的に学習に取り

組む態度 

３ 

１ 

リーグ戦形式でゲームを行う．ワークシートに

ゲーム中の状況のメモをとる．ワークシートに

はジャックボールに近づける工夫や作戦をボー

ルの位置や矢印を示しながら記入する． 

ワークシートを記入することで，作戦を整理したり，共有し

たりする．作戦や技を試させる．状況に応じた作戦を考えた

り実行したりしながらゲームを行うことで，ボッチャをする

面白さを味わわせる． 

表現力 

２ 

前回授業の反省を踏まえてリーグ戦の続きのゲ

ームを行う．空いた時間にタブレットでボッチ

ャの試合や技の動画を見る．ワークシートにゲ

ーム中の状況のメモをとる．ジャックボールに

近づける工夫や作戦をボールの位置や矢印を示

しながら記入する． 

第１次から第３次の授業を通して学習した知識や技能を生

かしてゲームを行う．ボッチャのゲームを通して，グループ

で動画を見たり，作戦を共有したりして協力しながら戦う面

白さを味わわせる． 

知識・技能 

４ １ 

ゲームを行う．まとめ，振り返り，テストを行

う．テストでは，特定のゲーム中の状況の図を

示し，作戦とその理由を書かせる．ワークシー

トに記入したように，ジャックボールに近づけ

る工夫や作戦をボールの位置や矢印を示しなが

ら記入する． 

前回までのゲームの経験を通して身につけた技や戦術を使

ってボッチャの楽しさを実感させる．テストでは，特定のゲ

ーム中の状況を見て，工夫や作戦を思考し，判断する．図示

しながら記入することで具体的な工夫や作戦を表現する． 

知識・技能 

思考力・判断力・表現

力 
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ルールへと改善を行っていく． うことができることに気付かせる． 

２ 

バレーボールの正規のルールから，全員で楽し

むことができるルールへと改善を行っていく．

PC・タブレットでさまざまなバレーボールの

工夫されたゲームを調べてみる． 

全員で楽しむことができるゲームにするための工夫を思考し

たり，改善すべきルールを判断したりする．バレーボールを

「知る」ことや「支える」ことの楽しさを味わわせる． 

思考力・判断力 

３ 

バレーボールの正規のルールから，全員で楽し

むことができる一つのオリジナルのバレーボ

ールゲームを創り出す．創り出したゲームの意

図や工夫したことをワークシートにまとめる． 

ワークシートにまとめることでデザインしたゲームの意図や

工夫したことを共有したり，他者に伝えたりする． 

表現力 

４ 

クラスで創り出したオリジナルのバレーボー

ルゲームを行う．ルールや条件の最終調整を行

う． 

バレーボールを「する」ことの楽しさを味わわせる．ゲーム

をすることを通して，基本的なボール操作を身につける．技

術の名称や行い方を知る． 

技能 

 

４ １ 

最後のゲームを行う．まとめ，振り返り，テス

ト（特定の試合状況を指定し，どのようなルー

ルや条件の工夫を行うか書かせる）を行う． 

前回までの自分自身の成果とバレーボールの面白さを実感す

る． 

知識・技能 

思考力・判断力・表現

力 

 

（4） 研究との関連 
ボッチャについて 
ボッチャは，ジャックボールと呼ばれる白いボールに，赤・青のそれぞれ６球ずつのボールを投げた

り，転がしたり，他のボールに当てたりして，いかに近づけることができるかを競うスポーツである．ボ
ッチャはパラリンピックの正式種目として採用されており，障がいの有無や年齢，筋力の差に関係なく
誰もが楽しむことができるスポーツである．そのため，初めてボッチャをする時でも，ルールを理解した
だけで白熱した試合を展開することができるスポーツでもある．バレーボールやバスケットボールを体
育授業で行うと，運動が得意な生徒にボールが集まったり，パスが回ったりする場面が予想される．しか
し，ボッチャはそのような他の競技とは違い，一人一人に自分のタイミングで投球できるターンがある．
全ての生徒にゲームに参加したり，活躍したりできる場面があり，スポーツを「する」楽しさを味わう機
会が保障されている．ボッチャをプレイすることで「する」スポーツとの関わり方へのハードルが下が
り，今までスポーツをすることにマイナスなイメージを持っていた生徒でも十分に「する」スポーツに親
しむことができる可能性が生まれる．また，ボッチャは走ったり跳んだりする運動量は少ないスポーツ
であるが，運動とボードゲームを掛け合わせたような激しい心理戦や緻密な戦略を繰り広げて戦う新し
い感覚が味わえるスポーツである．そのため，今まで運動が得意だった生徒でも物足りなさを感じさせ
ないスポーツである．体育授業では，「する・みる・支える・知る」などの多様な関わり方の全てが同等
に大切にしていくことを前提とした上で，本実践では，「する」というスポーツとの関わり方を中心とし
た授業で単元を構成する．これは，保健体育科の目標である，「健康の保持増進」と体育授業の特性であ
る体を動かすことで学んだり，頭で考えたりすることを意識している．健康の保持増進のためには「す
る」というスポーツとの関わり方は重要な役割を担っている．本実践を通して，運動が苦手な生徒がスポ
ーツを「しない」という選択肢しかない状態をつくり出さないようにすることで全ての生徒に対してス
ポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む権利を保障していきたいと考えている． 
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バレーボールについて 
バレーボールは，コート上でネットをはさんで相対し，身体や用具を操作して空いた場所をめぐって攻

防を繰り広げ，一定の得点に早く到達することを競うスポーツである．また，パスをつないでラリーが続
くところやラリーが続く中での三段攻撃，時間・リズムを崩す攻撃，およびそれに対する守備などから，
ボールや選手の動きの緊迫感や躍動感を味わうことができるスポーツである．また，チームスポーツで
あることから，全員で勝利に向かって挑戦することの楽しさやラリーを制したときの達成感を味わうこ
ともできるスポーツである．しかし，バレーボールをプレイする上でこれらの魅力を味わうには，十分な
知識及び技能を習得することが必要である．そこから本実践では，バレーボールの本来のルールに縛ら
れず，まずはバレーボールというスポーツを「みる」ことから始め，スポーツを「みる」ことの楽しさを
味わう．そして，生徒はバレーボールの特性を分析し，新たなバレーボールのルールをデザインする．こ
の時，バレーボールへの関わり方は「する・みる・支える・知る」などがあり，生徒は自分に合った（最
も魅力を感じる）関わり方を選択する．そして，それぞれの関わり方を選択した生徒がそれぞれの役割を
果たしながら，「全員でバレーボールを楽しくプレイするにはどうすれば良いか」ということを思考し続
け，ルールを改善したり，用具や条件を工夫したりする．このように，バレーボールに多様な方法で関わ
ることでスポーツに関わる楽しさを味わうことにつなげたい．本実践では，生徒たちが自らゲームをデ
ザインしていく過程で，「する・みる・支える・知る」というスポーツとの関わり方に触れ，自分が最も
楽しいと思える関わり方を見つけ出し，生涯にわたってスポーツに親しむ態度の育成を目指すことがで
きると考えている． 
主要参考文献 

１． 体育授業におけるバレーボール・オーバーハンドパスの指導実践－進藤氏が提唱した教授プログラムの追試検証－  
近藤雄一郎・竹 田唯史・佐藤亮平 北海道大学大学院教育学研究院紀要第 129 号 2017  

２． バスケットボール授業に関する実践的研究Ⅰ－「空間認識」の視点から－城後豊・岩崎正義・日下部未来 北海道教
育大学紀要（教育科学編）第 59 巻第 1 号 2008 

３． 運動不振学生の体育授業における「つまずき」経験 古田久 埼玉大学紀要 2014 P382-383 
４． 続「体育・保健体育科」における学習指導要領の変遷 池田延行 日本学校体育研究連合会 70 周年記念誌 2020 P41 
５． 日本の学校体育の変遷と課題 米津光治 生活科学研究第 39 巻 2017 P177 
６． 生涯スポーツ実践論―生涯スポーツに学ぶ人たちに―改訂３版 川西正志・野川春夫 市村出版 2012 P3 
７． 健康づくりのための身体活動基準 2013 P1 １．はじめに アクセス日 2/4 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpqt.pdf  
８． 第 2 次岡山県スポーツ推進計画 岡山県 2023 P15 第４章基本施策Ⅰ 
９． 健康寿命ネット  生涯スポーツとは  アクセス日 2/4  https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shintai-

shumi/sports.html  
１０． スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）前文 
１１． 第 2 期スポーツ基本計画～スポーツが変える．未来を創る.～ 2017 P3 
１２． 小学校３年生における「学び合い」と「教え合い」の有効性に関する研究 宮下治 愛知教育大学研究報告 教育科

学編 第 63 巻 P189-195 2014 
１３． 運動継続者に見られる継続理由の特色―労働者における運動継続への行動変容アプローチに関する研究― 江口泰

正 日本健康教育学会誌第 27 巻第 3 号 2019 
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統合的・発展的に考えることを通すことによる 

深い学びを実現する単元構成の設計 
 

名前 清家 純一 
 

１はじめに 
私たちは学習指導要領において“主体的・対話的で深い学び”を実現するよう求められている(文部科学省,2018a)．

総則で「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」について規定され，各教科等の「指導計画の作成

上の配慮事項」として，授業改善を図る観点として整理されている(文部科学省,2018a)．深い学びに関しては，答申

では「学びの「深まり」の鍵となるものとして，全ての教科等で整理されている(中略)各教科等の特質に応じた

「見方・考え方」である」とある．その中でも，中学校学習指導要領(平成29年告示)解説数学編(文部科学省,2018b)
には，「今回の改定では，統合的・発展的に考えることを重視している」とある．統合的・発展的に考えること

をいかに授業に組み込んでいくのかに関心があり，今回は空間図形，その中でも立体の切断の学習について考察

する． 
中島(1982/2015)は，統合的，発展的な考察という表現に関して「「統合的」と「発展的」とを並列的によみとら

ないで，「統合といった観点による発展的な考察」というようによみとることが望まし」く，「算数・数学とし

て特に志向すべき発展の方向を表す代表的な観点として「統合」ということを考えている」としている．また統

合を主要な三つに分け主なものを「拡張による統合」とし，これに相当する「一般化または拡張」を「はじめに

あった概念または形式について，その適用範囲が広くなるようにすること」としている．  
中原(1995)は一般化を「数学の常套手段であり，数学的思考の本性」としており，村上(2002)は一般化について

「一般化とは，同一視できる対象の範囲を拡張すること」とし，４つに分類しているが，視点や心的作用の違い

などにより，互いに別の様式の一般化に変容し得ることを明らかにしている．早田(2014)は一般化と拡張を区別し

た上で，一般化の機能を6つに分類し，その機能の1つを「統合」としている．これは，ある種の解釈・再構成をし，

適用範囲を広げていると解釈できる． 
このように，一般化は対象や思考方法により違いはあるが，本研究では，統合的・発展的に考察することを一

般化し適用範囲を広げることと広く捉える．また，一般化し適用範囲を広げることが妥当かどうかに関しては論

証が必要であることは明らかであり，これを学習内容にどのように位置付けるかを考えなければならない．そこ

で空間図形学習においての生徒の論理的思考に焦点をあてる． 
中学校学習指導要領の目標において，第一学年では「図形の性質や関係を直観的に捉え論理的に考察する力」

を養うことが要請されている(文部科学省，2018a)．しかし，空間図形の学習やカリキュラムに関しては図形を直観

的・事実的に扱うことにとどまりがちであり，とりわけ中学校以降の空間的推論能力や空間図形における論理的

的思考に関する研究が進んでいない現状がある(Sinclair et al．,2017)．その解決に向けて，平面図形と空間図形を連動

させた小中一貫の探究型空間図形カリキュラムの開発が進められている (岡崎， 2022; 岡崎他， 2021)．その研究の一

環として，中学1年生に対して空間図形の単元の終盤に，立体の切断に関する授業が実施された．生徒の空間図形

学習における演繹的な推論を分析し，この単元での統合的・発展的な考察の可能性について考えたい． 
 
２理論的な視座 
2．1空間的思考力について 
岡崎(2022)は，空間的思考力を「A1．空間的な像やイメージを作り，それを心的に操作する能力」，「A2．空間的

操作としての能力」，「A3．三次元図形と二次元表現，言語・記号，及び二次元表現の間を行き来する能力」，

「A4．空間における定位の能力」，「A5．論理的推論」の5つの要素で捉え，次の9 つのカリキュラム構成の軸を

設けている． 
空間的思考力の中に論理的推論をどの程度含めるかは先行研究によって扱いが異なるが，作図・製作の想定や

結果を確かめようとすること，図形の定義や性質を論理的に表現しようとすること，空間図形を平面図形の性質

などを使って証明しようとすることは，空間図形を理解する上で重要な活動と考える(小高， 1999)．本研究は，直

観のみならず論理との相互作用を通して空間図形の正しい認識に至ることができると考え，この「直観と論理の

相補性」を空間図形における思考の本性と捉えていく． 
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また，「動的(操作的)と静的(視覚的)」について，

岡崎他(2012)は，図形の動的な見方として，その階層

性について検討し「不変性と変数性の同時的意識

化」により，図形の本質を捉えることができるとし

ている．岡崎 (2020)では「対象の動」と「方法の動」

を区別した．前者は動きのある対象を考察の対象に

することであり，後者は考察の対象を動的な見方を

通して考察し，説明することを指す．美術品の鑑賞

のように静的な対象を観察する学習ではなく，動き

のある図形を考察したり，図形を動的に見て考察し

たりすることに数学的活動の本質があると捉えてい

る． 
証明のプラグマティックな捉え方としての「説明

としての証明」(Hanna & Jahnke， 1993) は，証明には現象を理解させ確信させる役割があることを指摘したものであ

り (渡邊， 岡崎， 2021)，「図形的現象と図形的推論の相補性」を，カリキュラム構成の軸の一つに位置づけてい

る．現象と推論とを結びつけるには，具体物，ことば，図，ICTなど，様々なものの媒介的活動が必要と考えられ

るとともに，特に，空間図形特有の2次元表現の用い方も，同時に考慮する必要がある．とりわけ，現象と証明を

媒介する上で，図形の関係性を再解釈し，図的表現そのものを直観的なものから論理的なものへ変容させる道筋

としての「視覚化」の作用に注目する (影山，2021，2022)． 
一般に，学習者は図形概念を言語的表象とイメージ的表象により獲得する(川嵜，1998)．言語的表象は，図形概

念の用語やそれらが持つ性質，定義，定理を指す(川嵜，1997)． イメージ的表象は「同時的・全体的」に図形概念

の全ての情報を提示し，一方，言語的表象は「継時的・線形的」に記述される(川㟢，1997)．川嵜(1997)はイメージ

と言語が理解にどのように関わっているのか，図と言語の意味がどの程度認識されるのかという観点から「図形

概念の理解の様相」を表し，学習者は図形概念をイメージと言語によって認識し，イメージだけによる図形の認

識から言語によって図形を論理的に認識することへ理解の様相が変容してくることが示唆されている． 
空間図形学習において，3次元の現実的表現から2次元の図的表現へ変換する際，学習者には視覚化が働き，そ

の視覚化は「3次元の対象を図として表現することで対象の理解を深める意味を持っている」(川嵜，1999)とされ

る．小野・岡崎(2019)は，次の図式を用いて，空間図形の学習において，考察する3次元の対象とその2次元表

現，言語の関係，特に3次元と2次元表現の関係を詳細に吟味しており， 3 次元の対象と主な図的表現である見取

図，展開図，投影図との対応関係を示す四面体モデルで表現している．表現間の関係を分析することから，三次

元表現と二次元表現間において，また異種の二次元表現間において，同種の二次元表現間において論理的説明の

発達の様相を分析している． 
太田(2013)は，空間の想像力を育てることを意図し，3 次元空間での問題解決において，何をどこから観るかとい

う「対象／視点」を顕在化することの重要性を指摘している．特に「生徒が観ている対象が 2次元の見取図か，3
次元空間図形を想像しているのかは明らかでなく(中略)発表している生徒やそれを聞いている生徒の間で対象／視

点が一致していないことも考えられる」としている． 
以下では，これらの視点を踏まえた上で，本研究における空間図形の論理的説明の様相を捉える視点として生

徒のジェスチャーに着目したい．その理由として，岡崎(2022)は「視覚化は，3 次元対象を 2 次元表現の間，または 
2 次元表現間の間記号的変換，2 次元図形内の内記号的変換において，幾何学的な性質や関係を明らかにし，操作

を加えて思考をすすめるのに要求される能力」とし，「視覚化のプロセスは，図，言葉，式のような表現か何らか

の道具(コンパスや ICT 等)を用いて媒介される」としている．影山(2021)は「視覚化の媒体(視覚媒体)は通常，二次

元である」としているが，視覚化(visualization(可視化))を「視覚的に捉えやすい形式で表現すること」(三宅・白水， 
2002)とするならば「空間図形はそれ自体が考察対象でありつつ同時に考察のための場でもありうる」(影山，2021)
ことから，身体操作によるジェスチャーを，視覚化の媒体と捉えことができると考えた．  
清水・山田(2015)では，中原(1995)の数学教育における表現体系の枠組みをベースに，ジェスチャーを操作的な表

現に，話された言葉を言語的な表現に加え「インフォーマルな表現を捉える枠組み」を考察している．その中で

は，ジェスチャーは表現に関わる行為だとして「中原の操作的表現をジェスチャーも含められるよう拡張し，「操

作的・身体的表現」」とし，話された言葉も言語的表現のインフォーマルな表現として，研究の対象としている． 
2．2 ジェスチャーについて 
喜多(2002)は「ジェスチャーとはあることを表現しようという意図の達成に向けての行為の一環として起こる非

B1 カリキュラム構成全体を貫く軸 
1 小学校と中学校の一貫性の縦軸 
2 平面図形と空間図形の連動の横軸 

B2． 学習過程を捉える包括的視点の軸 
3 直観と論理の相補性 
4 言語的表象とイメージ的表象の相補性 
5 図形的現象と図形的推論の相補性 

B3． 空間図形に固有の学習方法の軸 
6 三次元図形と二次元表現の相互変換 
7 動的(操作的)〔対象の動，方法の動〕と静的(視覚的) 
8 構成・分解と分析の相補性 
9 物的構成と ICT による構成

図
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道具的で非言語的な身体の動き」とジェスチャーを定義し，「ジェスチャーを分類する上での重要な観点としてジ

ェスチャーの形とそれが表す意味の間にどのような関係があるか」という観点でジェスチャーを分類している．

その中でも「直示的ジェスチャー」は身体の一部をある方向に向ける，またはある場所を触ることによって，あ

る方向，場所，事物を指し示すジェスチャーであり，「描写的ジェスチャー」は身体の動きと指示対象とのあいだ

の類似性に基づいて表現をするジェスチャーである． 
宍戸・岡崎(2017)では，ジェスチャーが平面図形の証明の構成に果たす役割について，三角形の合同や図を動的

に変化させたときの証明の必要性について問うた調査問題におけるインタビュー調査を通じて考察している．こ

こでのジェスチャーは主に図をなぞる直示的ジェスチャーであったが，図形や推論に用いる定理を見出すことだ

けでなく，証明の一般性に関わり，図や言語の変化を空間において視覚的に表すジェスチャーとなったり，既に

行った証明の流れを図の上で表し今行っている証明との関係を表すジェスチャーとなったりと描写的ジェスチャ

ーとしての役割を指摘している．その中で「推論の形の明確化」として「ジェスチャーが小前提や大前提の捉え

を明確化し，正しい推論の解釈を促進させる可能性」について考察している． 
Chen & Herbst (2013) では，証明に用いられる描写的ジェスチャーが，図や言語と共に用いられることで推論を促す

媒介ツールとして機能し，幾何学的な推論能力の発達を促すと述べている．特に図に動的な要素を与えるような

描写的ジェスチャーによって論理的な推論が可能となることが挙げられており，動的な要素を与える描写的ジェ

スチャーについては宍戸・岡崎(2017)でも指摘されている． 
2．3 本研究における分析の視点 
先述した通り，宍戸・岡崎(2017)で取り上げたジェスチャーは図をなぞることによる直示的ジェスチャーが中心

であった．考察する立体図形に模型があれば，それは空間図形における現実的表現であり，図的表現であると考

えられ，それをなぞることによる直示的ジェスチャーが観察可能である．しかしながら模型がない場合，現実的

表現や図的表現の代わりにイメージした空間図形を表すのにジェスチャーを用いられ，それ自体がイメージであ

るが考察する対象となり，言語を伴ったジェスチャーになると考えられる．そのため，生徒が図や言語とともに

用いるジェスチャーが演繹的な推論にどのように関与しているかを分析していく． 
 
３研究の方法 
立体の切断を題材に，空間の位置関係や図形の性質に基づいた論理的推論ができることを目指して授業が実践

された．生徒たちに背景的な説明まで理解させようとすれば，平面図形における論証の知識や考え方が必要であ

ろうが，この実践は形式的な証明を学んでいない中学 1年生で行っている．証明を学習する以前に，生徒たちか

ら，どのような説明が生まれるのかを明らかにすることに価値を見いだす．  
立体の切断に関する授業は国立大学附属中学校 1年生に対して，2023年2月及び3月に次のような6時間計画で

実施された．  
第1時：正四角柱の側面を切断したときに切り口にできる図形 
第2時：直線と平面の位置関係，切り口にできる四角形の対辺の関係 
第3時：直線や平面の垂直関係，切り口に特別な四角形ができる条件 
第4時：切り口に特別な四角形ができる理由の説明 
第5時：切り口に平行四辺形ができる理由の説明，平面の決定条件 
第6時：立方体の切断により切り口にできる図形 

立体の切断に関わる第1時が実施される前に，空間図形に関わる計17回の授業が行われ，学習内容は投影図，

平面図形の運動による空間図形の構成，立体図形の表面積や体積などについてであり，直線や平面の位置関係に

ついては未習事項である．授業者は附属中学校教員である．分析するデータは，前方，後方からの2台のビデオカ

メラで撮影した映像とプロトコルである．本稿では，第1時の「正四角柱の側面を切断した切り口に四角形ができ

る理由」についての生徒の特徴的な説明，第2時での「正四角柱の側面を切断した切り口にできる四角形の対辺が

平行になる理由」について生徒のジェスチャーを用いた説明が見られたことから，これらの説明がどのような意

味を有していたかを明らかにすることを通して，空間図形における論理的な説明の様相を分析する． 
 
４授業の実際 
4．1 第1時 
4．1．1 課題提示場面 
本時の主な課題は「正四角柱の側面を切断した切り口に四角形ができる理由」である．これについて教師は，

模型やジェスチャーを用いて，「立体を切断したときに出てくる形」を問うた．模型は，底面が1辺5cmほどの正方
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形，高さが20cmほどの正四角柱である．「刀」や「包丁」という具体例や，「スパっと」とい

う擬音語を用いながら，右手のひらを上に向け，右上から左下に向けて切るジェスチャー(図
2)を行った． 
生徒には，切り口にできる図形の形をノートにかくよう指示した．4人の生徒がノートの図

形を黒板にかき，かかれた図形がすべて四角形であることを教室全体で確認した．教師が四

角形以外はないのかを問い，近くの生徒と相談する時間を取った．ある生徒たちは「一刀だったら」「無理よな，

絶対4つは通る」との会話をし，また別の生徒たちは「二刀だったらいけるかも」「何回でも切っていいっていうん

ならできるかも」というように，ジェスチャーを交えながら，立体の切断途中で切断する面の角度を変えること

で四角形以外の図形ができるのではないかと考えていた． 
その後，教師は教室全体に対して，四角形にしかならない理由を説明するよう質問した． 

4．1．2 生徒S1の説明の場面 
生徒S1が教師と対話しながら，教室全体に対して次のように説明した． 

S1: 四角柱の側面を作る，まあ，直線っていうのが，辺ですね，辺自体が 
T: 四角柱の側面を？ 
S1: 辺ですね，辺自体が 
T: え？四角柱の？(教師がS1に模型を渡す) 
S1: 四角柱の側面のこの4つの，この4つの辺を，その小さい点が，点点点点って(図3)集ま 
って直線ができるので，その点っていうのが，横から見た時に4箇所しかないから，そ 
の側面だけ切った時には4つの点，例えばこう切った時には1，2，3，4，4つしか重な 
んない．切った時に重ならないから，辺が，四角形になると．  

T: ほうほうほう．なんかわかったような，はてながあるような． 
その後，もう一度相談する時間を取り，ある生徒たちは「ぼこってなるでしょう」「包丁の性能悪すぎ」「どう

切っても4じゃない？」とS1の説明前とあまり変わらない反応であった．ただし，別の生徒からは承認するような

発言があった．  
4．1．3 教師の説明の場面 
教師は，生徒S1の説明に対し，「4つの辺が切れるからこの切れた部分は4つの点になってくるわけですよね」と

発言し，模型やジェスチャー，板書を用い，内容を確認した．また，別の説明として，点ではなく辺に着目させ

た．「そもそも四角柱っていうのは，側面が4つある」と『4つの側面』と板書し，側面の辺から，側面自体に着目

させた．側面と切断する平面の交線ができることを「切断するっていうことは切り落としますから，切れてない

ところはないので，必ずどこか切れます」のように説明した．「そして，全ての面に必ず切り口ができる」と4つの

側面のそれぞれに交線ができることを示した． 
その後「切断面って言い方をすると，面ばっかりが注目されがちになって，けど，そのふちを授業の中では，

切り口と呼ぶことにします」と，『切り口：切断面にできた図形の辺』と板書し，授業における定義づけを行い，

辺に着目する視点を与えた． 
そして，教師が「名前のついている四角形を全部あげてください」と，どのよう

な四角形ができそうか，できなさそうかを問うた．次の図4は，板書写真であり，

〈できそう〉という分類には“正方形”，“長方形”，“平行四辺形”，“ひし形”，“たこ

形”，〈できなさそう〉という分類には“台形”，〈分からない〉という分類には“四
角形”，“等脚台形”と分けられた．なお，これらの授業では，教師の「長方形って言

えば，正方形ではない長方形，いわゆる典型的な，横の長さが違う長方形」という

説明があり，長方形と正方形など特別な四角形の包摂関係がないものとされてい

る． 
 
4．2 第2時 
4．2．1 本時の導入 
教師が，前時では正四角柱の側面を切断すると「少なくとも四角形ができる」ことを学習したと

確認した．本時では特別な四角形ができることを説明するために「図形っていう全体を捉えようと

思ったら，部分に注目する」と伝え，正四角柱の見取図を板書(図5)し，切り口にできる四角形をそ

れに書き込み，特に対辺に着目するため色をつけ「位置関係に着目して面の形を説明しよう」と板

書した． 
図

図

図

図
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4．2．2 位置関係 
次に直線と平面の位置関係について学んだ．教師と生徒がペンを直線に(図6)，手のひらを平面に見立て(図7)，教

師が「ペンには終わりがあるけど，ほんとはずっと伸びてる」「手のひらはもちろん，こんだけしかないけども，

広がってるよ」「見えないけど見るんよ．」と声をかけ，手を動かしながら，交わる，平行など位置関係につい

て確認し，ワークシートにまとめた(図8)．さらに，立体の辺が木枠でできている模型を使い(図9)，直線と面の位置

関係について確認し，生徒はワークシートを整理した． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4．2．3 説明1 
改めて，本時の課題である対辺の位置関係に着目することを伝え，班による活動が行われた．ある班では，両

手のひらを向かい合わせ，肘を伸展させながら「平行じゃね」「交わらない」と生徒同士の会話があった．これ

は対面が平行であることをジェスチャーで表し，平行や交わらないことの根拠としていると考えられる． 
教師が，「直線の位置関係ですから，これかこれかこれね」と板書を確認しながら，考察すべき対象の関係が

“交わる”，“平行”，“ねじれの位置”の3つであることを確認した上で，多くの生徒が“平行”であるというこ

とを直観的に理解している反応から「平行かなってみんな思ってる？絶対？例外なくこれだぞっていう理由を探

そう」と“平行”になる根拠を問い，その後，班での活動に戻った． 
あるグループでは，生徒S2が「平行とねじれの位置の可能性があるんじゃね」と発言をした．それに対し，生徒

S3は「ああ」と同意した上で，両手のひらを向かい合わせ(図10)，次に両人差指を立て，左は前方，右は上方を指

し(図11)，その指先の方向の前後に手を動かし(図12)確認した．人差指が直線を表し，それぞれ平行な平面上にある

ように動かしたと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
その生徒S3が教師に指名され「自分たちは，交わるはなくて，平行かねじれの位置があるんじゃないかと思って．

その理由って言ったら説明しにくいですけど，平行はあるっていうのはわかったんですけど，ねじれの位置があ

るっていうのはまだわかんなくて，そこがまだ疑問です」と説明した． 
S3は班での活動では，“平行”か“ねじれの位置”にあることを，ジェスチャーを用いて対面が平行であることを根

拠にしているように見えたが，これについて言及することはなかった． 
教師は，生徒たちが“平行”であることを説明するために何を伝えればよいか困惑する様子から，「動きは説

明できるんだよ．感覚的にはわかるんだけど．(中略)そこで，こういう言葉がうまく使えたらなっていうとこなん

ですよね」とスクリーン上に移した位置関係を右手で示し，位置関係を根拠に使えばよいことを伝えた． 
4．2．4 説明2 
改めて班で話しあいがなされ，別の班の生徒S4が指名された．S4は「交わると平行はある．ねじれはないんじゃ

ないかって」と発言し，続けて「ねじれはそもそも，これ平面で切断してるのに，しかも四角形だから．平面だ

から，ねじれはないんじゃないかって，どうやっても平行と交わることしかできない．」と発言した．それに対

し教師は，「平面だから」という言葉を取り上げた．先ほどのS3の発言とは異なり“ねじれの位置”はないことを，

根拠として同一の平面上にあると説明した．この発言は右手のひらを上にして右上から左下に切るジェスチャー

をしながらであった．2直線は切断してできた平面上にあることを根拠にしていると考えられる．教師はこれらの

図 図 図図

図 図 図
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説明から，切断面とは一つの平面であることを確認し，“ねじれの位置であ

る”ことはないと「(切断面という)同じ平面上にあるので」「交わるor平行」

と板書し(図13)確認した． 
4．2．5 説明3 
次に，別の班の生徒S5が指名された．S5は「ただ正四角柱なので，切ったとしても(切るジェスチャー)その角度

が変わるだけでこの面同士が平行なので(平行のジェスチャー)」と発言した．それに対し，教師は「めっちゃ大事

なキーワード．面同士が平行」と確認した．その後，S5は「なので，切ったとしてもその辺同士は，必ず平行にな

るはず」と付け加え，教師が板書した「交わる」を指し「これはないよと」と確認し，平行になることを認めた． 
教師は，「平行な平面上にあるので」と板書した．S5の発言から先ほどと同じように2直線が“平行”か“ねじれの位

置にある”ことを改めて確認しようとするために，正四角柱の平行な側面に着目するよう伝えた場面である． 
T：向かい合った辺の位置関係は平行だってことは確認できてるから，ここ(図13)と同じような表現で言うと，2

つの直線は，平行な平面．向かいあっているね．何が言えるの3班さん． 
S6:切断面が 
T:これ(図を指し示し)は1回ちょっとじゃあ忘れて，こっから話をしようか．2直線は平行な平面にあります．位 
置関係として考えられるのは？ 

S6:切断面の，切断面の対辺の平行 
T:一旦ここ(図13を指し示し)までは忘れて． 
S6:平行な平面上だから，あの切断面が， 
T:切断面は一旦無視しよう．切り口な． 
S6:切り口が平面上だから 
教師はさきほど板書したように，平行な平面上にある2直線は“平行”か“ねじれの位置にある”とまとめるため「切

断面を忘れる」よう指示したが，S6は立体がすでに切断されたというイメージから離れることは困難であった．そ

の後，別の生徒S7が切断や切り口という語を口にしながら最終的には2直線は

「交わらない」と説明した．教師は「平面，どこまで伸ばしても交わらない

んだから．その上に乗っかってる線だけ交わるなんてことは絶対ありえない

から，平行か，ねじれは．でも可能性あるでしょ，まだ多分ね．交わるの可

能性が抜けるんですよ．」と発言し，平行な平面上にあることを根拠に“交

わる”がない，つまり“平行”か“ねじれの位置”にあることを確認し板書

(図14)した． 
4．2．6 授業のまとめ 
教師は改めて，同一平面上にあり，平行な平面上にあることから“平行”である

ことを「両方兼ねているのはなんだってなると，ここしか残っていない」と発言

し，黒板を使いながら確認し「よって，平行である」と板書した．その後，元の課

題に戻り，“台形”，“等脚台形”，“四角形”，“たこ形”は平行な辺を持たな

いことから，できなさそうというグループに分け，“正方形”，“長方形”，“ひ

し形”，“平行四辺形”は少なくとも2組の対辺は平行であることからできそうと

いうグループに分けた(図15)．しかし，「できるかどうかはまだわからん」「でき

ない理由はないね」とまとめ，次回考察していくことを伝え授業が終わった． 
 
５考察 
5．1 第1時 
生徒S1の説明について考察する．本授業での課題「正四角柱の側面を切断した切り

口に四角形ができる理由」を演繹的に説明するには，次のような三段論法(岡崎，

2010)が考えられる． 
大前提：直線と平面が交わるのは１点である 
小前提：正四角柱の縦の4つの直線それぞれに，切断する平面が交わる 
結 論：4つの点ができる 
S1は，大前提である「直線と平面が交わるのは1点である」(図16)には直接言及できては

いないが，これを前提に論理を構成し，正四角柱に4つの点(図17)を見出していることがわ

かる．  
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まずは，直線と平面を見出さなければならないが，S1の説明から，正四角柱を辺(直線)によ

る構成(図18)だと認識していることがわかる．さらに，辺は点により構成(図19)されていると

言及している．これは，「直線と平面の交わりが1点である」ことを使って説明するのであれ

ば，辺が点により構成されていることまで言及する必要はないが，解析的な思考により，四

角形が4点により構成され，点がどこにあるのかを説明する必要があるとS1が考えたと推測で

きる． 
また，その点は辺上にあり，切断により点が決まることから，切り口を広がりのある平面

として，見出していたと考えられる． 
このように，直線と平面を見出し，さらに，その交わりが点であり，1点であることを認識

できていると考えられる．これらから，S1は「直線と平面が交わるのは1点である」ことを論

理の根拠としていると考えられる．もちろん，辺や切断面を，どの程度の広がりを持つ直線

や平面と考えていたかは定かではない．しかし，多くの生徒は，切断により切り口には四角

形ができたと認識し，四角形になることを帰納的に認めるに留まり，なぜ四角形ができたの

かと論理的な考察には至っていない．これは，辺を直線，切断面を平面として認識し，その交点から四角形だと

考えたS1とは異なる． 
それだけでなく，教師が用意した縦に長い正四角柱(図2)を使用した影響からか，S1は正四角柱を辺という部分に

のみ着目しており，辺は点により構成されていると強調している．このような図形の見方を含め，単に，空間図

形における位置関係から論理的な考察が始まったのではなく，切断により四角形ができるという現象を説明しよ

うとすることから，空間図形特有の直線や平面，あるいはその位置関係としての見方により論理が働いたと考え

ることができる． 
また，教師の説明においても，S1の図形の見方を確認するとともに，視点を辺から面に変更し，四角形を4点か

ら4辺と捉え直す説明を補足している．この説明も同様の論理が含まれたものである． 
 
5．2 第2時 
本授業での課題「正四角柱の側面を切断した切り口の四角形の対辺が平行になる理由」を演繹的に説明するに

は，学習した位置関係を根拠として，対辺である2直線が同一平面上にあること，対辺である2直線がそれぞれ平行

な平面上にあることを示さなければならない．  
これを授業においては次のような三段論法が用いられたと考えられる． 

三段論法1 
大前提：交わらない２直線は平行かねじれの位置にある 
小前提：２直線はそれぞれ平行な平面上にあり交わらない 
結 論：２直線は平行かねじれの位置にある 

三段論法2 
大前提：同一平面上にある２直線は平行か交わる 
小前提：２直線は切断面上にあるため同一平面上にある 
結 論：２直線は平行か交わる 

三段論法3 
大前提：同一平面上にあり交わらない2直線は平行である 
小前提：2直線は切断面上にあるため同一平面上にあり，それぞれ平行な平面上にあるため交わらな  

い 
結 論：2直線は平行である 

これらの推論に対して，生徒のジェスチャーを含めた説明がどのようになされたのか考察する． 
説明1において，生徒S3は直観的に”平行である”ということを認めた上で，2直線がそれぞれ平行な平面上にある

ことに着目し，2直線は”交わらない”と主張していると考えられる．2直線が平行であることを主張するために，ジ

ェスチャー(図10)を用いて，平行な2平面(ここでは対面)に着目し，平行な平面上にある2直線は平行であるという論

理だと考えられる．S2から“ねじれの位置にある”可能性が述べられ，平行な平面上にある２直線をジェスチャー(図
11)により“ねじれの位置”も含まれることを確認し，直観的に排除していた”ねじれの位置”があるのではないかとし

ている． 
ここでは，対面が平行であることに関して直接言及できていないが，両手のひらを向かい合わせるジェスチャ

ーから平行な２平面に着目していること，そして2直線がその2平面上にそれぞれあることを表していると考えられ
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る．さらに指を直線に見立て，それを平行な2平面上で動かし(図11,12)，ね

じれの位置にある状況を示している．つまり生徒は図20のようにイメージ

し，それをジェスチャーにより先に示した三段論法1での小前提「２直線

はそれぞれ平行な平面上にあり交わらない」を表していると捉えられる．  
説明2では，2直線が同一平面上にあることに着目し，2直線の関係が“平

行”か“交わる”であるとしている．切るジェスチャーが使用され，2直線が

同一平面上にあることを示していると考えることができる．説明1での

「ねじれの位置にあるかはわからない」という発言を，「平面だから」と

根拠を示し否定している．この切るジェスチャーは単に立体を切断してい

るだけだとも考えられるが，発言から切断面を図21のように平面としてイ

メージしていることがわかり，説明とともに，それが三段論法2の小前提を示していると考えられる． 
説明3では，切るジェスチャーや対面が平行であるジェスチャーを用い，さらに角度を変えるという動的な操作

を加えて説明している．説明2での“ねじれの位置”はないことを踏まえ，また，説明1において言及できていなかっ

た対面が平行であることに言及し，“平行”だとしている．切るジェスチャーにより2直線が同一平面上にあること

を示し，対面が平行であるジェスチャーにより2直線がそれぞれ平行な平面上にあることを示している．特に切る

ジェスチャーに関しては，「角度を変えても」という発言から，切り口ではなく，立体をイメージしそれに交わ

る平面として図22 のように捉えていると考えられる．つまり，ジェスチャーと発言から三段論法3の小前提を示し，

大前提にも関与していると考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教師は説明2における生徒S4の説明を図23のようにまとめた．これは，同一

平面上にある2直線は“平行”あるいは“交わる”関係にあることを示している．

同様に，説明3における生徒S5の説明を基に図のようにまとめた．これは，平

行な平面上にある2直線は“平行”あるいは“ねじれの位置”にある関係にあるこ

とを示している．これらは，2直線が“平行”であることの根拠は，2直線が同一

平面上にあることと交わらないことの2つであり，授業においてそれを段階的

に示し，正四角柱の側面の切断においては，その2つの根拠が満たされ“平行”
であることを説明している． 
それに対して，S6やS7は，説明3の場面において，平行な平面のみに着目する

ことに困難があった．S5が図18のようにイメージしたのではなく，S6，S7は図24
のように切断した切り口を意識し，切断されてできた直線が平行な平面上にある

という見方であったと考えられる．この授業においては立体を実際に切断し，そ

の切り口を観察する場面はなかったが，切断した切り口を対象とし，そこを「忘

れて」と教師に言われても，切断したイメージから離れることができなかったと

考えられる． 
また，教師は大前提にあたる直線や平面の位置関係を使うよう生徒に求めた

が，それを生徒が演繹的な説明をする際には，直接述べることはなかった． 
ここまでの生徒の説明の分析をまとめる．それぞれの説明において根拠を述べるときにジェスチャーが用いら

れ，空間図形のどこに着目しているかが示されている．また，これらのジェスチャーが三段論法の小前提を表し

ていると考えられ，小前提と結論を結ぶ大前提を見出すこととなっていると言える．しかし，両手のひらを向か

い合わせるジェスチャーが平行を表すのか，それとも単に立体の対面を表すのか，また，右手のひらを上に向け

右上から左下に動かすジェスチャーが切断面である平面を表すのか，それとも単に切る動作であり切り口をイメ

ージしているのか明確でないことがある．特に説明2では図21，説明3での図24のように立体を切断した図をイメー
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ジしているのに対して，説明3での図22のように，切断面を動かし切断面を平面として立体との交わりをイメージ

しているという違いがある．  
つまり，生徒はジェスチャーを交えながら，論理的な説明をしており，着目している空間図形の部分を生徒自

身が明確に言及することは少ないが，ジェスチャーと共に根拠としてそれを述べていると考えられる．ここでは，

ジェスチャーをすることで生徒の論理的な説明が促進するということを述べたいわけではない．しかし生徒のジ

ェスチャーが大前提や小前提を表し，推論を進めるきっかけとなり得ることが示唆される． 
 
６研究の成果と今後の課題 
本稿で分析した生徒の論理的な思考の様相は，次のようであった． 
正四角柱の辺を直線，切断面を平面とみなすことを仮定，4つの点により四角形ができることを結論とする関係

に位置づけ，「直線と平面が交わるのは1点である」という位置関係から交点が4つできるという推論の過程が見ら

れた．さらに「直線と平面が交わるのは1点である」理由の説明として，直線が点による構成であることに言及し

た．これは，空間図形における論理的思考の一つの様相であり，育成の可能性があると考える． 
また，正四角柱の側面を切断し切り口にできる四角形の対辺が平行であることの説明において，ジェスチャー

を用いた演繹的な推論の過程が見られた．ジェスチャーにより，図形のどこに着目しているのかを明らかにする

とともに，小前提や大前提の捉えを明確化することにつながり，推論を促進させる可能性がある．そのために，

元の立体をイメージした上で，言語やジェスチャーにより空間図形のどの部分に着目しているのかを明らかにし

共有する必要があると考える．  
本稿は，第1時，第2時での分析に留まっているので，分析を継続し，立体の切断の学習の中で育成可能な論理的

思考の全体像を明らかにすること，また，教師のジェスチャーが生徒のジェスチャーに与える影響や生徒がどの

ようにジェスチャーを体得していくのかを明らかにすることを今後の課題としたい． 
 
７まとめ 
数学の授業において深い学びを達成するため，数学的思考の本性とされる一般化を統合的・発展的に考えるこ

ととして，空間図形の授業の分析を行った．一般化することが妥当であるかどうかを判断するためには演繹的な

推論が必要である．本研究では，形式的な証明を学んでいない中学1年生の空間図形における論理的思考の育成の

可能性について吟味してきた．これを授業実践に生かし生徒の深い学びの実現を目指していかなければならない． 
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社会性の発達における感情のコントロールへの段階的介入 

 

22P22025  對中 彩乃 

 

Ⅰ 課題設定 

児童期の認知発達をその特徴からみると，小学校高学年期は課題に取り組み，達成する繰り返しによる体験か

ら，自信を獲得していく段階であり１），物事を広い視点で捉える力を獲得する時期である。また，社会性では，自

分と他人を区別するようになったり，理解が明確になることや微妙なニュアンスの区別ができたりする 2）等，社

会集団や社会制度に対する態度を獲得していく学校教育においても重要な時期である。そのような重要な時期で

あるが，保健室に来室した児童の背景要因のうち「主に心に関する問題」は小学校40.6%と「主に体に関する問題」

を上回っている現状がある 3)。このことから，学校保健において「こころの健康」への取組が重要であることが理

解できる。 

保健体育審議会答申 4)において，いじめや学業等に関するこころの問題や，ストレスを抱える子どもの支援者と

しての養護教諭の役割の重要性が示されている。そこで，本研究では，他者の感情，自分の感情に注目し，発育段

階における健康の増進と予防，課題への介入と解決，個別支援等養護教諭の専門性をいかしたこころの健康におけ

る関わりについて取り組むこととした。 

 

Ⅱ 自己課題の導出と検討課題 

１．課題発見実習 

 学校生活の様子の観察を通して，児童の実態を捉えた。児童の実態のうち，伸ばしていきたいところとして，自

分の意見を伝えることのできる，素直で明るい，上級生として下級生に関われること等が挙げられる。課題として，

友達に対して言葉遣いが荒い，自分に自信が持てない，Chromebook の使用時間が長い，チャット上でのトラブル

が起きている，友達に感情をぶつける，人間関係等についての悩みを抱えていること等が挙げられる。 

これらの実態から，①自己肯定感の向上，②直接的コミュニケーション能力の向上，③メディアにおけるコミュ

ニケーション能力の向上という3つの目標を抽出した。 

 

２．課題解決実習 

（１）感情のコントロールへの段階的介入のプロセス（図１） 

自己課題における子どもの実態から抽出した目標を身につけるために，感情のコントロールへの段階的介入の

プロセスを図１に示した。感情のコントロールへの段階的介入において，対象を集団と個別に分けた介入を行うこ

ととし，4つの段階に分けて構成した。集団に向けた段階的介入では，「（１）学級活動・保健指導」，「（２）ほけん

だよりによるアプローチ」，「（３）掲示物によるアプローチ」，個別に向けた段階的介入では，「（４）健康相談」を

実施する。 

「（１）学級活動・保健指導」では，学級活動と保健指導による学級を対象にした直接的な介入を実施する。「学

級での活動①」～「学級での活動⑤」の5つの段階に介入を分け，自己感情の理解と他者感情の理解，自己感情の

コントロールに向かえるように構成した。「（２）ほけんだよりによるアプローチ」では，全児童を対象にした間接

的な介入を実施する。「（３）掲示物によるアプローチ」では，興味関心のある児童，困り感がある児童，来室した

児童を対象にした間接的な介入を実施する。「（２）ほけんだよりによるアプローチ」，「（３）掲示物によるアプロ

ーチ」では，段階は設定せず，集団の課題に向けて大きく取り組むこととする。「（４）健康相談」では，保健室に

おける個人を対象とした直接的な介入を実施する。「健康相談①」～「健康相談⑤」の 5つの段階に分け，スモー

ルステップで段階的に，かつ，子供の現状に合わせて実施できるように構成した。 

これらの段階的介入の中で，「（１）学級活動・保健指導」については1年次の課題解決・探究実習で，「（２）ほ

けんだよりによるアプローチ」，「（３）掲示物によるアプローチ」，「（４）健康相談」については２年次の教育実践

特別実習で実施する。 
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図１ 感情のコントロールへの段階的介入のプロセス 文献 5）より引用一部本実践に即して改変 

（２）「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動①」 

小学校 6年生（1学級）を対象に，「１）相手の表情や考えを読み取ろう！」という題材名で，帰りの会の時間

に「はあって言うゲーム」と「共通点探しゲーム」という2種のコミュニケーションゲームを計8回実施した。 

実施した結果から，「はぁっていうゲーム」は非言語的コミュニケーションの役割に気づかせること，相手の感

情や考えを読み取る一助となったと考える。また，「共通点探しゲーム」は自他で同じことや違うことがあると気

づかせることに有用ではあるが，児童同士の会話の促進には課題があると考える。 

（３）「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動②」 

小学校 6年生（1学級）を対象に，「相手を思いやった言葉を使って，上手に気持ちを伝えよう！」という題材

名で保健指導を実施した。事例は「何で来るの？」という言葉を「何の手段で来るの」という意味で使用したのに

チャット上で「なぜ来るの」という意味に誤解されるものを用いた。 

ワークシートの感想は，KJ法で分類した。＜＞は大カテゴリー，《》は小カテゴリー，（）はカテゴリーに当ては

まる記述の数を示している。児童は，保健指導の感想として，＜コミュニケーション手段について考える＞（10）

ことが出来ており，その内容には，《チャットのメリット・デメリットについて考えた》（5）という自分の使用の

在り方についての感想と一方で，《対面で話すことの良さに気づく》（5）きっかけとなっていた。さらに，自分の

ことだけでなく，＜伝え方について考える＞（19）ことで，《相手のことを考えた伝え方について考える》（8）こ

とや，伝え方によって捉え方が違うから《言葉での表現の仕方について考える》（11）ことにも発展できていた。

しかし，中には＜伝え方について考える＞ことに到達できていない児童も見られた。以上のことからも，引き続き，

自分の感情と向き合い，それを具体的に表現する方法を一緒に考えられるような関わりを継続する必要があると

考える。 

 

３．課題探求実習 

（１）「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動③」 

小学校 6年生（1学級）を対象に，「３）相手の意見を受け止めたり，自分の意見を伝えたりしよう！」という

題材名で，帰りの会の後の時間を頂いてすごろくトークを合計7回実施した。 

実施した結果，すごろくトークは話すことが得意な児童に対しては自分の意見を伝えることや多くの人とコミ

ュニケーションをとることに関して有用であるが，相手によって話さない児童，話すことが苦手な児童に対しては

効果的な介入と言えないと考える。 
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（２）「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動④」 

小学校6年生（１学級）を対象に，「自分の気持ちの伝え方を考えよう！」という題材名で保健指導を実施した。

事例は友達が約束に遅れてきた場面を用いた。 

授業後，学級での話し合いの中で「この前の授業で習ったみたいに，言い方を気を付けることが大切だと思いま

す。」という発言が見られた。このことから，大きな変化を捉えることはできなかったが，伝え方の意識を持たせ

ることにつながったと考える。 

ワークシートの感想では，コミュニケーションの在り方についてより具体的に＜感情の表現の仕方を考える＞

（20）ことで自分の在り方を振り返り言語化し，五感を使い自分の想いを《感情のままに伝える》（1）ことの可否

や，相手を第一に考えた《相手を受け止めた上で自分の感情を伝える》（12）ことや《自分の感情を飲み込む》（2）

ことが必要であることも考えていたが，一方で《相手の状況によって感情が変化する》（5）等双方向の感情のゆら

ぎにもイメージを膨らませていた。そのことから，本指導では＜感情を表現するためのポイントを理解する＞（13）

ことができたと感想があり，コミュニケーションの方法の多面的理解への知識の一つとなったと考える。 

（３）「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動⑤」 

小学校 6年生（1学級）を対象に，「感情との付き合い方を考えよう！」という題材名で保健指導を実施した。

実施内容として，怒りの温度計を用いたり，感情を落ち着かせる方法を考えたりした。 

今回の保健指導では，怒りの感じ方を比べることで，感情表出における《人と自分の違いを知る》（8）ことや《自

分の感情表出について理解する》（2）ことにつながる等，＜自分の感情に向き合う＞（10）きっかけとなっていた。

さらに，＜自分の感情との付き合い方について考える＞（29）ことで，《自分に合った感情との付き合い方につい

て分かる》（11）ことや，《今後のことや相手のことを考えた行動を心がける》（5）意識に発展していた。

 

４．教育実践特別実習 

（１）「（２）ほけんだよりによるアプローチ」 

１）概要 

①ほけんだよりの通知による全児童へのアプローチ 

全児童を対象に，ほけんだよりをスペシャル号（図２，図３）として通知した。自他の感情について児童の関心

を高めること，自己の感情・思考を捉えること，感情への対処方法について知ることをねらいとした。記載内容は，

喜怒哀楽の感情について，色々な感情を持つことがこころの成長において重要である一方で，マイナスな感情は溜

め込むとこころがパンクしてしまうこと，それぞれの感情になった時の対処方法と対処した後の感情の変化とし

た。 

  

図２ ほけんだよりスペシャル号 表面                 図３ ほけんだよりスペシャル号 裏面 
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②ほけんだよりのフィードバックとしての保健指導（図４） 

小学校 4年生（2学級）を対象に，ほけんだよりスペシャル号を用いて「自分の気持ちと上手に付き合おう！」

という題材名で10分間保健指導を実施した。自他の中に様々な感情があることを理解することと，それぞれの感

情になった時の対処方法について知識を得ることをねらいとした。 

導入では，感情を表現する言葉を提示し，その言葉に当てはまる感情を児童にイメージさせることで，自分の中

に色々な感情があることを捉えさせた。展開では，それぞれの感情になった時に自分がどうしているかについて問

いかけることで，自分が感情にどう対処しているのかを振り返させた。加えて，ほけんだよりを用いておすすめの

対処方法について紹介することで，感情との付き合い方について理解させた。まとめでは，色々な感情を持つこと

がこころの成長において重要であること，感情と上手に付き合うことで自分らしく過ごせることを伝えることで，

感情に自分なりに対処することの意識づけを図った。 

２)実施中の児童の様子 

ほけんだよりのフィードバックとしての保健指導を実

施した。学級の児童と休み時間に話す中で「読んでない

けどお母さんに渡した」等の発言が見られた一方で，「怒

ってるやつ？」「悲しい時はこうしてねってやつだ」等の

発言も見られた。また，他の学年の児童 4名に休み時間

等でほけんだよりについて聞いてみると，ほけんだより

を読んでいない児童がほとんどであった。 

図４ 保健指導の板書計画                        1学級目の保健指導では，導入時，感情を表現する言葉

に当てはまる感情を大きな声で答えている様子が見られた。また，これらの感情になったことがあるかを尋ねると

「全部あるよ」という発言が見られ，全部の感情になったことがあるかを尋ねると，学級の児童のほとんどが挙手

していた。それぞれの感情になった時にどうしているか振り返る際，最初に嬉しい・楽しい時について聞くと自身

がどう過ごしているかをうまくイメージすることができず，首をかしげている様子が見られた。悲しい時について

聞くと，「部屋の隅でブツブツ言ったりする」という気持ちを吐き出す方法について発言していた。イライラした

時について聞くと，「一人で自分の部屋に上がる」という原因から離れる方法や「ゲームをする」という気分転換

をする方法について発言していた。また，発表していない児童からも「気分転換するのか」という発言も出てきた。

それぞれの感情になった時の対処方法を紹介した際には，「それする！」「そういうことある！」といった発言が見

られた一方で，理解が追い付いてないような様子も見られた。 

2学級目の保健指導では，導入時は1学級目と同様，大きな声で答えている様子や，全部の感情になったことが

あるとほとんどの児童が挙手している様子が見られた。また，ほけんだよりを読んだか問いかけると，学級の約7

割の児童が挙手していた。それぞれの感情になった時にどうしているか振り返る際，最初にイライラした時につい

て聞くと「ゲームをする」という気分転換の方法や「ボールを壁にめり込ます」という感情をぶつける方法につい

て発言していた。悲しい時について聞くと，「ゲームをする」「TV を見る」という気分転換の方法について発言し

ていた。嬉しい・楽しい時について聞くと，「ゲームをする」「自分で考えたキャラクターを描く」という発言が見

られた。イライラが爆発することがあるかと尋ねた際には，「ある」「ない」という発言に加え，「アニメのキャラ

であるよね」等のキャラクターに置き換えて考えている様子も見られた。対処方法を紹介した際には，1学級目と

同様，理解が追い付いていない様子の児童も見られた。また，最後に学級担任がゲーム以外の気分転換方法につい

て尋ねると「犬と遊ぶ」「絵を描く」等の発言が見られた。 

３） 実施後の分析・観察 

①ほけんだよりの通知による全児童へのアプローチの分析 

保健指導を実施した学級や他学年の児童の様子から，ほけんだよりスペシャル号を全児童が読むことには至ら

なかった。このことから，ほけんだよりの通知は，興味関心のある児童に対して感情のコントロールに関する知識

を提供することにつながっていると考える。また，ほけんだよりスペシャル号は分量が多く，イラストが小さい構

成となっていた。その構成が低学年の児童には難しかったり，児童が興味を持ちにくかったりする要因になってい

る可能性があると考える。ほけんだよりは通知のみで完結するものであるため，児童が読んでみようと思えるよ

う，伝えたいことの要点を押さえ，読みやすいほけんだよりの作成を検討すべきであると考える。 

②ほけんだよりのフィードバックとしての保健指導の分析 

導入時に当てはまる感情を大きな声で答えている様子や「全部ある」という発言から，自身の感情について振り

返ることや，自身の感情について興味を持つことにつなげることができていたと考える。 

それぞれの感情になったときにどうしているかを振り返りは，1学級目と2学級目の様子から，イメージのしや
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すい悲しい，イライラといったマイナスの感情を考えさせることで，プラスの感情になった時の想起にもつながり

やすいと考える。また，教員自身がどうしているかを紹介することで児童もイメージにつながるとも考える。 

一方で，対処方法やまとめについては，多くの時間を説明に充てていたこともあり2学級とも理解が追い付いて

いない様子が見られた。このことから，本指導は，4年生の発達段階では自他の中に色々な感情があることを理解

することや自身の感情への対処方法を振り返ることには有用であるが，感情への対処方法について知識を増やす

ことや感情をコントロールする必要性の理解については達成が難しい児童もいると考える。 

③ほけんだよりの通知と保健指導のつながり 

ほけんだよりスペシャル号を通知した様子から，ほけんだよりの通知は，興味関心のある児童に対して感情のコ

ントロールに関する知識を提供することにつながっていることが分かった。そして，フィードバックとしての保健

指導を行うことで，ほけんだよりを読んでいない児童も知識を得たり，考えたりすることができていた。加えて，

フィードバックとしての保健指導の中で，ほけんだよりスペシャル号について言葉で説明したりイラストで示し

たりすることで，ほけんだよりだけでは内容を理解することが難しかった児童もイメージがしやすくなり，より深

い思考につなげることができていた。また，自分はどうだろうと思考したり，友達の思考についてふれたりするこ

とで疑似体験することもできていた。このことから，ほけんだよりの通知による全児童へのアプローチは知識を得

るきっかけとして，フィードバックとしての保健指導はより多くの児童の興味関心を得ることができ，知識を得る

だけでなく具体的に考えることのできる場として，どちらも重要であり，組み合わせて実施することが効果的であ

ると考える。 

しかし，大規模校等では全学年・学級で保健指導を実施することは難しい。そこで，学校保健年間計画にほけん

だよりのフィードバックとしての保健指導を取り入れ，長期的に全学年・学級に介入していくことを今後は検討し

ていきたい。 

 

（２）「（３）掲示物によるアプローチ」 

１）概要 

興味関心のある児童，困り感がある児童，来室した児童を対象に，自己感情に向き合うことや，自分と他の児童

の感じ方の違いを捉えることを通して自己理解，他者理解ができることをねらいとし，「うれしい言葉の木」を保

健室前で作成・掲示した。作成期間は6日間とし，実習最終日は掲示のみとした。 

木の幹を書いた模造紙と葉っぱ型の紙を用意し，模造紙は保健室前で掲示した。葉っぱ型の紙は学年ごとに色を

変えて用意し，各学級に配布した。葉っぱ型の紙を配布する際に，言われたらうれしい言葉を書いてほしいこと，

書いたら保健室前にある木の幹の模造紙に貼って大きな木を育ててほしいことを記載したほけんだよりスペシャ

ル号も通知し，同様の内容について給食の時間に全校放送も行った。 

「うれしい言葉の木」に児童が葉っぱ型の紙を貼りに来た際には，書いた内容についてフィードバックしたり，

他の児童のうれしい言葉について見るよう促したりした。作成最終日には，給食の時間に全校放送を行い，模造紙

に貼られていた言葉の中から選んだうれしい言葉とそれぞれを良いと思ったポイントを紹介することでフィード

バックを行った。「うれしい言葉の木」の完成後は，KJ法により言葉を分類した。分類から分かった内容は実習最

終日の給食の時間に放送することで児童へフィードバックし，児童の自他の理解を深めることにつなげるように

した。 

２）実施中の児童の様子 

葉っぱ型の紙の配布後，2，3年生が自主的に貼りに来ている様子が多く見られた。その一方で，1年生，4～6年

生は実習校の先生方の協力・促しによって貼りに来る様子が見られた。1年生については，ほけんだよりや放送だ

けでは葉っぱ型の紙への記入や模造紙に貼りに来ることが難しかったことから，各学級で記入時間を確保してい

ただき，学級担任の先生方が児童と一緒に貼りに来て下さっていた。 

葉っぱ型の紙を貼りに来た児童と話した際には，児童が自身の書いたうれしい言葉を教えてくれる様子や，「こ

んなの書いている人がいる」等と言いながら他の児童が書いたうれしい言葉を見ている様子が見られた。また，作

成最終日に放送でうれしい言葉を紹介した際には，紹介されたうれしい言葉を書いた児童が「これ私の！」と言い

ながら嬉しそうに他の児童と「うれしい言葉の木」を見に来ている様子や，主に2，3年生の児童が追加の葉っぱ

の紙を貼りに来る様子が見られた。実習最終日に行った放送では，完成した「うれしい言葉の木」（図５）には，

感謝の気持ちを伝える言葉，思いやる言葉，人の良いところを認める言葉が多かったこと，そのような言葉で学校

をいっぱいにしてほしいことを伝えた。 
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３)実施後の分析・観察 

①実施中の児童の様子の分析 

自身の書いたうれしい言葉を教えてくれる様子や，他

の児童が書いたうれしい言葉を見ている様子から，自分

と他者の感じ方の同じところや違うところを捉えるこ

とができていたと考える。しかし，貼るだけで他の児童

の言葉を見ていない児童も多くいることから，他の児童

がどんな言葉を書いているか見るように促すための工

夫が必要であったと思われる。 

②「うれしい言葉の木」の言葉の分析の概要 

「うれしい言葉の木」では，総数359枚の葉っぱ型の紙

図５ 「うれしい言葉の木」                      が集まり，学年ごとの内訳として 1年生 91 枚，2年生

57枚，3年生66枚，4年生83枚，５年生2枚，6年生37枚，特別支援学級19枚となった。また，児童が葉っぱ

型の紙に書いたうれしかった言葉を，KJ法で分類した。＜＞はカテゴリー，（）はカテゴリーに当てはまる記述の

数を示している。児童はうれしかった言葉について，〈「ありがとう」と言われたこと〉(88)，〈気遣いの言葉を言

われたこと〉(69)，〈良いところ・頑張っていることを褒められたこと〉(89)，〈仲間としての実感が得られる言葉

を言われたこと〉(65)，〈励ましの言葉を言われたこと〉(6)，〈挨拶をしてくれたこと〉(6)，〈自分に起こった出

来事への嬉しさ〉(32)を振り返っていた（表１）。 

表１ 「うれしい言葉の木」の言葉の分類                            （ n＝言葉数 ） 

 

③「うれしい言葉の木」の言葉の言葉・学年別の分析  

〈「ありがとう」と言われたこと〉は，相手から感謝の気持ちを伝えられた場面を想起しているものとする。代

表的な言葉として，「消しゴムをひろったときに『ありがとう』と言われてうれしかった。」があった。5年生以外

の学年全てで「ありがとう」と言われたことについて書かれている葉っぱの紙があった。 

〈気遣いの言葉を言われたこと〉は，自身のことを心配してくれたり，励ましてくれたりした場面を想起してい

るものとする。代表的な言葉として，「ないたときに『どうしたの？』や『だいじょうぶ？』と言われてうれしか

ったです。」があった。特に1～3年生では「大丈夫？」という言葉が多く挙げられていた。この要因として，ほけ

んだよりスペシャル号で紹介したうれしい言葉が「大丈夫？」であり，その紹介した言葉に引っ張られ，似たよう

な状況を児童が連想したことが挙げられると考える。このことから，複数の言葉を紹介したり，「他にはどんな時

にうれしい気持ちになるかな？」と他の場面を想像させるような声掛けをしたりすることで，より児童自身のうれ

しい気持ちに注目させられるのではないかと考える。 

〈良いところ・頑張っていることを褒められたこと〉は，自身の性格，得意なこと，頑張っていることについて

褒められた場面を想起しているものとする。具体的な言葉として，「友達から『やさしいね。』と言われてめっちゃ

うれしかったです！！」があった。また，全体的に得意なこと・上手なことを褒められたことを想起している児童

が多かったが，3，4年生では外見を褒められたことに対してのうれしさや，6年生では自分が準備したことを友だ

ちが喜んでいる様子から達成感・うれしさを感じている場面等を想起していた。特に4年生は〈良いところ・頑張

っていることを褒められたこと〉について想起している児童が多かった。その要因として，この時期の児童は少し

ずつ自己を確立していき，自分と他者の違いを捉えるようになるため，友達の良いところに注目することが増えた

り，自分を認められることに関心が高まったりしていることが考えられる。 

〈仲間としての実感が得られる言葉を言われたこと〉は，友達や家族から好意を伝えられたり，遊びに誘われた

りすること等を通して，自分が仲間の一員であると感じた場面を想起しているものとする。具体的な言葉として，

「友達に『ずっと友だちだよ』といわれてうれしかった。」があった。全体的に「一緒に〇〇しよう」と誘われる
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場面を想起している児童が多かったが，4年生では友達であることを言葉にされてうれしかった場面を想起してい

る児童が多く見られた。 

〈励ましの言葉を言われたこと〉は，頑張ってと励まされた場面を想起しているものとする。具体的な言葉とし

て，「学習発表会がんばれって言われてうれしかった」があった。実施期間が学習発表会や音楽発表会が行われる

時期であったため，想起しやすかったのではないかと考える。 

〈挨拶をしてくれたこと〉は，挨拶をしてくれた場面を想起しているものとする。具体的な言葉として，「わた

しは『おはよう』と言われてうれしかったです。どうしてかというとあさにいわれるとげんきがでてあさからたの

しくがっこうにいけるからです。」があった。主に2，3年生が挙げていたことから，挨拶は児童同士が関わるきっ

かけの1つとなっていると思われる。 

〈自分に起こった出来事への嬉しさ〉は，言われてうれしかった言葉ではないが，相手がしてくれてうれしかっ

たことや，自分や友達に起きた出来事等について想起しているものとする。具体的な言葉として，「自分がけがを

したとき友だちがいっしょにほけんしつへいってくれてうれしかったです。」があった。多くは相手がしてくれた

ことについて想起しているものだったが，中には自分ができたことや友達の頑張りについて考えているものもあ

った。他学年に比べて１年生は〈自分に起こった出来事への嬉しさ〉について想起している児童も多かった。その

要因として，1年生は放送やほけんだよりの通知だけでは「うれしい言葉の木」の意図や方法を理解することが難

しかったことが挙げられる。このことから，1年生はうれしい言葉やうれしかったという感情を想起することはで

きていたが，参加に当たって，教員の支援が必要であると考える。 

また，このような言葉の中で，うれしい言葉で友達の気持ちを想いはかったり，自分が言われてうれしかったこ

とを人にも広げたりするような考えとして，「友だちがころんでいた時，知らない子が『大じょうぶ？』と言って

いて『やさしい』と思いました。」，「学校で友だちとてつぼうをしているときに，『すごいね』と言われてうれしか

ったので，わたしも友だちのを見て，『すごい！』とかえすことができました。」，「友達に『ありがとう』と言われ

てうれしかった。だからこれからは自分が友達に『ありがとう』と言いたいです。」という言葉が見られた。この

ことから，「うれしい言葉の木」は，児童が自身のうれしいという感情を捉えることに有効であり，友達の気持ち

を想いはかったり，自分が言われてうれしかったことを人にも広げたりするような考えに発展させることにもつ

なげることができると考える。 

「うれしい言葉の木」の言葉の分析を通して，高学年は，低学年・中学年に比べて言葉の数が少なかった。4年

生も自主的に貼りに来る児童は少なかったことから，興味を持ちにくい高学年に対しては，「うれしい言葉の木」

はあまり効果的な介入とは言えないと考える。しかし，4，6 年生では学級担任や委員会での促しによって「うれ

しい言葉の木」に参加している児童が増えていることから，教員の促しは児童が掲示物によるアプローチに興味を

持つきっかけになると考える。 

④「うれしい言葉の木」の分析のまとめ 

以上の①～③から，「うれしい言葉の木」は興味関心のある児童，特に低・中学年に対しては，うれしい言葉を

書いたり話したりする中で自己のうれしい感情を想起することに関して有用であったと考える。また，掲示物を見

たり，友達と書いたことを共有したりすることを通して，自分と他者の感じ方の同じところや違うところを捉える

こと，ポジティブな感情を増やすことに関しても効果があったと考える。加えて，児童は挨拶をコミュニケーショ

ンのスタートとし，他者と関わる中で自己の感情を捉え，他者の感情を捉えることにつなげていると考える。 

今後の課題として，紹介した言葉によって児童の思考に偏りが出ないよう，複数の言葉を紹介したり，他の場面

を想像させるような声掛けをしたりする等の工夫を検討する必要があることが挙げられる。 

 

（３）「（４）健康相談」で行う感情のコントロールへの段階的介入の方法の提案 

１）概要  

 全児童や学級等の集団を対象にした段階的介入だけでは感情のコントロールが上手くできない等の課題を抱え

て来室した児童個人を対象にした健康相談で行う感情のコントロールへの段階的介入の方法を提案する。健康相

談で行う感情のコントロールへの段階的介入は，自己感情の理解から他者への向き合い方について考え，落ち着い

て伝えることができるようになることを目標に，スモールステップで段階的に向かえるよう構成した。 

特別実習では，健康相談の中で児童の感情や思考の様子，スモールステップの段階を捉えやすくすることを目的

とした，本実践に特化した健康相談で使用するシート「気持ちを伝えてみようシート」（図６-①）を作成・提案し

た。「気持ちを伝えてみようシート」は児童が記入する欄と養護教諭が記入する欄に分けて構成した。児童が記入

する欄では，来室時にどのような感情であるのか表情を描いたり，言葉で書いたりできるようにした。そして，養

護教諭と話しながらどうしてその感情になったのかを整理するための欄も作成した。養護教諭が記入する欄では，
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来室時の様子，その時点で評価した感情のコントロールにおける段階，児童の目標，必要な支援，養護教諭や学級

担任の思いを記入できるように作成した。「気持ちを伝えてみようシート」は児童の感情や思考の様子，養護教諭

の捉え等の記録であることから，教員間の情報共有の資料として活用することも視野に入れていく。 

また，作成した「気持ちを伝えてみようシート」について実習校の養護教諭に助言をいただいた。 

    

図６-① 「気持ちを伝えてみようシート」の提案            図６-② 「気持ちを伝えてみようシート」の修正案 

 

２）実施後の分析・観察 

 「気持ちを伝えてみようシート」について実習校の養護教諭に見ていただき，全体的に児童を対象にして使用す

ることが難しいのではないかという助言をいただいた。児童は書くこと自体や，自身の感情について順序だてて考

えたり表現したりすることが難しいため，様々な感情を表現した顔を提示し，その中からその時の感情に近いもの

を選ぶようにした方が良いとのことだった。その際に，突然選ぶように言われると戸惑う児童が出てくる可能性が

挙げられた。実習校では，遊具の写真を事前に撮影し，アルバムにしておくことで，来室した児童が怪我をした場

所等をうまく説明できない時に提示し，情報を得ていた。本実践の表情の選択についても，事前に表情が描かれた

ものを用意し，日々の来室者への痛み等への問診時から表情を選ぶようにすることで抵抗が減るのではないかと

いう提案をいただいた。また，保健室には身体症状を訴えて来室してくる児童がほとんどであることから，最初に

身体症状について記入する欄があった方が自然ではないかという助言もいただいた。 

 これらの助言から，「気持ちを伝えてみようシート」の修正案（図６-②）を提案する。養護教諭が記入する欄は

変更せず，児童が記入する欄を来室理由，それはいつからか，来室時の感情に近い表情をそれぞれ選ぶ構成に変更

した。来室理由では主な選択肢を身体症状にすることで，児童の訴えを捉えるとともに，来室した児童と自然に会

話を始められるようにした。また，来室時の感情については6つの顔のイラストの中から近いものを選んでもらう

ようにした。顔のイラストについては，怪我や体調不良による来室者に対しても日常的に使用することで児童も違

和感なく感情を表出することができると考え，今後自身の保健室の中で使用を検討していきたい。 

 

Ⅲ まとめ 

(１)「（１）学級活動・保健指導」 

 「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動①」では，コミュニケーションゲームの「はぁっていうゲーム」は

非言語的コミュニケーションの役割に気づかせることや，相手の感情を読み取る一助になることが明らかとなっ

た。また，「共通点探しゲーム」は自他で同じことや違うことがあると気づかせることにはつながるが，児童同士

の会話の促進には課題があると考える。 

 「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動②」では，チャットでのコミュニケーションについて，学校生活の

様子から観察・捉えることは困難なため分析することはできなかった。授業の感想から，自分のチャットの使用の

🄫🄫 對中 🄫🄫 對中 
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在り方や，対面で話すことの良さについて考えるきっかけとなっていた。さらに，伝え方について考えることで，

相手のことを考えた伝え方について考えることや，言葉での表現の仕方について考えることにも発展できていた。 

 「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動③」では，すごろくトークは話すことが得意な児童に対しては，自

分の意見を伝えることや多くの人とコミュニケーションをとることに関して有用であると明らかになった。一方

で，相手によって話さない児童，話すことが苦手な児童に対しては効果的な介入と言えなかった。 

 「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動④」では，児童を観察する中で，「この前の授業で習ったみたいに，

言い方を気を付けることが大切だと思います。」という発言が見られたことから，伝え方の意識を持たせることに

つなげることができたと考える。また，感情の表現の仕方を考えることで，相手を受け止めた上で自分の感情を伝

えること等の必要性を考えたり，相手の状況によって感情が変化する等双方向の感情のゆらぎにもイメージを膨

らませたりすることにつながっていた。そのことから，本指導はコミュニケーションの方法の多面的理解への知識

の一つとなったと考える。 

 「（１）学級活動・保健指導」「学級での活動⑤」では，怒りの感じ方を比べることで，感情表出における自他の

違いを知ることや自分の感情表出について理解することにつながる等，自分の感情に向き合うきっかけとなって

いた。さらに，自分に合った感情との付き合い方について分かることや，今後のことや相手のことを考えた行動を

心がける意識にも発展していた。 

 以上のことから，「学級での活動①」～「学級での活動⑤」を通して，児童は他者の感情を読み取ろうとする，

他者の感情を表現する，コミュニケーションの方法について考える，自分の感情や思考に向き合うという，他者理

解から自己理解へ向かうステップで感情について考えることができていたと考える。しかし，ねらいを達成できて

いない児童も見られたことから，集団に対する働きかけについて，今後も検討する必要があると考える。 

 

(２)「（２）ほけんだよりによるアプローチ」 

 ほけんだよりスペシャル号を全児童が読むことには至らなかったが，読んだ児童の様子から，ほけんだよりの通

知は興味関心のある児童に対して感情のコントロールに関する知識を提供することにつながると考える。今回は

見とりでのみの評価となったため，評価の限界があったため，今後は評価方法についても検討していきたい。 

 ほけんだよりのフィードバックとしての保健指導は，4年生の発達段階では自他の中に色々な感情があることを

理解することや自身の感情への対処方法を振り返ることには有用であるが，感情への対処方法について知識を増

やすことや感情をコントロールする必要性の理解については，時間をかけて，具体的にイメージさせるような働き

かけを行わないと達成が難しい児童もいることが分かった。 

 ほけんだよりによるアプローチ全体を通して，通知により全児童に知識を提供し，共有できることの良さと，対

面での指導により興味から自身の課題に即した行動の在り方について考えることができる良さの両方を活用する

ことで，全児童が興味を持つきっかけや知識を提供する，指導の中でより興味を持たせたり，自己の感情をイメー

ジさせたりすることにつなげることができていたと考える。今後もほけんだよりと保健指導を組み合わせること

で，児童の感情コントロールへの関心を高め，理解を深めることにつなげていきたい。 

 

(３)「（３）掲示物によるアプローチ」 

 「うれしい言葉の木」を通して，児童は〈「ありがとう」と言われたこと〉，〈気遣いの言葉を言われたこと〉，〈良

いところ・頑張っていることを褒められたこと〉，〈仲間としての実感が得られる言葉を言われたこと〉，〈励ましの

言葉を言われたこと〉，〈挨拶をしてくれたこと〉，〈自分に起こった出来事への嬉しさ〉について振り返っていた。 

 「うれしい言葉の木」は興味関心のある児童を中心に，特に1年生から4年生といった低・中学年には，うれし

い言葉を書いたり話したりする中で自己のうれしい感情を想起することに関して有用であった。言葉の中には，友

達の気持ちを想いはかったり，自分が言われてうれしかったことを人にも広げたりするような考えに発展させる

ことにもつなげることができているものもあった。さらに，「うれしい言葉の木」を見ることや，友達と書いたう

れしい言葉を共有することを通して，自分と他者の感じ方の同じところや違うところを捉えること，ポジティブな

感情を増やすことに関しても有用であった。加えて，児童は挨拶をコミュニケーションのスタートとし，他者と関

わる中で自己の感情を捉え，他者の感情を捉えることにつなげていた。 

 

(４)「（４）健康相談」で行う感情のコントロールへの段階的介入の方法の提案 

 本実践では，自己感情の理解から他者への向き合い方について考え，落ち着いて伝えることができるようになる

ことを目標に，スモールステップで段階的に向かえるよう「（４）健康相談」を構成した。 

特別実習では，本実践に特化した健康相談で使用するシート「気持ちを伝えてみようシート」を作成・提案し，
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実習校の養護教諭に助言をいただいた。助言をもとに，児童が記入する欄は，身体面の訴えから児童の感情に向か

えるような構成に修正した。今後，「健康相談①」～「健康相談⑤」についても自身の保健室で実践していくこと

で，健康相談で行う感情のコントロールへの段階的介入の方法として検討を進めていきたいと考える。 

 

(５)課題発見・解決・探究実習，教育実践特別実習での学び 

実習全体を通して，児童の実態を捉えたり，日々の児童との関わり方や保健指導での指導の仕方について学んだ

りすることができた。また，保健室では全児童に対して経年的に成長を見たり，働きかけたりすることができ，来

室者に対しては専門職として個別の関わりができること，学級では集団としての成長を促しつつ，個人の日々の様

子を捉えたり指導したりすることができることを実習の中で実感し，養護教諭や学級担任の役割について考える

ことができた。加えて，養護教諭，学級担任，学年団の先生，管理職等，多くの先生方が児童や教育について話し

ている様子を見せていただく中で，学校組織として児童を育てることの必要性についても考えることができた。今

後，実習での学びを活かし，養護教諭として児童の成長に携わっていきたい。 

 

(６)感情のコントロールへの段階的介入のプロセスのまとめ 

感情のコントロールへの段階的介入のプロセスを提案し，本実践において，集団への教育（学級活動・保健指導），

全児童への知識伝達（ほけんだより），児童の興味関心を引き出す（掲示への参加），個別支援（健康相談）の4つ

の側面を設定した。さらに，感情のコントロールに関して段階別に児童の発達を促すことをねらいとし，実態に応

じて課題への早期介入も組み合わせて立案した。その結果，知識を提供すること，体験により児童が知識を自己の

生活に落とし込むこと，疑問や課題を抱えた児童に状況に応じ，それぞれの目的に応じて連続した介入方法を提供

することができた。以上から，段階に応じて感情のコントロールの成長を促す可能性が示唆された。 

今後は，養護教諭として課題への早期介入に携わりながら，学校組織全体で児童の感情の発達について目標を共

有し，協力して取り組むことで，自らで感情のコントロールができる児童の主体性を伸長できるよう，検討を進め

ていきたい。 
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児童の生活実態に応じた養護教諭の予防的関わりの検討

田形くるみ

１．はじめに
子どもが生き生きと学び、運動等の活動を行うためには、学校という場において、子どもの健康の確

保が保障されることが不可欠の前提となる¹⁾。しかし、近年、子どもたちを取り巻く環境は、急激に変
化していて、子どもたちの心身の健康状態や健康に関わる行動に影響を与えており²⁾、肥満・痩身、生
活習慣の乱れ、メンタルヘルスの問題、アレルギー疾患の増加、性に関する問題など多様な課題が生じ
ている³⁾。どのような生活実態の子どもも、心身ともにより健康で楽しい学校生活を送り、生涯にわた
って健康の保持増進をしていくことができるように養護教諭の立場から、子どもたちの健康課題への対
応と予防的な関わりについて検討する。

２．実態把握
１）保健室来室児童の実態把握 健康に関する自己管理能力・その他
予測不可能な未来を生きていく児童に、健康に関する自己管理能力は必要な資質であり、力を身に付

けるための養護教諭としての支援を考えることは重要である。そこで、実習校の児童の健康に関する自
己管理能力についての現状を明らかにすることを目的とし、保健室入室から退室まで関わった児童
名の言動を、先行研究⁴⁾に基づき、健康に関する自己管理能力の 領域について、それぞれを４段階
で示し（◎：自分でできる、○：働きかけにより十分できる、△：働きかけによりできるが不十分、
×：できていない）、 、 、 、 ポイントとして平均を計算することで個別の自己管理能力を把握し
た。
結果、全体で高かったのは ポイントの社会のルールを身に付ける、 ポイントの対人関係能

力、 ポイントの自己表能力とけじめをつけるである。他の力に比べて低かったのは、 ポイント
の自己衛生管理能力、 ポイントのけがの自己処置・対応能力、 ポイントの自己決定・判断能力
である。ほとんどは、低学年よりも高学年の方が身に付いている傾向にあるが、低学年の方が数値の高
いものもある。

自己管理能力の実態を知るために児童と関わっていく中で、心身の疲れによると考えられる症状が多
いことを感じた。その原因として生活習慣、生活行動が関わっていることが考えられた。自己管理能力
の育成は重要である一方で、心身の健康を維持・増進するためには、それ以上に疲れ、生活習慣、生活
行動の影響が大きいと考え、疲れ、生活習慣、生活行動の実態把握とその課題に対する働きかけが重要
ではないかと考えた。

上位

全体 17a 社会のルールを身に付ける 7 対人関係能力 6 自己表現能力
17b けじめをつける

低学年 17a 社会のルールを身に付ける 17b けじめをつける 自己受容・自己肯定感を高める

高学年 7 対人関係能力 17a 社会のルールを身に付ける 6 自己表現能力
17b けじめをつける

下位
全体 14 自己衛生管理能力 2a けがの自己処置・対応能力 5 自己決定・判断能力
低学年 14 自己衛生管理能力 2a けがの自己処置・対応能力 5 自己決定・判断能力
高学年 2a けがの自己処置・対応能力 11 思考力 14 自己衛生管理能力
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２）児童の疲れや生活習慣、生活行動に関する実態把握
（１）生活習慣アンケート
先行研究⁵⁾から小学生の疲れの関連要因として、睡眠状況や、朝食、メディア使用などの生活状況が

関わっていることが明らかである。実習校でも保健室での児童の様子などから疲れと生活習慣、生活行
動の関連があることが考えられる。児童の生活習慣や生活行動、心の状態などについて知り、その理由
を明らかにすることを目的として、実習校の 、 、 年生 名を対象に、 年 月８日 木 また
は 日 金 に生活習慣に関するアンケート調査を行った。

結果と考察
①心の声（複数回答可）

楽しく学校に来ることができている児童は全体の １％、普通は ９％であった。また、ワクワク
３％、嬉しい ２％など、概ね肯定的な回答が多かった。一方で、疲れているが ８％、今日学

校に行きたくないと回答した児童も ９％見られた。疲れている、しんどいは６年生でその傾向が強か
った。複数回答の中には、普通・疲れている・イライラ等、普通とマイナス感情を両方選択した児童も
あり、マイナス感情でいることが普通の範囲である可能性も考えられた。また、その他の自由記述で
は、「ねむい」、「おなかすいた」、「ドキドキ」、「足がいたい」、「ゲームしたい」等自分の言葉でその時
の心の声を表現していた。

楽しい ワクワク 嬉しい 普通 疲れている イライラ 悲しい しんどい
今日学校に
行きたくな
かった

その他

全体
4年
5年
6年
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②就寝時間
就寝時間の平均は、全体 時 分、 年生 時 分、 年生 時 分、 年生 時 分であ

る。サーベイランス調査⁶⁾では ・ 年生男女 時 分、 年生男子 時 分、 ・ 年生女子
時 分であることから、全国と比べて遅い傾向にある。

③睡眠時間
睡眠時間の平均は、全体 時間 分、 年生 時間 分、 年生 時間 分、 年生 時間 分で

あり、学年ごとの睡眠時間は、学年があがるにつれ短くなる傾向があり、５年生は４年生に比較して有意に
短かった（ 、 年生 ± 時間、 年生 ± 時間）。４、５、 年生の望ましい睡眠時間は
～ 時間と言われており、サーベイランス調査では ・ 年生男女 時間 分、 ・ 年生男子 時間

分、 ・ 年生女子 時間 分であることから、望ましい睡眠時間、全国と比べて、短い傾向にあ
る。心の声と睡眠時間に差があり、疲れている児童では睡眠時間が有意に短かった今の気持ちと睡眠時
間について分析すると、疲れていると回答した児童はそれ以外の児童に比較して有意に短かった
（ 、 ± 時間 ± 時間）しんどいと回答した児童も有意に短かった（ 、 ±

時間 ± 時間）。

④目覚めたときの様子（複数回答可）
すっきり起きることができた児童は全体の ４％であった。すっきり起きられることが、睡眠が充

足している一つの目安になることを考えると、睡眠時間が不十分である可能性が考えられる。眠いが
３％にみられ、すっきり起きることができた児童よりも多かった。その他には、自由記述で「パッと

目がさめた」、「五度ねした、がんばって起きようと思っておきた」、「 日が不安だった」、「二度ねしよ
うとしたけど学校におくれるからやめた」、「早くおきすぎて起床時間までぼーっとしていた」等の記述
があった。目覚めた時の様子と睡眠時間について分析すると、すっきり起きることができたと回答した児童
はそれ以外の児童に比較して有意に長かった（ 、 ± 時間 ± 時間）。目が開きにくいと
回答した児童はそれ以外の児童に比較して有意に短かった（ 、 ± 時間 ± 時間）。

⑤メディア
・使用したメディア（複数回答可）
全体で見ると、テレビ使用の割合が最も高く ％、次いでスマートフォン ％、タブレット
％の順に高かった。

・使用内容（複数回答可）
動画が と最も多く、次いでゲーム 、調べもの 、学習 ％の順で、使用する割合が
高い。

・使用時間
全体では ４％の児童が１時間以内であったが、 ３％は 時間よりも長く使用していた。サーベ

イランス調査によると、スクリーンタイム ゲーム、インターネット、テレビ時間の合計時間 の平均が
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・ 年生男子 時間 分、 ・ 年生女子 時間 分、 ・ 年生男子 時間 分、 ・ 年生女子
時間 分である。実習校の児童の生活にかかる平均時間や、望ましい睡眠時間などからメディア使用
のうちエンターテインメントの種類の使用に、健康的な行動や学習の邪魔にならない範囲で費やすこと
のできる最大時間を考えると、 時間 分～ 時間 分であり、長くても ～ 時間程度が妥当であると
考えられた。

⑥朝ごはん

炭水化物・タンパク質・野菜果物をそれぞれ 種類と数え、３種類をバランスよく食べることができ
ている児童は ５％、 種類は ０％、炭水化物のみが ３％であった。食べていない児童も
７％見られた。サーベイランス調査結果と比較して、実習校の児童の朝食の状況は比較的良いものであ
ると考えられた。

⑦その他
排便時間の余裕について、今回の調査では、「排便の有無」ではなく、「排便をする時間的余裕がある

か」を尋ねた。その理由は、排便の状況には個人差があり、必ずしも毎日あるとは限らず、それより
は、２学期からの時程の変更や習い事、勉強等の多忙により時間的な余裕がなくなるのではないかと考
えたからである。はいと答えた児童は 、いいえは ％。帰宅してから登校するまでに運動をし
た児童は ％、家庭での学習時間 習い事を除く は約 分であった。サーベイランス調査では、 ･
年生男子 分、女子 分、 年生男子 時間 分、女子 時間１ 分であり、実習校の児童の家庭
学習の時間は長い傾向であった。また、アンケート前日に習い事をした児童は 、習い事をしてい
る人の平均時間は 時間 分であった。登下校での片道の時間は平均 分。アンケート調査より、
自宅で好きなことをしたり、家族とゆったり過ごしたりして疲れを取ることができていると考えられる
児童もいれば、好きなことをする時間だけでなく、睡眠や朝食の時間も十分に取ることが難しく、それ
が習慣化している児童、好きなことがゲームや動画視聴で、睡眠、朝食の時間を減らしてメディア使用
をしたい児童もいる。習い事以外の運動をしていたり、友だちと遊んで過ごしたりする児童の少ない実
態もある。結果から、児童の生活習慣や生活行動や時間の余裕のなさと、心の状態の関連が数値として
あらわれたと言える。

（２）保健室来室児童の疲れと原因
来室児童との関わり、保健室来室カードから児童の疲れの状況と原因について把握した。先行研究⁷⁾

の疲労自覚症状を評価する尺度である「自覚症調べ」では、疲労自覚症状として、ねむけ感、不安定
感、不快感、だるさ感、ぼやけ感の大きく つを挙げている。保健室に来室する児童のほとんどは、疲
労自覚症状のうちのいずれかを訴えていた。疲れた、と自分から伝えてくれる児童も多く見られた。こ

炭水化物のみ タンパク質のみ野菜果物のみ 2種類 3種類 お菓子のみ 飲み物のみ 食べていない不明
全体
4年生
5年生
6年生
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こで、疲労の影響について述べる。疲労はそれ以上の活動を制限するサインとして働き、疲労が回復さ
れず、慢性疲労状態になると、思考力・判断力・集中力・意欲が落ちたり、感情を抑えられずイライラ
したり、休んでも疲れが取れなくなったりして、生活に支障をきたす可能性がある。そして、疲労の原
因には、物理面、心理面、社会的環境面⁹⁾、病的要因がある。物理的要因では疲れること自体ではな
く、解消されないことが、心理的、社会的要因では、疲れが出ることが課題であると考えられる。物理
的要因、心理的要因、社会的要因は相互に絡んでいることが多い。具体的な疲れの要因は、塾やスポー
ツクラブなどの習い事や学習時間、通学時間、通常時程に戻ったことによる学校にいる時間、ゲームや
メディアの使用時間が長いことによって（社会的要因）体を動かしたり、目を使ったりすることが多く
なる（物理面）。同時に、休憩時間が短くなったり、生活習慣が乱れたりすること。心理面では、学校
や家庭などの人間関係への悩み、進路や学習、習い事のプレッシャーや劣等感、不安が挙げられた。社
会的環境要因による時間的な余裕のなさ等が心理的な疲れにつながることも多い。また、物理的疲れと
絡んで増幅することもある。主に心理的要因による疲れが見られてよく保健室に来室する児童数名を個
別で考えると、誰か伝えたい人に伝えられない、伝えても仕方ないと思っているという部分で共通して
いた。生活習慣の乱れが、疲れの原因になったり、疲れを増強させたりする場合に加え、物理、心理、
社会的要因が絡んだ疲れが生活習慣の乱れに繋がり、また疲れを増強させるという繰り返しが考えられ
る。自己管理によって変えていくことができる可能性のある場合もあるが、難しい場合があると考えら
れた。このような実態は、養護教諭によると、実習時もその後も大きく変わっておらず、現在も疲れを
訴える児童、夜遅くに寝たり、食生活が乱れたりしている児童の様子が見られる。

３．児童への働きかけ
１）ほけんだより
アンケート結果から、疲れと生活習慣について、児童一人ひとりに、自らのできていることや改善し

ていきたいことなど、現状を振り返って今後について考え、実践に繋げてもらえるきっかけのひとつと
することを目的として、養護教諭とともに保健だよりを作成、全校児童へ配布した。 、 、 年生のア
ンケート結果を踏まえ、疲れと生活習慣（睡眠、朝食、メディア使用）を結び付けたシリーズものとし
て 回にわたり配布した。以下は、メディア使用についてである。

結果
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児童が考えることができたか等をはかることができないことが課題。ただ、ある先生が、こころと体
を結び付けて考えられていいね、大切だと思う。と言ってくださった。

保健だよりの他に、保健室来室児童と話す中で疲れや生活習慣などについての働きかけをした。今後
は全体に向けて保健だより以外の働きかけを検討したい。

２）働きかけの検討
疲れの要因から疲れ解消のために必要なことを考え、働きかけを検討した。
物理：できるだけ早く解消…朝音楽に合わせて体操、机で寝たり目を休めたりする時間を設けるなど
心理：なくす、早く解消…友達、先生、保護者に言語表現をできる機会を増やす、関係づくり
社会：必要に応じて環境を変える 難しい場合は、変えられなくても話すことができるように
その他：知識を伝える・児童によるタブレットへの健康状態等の書き込み等 児童自身でも

４．養護教諭と教諭との連携
児童の心身の疲れや生活習慣の改善のためには、養護教諭だけでなく教諭との連携による見守り、関わり

が必要である。

１） 生活習慣アンケート結果の周知
（１）目的
生活習慣アンケートの結果を管理職や担任教諭等に共有し、児童の生活実態や健康実態を知っていた

だくとともに、日常の関わりに少しでも役立てていただけるきっかけとすることを目的とした。

（２）方法
管理職、主幹教諭、実習主任、研究主任の先生方には全体の結果を、それぞれの担任の先生方にはク

ラスごとの結果を、それぞれ 枚にまとめて報告した。内容は、心の声、睡眠、メディア、朝ごはん、
その他に分けた。それぞれの結果を表やグラフで表し、実習校の児童にとって望ましいと思われる生活
習慣の基準を示した。心の声などは、児童の具体的な記述を示した。また、児童のアンケート結果から
感じた、そのクラスの児童の素敵だと思う印象的なところについても記述した。

２）教諭へのアンケート調査
結果を報告した教諭を対象に、アンケート調査を実施した。

１  目的
児童のアンケート結果と、先生方が日常で捉えている、児童の健康実態、生活実態に差異があるか

どうか、先生方が、児童の実態を踏まえた子どもたちへの関わり、養護教諭との連携についてどのよう
に考えているのかを把握することにより、養護教諭の立場から、先生方と養護教諭の連携や、子どもた
ちとの関わりにためにできることを具体的に検討することを目的とした。
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２ 方法
生活習慣アンケート結果と一緒に、アンケート用紙をお渡しして、匿名任意で回答を依頼した。回

答は、どの程度当てはまるかについて 段階で答えていただき、具体的な場面等の記述をお願いし
た。 ３ 結果 で実際の質問と共に結果を示す。
３ 結果
回答は 人中 人（有効回答率 ３％）であった。

４名（ ４％）がとても当てはまる、７名（ ６％）がま
あまあ当てはまると回答しており、アンケート結果は先生方
が把握されている児童の実態とおおむね一致すると言える。

３名（ ３％）がとても当てはまる、５名（ ５％）がま
あまあ当てはまると回答していたが、 人（ ２％）はど
ちらとも言えないであった。
具体的に児童との関わりにどのように活かすことができると
思うか、については、「さっそく子供たちと結果を共有しま
した。私が子供の実態や生活の状況を知っていることが、子
供の安心感や、心の開きやすさにつながった気がします。頑
張っていることの話や、ちょっぴりグチをいつも言わない子
も話してくるようになりました。」「アンケートではイライラ

している子の割合が多く、日頃から、怒りのコントロールが難しい児童が多いです。おだやかな態度で
接すること、アンガーマネジメントを意識した活動の導入を心がけたいです。」「家庭でどうすごしてい

（
人
）

（
人
）
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るのかはふだん私たちが把握しにくい部分です。思っている以上につかれている、ゲームの時間が長
い、しっかりねれていないという実態を知ることで、クラスの子どもたちにかける声もかわってくると
思います。」「家での過ごし方について、懇談の話題にするなどして、家庭への啓発を図る。」などがあ
った。

６名（ ５％）がとても当てはまる、２名（ ２％）がまあ
まあ当てはまると回答していたが、 名（ ２％）はどちら
とも言えないであった。
具体的にどのような場面や目的で養護教諭と連携することが
できると思うか、については、「日ごろの何気ないことでも話
をするからこそいっしょに同じ目標で子どもを育てられると
思います。」「○○先生（養護教諭）はいつも子供たちの現状
や、その都度必要なことを個別や検診などの集団に指導して
くださいます。そのおかげで、私もそこで学んだことや、共

通の言葉で子供に投げかけることができてありがたいです。」「保健室利用の際に養護教諭にしか訴えら
れない内容があった際は、その内容を職員として共有し、生活習慣の改善に役立てる指導に生かせ
る。」「体調不良の場合、（保健室に行ったとき）睡眠時間や家庭での過ごし方、心の声等を伝えること
で連携が図れそう。」などがあった。

４ 考察
質問２のアンケート結果の児童との関わりへの活かし方の記述では、子どもへの直接的な働きかけ

と、先生の意識や行動の変化の大きく つに分けられた。子どもへの直接的な働きかけとして、アンケ
ート結果の共有をするなど、子どもが自他の現在の健康状態、生活習慣について知り、意識できるよう
にすることができる。また、日々の学校生活や授業において、個人や集団に向けて、子どもの伸ばした
い部分、または心配な部分にアプローチする指導に生かすことができる。先生の意識や行動の変化で
は、先生が実態を知って意識し、それに伴い、子どもや保護者への関わり方を考え、適切に変化させる

「一つ一つの調査に丁寧に解説を書いてくださり、分かりやすかったです。数字から分かること、そこか
らの改善点が分かりやすくまとめられていたと思います。」「見えない生活の一部が分かりました。」という
ご感想や「データの量分析はしていて傾向は知れると思います。サンプルで個別事例の分析を加えて、そ
の子の様子理解につなげていただけるとより生きる研究となると思います。」「○○（実習校）の傾向がよ
り明確になるよう、他校のデータと比較できるとより良いと感じた。」というアドバイスなどがあった。

（
人
）
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ことができる。実際にアンケートの目的や結果を子どもに伝えるという直接的な働き掛けと、先生が実
態を知り、意識することにより、子どもとの関係に良い変化が見られたことを伝えてくださる先生がお
られた。アンケートにより子どもの実態を把握し関わりに活かすことで、実態に即した子どもへの対応
が可能になるなどの効果がみられた例であると考えられる。
質問３のアンケート結果を踏まえて養護教諭と連携できる場面と目的の記述では、日頃の何気ない話

と、情報共有したことをもとに判断し取り組むことの、大きく つに分けられた。前者については、日
頃何気ない話をすることで一緒に同じ方向性・目標で子どもを育てることにつながっている。後者につ
いて詳しく述べる。情報共有とは、健康に関する専門性の高い養護教諭から教諭へ健康に関する専門知
識に関する情報共有と養護教諭と教諭の知る児童の様子の共有の大きく つがあった。養護教諭からの
専門知識の共有は、養護教諭から直接教諭にお伝えする場合、養護教諭による子どもたちへの指導を教
諭が見て知る場合などがある。養護教諭と教諭がそれぞれ把握した児童の様子を共有するには、具体的
に、保健室に来た子どもたちの訴えや状態などを養護教諭から教諭に伝え、教諭が子どもの指導に役立
てる場合、反対に、保健室への児童来室時に、教諭が児童の教室や家での過ごし方や健康状態等につい
ての情報を養護教諭に伝え、養護教諭が子どもとの関わりに活かす場合がある。そして、情報共有や、
教員の個人的な子どもへの働きかけにつなげることに留まらず、一緒に現状を判断し、一緒に子どもへ
の指導や地域家庭への働きかけをすることにつなげていくことができる。
アンケートから、連携することでより良くなるという意識を持つ先生が多いことがわかった。一方で、

連携する際の相手の負担について考えられている先生もいた。今以上の連携に必要性を感じていても、
どこかに負担がかかってしまう、実際にしていくことが難しいなどの考えがある可能性がある。連携の
必要性を感じていたとしても難しい実態がある中で、現実的により良い連携をしていくための方法の検
討が必要である。
アンケートの反省は、わかりにくい質問があったことだ。例えば、質問３の養護教諭と連携できる場面

について、先生方と養護教諭ではなく、外部と養護教諭の連携と思われていた方がいた。読んですぐに正
確に理解しやすい文章である必要があった。

理想の連携
実習校で養護教諭や先生方とお話をする中で、多忙により伝え合うことが十分にできていない時や、

伝え合うことができても今後どうするかを考えることまでできていない時があると伺った。また、子ど
もたちのすてきなところをもっと伝え合えたら嬉しいということもお聞きした。連携という言葉を聞く
と堅い印象を受けやすいが、普段から少しの時間でも、子どもや先生方、保護者等のすてきなところ、
少し困っていること等を雑談のレベルで個人間で伝え合って、先生方にとって連携がしなければいけな
いことから、楽しいこと、心が軽くなることになっていき、自然に情報共有、その後の話、子どもたち
への関わりにつながっていくのが、理想の連携だと考えた。
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まとめ
実習校において児童の生活習慣や生活実態、疲れをアンケートや保健室来室児童との関わりから把握し

た。そこには物理的要因に加え、心理的要因、社会的環境要因などが複雑に絡んでいることが考えられた。
働きかけとして保健だよりの作成、保健室来室児童への個別指導を行った。また、養護教諭個人の働きかけ
だけでなく、教諭と連携して子どもたちを見ていくことが重要だと考え、先生方へ向けた生活習慣アンケー
トの周知と同時に結果を踏まえたアンケート調査を実施した。児童の生活習慣、生活実態を踏まえた、疲れ
への働きかけのためには、養護教諭のみならず学校内での連携による継続的な対応が必要であることが明ら
かになった。

参考文献
１）中央教育審議会スポーツ・青少年分科会 学校安全・安全部会「子どもの心身の健康を守り、安
全・安心を確保するために 学校全体としての取組を進めるための方策について」、平成 年 月
日
２）池上佳那、 山田玲子、 岡田忠雄：小学生の疲労自覚症状とバイタルサインおよび生活状況の関
連、 年 月
３）野井真吾、鹿野晶子、中島綾子、下里彩香、松本稜子：子どもの“からだのおかしさ”に関する 保
育・教育現場の実感 「子どものからだの調査 」の結果を基に、日本教育保健学会年報、 、

巻、
４）齊藤理砂子、 岡田加奈子：中学生の自己決定・判断能力、自己表現能力、対人関係能力を 育成す
るための養護教諭の対応 ―インタビュー調査による対応のバリエーション拡大の試み―、 日本健康相
談活動学会誌、 、 、
５）田中良、鹿野晶、野井真吾：小中学生における疲労自覚症状の実態とその関連要因の検討、日本幼
少児健康教育学会誌２、 、
６）日本学校保健会：平成 年度・令和元年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書、令和
年 月
７）田中良、野井真吾：小・中学生における疲労自覚症状と生活状況との因果構造～世田谷区公立学校
における悉皆調査をもとに～、学校保健研究 、 、
８）上土井貴子：こどもの疲労にかかわる物理・心理・社会的環境の解明と予防、平成 年 月 日
９）篠原紘子、 江副真木、 渡邉靖江、 宮坂英行、 渡部賢一 「児童生徒理解を深めるための保健室
との連携」に関わる研究、相模原市立総合学習センター、平成 年度教育研究集録
１０） ： 、
、
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「最強」の外来種を想像する中学校理科授業の考案

名前 伊田 哲也

I. はじめに

1. 外来種問題

外来種は生物多様性に重大な脅威をもたらし，さまざまな影響を与える可能性がある（環境省・農林水産省・国

土交通省，2015；戸田，2005）。外来種は人為的な導入によりその自然分布領域の外に育成又は生育する生物種の

ことである（環境省ら，2015）。また，移入経緯としては意図的，非意図的な場合がある。意図的な導入としては

飼育，栽培，野外放逐などがあり，非意図的な導入では資材やタンカーのバラストの水などに紛れて導入される

（戸田，2005）。特にその種の中でも，我が国の生態系、人の生命又は身体、農林水産業等への被害を及ぼす又は

及ぼすおそれがあるものを「侵略的外来種」という（外来種被害防止行動 2015）。外来種問題はどのようなこと

が問題なのか，戸田（2005）は次のような問題を指摘している。人間の交易がないときは，各生物種は自然分布に

収まっていたため，地域ごとに異なる生物相が形成され，世界全体をみると高い生物多様性が保たれてきた。しか

し，外来種の侵入により生物相の独自性を破壊することに繋がってしまう。ある地域の生物相を構成する種の間に

は，捕食・競争・共生など様々な関係が地史的な時間スケールで形作られ，バランスの取れた関係が形成されてき

た。しかし，在来種と外来種の間にはこのような安定的な関係が見られない場合があり，特定の種の絶滅や群集構

造を大きく変化させてしまう。

例えば，外来種のカメであるミシシッピアカミミガメはペットとして輸入後，飼い主に放棄されて野生化し，そ

の影響で人へサルモネラ菌の感染や在来のニホンイシガメの絶滅寸前にすることやエサとなる生物にも影響を与

えている（今井，2005）。またオオブタクサは春先に発芽し急速に成長するため，地表面付近を被陰してしまい他

の植生を脅かし，在来生態系に著しい悪影響を及ぼしている（中村・石井・宮脇・鷹谷，2005）。これら以外の外

来種も日本で様々な悪影響を与えている。

2. 外来種教育のシステマティックレビュー

理科教育における外来種問題の授業

実践について取り扱った生物や授業形

態などを諸外国の研究から整理した。

方 法 は 「 Education Resources 
Information Center（ERIC）」のデータ

ベースを用いて文献を調査した。ERIC
は教育の授業実践が多く投稿されてい

るため用いた。本研究では「PRISMA 
2020 声明」を参考とし，「侵入種」「外

来動物」「外来植物」「外来種」「非在

来種」をキーワードとして検索した。今

回は学校と大学で実践したものに絞り，

実践の対象を小学校から大学生までと

した。流れは (図1)，１で授業実践であ

るかを論文の題名と要旨を見て授業実

践でない (17)もとを除外した (数字は

報告の数)。２では要旨の内容から一般向

けのもの (14)と授業の実態調査 (9)で
あるものを除外した。３では取得できるかを調べたところ，取得できない報告 (4)があった。４では教科書 (1)と
外来種を主題としていない (18)ため除外した。最終的にレビューに採用した報告は25となった。

”alien species” 
”invasive animal” 
”invasive plant” 
”invasive species”
”non-native species”

図 報告の抽出の流れ 報告の件数
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授業実践が行われた校種については，小学

校 (9)，中学校 (9)，高等学校 (6)，大学 (7)
であり，大きな偏りは見られなかった (数字

は報告の数，諸外国と日本では学年区分が異

なるため複数回数えている場合あり)。次に

扱われている生物については，陸生動物 
(8)，水生動物 (4)，陸生植物 (11)，水生植物 
(2)であり，陸生の動植物を扱うものが多い。

授業形態については，講義 (14)，対話 (13)，
観察・実験 (16) (うち野外観察 (16)，屋内観

察 (4)，実験 (1))である (講義して観察する実践などがあるため複数回数えている場合あり)。これらの形態は一つ

の授業で組み合わされている場合が多い。 

3. 学校現場での課題

文献調査からわかるように外来種問題を管理する上で，理科教育は重要な役割を果たす。日本では外来種問題に

対して環境省らが2015年に出した「外来種被害防止行動計画」で，「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，大学等

の教育機関は，国民の基本認識の形成に大きな影響力を持つ機関」であることが示されている。その中で中学校に

着目すると，2008年（平成20年）3月に学習指導要領が改訂され外来種を学ぶようになった。しかし，土井（2015）
の教科書分析から小学校，中学校，高等学校の教科書に要注意外来生物のことや，「外来生物被害予防三原則」に

ついて理解を促す記述は十分ではないことが分かった。また外来種を含む生物多様性の授業に関して，保全に関す

る教材が不足していることや科学的な知識のみではより現実可能な対策案は生み出しにくいとも報告されている

（山野井，2015；比嘉，2018）。山野井（2015）は「今後，外来生物を教材にした授業実践の研究や記録の蓄積が

理科教育に必要となる」と指摘する。日本の実践では外来種を学習するための授業実践が不足しているとわかる。

また，持続可能な開発目標（SDGs）でも外来種を含む生物多様性に対する様々な脅威を理解させることが世界的

な学習目標となっており，外来種教育をさらに発展させていく必要がある（国連教育科学文化機関，2020）。 
我々を取り巻く生物多様性を保護していくためには，外来種が侵略する特徴を理解し，それに対する戦略を立て

ることが必要である。これが理科の授業が生徒に与える学習の機会である。我々の周りの生物多様性を守るため

に，外来種が侵略する特徴を理解して対策を考えることが必要になってくる。生物多様性や生態系の影響を考えな

がら外来種の学習することができるのは理科の授業の特徴である。しかし，生徒にとって外来種が侵略する特徴や

なぜ悪影響なのかを理解することは難しいことである。先行研究では外来種の昆虫による被害を調べる活動（倉

林，2021），外来種を解剖して食害について調べる活動（森，2017）や，外来種の魚と在来種の魚を同じ水槽に入

れて外来種による影響観察する（比嘉，2018）実践があった。このことから外来種を取り扱う授業では，観察を行

い外来種の理解を深めている。しかし外来種が侵略する特徴を理解する学習の実践が少なく，生徒が侵略する特徴

を理解することは難しいだろう。よって本研究では外来種が侵略する特徴を理解できる学習の授業開発を行った。 

II. 授業実践

1. 描画法

生徒に外来種が侵略する特徴を理解させるためには，まずは生徒が考えている侵略する特徴を引き出させて，正

しい知識へ変容させていく必要がある。授業の手法として描画活動があり，佐々木（本）は「子供側も，自らのイ

メージを自覚的に捉えた上で，他者のイメージや観察，実験の結果等との比較・照合や，自らのイメージの変容を

把握することができる」と報告している。このような描画活動は「描画法」と呼ばれ，分析対象者が描いたイメー

ジ図を用いて分析を行い認識の状態を調べることにも使われている（佐々木，2016，2018a,2018b；山田，2014）。
この手法を用いることで外来種が侵略する特徴を理解させることができ，生徒が認識している外来種が侵略する

特徴も分析することができる。 
外来種の描画活動を行ったLampert（2015）の実践を参考に，外来種を想像させて描かせる活動の授業考案を

した。Lampert は大学生に「最強」の外来種を想像させて描かせる授業で，外来種を学習する単元を作成する上

で効果的であると報告している。今回は「最強」という語句を用いた意図として，外来種の絵を描かせるだけでは

まだ知識が少ないため，ある一定の生物（例えばアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメなど）に偏りをなく

すために意図的に使った。また生徒に「最強」の外来種を想像させて描かせることで，侵略から連想される様々な

特徴を抽出させる目的もある。生徒に「最強」の外来種を想像させて描かせる方法は，外来種の急速な繁殖，天敵

表 外来種の取り扱いの傾向

校種
小学校 中学校 高校 大学

取り扱った生物

動物 植物

陸上 水中 陸生 水生

授業構成
講義 対話

実験・観察

野外観察 屋内観察 実験
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の欠如，様々な生息地への適応性など，外来種が侵略に成功する要因について理解を促すものである。生徒に想像

させるといった自由な思考を促すことで，積極に取り組むことができ学習を促進させることが可能である。さら

に，地域の生態系に対する外来種の潜在的な影響を伝えることで，環境教育のサポートも行える。さらに授業後に

生徒の絵を分析することで，生徒の誤解を特定して，学習者の外来種に対する現在の理解を考察し，生物学的侵略

のより深い理解を育むためにさらなる指導を導くことができる。 

2. 授業実践

授業実践は，3時間構成で行った（表1～3）。 
本授業の目標は，「最強」とは例えば「体の大きさが在

来種より10倍大きい」といった極端な特徴ではなく，わ

ずかな特徴の違いが侵略性の原因となることを生徒に理

解させることである。題材は外来種の動物だけでなく，外

来種の植物も取り扱った。授業の流れは表1～3のように

行った。 
まず第１時では生態系について学習を行った。生態系

とはある地域で生物とそれを取り巻く環境をひとまとま

りにしたものであることを学習させて，さらに食物連鎖

や食物網といった関係があることも学習させた。生態ピ

ラミットを用いて生態系がバランスよく保たれているこ

とを示した。その後にその生態系のある生物がかけると

生態ピラミットのバランスが崩れてしまうことを示して

生態系には独自性が存在していることを気付かせた。 
次に第2時では，外来種の学習を行う。ここでは，ただ

外来種や在来種の説明をするのではなく，クイズ方式で

外来種か在来種化を考えさせて，生活に溶け込んでいる外来種（例：ニワトリ，米など）がいることに気付かせた。

その後，侵略的外来種が特に生態系に悪い影響を与えることを説明した。外来種がどのようにやってくるのかを意

図的な例，非意図的な例を用いて説明をした。さらに，侵略的外来種が引き起こす問題に何があるのかを生徒に考

えさせた後に，人間に係る被害，農林水産業に係る被害，生態系に係る被害があることを示した。その中でも生態

系に係る被害を取り上げて，生態ピラミットを用いて肉食の外来種が入るとするとどのように生態ピラミットが

変化させるのかを考えさ，バランスが崩れていくことに気付かせた。ただこの時間では，外来種が侵略する特徴に

表１ １時目「生態系の学習」

導入 身近な野生の動物，植物を挙げる 

展開 生態系，生物連鎖及び食物網 

まとめ 生態系の独自性 

表２ ２時目「外来種の学習」

導入 身の回りの外来種 

展開 外来種の導入の経緯と，引き起こす問題 

まとめ 生態系への影響 

表３ ３時目「最強の外来種の像」

導入 外来種の復習 

展開 「最強」の外来種を想像する活動 

まとめ 侵略する特徴のまとめ 

図1 生徒が描いた最強の外来種
（①②：外来動物，③：班の外来動物，④⑤：外来植物，⑥：班の外来植物） 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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ついては触れず，引き起こす影響だけに触れた。これは次の時間に影響しないようにするためである。 
最後の第3時では，導入では前時の復習を行い，この授業の目標を提示した。展開では，「最強」の外来種の動

物を想像する班と植物を想像する班に分ける。想像する流れは，まず「最強」がどのような特徴であるかについて

各自で考えさせた。その後考えた特徴に基づき，「最強の外来種」を絵に描き，絵の中に特徴も書き込んでいかせ

た（図 1 ①②④⑤）。個人での活動ができた後は，班で話し合って最強の外来種を１枚の絵に描かせた（図 1 ③
⑥）。絵を描く際には明らかに違う種を組み合わせないことや，絵はスケッチのように細かく描くのではなく外来

種の特徴がはっきり分かるように描くことを注意した。描画を行った後に実際に侵略している生物の例（ミシシッ

ピアカミミガメ，ハリエンジュ）を上げて，在来種と比較を行い，少しの差で侵略する特徴に変わることを学習さ

せた。 
 

III. 分析方法 
今回，授業前後で生徒の外来種に対する意識，態度，理解の変容を見るためにアンケート調査を行った。アン

ケートの内容は，外来種に対する考え，意識，侵略する特徴（動物），侵略する特徴（植物）に対する質問を5
問それぞれ5件法で回答を求めた。また最強の外来生物の動物と植物の名前とイメージを自由記述で求めた。 

今回は生徒個人が描いた絵の分析を活用した。授業の中で生徒には「最強」の外来種について，外来種が持つ侵

略する特徴を描かせた。絵を描かせることにより，外来種が侵略する特徴の解釈を明確にすることができ，生徒た

ちの理解を評価する異なる形の質的データを得ることができる。ワークシートには生徒が考えている侵略する特

徴を書く欄と，その特徴を基に「最強」の外来種を描く欄を設けた。これらは SCAT（Steps for Cording and 
Theorization）法（大谷，2007）を基に分析を行い，動物や植物の種類，認識された被害など絵からわかる特徴を

特定していった。このようにアンケート調査と描画分析の 2 つの方法で評価を行うことで，生徒の理解や認識を

総合的に把握することができ，評価プロセスの効果を高めることができる。 
 

IV. 結果と考察 
1. 描画の結果 
生徒の絵を分析した結果を表4に示す。 
動物の分類を見ていくと哺乳類が16枚，爬虫類が6枚，

昆虫と魚類が4枚となった。この割合は哺乳類と外来種を

結びつけて考えることが強いことが示唆される。同様に植

物の種類を見ていくと，花を用いて描かれていることが多

く12枚となった。そのほかにも擬人化された植物が6枚，

花がない植物3枚，その他1枚となった。 
具体的な特徴を見ていくと，繁殖の特徴が動物では描か

れているものが6枚と少ないのに対して，植物で描かれて

いるものが 13 枚と多くなっている。このことから，多く

の生徒が繁殖は動物の主な侵略する要因と考えていない

ことが示される。一方で，植物では繁殖が侵略していく重

表 生徒が描いた絵の分析結果
動物 植物

【分類】
哺乳類 維管束植物 花あり
爬虫類 花なし
昆虫 擬人化
魚類 その他

【繁殖の特徴の表記】
あり あり
なし なし

【毒の特徴の表記】
あり あり
なし なし

【爪・牙・棘の特徴の表記】
あり あり
なし なし
※文の右横に示した数字はテキストデータの数 

外来種に対する考え 
【Q1】 外来種はすべて悪い生物である 
【Q2】 外来生物をすべて駆除するべき 
【Q3】 ペットの外来生物は、自然に逃がしても問題ない 
外来種に対する意識 
【Q4】 外来生物についてもっと知りたい。 
【Q5】 外来生物が自分の住む地域の環境にどのような影響を与えているかについて調べたい。 
外来種の侵略する特徴 
【Q6】 卵や子の数が多く、産卵や出産までの期間が短い。 
【Q7】 体が大きく、食べる量が多い。 
【Q8】 毒を持っている。 
【Q9】 汚いところでも棲むことができる。 
【Q10】 天敵がいない。 
【Q11】 種子や胞子の数が多く、発芽までの期間が短い。 
【Q12】 種子や胞子が小さく、軽い。 
【Q13】 毒を持っている。 
【Q14】 汚いところでも棲むことができる。 
【Q15】 天敵がいない。 
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要な要因だと捉えていることがうかがえる。毒の特徴では，動物が 22 枚，植物が 18 枚となり，毒性がある場合

のほうが多く描かれている。爪・牙・棘といった特徴も同様に，動物では 27 枚，植物が 13 枚と生徒の絵に多く

描かれていた。このことから，生徒の頭の中ではこれらの特徴と外来種という概念の間に関連性があることが示唆

された。 
 

2. アンケート結果 Q1～15 
侵略する特徴の理解について大きく変わった質問は【Q7，11，12】となっている。この３つの質問ではどれも

「ややそう思う」と回答した割合が減少し，授業後では「そう思う」と回答した割合が増加した。このことから授

業前は侵略する特徴が大まかな理解であったが，授業後には確信的な理解に変容することができた。 
自由記述では，動物は授業前後で大きな違いはなかったが，植物は授業後に答えた生徒の割合が多くなった。回

答例として，授業前は無回答であったが，授業後はミシシッピアカミミガメ，繁殖期間が短い・天敵がいない・甲

羅で守られるといった回答をした。植物では，授業前がホテイアオイ，水が汚くなる・船が通らなくなる・花粉が

飛ぶから授業後はセイヨウタンポポ，種子が多い・軽いため遠く飛ぶ・根がしっかり張っていると回答した。この

ように授業後では侵略する特徴を書くことができている。このことから外来種が侵略する特徴を在来種と比較す

ることができており，実際に侵略する特徴を理解していることが分かる。また，侵略する特徴が大まかな理解から，

詳細な理解へと変容していることが考えられる。よってこの実践では，外来種が侵略する特徴を正しく理解するこ

とができる１つの授業モデルとなった。 
 
3. アンケート結果 自由記述 
自由記述の生物の名前の結果を表 5 に示

す。動物ではリストに掲載されていた数は特

に変化はなかった。書かれた生物を見ていく

と，授業前は外来種のカメや魚を書いている

生徒が多かったが，授業後は哺乳類の割合が

増えている。これは学習の中で哺乳類と外来

種を結びつけたことが考えられる。植物では

授業後は多くなっていた。このことから，授

業後では今まで知らなかった外来種を描画

の過程で学ぶことができることが示される。 
外来種の動物のイメージを表6 に示す。授

業前は“何でも食べる” “量を食べる”といった

食べるイメージが多くなっていた。授業後は

食べるイメージは少なくなっていき，外見の

特徴である“体の大きさ”“牙や爪の特徴”など

が多くなり，“毒を持つ” “気性が荒い”などと

いった生物が持つ特徴をイメージする生徒が

増えた。このことは描画活動で外見や特徴に

着目し，そこに侵略性の特徴があると考えた

生徒が多くなったことが示される。 
外来種の植物のイメージを表7に示す。“繁

殖方法の特徴” “繁殖力”といった繁殖に関す

るイメージは授業前後で書かれており，特に

授業後は多くなっている。描画活動を通して

繁殖が侵略性の特徴であるとイメージした

生徒が増えたことが考えられる。授業前は外

見のイメージは多くなかったが，授業後は外

見や生物の特徴のイメージが多くなってい

る。これは描画活動で外見に着目して描くこ

とで侵略するイメージになったと考えられ

える。 

表 生徒が思いついた外来種
授業前

リストに掲載 リストに未掲載 その他※

動
物

ミシシッピアカミミガメ ドブネズミ
ヌートリア ライオン
ワニガメ ハンマーヘッドシャーク
アリゲータガー イノシシ
ブラックバス ゴキブリ
アライグマ  
カミツキガメ  
クサガメ  
セアカゴケグモ  
アメリカザリガニ  
ウシガエル  
ヒアリ

植
物

シロツメグサ サボテン
セエタカワダチソウ
ホテイアオイ

授業後
リストに掲載 リストに未掲載 その他※

動
物

アライグマ ワニガメ
ヌートリア ライオン
ミシシッピアカミミガメ ヘビ
カミツキガメ 熊
ウシガエル ドブネズミ
セアカゴケグモ  
ツマアカスズメバチ  
アリゲータガー

植
物

セイタカアワダチソウ タンポポ
オオキンケイギク ナガエツルノゲイトウ
ハルジオン ナガミヒナゲシ
セイヨウタンポポ コケ

ヒガン
※ 生物名の右横に示した数字はテキストデータの数 
※２ その他は空想の動植物を書いたものを 
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表 生徒が思いついた被害，外見，特徴（動物）
授業前後

被害 前 後

生態系に
係る被害

〈在来種やエサとなる生物の捕食〉
なんでも食べる
量を食べる
捕食する

〈在来種との競合〉
場所を選ばない
繁殖力
天敵がいない
エサを奪う
繁殖方法の特徴
生息する範囲が広い
〈近縁の在来種と遺伝的攪乱〉

〈寄生生物・感染症の媒介〉
病原菌を持つ

人の生命
または身
体に係る
被害

農林水産
業に係る
被害

水を汚す
田んぼを荒らす

その他の
危害

悪臭
建物への被害
悪臭
外見，特徴

動物の
外見

体の大きさ
歯や牙の特徴
体が小さい
皮膚の特徴
爪の特徴
体の一部に色の特徴

生物の
特徴

噛みつく
毒を持つ
気性が荒い
寿命が長い
丈夫な巣を作る
動きが速い
目がいい
鼻がいい
集団でいる
甲羅がかたい

その他
※右に示した数字はテキストデータの数 

表 生徒が思いついた被害，外見，特徴（植物）
授業前後

被害 前 後

生態系に
係る被害

〈在来種やエサとなる生物の捕食〉

〈在来種との競合〉
場所を選ばない
繁殖方法の特徴
数が多い
繁殖力
在来種へ阻害
〈近縁の在来種と遺伝的攪乱〉

人の生命
または身
体に係る
被害

農林水産
業に係る
被害

船が通らない

その他の
危害

外見，特徴

植物の
外見

茎，花の特徴
大きさの特徴
棘の特徴
花の特徴
根っこの特徴
他の植物と似ている

生物の
特徴

毒を持つ
寿命が長い
耐熱性・耐乾性

その他
※右に示した数字はテキストデータの数 
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V. 考察 
1. 生徒の描画 
最初に思い浮かぶ外来種について学生を調査した土井（2019）の結果と比較すると，本研究で生徒が描いた種

にはいくつかの食い違いが見られた。例えば哺乳類の種は，土井の調査では一般的に外来種として認識されなかっ

たが，本実践の生徒の絵では目立つように描かれていた。この差はどのような種が侵略する生物になるのかを生徒

が十分に理解していないことを示唆している。植物でも土井の調査によると西洋タンポポのような花を咲かせる

植物は，生徒が侵略的であると認識した種の一つであった。これは生徒が描いた絵と密接に一致しており，生徒が

外来植物についてある程度理解していることを示している。 
毒性に関する回答は，多くの生徒が侵略する特徴を危険性や毒性と結びつけて考えているようである。さらに

牙・爪・棘といった外来種の外見着目していることから，侵略する特徴では外見が関係すると考えている生徒が多

いと示された。水野（2005）が具体的な外来種の生物名をあげて，どの程度悪影響があると認知しているのかを

調査したところ，感染症が疑われたハクビシン，噛み付く力の強いカミツキガメ，毒性の強いセアカゴケグモなど

といった人へ直接的な危害が加わる可能性のある外来種のリスクの程度を大きいと感じていると報告している。

このことから生徒は人に対する傷害・致死の影響が，生態系にも影響していると考えている可能性がある。必ずし

もこれらの特徴が同じとなるわけではないため，外来種の特徴が人に与える影響なのか，生態系に与える影響なの

かを明確に区別できる知識を付けていくことが必要となる。 
繁殖の特徴は，動物で描かれているものは少なかったことから，生徒は動物に対して繁殖の特徴は侵略する特徴

の一つではないと考えているとわかる。実際は，繁殖の少しの違いが侵略する特徴となっている。一方で，植物で

は繁殖の特徴が多く書かれていたことから繁殖が侵略する特徴であると理解している生徒が多いことが分かる。

植物では胞子や花粉が飛びやすいという表現が多く見られたため，植物は繁殖しやすいイメージを持ちやすくな

ると考えられる。 
 
2. 描画の分析と自由記述 
アンケートと生徒の描画の多くで，繁殖の特徴と生物の外見が主に変化が見られた。繁殖でのアンケートの授業

前後と生徒の描画は，動物ではあまり変化はなく，植物では生徒の描画に表記があり授業後のアンケートでは表記

が増えていた。これは描画の活動の中で生徒が外来植物の侵略する特徴の一つに繁殖が関係あると気付いたこと

を示される。理由として胞子や花粉が飛びやすいという表現が多く見られたため，繁殖しやすいイメージを持ちや

すいことがあげられる。しかし繁殖の特徴が与える影響として在来種との交雑もあるが，どちらにも表記はなかっ

た。これは生徒が交雑という目に見えにくい特徴の知識は乏しいことがあげられる。学習の中で交雑も含め繁殖の

影響について学習させる必要がある。 
授業後の質問紙調査では毒や外見の特徴について書く生徒が多くいた。これは描画の中でも毒や爪・牙・棘の特

徴が多く描かれていることから，生徒の中で最強を想像する上でモンスターを想像し，それが外来種の侵略と関連

させてしまった可能性がある。また授業後で外来種の名前を書けるようになった生徒の数は変化なかった。よって

外来種の種類や生物の認知を向上させることができなかったことが示される。これらのことから課題として実際

に外来種が侵略する特徴を調べさせて，その特徴を基に最強の外来種を描かせることで侵略する特徴や生物に気

付きやすくなることがあげられる。 
生徒が外見の特徴に注目した理由として次のことも考えられる。FancovicováとProkopら（2022）は，植物に対

する人間の知覚が、植物の特定の形態的特徴に影響されるかどうかを調べたところ，棘のある植物は棘のない植物

よりも危険であると認識された。また，花が咲く植物は花が咲かない植物よりも危険性が低いと認識された。この

結果と今回の結果を照らし合わせると，生徒は外来種の侵略する特徴に棘が危険であり特徴の一つであることを

考えたと示される。しかし花の特徴では正反対となっているため，外来種の侵略性の特徴は外見に着目している生

徒が多いことが分かる。植物だけでなく動物も外見に着目している生徒が多いことから，爪・牙・棘といった外見

こそが侵略性の特徴になると考えている生徒が多いため，侵略性の特徴を正しく学習させていく必要がある。 
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心理的な要因を背景として来室する児童への対応 

― 校内支援体制の連携に着目して ― 

市原千聖（指導教員 三村由香里，宮﨑善郎，服部康正） 

 

１．はじめに  

 子どもを取り巻く環境の変化により，児童・生徒の訴える健康問題も多様化している。学校におい

ては，子どもたちの健康問題に適切に対応し，解決していくための取組が求められている。平成 23

年の『教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引』において，学校生活においても新たな

課題が顕在化していることや，保健室来室理由の背景に身体的な問題よりも心に関する問題を抱えて

いる子どもが多いこと，医療機関等との連携を必要としている子どもが増えていることが示されてい

る１）。 

平成 27 年の中央教育審議会答申「チーム学校としての在り方と今後の改善方策について（答

申）」２）において，多様化・複雑化している子どもの心身の健康課題に学校が対応していくためには，

関係職員がそれぞれの役割を果たし，チームとして課題解決に取り組むことが必要であるとされてい

る。特に養護教諭は，児童・生徒の健康相談において，重要な役割を担っているとともに，関係職員

の連携体制の中心的役割を担っていることが挙げられている。平成 20 年の中央審議会答申「子ども

の心身の健康を守り，安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策につい

て」では，養護教諭は，現代的な健康課題の解決に向けて中核的な役割を果たしていることや，学校

内や地域の関係機関との連携を推進することが必要になっている中，コーディネーターの役割を担う

必要があることが示されている。子どもの心の健康問題における養護教諭の役割が重要視され，専門

性に対する期待が高まっていることから，養護教諭が日々の実践の中で意識的，半ば無意識的に行っ

ている一連の行為に着目して，養護教諭が蓄積してきた経験知を明らかにすることで，それらを実践

に活かすことができるようにすることが大切であると考える。そこで, 養護教諭が日々の実践の中で

行っている一連の行為に着目して，養護教諭が蓄積してきた経験知を明らかにすることで，それらを

実践に活かすことができるようにすることを目的として研究を行った。 

 

２．研究方法  

心理的な要因を背景として保健室に来室していると考えられる児童について，養護教諭の関わりや

学校全体の支援（効果的な連携の方法や要因）について検討した。 

１） 調査対象 A県 A町立 A小学校 

２） 調査時期 2022年 6月 6日～2022年 11月 4日 

３） 調査方法 

（1）実習期間中に保健室来室児童への対応調査として，養護教諭の具体的なかかわりと，それに対

する様子，学校内での連携からその後の対応など，養護教諭の日々の実践を明らかにした。また，学

校組織の中の養護教諭の役割と教員との効果的な連携の方法（要因）について検討した。 

（2）校内での連携における具体的な取り組みに関する実態や意識調査として，管理職１名，教員３

名にインタビューを実施した。連携においてのそれぞれの役割や連携しやすい学校の雰囲気，普段か

ら大切にしていること，養護教諭に期待する役割などについて伺った。 

 

３．結果と考察 

１）児童への対応や支援 
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【 A児（3年・女子）の支援実践】 

 
図 1 A児の性格・（担任が他の教員に配布した資料の一部） 

 

（1）実習期間中 

A児の様子 養護教諭のかかわりや

連携 

学校での支援 

・友達とのトラブルが多く，休み時間ごとに

サッカーなどを行い，遊んでいる中でトラブ

ルが起きる。トラブルがあり，感情が昂ると

暴れたり，手や足が出たりする。 

・友達とトラブルがあるたびに，保健室に来

室をする。どこか痛いところはないかと探し

て，保健室に来室することが多い。 

・A児が保健室の鍵を閉めることもあった

り，保健室に来室した児童に対して暴言を吐

くこともあったりする。  

・学習室（保健室の隣の教室）や保健室で折

り紙をして過ごす。家に帰ってからの遊びや

誕生日のことなどは機嫌良く話すが，「教室

に行かない？」と声かけをすると機嫌が悪く

なる。 

・自分の思いとは異なる言葉を言ったり，行

動をしたりする教員に対して，言葉遣いや態

度が荒い様子が見られる。 

・トラブルなどがあり，感情が昂っていると

きや呼吸が荒いときには，何を言っても聞か

ない様子。教員が近づくと，「あっちいけ」

「くるな」と叫んだり，足が出たりする。 

・得意（好き）なことには，集中して取り組

むことができる。 

・登校はするが教室には行かない。休み時間

はサッカーなどをしているがそれ以外の時間

は保健室や学習室で過ごすようになる。 

・何かと理由をつけて，保健室に来室してい

る。以前と比べると，そんなに怒っていなく

ても，保健室へ来室することが多くなる。 

・学校から，飛び出すことが増える。以前ま

では，怒り，叫びながら学校を飛び出してい

たが，姿を消すように出て行くことが多くな

る。 

・関係づくりを大切に

する。 

・A児の気持ちを尊重

し，A児の様子や話か

ら A児をとらえる。 

・記録をとる。 

・保健室をクールダウ

ンの場所として利用す

る。見守る，保健室で

作業をしたり，話をし

たりと心を落ち着ける

対応をする。 

・教職員と常にコミュ

ニケーションを図り，

A児の様子を伝えた

り，情報収集をしたり

する。 

・A児に関わる先生

に，学級担任から言わ

れていること，これか

らの流れやすることに

ついて情報を共有す

る。 

・学級担任と対応（困

ったこと）について振

り返ったり，気になる

ことについて，相談や

報告をしたりする。 

・支援を求める。 

・学級担任から全体に A

児の様子，どのように関

わってほしいかについて

の情報共有を定期的に行

う。 

・学級担任や管理職，養

護教諭，支援の先生が中

心に関わる。 

・対応の反省と今後の対

応の仕方について，話し

合いを行い，支援方法の

統一や工夫を図る。 

・保護者と学校での様子

から，A児自身が困って

いる，苦しんでいるた

め，家庭での様子や今後

について話し合う。 

・学級担任から保護者に

連絡をする。学級担任と

管理職で事前に話し合

い，今日伝えることを 1

つ決めている。１日の様

子から A児の良かったと

ころ，頑張っていたとこ

ろについても連絡するよ

うにしたり，連絡の際の

伝え方にも工夫したりし

ている。 

・学級担任から A児の様

子と保護者の思いについ

て，情報共有を行う。 

・外部機関を活用する。 

 

（2）実習期間後（令和 6年 1月でのインタビューから） 

A児の様子 学校での支援 

・落ち着いて過ごせている。 

・切り替えが早く，時間を気にするように

・『居場所』を作った。 

特別支援学級に A児の机やロッカーなどを作った。 
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方程式の学習を通じた数学的アイデンティティの形成過程に関する研究 
 

名前  谷畑 茉奈 

 
Ⅰ はじめに 
 数学教育において，どのように数学と付き合っていくか，どのように数学を自分の人生や社会に活かそうとす

るかという数学との向き合い方を育成することは大きな目標である．この目標の達成のためには，数学の教室に

おいて，自分が数学とどう向き合い，活かそうとするかという自分の在り方や認識である，数学におけるアイデ

ンティティというのは不可欠な視点であると考える．また，佐伯(2013)は，学びとはアイデンティティの形成そ
のものであるとし，自分が自分のアイデンティティを通して学びという活動に参加していくとしていることから，

アイデンティティという視点から子どもの学習を捉えることで，学習者をより理解することができると考える． 
 近年，数学教育においてアイデンティティに関する研究が盛んにおこなわれている。海外では，数学学習者の

アイデンティティや数学教師のアイデンティティについて分析している文献，ある特定の場面におけるアイデン

ティティやアイデンティティ形成と学習者同士，教師と学習者の相互作用の関係について研究している文献，ア

イデンティティと信念の関係や実践とアイデンティティの関係についての文献などがあり，研究者の関心は様々

である(例えば，Heyd-Metzuyanim，2013，2019；Boaler，2002；Goos & Bennison,2019)．日本においても，最近，
数学的アイデンティティについての研究がなされている(例えば，高橋，2013，2014，2015，2019；Uegatani, 
Nakawa, & Kosaka, 2021；西，2017，中市，2021)．一方で，研究者の立場の違いによる定義の一貫性の欠如が，
問題視されたことを受け，海外の論文のレビューが行われ(例えば，Darragh，2016； Graven & Heyd-Metzuyanim，
2019)，研究の整理，立場の分類，新たな課題の導出が行われた．課題の中の一つとして，アイデンティティ研究
で，数学は，生徒や教師が関わり，話し，観察される学校の学問として語られているが，その数学的内容につい

てほとんど追及されず，探究されていないという，数学的対象と教師や生徒のアイデンティティとの間に研究上

のギャップがあることを挙げている(Graven & Heyd-Metzuyanim，2019)．数学の特定の単元や段階，学習内容の
特徴とアイデンティティの間の関係性について十分に考慮されていなかったと考えられる．日本では，この指摘

を受けて，中市(2021)が文字式の証明という学習内容に焦点を当て，中学二年生の数学的アイデンティティにつ
いての研究を行っているが，他の学習内容と数学的アイデンティティとの関係はまだ明らかになっていない． 
 本研究の目的は，方程式の学習を通じて生徒がどのようにして，どのような数学的アイデンティティを形成し

ていくのかを明らかにすることである．本研究では，方程式の学習の流れに焦点を当て，生徒が数学的アイデン

ティティを形成していく流れを含めて，生徒の数学的アイデンティティを分析する．なぜなら，中学一年生が学

習する方程式は多くの生徒がつまずく単元の一つだからである．文字に対して，未知数としての見方が導入され

ること，＝記号に対して，計算結果を表すという意味から等しい関係を表すという意味が加わることが生徒にと

って方程式の学習が困難になる要因であると考えられる．中学一年生が，算数と数学の違いの一つとして経験す

る方程式は，生徒の数学的アイデンティティに大きい影響を与えていると考えられる． 
 目的の達成のため，本研究では，第 2 章で，アイデンティティについての概念，定義と先行研究についてまと
め，第３章では，Sfard, A. & Prusak, A. (2005)，スファード,A.(2008)でアイデンティティとそれが形成されるプロセ
スの捉え方についてまとめ，第４，５章で，それらをふまえた分析の立場を明確にし，分析，考察を行う．最後

に，本研究における成果と今後の課題について述べる． 
 
Ⅱ アイデンティティ 
アイデンティティという概念は，Eriksonから始まり，今日まで様々な領域で使用されている。アイデンティテ
ィは個人の中だけで語られるものではなく，社会・文化的なつながりも含めて語られるものである。この章では，

アイデンティティ概念と算数数学教育におけるアイデンティティの定義の動向についてまとめる。 
2.1 アイデンティティ概念 

エリクソン(1959)は，アイデンティティを自分自身の斉一性と時間の流れの中での連続性の直接的な自覚と，
自分の斉一性と連続性を他者が認めてくれているという事実の自覚であるとしている。連続性とは，自分自身が

変化しても同じ人間であるという自覚であり，斉一性とは，自分はだれでもない自分自身であるという自覚のこ

とである。同時にアイデンティティには，この二つの自覚を他者からも同じようにみなされているという自覚も
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ある。アイデンティティとは決して自分の中だけの問題ではなく，自分が所属している社会との関係の中でその

社会の一員として社会の構成員に認められて初めて構成されるものであるといえる。 
 Wenger(1998)は，アイデンティティは，過去，現在，未来の学習の軌跡が関係しており，また，実践の共同体
によって決まる可能性があるとしている。アイデンティティとはこれまでの自分の経験から形作られるものであ

ると解釈できる． 
2.1.1 算数数学教育におけるアイデンティティの定義の動向 

数学教育の中でアイデンティティ研究は盛んにおこなわれているが，問題点も指摘されている。その大きな一

つが，研究文献の中でアイデンティティの一貫した定義やアイデンティティの使用方法などが曖昧であり，どの

ような視点や立場がとられているか分からないという指摘である(Darragh，2016；Graven & Heyd-Metzuyanim，
2019)。また，Sfard & Prusak(2005)でも，現在の文献でのアイデンティティという言葉の使用についてほとんど説
明がついていないことを問題視しており，定義を明確にし，運用性を確認する必要があると指摘している。 
 以上の問題から，アイデンティティの運用可能な定義についての研究がなされている。この節では，研究者の

アイデンティティの定義と立場による違いについてまとめる。 
①Sfard & Prusakによるアイデンティティ 

 Sfard & Prusak(2005)はアイデンティティを「個人に関する重要で承認可能なストーリーの集合」(Sfard & 
Prusak，2005，p.16)と定義しており，アイデンティティをナラティブの点から捉えている。ナラティブとして定
義することで，アイデンティティは人間が作り出した「対象」となり，調査が可能になること，著者や受け手が

存在し，個別に語られたとしても，集合的に形成され，人の認識やニーズによって変化しうるものであることが

主張されている。彼女らは，ナラティブは著者や受け手によって，変化しうるものであることから，一人の人間

の中に複数のアイデンティティが存在することを主張し，それをふまえて調査する必要があると述べている。ア

イデンティティの特定(識別)は，「すること」についての表現を「あること」についての表現に置き換えた時に生
じる。行為が状態に変化することで，アイデンティティを用いて，過去の経験に基づいて今，未来の状況を考え

ることが可能となる。また，アイデンティティには実際の(actual)アイデンティティと指定された(designated)アイ
デンティティの二つが存在し，実際の(actual)アイデンティティとは，その人の現在の状況によって表される物語
であり，指定された(designated)アイデンティティとは，実際のアイデンティティの一部になる可能性があると信
じられている物語で，周囲の人の語りから生み出されるものであるとしている。その上で，学習とはこの二つの

アイデンティティの間にあるギャップを埋めるためのものであると論じている。 
②Bishopによるアイデンティティ 

 Bishop(2012)はアイデンティティを「特定の社会的文脈の中で交渉され，過去の歴史，出来事，個人の物語，経
験，慣例によって生気を与えらえた自分の動的考察，及び参加の仕方として定義する。アイデンティティとはあ

るコミュニティにおける自分のことであり，それゆえ，個人的にも集団的にも定義されるものである。アイデン

ティティは，役割や参加方法に関連しているが，私はアイデンティティをより広い意味で定義している。また，

アイデンティティは，在り方や話し方，物語，及び感情，態度，信念などの情緒的要素を包含しており，必ずし

も役割という言葉に含まれない側面もある。」(Bishop，2012，p.38)と定義している。また，Bishop(2012)は数学的
アイデンティティについて「私は数学的アイデンティティという用語を，数学という科目とそれに対応する活動

に関して自分が誰であるかについて，しばしば暗黙的に持っている考えを意味するために使用する。この定義に

は，その人の話し方，行動，在り方，そして数学に関して他者がその人を位置づける方法が含まれている。数学

的アイデンティティは，与えられたコミュニティ，教室，または小集団において数学を行うことが何を意味する

かに依存するものである。」(Bishop，2012，p.39)としている。 
 Sfard & Prusak(2005)の指定された(designated)アイデンティティが周囲の人の語りで生み出されることをふまえ
ると，いずれの定義においてもアイデンティティとは社会的文脈に固有でありその文脈内の活動に関係している

と考えられる。 

2.1.2 Langer-Osuna & Esmonde(2017)によるアイデンティティ研究のための4つの理論的アプローチ 

数学教育におけるアイデンティティ研究は次の四つの立場から論じられていると述べている。アイデンティテ

ィをどの角度から研究するかは，立場によって変わる。①ディスコース的(ポスト構造主義的)アプローチ，②立
場的(ポジション的)アプローチ，③ナラティブ的(物語的)アプローチ，④精神分析的アプローチである。以下，こ
の四つの立場についてまとめる。 
①ディスコース的(ポスト構造主義的)アプローチ 
 ディスコース的(ポスト構造主義的)アプローチとは，個人をその選択や能力ではなく，人間関係や物質性など
のパターンとして整理する方法であり，人物を構成する社会文化的ディスコースに決定はされないが，属してい
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る。アイデンティティは，広範囲のディスコースがある特定の立場を利用可能にし，人々が主体性を発揮する方

法を制限することに関連して，構成され，数学的アイデンティティとはより広範な権力構造によって形作られる。

研究方法は，インタビューなどを用いて，広い社会文化的文脈との関係での分析である。数学教育研究の中で，

個人が数学の教授と学習をどのように認識するかの可能性を形成するアイデンティティがどのように広範な権力

構造に影響を受けているかを明らかにするために使用される。 
②立場的(ポジション的)アプローチ 
 立場的(ポジション的)アプローチとは，社会文化的・組織的な視点を有し，「話す言葉，話し方(フォーマルさの
程度)，行為，場所，表現する感情，服装は交流する相手との社会的カテゴリーや特権的地位の主張と同一性を示
すものである」という立場である。アイデンティティは，社会的相互作用の中で，特に会話を通じて主体的な立

場を構築するもの，社会的文脈の中で他者との関係において個人が誰であるかを主張するものである。数学的ア

イデンティティは，数学的空間において人々が自分自身や他者について主張することで発展していく。研究方法

は，ミクロ・アイデンティティ(時間内における個人のポジション)か，厚みのあるアイデンティティ(安定し，位
置づけられる可能性が高くなったもの)の立場で分析する。立場的アプローチでは，教師も生徒も教室の参加者で
あり，お互いにアイデンティティは変化する。数学教育研究の中で，特定の数学に関連するアイデンティティの

発展について，数学的空間において提供される関与，学習，アイデンティティの機会をどのように獲得，変更，

抵抗しているかを明らかにするために使用される。 
③ナラティブ的(物語的)アプローチ 
 ナラティブ的(物語的)アプローチは，自分自身や他の人々について語るストーリーをアイデンティティとする
立場である。ナラティブ・アイデンティティでは，アイデンティティは対象であり，人について語られる重要で

承認可能なストーリーの集合と定義する。対象であることから，この物語はさまざまな社会的実践の中で，他者

に位置付けられるという経験から生まれることがあり，異なる語り手と異なる聴衆によって語られる物語の集合

体であるため，人は自分のアイデンティティをコントロールすることができない。数学的アイデンティティは，

人々が数学の経験を理解し，成功と失敗，所属と離脱のストーリーを展開する。研究の際には，自己の位置づけ

だけでなく，他者による位置づけも重視する。アイデンティティは内面的で不可知なものではなくなるので，人

間によって形作られ，時間，文脈，語り手によって変化し，インタビュー，観察，伝記の収集といった経験的手

法によって研究者がアクセスしうるものとなるので，これらを分析することができる。生徒と教師のアイデンテ

ィティを分析するときには考え方が異なり，生徒のアイデンティティ分析では，数学について語る時，どのよう

に帰属意識を高め，また排除するかに焦点を当て，教師のアイデンティティ分析では，過去や個人的な歴史がど

のようなものであったかに焦点を当てる。数学教育研究の中では，特定の種類の経験が，数学教育やそれ以外の

社会における軌道をどのように形成しているかを明らかにするために使用される。ただし，教師と生徒のアイデ

ンティティがどのように形成されているか，ストーリーの創造に寄与する教室の相互作用の詳細を捉えることは

できない。この二つについては②立場的(ポジション的)アプローチで捉えることができる。 
④精神分析的アプローチ 
 精神分析的アプローチでは，「アイデンティティが，感情，不安，無意識的な欲求とどう関係しているか」を調

べることができ，「恐怖や不安，幻想や欲望，愛や悲しみ，情熱や無意識，理屈や迷信に焦点を当てることができ

る」という立場である。この立場は，個人が周囲の世界をどう解釈しているかに焦点を当てている。アイデンテ

ィティは，自分の強い無意識の力によって支配されながら，その内なる力と協調し，確立していく。数学的アイ

デンティティは，人々が，恐怖，不安，欲望，憧れに対処することによって発達する。②立場的(ポジション的)
アプローチとは，他者の相互作用を鏡のように利用しているという鏡(ミラー)の概念という点で関係している。
教室では，教師の評価や仲間との相互作用が，生徒が自己についての感覚に統合しなければならない鏡(ミラー)
として機能する。研究方法は，鏡を分析するという②立場的(ポジション的)アプローチと似たものであり，教室
での相互作用の感情的な反応に焦点を当てる。数学教育研究の中では，数学的な指導や学習において，個人がど

のような感情的な関係を築いているのか，数学への(非)関与は不安や欲求に対処する方法なのかを明らかにする
ために使用される。 
また，Langer-Osuna & Esmonde(2017)は，個人だけでなく，その周りの社会を含めたアイデンティティを明ら
かにすることが課題であると指摘し，立場的(ポジション的)アプローチは，地域的，構造的な力が作用する中で，
どのように自分のアイデンティティを交渉しているかのメカニズムに焦点を当てるのに適しており，ナラティブ

的(物語的)アプローチは，生徒や教師が自らの社会的経験を数学でどのように意味づけているかを明らかにする
のに適していることから，この二つの立場はうまく機能する可能性があると述べている。 
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2.2 数学的アイデンティティに関わる先行研究の整理と課題 

 ここでは，数学的アイデンティティを分析している先行研究とその先行研究で述べられている課題を整理する。 
2.2.1 海外における先行研究の整理 

Sfard & Prusak(2005)は，ナラティブとして定義されたアイデンティティを用い，移民者と原住民のアイデンテ
ィティと学習の関連性の違いについて分析している。アイデンティティは社会的立場や周囲の人からの影響を受

けて形成されている，または指定されているため，生きてきた社会が違うと指定されたアイデンティティにも違

いが表れ，それが影響して学習への意欲にも違いが生じると考えられている。 
Heyd-Metzuyanim(2013)の研究では，ディスコースから数学授業におけるアイデンティティ構築のプロセスを
分析している。構築されるアイデンティティのプロセスを把握するため，生徒のディスコースを数学的言葉，記

号を使って，数学的な対象について話すことである「数学化」と参加者が自分を他者として認識し，語る方法で

ある「主体化」という二つのカテゴリーに分けている。その分析の結果，生徒が特定の数学的領域で自己認識す

る方法とその領域で数学的思考をする方法との間に強い関係があること，また，アイデンティティの衝突が数学

コミュニケーションを阻害していたこと，教師と生徒が共同して生徒のアイデンティティを構築していたことな

どが明らかになった。 
2.2.2 日本における先行研究の整理 

我が国での数学的アイデンティティ研究には，高橋(2013，2014，2015，2019)や西(2017)，中市(2021)などがあ
る。 
 高橋(2013)では，算数に関して子供が形成する素朴なアイデンティティの様態と，それらのアイデンティティ
の形成に影響を及ぼすいくつかの要因について明らかにしている。インタビュー，参与観察，作文などの分析か

ら，小学二年生のある特定の児童が，算数が得意で好きであることの自覚に基づく素朴な個人的アイデンティテ

ィを形成しており，また，算数授業での規範性が反映する学級集団への帰属意識という規範的アイデンティティ

を高めていることが示され，その要因として認知面の高さの自覚，情意面の豊かさと情意を高めようとするメタ

レベルでの自覚，認知面と情意面及び社会環境と関連する学習への素朴な義務感，算数の社会的重要性に対する

意識，級友の存在の重要性への意識などが示されていた。 
高橋(2014)では，小学二年，小学三年の長期にわたる一貫性のあるアイデンティティに焦点を当て，高橋(2013)
と同様の研究方法を用いて，算数数学と生涯係わることへのアイデンティティ，算数数学の情意としてのアイデ

ンティティ，算数数学で級友と比較するアイデンティティ，算数授業で教師を信頼するアイデンティティの四つ

の一貫性のあるアイデンティティを見いだしている。高橋(2014)は，四つの一貫したアイデンティティは児童生
徒が算数数学に関わることで意識される常識的なものであり，これらが算数数学における児童生徒の個性を作り，

生涯にわたり学び続けようとする真の学力を生み出すのであれば，アイデンティティに注目する必要があるとも

述べている。また，課題として，この四つのアイデンティティの連関性やこれらの一貫したアイデンティティに

関連する短期に変容するアイデンティティに注目する必要性を挙げている。 
 高橋(2015)では，小学二年から小学四年にかけてある児童に焦点を当て，算数数学の情意としてのアイデンテ
ィティの変容と自己の認識への評価があり，算数への好意性が低くなった後でも，情意的な肯定性があったこと，

情意要素がいくつかの算数数学のアイデンティティを連関させることが明らかになっている。また，自ら行う学

習は楽しくできるというアイデンティティがより強い自己を形成し，学習観としてのアイデンティティを転換さ

せうるという仮説を示している。課題としては，授業における算数数学の情意としてのアイデンティティの肯定

的な形成をどうしていくのかということが挙げられている。 
 高橋(2019)の研究では，小学校高学年生期から中学生期にかけて，ある生徒の役割の獲得に焦点を当てて数学
的アイデンティティの様態を明らかにしている。この生徒のケースでは，主体的に学習をする者としての役割を

持つというアイデンティティが計算と証明という異なる教材への好意性の違いに影響を与えていることが分かっ

た。獲得された役割のある性格が内在化し，保持されることで，人間の算数数学との係わりを強く方向づけてい

ると述べている。 
西(2017)は，習慣という面からアイデンティティを分析し，数学教師を目指す者は，数学教育を通して形成さ
れる人間として「自信を持っている」性格のアイデンティティを持った人間が形成されているという仮説を示し

た。ただ，実際の中学・高校生を対象に調査する必要，授業形式と人間形成との関係を明らかにする必要がある

という課題を述べている。 
中市(2021)では，文字式という数学内容に着目し，中学二年生の学習の振り返りから，数学の内容に自分なり
の価値を見いだすことに関するアイデンティティ，他者に伝えることと数学的表現に関するアイデンティティ，

数学で学んできたことをこれからの自分に活かすことに関するアイデンティティの三つを特定している。また，
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これらの数学的アイデンティティは自己，他者，教材の特性，過去の自己，未来の自己のそれぞれの視点の関係

性から特徴を捉えることができることを明らかにしている。この研究で最後に述べている課題として，学習内容

の特性との関係を明確にするため，他の学習内容で調査し，比較する必要性を挙げている。 
 
2.3 本研究での数学的アイデンティティの捉え方 

この節では，本研究におけるアイデンティティの捉え方についてまとめる． 

Darragh(2016)は，数学教育研究において，アイデンティティを獲得として定義する心理学的観点と，行動とし
て定義する社会学的観点の 2 つの理論的枠組みがあるなかで，アイデンティティを社会学的に定義したのにもか
かわらず，心理学的な結論を導き出しているという矛盾した方法でアイデンティティが語られていることを問題

視している．Darragh(2016)に従い，2 つの理論的枠組みの混同を避け，社会学的な観点からアイデンティティを
分析するため，Sfard & Prusak(2005)の定義に従う．2.1.1でも述べた通り，Sfard & Prusak(2005)はアイデンティテ
ィを「個人に関する重要で承認可能なストーリーの集合」(Sfard & Prusak，2005，p.16)と定義しており，アイデ
ンティティをナラティブの点から捉えている．つまり，物語を語ることそのものがアイデンティティの形成であ

るとしている．また，「語り(ナラティブ)」として，すべてのアイデンティファイイングストーリー(アイデンティ
ティを形成する語り)は，Aをアイデンティファイイングされた人物，Bを語り手，Cを聞き手とする 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 のトリ

プルで表現することができ，このレタリングの中では，一人の人間の中に複数のアイデンティティが存在するこ

とが明らかになり，ある個人についての語りは時には，矛盾していることもあるため， 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵  を用いて異なるアイ
デンティティを設定する(Sfard & Prusak，2005)．具体的には， 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (本人から語られた場合)， 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵 (他者から語ら
れた場合)， 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 (他者から他者に語られた場合)があり，この中でも特に， 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (自分が自分に語る場合)が特別と
されており，一般的には同一性という言葉が使われているもので，これは，自分自身に影響を与える可能性が高

いとされている(Sfard & Prusak，2005)．              
また，アイデンティティには実際の(actual)アイデンティティと指定された(designated)アイデンティティの二つ
が存在し，実際の(actual)アイデンティティとは，その人の現在の状況によって表される物語であり，指定された
(designated)アイデンティティとは，実際のアイデンティティの一部になる可能性があると信じられている物語で，
周囲の人の語りから生み出されるものであるとしている。その上で，学習とはこの二つのアイデンティティの間

にあるギャップを埋めるためのものであると論じている。 
 主体化は，ディスコースの焦点が，行為やその対象から行為の実行者に移る時に起こるものであり(スファード，
2008)，具体的には，「～すること」についての表現を「～であること」についての表現に置き換えること，すな
わち，行為についての表現を状態についての表現に置き換えることである(Sfard & Prusak，2005)．この主体化と
いう活動の産物をアイデンティティとして捉えている．分析では，この「～であること」の表現に注目し，アイ

デンティティを捉えていくことが必要であると考える． 
 今回の分析では，生徒の振り返りを基にアイデンティティを分析するため，語りをアイデンティティと捉え，

インタビューや伝記などからアイデンティティに研究者がアクセスでき，分析できるようになる Langer-Osuna & 

Esmonde(2017)の4つの立場の中のナラティブ的アプローチに立つことができるSfard & Prusak(2005)のアイデンテ
ィティ定義をとることとした．  
 

Ⅲ 数学学習の捉え方 
  Sfard & Prusak(2005)におけるアイデンティティの定義を利用するにあたり，数学学習の捉え方，アイデンテ
ィティ形成までの流れを明らかにする必要がある．したがって，本章では，スファード,A.(2008)を基に数学学習
の捉え方等について整理を行う． 
 スファード,A.(2008)では，活動をコミュニケーションとして捉え，思考を「個人間コミュニケーション」の個
人化バージョンであると定義している．その中でも，扱う対象，媒介物，従う法則によって，「一部の人を引き寄

せ，他の一部の個人を排除する，異なるタイプのコミュニケーション，つまりコモグニション」(スファード，
2008，p.99)をディスコースとして定義しており，今回分析を行う方程式の授業においても方程式のディスコース
が存在する． 
 また，このディスコースにおいて，学習者は複数のルーティンを行っており，ルーティンとは，反復的なディ

スコース的行為を記述するメタディスコース的規則の集合であると定義される(スファード，2008)．すなわち，
対象レベルの「語り」を生成し立証しようとする，ディスコース参加者の活動におけるパターンを定義するもの

である(スファード，2008)．数学的ルーティンは，数学的対象についての「語り」を生み出すことを目指してお
り，これは探究ルーティンと呼ばれる(スファード，2008)．そのほかにも，他者との絆を想像し維持することを
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目的とした儀式ルーティン，対象の物理的・知覚的な変化を目標とするものである，実行ルーティンがある(スフ
ァード，2008)．スファード(2008)は，児童生徒が数学化する際には，探究ルーティンに従事していると思われが
ちだが，他の 2 つのルーティンに取り組んでいることが多く，どのように探究ルーティンに変更していくかが教
育上の課題であると主張している．生徒がどのルーティンにいるかによって出てくるアイデンティティも異なっ

ていると考えられる． 
 以上の理論より，授業の中で，生徒は，数学的ディスコースに新参者として参加(数学化)し，ディスコースの
中で，探究ルーティンに取り組むことが目指されているが，実際は，儀式ルーティンや実行ルーティンに取り組

んでいることが多いと考えられる．このような活動の中で，自分やクラスメイトに対する語りが，「～する」とい

う言葉，動作，ジェスチャーとして表れ，それらが徐々に数学について，自分を主語とした「語り」(主体化)と
して表れると考えられる．生徒の数学化の度合いとともにアイデンティティを見ていくことも重要な一つの視点

であると考える． 
 
Ⅳ 調査目的・方法   
4.1 目的 
 本研究の目的である，方程式の学習を通じて生徒がどのようにして，どのような数学的アイデンティティを形

成していくのかを考察するために，方程式学習後の生徒の振り返りから数学的アイデンティティに関わる視点，

語りを明らかにすることを調査の目的とする． 
 調査の対象者は，ある公立中学校に在籍する第一学年の生徒である． 
4.2 授業の概要と分析方法 
 授業は，9月から10月にかけて，全14回行われた．授業は，教師が例題を用いて，方程式の解き方を生徒と確
認した後，生徒が問題に取り組み，最後に生徒が全体の前で問題の説明を行うという流れで行われた．生徒が問

題に取り組む際，自由に席を動き，生徒同士で問題を考え，教え合う時間が多くとられた．  
 調査対象である中学 1年生に方程式の単元の学習後，「方程式」の単元を通した振り返りを記述させることによ
ってデータを収集した．また，実際に行われた方程式の授業をビデオで撮影したものもデータとして収集してい

る．振り返りを行う際，教師は生徒に対し，「私と方程式」という題目で 200語程度の作文を書くように指示して
おり，生徒がなかなか書けない場合，方程式の学習を通して，できるようになったこと，分かったこと，友達と

学んで感じたことなど，何でもよいと具体的に指示している． 
 生徒の振り返りの記述を分析する際には， Sfard & Prusak(2005)の枠組みに基づき，Aをアイデンティファイイ
ングされた人物，Bを語り手，Cを聞き手とする 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 のトリプル(振り返りでは，教師に提出するという面と，生
徒が自分自身の学びを振り返るという面から， 𝑆𝑆𝑇𝑇 𝑆𝑆 ， 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 の 2つのアイデンティティが多く表出すると考えてい
る．)で分析を行い，「A+(状態動詞)～．」のパターンを持つ文章をアイデンティティ文と捉える．状態動詞の具体
例は，である(be 動詞)，持っている，知っている，になった，分かる，理解するなどである．ただし，アイデン
ティティが語りとして表出する前には，自分を主語として行為で自分と数学について語る文が存在しており，そ

れが自分の状態として語られる時その行為を主体化と呼び，表出された語りがアイデンティティであるため，ア

イデンティティだけでなく，行為文にも気を付けて分析する必要がある．なぜなら，方程式を学んだばかりの生

徒がすべてアイデンティティとして語るわけではなく，まだ「何かになりつつある私」の状態にいる場合の方が

大きいと考えられるからである．行為文としては，「A+(動作動詞)～．」のパターンを持つ文章とする．  
 データの分析は，大きく分けて 2 段階で行った．まず，生徒の振り返りからアイデンティティ文とそれにかか
わる行為文の抽出を行った．生徒の振り返りには，主語が抜けているところが多くあるため，主語を補って文章

化している．次に，アイデンティティ文の分類を行い，方程式の学習における数学的アイデンティティの視点を

抽出した．それに加えて，行為文から今後可能性のあるアイデンティティを見いだし，それらの視点を抽出した． 
 
Ⅴ 分析結果及び考察 
5.1 アイデンティティ文についての分析結果と考察 
 生徒の振り返りから抽出したアイデンティティ文の分類を行ったところ，方程式における数学的アイデンティ

ティの視点を５個抽出することができた．以下で紹介するアイデンティティが方程式における学習で生徒が形成

した数学的アイデンティティであると考えられる． 

 

１．方程式を使って問題を解くことに関するアイデンティティ 

 このアイデンティティは，自分が方程式を使って問題を解くことができるようになるというアイデンティティ
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である．生徒が感じる難しい問題，比を使った問題，方程式の計算，文章題など生徒が解けるようになった問題

は様々であるが，この「語り」の前に，方程式のよさに気づいたり，教師や友達に教わったり，自分で復習した

りという経験が記述されており，これらの経験を通してこのようなアイデンティティを形成したと考えられる．

以下に，「方程式を使って問題を解くことに関するアイデンティティ」の例を紹介する． 

 

1-1：方程式を使うことによって xを求めることや、逆に分からない数を xとして計算することが可能になりまし
た。それによりより難しい問題や比をつかったもんだいなどもとけるようになりました 
1-2：先生が授業でやり方を聞いたり、友達から方程式の解き方を教わってから少しできるようになりました。 
1-3：今までの小学校の授業でやっていたような問題を方程式のやり方を使って解いたり、ある物の「量や時間」
などを文字に表してX＝◯という形で分からないものを分かるように文字に変えて計算ができるようになった。 
1-4：一見すごく複雑そうに見える方程式も今までの計算方法を使ってみたり、友達と自分の意見を交換してみた
りすれば解けるようになった． 
1-5：方程式を学んで、自分はいろいろな計算ができるようになりました。 
 
２．文章題が苦手なことに関するアイデンティティ 
 このアイデンティティは，方程式の利用にあたる文章題への苦手意識に関するアイデンティティである．この

「語り」を記述している生徒は，１の「方程式を使って問題を解くことに関するアイデンティティ」を形成して

いる生徒も多くいた．しかし，計算はできるが，文章題になるとわからない，苦手など，方程式を作ることに関

しては苦手であるというアイデンティティを形成していた．また，小学校の頃から文章題は苦手であるなど，他

の単元で形成されたアイデンティティが方程式の単元でも作用してしまっている生徒もいた．以下，「文章題が苦

手なことに関するアイデンティティ」の例を紹介する． 
 
2-1：文章題が苦手なので、計算の仕方を確認しておきます。 

2-2：文章を読み取る問題などが、あまり得意ではない 
2-3：文章問題の例題とかがすごい苦手だからすぐに諦めたり、「無理」「出来ない」ってばかり言ってた。 
2-4：私は方程式の文章問題が苦手です。これまでの学習でも文章問題は苦手だったけど方程式は速度や比、分数、
少数など色々ありすぎてどの手を使って式を立てればいいのかわからなくなります。 
2-5：私はまだ、道のり、速さ、時間の方程式を使った文章問題が苦手 
 
３．方程式の内容に困難を感じることに関するアイデンティティ 
 このアイデンティティは，方程式の解き方や使い方が分からない，理解できない，難しいといったアイデンテ

ィティである．それに加えて，方程式自体が苦手であるというアイデンティティもあった．特に，分数や小数の

入った計算に苦手意識を感じている生徒が多くいた．以下，「方程式の内容に困難を感じることに関するアイデン

ティティ」の例を紹介する． 
 
3-1：覚えると簡単らしいけどわたし的には難しかった。  
3-2：最初は文字式の応用ならできるだろうと思っていたのですが、文字式以上に注意することもあったので難し
かったです。 
3-3：今は少数とか分数が出てきて分からなくなってる 
3-4：数字がたくさん出てくると解くことが難しくとても悩んでしまう 
3-5：方程式の計算は苦手です特に比例や分数などが苦手です、まあｘなどの文字式などの計算がそもそも苦手な
のですが、一つの計算に色々な工夫をしなければいけないので苦手です。 
 
４．方程式の内容理解に関するアイデンティティ 
 このアイデンティティは，方程式の解き方，内容が理解できたというアイデンティティである．移項の方法，

計算の仕方，工夫方法など方程式を解く際に必要となる考え方，方法を身に付けたというところから形成された

と考えられる．以下，「方程式の内容理解に関するアイデンティティ」について紹介する． 
 
4-1：初めの頃は方程式の解き方が分からなかったけど、家で計算の練習を重ねたら方程式の解き方が段々と分か
ってきて計算の仕方が分かった。 
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 4-2：方程式の勉強をして違う考え方でも計算することができることがわかりました。他にも移項する際は符号を
反対にすることや、身のまわりの問題を、方程式を使って解くことができることなどがわかりました。 
4-3：先生の話を聞いて方程式の解き方かなんでやるのかわかった。 
4-4：方程式を学ぶ前は、問題の解き方がよく分からなかったけど単元が終わりに近づくほど分かるようになりま
した。 
4-5：学ぶ前は「方程式」ていうやり方も分からなくて「一次式方程式 計算ミスあるある」をやってから「＝」

をそろえたりすることがわかった。 
 
５．数学と自己に関するアイデンティティ 
 このアイデンティティは，数学への向き合い方，自己評価に関するアイデンティティである．方程式の学習を

通して，自己がどうなったかについての「語り」が少ないが見られた．以下，「数学と自己に関するアイデンティ

ティ」について紹介する． 
 
5-1：今までは問題が解けなくても何も気にしなかったけれど、今は解けるまで勉強するようになった。 
5-2：自分の自己評価は、あまりだめだとおもいました。 
5-3：方程式では計算問題がよく理解できてい手得意だったので自信をつけることができました。 
5-4：方程式は得意だったので自分は友達に教えたりした。 
 
5.2 数学的アイデンティティになる可能性のある行為文についての分析結果と考察 
 ここでは，まだアイデンティティにはなっていないが，今後，数学的アイデンティティになる可能性のある行

為文について抽出する． 
 
１．計算を間違える，できないという行為 
 この行為文は，方程式を解く際に，符号間違い，移項間違いなど計算を間違えてしまった，できないというも

のである．今現在は，今後注意したい，見直しをして気を付けたいなど，計算間違いからの改善をしていきたい

という文章が多く書かれている．改善が起こった場合，このアイデンティティは形成されないが，計算間違いと

いう行為を続けた場合，自分は計算間違いをしてしまう，問題が解けないから，方程式ができないというアイデ

ンティティを形成する可能性があると考えられる．以下，この行為文の具体例を紹介する． 
 
1-1：分数をふくむ方程式を解く時に、計算間違えや、符号を変えてなかったりしていたから今度からは注意して
行きたい。 
1-2：移項が、テストでも間違えてしまったので、問題を解いたあとは、必ず見直しをするよう気をつけます。 
1-3：知識・技能では、計算ミスをして点を落としてしまった。時間が足りなくて急いでいたからだと思う。もう
少しスピードを上げて解けるようにする。 
1-4：分数の文字式の計算や小数点がつく計算や小数点や分数の分配法則をする計算があまりできなかった 
1-5：友達と一緒にワークシートを解いていたときや、単元テストのときに方程式の計算の式はあっていても答え
が間違っていたりしていたからもう一度、見返して復習をしようと思った。 
 
２．計算ができるという行為 
 この行為文は，方程式の問題を解くことができたという経験を語ったものである．この語りの後には，今後も

方程式を頑張っていきたい，方程式を使っていきたいなどの語りも書かれていた．この行為が今後も続いた場合，

計算ができるようになったから，計算，方程式が得意，ひいては数学が得意というアイデンティティを形成する

可能性がある．以下，この行為文の具体例を紹介する． 
 
2-1：友達の意見を聞いたりいろいろな問題を方程式のやり方で解いたりすることができた。これからも方程式の
やり方を使って、自分が分からない問題も方程式で表してどんな問題でも解けるように方程式を頑張っていこう

と思う。 
2-2：数が分からなくてもその分からない数の文字に書き換えて X＝◯のような形で表し計算をすることができた。
これからも方程式を使って色々な分からない問題を解いていきたいです。 
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３．方程式を解く楽しさ，うれしさに関する行為文 
 この行為文は，方程式という単元において，楽しさやうれしさなどの感情を感じた語りである．問題が解けた

ことに対するうれしさ，方程式自体のおもしろさ，楽しさなどの語りが書かれていた．この行為，感情が今後も

続くと，方程式が好き，数学が好きというアイデンティティを形成する可能性がある．以下，この行為文の具体

例を紹介する． 
 
3-1：この単元を学ぶ前までは、方程式と聞くと堅苦しい感じや、「難しそうだな」「面倒くさそうだな」などと思
っていたけれど、いざやってみるとコツさえつかめれば意外と簡単で、「面倒くさそうだな」から「意外と簡単で

楽しい」に変わりました。 
3-2：方程式は仲間分けのような感じで〜イコール、〜という感じでズバッと答えが出るので面白いし達成感があ
って楽しい。 
3-3：友達に分からないところを教えてもらったりしてちょっとずつできるようになってきて嬉しかった。 
3-4：方程式を学ぶ前は、何だこれ、難しいなと思っていました。けれどやり方を学んでいくとどんどん問題がと
けるようになってきて楽しくなりました。 
3-5：答えがあっていたら自分で成長したなとわかり、前のプリントを見ているとあぁ、ここ今ならわかるのにと
悔しい気持ちになることが多々あり、それもそれでとても嬉しくなりました。 
 
４．友達に助けてもらったという行為文 
 この行為文は，友達が助けてくれるという友達に対する語りである．自分が分からなかった時，困ったときに

友達が助けてくれて分かった，教えてもらって理解したなどの語りが書かれている．これらの行為文は，自分で

はなく，助けてくれた友達のアイデンティティを形成する可能性があると考えられる．この語りをよく聞くよう

になった友達は，自分は数学がよくできるというアイデンティティを形成する可能性があると考えられる．また，

助けてもらった生徒が友達は数学がよくできると語りはじめ，それが友達のアイデンティティを形成する可能性

がある場合もあると考えられる．以下，この行為文の具体例を紹介する． 
 
4-1：友達から方程式の解き方を教わってから少しできるようになりました。 
4-2：友達に聞いて色々と教えてもらいなんとか理解できるようになり、これを次の単元に活かせたら活かしたい
です。 
4-3：方程式での説明の仕方で自分ではこう言うと考えていたけれど友達の説明の仕方がとてもうまくてわかりや
すかったです。自分も言葉の意味などがそれぞれわかるようになれば友達のように良い説明ができるかなと思い

ました。 
4-4：でも、周りの友達たちの協力もあり、等式の性質を利用し、ここはこうなんだ、そこはそうなるんだ。 
 
Ⅵ おわりに 
 本研究では，まず，生徒の方程式学習後の振り返りから，アイデンティティ文とそれに関係する行為文を抽出

した．抽出されたアイデンティティは，以下の 5 つである．①方程式を使って問題を解くことに関するアイデン
ティティ，②文章題が苦手なことに関するアイデンティティ，③方程式の内容に困難を感じることに関するアイ

デンティティ，④方程式の内容理解に関するアイデンティティ，⑤数学と自己に関するアイデンティティ． 
続いて，今後アイデンティティになる可能性のある行為文が 4 つ抽出された．①計算を間違える，できないと
いう行為，②計算ができるという行為，③方程式を解く楽しさ，うれしさに関する行為文，④友達に助けてもら

ったという行為文． 
 これらの数学的アイデンティティは，生徒がどのように数学の授業に向き合い，何を形成したかを明らかにす

るために有用な視点であると考える．方程式の学習を通して生徒は上記のような数学的アイデンティティを形成

するというデータを集めることができた．これらのデータは，方程式における学びに向かう力，人間性を明らか

にする可能性があると考える． 
 しかしまだ課題もある．本研究で特定した数学的アイデンティティは方程式に限定したアイデンティティであ

るが，他の単元でのアイデンティティについてはまだ明らかになっていない．引き続き他の単元におけるアイデ

ンティティについても明らかにする必要がある．また，まだアイデンティティにはなっていないが，なる可能性

のあるアイデンティティについて行為文を例に紹介したが，実際今後どうなるかはこれからの生徒の経験が関わ

っているため，長い目で生徒の数学的アイデンティティがどうなるかを考えていくことも必要である．これら 2
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つの課題については今後の課題としたい． 
 最後に，生徒は 1 単元で様々な経験をし，アイデンティティを形成している．その経験は，単元の性質だけで
なく，授業の方法，クラスメイトとの関係など様々な要因が絡み合って起こっているものである．教師になった

際には，自分の一言，授業の方法が大きく生徒の数学的アイデンティティに関わる可能性があることに注意して

授業を行っていく必要がある．教師として，数学的アイデンティティとどう向き合うか考えながら授業に取り組

んでいきたい． 
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小学校社会科における社会形成力の育成

－教科横断的な視点に立った社会参加学習－

名前 中田 将輝

Ⅰ 本研究の目的と方法

本研究では，社会形成力を育成する上での教科横断的な学びの意義を明らかにすることを目的とする。特に小

学校社会科における社会参加学習に着目して考える。

現在，情報化やグローバル化が激しく進み，社会が目まぐるしく変化している。これからの社会を生きる子ど

もたちはその変化に柔軟に対応し，自分の考えや意見をきちんと持ち，一人の市民として社会に参加していくこ

とが求められている。社会参加できる市民を育成する方法の つとして社会科での社会参加学習がある。松浦

（ ）によると社会参加学習は批判的参加学習や実践的参加学習のように形態がいくつかあり，唐木（ ）

や松浦（ ）といった実践例も多くみられる。しかし，そのほとんどは社会科の中で完結するものが多く，国

語科や算数科などの他の教科を関連させた実践は見られない。

では，なぜ社会参加学習に教科横断的な学びが必要なのだろうか。新学習指導要領では育成がめざされる資質・

能力が「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の つに整理されている。

これらの資質・能力を身に付けさせる上でカリキュラム・マネジメントの実施が求められている。カリキュラム・

マネジメントとは教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくものである。

その中の つに「教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと」

（文部科学省， ， ）が示されている。このように学校現場ではより質の高い教育活動をするために，教

科等横断的な視点に立った学びの実践が求められている。つまり，教科横断的な学びを社会参加学習に組み込む

ことで，より質が高く効果的に社会形成力を育成することができるのではないかと考える。

そこで本研究では，次のような方法で上記の目的に迫る。まず，本研究のキーワードでもある「社会形成力」

や「社会参加」「教科横断的な学び」に関する用語を整理する。次に本研究の仮説を設定し，検証するための授業

を構想し実践を行う。そして，実践の結果から成果と課題を明らかにする。

Ⅱ 本研究の理論的基盤

社会形成力

本研究では社会参加をしていく上で必要な資質・能力の つである「社会形成力」の育成に着目して考えてい

く。唐木（ ）は，「社会形成力」を「科学的社会認識」「意思決定力」「社会的実践力」を総合した資質・能力

であるとしている。「科学的社会認識」は知識相互の関連性を構造的に理解すること，「意思決定力」は問題解決

力，批判的思考力などという能力，「社会的実践力」は何かに関心をもち，何かしようと考え実行することという

態度に関するものとされている。これらは「科学的社会認識」をめざす社会科授業を第 類型，「意思決定力」の

育成をめざす社会科授業を第 類型，「社会的実践力」の育成をめざす社会科授業を第 類型のように類型化が

できるという。唐木は「それぞれ個別にも成立し得るものだが，第 類型が成立するためには，第 類型が，そ

して，第 類型が成立するためには第 ・ 類型が，それぞれ前提とならなければ成立しえないという関係になっ

ている。」（ ）と述べている。

これらの つの力は，第 類型に近いほど，社会科の固有性が強く，第 類型に近いほど汎用性が高い資質・

能力ではないかと考える（図 ）。社会科の授業だけで社会的実践力の育成をめざすことは可能だが，社会科固有

の資質・能力だけでなく，最終的には提案・行動をするための資質・能力が必要になる。具体的には，プレゼン

テーション力や解決策を考えるための問題解決力などの資質・能力が必要になるのではないだろうか。これらの

資質・能力は他の教科でも育成をめざすことが可能である。そのため社会科だけでなく他の教科を関連させるこ

とは効果的ではないかと考える。つまり 社会科を通して社会的実践力までを育成するためには，教科等横断的な

視点に立った学びが必要であり，そこに教科横断的な学びを組み込んだ社会科学習を行うことの意義があるので

はないだろうか。
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「社会形成力」は社会科の固有性が強いものから汎用性が高いものも含むため，小学校段階でどの程度育成す

ればよいのかを明確にするためにも具体的に定義をしておきたい。そこで 本研究における「社会形成力」の定義

を実践にそくして「地域にある課題の解決策について協働しながら根拠をもった自分の考えを形成し，提案する

力」と考えることにする。

図 唐木（ ）を基盤とした社会形成力の構図（筆者作成）

社会参加

‐ 本研究における「社会参加できる市民」

ここでは，社会参加という言葉について整理をしておきたい。そもそも「社会参加」とは何を意味するのか。

小栗ら（ ）によると社会参加には「ボランティアや投票などの個人的な参加」や「現状の社会を維持する参

加」ように定義が曖昧であると述べられている。そのため一概に社会参加を定義することはできない。そこで，

本研究では実践にそくして「社会参加できる市民」を「地域にある課題の解決に取り組み，主体的によりよいま

ちづくりに関わることができる市民」と定義して考えることとする。

‐ 社会参加学習－授業構成上の視点－

社会科授業の形態の つとして社会参加型の社会科授業（以下，社会参加学習）がある。社会参加できる市民

の育成をめざすためには，社会参加学習が有効であると考える。社会形成力を育成するための社会参加学習を構

成していくために西村（ ）は次のような課題を加味した授業理論を立てることが必要だと述べている。その

課題とは中長期の小中高一貫のカリキュラムを組み，社会参画は社会認識と一体化された能力として構成したり

子どもの社会参画の質を保証した活動場面と活動内容を組織したりすることである。前章でも述べたように教科

横断的な学びを行っていくためにはカリキュラム・マネジメントが必要である。これらのことから社会形成力の

育成をめざす教科横断的な社会参加学習を行っていくためには中長期の小中高一貫という縦のつながりでの視点

と各教科の関連性という横のつながりでの視点を踏まえた授業を構成していくことが必要になるのではないかと

考える。本研究でははじめて社会科を学習する小学校 年生の段階において社会形成力をどのように育成してい

けばよいのかを考えることとした。

教科横断的な学び

新学習指導要領における教科横断的あるいは教科等横断的な学びとは「学習の基盤となる資質・能力」を育成

するためのものである。二宮ら（ ）によると教科等横断的な視点に立った学びは次のようにまとめられる。

教科等横断的な視点に立った学習は教科横断的学習と領域横断的学習に分けることができる。教科横断的学習は

授業自体は各教科で行うが，それぞれで内容や活動につながりを持たせ，学習の基盤となる資質・能力を育成す

ることができる。さらに教科横断的学習は 種類に分けることができる。同時期に単元や 時間の授業の中につ

ながりを持たせる合科型と既習事項やこれから学ぶ内容のことを関連させてつながりを持たせる関連型である。

領域横断的学習は つのテーマについて各教科を総合しながら考えていき，現代的な諸課題に対応できる資質・

能力を身につけさせることができる。本研究においては，社会形成力を身につけさせる上で前者の教科横断的学

習の形での実践が有効なのではないかと考えた。そこで，本研究における定義を次のように定める。教科横断的

な学びとは，「各教科の学習内容や活動につながりを持たせ，学習の基盤となる資質・能力を育成するための学び

のこと」である。

社会形成力

社会参加に必要な資質・能力 めざす姿 評価の観点

汎用性：高

汎用性：低

社会的実践力

（第 類型）
提案・行動する 学びに向かう力・人間性等

意思決定力

（第 類型）
現実的な意思決定をする 思考力・判断力・表現力等

科学的社会認識

（第 類型）
社会的事象を因果関係から説明できる 知識・技能
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教科を横断して育成できる資質・能力は様々ある。では，具体的にどのような資質・能力があるのだろうか。

課題発見実習（ 年 月～ 月）では，計 日間実習校の 年生の全授業を観察させて頂き，子どもたちの姿

とそこに対する教師の手立てについて考察した。そして，教科を横断して育成できる資質・能力はどのようなも

のがあるのかについて以下のようにまとめた（表 ）。

表 にまとめたものは社会科の授業だけでなく，その他の教科での学びの様子でも見られたものである。「子ど

もたちの姿」にも整理しているように つの教科に限らず他の教科でも必要となってくる資質・能力に課題があ

る様子も見られた。この点からも つの教科だけでその資質・能力を育成するのではなく，他教科での学びと関

連させて教科を横断して育成していくことは重要になってくるのではないかと考える。

表 各資質・能力に関する子どもたちの実態と教師の手立て

資質・能力 子どもたちの姿（実態） 教師の手立て

情報活用能力

情報収集力

・一言一句抜き取っている

・情報の妥当性を考えられていない

・キーワードや重要そうなところを

抜き取るように指示

・机間巡視をしながら情報の正確性

を確認

情報整理力

・カテゴリーごとに整理できていない

・情報の使用用途が不明になっている

・ファイルを作成し，ファイル内に

保存するように指示（グーグルク

ラスルーム内）

情報発信力
・写真や文の配置に困っている ・教科書の内容をもとにポイントを

確認

問題解決能力

問題把握力
・何を問われているのかを理解できて

いない

・問題を読む際に何が問われている

のかをポイントごとに確認

問題解決力
・正しい答えかどうかを確認できてい

ない

・ペア活動を通して，答えを確認

豊かな心

思いやり

尊重

・相手のよさを伝え合っている ・完成したものを評価しあう場面を

設定

コミュニケ

ーション力

・論理的な文で発言している子が少な

い

・「なぜ」や「どうして」と聞き直す

などして子どもたちに発言させ

ていた

（筆者作成）

Ⅲ 研究仮説

前章の理論的基盤を踏まえて本研究における仮説を次のように設定した。「地域の困りごとに対する解決策に

ついて実現可能性に着目をし，様々な教科の見方・考え方を働かせる思考活動を行うことによって社会形成力を

育成することができる」。小学校 年生の社会科では地域を題材にして学習することが多い。そのため本研究では

地域を題材にし，中でも地域が抱える困りごとに着目をして，その解決策を考えていくこととした。また，唐木

（ ）が述べているように社会参加に必要な資質・能力を育成するためには実際に社会に子どもたちが参加し

ていくことが望ましいと考えられる。本実践でも授業を構成するにあたって解決策を実際に提案したり現場の課

題を実際に見て考えたりと社会に参加していくことを想定して考えた。「実現可能性の着目」については子どもた

ちの考える解決策が空想事で留まるのではなく，実現可能なものを考えることで社会科での学習を活かしたり

様々な資質・能力を活用して考えたりすることができるのではないかと考えた。「様々な教科の見方・考え方を働

かせる思考活動」については，社会科をはじめとする各教科の見方・考え方を働かせることで，より具体的で根

拠のある解決策を考えることができ，効果的に社会形成力を育成することができるのではないかと考えた。以上

のような理由でこのような研究仮説を設定することとした。

Ⅳ 授業の実際

授業構成の視点

前述した研究仮説を検証するために次の 点をもとに授業を構成することにした。ここでは授業を構成する上

での枠組みについて説明する。
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（ ）日本型サービス・ラーニング

社会参加に必要な資質・能力を育成するための方法の つとして社会参加学習があることを挙げた。唐木（ ）

は社会参加学習を成立する上で次の つの条件を満たすことがよいと述べている。本研究でも社会参加学習を成

立させるために唐木の考えを参考にすることとした。唐木が述べる つの条件とは次の通りである。「①地域社会

の課題を教材化すること」「②プロジェクト型の学習を組織すること」「③振り返りを重視すること」「④学問的な

知識・技能を習得，活用する場面を設定すること」「⑤地域住民との協働を重視すること」。①については前章で

も述べたように小学校 年生の社会科では地域を題材とするため，その課題を教材とすることは条件に当てはま

る。「②プロジェクト型学習」とは，Ⅰ：問題把握，Ⅱ：問題分析，Ⅲ：意思決定，Ⅳ：提案・参加の順で学習活

動を行っていくものである。Ⅰ：問題把握では課題について理解をし，Ⅱ：問題分析ではその課題の原因や実態

等を明らかにする。そしてそれらをもとに課題を解決するためにⅢ：意思決定の段階で解決策を考え，Ⅳ：提案・

参加で実際に解決策等を提案していくという流れとなる。「③振り返りを重視すること」とは，児童生徒の提案・

参加がやりっぱなしで終わることのないように，それをしっかりと振り返ることを重視するという意味である。

さらに唐木は振り返りを行う上では特に「言語活動」が有効的だと述べている。「④学問的な知識・技能を習得，

活用する場面を設定すること」とは地域社会の課題に関連した学問的な知識（例：地理学，社会学など）を習得

し，解決策を考える際などに活用していく活動のことである。「⑤地域住民との協働を重視すること」は教室内で

の子どもたちだけでの学びに留まるのではなく，実際に地域住民の話を聞いたり，関係者に提案したりと子ども

と地域住民が協働して課題の解決に取り組むという活動である。

（ ）様々な教科の見方・考え方を働かせる思考活動

本研究における実践では社会形成力をより効果的に育成するために教科横断的な学びを組み込むこととする。

その方法として，地域課題の解決策を考える活動において社会的事象の見方・考え方を中心にしながら言葉によ

る見方・考え方や数学的な見方・考え方といった他の教科の見方・考え方を活用していくこととした。後に示す

授業を構想する際に活用した見方・考え方は表 に示したものである。表 は新学習指導要領をもとに整理した。

表 本実践で活用した各教科の見方・考え方

教科 見方・考え方

社会科 社会的事象の見方・考え方

・位置や空間的な広がり

・時期や時間の経過

・事象や人々の相互関係

国語科 言葉による見方・考え方

・対象と言葉，言葉と言葉との関係を言葉の意味，働き，使い

方等に着目して捉えたり問い直したりして言葉への自覚を

高める。

算数科 数学的な見方・考え方
・事象を数量や図形及びそれらの関係に着目し，根拠をもとに

筋道を立てて考え，総合的・発展的に考えること。

理科 理科の見方・考え方

・エネルギー（量的・関係的）

・粒子（質的・実体的）

・生命（共通性・多様性）

・地球（時間的・空間的）

→比較，関係づけ，条件制御，多面的に考える

（筆者作成）

授業実践

ここでは，前節で述べた授業構想における つの枠組みをもとに具体的にどのような授業を考案し，実践を行

ったのかについて述べる。表 は本実践の学習過程をまとめたものである。

なお，本実践は，令和 年度 月に岡山市内の小学校 年生 クラスを対象に「お店で働く人々」という単元

で全 時間行ったものである。

まず，日本型サービス・ラーニングがどのように組み込まれているのかについて具体的な授業内容と共に述べ

る。「①地域課題を教材化する」という点については先述した通りである。「②プロジェクト型学習」については，

第一次を問題把握・問題分析の段階とした。ここでは，「買い物調べ」という家庭学習も併用しながらスーパーマ
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ーケットに関する知識について学び，販売者側や利用者側には困りごともあるということなどについておさえる

学習活動を行った。続いて，第二次を意思決定の段階とした。ここでは利用者側の困りごとに着目し，その解決

策を考える活動を行った。考える際にはお店側も便利に使えるように様々な工夫や取り組みを行っていることを

理解し，両者の視点で考えることができるようにした。そして第三次を提案・参加の段階とし，実際に考えた解

決策を伝え合った。「③振り返りを重視すること」については第 時の最後に地域の困りごとの解決策を考え，地

域に提案を行う際にどのようなことが必要なのかを考える活動を行った。ここでは「実現可能性」に着目して考

えているので，そのような点についておさえることができているかどうかを確認した。「④学問的な知識・技能を

習得，活用する場面の設定」については，本実践であれば商品が国内外から運ばれているという流通に関するこ

とやお店が行っている工夫という利益を上げるためのはたらきなどについて理解をする活動を行った。「⑤地域

住民との協働を重視すること」については，実習校との予定の関係上実際に地域住民との交流はできなかったた

め，その代替として筆者が実際にお店に伺い，お店の中の様子や店長へのインタビューの様子を撮影させてもら

い，その映像を資料として授業内で活用する形で行った。

表 本実践における学習過程

時 学習活動

第一次 問題をつかむ過程（問題把握・問題分析）

地域にはどんなお店があるのかを調べる。

おうちの人がなぜお店を利用しているのかを考える。

・ お店が行っている工夫について調べる。

商品はどこから来ているのかを調べる。

第二次 問題を解決する過程（意思決定）

お店が行っている取り組みについて調べる。

困りごとを整理し，解決策を考える。

第三次 働きかける過程（提案・参加）

解決策を発表する。

提案するために必要なことを考える。

（筆者作成）

様々な教科の見方・考え方を働かせる思考活動については第 時の中に組み込んだ。第 時では「レジで並ぶ

時間が長い」という共通の課題を設定し，具体的な解決策について考えた。その際，有人レジとセルフレジに関

する資料を提示し，表 で挙げた 教科に関する見方・考え方を働かせて自分の考えを形成させた。

以下は本実践の授業の流れと板書計画の一部である（資料 ， ）。

資料 第 時の授業案と板書計画
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資料 第 時の授業案と板書計画

検証方法

本実践の検証方法として，ワークシートの児童たちの記述をもとに社会形成力が育成されたのか，社会形成力

の育成にあたって様々な教科の見方・考え方を働かせた思考活動を行ったほうが効果的であったかを検証するこ

ととした。今回は，特に第 時から第 時まで使用したワークシートの児童の記述をもとに分析を行う。ここで

は使用したワークシートと分析の視点について述べる。

第 時では，授業の最後に「地域の困りごとに対してあなたは行動するかしないか」（理由を含む）という問い

を投げかけ，「行動する」「行動しない」の二択で自分の考えを記述させる活動を行った。ここでは現時点におけ

る社会参加に対する意識や考えを見取った。第 ・ 時ではスーパーマーケットに関する つの困りごとの中か

ら つを選び，その解決策を考え，伝え合う学習活動を行った。ここでは自分で考えた解決策を他者に伝えるこ

とを想定しながらどのように表現（論理的に記述しているか，絵や図をどのように用いているのかなど）をして

いるのかを見取った。

資料 第 ・ 時で使用したワークシート

そして，第 時では，スーパーマーケットに関する課題を つに絞り実現可能性に着目してより具体的な解決
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策を考える学習活動を行った。ここでは，数量や表を用いたり，データを比較したりしながら自分の考え等を言

語化していくといった他の教科の見方・考え方を働かせた思考活動を組み込んだ。また，最後に第 時で行った

問いと同じ問いを投げかけ，実践後における社会参加に対する意識や考えを見取った。

上記のような視点でワークシートの記述を見取ることで実践前後の社会参加に対する意識や考えを比較し，「社

会参加に対する意識・考え」と「社会形成力の育成」にはどのような関連があったのかを分析することとした。

資料 第 時で使用したワークシート

Ⅴ 実践の結果と考察

 結果

ここでは，子どもたちのワークシートへの記述内容をもとに社会参加に対する意識がどのように変化したのか，

社会形成力は育成されたのかということについて述べる。

まず，社会参加に対する意識についてである。本実践では第 時と第 時で地域に困りごとがあった場合，あ

なたなら行動するかしないかという問いを投げかけた。表 については，各時間で「行動する」「行動しない」と

選択した児童がそれぞれ何名いたのか，表 については各時間で社会参加に対する意識が変化した人数がどのく

らいいたのかについて整理している。

表 社会参加に対する意識

第 時 第 時

行動する 名 名

行動しない 名 名

（筆者作成） （全 名の内，ワークシートの提出があった 名の記述より）

表 実践前後の社会参加に対する意識の変化

社会参加に対する意識 人数

変化なし
行動する→行動する 名

行動しない→行動しない 名

変化あり
行動する→行動しない 名

行動しない→行動する 名

（筆者作成） （全 名の内，ワークシートの提出があった 名の記述より）

表 と表 から分かることとしては，地域の困りごとに対して「行動する」という社会参加に対して前向きな

考えをもっている児童が多かった点である。表 の全体的な結果から見ても「行動する」と選択した児童が大半
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であったり，表 についても「行動する→行動する」の児童が 名いたりと全体的な傾向としては社会参加に対

しては肯定的であると分かる。

次に，「行動する」「行動しない」を選択した児童がどのような意見を記述していたのかを表 にまとめた。

表 「行動する」「行動しない」を選択した理由

第 時での意見

児童 （行動する→行動する） 行動しなかったら困りごとも直らない。

児童 （行動する→行動する）
困っていることが続いたら悩みが全然解決していな

いから余計困ることが多くなるから。

児童 （行動しない→行動する） 行動しなかったら並んでいる人も困ってしまうから。

児童 （行動しない→行動する） 行動しないと自分たちが困るから。

児童 （行動する→行動しない） めんどくさいから。

児童 （行動する→行動しない）
売り切れだったら違うスーパーに（行っても）売り切

れかもしれないから。

児童 （行動しない→行動しない） 行動してなかったらやだしなかったらないんだよ。

児童 （行動しない→行動しない） 行動しなくてもどうにかする。

（筆者作成）

 考察

上記で上げた結果から考察したことを 点述べる。

点目は，第 時にて「行動しない」と選択した児童は課題にそくした根拠を示して自主的に選択をしている

というよりも，感情的に選択をし，意見を形成している傾向が見られたということである。「行動しない」と選択

をした児童は困りごとに対して行動することの必要性が捉えられていなかったり，行動することのデメリットを

考えていたりしていたという共通点が見られた。児童 ，児童 のようにもともと「行動しない」と選択してい

た児童は第 時から第 時にかけては終始，学習活動自体もワークシートへの記述も意欲的ではなく，「なぜ行

動をする必要があるのだろうか」と疑問をもちながら考えている姿があった。また，児童 や児童 のように最

初は社会参加に対して肯定的であったが，実践を通して「行動しない」と選択している児童もいた。社会参加に

おいて「行動しない」と選択すること自体は，自分の意思を表示しているため， つの決定として尊重すべきこ

とである。しかし，ここで見られた児童の姿はやや感情的に意見を形成しているところがあった。実際に机間指

導などで児童 の意見を聞いてみると，「やりたくない」や「何もしなくてもいい」といった自分自身が行動を起

こすことに対しては否定的な姿が見られた。授業者として「本当に何もしなくてもいいの」と問い返しを行うな

どしたが，終始本人の気持ちが変わることはなかった。さらに，児童の思考活動の様子を見てみると 教師側が

度に複数の情報を提示してしまったことも合理的な意見形成に繋がらなかったのではないかと考える。今回は

つの思考活動の中に様々な教科の見方・考え方を働かせた。しかし児童にとっては情報が多くなってしまい 適切

に情報を抜き取って活用していくことが難しかった可能性もある。

無理やり行動させようとすることはよくないが，「行動しない」という選択をする児童が感情的ではなく合理的

な根拠のある意見を形成できる手立てがあったのではないかと考える。

点目は，第 時にて「行動する」と選択した児童の多くが課題にそくした合理的な意見形成ができている傾

向があるということである。ここでは，児童 の思考活動に着目して考察する。児童 は第 時では「規模が小

さいところは小物を買ったりするところだと思うから，このままでいい」という理由で「行動しない」と選択を

していた。しかし，この理由は課題にそくしておらず，根拠も合理的ではないものになっていた。第 ・ 時では

「店内で売り切れかどうか分からない」という課題に対して解決策を考えたが，「放送する」や「札を貼る」など

店側の視点で考えており，どれも実現可能なものとなっていた。第 時では「レジで並ぶ時間が長い」という課

題に対して資料を参考にしながら「値段が高いからセルフレジを 個にする。セルフレジを使えない人がいるか

ら普通のレジを 個。」のようにお店側と利用者側の視点で考えていたり数量を比較しながら自分の意見を言語

化できていたりと様々な教科の見方・考え方を働かせながら考えることができていた。また，最後の社会参加に

対する意識についても「行動しないと自分たちが困るから」という理由で「行動する」を選択していた。これは

課題に合った意見であり，行動を起こさないことによるデメリットにも言及ができており，社会形成力の芽生え

が見られる。
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これらのことから具体的な解決策を考える際に様々な教科の見方・考え方を働かせた思考活動を行っているこ

とによって課題にそくした合理的な意見を形成することができているため，社会参加学習において教科横断的な

学びを組み込むことは効果があるのではないかと考える。

Ⅵ 成果と課題

 成果

本実践を通しての成果は次の 点が挙げられる。

点目は，社会的事象の見方・考え方を中心に他の教科の見方・考え方を複合的に組み込むことによって，根

拠を明確にしながら自分の考えを形成することに一定の有効性が見られたことである。

第 時にて地域の困りごとに対して「行動する」と選択した児童のほとんどが課題にそくした合理的な意見を

形成することができている姿が見られた。また，その多くは課題が解決されなかった時のデメリットなどを根拠

とし，何かと比較をしたり関連付けたりして自分の言葉で考えを形成されていたため，この思考活動を組み込ん

だことには一定の効果があったものと考える。

本実践においては，第 時にて「レジで並ぶ時間が長い」という課題についてクラス全体で考えた。より具体

的な解決策を考えるために各教科の見方・考え方を組み込む思考活動を行った。数学的な見方・考え方について

はレジの値段などの数量を用いて考えさせた。理科的な見方・考え方については教師側がいくつか条件を設ける

という条件制御を行ったり，数量同士を比較したりするなどを行わせた。そして言葉による見方・考え方につい

ては思考を通して自分の言葉で考えを言語化させるという活動を行った。社会的事象の見方・考え方については

これまでの学習も踏まえて課題を考えているため，常に働かせているものとする。このように つの思考活動の

中で様々な教科の見方・考え方を働かせる思考活動を行うことで，課題にそくした合理的な考えを形成すること

ができていた児童が多く見られた。そのため，社会形成力の育成をめざした社会科授業で教科横断的な学びを行

うためには図 のような形で様々な教科の見方・考え方を組み込むことが有効なのではないかと考える。

図 様々な教科の見方・考え方を働かせる思考活動の構図（筆者作成）

点目は，解決策を考える際に実現可能性に着目させたことは，空想的な考えの形成ではなく，現実的な考え

を形成することにつながることを促したことである。

前章にて児童 の思考活動を分析した。児童 は，解決をしないと困る人がいるため，空想事の解決策ではよ

くないということが理解できていた。また，児童 に限らず「行動しなかったら他の不利益が生じる」のように

行動を起こさないことによるデメリットを理由に挙げ，解決するためには現実性のある解決策が必要だという記

述が多々見られた。彼らはそのことを踏まえて，実現可能な解決策を提案することができており，現実的な考え

を形成することにつながったのではないかと考える。

本実践では，第 時にてまず解決策を提案するために必要なことを考えた。そこでは説得力を増すための理由

や分かりやすくするための図や絵を用いるとよいなど提案するための方策をまとめた。その際，もう つの視点

として考えた解決策が本当に実現できるのかということを付け加えた。解決策を講じても逆に不便になることも

ある。今回の課題のように「レジで並ぶ時間が長い」という課題を解決する上で単にセルフレジをたくさん導入

したとしても高齢者の方や障がいがある方などがうまく使いこなせないことも考えられる。その結果レジで並ぶ

時間が長くなってしまい，あまり効果が見られないということもある。極端な考えになったり費用や店舗側の事

情などにより実現が不可能な解決策になったりしては提案もできない。そのため，具体的な解決策を考える前に

社会的事象の見方・考え方

数学的な見方・考え方

地域課題 解決策

理科の見方・考え方 言葉による見方・考え方
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「実現可能性」という条件を提示することでより現実的な解決策を考案することにつながったのではないかと考

える。また，「・・・だと使えない人もいるから・・・」など，より多面的・多角的に考えることができている児

童も複数見られた。

社会科を学び始める小学校 年生の段階だからこそ，「実現可能性」というものに着目させ，解決策を考えさせ

ることは意義があるのではないかと考える。

課題

本実践を踏まえて課題は 点挙げられる。

点目は，社会形成力を育成する上でのカリキュラム編成をどのように行っていくのかについてである。今回

は小学校 年生の段階における社会形成力を育成する方法やその成果について考えた。しかし，先述したように

社会形成力の育成にあたっては，小学校，中学校，高等学校を一貫して育成していくことが望ましい。社会参加

に必要な資質・能力の つである以上は，各段階でどの程度育成すればよいのか，最終的にどのような姿をめざ

すのか，カリキュラム編成においては，今後考えていく必要がある。

さらに，カリキュラム編成については，社会科のみに限らず教科横断の視点についても考えていきたい。段階

が上がるにつれて学ぶ内容が変わったり，より専門的になったりと内容面でのつながりで教科を横断していくこ

とは難しいのではないかと考える。その際，成果で挙げた図 のように内容面での横断ではなく，様々な教科の

見方・考え方を組み込むことで各教科を横断することができ，より効果的に社会形成力を育成することができる

のではないだろうか。しかし，佐藤（ ）が述べているように，教材開発に時間や労力がかなりかかるといっ

た業務的な課題や授業の中での内容の落とし込み方に難しさを感じるといった教師の意識に関する課題もある。

現場の実情や各学校がめざす子どもの姿を踏まえた教科横断的な学びを実践することの意義も考えていく必要が

あるだろう。

点目は 様々な教科の見方・考え方をどのように組み込むと有効なのかということである。今回は 解決策を

導くために意図的に他の教科の見方・考え方を働かせる思考活動を行った。具体的な働かせ方としては社会的事

象の見方・考え方を軸に他の教科の見方・考え方を複合的に組み込むという形であった。この方法は社会形成力

の育成においては一定の効果は見られたが 社会形成力の芽生えが見られなかった児童も複数いた。社会参加へ

の意識が肯定的・否定的関係なく 社会形成力の育成をめざすためには 思考活動においてより効果的な組み込み

方を考えていく必要がある。具体的には 時間の授業の中でどのように組み込むのかという短期的な視点や一単

元を通してどのように組み込むのかという長期的な視点などで考えることができるのではないだろうか。この点

については 授業構成や板書構成 ワークシートの構成など様々な視点で引き続き検討していきたい。
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従来ツールの代用となることに

加え，新たな機能が付加される
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以前はできなかった新しい実

践を可能にする

表1 ICTを活用した学習場面の類型

図1 SAMRモデル

高等学校「家庭」における主体的・対話的で深い学びを目指す

ICTを活用した授業開発

名前 長谷川 千華

Ⅰ はじめに

１ 研究の背景

年に示された中央教育協議会答申では，子どもたちが知識基盤社会を生きる力を育成するためには，

の特性・強みを，「主体的・対話的で深い学び」の実現 以下，「深い学び」と称す に繋げることが重要であると

されている１）．これを受けた高等学校学習指導要領において「教科横断的な視点に立った資質・能力の育成」の

一つとして「情報モラルを含む情報活用能力の育成」と「深い学び」の実現に向けた授業改善を改訂の要点とし

て打ち出し２），家庭科の学習指導要領においても，授業における「深い学び」の実現と「生活に関わる外部の

様々な情報の収集活用・データ整理等における積極的・効果的な活用」が重要視されている３．これらを実現す

るために文部科学省は， 年に「 人１台端末の導入，高速大容量ネットワークの整備等」を目指す ス

クール構想を発表している４）．

２ 研究の方法・目的

そもそも深い学びとは何なのか，それを高等学校家庭で実現するにはどのような授業理論を用い，どのような

活用を組み込んでいけばよいのかという問題意識から，実践研究では，教科教育学研究の「開発的・実践的

研究」方法論に基づき，深い学びにつながる 活用と高等学校「家庭」における深い学びの検討から，深い学

びを目指す を活用した家庭科の授業開発を行うことを目的とした．

Ⅱ 課題発見実習での取り組み

１ 授業における効果的な 活用の検討

１ を活用した学習場面の類型

表１は，文部科学省が「 を活用した指導方法 人１台の端末・電子黒板・無

線 等 」で示している「 を活用した学習場面の類型５）」である．

(２)SAMRモデル

図１は，Ruben R.Puentedura によって考案された SAMR モデル６）である．

SAMR モデルとは，ICT を授業で活用する場合に，そのテクノロジーが従来の教

授方略や学習方略にどのような影響を与えるか示す尺度である．

３ 授業場面における 活用レベル尺度

１ ２ から，授業場面における 活用を活用の質と学習形態の両面から検討

できる「授業場面における 活用レベル尺度」を作成した 表２参照 ．

２ 高等学校の 活用の実態把握

課題解決実習では， の授業を参観した． の授業のうち が活用されてい

た の授業を， ３ の

「授業場面における

活用レベル尺度」を用い

て分析した．

分析の結果， 高等学

校全体としては表２に示

すように，一斉学習にお

ける従来ツールの代用及

び新たな機能を付加する

代替や拡大の「強化」レ
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ルの代用となる 22 2 5 1 4 1 0 0 0 0 

A 
(拡大) 

従来ツールの代用となることに

加え，新たな機能が付加される 9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

変

換 

M 
(変形) 

実践の再設計を可能にする 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 
(再定義) 

以前はできなかった新しい実践

を可能にする 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 

 

  
 

ベルの活用が多かっ

たのに対し，個別や

協働学習での実践の

再設計や新しい実践

を可能にする変形・

再定義の「変換」レ

ベルの活用は，殆ど

みられなかった．同

様の結果は，家庭科授業でもみられた．さらに学年別では，１・３年生は学習場面で多様な の活用をしてい

るのに対し，２年生は一斉学習での強化の活用が を占めていた．

以上から，課題解決実習と課題探究実習で授業を行う２年生の家庭科の授業では，個別・協働学習での強化か

ら変換への 活用が課題として把握できた．

Ⅲ 深い学びにつながる授業構成理論 
１ 文部科学省の考え方 
 年に示された中央教育審議答申では，「主体的」「対話的」「深い」学びの個別の考え方は，以下のように

示されているが，授業構成論理について読み取ることができなかったため，佐藤学氏の理論に着目した． 
主体的な学びとは，学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら，見通しを持って粘り強く取り組み，自己の学習活

動を振り返って次につなげる 
対話的な学びとは，子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考えを広げ深める 
深い学びとは，習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら，知識を相互に関連付けてより

深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう７） 

 
２ 佐藤学氏の理論 
佐藤学氏は，「深い学び」は，アクティブ・ラーニングにおける学びの質を表現する言葉であるとし，「質の高

い学び」の実現には，①活動的，協同的，反省的な学び，②聴き合う関係を基盤とする，③「ジャンプ課題」の

導入，④真正の学び，⑤学びの主人公になる，⑥ケアの共同体に支えられる，の６つの内実と条件が必要である

としている(図２参照)．さらに，「深い学び」をアクティブ・ラーニングとして成立させるためには，従来の学

習で知識は所与のもの，固定したものとして認識されている知識観を，学びによって創造し再構成されるものと

して認識しなおさなければならないとしている(図３参照)８）．これらを「質の高い学び」を生み出す内実と条件

の前提となる「学びが成立する要件」を枠組みとして整理すると，「深い学び」をアクティブ・ラーニングとし

て成立させるためには，「教科の本質に即した真正の学び」，「学び合う関係」，「創造的・挑戦的なジャンプのあ

る学び」の３要件９）とそれに対応すると考えらえれる図２の①～⑥の６つの内実と条件を満たした授業を考え

なくてはならないと捉えられた(図４参照)． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４ 学びが成立する要件 
(①～⑥は図２の①～⑥に対応．長谷川加筆) 図 2 「質の高い学び」を生み出す内実と条件 

図３ 「深い学び」に必要な「知識」の見方 
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実施年月日
対象

組 学科 人数

令和４年９月７日 水 ５ 情報処理 男子 名・女子 名

令和４年９月８日 木 ３ 国際経済 男子 名・女子 名

令和４年９月９日 金 １ 商業 男子 名・女子 名

令和４年９月 日 月 ２ 商業 男子 名・女子 名

令和４年９月 日 水 ４ 情報処理 男子 名・女子 名

 
表４ 課題探究実習での授業実施年月日と対象 
実施年月日

対象

組 学科 人数

令和４年 月 日 水 ２ 商業 男子 名・女子 名

令和４年 月 日 金 ５ 情報処理 男子 名・女子 名

令和４年 月 日 月 ４ 情報処理 男子 名・女子 名

令和４年 月 日 水 １ 商業 男子 名・女子 名

 

表 ３ 課題解決実習での授業実施年月日と対象 

図５ 家政学における「(家庭)生活の営み」の定義と家

庭科の教科内容編成 

３ 真正の学び 
次に佐藤学氏の要件に挙げられている「真正の学び」は，

各教科で独自であることから，家庭科における「真正の学

び」を検討した．佐藤学氏は，真正の学びとは，「教科の

本質に即した学び(文学には文学らしい学びがあり，数学

には数学らしい学びがある．)10）」と説明しており，シュ

ワブは教科の基盤となる学問の「『構文的構造』がその学

問の本質的な特徴を表現している」とし，それを具現化す

る知識を生み出すための「探究学習」を提唱している 11）．

この理論に基づき，佐藤園は家庭科の構文的構造について，

「家政学では『(家庭)生活』を，『生活の主体者である人

間(児童・生徒)と生活するために必要な環境(人・狭義の環

境・物)との相互作用によって営まれる』と定義し，そ

こに家政学の構文的構造が存在している」とし，家庭科

における真正の学びについては，「生活の主体者である

児童生徒自身が『自分と環境との関係』を，教科内容と

して編成された『家政学の各研究分野で解明された法

則・理論の系統的学習』を通して探究し，より質の高い

自身の『生活の見方・考え方』を創造すること」として

いる(図５参照)12）． 
 
４ 授業計画案の開発 
３の理論から，本研究で使用する授業計画案は，探究学

習で用いられている教授書の形式 13）に加え，ICT を活用

した授業に関する先行研究を検討し 14）15），教授書の形式

に ICTの活用を位置付けた学習指導案の形式を考え(資料３～５参照)，授業を計画することにした． 

 
Ⅲ 課題解決実習での取り組み 
１ 「収入と支出とは何か」の概要 
家庭総合，「なぜ，金銭を計画的に使う必要があるのか」の第一次「収入と支出とは何か」の 50 分×２の授

業案を作成し，A高等学校商業学科２年の生徒を対象に，令和4年９月７日から14日に実施した(表３参照)． 
 
２ 「収入と支出とは何か」の授業展開と授業評価 
本授業では，テーマを「なぜ，金銭を計画的に使う必要があるのか」に設定し，「生徒と同じ高校２年生のは

るなさんが夢の実現に向けて通おうと考えている習い事の費用を支払うことができるのか家計から検討する」と

いうジャンプ課題を，個人→グループ→クラス→個人という協同的学習で検討し，生徒が「自分と家計管理の関

係」を探究する家庭科らしい深い学びが成立したと考えることができた．しかし，ICT の活用では，端末が壊れ

ていた，パスワードとログイン ID を忘れていた，端末の使い方が分からなかった等の学習材としての活用以前

の課題も見られた． 
 
Ⅳ 課題探究実習での取り組み 
１ 「食事計画とは何か」の概要 
家庭総合，「なぜ，生涯の健康を見通した食事計画を立てる必要があるのか」の第二次「食事計画とは何か」

の50分間の授業案を作成し，前回と同じA高等学校商業学科２年の生徒を対象に，令和４年10月31日から11
月11日に実施した(表４参照)． 
 
２ 「食事計画とは何か」の授業展開と授業評価 
本実践では，テーマを「なぜ，生涯を見通した食事計画を立てる必要があるのか」に設定し，「生徒と同じ高

校２年生のはるなさんが，家族と，週末に遊びに来る祖母に夕食を振る舞うための献立作成」に関するジャンプ

課題を，グループ→クラス→個人の順で検討した．しかし，ジャンプ課題が生徒自身の姿を投影できるものにな
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実施年月日

対象

時限 組 学科 人数

令和５年 月

日 水 ，

日 水， 月

１日 水 ，８

日 水

２ ２ 総合進学 男子 名・女子９名

４ ４ 総合進学 男子 名・女子９名

５ １ 総合進学 男子 名・女子９名

６ ３ 総合進学 男子 名・女子８名

７ ５ 特別進学 男子 名・女子 名

 
表６ ジャンプ課題検討グループ分け(４組) 

性別 男性 女性

身体活動レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

グループナンバー ８ ４ ５ ６ ７ ２ ３ １

リーダー出席番号 ９ ６

メンバー出席番号 ２３８ １４ ５ ７

っていなかったこと，時間的問題から最初に課題を個人で

考えた後に協同的学習に移れなかったことで，「自分と食

事計画との関係」を探究する家庭科らしい学びは成立して

いなかった．ICT の活用に関しては，生徒が学習用ソフト

を操作できなかった等の新たな課題が見つかり，生徒の

ICT 活用能力を把握した上で授業構成を考える必要性を見

出せた． 
 
Ⅴ ２年次の実践 
１ 授業の概要 

1 年次３回目の実習で実践

した授業を検討し，改善した第一次「栄養バランスの良い食事とは何か」，第二次「食事計画とは何か」，第三次

「食事計画の立案」の３次計画の小単元「なぜ，生涯を見通した食事計画を立てる必要があるのか」を，非常勤

講師として勤務しているB高等学校で１年生の家庭基礎の授業で令和 5年 10月 18日から 11月８日に実践した

(表６参照)．  
 
２ 授業展開(資料３～５参照) 
第一次「栄養バランスのよい食事とは何か」の導入では，前回の実践で課題となった「生徒が学びの主人公に

なるジャンプ課題を設定する」ために「生徒と同じ高校１年生のはるなさんが家族と友人である生徒自身に夕食

を振る舞うための献立作成」をジャンプ課題として設定し，最初に考えなければならない栄養バランスについて

確認した．展開では，栄養バランスを考える指標として，教科書を用いて食品群と食品群別摂取量の目安につい

て確認し，高等学校では４つの食品群とそれに基づく食品群別摂取量の目安を用いて献立作成を行うことを説明

した．次に，ジャンプ課題の登場人物５名の４つの食品群別摂取量の目安を示した資料に，生徒自身の目安を求

め，記入させた(資料２参照)．最後に，はるなさん休日の昼食の献立を提示し，Google Spread Sheets(以下，GSS
記す)を用いて，使用された各食品の分類と摂取量の計算を各自で行わせ，終結で授業の振り返りを行い，授業

を終えた． 
第二次「食事計画とは何か」の導入では，ジャンプ課題を再確認し，展開では，教科書を用いて献立で考慮す

ることとして「幼児期から高齢期までのライフステージごとの食事の特徴」を確認し，今回は特に祖母の歯が悪

いことに着目するよう説明した．その後，献立作成の手順を確認し，終結で授業の振り返りを行って授業を終え

た． 
第三次「食事計画の立案」の導入では，ジャンプ課題を再確認し，展開では，教師がはるなさんの調理技術と

調理時間を考え「岡山県中学校用クッキングカードから３品ずつ選んだ主菜・副菜・主食・汁物」(資料１参照)
を提示した．次にこの資料から組み合わせを決め，献立を作成し，GSS(資料２参照)を用いて，食品の分類と摂

取量の計算から，過不足の確認を行い，献立を選んだ理由と過不足の解消法を検討することを確認し，個人，グ

ループの順で検討した．グループでの検討は，１年次の実践結果から，生徒の人間関係とグループリーダー及び

PC 操作能力及びに加え，本実践のジャンプ課題に生徒自身を登場させたことから，「４つの食品群別摂取量の

目安」の「身体活動レベル」と「性別」が同じ生徒でメンバー編成を行った(表６参照)．その後，グループでの

検討結果を代表者が発表することでクラス全体での検討を行い，最後に個人で再検討した献立作成の結果と「な

ぜ，自分と家族の食事計画を立てる必要があるのか」という問いの答えをワークシートに記入させ，授業を終え

た．授業後には，アンケート調査(ICT活用，授業評価)16)17)について説明し，GoogleFormsでの回答を求めた． 
 
３ 授業の評価と考察 

ICT 活用に関しては，前回の授業の“PowerPiont での授業内容の説明(A1×S)”“GSS の共有機能を用いたグ

ループ検討(C2×M)”に加え，“個人での GSS による検討(B3×M)”を組み込んだ．授業後，授業評価アンケー

トを分析すると，表７に示すように 5 件法の問い「 各自のＰＣ を適切に操作できたか」に対する生

徒の回答は，全体平均で 4.54 であった．また，自由記述の問い「授業の良かったところを答えてください」に

対する生徒の回答をKHCoderで分析すると，図６に示すように，01のグループで「PC」，02のグループで「パ

ソコン」，05 のグループで「スプレッドシート」というキーワードが出現していた．これから，生徒は有効に

ICT を活用し，学習を進めることができたと考えられた．これは，生徒の入学時から私の授業の中で端末の活用

を行い，本授業ではPC操作能力を踏まえたグループ編成を検討した上で，GSSの活用方法の説明と使い方の確
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表５ ２年次の実践の授業実施年月日と対象 
実施年月日

対象

時限 組 学科 人数

令和５年 月

日 水 ，

日 水， 月

１日 水 ，８

日 水

２ ２ 総合進学 男子 名・女子９名

４ ４ 総合進学 男子 名・女子９名

５ １ 総合進学 男子 名・女子９名

６ ３ 総合進学 男子 名・女子８名

７ ５ 特別進学 男子 名・女子 名

 
表６ ジャンプ課題検討グループ分け(４組) 

性別 男性 女性

身体活動レベル Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

グループナンバー ８ ４ ５ ６ ７ ２ ３ １

リーダー出席番号 ９ ６

メンバー出席番号 ２３８ １４ ５ ７

課題を，グループ→クラス→個人の順で検討した．しか

し，ジャンプ課題が生徒自身の姿を投影できるものにな

っていなかったこと，時間的問題から最初に課題を個人

で考えた後に協同的学習に移れなかったことで，「自分

と食事計画との関係」を探究する家庭科らしい学びは成

立していなかった．ICT の活用に関しては，生徒が学習

用ソフトを操作できなかった等の新たな課題が見つかり，

生徒の ICT 活用能力を把握

した上で授業構成を考える必

要性を見出せた． 
 
Ⅴ ２年次の実践 
１ 授業の概要 

1 年次３回目の実習で実践した授業を検討し，改善した第一次「栄養バランスの良い食事とは何か」，第二次

「食事計画とは何か」，第三次「食事計画の立案」の３次計画の小単元「なぜ，生涯を見通した食事計画を立て

る必要があるのか」を，非常勤講師として勤務している B高等学校で１年生の家庭基礎の授業で令和 5年 10月

18日から11月８日に実践した(表６参照)．  
 
２ 授業展開(資料３～５参照) 
第一次「栄養バランスのよい食事とは何か」の導入では，前回の実践で課題となった「生徒が学びの主人公に

なるジャンプ課題を設定する」ために「生徒と同じ高校１年生のはるなさんが家族と友人である生徒自身に夕食

を振る舞うための献立作成」をジャンプ課題として設定し，最初に考えなければならない栄養バランスについて

確認した．展開では，栄養バランスを考える指標として，教科書を用いて食品群と食品群別摂取量の目安につい

て確認し，高等学校では４つの食品群とそれに基づく食品群別摂取量の目安を用いて献立作成を行うことを説明

した．次に，ジャンプ課題の登場人物５名の４つの食品群別摂取量の目安を示した資料に，生徒自身の目安を求

め，記入させた(資料２参照)．最後に，はるなさん休日の昼食の献立を提示し，Google Spread Sheets(以下，GSS
記す)を用いて，使用された各食品の分類と摂取量の計算を各自で行わせ，終結で授業の振り返りを行い，授業

を終えた． 
第二次「食事計画とは何か」の導入では，ジャンプ課題を再確認し，展開では，教科書を用いて献立で考慮す

ることとして「幼児期から高齢期までのライフステージごとの食事の特徴」を確認し，今回は特に祖母の歯が悪

いことに着目するよう説明した．その後，献立作成の手順を確認し，終結で授業の振り返りを行って授業を終え

た． 
第三次「食事計画の立案」の導入では，ジャンプ課題を再確認し，展開では，教師がはるなさんの調理技術と

調理時間を考え「岡山県中学校用クッキングカードから３品ずつ選んだ主菜・副菜・主食・汁物」(資料１参照)
を提示した．次にこの資料から組み合わせを決め，献立を作成し，GSS(資料２参照)を用いて，食品の分類と摂

取量の計算から，過不足の確認を行い，献立を選んだ理由と過不足の解消法を検討することを確認し，個人，グ

ループの順で検討した．グループでの検討は，１年次の実践結果から，生徒の人間関係とグループリーダー及び

PC 操作能力及びに加え，本実践のジャンプ課題に生徒自身を登場させたことから，「４つの食品群別摂取量の

目安」の「身体活動レベル」と「性別」が同じ生徒でメンバー編成を行った(表６参照)．その後，グループでの

検討結果を代表者が発表することでクラス全体での検討を行い，最後に個人で再検討した献立作成の結果と「な

ぜ，自分と家族の食事計画を立てる必要があるのか」という問いの答えをワークシートに記入させ，授業を終え

た．授業後には，アンケート調査(ICT活用，授業評価)16)17)について説明し，GoogleFormsでの回答を求めた． 
 
３ 授業の評価と考察 

ICT 活用に関しては，前回の授業の“PowerPiont での授業内容の説明(A1×S)”“GSS の共有機能を用いたグ

ループ検討(C2×M)”に加え，“個人での GSS による検討(B3×M)”を組み込んだ．授業後，授業評価アンケー

トを分析すると，表７に示すように 5 件法の問い「 各自のＰＣ を適切に操作できたか」に対する生

徒の回答は，全体平均で 4.54 であった．また，自由記述の問い「授業の良かったところを答えてください」に

対する生徒の回答をKHCoderで分析すると，図６に示すように，01のグループで「PC」，02のグループで「パ

ソコン」，05 のグループで「スプレッドシート」というキーワードが出現していた．これから，生徒は有効に
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表９ 問い「なぜ，自分と家族の食事計画を立てる必要があるのか」の記述の評価基準と評価結果 
２組

人

５組

人

４組

人

１組

人

５組

人

全体

人

評

価

評価基

準

健康の保持・増進のためということと，それ以外にも考えたことを記述できている．

健康の保持・増進のためと同意で，病気にならないため，体を壊さないようにするた

め，体調を整えるため，元気に過ごすため，長く生きるためも○にしている． ０ ２ ０ ２ ３ ７

記述の

例

・家族の健康を維持するため．毎日おいしく楽しい食事をするため．

・買う物が明確になり食品ロスを防ぐことができるから．病気になるのを防ぐため．

評

価

評価基

準

健康の保持・増進のためということが記述できている．

記述の

例

・健康に過ごすために必要だから．

評

価

評価基

準

健康の保持・増進のためということが記述できていないが，授業で学んだことを踏ま

えて記述できている．
７ ６ ９ ７

記述の

例

・人によって摂取量の目安が異なることから栄養バランスの偏った食事になるのを防

ぐため．

評

価

評価基

準
授業で扱った内容と全く別のことを記述している．

２ ５ ５ ４ ５
記述の

例

・将来必要になるから．

・知識をもっておく必要があるから．

 

表 ７ 授業評価アンケート(５件法) 
１ を適切に操作できたか．

２組 件

４組 件

３組 件

１組 件

５組 件

 

表８ ジャンプ課題に対して②③を経て①と④で変化があるか 
 ２組

人  
４組

人  
３組

人  
１組

人  
５組

人

全体

人

変化あり   21  
①の考えと同じだが，協同的学習の影響がある 0 1 0 1 
変化なし 2 4 0 0 

 

認に十分な時間をとれたことに起因すると考えられた． 
ジャンプ課題の「選んだ献立とその理由，過不足の解消法」について，生徒が①個人→②グループ→③クラス

→④個人の順に検討し，記入したワークシートを分析すると，表８に示すように，95％の生徒が協同的学習を

通して，学び合う関係の中で自分の考え(④個人)を作っていた．これは，1 年次の課題を踏まえて設定した「生

徒自身を投影できるジャンプ課題」に，時間をかけて学び合う関係の中で取り組むことができた結果であると考

えられた． 
しかし，授業の最後(第三次の終結)の問い「なぜ，自分と家族の食事計画を立てる必要があるのか」に対する

生徒のワークシートの記述内容を分析すると，表９に示すように 54％の生徒しか「自分と食事計画の関わり」

に関する知識を創造することができていなかった．これは，前回の実

践と同様に，授業のテーマとなっている問い「なぜ，自分と家族の食

事計画を立てる必要があるのか」を，三次構成の授業の最後に生徒に

考えさせたことに起因していると考えられた．そのため，第一次の授

業タイトルを「食事計画の必要性」に変更し，その終結で発問する必

要があると考えられた． 
以上から，本実践では，ジ

ャンプ課題を検討する際に使

用した GSS を学習材として

活用し，自分自身を投影でき

たジャンプ課題に，①個人→

②グループ→③個人→④クラ

スの順に学び合う関係の中で

十分な時間をかけて取り組め

たが，テーマ設定と授業構成

の不備から，家庭科の真正の

学びにつながる「自分と食事

計画との関係」の探究を十分

行うことはできなかったと考

えられた． 
 
Ⅵ 高等学校「家庭」におけ

る主体的・対話的で深い学び

を目指す ICT を活用した

授業の成立と今後の課題 
本実践では，佐藤学氏の「深

い学び」としてアクティブ・ラ

ーニングが成立する条件に基づ

き，研究を行ってきた．その結

果，高等学校の

家庭科で「主体

的・対話的で深

い学びを目指す

ICT を活用した

授業」を成立さ

せるためには，

図7に示すよう

に，家庭科の真

正の学びに不可

欠な「自分⇔環

境」を探究でき

る授業テーマ

図 ６ 「授業の良かったところ」の記述の共起ネットワーク図 
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表９ 問い「なぜ，自分と家族の食事計画を立てる必要があるのか」の記述の評価基準と評価結果 
２組

人

５組

人

４組

人

１組

人

５組

人

全体

人

評

価

評価基

準

健康の保持・増進のためということと，それ以外にも考えたことを記述できている．

健康の保持・増進のためと同意で，病気にならないため，体を壊さないようにするた

め，体調を整えるため，元気に過ごすため，長く生きるためも○にしている． ０ ２ ０ ２ ３ ７

記述の

例

・家族の健康を維持するため．毎日おいしく楽しい食事をするため．

・買う物が明確になり食品ロスを防ぐことができるから．病気になるのを防ぐため．

評

価

評価基

準

健康の保持・増進のためということが記述できている．

記述の

例

・健康に過ごすために必要だから．

評

価

評価基

準

健康の保持・増進のためということが記述できていないが，授業で学んだことを踏ま

えて記述できている．
７ ６ ９ ７

記述の

例

・人によって摂取量の目安が異なることから栄養バランスの偏った食事になるのを防

ぐため．

評

価

評価基

準
授業で扱った内容と全く別のことを記述している．

２ ５ ５ ４ ５
記述の

例

・将来必要になるから．

・知識をもっておく必要があるから．

 

表 ７ 授業評価アンケート(５件法) 
１ を適切に操作できたか．

２組 件

４組 件

３組 件

１組 件

５組 件

 

表８ ジャンプ課題に対して②③を経て①と④で変化があるか 
 ２組

人  
４組

人  
３組

人  
１組

人  
５組

人

全体

人

変化あり   21  
①の考えと同じだが，協同的学習の影響がある 0 1 0 1 
変化なし 2 4 0 0 

 

ICT を活用し，学習を進めることができたと考えられた．これは，生徒の入学時から私の授業の中で端末の活用

を行い，本授業ではPC操作能力を踏まえたグループ編成を検討した上で，GSSの活用方法の説明と使い方の確

認に十分な時間をとれたことに起因すると考えられた． 
ジャンプ課題の「選んだ献立とその理由，過不足の解消法」について，生徒が①個人→②グループ→③クラス

→④個人の順に検討し，記入したワークシートを分析すると，表８に示すように，95％の生徒が協同的学習を

通して，学び合う関係の中で自分の考え(④個人)を作っていた．これは，1 年次の課題を踏まえて設定した「生

徒自身を投影できるジャンプ課題」に，時間をかけて学び合う関係の中で取り組むことができた結果であると考

えられた． 
しかし，授業の最後(第三次の終結)の問い「なぜ，自分と家族の食事計画を立てる必要があるのか」に対する

生徒のワークシートの記述内容を分析すると，表９に示すように 54％の生徒しか「自分と食事計画の関わり」

に関する知識を創造することができていなかった．これは，前回の実

践と同様に，授業のテーマとなっている問い「なぜ，自分と家族の食

事計画を立てる必要があるのか」を，三次構成の授業の最後に生徒に

考えさせたことに起因していると考えられた．そのため，第一次の授

業タイトルを「食事計画の必要性」に変更し，その終結で発問する必

要があると考えられた． 
以上から，本実践では，ジ

ャンプ課題を検討する際に使

用した GSS を学習材として

活用し，自分自身を投影でき

たジャンプ課題に，①個人→

②グループ→③個人→④クラ

スの順に学び合う関係の中で

十分な時間をかけて取り組め

たが，テーマ設定と授業構成

の不備から，家庭科の真正の

学びにつながる「自分と食事

計画との関係」の探究を十分

行うことはできなかったと考

えられた． 
 
Ⅵ 高等学校「家庭」におけ

る主体的・対話的で深い学

びを目指す ICT を活用した授

業の成立と今後の課題 
本実践では，佐藤学氏の「深

い学び」としてアクティブ・ラ

ーニングが成立する条件に基づ

き，研究を行っ

てきた．その結

果，高等学校の

家庭科で「主体

的・対話的で深

い学びを目指す

ICT を活用した

授業」を成立さ

せるためには，

図7に示すよう

に，家庭科の真

図 ６ 「授業の良かったところ」の記述の共起ネットワーク図 
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(問い)を設定し，それを「生徒

が学びの主人公となるジャンプ

課題」を通して「個人→グルー

プ→クラス→個人」の順に学び

合う関係の中で探究し，最後に

生徒個々人が自分自身の答え

(知識)を創り出せる授業構成が

必要である．それに加えて，こ

の学びの中に有効な学習材とし

て ICT 活用を組み込む必要が

ある．それは決して表２でいう

高度な ICT 活用を意味するの

ではなく，授業の内容と生徒の

ICT 活用能力を踏まえ，生徒が学び合う関係の中で探究活動を促進できる活用のことである．そのためには，端

末の環境整備を行い，ICT を使用する場を多く設定した活動や授業を通して，教師と生徒が ICT に慣れ，多様

な活用ができるようになることが必要であると考えられた． 
さらに，この学びを成立させるためには，生徒の探究活動を物理的に保障する学習時間と，学び合う関係を成

立させるグループ編成を考える必要がある．特に，グループ編成に関しては，佐藤学氏は「男女4人編成で，ク

ジで決めることがベストである」としているが，2 年間の私の実践では，名簿順や座席によるグループ編成より

も，生徒の人間関係，リーダーシップ，PC 操作能力を考慮し，メンバーを決めることでグループ活動が円滑に

進むことが確認できた．さらに，家庭科の学習においては，例えば本実践のような生徒の性別や身体活動レベル

に関する学習では，同性で同じ活動レベルの生徒でグループを編成したり，学習内容によっては生徒の家庭環境

や家族関係等を考慮したグループ編成が必要となると考えられた． 
今後は，４月から勤務する高等学校の家庭科教員として，短期間の教育実習と非常勤講師では困難であった生

徒との人間関係を築く中で，佐藤学氏の６条件の中の「⑥ケアの共同体に支えられる」学びを追求し，生徒の深

い学びにつながる授業の研究と実践を継続していきたいと考えている． 
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正の学びに不可欠な「自分⇔環

境」を探究できる授業テーマ

(問い)を設定し，それを「生徒

が学びの主人公となるジャンプ

課題」を通して「個人→グルー

プ→クラス→個人」の順に学び

合う関係の中で探究し，最後に

生徒個々人が自分自身の答え

(知識)を創り出せる授業構成が
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の学びの中に有効な学習材とし
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えられた． 
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ジで決めることがベストである」としているが，2 年間の私の実践では，名簿順や座席によるグループ編成より

も，生徒の人間関係，リーダーシップ，PC 操作能力を考慮し，メンバーを決めることでグループ活動が円滑に
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「心の豊かさ」＝「ことばの豊かさ」を志向する国語科授業の構築

―カリキュラム・マネジメントを意識して―

名前 林 明依

１．研究の目的

本研究では、国語科学習を通じて、豊かなコミュニケーション能力を育成する授業のあり方を明らかにすること

を目的とする。ここでいう豊かなコミュニケーション能力の内実は、自分の思いと相手の思いを大切にしながら、

状況に応じて相手のことばを柔軟に理解し、意識的にことばを紡ぐことで、人と豊かに関わることができる能力の

ことである。 
国語科教育において、コミュニケーション能力の育成は重要な目標の一つである。平成10年度版の国語科の学

習指導要領では「伝え合う力」の育成が新たな目標として加えられた。現行の学習指導要領の目標でも、小中高全

ての学校段階で、その育成が強調されている。「伝え合う力」については、中学校学習指導要領では「人間と人間

との関係の中で，互いの立場や考えを尊重し，言語を通して正確に理解したり適切に表現したりする力」（p.12）
と定義されている。さらに、高等学校の学習指導要領では「国際化，情報化など，変化が激しく予測が困難な現代

社会では，一人一人が良好な人間関係づくりや健全な社会づくりに積極的に関わることが求められる。言語の教育

としての立場に立つ国語科としては，「伝え合う力」を高めることを通して，そうしたことに確実につなげること

が重要となる。」（p.23）と言及されている。つまりコミュニケーション能力とは、自分の思いと相手の思いを大切

にしながら、相手の思いを理解し、自分の思いを表現することで、ことばによってよりよい人間関係や社会を創造

する力のことを指している。 
対人関係に関わるコミュニケーション能力の必要性は、戦後の早い段階から提唱されてきた。このことは、国語

教育学研究においても提唱されてきた。例えば、長田友紀（2011） は、国語教育学研究において戦後の話し言葉

指導の目標論が、「課題領域」と「社会情緒領域」の二極で把握できると言及し、表１のように整理している。 

（長田，2011，p.30より引用） 
 
長田（2011）は、国語科が育成を目指してきた「ことばの力」の内実として「論理性」と「対人関係性」がある

ことを指摘している。課題領域とは、論理力や思考力を重視したコミュニケーション能力のことである。社会情緒

領域は、他者との関係性を築くためのコミュニケーション能力のことである。長田（2011）は「人間形成をねらう

話し言葉指導については，現状ではおよそ共通理解が得られているとみてよいだろう」（p.27）と述べている。し

かしながら、対人関係性を重視した社会情緒領域の指導の必要性は認識されてきているものの、指導論として確立

されておらず、また、実践として十分な成果が報告されてきたわけではない。 
本研究では「伝え合う力」を主眼としつつ、ことばによってより良い対人関係を築くことの出来るコミュニケー
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ション能力の育成を目指す、授業のあり方を明らかにすることを目的とする。 
 
２．コミュニケーション能力を育成する下支えする能力を育成すること  
（１）コミュニケーション能力の捉え方 
コミュニケーション能力は、さまざまな能力の総体である。長田（2011）の取り組みを整理すると、「コミュニ

ケーション」と「話し言葉」とが区別されてこなかった。その意味で、コミュニケーション能力は音声言語、話す

力・聞く力・話し合う力といった言語活動（表現）の総体として捉えられてきたと言える。しかし、長田（2011）
が指摘したようにコミュニケーションは、表現の前提となるコミュニケーション主体の認識によって左右される。

こうした「認識」と「表現」の関係については、現行の中学校学習指導要領における国語科の目標において、同様

のことが解説されている。 

正確に理解する資質・能力と，適切に表現する資質・能力とは，連続的かつ同時的に機能するものであるが，

表現する内容となる自分の考えなどを形成するためには国語で表現された様々な事物，経験，思い，考え等を

理解することが必要であることから，今回の改訂では，「正確に理解」，「適切に表現」という順に示している。

（ ）

 
国語科全体の目標は「国語で正確に理解し，適切に表現する資質・能力」を三つの柱を観点として育成すること

である。「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の言語活動の三領域がそれぞれ別に設定されているわけ

ではない。あくまでも「思考力・判断力・表現力等」に三領域が設定され、その指導事項の「内容」が異なってい

る。このことは、言葉によって伝え合うための力そのものが異なるのではなく、伝え合う状況によって資質・能力

の運用のさせ方が異なると解釈できる。「読むこと」の学習で育てている資質・能力は、言葉を理解するという意

味で「聞くこと」の資質・能力と通底している。 
言い換えれば「話し手と聞き手」の関係だけではなく、「書き手と読み手」の関係も含めた、広義のコミュニケ

ーション能力に着目することで、認識能力（認知能力）の発達や表現行為の熟達化が全体的に底上げされることが

期待できる。認識（理解）する力と表現する力があり、それらを音声言語・文字言語の特質に応じて運用させる能

力（＝広義のコミュニケーション能力）を高めていくということである。森田信義（2000）は、「言葉による認識

機能と伝達（通じ合い＝コミュニケーション）機能とを二者択一という方法ではなく、統合、構造化しなくてはな

らないであろう。さらに、認識能力と言語技術との相互関連も明らかにしておかなくてはならないであろう。」（ ）

と、国語科のあり方を言及している。 
コミュニケーションは「認識の適切さ」が前提として必要となる。認識したことをもとに思考し、その上で表現、

伝達している。こうした前提に立てば、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の固定化した概念を取り

払い、むしろ、言葉の認識と表現を、「統合・構造化」させた授業開発をしていくことが求められる。 
 

（２）コミュニケーション能力を下支えする能力としての「状況認識能力」と「メタ認知能力」 
コミュニケーションを支える前提として「状況認識能力」と「メタ認知能力」が存在する。前者は、相手の性格

や様子、発話の意図、コミュニケーションの参与者を取り巻く場、そこから見出されるコミュニケーションの方向

性などを推論し、そうした広義の状況を解釈できる能力のことである。後者は、状況認識自体を問い直すことで、

推論の質を高めたり、また、具体的にいかに話すか、ことばを調節しながら表現したりできる能力のことである。

豊かなコミュニケーション能力をもつ人は、こうした二つの能力を駆使しながら、適切な運用をしていくのであ

る。 
ただし、難波・牧戸（1997）では、日常生活の場面では、メタ認知にほとんどアクセスされないことが言及され

ている。実際のコミュニケーション場面においては、自分のコミュニケーションをいかに行っていくのか、前提に

対する認知が前景化しないことが指摘されている。 
しかし、豊かなコミュニケーションを実現するには、そうした前景化されないメタ認知の変容が何よりも求めら

れるのである。コミュニケーションは、状況や自分の中に既に構築されている認知に左右される。状況に対する推

論をもとにして、自己のコミュニケーション行為、コミュニケーションの場をメタ認知し、認知過程自体を変容さ
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せることで、コミュニケーション行為が変容されるのである。豊かなコミュニケーション能力を育成するために

は、状況認識能力を高めていき、自己のコミュニケーション行為自体を変容させていく学習が必要となるのであ

る。コミュニケーション能力を下支えする能力として「状況認識能力」と「メタ認知能力」のつながりを表すと、

下記のような図を示すことができる。

【図１】コミュニケーション能力をおける「状況認識能力」と「メタ認知能力」のつながり（イメージ）

①から②に示すように、これまで、他者との関係性を豊かにするコミュニケーションには、認識した目的や相手、

場などの状況をメタ認知し、さらに、そのメタ認知をもとに、ことばを適応的に調整することが求められてきた。

また、自分の持っているコミュニケーション観（＝メタ認知的知識）自体を変容させることによって、その能力の

向上を目指した取り組みがなされてきた。谷口直隆（2010）は、コミュニケーション教育の目標として「適応的な

メタ認知能力」の育成を示唆している。自分のメタ認知を相対化し、意味付けし、認知を強化、または、変容させ

ることを主張している。形成した認知（②）に反省的に振り返り（③）、新たに認知を変容させる（④）のである。

しかし、私たちは簡単に自分のメタ認知を変容することはできない。自分のメタレベルの認知を意識化し、それ

を変容させることは困難である。三宮（1996）でも「ふだんはあまり注意を払わずに行っている認知活動がつま

ずいたときはじめて，「あれっ，どこが悪かったのだろう」とモニタリングを開始することも多い.」（p.176）と指

摘されている。このことは、日常生活のコミュニケーション場面に焦点化すると、さらに認知的な限界がある。

難波博孝・牧戸章（1997）では、日常生活の軽い読書や友人とのおしゃべりの場面では、メタ認知にほとんどア

クセスすることのない「自動化のモード」が言及されている。①と②のみで会話が成立する。「以前はメタ認知の

アクセスする必要があったことでも、それをせずにすませられるようになっている」（p.148）と説明されている。

つまり、最初は一人一人の人柄や、親疎関係に応じたメタ認知的知識を構築したり、構築したものにアクセスし

たりする。そして、相手との関係性が形成されていくにつれ、そのメタ認知にアクセスされない、自動化のモード

へと切り替わっていく。メタ認知によって構築した④も、いずれは②のように自動的に使用されるようになるとい

うことである。ただし、自動化のモード中、何かにつまずき、このモードでは通じ合えないと判断した際には、そ

れを解除するモードが求められよう。そして、その解除のモードに切り替わったとき、つまり、既有の認知では成

り立たないと判断されたとき、はじめて「メタ認知の変容」が求められるのである。このようにコミュニケーショ

ン場面において、豊かさを志向する方向性を探っていくと、推論能力が第一に求められる。状況に応じて自分のも

っているメタ認知的知識に適切にアクセスしていくことが、基本的に求められる。推論を駆使し、コミュニケーシ

ョンの状況によってアクセスするメタ認知知識を変更していけば、状況に応じたコミュニケーションは可能にな

る。限られた認知コストで、より適切を求めることができるからである。
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３．文学作品を用いた実践の構想と検証作品 
こうした能力の育成を企図した授業を構想していく際、直接「話すこと・聞くこと」の学習場面が構想されるこ

とが多い。しかし、「話すこと・聞くこと」の学習にはさまざまな困難さが伴う。その困難さとは、状況の設定と

いうことになる。教室内では、他者性が限定的で、場についても広がりがない。さらに、音声言語はその場でのや

り取りでしかなく、振り返りが難しい。こうした問題を抱えたまま言語活動が行われたならば、限定的で技術的な

ことばのやり取りや、情報の操作を機械的に繰り返すだけとなる。 
そうした困難さの解消に向けて、渡辺貴裕（2018）は「文学作品は、「話す・聞く」や「書く」活動を行うため

に必要な具体的で切実な状況を、豊富に提供できる」（p.32）ことを指摘した。文学作品には時・場所・相手・目

的といった状況性が明確で、かつ、多様である。渡辺（2018）は、演劇的手法を切り口として文学作品が「読むこ

と」の学習専用の教材ではないことを言及している。 
ただし、渡辺（2018）の提案は、そこでどのような能力の育成するのか、目標との関連でその方法論が指摘され

ているわけではない。多様で切実な状況下で多様なコミュニケーションを試すといった、スキルトレーニングに終

始している感は否めない。こうした経験的に繰り返す学習方法は、有効な知識として定着しているとは考えられ

ず、あるいは、異なる状況下で運用できる可能性が低い。 
文学作品は、「読むこと」の学習材として扱われてきたが、渡辺（2018）が指摘する通り、「話すこと・聞くこ

と」の学習においてもコミュニケーション能力の育成に適した教材となり得る。学習者同士のリアルな会話ではな

く、文学作品に登場する人物の会話をもとに考えていくという活動は、登場人物の置かれた状況を認識させ、分

析・整理させていくことになる。こうした、推論をもとにして、メタ認知的知識にアクセスする学習を行うことで、

コミュニケーションの状況性が、学習者に明確に意識化される。 
文学作品を用いることに課題はあるものの、その価値は、リアルな関係性を対象とせず、そして、コミュニケー

ションの営み全体が可視化されることにある。話し言葉は一回性の行為である。振り返りが難しく、状況認識を特

定することは困難である。その意味で文学作品は、全員が同じ状況をメタ的に捉え、教室全体で状況認識を検討す

ることができる。コミュニケーション能力の育成に、文学作品を用いることの有用性はこの点に示唆される。 
 
（１）実践の提案、そして、検証 
文学作品を用いたコミュニケーション能力育成のための一つの授業の提案、さらに、その検証を、『徒然草』「仁

和寺にある法師」を扱った授業を通じて行う。 
 
①コミュニケーション能力の育成のための文学作品を用いることの意味 －教材としての価値の検証－ 
「仁和寺にある法師」は、僧侶の失敗を語る話である。主人公の法師が、長年参りたいと思っていた石清水八幡

宮に参拝できたと勘違いする。さらに、その失敗に気づかず、仲間の僧侶、「かたへの人」に「石清水に行ってき

た」と話してしまったという二重の失敗談である。「読むこと」の学習としては、勘違いの原因を分析することで、

古典に表れたものの見方を知り、古典に親しむという積み重ねがある。一方で、コミュニケーション能力の育成の

ためにも、その価値を有する。この教材の面白さは「かたへの人」が何も語らないことである。読者は失敗談の聞

き手、「かたへの人」に同化する。「かたへの人」が何を思ったのかは読者に委ねられることになる。「かたへの人」

として法師に語り返す際には、どう語り返すのかを検討しやすい作品となる。当然、状況性を推論する必要がある。

こうした作品の構造を活用し、状況認識を行い、どう話すかをメタ認知させ、実際に会話を構想する学習を展開す

ることは可能となる教材である。 
 
②授業の構想 
このように書かれてある事実から書かれていない事実を解釈していく力は、これまでの「読むこと」の学習の中

で育成されてきた。登場人物の性格や様子が明示的に書かれていなくても言動から推論できる。「仁和寺にある法

師」の、年老いるまで熱心に修行に励む真面目さ、一方で、他の参拝者の存在に気づいていたのに道を尋ねること

のできないプライドの高さを読み取ることができる。また、「かたへの人」との関係は、敬語が用いられる距離感

である。こうした読解的な学習の後に、主人公の特徴や状況を踏まえて、主人公を傷つけずに語り返す授業を構想

した。状況を認識し、メタ認知的知識にアクセスしながら何をどう話せばよいかを検討できるメタ認知の育成を期
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待したものである。単元は、第一次が三時間、第二次が一時間の全四時間構成で授業を行った。単元の流れや、め

あてや学習内容、まとめを整理した。 
 
次 時 めあて 活動内容 まとめ

なぜ法師は大失敗
したのか、色々な
観点から考えよ
う。

学習者同士で話し合いながら現代語訳を行
った。その上で、法師が仁和寺に参拝する
のに失敗した理由を、作品の後半部に着目
して考えた。

神に参ることこそが本来の目的
だ」と思って、山に登る人に理由
を尋ねなかったから。

なぜ法師は大失敗
したのか、色々な
観点から考えよ
う。（パート２）

前時に引き続き、失敗した理由を叙述から
考えた。今回は、前半部に着目して考え
た。

年寄るまで修行に励み、世間のこ
とをよく知らなかったから。

なぜ筆者は「少し
のこと―…」と語
ったのか、推論し
よう。

語り手が「少しのことにも先達あらまほし
きことなり。」と述べたことを踏まえ、語
り手が法師の行動のどこに問題を置いてい
るのかを検討した。

失敗の原因は、真面目に修行をし
たことで、世間のことをよく知ら
なかった。さらに、素直に人に尋
ねることができなかった。偏った
プライドはもつべきではないこと
を語りたかったのではないか。

１

もし自分が
「かたへの人」な
ら法師に失敗をど
う伝えるかセリフ
を考えよう。

法師自身の性格や特徴、また、法師が話し
ている様子をまとめた上で、セリフの工夫
を考えた。ここでは、相手（法師）の「性
格」や「背景事情」といった、どんな相手
と話すのか等、状況認識を行うことをねら
いとしている。

状況認識：同僚・プライドの高い
人・真面目な人等
内容：間違いを伝えることを前提
に、相手を傷つけないための工夫
伝え方：相手を傷つけない言い方

これまでの「読むこと」学習としての第二次は、作者の主張やものの見方を捉えたり、或いは、物語と自分の経

験を結び付けたりする学習であった。今回はそうした展開を踏まえた上で、「話すこと・聞くこと」の言語活動に

開いていくことで、国語学習がよりリアルなものとなり、古典学習としても充実し、国語学習がより重層的になる。

４．実践の検証、そして再実践 
課題探究実習では、Ｋ市立Ｔ中学校の第二学年の生徒（全２クラス）を担当した。学習の目的は、文学作品の「読

むこと」の学習を発展させ、他者との関わりを豊かにできることばの力を身につけさせることである。 
 
（１）T中学校の成果と課題 
成果：状況認識をもとにした、メタ認知による調整する学習が成立した 
振り返りの記述に基づき、学習者の意識を分類すると、下記のような図が示すことができる。 

【図２】Ｋ市立Ｔ中学校２年３組の分析 

状況認識

相手

うざがられたくない
謝罪

遠回し

怒らせたくない
やさしく

遠回し

傷つけたくない 遠回し

関係性

目上・敬語を使う関係 失礼があってはいけない
勧誘

遠回し
仲を悪くしたくない 勧誘

気まずくなりたくない
クッションことば

勧誘
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法師の特徴について尋ねたところ、「「法師」の特徴」については「修行に熱心」「プライドが高い」「真面目」と

反応した。さらに「「法師」の状況・様子」について尋ねると、「自慢気」「満足気」等が、ほとんどの回答であっ

た。学習者は、状況認識について十分に行うことができていた。さらに「謝罪」「遠回し」「勧誘」という方略を選

び、記述しているという点では、学習者が状況をメタ認知し、言葉が調節されていることが明らかになる。 
 

課題１：学習者の思考の流れに沿っていないこと 
第一次の学習の最後「語り手はなぜ「少しのことにも―……」と語ったのか推論しよう」という学習を取り入れ

た。これは、語り手の判断を分析するということが課題であった。こうした語り手の判断に寄り添った見方のまま

第一次を終え、第二次の学習を行った学習者にとっては「法師を傷つけないように」という思考を働かせることが

困難であった。結果として学習者は、批判的な眼差しをもつ「語り手」の判断をもとに思考してしまい、【図１】

の「目上・敬語を使い合う関係」といった、主人公に焦点化した反応が出てきづらかった。 
 
課題２：指名された学習者が意見（使用した方略）を出し合うだけの、深まりのない共有となった 
（１）T中学 2－3の方略の共有部 
〔スクリプト１〕Ｔ中学校「方略的知識」の共有課程① 
T： はいはい、じゃあ、S1さん工夫したところは？①
S1： えっと
T： うん
S1： 自分も知らないっていう。で、「ほんと分かりにくい」っていう悪口を添えて言う（聞き取り不可）②
S： （笑）
T： おーやさしい！やさし、なるほどなあ。ありがとう③

稿者注：「・あえて石清水を悪く言うことで傷つけない。」
「・自分も知らない」とプロジェクターに写したWSに箇条書きで記入

この過程では、「このような言い方ができる」という、方略の積み重ねにしかなっていない。指導者は、セリフ

の工夫したところを問い、使用した方略を説明させる（①）。すると、Ｓ１は方略を使用したことを説明する（②）。

指導者は、本時のねらいに合致していると判断し、納得した反応を見せている（③）。しかし、その有効性につい

て問わなかったことで、ただ意見を出し合うだけの学びにしかなっていない。有効性を問わなかった理由は、②の

たどたどしい説明から指導者は、Ｓ１が有効性について説明できる可能性が低いと直感的に判断したからである。

また、そうした事態になったときの、手立てを考えることができていなかったからである。Ｓ１に限らず「なぜそ

の方略が有効であるのか」に学習者が答えることが困難であることが分かるのが〔スクリプト2〕である。 
 

〔スクリプト２〕Ｔ中学校「方略的知識」の共有部② 
T： なるほど。よし、じゃああともう一人くらい。
S： （多くの学習者がS２を指名）
T： えー私は、S２の言い方されたら傷つくけどなあ…。じゃあいいよ、工夫したところは？④
S3： 工

夫したところは、遠回りな感じで⑤
T： 遠回りな感じで、うん⑥
S2： 直接的ではない感じで、遠回りな感じで言う。⑦
T： なるほど。直接的だと何がダメなん。直接的だと何でだめ？⑧
S2： なんかー、ストレートに言わないで（聞き取り不可）⑨
T： なるほどね
S2： そうか、自分で気付かせるとか、そういう（聞き取り不可）⑩
T： あーなるほどね

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 192 ―



 

稿者注：「直接的（ストレート）ではなく、遠まわしに言う」「自分で気づかせる」とプロジェクターに写したWS
に箇条書きで記入とプロジェクターに写したWSに箇条書きで記入

この過程は、指導者との対話によって無意識的に「遠回しに言う」という方略を選択したことについて考えを深

めているものの、方略の有効性について言及できているわけではない。 
Ｓ２のセリフは明らかに現実的ではないセリフが記述されていた。指導者は、セリフを全体共有することをため

らい、工夫のみを説明させる（④）。Ｓ２は、「遠回り」に言うこと、それは直接的な言い方を避けたためであるこ

とを説明する（⑤⑥）。そこで指導者は、直接的な言い方を避けた理由を尋ねると、説明に困った様子を見せる（⑧

⑨）。ただ「そうか、自分で気付かせる」という言葉から分かるように、Ｓ2 の中で方略の有効性、もしくは使用

した意図が自覚化される（⑩）。 
しかし、方略を使用した意図が言語化されておらず、実質的な答えが共有されたわけではない。意図を自分自身

で説明することは難しい。なぜなら学習者は、無意識に方略を駆使し、ある程度、状況に適応した表現ができるか

らである。もしくは、自分が記述したこと以外の良さに気付いているからかもしれない。そうした前景化されてい

ない認知を、自力で即座にメタ認知すること、使用した方略について説明することは困難である。さらに、板書（今

回の場合はスクリーン）も、方略しか示されていない。そのため、なぜ良いと言えるのか理由付けさせたり、一般

化されたりすることなく、個別具体の方略が積み重ねただけになってしまったのである。 
Ｔ中学校の実践を通して、次のことが課題として明らかになった。 
①自分の判断ではなく、語り手の判断をもとにセリフを考えていたこと 
②方略と状況の整合性や、方略そのものについて吟味されることなく、指名された学習者が意見（使用した  
方略）を出し合うだけで、深まりのない共有となっていたこと 

 
（２）再実践 
Ｏ県立Ｔ高等学校で、再実践を行った。Ｔ高校の実践では、Ｔ中学校で行った実践の、単元計画第３時間目と４

時間目の学習を入れ換えた。語り手の、主人公に対する批判的な眼差しを認識してしまうと「傷つけないようにセ

リフを考える」ことが困難になる。まずは学習者自身で、「仁和寺にある法師」のような人物をどう判断するのか

多面的に考えられるようにした。そして、自分の判断をもとに、「相手を傷つけない」セリフを考えさることによ

って、よりリアルな学習となることを期待した。 
さらに、Ｔ高校の実践では共有の際、他者のものを評価する相互批評を行う活動を加えた。なぜ、そのセリフが

良いと思ったのかを説明させることで、記述した本人が無意識的に選択した方略を精緻化させることをねらった。

スクリーンではなく、全体その過程が分かる板書へと変更した。それぞれの学習者が使用した方略が視覚的に対比

されることで、方略同士が比較しやすくなる。状況に適応的な方略を検討しやすくなると考えたからである。 
Ｔ高校で実践した際の共有場面を、以下のスクリプトに示した。 

 
〔スクリプト３〕Ｔ高校「方略的知識」共有部 
T： いいね～、次はじゃあShさんに聞こうかな。Scさんを選んだのは何で？
Sh: ストレートに言っているところ。①
T： え？ん、それだと傷つかない？いや、いいや。ストレートに言うといいと思ったのは何で？②
Sh: 遠回しより確実に伝わる。③
T： そういうこと！みんなわかった？「遠回しより」って言ってくれたけど、確かに、ほとんどの人が遠回

しに伝えていたよね。けど、確実に伝わらないかもしれないっていうデメリットを言ってくれたね④
ありがとう。じゃあ、Sdさんは？

Sd: （セリフを読む）
T： じゃ、Siさん、いいところ教えて。
Si: 一人で行かせずに「一緒に行こう」と言っているところ。
T： 何でいいの？
Si: 口頭で言うと間違えるかもしれないけど、一緒に行けば間違えない。気づかせると傷つかない的な。⑤
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「良いと思った理由」とともに、「それがなぜ良いと言える・思うのか」を尋ねながら共有した。その結果、①

は「ストレートに言う」という方略を取り出し、評価している。ただし、ストレートに言うことは、相手を傷つけ

る可能性が高く、学習の目標や状況性に合致していない。それらをどう指摘するかに指導者は戸惑う（②）。ただ、

ここで指導者が否定的な指摘をしてしまうと、この後の展開が、学習者ではなく指導者が納得するかどうかで、方

略の良し悪しが判断される可能性がある。そのため、理由を尋ねる。すると、③でストレートに言うことは、「確

実に伝わる」という良さがあることが説明される。「ストレートに言う」ことが良いとは言いきれないものの、「遠

回し」な言い方のデメリットを指摘しているという点では、位置付けられる。その意味で「確実さに欠ける」とい

うことで、受け止めた（④）。 
このやりとりは、すぐ後の⑤の部分、「一緒に行けば間違えない」ということころでも繋がっている。Ｓｈの③

の発言によって「確実に伝えること」が話し合いの観点として踏まえられている。さらに、⑤の「気づかせる」と

いう、相手に寄り添う姿勢は、その後の⑦⑧に示された「共感」していて「あおっていない」というところと繋が

っている。 
「どこが良いのか」「なぜ良いのか」を明確にさせることで学習者は、方略そのものではなく、その方略がなぜ

良いのかというところに焦点化して話し合われた。学習目標は「傷つけない言い方」であったが、Ｓｈの発言から

「傷つけない言い方」は伝わりにくいことが共有される。そして、その後の話し合いでは「傷つけずに、確実に伝

える言い方」が検討され、具体的に言う内容が検討されて。以上のことを、指導者は黒板を指示しながらまとめた

（⑨⑩⑪）。 
他者の記述をもとに説明するのと、自分の記述を説明するのとでは、前者の方が、難易度が低い。後者は自分の

思考過程を遡ることになるが、前者は対象化されたことをもとに再解釈することになるからである。評価された側

の学習者がその解釈に納得した場合、自分の認知を自覚することに繋がる。また、他者によって解釈が加えられた

場合、自分の気づいていなかった方略の良さに気づくことができる。自分のもっている方略の、適応可能性の範囲

が広がることとなる。そして、こうした一連のやりとりを聞いている学習者も同様である。 
さらに、他者の解釈を聞きながら状況にあった伝え方を検討していく際、「なぜ良いのか」を尋ねることで、話

し合いが、単なる方略の積み重ねにはならない。何より、使用した方略が異なっていても、その方略を使用した理

由には共通性がある。今回は、他者に配慮するだけではなく、確実に伝わる工夫が必要であるということに、学習

者が気づくことができていた。その共通性は、コミュニケーションにおいて重要となる基盤になることである。教

室の話し合いの中で知識を形成されていた。 
 
 

T： ああ、確かに直接指摘されると傷つくから、気づかせるのか。いいねーありがとう。⑥
最後、Seくん。

Se: (セリフを読む）
T： Sjくん、何が良かった？
Sj: 「私も同じ間違いをしたから大丈夫」と言って、相手の気持ちに共感してるから。⑦
T： どうしてそれがいいと思った？
Sj: えー、いや（聞き取り不可）何かあおってない！約束をしている！⑧
T： なるほど（笑）ありがとう。じゃあみんな、黒板見て。今みんなが言ってくれたことを振り返るよ。

最初、SfくんやSgさんの言った「テンポ・リズム」「優しい」っていうのは、伝え方、どういう伝え方
するかっていう、形式の話よね。ほら、確かに、同じこと伝えるのでもさあ、伝え方次第で伝わり方変
わったりすることあるじゃん。すごく大切な指摘だよね。⑨
で、後半は、形式に対して、何を言うかっている内容を言ってくれたね。遠回しに言えば、傷つけない。
けど、言いたいことが曖昧になって伝わらない、そうするとまた場所を間違えるかもしれない。⑩
だからどうするかって話になったとき、ShさんとSiさんの言ってくれたことは「確実さ」っていうと
ころで繋がってるよね。それで、具体的に言うと、Sdさんは「一緒に行こう」って言ってたり、Seく
んは、あおらないように、約束したりするっていうことを言ってくれたよね。⑪
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（３）分析から明らかになること ―Ｔ中学校とＴ高校の比較から― 
Ｔ中学校の分析と同様に、振り返りの記述に基づいて学習者の意識を分類すると【図３】のように示すことがで

きる。 
 
【図３】Ｏ県立Ｔ高等学校１年Ｆ科の分析 

【図２】のＴ中生の意識と、【図３】のＴ高生の意識を比較する。まず、共通点を挙げると、右端の点線で示し

ている学習者が使用した方略である。Ｔ中・Ｔ高ともに、「遠回し」に言うということは共通している。「勧誘」「ク

ッション言葉」「やさしく」「冗談っぽく」「ストレート」という言葉は、どちらか一方にしかない。しかしながら、

二つの表は、「振り返り」の記述をもとにして図式化している。そのため、「かたへの人」になりきった「セリフ」

の記述では、どの方略も共通して使用されていた。その意味で、使用した方略はほぼ等しい。振り返りの際に、方

略として意識されていたかどうかの違いである。 
次に相違点を挙げると、Ｔ高校の方が、そもそもその方略にたどり着くまでの分岐が一段階多い。この思考過程

（認知過程）の差に着目して、Ｔ中生・Ｔ高生それぞれの傾向を、次の①②にまとめることができる。 
 
①Ｔ中生の傾向＝不快にさせること・関係性を壊すことに対する〈回避的思考〉

「仁和寺にある法師」という登場人物の詳細についての焦点化した解答がほんど見られなかった。方略を使った

理由として「うざがられたくない」「怒らせたくない」「傷つけたくない」という記述がほとんどである。「「仁和寺

にある法師」に対するセリフ」というより、「関係性があまりない同僚へのセリフ」「プライドの高い人へのセリフ」

と言える。相手意識があるものの、それが分析、または意識化されているわけではない。漠然とした相手を不快に

させない・関係を崩さないといった目的からセリフを検討したというところから〈回避的思考〉と言える。

これは、課題１で指摘したように、語り手の判断にとらわれてしまったことが原因として考えられる。自分で判

断しなかったことで、人物の言動の詳細に着目されなかった。また課題２で示したように、状況性とともに方略が

検討されなかったために、学習者の意識として状況性との関連が曖昧になった可能性もある。

②Ｔ高生の傾向＝相手の性格・様子、関係性に対する〈戦略的思考〉

Ｔ高生は、方略を使用した理由として、まず、相手の「性格」「状況」、そして「関係性」に言及されていた。Ｔ

中生よりも、相手意識が焦点化されている。例えば「プライドが高い人は傷つきやすいという偏見があるので」と

いう記述からは、漠然とした相手ではなく、「プライドが高い人」相手が想定されており、さらに「傷つきやすい」

という認知が意識化されている。その上で「遠回し」という認知にアクセスされている。Ｔ中生と同様に「遠回し」

という方略使用でも、両者の認知過程を比べると、Ｔ高生の方がより分析的で、個人に対する意識を読み取ること

ができる。このことは【図１】で示した「④構築的認知（メタ認知３）」である。Ｔ高生の方が、より個人に焦点

化したメタ認知が行われていた。

状況認識

相手の性格
プライドが高い

遠回しな言い方を嫌う ストレート

傷つきやすい
遠回し

やさしく・明るく真面目

相手の状況 勘違いをしている 知らないフリをしたくない 遠回し

関係性 職場の同僚

怖したくない
遠回し

やさしく・明るく

親密 冗談っぽく
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５．豊かなコミュニケーションに向けた国語科授業の構築 －国語科授業のあり方－

豊かなコミュニケーション能力の育成には、二つの方向、「認識の豊かさ（心の豊かさ）」と「表現の豊かさ（こ

とばの豊かさ）」がある。運用可能な認知の形成を形成する場と、実際に運用する場が必要となる。認識を形成、

表現の熟達化が進めていくのである。こうした能力の育成を目指す、国語科授業のあり方を①②の視点に絞って以

下に示す。

①教材開発の視点

まずは教師の「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」という領域観念を取り払うことが求められる。各

領域を重層的に構築することで、広義のコミュニケーション能力を底上げすることが重要である。

さらに、「「文学作品」＝「読むこと」の学習材」」といった固定化した概念を取り払うことも重要である。従来

の「話すこと・聞くこと」の学習では、学習者の実際の場面を用いられてきた。しかしながら、学校で設定できる

状況には限界がある。そこで、文学作品の世界に存在する多様な状況性に着目する。全員で共通の文学作品を読解

し、状況認識を確定させた上で、自分の言語行為をメタ認知する学習活動を準備できる。自分の言語行為を振り返

り、「なぜ必要か」「どんな時に活かせるか」を自ら考えることで、それまで身に着けた言語知識にアクセスし、そ

の使い方や、コミュニケーション行為自体の変容を促すことができる。こうした過程の中で国語学習が、実生活に

も繋がる生きた学びとなる。

②授業デザインの視点

学習者同士の記述を「共有」する際に、相互評価を取り入れることが有効である。既有知識の精緻化が、知識を

運用していくために重要である。相互共有は、自分の前景化しない知識がメタ認知され、既有知識を精緻化するこ

とになる。さらに、他者の記述を評価する際に「どこが良いのか」ということに加え「なぜ良いのか」ということ

を説明させることも忘れてはならない。学習者が評価した記述は、それぞれ異なっている。しかしながら、自分が

評価した学習者の記述の、どこがなぜ良いのかということについては、共通している部分が大きい。その共通性と

は、コミュニケーションにおいて大切にしなければならない要素となる。そうした共通性を、教室全体で共有しな

がら確かめることで、知識が形成されていくこととなる。

一般的に「話すこと・聞くこと」の学習は、教師が設定した場を用いて、指導事項や教科書に示された目標に沿

って、学習者が経験的に学んでいく学習であった。それらは、教師や教科書によって暗黙に裏付けされた「与えら

れた知識」でしかない。学習者は「なぜ良いのか」「その良さは何か」ということを思考する必要がない。そのた

めに、知識が精緻化されず、状況に応じて運用するということが困難であった。その意味で、今回の実践は、学習

者のもつ既有知識を活用し、教室全体で解釈しながら精緻化、或いは新たな知識を形成した。こうした知識は今後

の実生活に活きる知識となる。共有の際、相手の記述の良さや意図を推論しあう学習自体が、豊かなコミュニケー

ションの一つでもある。こうした学習を通じて、学習者のコミュニケーション能力を鍛えることができる。

【参考・引用文献】

・長田友紀（ ）「国語教育における話し言葉指導の目標論の検討」『文藝言語研究』第 巻

・三宮真智子（ ）「思考におけるメタ認知と注意」『認知心理学４』東京大学出版

・谷口直隆（ ）「「適応的なメタ認知能力」の育成を目指したコミュニケーション教育の提案」『国語科教育』

第 集

・難波博孝・牧戸章 「言語活動の心内プロセスモデル」の検討―国語学力形成の科学的根拠の追求―」『国

語教育』第 集

・森田信義他（ ）『新・国語教育の基礎』溪水社

・渡辺貴裕 「第 章 演劇的手法を切り口にした国語科の授業づくりと評価の問い直し」『全国大学国語教

育学会・公開講座ブックレット』第七巻
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体育の対話を用いた協同的な学びを効果的に仕組むために 
22P22002 松嶋悠太  
指導教員 高岡敦史 

 
Ⅰ．課題設定 
 「体育委員を中心に班をつくりましょう。」体育の授業において何気なく発せられる教師からの指示の一つと
してよくある光景と思われる。この指示により学習者である子供たちは自らの判断で学習班を構成する。このよ
うに生徒どうしが関わり合う協同的な学習は、中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説で「生きる力」を育
むための学習方法として「主体的・対話的で深い学び」が提唱されたことがきっかけに注目を集め、積極的に取
り入れられている。実際に、髙口 2019 によると、全国学力・学習状況調査質問紙調査報告書の中で、中学生に
対して行われた調査では「1.2 年生の時に受けた授業では、生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いま
すか」という質問に対して、肯定的な回答をした生徒の割合は、平成 21 年度が 52.4％であったのに対して、平
成 29 年度には 81.6％と 30 ポイント近く増加しているとして、8 年の間で「生徒の間で話し合う活動」が盛んに
おこなわれていると報告している。このことからも、学校現場においては生徒どうしが対話を用いて協同的に学
習する授業が積極的に展開されていることが分かる。今後さらに、質の高いこのような学習の展開が求められる。 
授業は、教師と学習者である子ども、子どもどうしの相互作用によって展開され、多くが言語を用いて発話を

行う相互作用で進められる。体育科の授業においては、授業特性から他教科よりも子どもどうしの言語を用いた
相互作用が活発にかつ半ば必然的に展開される。 
他者と言語を用いて話すとは、言い換えると発話の行き交いである。こうした発話の行き交いである対話が授

業で構成されたグループにおいて他者と関わり合う上で必然的に発生する。 
その為、協同的な学習を展開していくためには、学習者の対話の実態をつぶさに観察する必要がある。これま

で体育の対話に関する研究の多くが「何を話しているのか」を明らかにしてきた。しかし、「どのような対話であ
るのか。」その対話の姿を明らかにした研究については散見する限り見当たらない。対話は、話し手と聞き手の意
図（発話内行為）が相互に行き交いする営みである。その営みには、学習課題のみならず人間関係やその発話者
のキャラクター性、教師の介入などが影響し、「対話のカタチ」として表出される。そこで対話の実態を把握する
ために、グループに所属する班員がどのように対話へ参加しているのか、またそこでどのような所属班の対話に
おける役割を担っているのかを把握し、それを手掛かりとして授業を構成する必要がある。 
 以上のことから本研究においては、どのように効果的に対話を用いた協同学習を仕組むかを検討することを目
的とする。また、目的を達成するために第一にグループの対話のカタチを発話量・発話密度・発話内行為から描
き出す。第二に所属する班員がどのような対話への参加をしているのか参加の仕方を明らかにする。そして第三
にいかにして質の高い対話を用いた学習を仕組むかを検討する。 
Ⅱ．研究の方法 
 〇調査対象者 

・Y中学校 第三学年 A組 男子 8名 女子 9名 計 17 名 
   ・授業者：研究者本人 t2（実習校保健体育科教員）、t3（実習校保健体育非常勤講師） 
   ・前 4班のグループを編成（無作為に１班を選出し分析対象とした） 
 〇データの収集方法と分析 
 ・本研究では、生徒の対話の実態（発話量・発話内行為・発話内容）を分析対象としているため、グループに
学校長の使用許可を得た上で、ICレコーダーを配布し、録音を行った。逐語化は、作戦タイムのみ行っている。
また、逐語記録の作成において同一生徒の発言が続く場合には、発話内行為が変わるごとに区切り発話回数をカ
ウントした。分析では、発話量から発話割合、発話密度（1 分当たりの発話回数）、発話内行為の生成、発話内行
為の割合、発話内行為密度を算出し、詳細を結果に記述している。 
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Ⅲ．結果と考察 
１． 発話量から見た時のグループの対話 
   

 
① 【雑談】を含んだ発話密度 

No.18 グループにおいて発話密度における総合計を見てみると 10 月 26 日に全授業で最も発話密度が高い
22.58 を記録しており、10 月 27 日には最小値の 15.73 を記録している。全授業日の総合計を平均すると 18.47
であった。最大値・最小値と総合計の平均値である 18.47 の差を見てみると最大値とは 4.11、最小値とは 2.75 の
差が見られ、その他の授業日と平均値との差は 0.22～0.85 の差のみで平均値に近い数値であった。 

10 月 26日は特に活発に対話がなされていたこと、その一方で 10月 27 日では極端に対話がなされなかったと
いうことが見て取れる。 
表は【雑談】も含めた発話密度であるため、10月 26 日の対話が学習に関係のない対話であった可能性がある

ため次に【雑談】を除いた発話密度を算出した。 
② 【雑談】を除いた発話密度 

【雑談】を対話から除外し再度発話密度を算出すると 10 月 26 日に最大値である 15.80 を記録し、10 月 27 日
に最小値である 10.79 を記録した。【雑談】を除いたため数値の減少はあるが全授業日の中で 10 月 26 日が最大
値であり 10 月 27 日で最小値を示した点に変化は見られなかった。全授業日の総合計を平均すると 13.37 であっ
た。最大値・最小値と総合計の平均値である 13.37 の差を見てみると最大値とは 2.43、最小値とは 2.58 の差が
見られ、その他の授業日とは 10 月 25 日は 1.41、11 月 1 日は 0.55、11 月 4 日は 1.81 の差が見られた。また総
合計の平均値以上の授業日 10 月 25 日・11 月 1 日と最大値 15.80 の 10 月 26 日との差を見ると 10 月 25 日と最
大値には 1.02、11 月 1 日と最大値には 1.89 の差が見られた。平均値以下であった 11 月 4 日と最小値 10.79 の
10 月 27 日との差を見ると 11 月 4 日と 10 月 27 日には 0.76 の差であった。つまり、10 月 25 日と 11 月 4 日は
それぞれ平均値よりも最大値と最小値に近い数値であり、11 月 1 日は平均値に近い数値であったことを示す。 
  

A B C D t t2 t3 t t4 t5 t t6 生徒合計 総合計
1025 3.83 2.85 3.39 0.22 1.86 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.29 14.78
1026 4.96 2.60 2.24 0.42 2.06 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.23 15.80
1027 2.90 3.02 1.51 0.06 1.97 0.00 1.28 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 10.79
1101 4.67 2.25 3.50 0.75 1.08 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 13.92
1104 3.78 3.00 1.57 0.07 1.64 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 8.42 11.56

単元全体 4.01 2.76 2.29 0.29 1.76 0.64 1.16 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 9.35 13.22
平均値 4.03 2.74 2.44 0.30 1.72 0.86 0.96 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 9.52 13.37
最大値 4.96 3.02 3.50 0.75 2.06 2.63 3.51 0.06 1.50 0.00 0.00 0.00 11.17 15.80
最小値 2.90 2.25 1.51 0.06 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 10.79
差 2.06 0.77 1.99 0.69 0.98 2.63 3.51 0.06 1.50 0.00 0.00 0.00 3.68 5.01

【雑談】を除
く発話密度

A B C D t t2 t3 t t4 t5 t t6 生徒合計 総合計
1025 5.26 3.07 4.82 0.22 1.86 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.36 18.18
1026 7.75 3.63 4.00 0.42 2.06 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 22.58
1027 4.64 3.77 3.08 0.17 2.03 0.12 1.86 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 15.73
1101 6.67 2.58 5.17 0.75 1.08 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.17 18.25
1104 6.21 3.28 4.42 0.36 1.71 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 14.27 17.62

単元全体 6.14 3.34 4.17 0.38 1.79 0.77 1.60 0.01 0.33 0.00 0.00 0.00 14.02 18.52
平均値 6.10 3.27 4.30 0.38 1.75 1.69 3.29 0.06 1.64 0.00 0.00 0.00 14.05 18.47
最大値 7.75 3.77 5.17 0.75 2.06 2.96 4.72 0.06 1.64 0.00 0.00 0.00 15.80 22.58
最小値 4.64 2.58 3.08 0.17 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 15.73
差 3.11 1.19 2.09 0.58 0.98 2.96 4.72 0.06 1.64 0.00 0.00 0.00 4.14 6.86

発話密度
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③ ①②より 
上述したように、①【雑談】を含んだ発話密度と②【雑談】を除いた発話密度より【雑談】の有無にかかわら

ず最大値・最小値を示した 10月 26 日と 10月 27日では、学習に関係のある対話がなされながらも【雑談】も活
発であった 10 月 26 日と学習に関係のある対話も【雑談】も非活性であった 10 月 27 日と捉える対話の姿があ
った。また、その他の授業日においては【雑談】を含めていた時には総合計の平均値に近い数値であった授業日
（10 月 25 日・11月 1日・11 月 4日）が、【雑談】を除いた時には 11 月 4日のみ最小値に近づいたことから 11
月 4日では【雑談】がなされていたが学習に関する対話が少なかったことが分かる。 

 したがって、10 月 26日においては【雑談】もされながら学習にも向かう活発な対話を作り上げた要因、10
月 27 日においては【雑談】も学習に関わる対話もされず非活性な対話を作り上げた要因、そして 11月 4日には
学習に関する対話ではなく【雑談】に向かわせた要因があると考えられる。 

 
２． 発話内行為から見た時のグループの対話 

① 生成された発話内行為 

 
② 発話内行為の割合と発話内行為密度からわかること 

―各授業日の対話における発話内行為の割合を算出する意味― 
対話活動で行われる発話全てに発話内行為がある。今回の分析では全く授業に関係しない（学習課題・学習方

法・活動方法等以外の発話 例「昨日、テレビで・・・」等）を【雑談】として処理した。厳密には【雑談】に
も発話内行為は内在しているが学習に関係した協同的な対話がどのようなカタチをしているのかを明らかにす
ることを一つの目的としているため【雑談】としてまとめた。 
発話内行為の割合を算出することで授業日ごとの対話がどのような発話内行為で構成されているのかを把握

することができる。以下、No.１８グループにおける発話内行為の割合を授業日ごとに算出し、対話の構成要素
を明らかにしたものである。 

 
  

行為割合 行為割合 行為割合 行為割合 行為割合 行為割合
提案 19.28 14.75 15.13 22.83 17.41 17.32 17.88
説明 4.82 11.8 8.49 9.59 12.15 9.87 9.37
回答 3.61 5.09 6.27 5.48 3.24 4.86 4.738

問いかけ 10.84 4.56 5.9 9.59 8.91 7.37 7.96
確認 7.83 6.7 8.49 9.13 6.88 7.68 7.806
質問 4.22 4.29 6.27 1.83 2.02 3.84 3.726
進行 0.6 2.14 0.74 0.91 0 1.02 0.878
指摘 1.81 1.07 0.37 1.37 1.21 1.1 1.166
賛同 9.64 9.12 4.06 5.94 4.45 6.66 6.642
呼応 11.45 5.9 2.58 5.02 4.86 5.56 5.962
依頼 0.6 0.27 1.48 0.91 0 0.63 0.652
指示 5.42 4.02 7.75 2.74 4.05 4.78 4.796
雑談 18.67 30.03 31.37 23.74 34.41 28.61 27.644

つぶやき 1.20 0.27 1.11 0.91 0.40 0.71 0.78
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

全授業日の平均値

伝える

返答
疑問あり

疑問なし

リアクション

行動促す

その他

10月25日 10月26日
割合合計 割合合計

行為割合

21.54

5.45

12.60

29.75

0.78
27.64

27.71 31.64

22.89
25.3 18.76

2.41

21.09 15.02

6.02 4.29

18.67 30.03
1.20 0.27
100.0 100.0

10月27日 11月1日
割合合計 割合合計

2.04

19.49

29.89 37.9

15.55 20.66
21.77

20.55
22.83

100.0 100.0

21.01

31.37 23.74
1.11 0.91

6.64 10.96

9.23 3.65

3.21 1.11 2.28

単元全体

0.40

割合合計

32.05

18.89

2.12

12.22

5.41

28.61
0.71

100.0

11月4日
割合合計

32.8

17.81
19.02

1.21

9.31

4.05

34.41

100.0

【問いかけ】 【質問】 【確認】【進行】 【指摘】 【提案】 【説明】 【回答】 【賛同】 【呼応】 【依頼】【指示】 【雑談】 【つぶやき】

その他

この行為の相手（聞き手）に対して、発話された内容に対する返答
（回答・説明・提案等）を求める行為

自身の考えや思考を伝える行為
話し手の発話最中や話したこ
とに対するリアクション、聞
いている意を示す行為

疑問を投げかけ、返答を求める
疑問を投げかけずに、返

答を求める

特定の行動を促す
行為
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―グループの対話を構成する発話内行為― 
 概ねどの授業でも最も高い割合を示していたのは【雑談】（20％~30%程度）であり、残り 70％程度が学習

に関係した対話となっていた。その中で、【提案】【説明】【回答】を統合した［自身の考えや思考を伝える行為］
（30%程度）も【雑談】に並ぶ割合を示し、その次に【問いかけ】【確認】【質問】【進行】【指摘】を統合した［返
答を求める行為］が 20％近くを占めていた。［返答を求める行為］の中でも特に［疑問を用いて返答を求める行
為］が 15％~20％を占めていた。 

 全授業を通して［自身の考えや思考を伝える行為］と［疑問を用いて返答を求める行為］を中心に、［リアク
ション的行為］や［行動を促す行為］といったものも使用され学習に関係する対話が構成されていた。 

―各授業日の対話における発話内行為の密度を算出する意味― 
 前述したように発話内行為の割合を算出することで行われた対話がどのような骨格をしているのかを捉え

発話密度の総合計において特徴的であった授業日の特徴を記述した。一方で、発話内行為の割合だけを捉えると
その内側を捉えることが難しい（その骨の大きさは分かっても骨密度は分からないように）。そこで、1分間当た
りにどの程度その行為が使用されたかを算出することによって骨格の中身に迫る（以降これを発話内行為密度と
する）。算出したものが表である。 

 
③発話内行為の割合と発話内行為密度か見た各授業の対話の姿 

－10 月 25日の対話－ 
 【雑談】を含めた時には平均値ほどの発話量（発話密度）であったが、【雑談】を除いた時には平均値以上か

つ最大値に近い発話量（発話密度）であった。 
 その内実としては、その日に行われた対話に対して［自身の考えや思考を伝える行為］が占める割合が全授

業日の中で最も低く、発話内行為密度から見た時も平均値以下であった。一方で［返答を求める行為］と疑問を
用いる行為の【問いかけ】において最も高い割合を占めており、発話内行為密度においても同様に最大値を記録
していた。また、［リアクション的行為］とその要素で最大値を割合で記録し、発話内行為密度においても［リア
クション的行為］と要素の【呼応】で最大値を記録した。なお、【雑談】においては割合・発話内行為密度ともに
最小値である。 

－10 月 26日の対話－ 
【雑談】の有無にかかわらず発話量（発話密度）で最大値を記録した、【雑談】もするが学習に関する対話も活

発に行われた授業日であった。 
 その内実としては、その日に行われた対話に対して割合から見ると［自身の考えや思考を伝える行為］は平

均値程であり【提案】については全授業日の中で最低値である。発話内行為密度から見ると［自身の考えや思考
を伝える行為］と要素の【説明】【回答】で最大値を記録していた。［返答を求める行為］の疑問を用いる【問い
かけ】【確認】で最も低い割合であったが、発話内行為密度では平均値程度となっていた。また、［リアクション
的行為］では割合と発話内行為ともに平均値以上であり、発話内行為密度では【賛同】で最大値を記録していた。 

提案 3.50 3.33 2.38 4.17 3.07 3.21 3.29
説明 0.88 2.66 1.33 1.75 2.14 1.83 1.75
回答 0.66 1.15 0.99 1.00 0.57 0.90 0.87

問いかけ 1.97 1.03 0.93 1.75 1.57 1.36 1.45
確認 1.42 1.51 1.33 1.67 1.21 1.42 1.43
質問 0.77 0.97 0.99 0.33 0.36 0.71 0.68
進行 0.11 0.48 0.12 0.17 0.00 0.19 0.18
指摘 0.33 0.24 0.06 0.25 0.21 0.20 0.22
賛同 1.75 2.06 0.64 1.08 0.78 1.23 1.26
呼応 2.08 1.33 0.41 0.92 0.86 1.03 1.12
依頼 0.11 0.06 0.23 0.17 0.00 0.12 0.11
指示 0.99 0.91 1.22 0.50 0.71 0.89 0.87
雑談 3.39 6.78 4.93 4.33 6.06 5.30 5.10

つぶやき 0.22 0.06 0.17 0.17 0.07 0.13 0.14

平均値

5.92

2.38

0.98

11月4日

5.78

3.35

1.64

0.71

単元全体

5.94

3.50
3.89

0.39

2.26

1.00

4.16

0.44

4.60 4.24 3.42

5.04

3.83

1.09

10月25日

7.14

3.39

0.97

10月27日

4.70

1.04

1.45

11月1日

6.92

3.75
4.17

疑問なし

リアクション

行動促す

その他

3.51

0.73

3.39
0.22

6.78
0.06

10月26日

3.96

4.93
0.17

0.42

2.00

0.67

4.33
0.17

6.06
0.07

行為名

伝える

返答
疑問あり 3.14

0.17 0.21

3.25

5.30
0.13

0.39

3.56
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－10 月 27日の対話－ 
【雑談】の有無にかかわらず発話量（発話密度）で最小値を記録した、【雑談】も学習に関する対話も非活性化

であった授業日である。 
 その内実としては、その日に行われた対話に対して割合から見ると［自身の考えや思考を伝える行為］は平

均値程度であり【回答】は最大値であったが、発話内行為密度から見ると［自身の考えや思考を伝える行為］と
【提案】で最小値であった。［返答を求める行為］では平均値程度の割合で 10 月 26日より高い割合であったが、
発話内行為密度から見ると平均値以下となり 10 月 26 日以下の数値を記録した。［リアクション的行為］は割合
と発話内行為ともに最小値であり、［特定の行動を促す行為］では割合と発話内行為共に最大値を記録した。 

－11 月 1 日の対話－ 
【雑談】の有無にかかわらず発話量（発話密度）が平均値程を記録した授業日である。 
 その内実としては、その日に行われた対話に対して［自身の考えや思考を伝える行為］と【提案】で最も高

い割合を示し、発話内行為密度では前者が平均値以上で後者が最大値を記録していた。［疑問を用いて返答を求
める行為］で割合と発話内行為密度ともに平均値以上であり、【確認】では双方で最大値、【質問】では双方で最
小値であった。［リアクション的行為］では【賛同】【呼応】が同程度であったが、割合と発話内行為密度ともに
平均値以下であった。 

－11 月４日の対話－ 
 【雑談】を含めた時には平均値ほどの発話量（発話密度）であったが、【雑談】を除いた時には平均値以下か

つ最小値に近い発話量（発話密度）となり、【雑談】は行われるが学習に関する対話が非活性である授業日であっ
た。 

 その内実としては、その日に行われた対話に対して［自身の考えや思考を伝える行為］は平均以上であり、
【説明】については最大値【回答】では最小値をわりあいできろくした。発話内行為密度からは［自身の考えや
思考を伝える行為］で平均値を下回り、【説明】についても平均値以下【回答】は最小値であった。［返答を求め
る行為］では割合と発話内行為密度ともに平均値以下であり、［疑問を用いた返答を求める行為］と【確認】の発
話内行為密度で最小値となっていた。［リアクション的行為］［行動を促す行為］についても平均値以下の割合と
発話内行為密度を記録していた。 
 
３． 班員がいかにしてグループの対話を作り上げたか 

① 発話量（発話割合・発話密度）からの視点 
―生徒 A の発話特徴― 

発話割合では【雑談】の有無に関わらず全授業日で 25％以上であり単元全体でも 30%を超え、同じ班に所属
する生徒中で最も発話割合が高い。しかし、【雑談】を除いた時に 10 月 27日のみ生徒 B の割合を下回る。 
 発話密度では【雑談】の有無に関わらず 10 月 26 日・10月 27 日に最大値・最小値を記録している。この所
属グループでの対話において発話密度で最大値を 10 月 26日、最小値を 10月 27 日に記録した点と類似してい
る。また、【雑談】の有無による発話密度を見比べると 10 月 26 日では最も差が開いていた。 
 これらのことからグループの対話特徴と類似し、生徒 A の占める発話割合も高いことから班の発話量におい
て中心的な発話者である一方で、【雑談】も非常に多い班員であることが分かる。 

―生徒 B の発話特徴― 
【雑談】を含めた時には発話割合の高い順に生徒 A、生徒 C に続く３番目であったが【雑談】を除くと生徒

A の次に高い割合を示す。また、【雑談】を除いた発話密度において最大値を 10月 27 日、最小値を 11 月 1 日
に記録している。最大値の 10月 27 日において他の班員は最小値を記録しており、最小値の 11 月 1日では生徒
A は個人の発話密度平均値を上回り、生徒 Cと生徒 D は最大値を記録している。さらに、最大値と最小値の差
は 0.77 と中田や生徒 C に比べて非常に少ない。【雑談】の有無による発話密度の差は 0.22~1.03 と生徒 A

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 201 ―



（1.42~2.79）や生徒 C（1.42~2.85）に比べて非常に少ない。 
以上より生徒 B は【雑談】が生徒 Aや生徒 Cに比べて少なく、班員の発話量（発話密度）が少ない時に個人

の最大値を記録したり、班員の発話密度が高い時に個人の最小値を記録したりと発話量の調整を行っていた。 
―生徒 C の発話特徴― 

単元全体では【雑談】を含めた時の発話割合は生徒 A に続いて高かったが、【雑談】を除いた時には高い順か
ら生徒 A、生徒 B の次となっていた。発話密度では【雑談】の有無に関わらず 11 月 1 日で最大値を記録し 10 月
27 日に最小値を記録している。【雑談】を含めた時には 10 月 27 日以外は発話密度で生徒 B を上回っていたが、
【雑談】を除いた時には 10 月 25 日・11 月 1 日のみ生徒 B に上回る結果となっている。また、【雑談】の有無に
よる発話密度の差は 1.42~2.85 と班員の中で最も差が大きくなっている。 
 以上より、生徒 A が【雑談】が多く学習に関する発話も多いのに対して生徒 Cは【雑談】は多いが学習に関す
る発話が生徒 A生徒 B に比べて消極的である。 

―生徒D の発話特徴― 
 【雑談】の有無に関わらず発話割合・発話密度ともに班員の中では最も少なく、机間指導で指導に当たる教
員よりも発話割合・発話密度ともに小さい。グループの発話密度の総合計で最大値記録した 10 月 26 日に【雑
談】の有無に関わらず生徒 D の発話密度は個人の平均値を超え、グループの発話密度の総合計で最小値であっ
た 10 月 27 日に生徒 D個人においても最小値を記録し、生徒 A が個人の平均値を上回り、生徒 C が最大値を
記録した 11 月 1 日に生徒 D も最大値を記録している。また、【雑談】の有無による発話密度の差は 0.00~0.29
と際見て差が少ない。 
 【雑談】は極めて少なく、学習に関係した発話がほとんどで、発話密度や割合の最大値・最小値を記録した授
業日が同班の生徒と類似した傾向にあることから生徒 D は極端に発話が少ないいわゆる大人しい生徒であり、
班員に学習に関係する話しかけによって発話を行う特徴がある。   
 

② 発話内行為の割合と発話内行為密度からの視点 

 
 
 
 
 

提案 1.34 1.42 1.15 1.16 1.75 1.36 1.37 1.75 1.15 0.60
説明 0.71 0.44 0.97 0.41 0.58 1.07 0.69 1.07 0.41 0.66
回答 0.23 0.22 0.24 0.29 0.08 0.29 0.22 0.29 0.08 0.21

問いかけ 0.29 0.55 0.24 0.06 0.58 0.21 0.33 0.58 0.06 0.53
確認 0.48 0.33 0.54 0.52 0.67 0.29 0.47 0.67 0.29 0.38
質問 0.13 0.11 0.12 0.29 0.08 0.00 0.12 0.29 0.00 0.29
進行 0.04 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.04 0.18 0.00 0.18
指摘 0.09 0.11 0.12 0.06 0.17 0.00 0.09 0.17 0.00 0.17
賛同 0.29 0.22 0.73 0.06 0.25 0.14 0.28 0.73 0.06 0.67
呼応 0.25 0.22 0.61 0.00 0.08 0.29 0.24 0.61 0.00 0.61
依頼 0.06 0.11 0.00 0.06 0.17 0.00 0.07 0.17 0.00 0.17
指示 0.06 0.11 0.06 0.00 0.08 0.07 0.06 0.11 0.00 0.11
雑談 2.13 1.42 2.79 1.74 2.00 2.43 2.07 2.79 1.42 1.36

つぶやき 0.04 0.00 0.00 0.00 0.17 0.07 0.05 0.17 0.00 0.17

生徒A
最大－最小最小最大平均11041101102710261025単元全体

行為名

伝える

返答
疑問あり

疑問なし

リアクション

行動促す

その他
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提案 0.83 1.09 0.91 0.75 0.42 1.00 0.83 1.09 0.42 0.68
説明 0.48 0.22 0.36 0.75 0.33 0.57 0.45 0.75 0.22 0.54
回答 0.45 0.22 0.54 0.52 0.67 0.21 0.43 0.67 0.21 0.45

問いかけ 0.09 0.00 0.00 0.17 0.00 0.21 0.08 0.21 0.00 0.21
確認 0.23 0.11 0.18 0.23 0.25 0.36 0.23 0.36 0.11 0.25
質問 0.06 0.11 0.06 0.00 0.08 0.07 0.06 0.11 0.00 0.11
進行 0.07 0.11 0.06 0.06 0.17 0.00 0.08 0.17 0.00 0.17
指摘 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 0.07 0.00 0.07
賛同 0.25 0.44 0.18 0.23 0.17 0.29 0.26 0.44 0.17 0.27
呼応 0.16 0.33 0.24 0.00 0.17 0.14 0.18 0.33 0.00 0.33
依頼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
指示 0.04 0.00 0.00 0.12 0.00 0.07 0.04 0.12 0.00 0.12
雑談 0.58 0.22 1.03 0.75 0.33 0.29 0.52 1.03 0.22 0.81

つぶやき 0.09 0.22 0.06 0.17 0.00 0.00 0.09 0.22 0.00 0.22

平均 最大 最小 最大－最小単元全体 1025 1026 1027 1101 1104
生徒B
行為割合

伝える

返答
疑問あり

疑問なし

リアクション

行動促す

その他

提案 0.74 0.44 0.79 0.35 1.75 0.50 0.76 1.75 0.35 1.40
説明 0.41 0.11 0.61 0.12 0.75 0.43 0.40 0.75 0.11 0.64
回答 0.07 0.11 0.18 0.00 0.00 0.07 0.07 0.18 0.00 0.18

問いかけ 0.17 0.33 0.12 0.12 0.25 0.14 0.19 0.33 0.12 0.21
確認 0.25 0.77 0.12 0.29 0.17 0.07 0.28 0.77 0.07 0.70
質問 0.16 0.22 0.18 0.29 0.00 0.07 0.15 0.29 0.00 0.29
進行 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.06
指摘 0.04 0.22 0.00 0.00 0.00 0.07 0.06 0.22 0.00 0.22
賛同 0.22 0.88 0.06 0.06 0.33 0.07 0.28 0.88 0.06 0.82
呼応 0.07 0.22 0.06 0.06 0.08 0.00 0.08 0.22 0.00 0.22
依頼 0.06 0.00 0.06 0.17 0.00 0.00 0.05 0.17 0.00 0.17
指示 0.09 0.11 0.06 0.00 0.17 0.14 0.10 0.17 0.00 0.17
雑談 1.87 1.42 1.76 1.57 1.67 2.85 1.85 2.85 1.42 1.43

つぶやき 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均 最大 最小 最大－最小

行動促す

その他

生徒C
単元全体 1025 1026 1027 1101 1104

伝える

返答
疑問あり

疑問なし

リアクション

行為割合

提案 0.12 0.11 0.30 0.00 0.17 0.00 0.12 0.30 0.00 0.30
説明 0.04 0.00 0.12 0.00 0.08 0.00 0.04 0.12 0.00 0.12
回答 0.03 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.03 0.17 0.00 0.17

問いかけ 0.03 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.03 0.17 0.00 0.17
確認 0.03 0.00 0.00 0.06 0.00 0.07 0.03 0.07 0.00 0.07
質問 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
進行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
指摘 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賛同 0.03 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.03 0.17 0.00 0.17
呼応 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.00 0.11
依頼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
指示 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雑談 0.09 0.00 0.00 0.12 0.00 0.29 0.08 0.29 0.00 0.29

つぶやき 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均 最大 最小 最大－最小単元全体 1025 1026 1027 1101 1104

行動促す

その他

生徒D

伝える

返答
疑問あり

疑問なし

リアクション

行為割合
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［生徒 A］ 
 発話量（発話密度）を見た時に中心的人物として特徴づけた生徒 Aであるが単元全体における発話内行為の
割合【雑談】が最も高い割合であり、【提案】【説明】と続く。発話内行為密度を見ると［自身の考えや思考を
伝える行為］では【提案】【説明】、［返答を求める行為］では【問いかけ】【確認】【指摘】、［リアクション的行
為］、【依頼】【雑談】と 14 行為の内 9行為において所属班で最も高い数値を示している。このことから生徒 A
は［自身の考えや思考を伝える行為］［返答を求める行為］［リアクション的行為］［行動を促す行為］と対話を
構成する多くの要素を高い数値で行うことができるユーティリティプレイヤー的な存在であり発話内行為から
見てもグループの核となる存在であった。 
 また、グループの発話密度の総合計が最大値を示した（＝対話が活発であった）10 月 26日において、生徒
A は【問いかけ】の発話内行為密度で 0.24 を記録しているが、グループの発話密度の総合計で最小値であった
10 月 27日の【問いかけ】は 0.06 であった。一方で【提案】の発話内行為密度については 10 月 26日が 1.15
であり、10 月 27日では 1.16 と増加している。 
 以上より、生徒 A個人としては多様な発話内行為を有するユーティリティプレイヤーであったが、班にとっ
ては［返答を求める行為］ができる存在としての役割があったと考えられる。また、【雑談】の多さからは学習
からそれやすく範囲おいての【雑談】を加速なせることがある特徴もある。 
 

［生徒 B］ 
 発話量（発話密度）を見た時に発話量を一定に保つ調整的な人物として特徴づけた生徒 B であるが、発話内
行為密度において単元全体では［自身の考えや思考を伝える行為］である【提案】【説明】と［リアクション的
行為］においては生徒 Aに続いて高い数値である。［リアクション的行為］の発話内行為密度の最大値・最小値
の差は【賛同】が 0.27、【呼応】が 0.33 と生徒 A が【賛同】が 0.67【呼応】が 0.61 と比べると差が少ないた
め、どの授業でもグループの発話に対して［リアクション的行為］を安定的に行っていた。また、グループの
発話密度で最小値であった 10月 27 日に生徒 Aが【問いかけ】や【確認】の発話内密度で数値を低下させる中
で、生徒 B は【問いかけ】を出現させ、【確認】を増加させている。さらに、【進行】の行為を班の中で唯一少
な値発話内行為密度の数値であるが記録している。 
 これらのことより生徒 B の安定的な発話の内実には［リアクション的行為］の安定が一つある。【進行】を唯
一ほとんどの授業で行っていることからグループの対話の軌道修正を行おうとしていたことも考えられる。ま
た、10 月 27日の生徒 Aの［返答を求める行為］をできる役割の不在を察知し、自らが代行として［返答を求
める行為］を行っていることからグループにおける発話量を調整する中で必要な行為を選択するかたちで対話
に参加していることが考えられる。 

［生徒 C］ 
 発話量（発話密度）を見た時に生徒 Aに並んで【雑談】が多かった一方で、学習に関係する対話が生徒 A と
の比較では少ないことから【雑談】はするが学習に関わる対話が少ないという特徴をあげた。発話内行為の割
合を見てみると単元全体では 44.95％を【雑談】が占めておりグループの中で行った発話の中で最も【雑談】が
占める割合が高く、特に 11 月 4 日に【雑談】が最も行われる。また、【提案】の発話内行為密度において最大
値と最小値の差が 1.40 と他の班員の学習に関するどの行為と比較しても突出して最大値と最小値の差が大きく
なっている。【提案】の発話内行為密度の最大値と最小値の差が吐出して大きかったことや【雑談】が 11月 4
日に突出することから不安定さが伺え、【雑談】を生徒 Aと共に増大させていた。 
 これらのことから生徒 C は【提案】や発話全体に不安定さを抱えつつグループの対話に参加し、【雑談】にそ
れやすい傾向にあると考えられる。 
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［生徒D］ 
 発話量（発話密度）を見た時に発話が極端に少ない大人しい生徒と特徴づけた生徒 D であるが、単元全体に
おける発話内行為の割合と発話内行為密度を見ると全 14 行為の中で０を記録する行為が６つ存在した。有して
いる行為の内、最も高いのは【提案】の行為であり［自身の考えや思考を伝える行為］と［リアクション的行
為］においては少なからず行為を行っている。また、全ての行為で発話内行為割合・発話内行為密度において
グループの中で最小値を記録している。［返答を求める行為］では 11 月 1日にのみ【問いかけ】の発話内行為
密度で 0.17 を記録しており、その他の授業では 0である。【提案】の発話内行為密度の最大値は 10月 26 日に
示しているが、そこでは【提案】と【説明】しか行っていない。 
 以上のことから、生徒D は自ら話題を振ることはほとんどなく発話の機会が与えられた時に意見を提示し、
【説明】も行うことがあるといった対話への参加を行っていた。 
 

③ 特徴的な授業の対話を班員の特徴を踏まえて読み解く 
［10 月 26 日 【雑談】も学習に関する対話も活発であった授業日］ 

 10 月 26 日は【雑談】も学習にも活発な対話がなされ、その内実は場に意見を求め、それに答えるように意
見や考えが表明され、それらを班員がしっかりと聞いていたという特徴があった。そんな授業日をユーティリ
ティプレイヤーである生徒 A が牽引していた。10月 26 日における生徒 Aの発話内行為密度は【提案】【説
明】・【質問】を除く［返答を求める行為］・［リアクション的行為］・【雑談】の 9 行為において班の中で最も数
値が高い。それに続いて生徒 B や生徒 C の【提案】や【説明】が行われていたが、【問いかけ】【確認】といっ
た［返答を求める行為］は平均値以下であったことからも生徒 Aの［返答を求める行為］が使用されていたこ
とが分かる。なお、生徒D は【提案】と【説明】のみとなっていた。 
 

［10 月 27 日 【雑談】も学習に関する対話も非活性であった授業日］ 
 10 月 27 日は【雑談】も学習に関する対話も非活性であり、その内実は場に意見を求めることが 10 月 26日
より低下し、意見の提案や説明が極端になされず、提案されたことに対するリアクション（「リアクション的行
為」/［伝える行為］＊100：10 月 26 日は 47.46％、10 月 27 日は 22.22％）も大きく減少したという特徴があ
った。ユーティリティプレイヤーとしての生徒 Aが班に求められていた［返答を求める行為］実行の役割を担
えず、それを安定的な発話を行う生徒 B が一定程度で補おうと自身の【問いかけ】や【確認】の行為を 10 月
26 日より増加させ、［リアクション的行為］の【賛同】も 10 月 26 日より増加させていた。生徒 Aの【提案】
は増加したものの生徒 Cの【提案】は極端に落ち込み、生徒 D の【提案】は０であった。 
 
４．体育における協同的な対話学習を仕組む 
 〇グループの編成 
 ここまで見てきたように No.18 グループにおいては、【雑談】を含めた積極的な発話があり多様な発話内行為
をグループの中で最も行っているユーティリティプレイヤーの生徒 Aと安定的な発話量があり班員の発話をし
っかりと受け止める（［リアクション的行為］）とともに班の非活性時に支える（発話量や疑問用いた行為等）
生徒 B、【雑談】が目立つ一方で積極的な発話（主に【提案】）を不安定に行う生徒 C、ほとんどの発話が班員
からの［返答を求める行為］によってのみであり発話量も極端に少ない大人しい印象の生徒 Dが所属してい
た。 
 10 月 27 日で生徒 A の発話内行為密度における【問いかけ】の極端な低下を受けてグループの【提案】や発
話密度の総合計も最低値を記録したことから、グループにおいて［返答を求める行為］の特に疑問を用いる
【問いかけ】の行為を活発に行うことができる存在が対話学習には重要な役割一つであったといえる。 
 また、生徒 Dのように他者からの［返答を求める行為］によってのみ発言するという大人しい特徴のある生

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 205 ―



徒もクラスには少なくない。その為、大人しい特徴のある生徒へ［返答を求める行為］ができる存在も重要で
あり、［返答を求める行為］を他者に働きかけることが難しい大人しい生徒のグルーピングを行うことも避ける
必要がある。 
 また、一定程度の［自身の考えや思考を伝える行為］を行いながらも班での発話量や発話内行為から見た役
割といった視点から状況を察知し調整を図ることができ、さらに【進行】の行為を有し班の対話を一定程度方
向付けることができる生徒 B のような存在も対話学習の質を一定レベルで保つ上で重要な役割である。 
 これらのことから、体育における対話を用いた協同学習においてはグループを編成するにあたっては対話的
な特徴を考慮する必要があることが分かる。一つは、班に［返答を求める行為］を投げかけることができる存
在、対話の状況を察知し調整することができる存在、［自身の考えや思考を伝える行為」を活発に行うことがで
きる存在をバランスよく配置することである。また、［返答を求める行為］が他者からされないと発話をするこ
とがほとんどない大人しい生徒を 1 つのグループに集中させるということを避けるといったことを考慮する必
要がある。以上が【雑談】ではなく学習に関する対話が安定して保たれる要因として考えられた。 
 
Ⅳ．結論 
  本研究では効果的に対話を用いた協同学習を仕組むことを目的としていた。その目的を達成するために第
一にグループの対話の姿を発話量・発話内行為から描き出す。第二に所属する班員がどのような対話への参加
をしているのか参加の仕方を明らかにする。第三に体育における対話を用いた協同学習を仕組むための班編成
の模索することであった。 
 第一の対話の姿を発話量からは、【雑談】の有無を含めて活発に対話がなされた授業日と非活性であった授業
日を発話密度（一分間当たりの発話量）を用いることで見出すことができた。また、発話内行為からは体育の
学習で行われるグループでの対話学習では、学習に関係のない【雑談】と［自身の考えや思考を伝える行為
（【提案】【説明】【回答】）］、［返答を求める行為（①疑問を用いる：【問いかけ】【確認】【質問】②疑問を用い
ない：【進行】【指摘】）］を中心としながら、［リアクション的行為］や［特定の行動を促す行為］を使用し学習
に関係した対話が構成されていることが明らかとなった。 
 第二に班員の対話への参加では、発話量（発話密度）からは中心的な発話者（グループの発話密度傾向と個
人の発話密度傾向の類似）の存在、発話量の調整を行う存在、【雑談】を行うが楽手に関する対話が非活性であ
る生徒の存在、極端に発話量が少ない生徒の存在を描き出した。そして発話内行為からの視点により、学習に
関する対話を構成する［発話内行為］を複数他の班員より高い数値で所持しているユーティリティプレイヤー
の存在、学習に関する対話を安定させるために［リアクション的行為］を安定的に行い所属班に必要と思われ
る行為（［返答を求める行為］等）を中心的な人物が非活性であった場合に代役として発言を増加させる存在
（調整・安定役）、【雑談】が多く【提案】などの発話が不安定な存在、［返答を求める行為］が他者から行われ
ない限り発言がほとんどない大人しい生徒といった存在が存在していた。 
 そして第三に体育における対話を用いた協同学習を効果的に仕組むためにグループの編成において、班に疑
問を投げかける存在、発話量・発話内行為共に安定を保つ調整者的存在、意見や考えを積極的に発信する存
在、大人しい生徒をバランスよく各グループに配置することの必要性が見出された。 
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文学教材の「語り」に着目した高等学校国語科の授業研究
名前 元村 綜太

Ⅰ 問題の所在
近年，文学的文章の読みの学習指導論においては，平成 年版高等学校学習指導要領の科目「文学国語」の指

導事項として「語り手」の視点や場面の設定の仕方，表現の特色について評価することを通して，内容を解釈する
こと」が設定されたことに代表されるように，「語り」に目が向けられてきつつある。その意義として丹藤（ ）
は，「物語とは，誰かがある視点に立って語ったものである。その見方，あるいは見せ方によって，物語は違った
パースペクティブをもち，物語内容は違ったものになる。また，語り方それ自体を問題とすることによって，語る
行為に必然的につきまとうイデオロギー・方略・効果といったことについて追及することができる。」（ ）と
述べている。つまり，「語り」を読むことは「語り手」の思想や「語り」の意図・目的を読むことになり，文学を
教室で読むことの意義の一つである生徒の自己や社会に対する見方・考え方を揺さぶることにつながるのである。

実際に高等学校段階においても，村髙（ ）や花崎（ ）など，「語り」に着目した実践が報告されてい
る。その一方で，「語り」に着目した実践研究にはさらなる課題も残されているものと捉えられる。たとえば，中
学校一年生に対して小学校教材の「ごんぎつね」を用いて「語りの視点」に着目した実践を報告した久田（ ）
は，そもそもの問題意識を次のように捉えていた。

学習者が授業で「語り」概念を学習するにあたり，どのような指導方法が考えられるのか，といった観点で
の実践研究は積み重ねられていない。学習指導要領や教科書において「語り」が学習内容として位置づけられ，
実践研究や調査によって教材の語りに着目して読む意義が実証されてきているのであれば，どのように学習
者に「語り」概念を教えることができるのか，この点についても検討される必要がある。（ ）

すなわち，根本的な問題として，具体的な指導方法の蓄積がなされていないことを挙げているのである。また久
田は，自身の想定する段階性のなかで，中学校段階が「語り手理解と語る行為を捉えて読む段階」（ ）であり，
「高等学校は「語り」を読みの方略とした作品全体の解釈への応用段階」（ ）であるとした。

久田が「語りの視点」を対象としたのは，「語る行為」のうちの一つと捉え，「導入として「語り」概念を扱う」
（ ）ものと捉えていたためである。つまり，久田が想定した「語る行為」のうちの「語りの視点」以外の要素
である「語りの位置」あるいは「語りの時間」という言葉で示したような要素，いわば「語りの場」１に着目する
ための導入としての実践は，十分に展開されていないのである。さらに久田の言を踏まえると，高等学校段階では，
「語りの場」に着目する読みの視点を，方略的に使用できるような，発展的な「語り」の学習をすることが求めら
れるものと捉えられよう２。そのような実践の蓄積は，国語教育研究上の課題と捉えられる。

さらに，現実的には高等学校段階でも，久田が報告した「語りの視点」という面に着目する学習者も多くないも
のと捉えられる。つまり，「導入」といっても想定する学習者像は多様であり，それに応じた学習指導の蓄積も求
められる。

そこで，本研究では高等学校段階において，学習者が「語り」概念を獲得することを目指し，その達成に向けた
実践を開発するとともに，それを実際に展開し，学習の成果を検討することで，開発した実践の価値を検証するこ
とを目的とする。
Ⅱ 一年次の成果と課題

一年次では県立の定時制高校 年生を対象の学習者とし，科目「国語総合」で実践を行った。まず、課題解決実
習では主な教材として『伊勢物語』「筒井筒」（第一学習社『改訂版 新編国語総合』 平成２８年検定済み）を使用
し、「筒井筒」と「大和物語 段」を比較読みする活動を通して、「語り手」の「語り」の意図や「筒井筒」の中
の「理想の女像」といった価値観・世界観に目を向けさせることをねらいとした。次に、課題探究実習では、「桜
蝶」（「伝え合う言葉 中学国語１」 教育出版 令和二年検定済み）を主な教材とした。「桜蝶」には同じ物語内容で
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「語り手」が異なるＡとＢの二つの物語がある。この二つを比較読みすることを通して「語り手」の概念を獲得す
るとともに、「語り手」の過去や心情によって出来事の捉え方や意味付けが変わり、読み手に与える印象が変化す
ることを捉えることをねらいとした。その結果，以下のような成果と課題が明らかとなった。

成果としては，課題解決実習での実践では「語り手」の「語り」の意図についての記述が，課題探究実習での実
践では，「語り手」概念を獲得するとともに，同じ物語内容でも「語り手」の「視点」が変わることで読み手に与
える印象が変わること，「語り手」が「語り手」の過去や心情を「語り」に反映させながら語っていることへの理
解が窺える記述が見られたことなどがある。

課題としては，量的分析や質的分析を行うことができるような材料がそろわなかったという授業実践研究上の
課題と，課題探究実習での実践は，「語り手」について知る，「語り手」以外の視点から物語を捉え直すといった「視
点論」に終始しており，「Ⅰ 問題の所在」で述べたような高等学校段階での「語りの場」に着目する読みの視点
を，方略的に使用できるような，発展的な「語り」の学習の開発はできていないという授業デザイン面の課題が挙
げられる。
Ⅲ 年次授業実践研究の目的

２年次では１年次の課題を踏まえ，高等学校段階において，学習者が「語り」概念，特に「語りの視点」だけで
なく「語りの場」にも着目した読みの観点を学習者が獲得することを目指し，その達成に向けた実践を開発すると
ともに，それを実際に展開し，学習の成果を検討することで，開発した実践の価値を検証することを目的とした。
Ⅳ 研究の方法

上記の目的を達成するため，本稿ではまず教材の設定に向けて，その条件を探る。その上で具体的な教材を設定
し，教材性を確認する。またその教材性を踏まえ，具体的な学習活動をデザインする。そして，開発した授業実践
を実際に展開し，学習者の成果を具体的な学習者の読みに触れながら検討する。
Ⅴ 教材の条件

実践にあたり，先に確認した「語りの場」に着目することを見据えた教材の設定については，まず作者と「語り
手」の違いを明確にしやすいということが求められる。その観点から，登場人物の一人が「語り手」である教材を
使用することが考えられる。

さらに，登場人物が生きる世界と学習者が生きる世界がかけ離れていないかという点にも注意する必要がある
ものと考えられる。小桝（ ）は，「語り手は自らが生きた時代や所属した共同体の精神及び認識（イデオロギ
ー／共同主観）」に，固有の生活背景に起因する「個性化された認識」を加味した＜語り＞で以て，物語世界を語
っている。」（ ）としたように，「語りの場」を考えるには「語り手自らが生きた時代や所属した共同体の
精神及び認識」を問題とすることがその要素として考えられる。しかし，「語り」に深く触れた経験がない学習者
にとって，時代背景が大きく異なる「語り」の場や身近な存在ではない「語り手」の場合，その想定が難しいもの
と考えられる。これを踏まえると，「同時代文学」（鈴木， ）と呼ばれる，現代が舞台となっており，学習者に
身近な存在である「語り手」が語る教材を選択することが望ましいものと考えられる。また，「語りの場」に着目
することで，初読と学習後の読みの大きな変容が期待できる作品であるかという点も必要である。「語り手」に初
めて触れる段階では，学習者がその意義を実感し，それを読みの方略として今後も活用しようと感じさせることが
求められる。

ここまでの条件を踏まえ，本稿では「語り」の場が明示的ではなく，「語り手」が物語内容の世界を回想して語
った作品，川上弘美「ほねとたね」（第一学習社『高等学校 新編言語文化』，令和二年検定済）３を教材に設定する。
Ⅵ 「語り」の側面から見た川上弘美「ほねとたね」の教材性
１ 国語教育研究における川上弘美教材をめぐる文脈

川上弘美は現代を生きる作家であり，「同時代文学」とされる（鈴木， ）。つまり，川上弘美教材は，学習者
が「この時代に生きる社会の一員」として読むことができる作品であり，「登場人物が生きる世界と学習者が生き
る世界がかけ離れていない」という先に示した条件を満たすものと考えられる。

また，池田・武田（ ）のように，川上弘美教材を「語りの視点」，「語りの場」の観点から読み深める実践も
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展開されている。特にこの論考は，中学生を対象にして，教材「水かまきり」を扱ったものであるが，青柳（ ）
の「川上弘美の作品で描かれる状況はすべて，ひとまずディス・コミュニケーションの事態であると言うことがで
きる。人物は他者たちとの違和状態を生きている。」 という作家作品論的な観点からの着想を得たものであ
る。この「ディス・コミュニケーション」に着目することは，「語り」概念に着目するための教材としての適切さ
につながる。学習者は，初読の段階では「語り手」に寄り添った読みをすることで，この「ディス・コミュニケー
ション」に気づくことは難しいと考えられる。ただ，「語り」概念を用いた読みをすることで，この「ディス・コ
ミュニケーション」に気づくこととなり，それが明快に読みの変容をもたらすことが想定され，「語り」に着目し
た読みの有用性を実感できると考えられるのである。これを踏まえると，前述した「初読と学習後の読みの大きな
変容が期待できる」という教材の条件の具体として，「ディス・コミュニケーション」ということは重要な観点と
いえる。実際，後述するように，「ほねとたね」においても「ディス・コミュニケーション」の様相は認められる
のである。
２「ほねとたね」の教材内容

次に，「ほねとたね」の教材性について，「語りの視点」と「語りの場」の二つの側面から確認する。
（１）「語りの視点」から見た「ほねとたね」

「ほねとたね」では登場人物の「加部千晶」が，二つ年上の「足立伸吾」と同級生の「勝呂友紀」との出来事を，
「あたし」という一人称で語っている作品である。

まず，「あたし」の「語り」は，聞き手が「足立伸吾」のことを，「あたし」に対して何の配慮もない人，約束を
破る酷い人，などといった印象を持つようなものであると考えられる。しかし，「足立伸吾」の視点から物語を捉
え直してみると，違った側面が見える。例えば，図書館で共に受験勉強をしている際に，「あたし」は隣に座って
いるにも関わらず，ほぼ勉強をしていない。また，最後の約束に関しても，「あたし」目線では約束が成立してい
るが，「足立伸吾」ははっきりとした回答をしていないため，約束が成立したとは言えず，「あたし」が都合のいい
ように「足立伸吾」の返事を解釈していたと考えることができる。

次に「勝呂友紀」について，「あたし」の「語り」は，「勝呂友紀」は「あたし」のことを大切に思っている，「あ
たし」と「勝呂友紀」は恋愛に発展するかもしれなかった，などといった印象が持たれるように語っているものと
考えられる。しかし，「勝呂友紀」の視点から物語を捉え直してみると，「勝呂友紀」は「あたし」に対して特別な
配慮をしているのではなく，ただ自分にとって当然のことをしているだけであることが読み取れる。また，「あた
し」が「さすが，数学コンクールだ」と言うと「勝呂友紀」が顔をしかめたことについても同様に，「あたし」は
「いじめられたことを，思い出したのかもしれない。」と捉えているが，その直前に「やっぱり数学コンクール金
賞だ。」と言った際には「勝呂友紀」は笑っていることを踏まえると，顔をしかめた原因はいじめを思い出したこ
とではなく，自分のことを「数学コンクール」という肩書でしか呼ばない「あたし」に嫌気がさしたからだと考え
ることができる４。

これらのことを踏まえると，「あたし」と登場人物とを巡る「ディス・コミュニケーション」の様相が，「語りの
視点」という観点から浮かび上がるのである。
（２）「語りの場」から見た「ほねとたね」

「ほねとたね」の「語り」の構造として特徴的なのは，「恋っていう名前のものじゃなかった。でも，知らんふ
りは，できないものだった。そういうものが，あたしの体の中に，たしかに，今も残っているのだった。」という
「語り」から分かるように，「あたし」が「今」の時点から過去を回想して語っていることである。この「語り」
の構造を踏まえつつ，その「今」がいつなのかという「語りの場」を考えていくことで，「あたし」は高校卒業の
時に過去の恋愛を振り返って，自分の恋愛経験を答えの出ないせつないもののように語っている」，「クリスマスに
「足立伸吾」に振られたことを思い出し不快な気持ちにならないように，「勝呂友紀」との出来事を美化しながら
語ることで，「足立伸吾」にふられた嫌な思い出を上書きしようとしている」といった様々な読みが生まれる。こ
の様々な読みが生まれることで，「あたし」がなぜ語っているのかという「語り」の目的意識を読み取ったり，「あ
たし」の人物像を捉え直したりすることにつながる。そして，その読みをもとに「語り手」である「あたし」を評
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価していくことで，初読の「あたし」に寄り添った読みから，主体的に「語り手」である「あたし」の物語行為を
評価する読みへと移行することができる。このように「ほねとたね」は，何人称で・どの視点で語っているのかと
いう「語りの視点」や，いつの時点から・何のために語っているのかという「語りの場」について気づくとともに
その意義を実感する事ができる教材であり，上述の教材選定の基準を満たした教材である。
Ⅶ 「ほねとたね」の授業デザイン
１ 学習者の実態

対象学習者は，岡山県内の私立高等学校２年生で，科目「文学国語」での実践となる。当該学習者は，日々の授
業で答えのない問いに対して自らの考えを持ち，それを積極的に交流しようとすることで学びを深めようとする
主体的な姿勢がみられる。一方で「語り」という観点においては，「語り手」についての概念的な知識は持ってい
るが，文学的文章を読む際に「語り」を意識して読んだ経験はなく，日々の授業における学習者の記述には，「語
り手」と作者を混同していると考えられる記述も見られた。また，文学テクストを読む時に「語り手」を意識して
読んでいる姿は見られず，「語り」を意識しながら文学テクストを読む必要性を認識することができていないと考
えられる。実践のデザインにおいては，このような学習者の実態に留意する。
２ 単元のデザイン

ここまで確認した，教材性と学習者の実態を踏まえ，具体的に単元をデザインした。それが，表１である。
表１ デザインした単元計画

時 展開
〇「ほねとたね」を通読する。
〇「あたし」，「足立伸吾」，「勝呂友紀」の３人に対する自分の好感度をレベル０～ で表し，その理由を書く。
〇班で共有し，納得した意見をメモする。

２ 〇「あたし」と「足立伸吾」，「あたし」と「勝呂友紀」がそれぞれ互いにどの程度好きだったのかを，心情グラフを用いて考
えその理由を書く。
〇班の人と共有し，納得した意見があれば書き加える。

３
４

〇「あたし」とのできごとを「足立伸吾」と「勝呂友紀」のグループに分かれて，担当人物の視点から回想文を書く。

５
６

〇回想文を回し読みする。
〇読んだ回想文を参考にしながら，前時のグループごとに「足立伸吾」「勝呂友紀」それぞれの人物像を考える。
〇「足立伸吾」グループは初読で考えた「足立伸吾の好感度が低い理由」に対する弁解を，「勝呂友紀」グループは初読で考え
た「勝呂友紀の好感度が高い理由」に対する謙遜を考え全体で発表する。
〇「足立伸吾」，「勝呂友紀」に対する自分の好感度をレベル０～ に分け，その理由を書く。
〇なぜ読みの変容が生まれたのかを，考え記述する。

７
８

〇いつ・なぜ「あたし」は語っているのか考える。
〇グループで一つの意見にまとめ，全体で共有する。
〇「あたし」に対する自分の好感度をレベル ～ に分け，その理由を書く。
〇なぜ読みの変容が生まれたのかを，考え記述する。

第１時は，初読の感想を持つことをねらいとしている。また，学習者が登場人物に対してどのような好感度を持
ったのか ～ のレベルで表し，その理由を書く活動を設定した。これは，この好感度を，「語り」を読むことが
達成できたかを判断する基準の一つにするというねらいもある。学習者は，初読の段階では「あたし」の「語り」
によって，「あたし」と「勝呂友紀」に対してはよい好感度を持ち「足立伸吾」には悪い好感度を持つものと想定
されるが，「語り」に着目した読みをすることによって，「あたし」と「勝呂友紀」の好感度は低下し，「足立伸吾」
の好感度は上昇するというような読みの変容や「語り」に着目する効果に気づきやすくなることが期待されるから
である。

第２時～第６時は，「語りの視点」を踏まえた読みをする段階である。そこで，この「語りの視点」を踏まえた
活動では，主に三つの活動を設定した。

一つ目は，第２時で行った登場人物同士が互いにどのような好感度を持っていたのかを時系列に沿ってグラフ
で表し，その理由を書く活動である。学習者は初読の段階では「語り手」である「あたし」の目線に立って，「あ
たし」が「足立伸吾」と「勝呂友紀」に対してどのような好感度を持っていたのかのみを読んでいると考えられる。
そこで，「語りの視点」を踏まえた読みの第一段階として，「足立伸吾」と「勝呂友紀」が「あたし」に対してどの
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ような好感度を抱いていたのかを考える活動を設定した。
二つ目は，第３，４時で行った，第２時の好感度のグラフを参考にしながら「足立伸吾」または「勝呂友紀」ど

ちらかの視点を担当し，「あたし」との出来事を回想文に書く活動である。この活動を通して第２時の「語りの視
点」を踏まえた読みをさらに発展させ，「語り手」である「あたし」以外の視点から物語を捉え直すことで，作中
の「ディス・コミュニケーション」に気づくことをねらいとしている。また，本研究の目標の一つである「語りの
場」を考えるきっかけとして，担当した人物がいつの時点から回想するのかを考える活動を取り入れた。さらに，
回想文を書く際のポイントとして，担当人物はどのような自称を使うのか，「あたし」を何と呼ぶのかという観点
を示すことで，学習者の想像のみで回想文を書くのではなく，担当人物の人物像，担当人物と「あたし」の関係性
を考えながら，回想文を書くことができるようにした。

三つ目は，第５，６時で行った，第４時で書いた回想文を共有しながら「足立伸吾」グループと「勝呂友紀」グ
ループに分かれて，担当人物の人物像を考えるとともに，初読で記述した好感度の理由に対する弁解と謙遜を「足
立伸吾」と「勝呂友紀」の立場に立って考える活動である。学習者は，第３４時の活動を通して，「あたし」と担
当人物の「ディス・コミュニケーション」に気づき始めると考えられる。その「ディス・コミュニケーション」を
「弁解」・「謙遜」という活動を通して言語化するとともに，他のグループの発表を聞くことによって登場人物の人
物像を捉えることで，登場人物同士の「ディス・コミュニケーション」に気づくことができるようにした。また，
第６時の授業後に「足立伸吾」，「勝呂友紀」に対する好感度をまとめるとともに，なぜ好感度が変化したのかをま
とめることで，「語りの視点」を踏まえた読みの効果を自覚化できるようにした。

第７，８時は，「語りの場」に着目した読みをする段階である。そのために，「あたし」はいつの時点から回想し
て語っているのか，何のために語っているのかについて，自分の考えを持ち，グループで話し合う活動を行った。
この活動を通して「あたし」の物語行為を捉えるとともに，その物語行為を批評することができるようにした。ま
た，第８時の授業後には「あたし」に対する好感度をまとめるとともに，なぜ好感度が変化したのかを記述させる
ことで，「語りの場」に着目した読みの効果を自覚化できるようにした。
Ⅷ 授業実践の成果

上記の学習者 名を対象に， 年 月 日から 月 日にかけて，計８時間で実践を行った。
以下では，授業前と授業後で学習者の読みがどのように変容し，「語り」概念を獲得することができたのかを量

的・質的に分析する。
１ 量的分析

まず，各登場人物に対する好感度がどのように変化したのかを明らかにし，学習者の読みの変容を分析する。次
に初読の感想とふりかえりでの記述を用いて，学習者が初読と授業後でそれぞれテクストのどの部分に注目して
いたのかを明らかにし，「語り」概念の獲得状況を分析する。
（１）学習者の好感度の変化から見る読みの変容

学習者が第１時で記述した初読での各登
場人物に対する好感度と，第８時後に記述
した「あたし」に対する好感度，第６時後に
記述した「足立伸吾」，「勝呂友紀」に対する
好感度を比較することにより，学習者の読
みがどのように変容したのかを分析した結
果，表２のようになった。

あたし あたし 足立伸吾 足立伸吾 勝呂友紀 勝呂友紀
初読 第８時後 初読 第６時後 初読 第6時後

90～100 １名 ― ― ― ４名 2名
80～89 ― ― ― ― 12名 4名
70～79 ４名 2名 ― ― ４名 8名
60～69 11名 3名 ― 4名 ２名 3名
50～59 6名 9名 1名 5名 ３名 1名
40～49 3名 3名 4名 6名 ― 2名
30～39 ― 4名 8名 4名 ― ―
20～29 ― ― 9名 ― ― ―
10～19 ― ― 2名 1名 ― ―
0～9 ― ― 1名 ― ― ―

表２ 登場人物に対する好感度の授業前後の状況

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 211 ―



また，個別の学習者が，初読と授業後で各登場人物に対する好感度を
上昇させたのか，低下させたのか，変わらなかったのかを示したものが
表３である。

この表２，表３からは，多くの学習者が，授業前後で「あたし」と「勝
呂友紀」の好感度を低下させ，「足立伸吾」の好感度を上昇させており，
「あたし」の「語り」を批判的に読むようになったことが示唆される。

（２）「語り」に着目した読み方の獲得に関する量的分析
第１時には初読の感想を，全

授業の終了後にはふりかえりと
して「ほねとたね」の授業を通し
て，文学的な文章を読むときど
んな読み方をする必要があると
感じたか。」という問いに記述さ

せた。この記述を表４の尺度を用いて分析した結果，表５のよ
うになった。

この表５から，学習者は初読の段階では「語り」に着目して
いなかったが，授業後には，「語り」に着目した読み方の獲得が
示唆される。

２ 質的分析
どのような学習活動を経て上述のような学習者の読みの変容・「語り」概念の獲得がなされたのかについて，実

際の学習者の記述や発言をもとに分析していく。抽出した学習者は，クラスの中で典型的だったと考えられる学習
者タマオとノリタカの二名である。タマオは表４の尺度においてレベル１からレベル３に変化した学習者で，ノリ
タカはレベル１から変化しなかった学習者である。
（１）学習者タマオの学び

まず，タマオは初読とふりかえりを記述１のように記述していた。
《記述１》タマオの初読の感想・ふりかえりの記述

初読：登場人物が全員「良い人！」と言えないと思いました。一人一人に個性があるから物語としては面白かったです。
ふりかえり：一つの目線から見た話だけを信じるのではなく，いろんな方向から見てみないと実際どうなのかわからないものだと

思いました。誰が良くて誰が悪いというのはないけれど，少しの知識だったり，たった一人の話を聞いただけで物事を信じたり理解
したふりをするのは良くないと思いました。

このようにタマオは，初読の段階では「物語としては面白かった」のように物
語内容について記述しているが，授業後には，「一つの目線から見た話を信じる
だけではなく」というように「語りの視点」について記述している。このことか
ら，タマオは，表４の尺度でレベル１からレベル３に変化したと考えられる。

また，登場人物に対する好感度とその理由について，タマオは初読と授業後で
表６・記述２のように変化させていた。
《記述２》タマオの好感度の理由についての記述

あたし（初読） 足立君につめたい態度をとられても，相手のことを考えているから嫌いになれない。でも受験生に対して
しつこく話しかけたりするのはうーんって感じ。めんどくさい

あたし（第８時後）

足立が別に悪くないかもしれなかったのにわざと足立を下げて勝呂を上げる書き方をしたり，足立にフラ
れた直後に勝呂のことを一瞬でも好きかもしれないと感じていて目移りしやすいタイプだったり，足立に
フラれて悲劇のヒロインぶっているところがあると思ったからです。フラれて悲しい気持ちも分かるけど，
フラれたという現実を受け止めなかったくせに勝呂と話して「この人いいかも」と思ってすぐに「やっぱ
り無理かも」と自分で勝手に上げて下げているのが納得いかなかった。

足立伸吾（初読） 受験生ということもあって，ストレスが溜まっているのはわかるけどちょっとつめたくしすぎな気がする
から。

足立伸吾（第６時後） 足立君がつめたすぎてあたしがかわいそうに見えていたけど，実際はあたしが悪いのではないかと思った
から。そもそも足立君は受験生なのにしつこく話しかけたり，足立君の好き嫌いも聞かずにごはんを作っ

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
初読

授業後

表５ 学習者のレベル分け

あたし 足立伸吾 勝呂友紀

初読

授業後

表６ タマオの登場人物に対する

好感度の授業前後の状況

あたし 足立伸吾 勝呂友紀
上昇 １名 17名 ３名
変化なし ５名 ２名 ６名
低下 15名 １名 11名

表３ 好感度の推移の状況

レベル３
「語り」概念に関わる事項について明示的に記述するとともに，「語
り」に着目してよむことの意義についても記述されている。

レベル２ 「語り」概念に関わる事項について明示的に記述されているものの，
「語り」に着目して読むことの意義については記述されていない。

レベル１ 「語り」概念に関わる事項について明示的に記述されていない。

表４ 記述の評価に用いた尺度
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てきたら残されて嫌だっていうのはおかしいんじゃないかと思った。足立君も ％悪くない訳じゃない
けど，あたしにも非がある。

勝呂友紀（初読）
あたしの作ったお弁当をきれいにたべつくしていたり，数学コンクールで金賞をとったり同学年の人の名
前を全部覚えていたりして努力家なんだなと思ったけど，すごすぎて逆にそんなに関わらなくても良いか
なと感じたから。

勝呂友紀（第６時後）
あたしに対してとった態度はあくまでも「当たり前」のことであって，相手はあたしだから優しくした訳
ではない。手を振り返さなかったり（愛想がない），笑った（ひきつった）のは，気まずくて場を和ませよ
うとしてしたこと。

この記述からは，初読の段階では，「あたし」を「つめたい態度をとられても，相手のことを考えている」一途
な人物と評価し，「足立伸吾」は，「つめたくしすぎ」と悪く，「勝呂友紀」は，「すごすぎる」と良く評価していた
ことが分かる。この初読の読みは，「あたし」が「足立伸吾」と「勝呂友紀」を対比させることで，「足立伸吾」は
悪い部分，「勝呂友紀」はよい部分を強調するとともに，自分のことについては，「本当にだめってわかるまでは，
がんばろう。」のように「足立伸吾」に何をされてもあきらめない自分を強調する「語り」に取り込まれているか
らであると考えられる５。一方，授業後には「わざと足立を下げて勝呂を上げる書き方をしていたり」，「悲劇のヒ
ロインぶっている」といったように「あたし」の物語行為を批評する読みに変容し，「足立伸吾」，「勝呂友紀」に
ついても「あたしが悪いのではないか」，「 ％悪くないわけじゃないけど，あたしにも非がある」のように「あ
たし」の言動を批判しながら「足立伸吾」を評価したり，「あくまでも「当たり前」のこと」と「勝呂友紀」の言
動を評価し直していることが分かる。
（２）学習者ノリタカの学び

次に，ノリタカは，初読とふりかえりを記述３のように記述していた。
《記述３》ノリタカの初読の感想・ふりかえりの記述

初読：男子二人はどちらも恥ずかしがりやだと思ったが，好かれるか嫌われるかは行動にすごく出ていると感じた。
ふりかえり：最初に感じたことを忘れないようにする。読むときの自分自身の感情に左右されないようにする
このように初読とふりかえりの両方で，「語り」概念に関わる事項についての記述がみられないため，ノリタカ

はレベル１から変化しなかったと考えられる。
しかし，登場人物に対する好感度とその理由についての記述では，表７・

記述４のように「語りの視点」や「語りの場」に着目した読みをしていると
考えられる記述がみられた。

《記述４》ノリタカの好感度の理由についての記述

あたし（初読） 「数学コンクール」と一回目に言った時の反応があんまりだったのに二回目も言う感じが気になる
あたし（第８時後） プライドが高い。自分をかわいそうに見せている。
足立伸吾（初読） 食べ物を残したり，遅れる連絡をしないのは，人としてきちんとするところができてないと思ったから。
足立伸吾（第６時後） 割としょうがない部分があった。ただ残すのは良くないと思う。
勝呂友紀（初読） 一つ一つがきちんとしていた。数学の金賞を見せびらかしたりしないところ
勝呂友紀（第６時後） 当たり前のことをしているだけのようだが，できない人もたくさんいると思ったから
この記述からは，初読の段階では，「あたし」を「二回も言う感じが気になる」と物語内容に着目して評価し，

「足立伸吾」を「きちんとするところができていない」と，「勝呂友紀」を「きちんとしていた」と評価している。
この読みが授業後には「あたし」について「自分をかわいそうに見せている」と物語行為に着目して評価するよう
に変化し，「足立伸吾」を「割としょうがない」，「勝呂友紀」を「当たり前のことをしているだけ」と「語りの視
点」を踏まえた読みに変容させていることが分かる。このことから，ふりかえりにおいて「語り」概念に関する記
述は見られないものの，学習活動の中ではノリタカも「語り」概念を理解し，「語り」を踏まえた読みをすること
が出来ていたと考えられる。
（３）学習者の記述の変容に寄与した活動

これらの学習者の読みの変容・「語り」概念の獲得に寄与した学習活動は主に二つあると考えられる。
一つ目は，第２時～６時の「語りの視点」を踏まえた活動である。第３時の担当人物の視点に立って回想文を書く
活動においてタマオ・ノリタカはそれぞれ記述５・記述６のように記述していた。

《記述５》タマオの作成した回想文

担当人物：足立伸吾 回想する時点：受験が終わった直後

あたし 足立伸吾 勝呂友紀
初読
授業後

表７ ノリタカの登場人物に対する

好感度の授業前後の状況
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受験が終わった。そして第一志望の大学に合格することが出来た。僕は目標ができるとその事だけにしか集中できなくなる性格
だ。受験期に一年の「加部千晶」という人から告白されて，断る理由もなかったので，付き合うことにした。僕は今までそんなに恋
愛経験がなかったから，僕は加部さんにどうやって接すればよいのかがわからなかった。…中略…僕が図書館で勉強しようとしたら
加部さんも着いてくる（ママ）というので一緒に勉強することにした。僕は正直断りたかった。勉強は一人でしたい。加部さんの持
っているペンは一向に動く気配がなかった。考え事をしていたのだろうか。ぼーっとしていて可愛いと思ったけど，それ以上に何を
しに来たのだろうという疑問の方が大きかった。なんで一緒に図書館に来たんだっけ。勉強の邪魔したかったのかな。考えれば考え
るほど無駄な気がした。
クリスマス直前，僕は「受験勉強が忙しい」というのを口実に彼女と別れることにした。案の定，しつこくヨリを戻したいと迫っ

てきたが，全て断った。「受験」という目標が目の前にあるのに彼女のことを考える暇も気力もなかったからだ。…中略…僕のため
に頑張ってくれていたのに申し訳ない。恋愛経験が全くない僕には受験期に付き合うことはどんな問題よりも難しかった。辛い思い
をさせてごめん。どうか僕以外の人とお幸せに。

《記述６》ノリタカの作成した回想文

担当人物：勝呂友紀 回想する時点：受験が終わった直後
大学での講義が終わり，休けい時間になった。勝呂はある一人の女性のことを思い出そうとしていた。だが，顔も名前も思い出せ

ない。なぜだろう。一年生のときに同学年の人のフルネームを全部覚えたはずなのに。…中略…神社であったこと，何かと数学コン
クールと結びつけてきたこと，一緒にお弁当を食べたこと，そのときたべてきたものなどの外部の情報のことはぼんやりだがおぼえ
ている。…後略…
これらの記述からは，タマオは初読の読みから「足立伸吾」の視点に立つことで「恋愛経験がなかった」，「正直

断りたかった」のように恋愛経験が乏しく，断ることが苦手な「足立伸吾」像を読み取るとともに，初読の段階で
は「相手のことを考えているから嫌いになれない。」と評価していた「あたし」の行動を「勉強の邪魔したかった
のかな」，「案の定，しつこくヨリを戻したいと迫ってきた」のように「足立伸吾」の目線から批判するように変化
していることが分かる。また，ノリタカは，初読で「「数学コンクール」と二回目も言う感じが気になる」と書い
ていたものを「何かと数学コンクールと結びつけてきた」などと「勝呂友紀」の視点から表現するとともに，「勝
呂友紀」にとっては，「あたし」との出来事ははっきりと覚えていない程度のものであったことを読み取っている
と考えられる。

この活動に加えて第６時の担当人物の視点から「弁解」と「謙遜」をする活動では，この「語りの視点」を踏ま
えた読みをさらに発展させている。ここでは，この活動において典型的な発言だったと考えられる発言１と発言２
の二つを示す。発言２はノリタカのグループの発言である。

《発言１》「足立伸吾」グループ３の発言
私たちが言いたいのは，「あたし」にもこんな落ち度があったのだ，というのを発表したいと思います。まず，「あたし」は「足立」

が受験生なのにもかかわらず，しつこくメールをとっていたり，会おうなどとしていたっていうので，「あたし」は受験生で勉強に
集中したいのに，そういう「足立」の気持ちを察することができずに，自分の要求を押し付けていたところがあったんじゃないかな
っていう印象がありました。彼はみんなも感じているように優柔不断なところがあります。自分で断ることが苦手です。それで「あ
たし」は彼が自分で断ることが苦手なのをいいようにとらえて，彼が断わらなかったら全部自分の要求をしようとしていたところが
みえました。「あたし」はちょっと自分本位なところがあって，そこに「足立」が嫌気をさしたのも共感できるかなとおもいます。
で，えーと，ピクニックで食べ残しがあったていうのがあったんですけど，「あたし」は以前に，ピクニックの前に，「足立」の嫌い
なものを聞いていたのかっていうのが，ちょっと私的に気になって，嫌いなものを聞いていなかったら，少し「あたし」も落ち度が
あったんじゃないかなと思いました。
「足立伸吾グループ３」は，「あたし」の視点ではあまり語られていない，「あたし」が自分中心に行動してしま

う姿や，「足立伸吾」の言動を都合よく解釈してしまう「あたし」の姿を読み取っている。また，ピクニックでの
出来事についても，「ピクニックの前に，「足立」の嫌いなものを聞いていたのか」と，コミュニケーションを十分
にとっていなかった二人の姿を読み取っている。
《発言２》ノリタカのグループの発言

「勝呂友樹」の人物像は，「誠実」「頭いい」「理系」「コミュニケーションが苦手」で，好感度が高い人に対する謙遜はこれしか思
いつきませんでした。ご飯をきれいに食べたり，「あたし」への態度も，初対面だし当たり前のこと当たり前の反応をしただけであ
って，「あたし」だからっていうのじゃなくて，初対面だからで，「ひきつった笑い方」とか笑ってたのは和むようにじゃなくて，気
まずいからとか，いじめられとった昔を思い出したくないからとかでわらっていたっていうのしか出ませんでした。
「勝呂友紀グループ２」は，「当たり前の反応をしただけであって」や「気まずいからとか，いじめられとった

昔を思い出したくないから」笑っていたというように，「勝呂友紀」は「あたし」に特別な言動をとっていたので
はなく，自分の当たり前の行動をしていただけであるということを読み取っている。

これらの「語りの視点」を踏まえた活動や他グループの発表を聞くことで，タマオ・ノリタカは「足立伸吾」，
「勝呂友紀」の人物像を捉えるとともに，「好き嫌いも聞かずにごはんを作ってきたら残されて嫌だっていうのは
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おかしい」，「あたしだから優しくした訳ではない」といったように読みを変容させていったと考えられる。また，
これらの読みの変容は「あたし」の「語り」に取り込まれていた自分に気づくことにつながる。この気づきが「あ
たし」の好感度の理由について，タマオが「足立を下げて勝呂を上げる書き方をしていたり」などと「あたし」の
「語り」方に関する記述につながったと考えられる。

二つ目は，第７，８時で行った。「語りの場」に着目した読みをする活動である。タマオのグループはこの活動
において発言３のように発言している。

《発言３》タマオのグループの発言
えっと，新しい好きな人が出来たり，気になる人が出来た時に，「勝呂」のことを好きになったことを認めたくなかったりとか，

あの，「あたし」自身が恋愛体質だったり，恋愛するときのプライドも高かったり，「足立」を悪く書くこと，悪く言う事によって悲
劇のヒロインを演じているんだと思いました。
また，他のグループの典型的な発言として発言４のようなものがある。

《発言４》グループ１の発言

はい，えーと，私たちが考えた，いつ回想したかっていうのは，クリスマス直前だと思います。その理由は二つあって，そのー，
「あたし」にとっていい人は「勝呂」だけのはずなのに，「足立」がたくさん書かれているのはやっぱりクリスマス直前にふられて
いるから，そのクリスマス直前になった今で，そのー，あー，去年はあんなクリスマスだったなとかいやだったなっていう思いをた
くさん思い返しちゃったからっていうのとー…中略…なぜ「足立」が悪く見えて，「勝呂」が良く見えるかっていうのは，やっぱり
「足立」とはクリスマス直前に会えないとかさんざん理由言われるのと，クリスマスは家で過ごしたっていうので，念願の彼氏との
クリスマスを過ごすっていうのはかなえられていなくて，やっぱり「あたし」にとって，「足立」はいやなさことをされた人ってい
うのもあって，そのー，自分が嫌なところとかを誇張したからです。で，「勝呂」が良く見えたのは，そのー，どっかの私たちに「勝
呂」と過ごしていたらもっといいクリスマスになったよねっていうのを共感してほしかったのと，あと，それです。
これらのグループの発言からは，「語りの場」を考えることによって，「あたし」の「認めたくない」，「共感して

ほしい」といった「語り」の意図や目的を捉えるとともに，「悲劇のヒロインを演じている」，「自分が嫌なところ
とかを誇張した」といったように「あたし」の物語行為を捉えるとともにそれを批評していることが分かる。この
活動や他のグループの発表を聞くことを通して，タマオの「足立は別に悪くなかったのかもしれなかった」，「悲劇
のヒロインぶっている」，ノリタカの「自分をかわいそうに見せている」といった「あたし」の物語行為を批評す
る記述に繋がったと考えられる。そしてこれらの読みの変容がふりかえりで記述された「語り」についての言及に
つながったと考えられる。
Ⅸ 本実践の成果と課題

本実践の成果と課題を述べる。「ほねとたね」の登場人物に対する好感度の変化と初読・ふりかえりの記述から，
学習者は初読の段階では物語内容のみに着目した読みをしていたが，本実践を通して「語り」概念を獲得すること
ができたことが示唆された。また，「語りの視点」だけでなく，「語りの場」にも着目した活動を取り入れることに
よって，学習者は「語り手」の物語行為を捉え，それを批評する読みをすることができていたことが示唆された。
よって，本実践は高校段階における「語り」の導入として有効であると検証することができた。

一方で，課題も残されている。それは，ふりかえりにおいてタマオのように「語りの視点」のみを記述した学習
者が多くいたことである。これは，「語りの場」よりも「語りの視点」に着目した活動の方に重きを置く時間も多
く，回想文を書くという手立ても学習者にとってあまり経験のない活動であったという要因が考えられる。そこ
で，今後は「語りの場」を中心に扱う学習開発やそれ以外の「語り」概念に関わる事項の学習開発とその有効性を
検討していくとともに、「語り」の導入以降のカリキュラム開発にも取り組んでいきたい。

また、授業の中では学習者が「語り」に着目できていたことが分析を通して示唆されたものの、他の文章や日常
の言語生活においても学習者が「語り」の視点を活用することができるような実践であったかを分析することは、
できていない。そこで、来年度からは「語り」の授業実践をするだけではなく、学習者が「語り」の視点を他の文
章や日常の言語生活においても活用することができているのか、という観点を踏まえながら「語り」指導の開発を
していきたい。
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等教育研究紀要』
プリンス，ジェラルド著，遠藤健一訳（ ）『物語論の位相―物語の形式と機能―』松柏社
鈴木愛理 「現代小説の教材価値に関する研究―川上弘美「神様」「神様 」を中心として―」『広島大学

大学院教育学研究科紀要 第二部 文化教育開発関連領域』
武田裕司（ ）「「語り手」に着目して文学的文章を読むことの意義―小・中学生の「蜘蛛の糸」に対する反応分

析を通して—」『日本教科教育学会誌』
丹藤博文（ ）「教室で読むための語り分析」『国語国文学報』
寺田守（ ）「語り〈読むことにおける〉」髙木まさき・寺井正憲・中村敦雄・山元隆春編著『国語科重要用語事

典』明治図書
註
１ 「語り手は，同時に潜在的な聞き手（ ）を前提として」（土方， ， ）いる概念であることを踏
まえると，「物語テクストは，語り手が語った言葉を，読者が読む（聞く）ことで成立する。このとき，読者は基
本的には語り手が語る言葉を信頼している。しかし，語り手は意図的にせよ無意識的にせよ，何を語るか，どのよ
うに語るかといった何らかの選択を行って出来事を提示している」（幾田， ， ）といえる。このように，
語り手は語る際に何らかの選択を行っているのであれば，なぜ物語内容の世界から何日後に，どのような場所・機
会で語り手は語っているのか，あるいは物語内容の世界のどのような事象を語らずにいるのか，それを語るのはい
つになるのかといった「語りの場」を議論する必要がある（寺田， ）。それは，「語り手」の人物像や「語り」
の目的を明らかにすることになる（プリンス， ）からである。この「語りの場」に着目した読みをすることで，
学習者は「語り手」の物語行為をより意識することになると考えられる。
２ 「語り」をめぐる段階性については，武田（ ）の反応調査によって小学校四年生段階から「語り手」への意
識が窺える反応，小学校六年生で「語り手」の語る「作品の表現や作品構造」への意識が窺える反応，「語り手」
の立場性への特に批判的な反応が認められることが認められている。
３ 「あたし」が「足立伸吾」に告白し夏休みにはピクニックをするも，クリスマスの直前にふられる。「あたし」
は諦めずに会う約束をするが「足立伸吾」は約束の場所に現れない。その時「勝呂友紀」がやって来てお弁当を一
緒に食べることになる。「あたし」は「勝呂友紀」と「恋愛とか，するかな」と思うが，「勝呂友紀」はアメリカの
大学に編入してしまうというストーリーである。
４ 「あたし」が「数学コンクール」という肩書で「勝呂友紀」を見ていることは後の「だってあたし，数学金メダ
ル取った子となんて」という語りにも表れていると考えられる。
５ この傾向は，他の学習者でも同様で，「ほんの少しの動作や小さな事でその人の性格や考え方がすごく出ている
ことが分かりました。特にお弁当のシーンでは両方の男の子を同じように食べている為比較しやすく，善し（勝呂
友紀）悪し（足立伸吾）がとても分かりやすかった。」，「足立と付き合って，我慢していたのも，彼の嫌なところ
も受け入れてようとしていた姿勢に感動。」と記述している学習者が存在していた。
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小学校社会科における地理的な見方・考え方を育成する授業デザイン

22P22031 森本早也香

序章：課題設定
第 1 節：研究の目的及び背景
本研究は，教科固有の概念を教科で育成するべき学力の鍵とし，思考と知識を関連づける立場をとる。

小学校の工業の単元において地理的な見方・考え方を育成する授業を先行研究からデザインし，その効
果について論じることを目的とする。

義務教育全体からみた小学校社会科の問題
国立教育政策研究所の調査（2012）では，小学校の社会科において資料から読み取った情報を比較し

て相違点や共通点を見いだし，社会的事象の特徴や働きなどを考え表現することに課題があると指摘さ
れている。また，資料から読み取った情報を交互に関連づけて，社会的事象が成立する条件などを考え表
現することに一部課題があるとされている。また，同機関の中学校の調査（2013）では，小学校の産業学
習に関連した部分である［地理的分野］では，社会的事象の相互の関連を考察する力，特に地域的特色を
資料をもとに考察する，複数の資料から情報を読み取り，それらの因果関係を考察することに課題があ
ると指摘されている。また，地理的事象に関する知識・理解と技能を基に様々な要素を多面的・多角的に
重ね合わせて考察することについて課題があると指摘されている。

この課題を解決するのに重要なこととして，「社会的事象の見方・考え方」を育成することであると考
える。社会的事象の見方・考え方は小中高と段階的に関連しており，この系統性から，産業学習では，関
連性の多い地理的分野の 「社会的事象の地理的な見方・考え方」（以下地理的な見方・考え方）を用いて
授業を行うことによって子どもたちの産業に対する理解が深まるのではないだろうか。

吉田（2023）は地理的概念（地理的な見方考え方の視点）を学習の基礎 ・基本として重要視し，地理教
育の幼小中高一貫のカリキュラムの創造が必要であることを主張している。小学校においての具体的な
研究は，小学校の産業学習の授業についての提案を行っている佐藤（2014），（2017）の研究が見られる
が，小学校の発達段階には則していないという課題点が見られる。

また，小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説では，小学校社会科の産業学習のうちの工業では，
第 5 学年の内容では，我が国の工業生産の概要に関する内容と工業生産に関わる人々の工夫や努力に関
する内容，貿易や運輸に関する内容から構成されている。これらの「工夫・努力」を追体験的に学ぶ社会
科は，学習課程が子どもたちに馴染みやすく，社会的歴史的事象を生み出した意図・目的・志向を理解し，
またその価値を理解することができる（伊東，1983），また，自分の感情を入れて考えたりすることがで
きるため子どもにとって理解しやすい（岩田，1991）ことから多くの支持を得てきた。しかし，社会的事
象を分析する概念や理論に乏しいことが限界性として挙げられており，（伊東，1983）形成される認識が
個人の行為レベルに留まり，社会全体レベルの認識に至らない，また事実認識と態度形成（価値認識）が
一元的に結びつき価値注入教育になるという批判を受けている。（池野，2000）

この課題について本研究では，従来の工夫・努力に重点を置いた学習ではなく，草原（2012）が定義づ
けた 「社会科学教育としての産業学習」の立場をとる。これは生産や流通にかかわる経済学の「理論」と
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立地や地域経済を取り扱う地理学の「理論」に教授に求める物であり，この産業学習は事象・出来事の成
立条件を説明しうる法則性を探究（社会科では探求と探究の表記があるが，本研究では統一して探究とする）させ
ることが，産業学習の第一義的なねらいとみなされている。この立場をとることで，地理的な見方・考え
方を用いて産業の成立する条件を探究し，子どもたちが従来の学習よりもより深い学びを得ることがで
きるのではないかと考える。

このようなことから，本研究では，小学校の段階から地理的な見方・考え方を工業の単元に用いて授業
をデザインすることによって，子どもたちは地域的特性に目を向けることができ，教科固有の概念 （理論）
と連動させた思考力を育成することができるのではないかということを仮説に検証を行っていく。

第 2 節：研究の方法
研究の方法として，理論に基づいて単元や授業をデザインし，その授業を実践する。授業はパフォーマ

ンス課題で評価し，その授業実践について評価したことから，仮説の検証，授業デザインの有用性につい
て検討する。

第 1 章地理的な見方・考え方について
第 1 節地理的見方・考え方の定義について

中学校学習指導要領（文部科学省，2017）では，社会的事象の地理的な見方・考え方（以下地理的な見
方・考え方）は，「社会的事象を，位置や空間的な広がりに着目して捉え，地域の環境条件や地域間の結
びつきなどの地域という枠組みの中で，人間の営みと関連づけること」とし，考察，構想する際の「視点
や方法（考え方）」として整理した，とされている。また，地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互
の関連を，位置や分布，場所，人間と自然環境との相互関係，空間的相互作用，地域などに着目して，と
ある。これらは社会的事象を「地理に関わる事象」としてとらえる際の，社会的にみられる課題を「地理
的な課題」として考察する際の視点である。この視点は地理的概念とも言い換えられる。（吉田，2023）

志村（2021）は，この地理的な見方・考え方の視点を用いて理解する知識について，中学校学習指導要
領（文部科学省，2017）の地理的分野の目標の（2）をあげて，地理的な見方・考え方に着目して理解す
るべき知識が地域的特性であるということを指摘してる。このことから，以後の授業デザインの中で，
「地域的特色（地域的特性）を理解すること」に重点を置いて授業を作成していく。

第 2 章：授業デザインの理論について
第 1 節授業デザインの構成を行うための理論について

ここでは，授業デザインを作る上で 「社会科学的な産業学習」の立場をとり，デザインに理論を用いる
根拠として，先行研究について示す。取り上げる論文として，志村 （2017）と石井（2014）を取り上げる。
志村（2017）は先行研究から概念は教科で育成するべき学力の鍵であるとし，その立場から社会科教育
の探究過程を踏まえて探究的学習過程について提案を行っている。また，石井（2014）は現代アメリカに
おける学力形成論を論じており，学習のカリキュラムや評価について論じている。
①学力論について

学力論については，「21 世紀型能力」として提起された「思考力」の社会科教育学的検討，思考と連動
して機能する概念の順に論じられている。
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「思考力」の社会科教育学検討では，志村（2017）は理論である概念的知識を重要視している。また，
概念は教科で育成するべき学力の鍵となるものであり，教科において思考抽象度高い中核概念（主要概
念）の析出が，学力を重視した学力論のみならず学習過程論や評価論を論ずる第一歩となるとし，この中
核概念を，2 つ挙げ，学習対象を見導する実体概念，選択された学習対象を関連づけ，思考を誘導する概
念の構文概念であるとした。

志村（2017）はこの実体概念と構文概念について，シュワブの唱えた実体的構造と構文的構造に対応
した概念であるとした。佐藤（1996）は，実体的構造はある学問が対象や問題を捉える時に活用する用
語の構造を意味しているとした。そして，「構文的構造」はその学問の固有のものの見方や論じ方があり，
その学問の本質的な特徴を表しているとした。（p87-89）つまり，構文的構造（構文概念）こそが教科固
有の概念（理論）であり，教科の本質であるとしている。

志村（2017）はこの構文概念が思考力と最も連動して機能する概念と理解されるとした。 （p493）理論
を基に授業デザインする理由は，社会科における思考力が理論と連動しているという先行研究を基にし
ている。
②学習過程論について

志村（2017）は，先行研究のシュワブ，タバ，エリクソンの学習過程論において探究は，教科固有の概
念・技能・態度が連動して思考が誘発され機能する学習方法とされており，思考力を学習過程次元で捉え
検討する場合，探究学習過程と関連づけることは妥当だとしている。（p494）

志村（2017）は岩田（2001）の社会科としての探究学習理論とイギリス地理教育の「地理的探究の道
筋」をあげて思考力を意識した探究的学習過程の提案を行なっている。

③パフォーマンス課題とその評価について
中央教育審議会答申（2016）では，資質・能力のバランスの取れた学習評価を行っていくためにパフォ

ーマンス課題の需要性を示し，多面的・多角的な評価を行う必要性が指摘されている。
この評価の方法についてエリクソン（2021）の概念に基づくカリキュラム設計に近しい主張をしてい

る G ウィギンズらのカリキュラム設計 （UbD）をあげて，石井 （2014）は次のようにパフォーマンス課
題を作成する際の設計の視点を提示している。①「目的（パフォーマンスの目的は何か）」，②「役割（子ども
たちはどのような役割を担うのか）」，③「聴衆（パフォーマンスの対象となる相手は誰か）」，④「状況（子どもたち
はどのような状況にいて，どのような難題に取り組むか）」，⑤ 「パフォーマンス，そしてめあて （課題への取り組み
の結果，最終的に何を生み出すのか）」⑥ 「成功のための基準と規準 （パフォーマンスはどのような規準を満たさねば
ならないか）」

評価について，西岡（2004）は自由記述問題やパフォーマンス評価においては，成功の度合いに幅が
あるため，○か×かで評価することが不可能とし，そこで用いられる評価規準（採点指針）が必要と説明
している。 （p203）そしてまた，G ウェギンズら（2012）は 「真正の問題」の評価では，正答数を数える
のではなく，「考えたことの証拠の量と観点から行われるべきある」（p209）としている。 

この設計の視点からパフォーマンス課題を設計し，評価していく。

第 2 節授業デザインの内容に関する理論
① 工業の単元の背景となる理論
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今回の授業デザインを考えるにあたり，背景となる学問が 2 つ存在する。 1 つ目は地理学の A．ウェ
ーバーの工業立地論（1909）である。工業生産に必要な費用のうち，原材料や製品の輸送に要する費用
は，その工場が実際に立地する場所によって変化するとし，輸送費が最小になる場所を重視してそこに工
業が立地する可能性を論じている。そして，立地による工業の分類を行っており，原料の輸入港や空港，
高速道路のインターチェンジ付近に立地する「交通指向性工業」，集積することにより，輸送費や取引に
かかる費用が節約でき，このように立地する「集積指向型工業」，原料産地が特定の場所に限られており，
製品よりも原料の重量が大きい工業が輸送費が最小になる原料産地に立地することが多い「原料指向型
工業」が挙げられる。 （帝国書院，2021） 2 つ目は経済学のリカードの比較生産説である （1801）これは
貿易において，国内で相対的に安く作れる商品 （比較位位にある商品）に生産を集中（特化）した方が有
利になるというものである。（第一学習社，2023）
② 小学校段階での内容
小学校段階の「工業」で対象とする内容は，今回の研究の協力校で使用している教科書（日本文教出
版 ，2020）の内容を踏まえると，項目①「工業の集まるところ」「工業地帯や工業地域の分布と特色」，
項目②「日本の輸出の特色」「日本の輸入の特色」「これからの貿易」，項目③「大工場と中小工場」「中小
工場の多い大阪府東大阪市 （今回の実践では 「分業」の捉えやすさから東京都大田区に変更）」「高い技術と工場の
つながり」，項目④「社会の変化に合わせた工業生産」「これからの工業生産のあり方を考えよう」，項目
⑤「食料品工業（選択）」という項目になっている。
そのうえで，小学校段階で学習する内容から導き出せる子どもたちが理解，獲得すべき概念については，
背景となる理論と地理的な見方・考え方を踏まえて，項目①では，「人口」「平野」「交通」，「労働力（働
き手）」， 「費費」」， 「 に近い」項目②では， 「貿易」 「利益」「資源」項目③では， 「利益」， 「効 が良い」
「交通の利便性」「品質」「分業」が考えられる。項目④では，これまでの日本の地域的特性 「資源」「環
境」，「貿易」を踏まえて価値判断すること，項目⑤では， 「原料」，「大費費地」，「川や が近い」，「気候」，
「平野」が考えられる。
また，「社会科学教育としての産業学習」として，草原（2012）は，工場の立地の理由について子ども
たちが予想し，視点を変えながら揺さぶりを行い，最終的には各産業が求める立地条件を地域の実態に
則して構築，一般化させることが期待されている。（p108-109）とあり，項目①〜④をもとに単元構想や
授業を作成する際には，志村（2021）の地理的な見方・考え方では「地域的特色を理解すること」という
指摘も踏まえて，地域的特性（地域の実態）に着目して工業の立地条件を探究させていくことが求められ
ると考える。

第 3 章：理論を用いた授業デザインについて
①理論をどのように授業デザインに活かすのか
a地理的な見方・考え方について
地理的な見方・考え方の視点の意味を先行研究をもとに表 1 に示している。また，志村（2021）は地
理的な見方・考え方の「問い」の例を学習指導要領を解釈した上で提示している。この「問い」の例に基
づいて発問を構成していく。
表 1「地理的な見方・考え方の概念の例とその「問い」の例」
地理的な見方・考え方
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の視点

A 位置や分布 地表上の分布とパターンを説明するもの（地理国際憲章，1992）

それはどこにある？どのように分布している？（なぜそこにある？ なぜそのような分布傾向なのか？）

B 場所 自然的にも人文的にも多様な特徴を表す。（地理国際憲章，1992）

その場所に見られる様子・特色，地域的特殊性（その場所だけで見られる特色）と一般的共通性（他の場所に

も見られる様子（志村，2021）

それはどのような場所か？他の場所と比較して，その場所でしか見られないことか？どの程度のスケール規模

で比較しているか？（市町村規模か，都道府県規模か）

C 人間と自然環境との

相互依存関係

人間は自然諸要素の影響を受けるとともに，他方で身の周りの環境にも影響を与えるとしている。 （地理国際憲

章，1992）

場所・地域における人間生活・社会の様子と自然環境（気候・地形等）との関係である。（志村，2021）

その場所の人間生活・社会活動に影響している自然環境は？（なぜ，そのような影響を受けているのか？），そ

の場所の自然環境へ人間生活・社会活動はどのような影響を与えているか？（どのように自然環境に働きかけ

たらよいか？）

D 空間的相互依存作用 資源の自給自足ができる国は存在せず，場所（ある地域）は資源や情報を交換するために運輸，交通システムに

よって結ばれている。（地理国際憲章，1992）

場所・地域が，それ以外の場所と持っている関係（人・資源・商品・金融・情報などの移動）（志村，2021）

それはどこから来た？（なぜ，そこから来たのか？）

E 地域 ある地域は固有の要素により特徴づけられた一定の空間的ひろがりをもつ区域である。（地理国際憲章，1992）

地表上での地理的まとまり・特徴（地域性）を持った空間的範囲（志村，2021）

地理的なまとまり・特徴を持った空間的範囲は？（どのような方法で範囲は設定されるか？）

b 学習過程とその評価
ここでは，志村（2017）を基にした①学習過程とその評価について，②実践授業の構成について述べ

ている。
①学習過程は志村（2017）の表 3「社会科における探究的学習過程と思考力との関係」をもとに作成し
た。ここでは，小学校の発達段階を考慮し，6 段階のうち，「Ⅱ資料・情報等の収集と分析」，「Ⅲ分析結
果の実証的考察」に焦点を当ててこの 2 つの段階を参考に学習過程を構成する。また，各段階に関係す
る地理的な見方・考え方の視点について整理している。この探究的学習過程をもとにして地理的な見方・
考え方を理解させる各授業を構成する。
表 2 「志村（2017）の表 3 「社会科における探究的学習過程と思考力との関係」をもとにした探究的学習
過程の概要（筆」作成）」

探究的学習過程 主発問の例 関係する地理的な見方・考え方の視点

Ⅱ資料・情報等の収集と分析

・課題・仮説を解決するために資料・情報

等を収集する。

・収集した資料・情報を吟味する。

・整理・記載した資料・情報等を分析する。

・分析結果をまとめる。

資料・情報は何を示しているのか？

資料・情報をどのように分析するか？

分析結果が示していることは何か？

位置や分布

場所

地域
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Ⅲ分析結果の実証的考察

・分析結果を構文的概念をもとに多面的・

多角的に解釈・説明する。

・実証的に解釈・説明できたことを表現す

る。

どのように解釈・説明できるのか？

分析結果はどのようにしたら解釈・説明で

きるか？

解釈・説明できたことは何か？

場所

人間と自然環境の相互依存関係

空間的相互作用

評価については，1〜4 時間目の評価については，志村（2017）の表 4「社会科における探究的学習過
程と評価規準」をもとに筆」が作成した評価規準を用いる。

表 3「1〜4時間目の評価（筆」作成）」

知識・技能 思考力・判断力・表現力

・地図・記事の資料から情報を集める

ことができる。（知識・技能）

抽出した内容を調査目的（めあて）にそって分析し，結果を導出する（めあてに対する自分の

答えをかく）ことができる。（思考・判断・表現）

・資料・情報の有効性を調査目的（め

あて）やこれまで習ったこと（地理的

見方・考え方）から検討し，必要な内

容抽出することができる。

・分析結果を基に，各授業の内容のめあてに対する考えをもちそれを説明し，文章として表現

することができる。（思考・判断・表現等）

・これまでの授業で習った知識（地理的見方・考え方）を使って，多角的な視点から説明をし，

課題を表現することができる。

② 実践授業の構成
実践授業を行うのは，倉敷市の小学校 5 年生 2 クラス（各 35 名，ここでは便宜上 1 組， 2 組とする
）である。子どもたちは農業と水産業の産業は既習であり，この授業実践を行う以前に自動車工業につい
て前倒して学習している。授業実践では，全 5 時の構成とした。1〜3 時目は地理的な見方・考え方を身
につけさせるための学習指導を行なった。第 4 時目は地理的な見方・考え方を踏まえてこれからの工業
について価値判断させる授業，第 5 時目に教師の支援なしでグループ活動を行うパフォーマンス課題を
実施した。
表 4「実践授業の構成」

働かせる地理的

な見方・考え方

子どもたちが獲得す

るべき概念（地域的

特性）

背景となる理論と概念の一

般化

◇評価

第

1

時

A位置や分布

B場所

C 人間と自然の

相互関係

E地域

「人口」，「平野」「労

働力（働き手）」， 「費

費」」，「交通の利便

性」「 に近い」

理論：交通指向型工業

工業は労働力や費費」が多

い人口の多い土地や，工場の

たてやすい平野， や高速道

路に近いといった交通の利

便性の高い場所に立地する

場合が多い。

○知識・技能

教科書や配布資料から資料・情報を集め，太平洋ベル

トに工業の立地する条件について資料の関連性や有

効性から判断して，結果をまとめることができる。

○思考・判断・表現等

太平洋ベルトに工業が立地している理由について資

料から分析したことから，調べてまとめることがで

きる。

第

2

時

A位置や分布

B場所

D空間的相互（依

「貿易」， 「利益」，「資

源」

理論：比較生産説

日本が 外の国と行ってい

る貿易は，資源が少ないとい

○知識・技能

教科書や配布資料から，貿易をしている理由について

資料の関係性や有効性から判断して結果をまとめる
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存）作用

E地域

う日本の地域的な特性から，

資源をほとんど輸入してい

る。日本が輸出する場合は、

加工した製品を輸出し，お互

いに得意なもので貿易をす

ることで利益が出る。

ことができる。

○思考・判断・表現等

貿易をしている理由について日本と相手の国の視点

や資料から分析したことから，調べてまとめること

ができる。

第

3

時

A位置や分布

B場所

E地域

「利益」，「効 が良

い」「交通の利便性」，

「品質」，「分業」

理論：集積指向型工業

交通の利便性が良いところ

に工場が集まることによっ

て，仕事を分業することがで

き，それによって効 が良く

なり，高い品質の製品ができ

る。

○知識・技能

配布資料から，工場が集まって分業している理由につ

いて資料から情報を集めてまとめることができる。

○思考・判断・表現等

工場が集まっている理由について資料から分析した

ことから調べてまとめることができる。

第

4

時

B場所

E地域

「資源」， 「環境」， 「貿

易」「技術」

※価値判断のため，概念とそ

の一般化については記述な

し

○知識・技能

資料を用いて日本の地域的特性について理解する。

○思考・判断・表現等

日本のこれからの工業について何が必要か価値判断

する。

第

5

時

A位置や分布

B場所

C 人間と自然の

相互関係

D空間的相互（依

存）作用

E地域

「原料」，「大費費

地」，「川や が近

い」， 「気候」， 「平野」

理論：原料指向型工業

気候や平野が原料の収穫に

適切であり，その産地の近く

に工場が立地している。川や

 が近くにあると輸送に便

利であり，大費費地が近い。

パフォーマンス課題の第 5時についは後述

c パフォーマンス課題とその評価について

石井（2014）の作成の際の設計の視点を用いて今回の授業実践では，①目的：学習課題に関する答え
を出すこと，②役割：班になり，協力して，③状況：教師の支援なく子どもたちだけで，④聴衆：教師に
対して班の全員で発表する，⑤パフォーマンス ：班で学習課題に関しての答えを記述する，⑥成功のため
の基準と規準：地理的な見方・考え方を用いて （地域的特性に着目して）答えを出せているか，地域的特
性を踏まえて記述ができているか，という視点で設計を行った。そして，「なぜ兵庫県たつの市ではしょ
うゆ作りが盛んなのか調べよう。」を全員で取り組む課題として設定した。また，早くできた班には，「た
つの市，野田市，銚子市の共通点を調べよう。」という同じ醤油産業が盛んな地域の共通点について調べ
させる活動を行った。パフォーマンス課題の評価は次のとおりである。
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表 5「パフォーマンス課題の評価」

0 点  1 点  2 点

地域的特性を理解しているか。 地域的特性の知識が不正確で

あり，正しい文脈で使用できて

いない。

地域的特性の知識が曖昧な

点もあるが，概ね正しい文脈

で使用できている。

地域的特性の知識が正確で

あり，概念を活用し，正しい

文脈で使用できている。

地理的な見方・考え方を用いて，

資料を根拠にして複数の概念を

一般化する記述ができているか。

複数の概念を一般化して記述

できていない。

一部の概念を一般化して記

述することができているが，

曖昧な点がある。

複数の概念を一般化して記

述し，関係性を論理的に記述

することができている。

第 4 章授業実践の効果検証

第 1 節地理的な見方・考え方が形成されたかの検証

ここでは，第 5 時において「地理的な見方・考え方が形成されたか」について，2 つの視点で授業を
分析した。 1 つ目は地理的な見方・考え方を理解させるための学習指導において志村（2017）と岩田
（2001）の論をもとにした探究的学習過程を行ったが，その探究的学習を踏まえて子どもたちだけで地
理的な見方・考え方を働かせていることができているかということを発話分析から分析を行った。ま
た， 2 つ目はパフォーマンス課題の記述の成果から，子どもたちが 地理的な見方・考え方を理解し，
課題に対して記述することができているのかということを分析した。

A 発話分析について   ここでは，2 つ班を具体例にあげて分析を行う。                                     

①  2 組 3 班
この班では，発言①，②から，資料の情報を踏まえ

て，有効性を検討し，めあてに向かう姿が見える。こ
れは探究的学習過程の「資料・情報等の収集と分析」
に当てはまる。また，発言①で土地の特徴（地域的特
性）に目を向けることができており，発言②や③では
既習事項に目を向けて，その共通点（概念）について
今回の課題に当てはめようとする姿が見られ，地理的
な見方・考え方を働かせることができている。また，
資料の有効性を検討したのち，発言④からは分析した
資料の結果，結果班の答えを導出する姿が見られ，こ
れは探究的学習過程の「分析結果の実証的考察」に当
てはまる。また，ここでは，原料について目を向けて
おり，背景となる理論の原料指向型工業の特徴を押さ
えることができている。

C1 平野って書いてあるよ

C 2 土地の特徴、土地の特徴だって…①

(中略)

C 3 平野？でもここ関係なくない？

C 1 あるよ，似とったもん

C 1 庄内平野 もうちょい前くらい…②

C 2 平野は平らな土地だから，平野に近い土地だから

たとえば山地だったら…③

先生いっとったやん，何で平地がいいかって

平地だと（以下不明）

（中略）

C 2 何で平野がいいか，平野がいいかだって

C 1 近いところから原料が手にはいるから

新鮮なまま原料が使えるから，どうでしょうか…④
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 ②2 組 6 班
この班では，発言①，②では資料を分析して有効な情報

を検討している姿が見られた。これは探究的学習過程の
「資料・情報等の収集と分析」に当てはまる。「気候」や
「平野」といった地域的特性に目を向けることができてい
ることから，地理的な見方・考え方を働かせることができ
ている。

また，発言③から，社会的事象に対して，多角的な視点
から考察することができており，探究的学習過程の「分析
結果の実証的考察」を行い，めあてに対する答えを記述す
ることができていると考えられる。実際に発表場面では，
「原料」「大費費地」「環境（気候）」といった概念を使っ
て班の考えをまとめることができており，概念に対する理
解ができていると考える。大費費地とは何かという教師の
問いに関しても，なぜそこにしょうゆを持っていくのかと
いうことを人口に着目して説明することができている。

B パフォーマンス課題の結果について

パフォーマンス評価の記述の結果として，各クラス次のような結果となった。ここでは①パフォー
マンス課題の結果（全員）②数班が取り組んだパフォーマンス課題の結果となっている。

表 6 パフォーマンス課題の結果

① 0 点  1 点  2 点 ② 0 点  1 点  2 点
 1 組（35 人） 4 人 10 人 21 人  1 組（15 人） 0 人 5 人 10 人
 2 組（35 人） 3 人 9 人 23 人  2 組（10 人） 0 人 5 人 10 人

第 2 節本研究の仮説の検証

地理的な見方・考え方を用いて授業をデザインした結果，発話分析からは，子どもたちは地理的な見
方・考え方を働かせ，地域的特性について理解している発言や姿がみられ，パフォーマンス課題では，
地域的特性（教科固有の概念）について理解して記述ができている子どもが見られたことから，この方
法は有効的であったと考えられる。このことから，思考力の育成という点も有効であったと考えられ
る。しかし，記述について，地域的特性に対する知識が曖昧であることや，正しい文脈で概念を一般化
できていない子どもも一定数存在することから，多くの児童にとって十分に有効に作用したわけではな
いことを意味していると言える。この原因として，これまでの既習内容の理解の差が挙げられる。学習

C 1 平野，平野って書いてある

C 3 あー，小麦とか，米とか作ってる…①

C 2 かわ！揖保川って書いてある

C 3 はいはいはい，たつの市は温暖な気候だし，播磨

平野が…②

C 1 気温があったかいっていうのが，醤油づくりに適

している

C 3 これって，1 個じゃなくて，複数個あるけん…③

C 2 生産されている時に川があって運びやすい

（発表場面）C 1 原料が手に入りやすい土地

C 2 昔から大費費地に運ばれていて，今も大費費地に

運ばれている

C 4 環境がいいから

T みんな大費費地って何？

 C1 費費されるとこ

C 2 そこに持って行ったら人口が多いから売れて，売

れる…④

 C 1、2 売れて，儲かる

C 3 売れて，生産額が増える…⑤
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内容の積み重ねがこの単元のみでは不十分であったことが考えられる。

第 5 章今後の課題
今後の課題として，第 4 章でもあげたように，学習内容の積み重ねというものが地理的な見方・考え方

を育成する上で必要となってくると考える。この地理的な見方・考え方というものは発達段階による深ま
りがあると考えられる。今回の工業ではできていた子どもも他の単元や内容となると効果的かどうかは
検証が不十分である。継続的な評価や発達段階に応じた深まりについても検討することが必要である。
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中学校数学において必要性を感じさせる授業の在り方に関する理論的・実践的研究 
― Harel の必要性を基にして ― 

22P22030 渡邉 浩二 
Ⅰ．問題の所在と研究の目的 

 これまで担当してきた習熟度別クラスの基礎・基本を重視するコースの生徒には，数学が苦手な生徒，嫌いな

生徒も多く，問題解決時などでは，すぐに手が止まってしまうことが多かった。その原因の一つとして，生徒に

必要性を感じさせないまま，数学の形式的な面だけを覚えさせる指導を行ってきたからではないかと考える。生

徒が意欲をもって授業に取り組むためには，「なぜ考える必要があるのか」や「どんな風に役立つのか」という思

いを抱かせること，適切な題材を利用すること，適切な応用例を用意することなどが大切ではないかと考える。 

必要性について，坂井(2005)は，学習内容の確かな理解には，意欲的な授業への参加が重要であり，生徒が意

欲的に授業に参加するには，生徒がその学習に対する必要感を感じていることが必要不可欠であるとし，教師は

生徒に必要感が生じるような授業，すなわち生徒がその学習に対して必要感を感じるような授業の構造や課題，

発問を用意する必要があるとしている。以上のことから，必要性は，自ら学び，自ら考えるための原動力として

重要であると考える。 

必要性に関しては，証明の必要性などの個々の学習内容について論じたもの(例えば，宮崎，2013；根本，2000 )

や，学習の必要性を認識させる導入などの個々の学習過程について論じたもの(例えば，坂井，2005)，数学の必

要性を実感する教材について論じたもの(例えば，徳田他，2016)などが見受けられるが，数学の授業で直接取り

組む方法について述べられたものは管見の限りない。また，必要性の類義語として，必要感があるが，これもま

た同様に個々の学習内容について論じたもの(例えば，両角，2010；相馬，1998)などであり，学ぶ意義について

論じたもの(例えば，熊倉，2010；山口，2008)なども同様である。そこで,「教えようとする数学を生徒が学ぶた

めには，その必要性を感じなければならない」とした Harel(2013)の知的必要性に基づいて考察することにした。

Harel の知的必要性は，確信の必要性，因果関係の必要性，計算の必要性，コミュニケーションの必要性，構造

の必要性の５つのカテゴリーに分けて論じられているが，そのそれぞれについては，数学史との関連や，大学，

高等学校における各必要性に関する指導についての問題点等を指摘しているが，詳細な方法論や適切な教育的戦

略については述べられていない。そこで，本研究の目的は，Harel の述べる必要性を基に，中学校数学科におい

て，生徒に学習する必要性を抱かせ，その必要性を持続させる教師の教授行為について明らかにすることである。 

Ⅱ．本研究における理論的基盤 

１．知的必要性の定義 

Harel(2013)は，知的必要性について以下のように定義している。 

《K が個人あるいは共同体の持つ知識であるとすれば，「知ること―知識の連関前提(人間が知っているあらゆる

知識は，問題のある状況を解決した結果である。)」によって，K が発生した問題的状況 S が存在することにな

る。S は(K と同様に)主観性の前提によって，個人が現在の知識では解決できない，あるいは解決不可能な状況

に遭遇した結果として生じる摂動的な状態である。このような，K を構築する前の問題的状況 Sを，個人の知的

必要性(intellectual need)と呼ぶ。S は，新しい知識を習得することで均衡を得ようとする欲求である。つまり，

S は，新しい知識を習得することによって均衡に到達しようとする欲求である。このように，知的必要性は，人々

が現在持っている知識から，その人が考える問題的状況に関わることによって，学問的知識が生み出されること

に関係している。》(p.122) 

 また，Harel(2008)は，知的必要性とモチベーションについて以下のように言及している。 

《知的必要性とモチベーションの間には，混同がある。この２つは関連しているが，基本的には異なる。知的必

要性が認識論に属するのに対して，モチベーションは心理学に属する。（中略）心理的必要性（：最初に問題に取

り組み，その解決を追究する動機づけの原動力）は，一般に学習を活性化したり，高めたり，あるいは，停止さ

せたり，抑制したりする条件を扱う，モチベーションの分野に属するものである。これに対して，知的必要性は，
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個人や共同体が現在もっている知識から，特定の学問分野の認識論に言及するものである。もちろん，人間の行

動として，この２つのカテゴリーの必要性は関連しており，実際，互いに補完し合っている。》(p.898) 

そこで，Harel の定義から，心理的必要性と知的必要性を次のように簡単にまとめておく。 

・心理的必要性…最初に問題に取り組もうとしたり，その解決を追求しようとしたりする動機付け的な意欲。 

・知的必要性…新しい知識を習得することによって均衡に到達するために必要な問題的状況のこと。 

 授業において動機づけも大切ではあるが，授業が知ることと深く関わりがあることや，以下に述べる５つのカ

テゴリーが１時間の授業や小単元，単元の学習を通して出現しうるものと考えられることから，本研究では，知

的必要性について考察する。 

２．知的必要性の５つのカテゴリーについて 

 Harel(2013)は，「完全性でも独自性でもないが，知的必要性を相互に関連する５つのカテゴリーに分類したも

のである。」と述べ，その５つについて, 以下のように述べている。 

《① 確信の必要性とは，ある推測が真実であるかどうか，つまり事実であるかどうかを知りたいという人間の 

自然な必要性である。 

 ② 因果関係の必要性とは，ある現象の原因を究明したいという必要性である。 

 ③ 計算の必要性とは，量とそれらの間の関係の値を数量化し，計算する必要性が含まれる。また，より効率的 

な計算方法の必要性も含まれている。 

 ④ コミュニケーションの必要性とは，主張が真実であることを他人に納得させる必要性である。 

 ⑤ 構造の必要性とは，自分が学んだ知識を論理的な構造に再編成する必要性である。》(p.143) 

さらに，Harel(2013)は，「現代の数学では，これらの必要性は表裏一体であり，これらを切り離して論じるこ

とは困難である。しかし，このような困難にも関わらず，それぞれの必要性の存在を示し，その区別をより明確

にするために，それぞれの項目を分けて論じることにする。」(p.123)と述べており，また，Harel(2008)では，「取

り組むための詳細な方法論と適切な教育的戦略は，まだ考案されてはいない。」(p.905)と述べており，先述の論

文(2013)にも，具体的な方法論や教育的戦略等については触れられていない。そこで，本研究も，Harel と同様

に，各カテゴリーの区別を明確にするために，それぞれの項目を分けて論じる。 

３．Harel の知的必要性の５つのカテゴリーを感じさせる授業の在り方を考察する際の視点 

 Harel(2013)は, 「知的必要性は，問題解決と表裏一体である。(中 略)しかし，生徒が学校で遭遇する多くの

状況は，この適宜を満たしているにもかかわらず，『真の』問題解決にはなっていない。なぜなら，生徒の視点か

ら見ると，これらの問題には知的目的がないことが多いからである。」(p.119)としており，知的必要性と問題解

決の関係を述べている。そこで，問題解決の授業を想定して，各必要性について考察することにした。 

今回は，構造の必要性を感じさせる教授行為に関して述べ，他については，検討した教授行為のみを記述する。 

４．確信の必要性を感じさせる教授行為(しかけ・しこみ) 

A-1 「単元の問い」「小単元の問い」「授業の問い」を熟考して単元を構想すること 

A-2 生徒が問いを発したくなる問題場面を検討すること 

A-3 問題を工夫すること（決定問題の形にすること） 

A-4 問題提示の仕方を工夫すること 

   「問題提示の仕方」を工夫して問うこと，問題を段階的に提示すること，「一つ前の問い」を置くこと， 

   生徒に見出させることを検討した問題提示の工夫をすること，ジャンプした場面の状況を尋ねること 

A-5 ずれを感じさせること 

A-6 授業の導入で，操作活動や観察等を扱うこと 

５．因果関係の必要性を感じさせる教授行為(しかけ) 

B-1 ずれをもつ生徒の考えを多様な考えとして取り上げること 

B-2 暫定的仮説を取り入れること 

B-3 同じように見えて実際は異なる教材や問題場面に出合わせること 
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B-4 言語化させることを意識すること 

６．コミュニケーションの必要性を感じさせる教授行為(しかけ) 

C-1 他者と関わる活動について 

   学び合う雰囲気づくり，学び合う雰囲気づくりを行う際の教師の姿勢，学習形態 

C-2 説明し伝え合う機会の設定  

   他者の考えの共有による自らの考えの評価改善(ギャラリーウォーク等) 

７．構造の必要性について 

(1) 本研究で考える「構造」について 

宇田廣文(2000)では，構造について，「考察対象(集合)の個々の要素だけでなく，対象全体に亘る関連性(操作，

順序，位相など)や考察対象は違ってもそこにある共通性(同型，準同型)などに着目していくのか『構造』の考

え」( p.126)と記されている。 

国内の構造に関して述べられた論文には，構造の定義や説明を述べていないものも少なからず見られる。以下

には，構造について説明したもののいくつかについて記す。 

中島(1981)は，拡張の考えの場合の構造を「抽象の過程を経て,なお残されていくようにする性質が，いわゆる

拡張の過程における『構造』である。」(pp.138-139)とし，一般化の考えの場合の構造について,一般化を 「概念

または形式の持つ意味についての抽象がそれほど行われないで,その適用範囲を拡げているような場合」(p.140)

とした後, 「一般的なこととしてつかむ内容が, そこでの『構造』にあたるといってよい。」(p.141)としている。 

杉山(1986)は， 「構造は，同じと思われる二つ以上の理論に共通する性質を吟味し，同じと見られるものの共通

な概念や共通な法則を明らかにすることによって得られる。」(p.156)とし，また， 「簡単に言えば， 『構造』とは，

いくつかのことがらの中に共通に見られる基本的な法則の集まり。」(p.155)と述べている。 

 また，海外でも，国内の論文と同様に，構造に関して述べられたものには，構造の定義や説明を述べていない

ものが少なからず見られる。その中で，構造について述べられたものとして，Mason et al.(2009)は，数学的構造

を「要素間の関係，または，集合の要素の部分集合として特定の状況で例証される一般的な性質の識別を意味す

るとみなす。」(p.10)としている。Kieran(2018)は，「数学教育界では，構造はしばしば未定義の用語に等しいか

のように扱われ，さらにその意味について普遍的な合意があるかのように思われている。」(p.80)と指摘している。 

 これらのことから，中学校数学科では，位相構造は直接的には扱われていないことから，厳密な意味では規定

せず，中島が述べるような「一般化」や「拡張」の考えを根底に置きつつ，中学校数学科の授業で扱うことを考

慮して，本研究では，構造を，杉山(1986)のものを基に， 「いくつかのことがらの中に共通に見られる基本的な概

念や法則の集まり」と捉えることとする。 

(2) 構造の必要性に関わると思われる国内外の先行研究の傾向 

国内で構造の指導に関して述べられたものには，構造の考えや構造のとらえ方などについて論じられたもの

(例えば，中島，2015；杉山,1986)や，構造の考えにより個々の学習内容について論じたもの(例えば，西牟田，

2021)，数学的構造を明らかにする過程について論じたもの(例えば，佐藤他(2017)，黒田(2020))などがある。本

研究とは，数学的構造を明らかにする過程について論じたものが関連が認められる。佐藤他(2017)や黒田(2021)

は, 学習者が発展的に考える過程の中で構造を捉えさせることについて述べており，その際の指導者の心がけや

発問についても示されている。また，海外でも，構造の指導に関して様々な文献が存在する。例えば，Mathematics 
Education Research Journal では，構造に関する特集号(2009)が発刊されており，その中で，Mulligan, Vale and 
Stephens は，「構造を意識することが重要である。」(p.1)と述べている。同 Journal において，Mason 他(2009)

は，指導する教師が数学的構造に対する認識を高めておくことが大切であると指摘している。また，NCTM の

Standard(1989)には，9-12 学年の生徒が修得すべき数学的構造の学習内容が記されている。そういう中で，本研

究では，上記の日本の文献と同様に，構造を明らかにする過程について論じたものに着目することにする。例え

ば，米国の COMMON CORE STATE STANDARDS FOR Mathematics(2010)では，８つの数学的実践の基準の

７番目に，「構造を探し，活用する」が取り上げられており，「数学の指導において数学的実践を数学的内容と結
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びつける必要性に注意を払うべきである。」(p.8)として，数学科の指導において構造を捉えさせることの重要性

について言及している。この数学的実践の７番目に関して，ボードスペースの使用法(William DeLeeuw et 
al.(2022))や，パターンとの関連(S.Asli Özgün-Koca et al.(2020))等について述べられた論文も散見される。しか

し，Harel の述べるような生徒に構造の必要性を感じさせることに関して述べられたものは，管見の限りない。 

(3) 構造の必要性の定義について 

Harel(2013)の「構造の必要性」の定義「構造の必要性とは，自分が学んだ知識を論理的な構造に再編成する必

要性である。」は，ユークリッドの『原論』のような論理的な構造を考えていると思われ，また，Harel は「数学

者であっても自分の知識を無意識のうちに体系的な論理構造に整理することはないだろう。」(p. 140)と述べてい

る。そのため，Harel の「構造の必要性」の定義は，学校教育には馴染まないものと考える。しかし，学校教育

の数学においても，数の拡張や，多角形の内角の和など，構造として捉えられるものはある。そこで，中島(2015)
の拡張・一般化の考えを基に，本研究では，「構造の必要性」を「自分が学んだ知識を，拡張・一般化の考えによ

る構造に再編成する必要性」と定義する。ここでいう「拡張・一般化」とは，中島(2015)の述べるように，「拡張」

を「概念の適用範囲が，後者が前者を含む形で広げられている場合」とし，「一般化」を「概念または形式のもつ

意味についての抽象がそれほど行われないで，その適用範囲を拡げているような場合」とする。 

 このことで問題になるのが，Harel の定義から変更した「構造の必要性」が，Harel(2013)の述べる知的必要性

になり得るかということであるが，拡張・一般化された新しい知識を学習する際には，既習の構造にあたるもの

との差異から，摂動的な状態が生じ，均衡に到達するために必要な問題的状況，つまり，知的必要性が生ずるも

のと考えられる。以上のことから学校教育においては，定義を変更して考察するのが適当ではないかと考える。 

(4) 構造の必要性を感じさせる授業展開 

①「構造」を感じさせる場面について 

平成 29 年告示中学校学習指導要領解説数学編には，「生徒が，目的意識をもって事象を数学化し，自ら問題を

設定し，その解決のために新しい概念や原理・法則を見いだすことで，概念や原理・法則に支えられた知識及び

技能を習得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたり，統合的・発展的に考えて深い学びを実現したり

することが可能となる。」(p.7)と記されており，このことから，「構造」も，問題解決の過程で感じさせることが

できるものと考える。 

また，礒田(1999)は，「互いの考えの根拠を示し合うことを通して認め合い，既知(既習事項に一致しない)を活

かして未知を説明しようとして，既知を再構成していく。その再構成を通じて，新たな納得が生まれる。」(p.6)

と述べており，互いの考えを説明し伝え合うことを通して，既知を再構成するという過程について言及している。 

さらに，菊池(1970)は，数学を創り出す過程が２つあるとし，そのうちの一つについて，「個々の数学的事実を

反省することによって，それらを論理的に組織立てたり，体系化をはかったり，また，数学的な方法を自覚した

りする過程である。」(p.27)と述べ，振り返りにより論理的に組織立てたり，体系化を図ることができることを示

唆している。 

これらのことから，問題解決の過程で「構造」を感じさせられる可能性がある場面としては，生徒どうしが互

いの考えを既知を活用し根拠を示して説明し伝え合うことを通して一定の解法を得た後の振り返りの段階であ

り，さらに学びを深める段階であると考える。 

②「構造」に着目する際の視点 

杉山(1986)は，「基本性質に着目することにより，構造が同じであることを認識することができることもある。

構造が同じであることがわかれば，類比的に一方の議論を他方へ移すことができる。このとき，どの程度類推を

用いてよいかの限界を知っておくことが必要であるが，根拠となる基本性質や原理を明らかにしておくことがそ

れに役立つ。」(p.81)と記しており，構造の認識には，基本性質に着目することが重要であることを示唆してい

る。このことから，振り返りの場面で，上記のような「構造」を感じさせるには，なぜ課題が解決できたのか，

また，その発想はどこから導かれたのかを確認して，その中で，基本性質や原理に着目させることが大切である

と考える。 
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③「構造の必要性」と「統合的な考え方」との関連について 

平成 29 年告示中学校学習指導要領解説数学編には，「数学に関わる事象や，日常生活や社会に関わる事象につ

いて，数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，新しい概念を形成したり，よりよい方法を見いだ

したりするなど，新たな知識・技能を身に付けてそれらを統合し，思考，態度が変容する『深い学び』を実現す

ることが求められる。」(p.163)と記されており，「構造の必要性」が「新たな知識・技能を身につけてそれらを統

合すること」と関連することが窺える。そこで，同書で「統合」についての記述をみると，「既習のものと新しく

生み出したものとを包括的に扱えるように意味を規定したり，処理の仕方をまとめたりすることが統合的に考え

ることになる。」(p.22)と記されており，「構造の必要性」を感じさせることで，統合的に考えることができると

考える。また，片桐(2004)は，統合的な考え方を「多くの事柄を個々ばらばらにしておかないで，より広い観点

から，それらの本質的な共通性を抽象し，それによって，同じものとしてまとめていこうとする考え方である。」

(p.48)と述べており，統合的な考え方により，学んだ知識を構造に再編成できるものと考える。さらに，杉山

(1986)は，端的に「構造への着目は統合の役割をも果たす。」(p.157)と述べている。以上のことから,「構造の必

要性」と「統合的な考え方」には，関連があるものと考える。 

また，中島(2015)は，「抽象の過程を経て，なお残されていくようにする性質が，いわゆる拡張の過程における

『構造』である。（中略）拡張に関する指導や研究をする際には，この『構造』にあたるものが，その場面では何

かを捉えることはきわめて重要なことであり，次に，拡張によって創造的な作業をしようとする場合のきめてに

もなることである。」(pp.138-139)と述べており，「構造」について考えさせる指導に際し「構造」にあたるもの

を捉えさせることの大切さを示唆している。さらに，片桐(2004)は,「統合することによって,本質的な条件が明

らかになり,それによってさらに新しい問題や新しい解を見出していくという発展的考察が可能になってくる。」

(p.54)と述べ, 統合することによって,中島のいう「構造」にあたるものを捉え,新たな同種の構造をもつ問題を

考察することができるものと考える。 

④「構造の必要性」を感じさせる方法について 

 先述のように，「構造」を感じさせるには，先ずは，問題解決後の振り返りの段階で，なぜ課題が解決できたの

か，また，その発想はどこから導かれたのかを確認して，その中で，基本性質や原理に着目させることが大切だ

と考える。そのことを基に，統合的な考え方により，本質的な抽象性を抽出させたり，共通することは何かを見

出してまとめさせたりすることなどを行って，上記の中島(2015)のいう「構造」にあたるものを捉えさせること

が重要であると考える。その後，同種の構造をもつ新たな問題を考える際に，その構造にあたるものを前提に考

えることなどにより，知識の再編成を行うことができるものと考える。 

その際，以下の経験が，「構造の必要性」を感じさせることにとって，大切であると考える。 

菊池(1974)は，統合的な考察の効用として，「① 個々の知識が知識体系の中で単純化され，その位置づけが明

確になる。 ② 記憶の負担が軽減される。 ③ 統合に用いた観点や方法，統合化された知識などを新しい発展

にむかって利用していくことが容易になる。」(p.54)の３点を挙げており，問題解決の授業の振り返りの段階や

さらに学びを深める段階，知識の再編成を行った段階で，これらを経験させることが，以後において「構造の必

要性」を感じさせることにつながっていくものと考える。 

また，片桐(2017)は，算数・数学でよりよいものを求めることを，「(1) 思考や労力を節約しようとすること 

(2) より美しいものを求めようとすること (3) より確実なものを求めようとすること (4) 異なった新しい

ものを求めようとすること (5) よりまとまったすっきりしたものにしようとすること などであるといえよ

う。」(p.97)と述べており，これらの経験も，「構造の必要性」を感じさせることにつながっていくものと考える。 

さらに，片桐(2004)は，統合的な考え方の指導の留意点として，「同じようなものが幾つもあるときそれをその

ままにしておくと，幾つもの場合について知っていなくてはならず面倒である。何とかもっと思考労力を節約で

きないか。または例外があると，それをいつも別のものとして考えなくてはならないので，すっきりしない。と

いうことを経験させることが第１である。これによって統合しようという考えを強く持つようになる。そこで，

幾つかのものがあるとき，それらに共通することがないか，どう見たら同じとみられるかという見方をさせるこ
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とが，第２に大事なことである。」(p.51)と述べ，統合的な考え方には，思考や労力を軽減したいという経験によ

り，まとめていこうとする考え方を導くことが大切であると指摘している。 

 これらのことから，図１のように，統合的に考え，知識を再編成させることにより，菊池や片桐の述べる効用

や状況を生み，その経験が次なる学習で「構造の必要性」を感じさせることになり，その「構造の必要性」が新

たに統合的な考えを導くことにつながり,繰り返されていくものと考える。 

このことに関連して，黒崎 (2020)は，「省察は，問題解 

決型に省察することが大切で，何をテーマや課題にして振 

り返り，どんな概念や学びを協働的な省察課題のプロセス 

を通して見いだせばよいか，あるべき姿を描くことが大切 

である。そのためには，まず，課題発見・課題解決の過程， 

方法，アイデアのどれを振り返らせればよいのかを検討し， 

省察活動の課題を発見させるようにすることである。省察    図１ 構造の必要性を感じさせる方法 

の出口は，本質的な学びに気付かせることが大切である。本質的な気づきを生成するためには，統合的・発展的

の観点から既習の概念と新しく形成された概念を結び付けることが大切である。」(p.52)と述べている。 

(5) 構造にあたるものを見出させる教授行為の一方法について 

 先に述べた構造の必要性(図１参照)には，思考や労力の節約などの経験が必要であり，１回や２回程度の授業

で構造の必要性を感じさせることは難しいと考えられる。このことに関連して，Standards(NCTM,1989)では，

「生徒は，一般的な経験の積み重ねや，より焦点を絞った活動を通して，長い時間をかけて数学の構造について

の感覚を身につけていく。」(p.184)と述べられている。それ故，先ずは，構造にあたるものを捉えさせることに

ついて考えることにし，構造にあたるものを見いださせる一つの方法として以下のような指導を考えて授業を行

い，その検証を行った。当然，すべての教材や単元において,この指導過程を辿るというわけではない。先ずは，

概略を示し,その後，授業実践について述べる。 

① 問題把握時に，因果関係の必要性を感じさせる 

 構造にあたるものを捉えさせるには，先述のように，単に問題解決するだけでなく，問題解決後に振り返りを

行って，基本性質に着目させ，本質的な共通性を抽象させるなどの過程を踏むことになるため，より強く因果関

係の必要性を抱かせることが重要になると考えられる。原田(1999)は，「問題解決の第１段階(問題解決の出発点)

では，『考えのずれ』をもつ生徒に対して，そのずれを意識化させる段階である。そのために，最初に既有知識で

解決できる『問題提示１』を行う。多くの生徒が既有知識の適用によって問題解決ができた(うまくいく！)こと

を認識できた上で，次に既有知識では解決できない『問題提示２』を行う。『問題提示２』には，生徒に既有知識

(概念的知識及び手続き的知識)の拡張を迫る場面であり，多様な考えとともにミスコンセプションが生み出され

るであろう。」(p.36)と述べている。また，相馬(1998)は，「問題の解決過程に『直観的に予想する段階』を位置

づけ，その上で『論理的に思考する段階』を設けることを論証指導の基本にすることが，『必要感』に繋がってい

くであろう。(中略)ここでの『予想』とは『問題の結果や考え方について検討をつけること』であり，論理的な

要素が強い『仮説』や『見通し』に対して，あてずっぽうも含む直観的な側面を重視するものである。」(p.98)と

述べている。そこで，構造にあたるものを捉えさせるためには，予想させて，ずれを強く感じさせ，因果関係の

必要性を高めることが大切であると考える。 

② 板書計画を綿密に練る 

 構造にあたるものを理解させるには，板書計画や視聴覚機器の使用計画が大事であると考える。板書計画等で

は，生徒の反応を予想して，１時間の思考過程が分かるように，授業の流れを可視化したり，ことばや吹き出し，

矢印などの記号による説明の付け加えを行って思考過程を明示したりすることを考えておくことが，生徒が構造

にあたるものを見出しやすくすることに繋がると考える。また，多様な考えを比較・関連付けしやすくすること

を意図して，例えば，生徒が板書する場合は，板書する位置と内容を指示することも大切であると考える。さら

に，数の性質を問う場合などでは式の配置を順序よく並べて示したり，関数関係を捉えさせる場合には表の用い
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方などを計画しておくことで，生徒が構造にあたるものを捉えやすくなるものと考える。板書計画と構造との関

連について，William DeLeeuw et al.(2022)は，同様のことを述べ(pp.197-198)，「学生が文字通りボードスペー

ス全体を見て，繰り返される推論が表示されているのを見ることができれば，構造がよりよく明らかになる可能

性がある。」(pp.203-204)と主張している。 

③ 問題解決時に構成要素に着目させることや，より易しい場合に戻って考えさせる 

a. 構成要素や変化の様子に着目させる 

本質的な共通性に気づかせるために,問題の中に含まれる構成要素に着目させることや,そのための工夫を行う。 

b. より易しい場合に戻って考える 

 後述する四角錐であれば，四角錐の問題を三角錐に立ち戻って考えたり，回転移動を見出したりなどして３次

元のものを２次元で考えることが挙げられる。また，関数であれば，χ の絶対値が小さい値から考えていくなど。 

④ 振り返り時に段階的な指導を心がける 

構造にあたるものを捉えさせたりする際には，当然のことながら，簡潔・明瞭・的確に表すようにさせること

が大切であると考える。佐藤他(2017)は，構造的発展の具体的な数学的活動の局面の一つに，「簡潔・明瞭・的

確」を取り上げている(p.10)。次に，段階的な指導を心がけることが大切であると考える。岩田･清水(2016)は，

「ものごとの特徴を捉えることと，その特徴を数学的な概念や表現を用いて捉え直すことを分けて捉え，段階的

に指導することで，他の事象との関係を考えたり，統合したりすることの指導がより一層明確になると考える。」

(p.248)と述べている。特に，「事象の関係を捉え，統合すること」の下位の過程を，「(1)物事の特徴を数学的な

概念や表現を用いて捉え直すこと，(2)数学的な概念や表現に基づいて類似な事象を考えること，(3)数学的な概

念や表現の共通性に着目すること」(p.248)に分けて整理している。これらの活動により，先述の構造の必要性の

定義で述べた「自分が学んだ知識を，拡張・一般化の考えによる構造に再編成する」ことができるものと考える。 

また，佐藤他(2017)は，「明らかにした数学的構造と既知や身の回りの問題を振り返って，さらに発展的に考え

る」という数学的活動(p.28)を取り上げている。この活動により，構造にあたるものがより明確になるものと考

える。これらのことから，問題解決後の振り返りの際に， 

a. なぜ課題が解決できたのか，また，その発想はどこから導かれたのかを確認させる 

b. 物事の特徴を数学的な概念や表現を用いて捉え直させ，捉えたことを簡潔・明瞭・的確に表現させる 

c. 数学的な概念や表現に基づいて類似な事象を想起させる 

d. 数学的な概念や表現の共通性に着目させる 

e. 見つかった構造にあたるものをさらに発展的に考えさせる 

のように，段階的に指導することで，統合的に考えたり，構造にあたるものを捉えたりしやすくなると考える。 

Ⅲ．「三角錐，四角錐を作ろう」の実践 

・題材：「三角錐，四角錐を作ろう」 

・題材設定の理由：「中学１年で，空間図形を学習するが，その中でも，錐体は中学で初めて扱う内容であり，正

三角錐，正四角錐，円錐などの基本的な錐体がその中心であるが，実際には身のまわりに様々な錐体が存在す

る。そこで，ここでは適当な三角形，四角形を底面にもつような三角錐，四角錐を題材にして，これらを実際

に作る活動を通して，空間図形に関する理解を深める。」である。このことを通し，上記の構造にあたるものを

見出させられると考え得る教授行為を取り入れ，生徒が構造にあたるものを見出すことができたかを検証した。 

・問題   下の図ア，図イは，三角錐，四角錐の展開図の一部です。これらの展開図を 

完成させて，三角錐，四角錐を作ってみよう。 

        図ア 
 
 

             図２ 授業で扱った問題 

・授業：2023 年 11 月に，岡山大学教育学部附属中学校の第 1 学年 5クラスで，実習という形でさせて頂いた。 
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質問紙の調査対象は 154 名である。以下，構造にあたるものを見出させる教授行為の効果について，前章(5)で

述べた①～④に基づき,検証した。なお,○教:は教授行為，○質:は質問紙等の結果，％の後の( )内の数は度数である。 

① 問題解決時に，因果関係の必要性を感じさせる 

 ○教：因果関係の必要性を感じさせるために，既有知識で解決できる三角錐を作らせ，次に，四角錐を作らせて，

同じようには(隣り合う辺の長さを等しくするだけでは)できない経験をさせ，ずれを意識化させるようにし

た。その際，展開図がきちんとかけずに困った生徒に挙手をさせ，ずれを意識化させるとともに，困り感を

共有させ，級友と共に解決しようとする思いを高めるようにした。また，予備調査を行い, 問題の図を，四

角錐を作成する際に，よりずれが生じやすいようなもの(四角錐の頂点が合いにくいような図)にした。 

 ○質：「『おや？』『なぜ』と感じて取り組めた場面はあったか」という設問に対しての肯定的評価が 79.2％であ

り，「その場面は？」に対する記述回答は,「三角錐のように２つの辺の長さを同じにしようとした場面」な

どと回答した生徒が 50.7％であった。この数値からは，構造にあたるものを見出すことに関しては有効とは

言い切れないが，問題解決に意欲的に取り組ませることには，有効だった可能性が窺えた。 

② 板書計画 

 ○教：共通に見られる性質が把握しやすいように，三角錐と四角錐の場合の図や性質を並列して書くようにした。 

③ 問題解決時に構成要素に着目させることや，より易しい場合に戻って考えさせる 

a. 構成要素や変化の様子に着目させる 

○教：本授業では，頂点や辺に着目しないと，構造にあたるものは見出せないことから，構成要素に着目するこ

とは，必須であった。授業では，三角錐の展開図をかく際に意識したことを敢えて確認し，「着目していない

構成要素は？」と問い，頂点に着目させるようにした。 

 ○質：「今日の学習で一番大切だと思うこと」という設問に対して「辺･面･頂点などの見方」と記述した生徒が

15.0%(23)，「重なる辺に着目する」は 2.6％(4)であった。これらの結果から，構造にあたるものを導く際に

は，構成要素等に着目させることが大切であると考える。 

b. より易しい場合に戻って考える 

〈四角錐→三角錐で考え方を確認する〉 

○教：四角錐で上手くいかなかった状況を踏まえて，「より簡単な場合は？」と問い，三角錐の場合で，構造にあ 

たるものを考えさせた。                     

 ○質：「四角錐の問題を解決するのに，ヒントになったこと」という設問に対して「三角錐をヒントにすること」

と記述した生徒は 4.6％(7)，「今日の学習で一番大切だと思うこと」という設問に対して「一度より易しい

場合に戻って考えること」と記述した生徒は 3.3%(5)だった。これらの結果からは，この教授行為が構造に

あたるものを見出させるのに有効であったとは言い難い。 

〈３次元の問題→２次元の問題に帰着させる〉 

○教：展開図から三角錐を作る時の側面の動きを正射影で捉えさせる。 

その際，側面の頂点の動きを捉えさせるのに，反対まで折り曲げ  図３ 展開図から三角錐を作るとき 
た対称移動の状況をつくったり，側面の動きを回転移動として捉    の側面の動きを正射影で捉える 
えさせたりして，対称点も含めて頂点の動きを平面上で捉えさせ 

(図３)，先に作成した三角錐の展開図上に記入させた(図４)。 

各クラス半数以上の生徒が，側面の三角形の頂点の動きの平面へ 

の正射影を，側面の三角形の頂点から底辺への垂線を引いていた。  図４ 頂点の動きを正射影した図 
その後，それらが１点で交わることを確認していた。全体共有後，殆どの班が，垂線が１点で交わるという

ことを使って四角錐の問題を解決していた（全体(38 班)で，３つの班が展開図が最後までかけなかったり，

間違っていたりした）。しかし，生徒により易しい場合に戻って考えさせるには，戻って考えることに気付か

せる工夫と，戻ってどのような見方をすればよいのかに気付かせる工夫が必要であったと考える。 

 ○質：「四角錐の問題を解決するのにヒントになったこと」という設問に対して「軌跡や平面図の見方」と記述回
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答した生徒が 5.2％(8)，また，「今日の学習で一番大切だと思うこと」に対して「平面的･立体的に考えるこ

と」と記述回答した生徒が 3.9％(6),「多面的･多角的に考えること」が:4.6％(7)であった。この結果だけ

から，２次元の問題に帰着したことが，構造にあたるものを考えさせるのに有効であったとは言い難い。 

④ 振り返り時の段階的な指導について 

a. なぜ課題が解決できたのか，また，その発想はどこから導かれたのかを確認させる 

 ○教：全体共有後に，ワークシートに友だちの考えを記入させた。 

  ○質：「今日の学習で一番大切だと思うこと」という設問に対して，「角錐の垂線の内容」と記述した生徒が 26.0％

(40)，「辺･面･頂点などの見方」が 15.0%(23)，「多面的･多角的に考えること」が 4.6％(7)，「平面的･立体的

に考えること」が 3.9％(6)，「重なる辺に着目する」が 2.6％(4)で，合わせて 51.9％(80)であり，なぜ課題

が解決できたかについて，様々な理解をしていることが窺えた。上記回答のそれぞれが構造にあたるものを

考えることにつながっており，これらのことから構造にあたるものを見出せた可能性はある。特に，辺と垂

線の内容については，構造にあたるものを見出していると考えられる。しかし，今回の調査では，この指導

が，直接的に有効であったとは，言い切れない。 

b. 物事の特徴を数学的な概念や表現を用いて捉え直させ，捉えたことを簡潔・明瞭・的確に表現させる 

 ○教：四角錐の展開図の作成方法を各班でまとめさせる際，作成のポイントを記述させた。一通りまとめた後，

ギャラリーウォークをさせて，他の班のまとめ方や表現方法を見てまわらせ，それらを参考にして自分たち

のまとめに加筆してもよいことにし，より簡潔・明瞭・的確な表現になるようにさせた。これらの活動は，

Harel(2013)の述べるコミュニケーションの必要性(主張が真実であることを他人に納得させる必要性)にも

合致しているものと考える。 

 《生徒の作成したまとめ》 生徒の作成したまとめを見ると，捉えた特徴を図等で的確に表現させることは，

構造にあたるものを見出させることに大切であり(図５参照)，図が不的確な場合(図６参照)は，構造にあた

るものが見出せていないことが窺えた。以下は，各班で四角錐作成のポイントをまとめたものの一例である。 

 

 

 

 

 図５ 構造にあたるものを見出していたと考えられる図      図６ 構造にあたるものを見いだせて 
いなかったと思われる図 

c. 数学的な概念や表現に基づいて類似な事象や既習事項を想起させる 

○教：作成した三角錐や四角錐を見比べさせるとともに，正四角錐の展開図や五角錐の模型を用いて，側面の頂

点から引いた垂線が１点で交わることを確認したが，反省点として，生徒自らが気付いたという授業展開で

はないということである。また，今回，構造にあたるものを確認した後，既習事項でもいえるという授業展

開にしたため，実践した教授行為が，効果があったとは言えない。しかし，類似な事象や既習事項を想起さ

せることにより，三角錐や四角錐等の場合から新たに学んだ知識が,これまでに学習した正四角錐や他の角

錐のすべての場合にも適用できるという上述の拡張・一般化の考えによる再編成には，つながったと考える。 

d. 数学的な概念や表現の共通性に着目させる 

○教：各班で四角錐の展開図の作成方法をまとめる際に，解決のポイント(図５，図６参照)を記述させて発表さ

せるようにし，三角錐の場合との共通性に気付かせるようにした。その際，他の班から，質問や付け加えを

させるとともに，生徒の発表の言葉を用いて要点を教師が板書した。発表後，ワークシートの友だちの考え

の欄に書き加える生徒も見られた。 

 ○質：「今日の学習で一番大切だと思うこと」という設問に対して，「重なる辺の長さが等しいことや側面の三角

形の頂点から底辺に垂線を引くと一点で交わることが，どの角錐の展開図でも成り立つこと」と回答した生

徒が 13.0％(20)おり，三角錐，四角錐，五角錐と考えさせることで，構造にあたるものを見出していた生徒

がいたと考えられる。また，同設問に対して，「今後も汎用性のあるものを見つけて使っていきたい」などと
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回答した生徒が 3.9％(6)おり，今後も構造にあたるものを見出したいと考えていた生徒が僅かだが見られた。 

e. 見つかった構造にあたるものをさらに発展的に考えさせる 

○教：班の発表時に，四角錐の作成方法だけでなく，他に気付いたことも発表させたところ，垂線の交点が四角

錐の頂点からの垂線の足になることを独自に見出していた班が１班あった。時間的に余裕のあったクラスで

は，教師から，今のことを尋ねた際，垂線の足になることを理解している生徒が多く見られた。 

○質：「もっと考えてみたいことがあれば」という設問に対して，垂線が交わる場所の意味と書いた生徒や，三角

錐と四角錐のような違いと回答した生徒が，少数ではあるがいた。質問紙の回答にはなかったが，授業中，

展開図を星型にかかない場合の方法を考えていた生徒や，GeoGebra で様々な角錐でも同じことが成り立つ

のか調べていた生徒，授業では触れなかった側面や底面の角度の特徴を考えている生徒もいた。指導者から

も，角度にも共通の性質があることを伝えた。 

Ⅳ．まとめと今後の課題 

１．まとめ 

授業実践から見出されたこととしては，以下の５点が挙げられる。 

・因果関係の必要性を抱かせることが，問題解決に取り組ませることに対しては大切であること。 

・各必要性に応じたしかけを講じることにより，その必要性を感じさせ得る可能性があること。 

・物事の特徴を数学的な概念や表現を用いて捉え直させ，捉えたことを簡潔・明瞭・的確に表現させることが，

構造にあたるものを見出す際には大切であること。 

・なぜ課題が解決できたのか，また，その発想はどこから導かれたのかを確認させることや，構成要素に着目さ

せることが，構造にあたるものを見出すことに有効である可能性が窺えること。 

・質問紙に「今後も汎用性のあるものを見つけて使っていきたい」と回答した生徒が僅かであるがいたことから，

授業に構造にあたるものを見出す活動を取り入れることで，徐々に構造の必要性を感じる可能性があること。 

授業から見出された課題としては，全体として，今回考えた構造にあたるものを見出す際の教授行為が，有効

であったとは，言い切れず，教授行為や，質問紙の問い方も含めた検証方法等を再検討していく必要がある。 

２．今後の課題 

今後の課題は大きく以下の３点が考えられる。 

・今回は空間図形の分野で考えたが，他の領域等でも，各必要性を感じさせるのに有効な教授行為や単元構想に

ついて継続して調べること。 

・構造にあたるものに気づかせる教授行為並びにその効果の検証方法の再検討が必要であること。特に，質問紙

の設問の問い方を検討する必要があること。 

・構造にあたるものに気づかせる経験を繰り返すことで，構造の必要性を感じさせることができるのかを，長期 

 的な実践を学校現場に戻って行い，検証すること。 
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これからの専門学科 商業学科 における学校組織マネジメントの在り方について 

―共通理解や合意形成を図りながら，教職員が生き生きとして働ける組織づくりを目指して― 

内野 祐司

 
Ⅰ 課題設定

１ 研究の背景

（１）学校現場を取り巻く現状

今日の学校が抱える課題は多岐にわたる。学校の主役である児童・生徒は，変化を予測することが困難な時代

を夢と意欲，他者と協働しながら新たな価値を生み出したり，納得解を見つけ出したりする力が求められる。し

かしながら，様々な調査結果等から，児童・生徒の学習意欲や自己肯定感の低下傾向が問題視され，本県でも，

全国学力・学習状況調査結果から，「学ぶ意欲・確かな学力」の育成を課題とし，基礎学力の定着と活用する力の

育成，思考力，判断力，表現力等の育成は重点施策となっている。学校現場では，「学ぶ意欲・確かな学力」の向

上を図るとともに，新しい時代を生きる力の育成に向け，授業改善と教育課程の編成に教職員が一体となって取

り組むことが喫緊の課題となっている。授業を通して，組織的に教師力の向上を図ることや社会に開かれた教育

課程の編成を実現させていくことが肝要である。また，今日，家庭の教育力や地域の機能が低下し，児童・生徒

の抱える問題も多様化してきている。基本的な生活習慣の定着や規範意識の醸成等，日常の生徒指導上の課題と

ともに，不登校やいじめの問題など学校が取り組まなければならない課題は山積し，それらが深刻化する傾向も

見られる。 
 

（２）現任校及び商業学科を取り巻く現状

現任校を取り巻く現状に目を向けると，複数学科（商業科，普通科，国際情報科）配置によることでの学校経

営ビジョンの共有や共通理解の難しさ，個人の捉え方にもよるが，校務分掌，教員定数減や年齢構成の偏りに伴

う業務の多忙感がある。岡山県下の商業科教員の状況をみても同様に，新規採用人数の減少や年齢構成の偏りに

よる業務の進め方や考え方，指導技術ノウハウの継承が難しい状況になってきている。さらに，「総合的な探究の

時間」等で，これまで商業学科が新しい取組として進めてきた「起業家精神教育」や「商品開発」等における分

野でも，他学科や他校種で今後益々重要とされる地域と連携した取組において，同様の取組がみられ，商業学科

は今後，益々の魅力化や特色化，他学科や他校種との差別化，それに伴う説明責任や新たな取組にも目を向けて

いく必要がある。 
 

（３）学校組織マネジメントの必要性 
上記（１）（２）で述べたことに適切に対応するには，個々の教職員の力量だけでは解決が困難になってきてい

るのが現状で，解決に向かうためには，学校経営ビジョンを明確にし，その実現のために学校組織マネジメント

の手法を取り入れた教職員間の協働体制を構築し，それぞれの担当が専門性を発揮するとともに，連携しながら

「チーム学校」として，学校課題の共有，学校組織マネジメントの推進，ＯＪＴ研修チーム編成推進，ミドルリ

ーダー育成，保護者や地域との連携・協働を柱として，組織力を高めることが重要であると考える。組織マネジ

メントには，いつでもどこでも通用するような「唯一最善」の方法などは存在せず，管理者は自らのおかれた状

況の中で，つねに「一般解」ではなく「特殊解」を探索しなければならないと言われる。学校と民間企業とでは，

目的・対象・方法・資源等，多くの共通点があるが，自らが所属する学校現場，学校のマネジメントは民間企業

のマネジメントに比べ，制約があったり，独自の風土・文化があったりする。令和４年 月 日に中央教育審

議会から「『令和の日本型学校教育 』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～新たな教師の学びの

姿』の実現と，多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～」が示された。この答申では，「令和の日本型

学校教育」を担う教師及び教職員集団の姿として，「変化を前向きに受け止め，教職生涯を通じて学び続ける」

「子供一人一人の学びを最大限に引き出す役割を果たす」「子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も

備えている」「多様な人材の教育界内外からの確保や，教師の資質・能力の向上により，質の高い教職員集団を実

現する」「多様な外部人材や専門スタッフ等とがチームとして力を発揮する」「教師が創造的で魅力ある仕事であ
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ることが再認識され，教師自身も志気を高め，誇りを持って働くことができる」といったことが示されている。 
そこで，これからの学校（特に専門学科である商業学科に着目）における学校組織マネジメントの在り方につ

いて，理念や手法にも着目しながら研究を進めていきたいと考えた。 
 

（４）教育委員会との連携による学校運営の事例（広島県の「ビジネス探求プログラム」の取組から）

広島県では，「商業アップデート元年」を始めとして，地域で働き地域を支えていく可能性が高いとされる専門

高校生をターゲットに専門高校のアップデートを進めている。「商業高校でデジタルマーケティング→工業高校で

周辺システムの構築→農業高校でスマート農業の実現」といったバリューチェーンを構想している動きもある。

この動きは普通科や他学科にも波及する。生徒の学習を支えるのは，ＰＢＬ（プロジェクト・ベースド・ラーニ

ング－プロジェクト型学習）である。県教育委員会との連携や学校管理職の目的達成プロセスとして，強いリー

ダーシップのもとに実現された事例である。

２ 研究の目的

これからの専門学科（商業学科）における学校組織マネジメントの在り方を研究し，今後少子化等に伴う学校

再編も視野に入れながら，これまで商業学科の生徒に対して実施してきた起業家精神教育や地元企業及び有識者

と連携した取組を教師集団用に再構築することで，学校組織を活性化し，自ら考え行動できる組織集団にするた

めの方策やシステムづくりについて考えたい。これによりますます複雑化・多様化する学校現場の諸課題に対応

できる組織モデルの開発を目的とする。研究の対象としては，学校管理職，企業管理職及び企業経営者，研究の

方法としては，文献研究，アンケート調査，インタビューやヒアリング調査等を想定している。期待される効果

として，まずは，現任校の課題を把握し，解決に向けた取組を実践しながら，これからの専門学科（商業学科）

における学校組織マネジメントの在り方やシステムづくりを研究することで，これまでの既成概念にとらわれな

い，目指すべき組織モデルを提案することができると考える。また，他学科への転用や波及，組織内のミドルリ

ーダー育成，管理職人材の育成に応用することが期待できると考える。 
 
Ⅱ 研究の枠組み

本研究では，現任校が抱える課題の分析を足掛かりに，具体的な取組を提示しながら，校内研修を通して現任

校をよりよくするための継続的な改善・変革 発見 分析 －解決 提案 －探究 検証 ，つまりアクションリサー

チを進めていきながら，その課題解決に向けた学校組織マネジメントの在り方について考察する。さらに，学校

管理職 現職校長，元校長 等へのインタビュー調査から，学校現場における校長の実践行動を分析し，これから

の時代に求められる学校組織マネジメントの在り方について明らかにする。

１ 組織開発 組織づくり について

（１）組織開発（ ： ）

組織開発については， 年代終盤に米国で生まれ，欧米で発展したとされる。“組織 ”とは，「意識的に調

整された複数の人間の活動や諸力の協働のシステム」（ ）とされ，下位のシステムで構成される。主

には，個人，対人間，グループ，グループ間，組織全体，環境等が挙げられる。また，“開発 ”とは，組織の

「発達・成長」を促すこととされ，組織内の当事者が自らの組織を効果的にしていくこと，またはそのための働

きかけのことである。

（２）組織開発の定義

組織開発の定義は，研究者によって多様な定義・要素が提案されている。多くの定義に共通する点（

）としては，次のものが挙げられる。「ア 組織の効果性や健全性を高める」こととして，「効果性：目標到達，

潜在力発揮，環境適応，等 健全性：仕事生活の質，関係性の質，意欲の高さ，等」がある。「イ 行動科学の理

論や手法を用いる」こととして，「行動科学：人間や集団・組織を対象とする学問分野」がある。「ウ 組織のプ

ロセスに対して計画的な働きかけを行う」こととして，「プロセス：見えやすい成果や結果ではなく，そこに至る

までの過程に着目して改善」していくことがあり，「自分たちの問題は何かを皆で探究しながら現状に気づき，対

応策をともに考えて実行していく取組み」（中村 ）がある。

（３）組織開発の３ステップ

組織開発の３ステップは次のとおりである 図１ 。まず，「ア 見える化」として，「 ア 目に見えにくい人間

的側面で起こっていることを可視化する」「 イ サーベイ（アンケート調査），ヒアリングなどを通じてデータを

収集する」「 ウ データを整理・分析して，報告する— フィードバック・ミーティング」「 エ 事前にデータ収集
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や分析を行わず，関係者が集まって，現状の認識について

の対話を中心に進める方法もある—対話型組織開発」とい

う。次に「イ ガチ対話」として，「 ア 対話を通じて，現

状に対する捉え方や思い込みを変化させる」「 イ 『何が根

本的な問題なのか』を探究し，現状に対する問題設定を皆

で共有する—「自分事」として対話する」ことがある。最後

に「ウ 未来づくり」として，「 ア 現状での問題に対し，

どのような状態を目指し，どのように対処していくか，を

話し合う— アクションプラン」「 イ 全員で取り組むこと，

一人ひとりが試みる行動について計画を合意する」「 ウ 計

画された取組みや行動を実行していく」ことが大切である。

２ 「組織性」と「教員の自立性」の二つの両立を目指して

佐古（ ）は，「教員が教育活動の改善に主体的・能動的に取り組もうとする動機づけとして，もっとも強く

作用するのは，おそらく子どもが教育活動のなかで育ち変わってきたことを実感できる場合であろう。」と述べて

いる。自分の実践による子どもの変容を実感できた時，教員の教育活動改善に対する内発的な動機づけへとつな

がると考えられている。さらに，「教育活動においては，言われたことを言われただけするという活動，言い換え

れば『こなす，やらされる』実践ではなく，子供の必要性に応じて，主体的に取り組む創造的で自律的な取組を

促すマネジメントが求められている。」「教員一人ひとりが主体的に目の前の子供の実態から教育活動の在り方を

捉えなおし，改善する動きを促すものでなければならない。」としている。これは授業実践だけでなく，学校運営

で教員が取り組むべき業務にも同じように考えていくことができると捉える。学校としての組織的な教育活動の

まとまり，つながりをつくること，教員の自主的かつ能動的に教育活動の改善に取り組むこと，そして自律的な

教育活動への関与を促すことが必要であると考える。「組織性」と「教員の自立性」の二つを両立させ，教員一人

一人の個人的な業務改善だけではなく，教師同士の関わりの中から学校全体での取組に繋がるよう，校内研修シ

ステムを工夫し，現任校をよりよくしていくための検討を進めていきたいと考える。

Ⅲ 学校における学校管理職のリーダーシップ（ミドルリーダーの視点から）

１ 学校管理職へのインタビュー調査

校内研修及び校内の課題解決に向けた取組を実践する中では，学校組織マネジメントに関する実践的な知識と

技術が必要不可欠である。そこで，学校管理職 現職校長，元校長 に，学校経営の在り方の実践の実際をインタ

ビュー調査した。インタビュー調査により定性的に明らかにし，分析することで 今後の学校経営の在り方を検証

するための資料とすることがねらいである。調査から得られた知見は次のとおりである。

（１）どのような学校づくりを日々目指しているか。また，学校運営で苦労されている点，考慮していること。

現在，学校に在籍する人材をどう生かして育てるか。学校行事や周年行事を地域性にも着目しながら取

り組んでいる。“マネジメント”とは，部活動でいうところの”マネジャー”的存在で，下で支えながら，

また全体のバランスを取りながら，調整しながら学校運営を進めている。現状分析をして，強み弱みを考

えながら（強みが弱みになる，またその逆もあるので注意すること），今いるメンバーで，未来を描きなが

ら進めていくこと，やりきっていくという覚悟をすることが大切である。

（２）管理職として，理想の学校をつくって上で必要な任期は何年くらいか。

任期については，一長一短があると考えられる。ただ，言えることは学校経営ビジョンを明確に持って，

長期的な目標，中期的な目標と短期的な目標とを持ち，すぐに取り組めるものは迅速に取り組む姿勢が大

切であること。校長の仕事は，“学校の課題の解決”である。少しでもよくする，よくしていくといった姿

勢が大切である。仕事の範囲は幅広いが，やっていく順番を考えながらやっていくこと。

（３）使命感と責任感について

学校内での授業等の様子を見てまわったり，高教研部会等での様々な活躍に注目したり，教頭をはじめ，

様々な立場の教職員からの評判等から情報収集する。「場をつくり，場で育つ」を意識し，その場に立たせ

て挑戦させる。将来のその人のキャリアも考えて課題を付与することも必要である。

（４）学校ビジョン構築への参画と教育活動の推進について

学校の歴史を見て（どうしてそのようになっているか，決めているか，先人の取組を想像して，また，

なぜその学科がそこにあるのかといった），今を見て（現状分析），未来を見てどのように舵を切っていく

図１ 組織開発の３ステップ
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か考えていくこと。危機感の共有を教職員間でしておくことも大切である。 どの管理職もだが  未来をみ

て，未来を描いて考えていくことを大切とし，そのために学校で教えることは何かを考える，そうした教

職員の育成と現在籍生徒の満足感や進路実現の両方を考えていくことは共通しているが，その立ち位置や

ニュアンスが若干異なる印象が見受けられた。

（５）企画・アイデアをもつ職場の活性化について

校内で鍵となる人物と情報共有しながらつないでいくこと。教頭，学年主任，教務課，進路指導課，生

徒指導課等との連携体制の構築も大切であること。チーム学校として，方針を示しながら，職員への気遣

いもしながら進めること。思い切ってリーダーシップを発揮することと，教職員への健康への気遣い等，

強弱のバランスが大切であること。ＳＮＳ ソーシャル・ネットワーキング・サービス やインターネット

を効果的に活用し，アンテナを高くして情報を集めること。他校（高等学校）や地域，中学校等の情報収

集もしっかり行っていくこと。

（６）同僚教職員の指導・育成について

若手教員には積極的な声かけ，ミドルリーダーには，思い切って任せるが，困りごとへの対応や進捗状

況を聞きながら手助けもできる体制づくりをしておくこと。若手教員やミドルリーダー育成のために，ブ

ラザー＆シスター等の組み合わせの仕組みづくりや面接と評価を大切しながら学校運営を進めていくこと。 
（７）学校外部との折衝・対応について

新聞記事や広報物等（学校要覧，学校案内，ちらし等）を積極的に作成し，配付している。また，自校

の現状分析や志願者傾向を経年変化で把握できるよう，資料作成し，情報共有している。情報収集の方法

としては，いろいろなセミナー等への参加，ＳＮＳやインターネット，オンライン会議等を活用した。

（８）複数学科があることでの，長所や短所，生徒間や教職員間の連携等での強みや弱みについて

生徒間についてはそんなに壁はないのではと考える。教職員間の連携等では，学年団の連携が大切であ

り，学科を越えて乗り切っていると感じている学校があった。学校規模や特色により違いが見られる。 
 
インタビュー調査から得られた知見，また文献研究等から学校管理職の目的達成プロセスのタイプが明らかに

なった。どの学校管理職も共通して，「こんな学校にしたい」という「目指す学校像，生徒像」が明確にされてい

た。その上で次の大きく分けて，２つのタイプに分類できるのではないかと考えた。第１は，「明確な目的で引っ

張るリーダー」である。明確な目標（総合的な探究の時間，授業改善，特別活動等）から自らのリーダーシップ

を発揮して集団を引っ張るリーダーである。自らの専門性も発揮しながら，目標を達成するために必要な人材を

集めて組織づくりをしていく形である。広島県の事例はこのタイプに該当すると考える。第２は，「サーバントリ

ーダーシップを大切したリーダー」である。学校全体を見通して，全体を見て行動することができる人材を活用

し，学校の課題を見つけ，集団を引っ張るリーダーである。会議や議論の中から出てくるものを大切にしながら，

ＰＤＣＡサイクルの「Ｐ」をみんなで構築していこうとする形である。ただし，第１，第２のリーダーの形は，

目的達成の種類や場合により変化することもある。 
現任校を取り巻く状況や教職員，生徒

の状況を鑑みて，本研究では，第２のパ

ターンでのマネジメントで組織を動かし

ていくことを考えた。右図はシングル・

ループ学習とダブル・ループ学習，トリ

プル・ループ学習もイメージした概念図

である。シングル・ループだけでなく，

ダブル・ループも意識しながら組織を動

かしていくことがよいのではないかと考 
えた 図２ 。 
 
２ 教員組織を動かしていくプロセス

学校運営形成のプロセスとして，教職員にはスティーブン・ ・コヴィーの「７つの習慣」をモデルイメージと

して進めていった。この７つの習慣には「第１の習慣 主体的である」「第２の習慣 終わりを思い描くことから始

める」「第３の習慣 最優先事項を優先する」「第４の習慣 を考える」「第５の習慣 まず理解に徹し，そし

て理解される」「第６の習慣 シナジーを創り出す」「第７の習慣 刃を研ぐ」がある 図３ 。第１，第２，第３の

習慣は，私的成功の習慣として，主に人格面の習慣を指し，これらを身につけることによって「自立」すること

図２ シングル・ループとダブル・ループの概念

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 240 ―



を目指すものとされる。第４，第５，第６の習慣は，公的成功の習慣として，社会面での習慣を指し，私的成功

の習慣をつけて自立したあと，この公的成功の習慣を身につけて，「相互依存」の状態を作り出すスキルを磨いて

いくものとされる。第 の習慣は，再新再生の習慣として，ほかの６つ

の習慣に習熟するために，己を磨く習慣を指している。整理すると，私

的成功の習慣で「自立」を目指し，公的成功の習慣で「相互依存」を目

指し，それらを再新再生の習慣で絶えず補完することによって，成長の

連続体へと導くといった理論である。

これはビジネスにおける成功のプロセスを示したものであるが，教職

員もこの考え方に倣い，学校では，受け入れた生徒を「高い意識を持っ

て生涯において学び続ける人」「自分の力を一歩でも二歩でも高みを目指

して，頑張り続ける人，伸ばしていこうとする人，そのような人生設計

ができる人」を育てていきたい。今回，生徒をステークホルダーにして

意見を聞き取ることで，生徒が持っているイメージを共有できたが，教

職員には受け入れた生徒をさらに伸ばし，導いていく責任がある。生徒

から聞き取った意見のイメージをまずは共有して，現状に甘んずること

なく，今後の方策に結び付けていく流れが大切である。

Ⅳ 校内の課題解決に向けた取組

１ 現任校の現状と課題

（１）現任校における聞き取り調査

現任校の課題を整理する目的で，５～６月にかけて，教職員及び事務職員の全員を対象として，アンケートに

よる聞き取り調査を行った。 フォームにより実施し，さらに，企画調整会議のメンバーとミドルリーダー

には，アンケート集約を事前に見てもらい，さらなる意見や課題を求めた。７月には全職員に印刷物で配付し，

情報共有を図った。質問項目は，次のとおりであった。

１ （１）本校の課題やそのことへの対応について（ア）学校組織（イ）校務分掌（ウ）生徒指導（生徒への働

きかけ，状況把握の方法等）（エ）授業（教科指導）（オ）学校行事（カ）進路指導，キャリア教育（キ）そ

の他，課題があれば

２．（１）上記「１．」に関連して，本校をよりよくしていくためにはどのようなことが考えられますか。

（ア）すぐに実現の可能性があるものについて（イ）時間はかかっても実現させた方がよいものについて

（ウ）理想はあるが実現が難しいものについて。

３ （１）学科が３つ（商業科，普通科，国際情報科）あることでの，また仕事をする上でのメリット（長所）

（２）学科が３つあることでの，また仕事をする上でのデメリット（短所）

４ （１）学科が３つあることでの，生徒間や教職員間の連携等の強み。

（２）学科が３つあることでの，生徒間や教職員間の連携等の弱み。

５ 本校の教職員が成長し続ける組織になるためには何が必要だと思いますか。

６ その他，本校の学校組織に関して何かありましたら教えてください。

 
（２）現任校の課題分析 現任校の課題の洗い出し

調査の結果，明らかとなった課題や特長を次の 項目に整理した。 
ア 学校経営計画 ミッション を達成しようとする課題意識でチームとして行動し，縦ラインだけでなく，

横ラインの連携が希薄にならないよう，引き継ぎや業の伝承をしていくべきである。

イ 学校経営計画 ミッション 達成に向けて，活動する組織になり，何か新しい事にチャレンジしようとす

る人材 ミドルリーダー の育成とフォローが大切である。

ウ 新しい業務を柔軟に取り入れること。チャレンジも大切で，スクラップ＆ビルドをしながら，過年度の

反省を次年度に反映させていくこと。様々な立場の声を学校運営にしっかりと反映させていくこと。

エ 本校のキャリア教育の位置付けや役割分担，多くの先生の協力体制を築いていくこと。

オ 生徒と向き合う時間をできるだけ多く確保していくこと。

カ 教科指導等において，他学年へのブリッジもあるが，他学年へのフォローまでの課題把握，組織づくり

が必要であること。

キ 推薦入試，一般入試などについて，次の学年団への情報提供をしっかりとやっていくこと。学年主導だ

けでなく，学校として系統的な指導をしていくこと。ＣＣＴ 総合的な探究の時間 とうまく連携して，

図３ ７つの習慣
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教育効果をしっかりと出していくこと。学年や担任裁量にならないよう体制づくりをしていくこと。

ク 教職員全体の学校を良くしよう，生徒をよくしようと思う意識を大切にし，個人の力で乗り切っている

感じにならないよう，組織的に動いていくようにしていくこと。

ケ 大きな会議や研修を設けなくても日頃の会話で情報交換すること。日常での業務等に関する会話を増や

していくこと。年度末の反省会や新旧３年情報交換会を開催してはどうか。

コ 進路指導の再考と再構築。高いレベルを求められるイメージの学校の研究をすること。

サ 求める生徒像に向けて，具体的な対応を示し，教員の共通意識のもとで生徒を指導していくこと。

シ ３科それぞれの特長を肌で感じながら，他科が理解できる，違う見方ができること。多様な生徒同士が

触れ合えること。多様な知見を得られること。

ス 分掌と同様に縦割りの意識が強く，横の連絡・連携が希薄に感じられることがあること。

セ 生徒間に多様性が生まれ，多様な意見や考え方に触れることができること。

ソ 教員同士が不安や悩みを気軽に話すことができ，協力して解決する風土・体制を強化すること。互いの

業務に関心を持ち，個々の裁量に任せすぎないこと。

２ 「ブランディング」についての考え方

ブランディング，またはブランドマネジメント 英 は，ブランドに対する共感や

信頼などを通じて顧客にとっての価値を高めていく，企業と組織のマーケティング戦略のことである。（中略）タ

ーゲット市場におけるブランドの現状認識の分析から始まり，ブランドがどのように認識されるべきか計画し，

計画どおりに認識されるようにすることが目的である。認知されていないブランドを育て上げる，あるいはブラ

ンド構成要素を強化し，活性・維持管理していく手法でもある。（「出典 フリー百科事典『ウィキペディア

（ ）』」から引用）

ブランディング活動を行うメリット（企業の例）は次のとおりで，以下の３つがある。

①顧客の満足度が上がる → 価格競争から抜け出す → 収益に貢献する

②顧客との絆が強まる → 顧客とのお付き合いが長くなる → 収益に貢献する

③顧客からの評判が高まる → 新しい顧客獲得にかけるコストが下がる → 収益に貢献する

右図は，「ブランディングがビジネスに貢献する

構造」を示したものである 図４ 。

次に，「ブランディング活動の４つの業務フェー

ズ」だが，下図は「ブランド価値循環図」である

図５ 。主な作業ステップは上記のとおりであ

る。

【フェーズⅠ】ブランディング活動の準備業務

・背景の確認 ・顧客の想定 ・主題の抽出

【フェーズⅡ】ブランドの価値極大

・コンテンツ提供価値の創出

・リレーション提供価値の創出

【フェーズⅢ】ブランドの価値波及

・絆強化の設計 ・評判促進の設計

【フェーズⅣ】次の原石抽出

・原石の発見 ・原石の活用

さらに，新規顧客によい影響を与えるものが「評判」である。

ブランディング業務では，「価値」を「評判」に変える活動が出

てくるが，ここでは「よい話」としての「評判」ということにす

る。この「評判」は，こちらからコントロールできないという態

度で臨む必要がある。「評判」には時間的な変化があり，大まか

にはプリ・クチコミ（プリコミ）→クチコミ→メタ・クチコミ→

マスコミで表出する。現任校では，ブランドイメージを高めるこ

との大切さを呼び掛けていった。

図４ ブランディングがビジネスに貢献する構造

図５ ブランド価値循環図
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３ どのような学校になるのが理想なのか

現任校の課題分析から，どのような学校になるのが理想の形なのかを出発点として考えていった。キーワード

は，「地域に信頼される西大寺高等学校」である。

まず，「地域」という部分に目を向けると，西大寺

高等学校は，近年，西大寺校区から通学する生徒が

少なく，その理由として，近隣 特に岡山市東区 の

中学校卒業者の減少や学区制の変更による出願区域

の変更が挙げられる。学校は普通科，国際情報科，

商業科の３学科構成となっているが，そのことに伴

う入学者選抜の難化も考えられる。しかしながら，

入学者選抜は，毎年高倍率を維持しており，オープ

ンスクールに実施したアンケート調査や入学生アン

ケートによれば，「在校性や先輩がとても優しそう

で充実した学校生活を送ることができそう」「部活

動も活発で文武両道のイメージがある」「家族にも

卒業生がおり，信頼できる学校である」といった肯

定的な意見が見られた。しかしながら，課題とし

て，商業科は目立つ活動はあるが，トップ層をどの

ように伸ばしていくか，普通科は真面目で優しい生

徒が多いが，やや内向き傾向の生徒をどのように引

っ張っていくか，国際情報科は外部との活動は行っ

ているが，その活動のアピール力を高めていく必要

があるのではないかといった課題も見られた。次に

「信頼」という部分に目を向けると，何をもって

「信頼」というか指標を考えると，内的要因として

は，地域との協働，いろいろなことに最後まで頑張ることができる，もう一つ上を目指す生徒の育成，生徒の自

主性に任せた生徒指導等が挙げられた。また，外的要因として，一般的な評判，信頼度の良好さを保つこと，入

学者選抜の高倍率を維持すること，安定・安全・安心の学校づくりをしていくこと等が挙げられた。これらの要

件を「どのような学校になるのが理想なのかフローチャート」 図６ としてまとめた。

そして，これらの理想を達成するための手立てとして，現任校の課題分析から，生徒の「探究活動」を１つの

キーワードとしながら，校内でメンバーを選出し，「西高改善プロジェクト」を発足させた。教職員全体に，令和

４年７月４日 月 の職員朝礼にて全体周知し，発足のストーリーを明確に，参加しやすい雰囲気を醸成するよう

に努めた。この会では次の「お題」をきっかけとして，そのことを通して，教員同士で学校運営について気軽に

話し合っていけるような場となるよう校内研修を通して，組織づくりをしていった。

（お題）本校の学校案内やホームページ等の広報媒体や広報物を，さらにわかりやすく充実させ，西大寺高の

ブランド力の向上に資する。 ※ブランディングの考え方

→ 本校の広報物やホームページは，総務課の尽力により，ここ数年で写真数の増加や生徒インタビュー

記事等でさらに充実してきている。しかしながら，各学科や各課，進路指導の記事内容については，改

善に向けた検討も必要である。よって，上記のような広報媒体をとおして，学校全体のことを考えた

り，議論したり，ポストコロナを見据えた今後の方向性（将来構想）を考えるきっかけとしたい。

この会のメンバーだが，管理職にも人選についてアドバイスを受けながら，主要メンバー４～５名程度，

オブザーバー的メンバー３名程度として，またその他の教員にも内容によっては適宜オブザーバー的に入っても

らう可能性を残しながら，全体を広く見る立場で全学年主任，広報の立場から総務課，今年度に異動してこられ

た方また若手からの人選で，どうあったらよいか，よくなるかの視点で会に参加してもらうことにした。この会

の中で，学校の強みや弱み，実効策検討をしていくこととした。なお，実施スケジュールは次のとおりであった。

（実施スケジュール）・・・主なもの

～６月末 「西高改善プロジェクト」の人選及び「アンケート集約」したものを管理職等にみてもら

い，意見収集（人選は管理職，アンケート集約は管理職，教務課長，生徒課長等）。

７月 「アンケート集約」したものを全教職員に公開。「西高改善プロジェクト」の発足を職員会

図６ どのような学校になるのが理想なのかフローチャート
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４ 校内の課題解決に向けた取組（西高改善プロジェクト）の考え方

校内の課題解決に向けた取組を進めていくにあたり，まずは組織を開発する。「Ⅲ 研究の枠組み」の「１（１）

から（３）」の事項に考慮しながら進めていった。また，校内研修の「（お題）」に出てくる「探究活動」を１つの

軸として，学校をブランド化 ブランディング する考え方は，上述の「２」のとおりである。

３学科あることを長所として，３学科が共通して取り組むことができる「総合的な探究の時間」をきっかけと

した学校づくりを目指したブランディング活動 学校そのもののブランド化，同時にインナーブランディングも目

指していく を展開していく。目指す学校像の共有し，教職員だけでなく，生徒にも聴取（生徒がステークホルダ

ー及び顧客となる しながら進めていく。

５ 校内の課題解決に向けた取組（西高改善プロジェクト）の実際

（１）第１回（令和４年７月 日（水） ～ ）

第１回では，この会のメンバー構成と構成理由を示し，参加者の理解を促した。基本的な人選は，全体を広く

見る立場で全学年主任の教員，広報の立場から総務課の教員，今年度に異動してきた教員また若手の教員を中心

とした人選で，今後どうあったらよいか，よりよくなるかの

視点で会に参加をしてもらうよう説明した。また，内容によ

り，このメンバー以外にも適宜オブザーバー的に入ってもら

う可能性があることも示唆した。これから考えてもらう内容

が学校全体に関わる広範囲のものであるため，オブザーバー

的参加もありうることで安心感を持たせるよう配慮した。研

修では，まず，アイスブレイクをして，西大寺高を取り巻く

現状から話を進めた。平成 年２月に岡山県教育委員

会が示した「岡山県立高等学校教育体制整備実施計画

（ ）」を用いて，「岡山県高等学校教育体制整備

実施計画の概要」「高等学校教育の基盤整備の方策」「高等学校の配置の適正化」「『再編整備アクションプラン』

（仮称）の策定」「再編整備基準」「学科等の配置」「学区別の状況」「学区制 東備地区 の現状」について，イン

ターネット上の資料を基にして説明した。さらに西大寺高の入学者選抜の倍率は高い状況にあるが，周辺校の状

況に伴う変化や影響を受けるかも知れないことやこの地域の中学生の希望 ニーズ はどこにあるのかといったよ

うなことをスライド資料で説明した。そのとき，西大寺高をブランド化 ブランディング して，中学生や地域に

対して周知していくことが大切ではないか，そのためには，今，何をすべきか，何を考えていくかといった問い

かけをしながら進めていった。次に校内研修ワークショップ 図７ として，「１ どんな学校にしたいか？」「２

どんな生徒を育てたいか？」について， 分間ずつの時間をとって進めていった。話し合ったことはキーワード

化しながら，ホワイトボードにまとめていった。会の中では，「新入生がどのような気持ちで入学しているか，新

入生アンケート結果やオープンスクールアンケート結果から更なる洗い出しが必要」や「３年生の進路選択時の

希望や疑問に思っていることの洗い出しが必要」「ＣＣＴ 本校での「総合的な探究の時間」の名称 での取組はこ

れからの１つの鍵となりうること」等の意見が得られた。研修の終わりには，最終的は「 お題 」の広報物に繋

げていくこと，次回 第２回 に向けて考えておいてほしいことを提案して会を終えた。

この会でのキーワードでは，「１ どんな学校にしたいか？」の問いに，「自分で考えて，積極的に行動できる生

徒を育てる学校にしたい」として，「生徒が目標を持てるように」「知識や視野を広げる」「仲間づくり」を「ＣＣ

Ｔ 総合的な探究の時間 を通して，自信につなげていけるようにすること」といった意見が得られた。「２ どん

な生徒を育てたいか？」では，「自分で考えて積極的に行動できる生徒の育成」として，「目標」「自信」「仲間」

「広い視野」「計画 からの逆算もできる 」といった意見が得られた。この会で考えて得られた方策を管理職に提

案していきたいと考えた。

議等（職員朝礼）で管理職から公表していただく。

８月 校内の課題解決に向けた取組（「西高改善プロジェクト」のメンバーのみ）。

第１回は，７月 日 水 ～ ， 第２回は，８月 日 月 ～ に実施

月 生徒を巻き込んでの学校ブランディング化への取組

第１回は， 月９日 水 ～ ， 第２回は，１月 日 水 ～ に実施

１月

図７ 校内研修の様子

４ 校内の課題解決に向けた取組
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（２）第２回（令和４年８月 日（月） ～ ）

第２回では，第１回での内容を振り返りながら，ワークショップで挙げられた意見について確認していった。

学習指導要領の目指すところの検討，大学入試制度も変わっていくこと等を検討していきながら，昨年度から現

任校で大きく内容が変化し，充実に向けて取り組んでいる「ＣＣＴ 総合的な探究の時間 」を「学校案内」パン

フレットのページに追加し，ブランドイメージを高めていきたいという方向性で話し合った。この部分を１つの

鍵として学校運営を考えていく方向での合意形成を図っていった。会では，見せ方をどうするか，他校の「総合

的な探究の時間」を軸にして学校運営をしている学校との差別化をどうするか，３学科あることの長所を訴求す

るための工夫をどうするか等の意見が出された。ＣＣＴ 総合的な探究の時間 での取組を学校案内パンフレット

に掲載し，生徒の未来予想図を示した形にすることで，学校のブランド力 ブランディング 向上に資するという

ことだが，この内容に真摯に取り組むことで，学校全体の課題把握や解決に向けた取組にも繋がっていくものと

考える。研修の終わりには，「ＣＣＴ 総合的な探究の時間 」の充実，校内での資料収集のための取組，それに伴

う準備，企画調整会議がないときは，その時間も有効活用できればといった提案をして会を終えた。

６ 生徒を巻き込んでの学校ブランディング化への取組

（１）第１回（令和４年 月９日（水） ～ ）

生徒をステークホルダー 利害関係者 に見立てて それから ブランドイメージを高めることの一環にも繋げる

ために 生徒に「将来 なりたい自分像」 少し砕いて「憧れの西大寺くん 西大寺さん」というテーマで座談会及

びワークショップ形式での情報交換を行った。「西高改善プロジェクト」のメンバー内での情報共有は核となる大

切な部分だが 実際に生徒がどのように思っているか，どう在りたいかを考えることが今後の学校ブランディング

化を進めていく上では大切であると考えた。この会を実施するにあたり，「西高改善プロジェクト」のメンバー，

管理職とも情報共有した。生徒の人選については，１ ２年生の各クラス 名ないし２名程度 １学年７学級×２

学年 と生徒会で構成した。ワークショップでは，４名程度のグループになり，課題に取り組んだ。また，本校卒

業生（生徒会長経験者１名，岡山大学教育学部在籍）に来てもらい，在学当時，学校をよりよくしていくために

考えていたこと，「憧れの西大寺くん 西大寺さん」について，思い描いていたこと，後輩に託したいこと等を話

してもらった。本校生徒からは「自分の理想像から学校の良さ，３つの学科を持っている良さなどについて考え

ることで，西大寺高をブランド化していくための考えを広げていくことができた」や「他の人の意見を聞くこと

で，自分では思いつかなかった理想の学校像やどんな人が集まるような学校にしたいかなどを聞くことができて，

自分の考えを広げることができた」といった声が聞かれた。

（２）第２回（令和５年１月 日（水） ～ ）

第２回では，生徒が考えてきた「将来 なりたい自分像」 「憧れの西大寺くん 西大寺さん」について発表を行

った。今，現在学んでいる「総合的な探究の時間」での取組が自分の進路を考えていく上で大切であることや自

分たちが通っている西大寺高等学校をより誇りに感じる，感じられるようにするためにはどうすればよいか等の

発表や意見が見られた。生徒会を中心として，「生徒どうしや教員ともっといろいろな話をすることが大切である」

「しっかりと目標を持ち，一人一人がレベルアップしなければ」といった意見や感想があった。

Ⅴ 専門学科における学校組織マネジメントの在り方及び今後の展望

今回，実践研究を積み重ねてきたことを，一般化・モデル化すると次の図のとおりである 図８ 。 
高等学校である本校では，学校の意思決定の原案を作成する場合，校長の諮問機関である各課長，各学科長，

学年主任らで構成される「企画調整会議」，「運営委員会」を経て，「職員会議」で話し合い，校長決裁のもと決定

する。ここでは，ＰＤＣＡサイクルの「Ｐ 計画 」と「Ｃ 測定・評価 」が主として行われる。学校組織が大き

い場合には，こうした意思決定機関と実際に学校を実働的に動かしていく組織とが，十分に連携できていないケ

ースもあることから，この問題に適切に配慮した学校運営を進めていくことが肝要である。そこで，実践研究の

中では，図の「（１）」である「Ｄ 実行 」，すなわち，「西高改善プロジェクト」と銘を打った，各学年主任，総

務課長，若手等で構成される組織をつくり，学校の教育研究を実施していった。その場では，「目指す生徒像」等

の理念を共有しながら，また，生徒の意見も聴取し，巻き込んでいきながら，「学校の意思決定機関」に提案でき

るように繋げていった。この流れは，言わばＤＣＡＰ ディーキャップ サイクルとして，学校管理職の目的達成

プロセスで述べた「第２」の「サーバントリーダーシップを大切したリーダー」が展開する方法にも合致すると

考える。学校管理職の任期は短い場合が多く，学校の実働的組織が動かしていくこの方法は，管理職の人事異動

により，人が変わってもそれまでの学校運営が引き継がれやすいといった特長がある。
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Ⅵ おわりに

今回の研究で，「総合的な探究の時間」を一つのきっかけとして，３学科を越えて生徒が探究活動をすることを

通して，教職員が「７つの習慣」の各要素も体感することができた。私的成功の習慣で「自立」を促し，公的成

功の習慣で，「相互依存」を創り出すことができた。生徒の各種コンテストへの参加数増加や商品開発等，学科を

越えて学んだことでのシナジー効果（相乗効果）も生み出している。また，今回の一連の活動を振り返って聞か

れた教員の声（一部）だが，「教員間の話し合いの場がよかった。校内で仲間を増やしていきながら，継続して続

けていくことが大切」や「生徒が参加した話し合いの活動がよかった」等があった。しかしながら，学科を越え

て学び合うことのメリットはあるものの，学科の差別化を図るために，今後は専門学科としての特色をさらに打

ち出していくような方策も考えていかなくてはならないと考える。これは「７つの習慣」の再新再生の習慣へも

繋がる。今後，専門学科 商業学科 としての特色を生かしつつ，既成概念にとらわれず時代の変化に対応し，調

査した広島県の取組事例等のよいところも参考にしながら，また産業界との連携も図っていきながら，学校の実

働的組織が動きやすく，また実施した活動が大きなうねりとなって進んでいけるような組織づくり，そのための

環境づくりを大切にしながら学校運営をしていきたいと考えている。そのためには，ここで提案したＤＣＡＰ デ

ィーキャップ サイクルが一つの鍵となっていて，各学校で確立していくことが大切ではないかと考える。

今後，こうした状況にしっかりと目を向け，本質を見極め，よりよくしていこうといった考え方や手法を大切

にしながら，専門学科 商業学科 における学校組織マネジメントの在り方について模索していきたいと考える。

＜引用・参考文献，Ｗｅｂページ＞
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〇淵上克義・佐藤博志・北上正行・熊谷愼之輔 編（ 年２月 日）スクールリーダーの原点－学校組織
を活かす教師の力

〇佐古秀一 年 「学校の内発的改善力を支援する学校組織開発の基本モデルと方法論 −学校組織の特性
をふまえた組織開発の理論と実践− 」鳴門教育大学研究紀要 第 巻
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図８ 研究の一般化・モデル化
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普通科におけるSTEAM 教育の捉え方の提言と授業および教員研修の開発 

― 総合的な探究の時間の充実を通して ― 

 
大学院教育学研究科教職実践専攻 
学生番号22P22024 江原 光夫 

 
１ 研究の背景 

Society5.0の到来により，社会は大きな変革期を迎えている。人工知能（AI），ビッグデータ，Internet of Things
（IoT）等の先端技術が，社会や日常生活の中にも取り入れられ始めていることや，情報化，グローバル化の進展

によって，社会がより複雑化し，変化の先行きを見通すことが困難になってきている。このような予測困難な時

代では，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越えることが重要で，そのために，生徒が自分のよ

さや可能性を認識するとともに，他者を価値のある存在として尊重することが欠かせない。それは，より人間ら

しく，よりよく生きる，すなわち，ウェルビーイング（Well-being）を実現することにつながる。ウェルビーイ

ング（Well-being）とは，身体的・精神的・社会的に良い状態にあることを指し，短期的な幸福のみならず，生

きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含むものであり，個人のみならず，個人を取り巻く場や

地域，社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念である。 
令和3年1月の中央教育審議会の答申では「急速な技術の進展により社会が激しく変化し，多様な課題が生じ

ている今日においては，これまでの文系・理系といった枠にとらわれず，各教科等の学びを基盤としつつ，様々

な情報を活用しながらそれを統合し，課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能力の育

成」（p.56）が学校教育において求められていると記されている。また，教育再生実行会議第11次提言において，

幅広い分野で新しい価値を提供できる人材を養成することができるよう，STEAM 教育の推進が提言された。 
STEAM教育については，近年様々な機会で言及されている。文部科学省は，2018年「Society5.0に向けた人

材育成～社会が変わる，学びが変わる～」の中で，Society 5.0 を牽引するのは，「技術革新や価値創造の源とな

る飛躍知を発見・創造する人材と，それらの成果と社会課題をつなげ，プラットフォームをはじめとした新たな

ビジネスを創造する人材である」と示し，高等学校においては，「思考の基盤となる STEAM 教育を，すべての

生徒に学ばせる必要がある」（文部科学省，2018）と示している。また，経済産業省は，2019年「『未来の教室』

とEdTech研究会 第2次提言」の中で，「学びのSTEAM化」として「一人ひとりのワクワクする感覚を呼び覚

まし，文理を問わず教科知識や専門知識を習得する（＝『知る』）ことと，探究・プロジェクト型学習（PBL）の

中で知識に横串を刺し，創造的・論理的に思考し，未知の課題やその解決策を見出す（＝『創る』）こととが循環

する学びを実現する」と説明されている。以上のことから，これからの社会を生きていくために必要な資質・能

力を育成するために，STEAM教育が有効だと考える。 
教育再生実行会議第 11 次提言において，STEAM 教育は「各教科での学習を実社会での問題発見・解決にい

かしていくための教科横断的な教育」とされており，対象・領域については「STEM分野を幹としつつも扱う社

会問題によって様々な領域を含む」と示されている。このことを踏まえて，STEAM教育と総合的な探究の時間

との関係について表1を見てみると，STEAM教育と総合的な探究の時間との間には，ねらいとしているところ

について，多くの共通点があることが分かる。また，総合的な探究の時間は，課題解決的な学習が発展的に繰り

返し行われることから，課題解決型学習（PBL：Project Based Learning）を用いることも有効だと考えられる。

前述の文部科学省の表現では，STEAM 教育は，Society5.0を牽引する特別才能の人材の育成のみを対象にして

いるかのようにも読み取れる。しかし，Society5.0 を生きていく上で，新たな価値を創造する力は，すべての人

に求められることから，STEAM教育は，総合的な探究の時間と同様に，すべての高校生を対象にすべきものと

考える。 
岡山県内では，専門学科においてSTEAM教育が取り組まれている事例はあるものの，普通科におけるSTEAM

教育については，その捉え方も十分ではない。そこで本研究では初めに，普通科におけるSTEAM教育の捉え方

について提言する。そして，上記で述べたように，総合的な探究の時間との共通点も多いことから，総合的な探

究の時間における授業実践を提案したい。以上のように，STEAM 教育の視点や PBL を取り入れ，総合的な探

究の時間をより充実させることが，これから予測困難な時代を生きる生徒に必要な力の育成につながるのではな

いかと考える。 
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Society5.0の到来により，社会は大きな変革期を迎えている。人工知能（AI），ビッグデータ，Internet of Things
（IoT）等の先端技術が，社会や日常生活の中に進出していることや，情報化，グローバル化の進展によって，社

会がより複雑化し，変化の先行きを見通すことが困難になってきている。このような予測困難な時代では，様々

な変化に積極的に向き合い，他者と協働して課題を解決していくことや，様々な情報を見極め，知識の概念的な

理解を実現し，情報を再構成するなどして新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変化の中で目的を再構成

することが重要である。それは，より人間らしく，よりよく生きる，すなわち，ウェルビーイング（Well-being）
を実現することにつながる。ウェルビーイング（Well-being）とは，身体的・精神的・社会的に良い状態にある

ことを指し，短期的な幸福のみならず，生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含むものであ

り，個人のみならず，個人を取り巻く場や地域，社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念である。 
令和3年1月の中央教育審議会の答申では「急速な技術の進展により社会が激しく変化し，多様な課題が生じ

ている今日においては，これまでの文系・理系といった枠にとらわれず，各教科等の学びを基盤としつつ，様々

な情報を活用しながらそれを統合し，課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能力の育

成」（p.56）が学校教育において求められていると記されている。また，教育再生実行会議第11次提言において，

幅広い分野で新しい価値を提供できる人材を養成することができるよう，STEAM 教育の推進が提言された。 
STEAM教育については，近年様々な機会で言及されている。文部科学省は，2018年「Society5.0に向けた人

材育成～社会が変わる，学びが変わる～」の中で，Society 5.0 を牽引するのは，「技術革新や価値創造の源とな

る飛躍知を発見・創造する人材と，それらの成果と社会課題をつなげ，プラットフォームをはじめとした新たな

ビジネスを創造する人材である」と示し，高等学校においては，「思考の基盤となる STEAM 教育を，すべての

生徒に学ばせる必要がある」（文部科学省，2018）と示している。また，経済産業省は，2019年「『未来の教室』
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いかと考える。 
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表1 文部科学省「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」から抜粋  

 
２ STEAM教育について 

STEAM 教育については，国際的に見ても，各国で定義が様々である。ここでは，STEAM 教育は，Science
（科学），Technology（技術），Engineering（工学）， Mathematics（数学）に，Arts/Art（リベラルアーツ／芸

術）を加えた，各教科での学習を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育として考え

る。STEAMのAの捉え方については，先行研究においても， Arts（リベラルアーツ）と，Art（芸術）とに分

かれる。ここではまず，STEAMのAが担う役割について考えてみたい。 
STEAM教育の概念を初めて示した，ヤークマン（Yakman，2006）は，AをArtsと捉えている立場である。

彼女は，理科系を中心とするSTEMにArtsを加え，複数分野を統合してカリキュラム化することで，多面的な

見方を促し，新しい解決策を導き出す教育フレームワークとしている（大島，2022）。 
また，アメリカのRISD（Rhode Island School of Design）の学長であった，ジョン・マエダは，AをArtと

捉える立場である。彼は，STEMとArtを支える思考が，前者は収束的思考が強く，後者は拡散的思考が強く対

照的であることに着目し，その違いの相互作用によってイノベーションを生み出すような教育効果を期待してい

る（辻󠄀󠄀合・長谷川，2020）。 
両者に共通している点は，複数分野を統合することや互いの違いを活かして相互作用を生み出すといった，異

なるものを互いにつなぎ合わせる点と，それを通して新しい価値を見出す思考を身に付ける点，すなわち，創造

性の涵養・発揮の点であり，これがSTEAMのAが担う役割であると考えられる。 
このことから本研究では，STEAM教育のAをArts（リベラルアーツ）と，Art（芸術）のどちらかと限定し

て捉えるよりも，Arts（リベラルアーツ）と Art（芸術）ともに創造性を涵養・発揮するために欠かせないと考

え，両方の意味で捉えることとする。Arts（リベラルアーツ）にはもともと「自由人として自らで決める」とい

う意味があることから，色々な知見や考え方を使って，様々な視点や切り口で物事を捉えるArts（リベラルアー

ツ），色々な知見や考え方をもとに，自ら問題を見出して提案・表現できるArt（芸術）の両側面を活かした創造

的な営みを重視した捉え方とする。様々な視点や切り口で物事を捉え，そこから問題を見出して提案・表現する

主体は「自分」である。つまり，この創造的な営みを通して，自己決定したり，判断したり，考えたり，表現し

たりすることで，「学んでいる『自分』がそこにいると実感できる」のではないかと考え，STEAM教育を考える

上で，欠かせない視点であると考える。 
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図1 STEAMのAの捉え方

図2 普通科におけるSTEAM教育の全体イメージと実践の中で置いた仕掛け

STEAM教育で重視する「物事を自分事として捉え，価値を創り，

提供できること」，すなわち，創造性を涵養・発揮することは，楽し

くワクワクするものであると考えており，これはより人間らしく，

よりよく生きるウェルビーイング（Well-being）につながる。創造

性については，高等学校学習指導要領解説の総則編にも「感性を豊

かに働かせながら，思いや考えを基に構想し，新しい意味や価値を

創造していく資質・能力」（p.27）と示されている。立花・草薙（2021）
は「いくら人工知能が発達しても，創造的な知的活動は人間にしか

できない。このことが学校教育で創造性を追求する理由である」と

述べている。また，デビッド・A・スーザら（2017）は「STEM教

育が盛り込まれたとしても，それだけではどうしても収束思考に陥りがちであり，課題発見の新しい方向性を見

出す十分な力を得られない。そのため，Arts（芸術）を加えたSTEAM教育によって拡散思考を呼び起こし，新

しい発想を生み出す思考習慣が身に付けられれば，真の創造性に結びつく」と述べている。さらに，中島（2022）
が「STEAMは，いわゆる『理系教育』より幅広い意味を持っており，知識伝達型暗記型の学びから探究型実践

型の学びへの大変革の意義を内包し，唯一解がない問いに対する創造的な学びのあり方が，世界中で今，模索さ

れている」と述べているように，今後より創造性を涵養・発揮する教育の重要性が増すことが予測される。

Science（科学），Technology（技術），Engineering（工学）， Mathematics（数学）の各分野が複雑に絡み

合う社会において，生徒一人一人がArts/Art（創造性）を発揮しながら，楽しくワクワクしながら，より人間ら

しく，よりよく生きる，すなわち，ウェルビーイング（Well-being）が実現できるような力を育成するためにも，

STEAM教育の推進が欠かせないと考える。

３ 普通科におけるSTEAM教育をどう捉えるか

岡山県内において，岡山県立岡山工業高等学校が「高等学校魅力化推進事業（リーディングモデル校）」（岡山

県教育委員会，平成31年度から3年間の指定）で先進的に専門学科におけるSTEAM教育に取り組まれている。

では，普通科におけるSTEAM教育はどう考えるべきか。第2章で述べたように，STEAM教育について，ヤー

クマンとジョン・マエダの両者に共通している点は，異なるものを互いにつなぎ合わせる点と，それを通して新

しい価値を見出す思考を身に付けるような教育，すなわち創造性の涵養・発揮の点であると考えられる。このこ

とから，普通科におけるSTEAM教育で重視すべき点は，以下の2点であると考える。

1 点目は，普通科の特徴でもある普通教科での知識や見方・考え方を活かして，異なるものを互いにつなげる

ことである。ここでの，異なるものを互いにつなげるとは，教科内での知識のつながりだけでなく，教科を横断

した他教科の知識や見方・考え方とのつながりのことも指す。普通教科の知識を活かしながら，様々な視点や切

り口で物事を捉える力（Arts／リベラルアーツ），物事を深く理解する力の育成が期待できる。そして，教科内で

のつながりや他教科とのつながりを自ら意識し見出す（Art／芸術）ことで，本来の学びの楽しさを実感できるの

ではないかと期待できる。

2 点目は，特徴の異なる他者

をつなげ，視点の違いを活かす

ことである。普通科の生徒とは

言え，それぞれの生徒の背景や

考え，価値観は多様である。そ

れらの違いを活かしながら，今

までになかった新たな考えや

発想にたどりつき，新たな価値

の提供（Art／芸術）にもつなが

ることが期待できる。その際，

一人一台端末をはじめとした，

ICT の活用も有効であると考

える。S，T，E，Mが複雑に絡

み合った現代社会において，情

報機器やデータを使いこなせ

るスキルの獲得も大切である
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図3 普通科課題研究ガイドブック 

が，他者とのコミュニケーションを生み出すツールとしても活用できる。互いの思考を ICTを用いて可視化し共
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４ 現任校での授業実践 
現任校は，普通科・理数科ともに，課題研究に取り組んでいる。平成17年度に文部科学省からスーパーサイエ

ンスハイスクール（以下，SSH）の指定を受け，現在は4期目（令和2年度から6年度の5年間）の指定を受け
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て1年次からの取組とし，1年団を中心として実施しており，現在に至る。AFPは，図3の「普通科課題研究ガ

イドブック」をもとに，研究活動が進められる。現任校のホームページに掲載されて

いるので，生徒はいつでも参考にすることができる。チーム編成や，研究テーマ設定

の進め方など，活動におけるポイントが集約されている。 
以前，AFP に担当者として関わる中で，生徒自身何をすればよいのかよく分から

ず，教師の指示待ちとなっている様子や，AFP を通して何を学んだのか，自分自身

どのように成長したのかが言語化できない様子が至るところで見られた。この現状

を解決するために授業実践において，STEAM の A を意識し，①生徒が自己決定す

る機会を多く設ける，②自分や他者を知り，互いの違いを認識する機会を設ける，③

分野横断的に教科の知識も活用して，つなげて深掘りすることを促す機会を設ける

の3点を重視して仕掛けを置き，実践を行った。以下，授業実践での仕掛けについて

まとめたものである。 
 

表2 現任校の普通科課題研究（令和5年度）のおおまかな流れ 
１年次前期 １年次後期 ２年次前期 

４月 座学（変数について） １０月 研究活動 ４月 ポスターの作成 
５月 研究テーマ設定 １１月 研究活動 ５月 発表練習 
６月 研究テーマ設定 １２月 論文（中間期）と 

スライドの提出 
６月 普通科課題研究 

発表会 
７月 ロードマップ完成 

ロードマップ発表 
１月 論文の修正  

 
 
 
 
※２年次７月以降は，外部の 
発表会等に参加している。 

８月 座学（Word演習等） ２月 論文とスライドの

提出 
９月 座学（Excel演習等） 

チームづくり 
研究活動スタート 

３月 論文の修正 

 
表3 授業実践の中で置いた仕掛け 

Webbing（ウェビング） 
(1) 個人のWebbing（ウェビング） 
生徒自身がどのような事象に興味を持っているのかを明確化するために，毎年「Webbing」を活用。記入す

る用紙は，中央に大きな〇があるだけの1枚の用紙である。中央の〇にキーワードを書き込み，そこから連想

されることを線でつないでいく。記入するにあたって，特に決まりを設けず，キーワードが複数あってもかま
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が，他者とのコミュニケーションを生み出すツールとしても活用できる。互いの思考を ICTを用いて可視化し共
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教科横断的な教育」であると捉えることとする。 
上記の内容と，第2章で述べたSTEAM教育の根底に流れていると考える「学んでいる『自分』がそこにいる

と実感できる」すなわち，創造性の涵養・発揮の視点を踏まえ，授業実践において仕掛けづくりを行った。 
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ついての研究開発を行ってきた結果，成果物も多く，充実したものであると考えている。普通科課題研究（Amaki 
Future Project，以下，AFP）については，SSH指定2期目（平成22年度から平成26年度まで）から，2年次

の「総合的な学習の時間」を活用して実施，3期目（平成27年度から令和元年度まで）からは，実施時期を早め

て1年次からの取組とし，1年団を中心として実施しており，現在に至る。AFPは，図3の「普通科課題研究ガ

イドブック」をもとに，研究活動が進められる。現任校のホームページに掲載されて

いるので，生徒はいつでも参考にすることができる。チーム編成や，研究テーマ設定

の進め方など，活動におけるポイントが集約されている。 
以前，AFP に担当者として関わる中で，生徒自身何をすればよいのかよく分から

ず，教師の指示待ちとなっている様子や，AFP を通して何を学んだのか，自分自身

どのように成長したのかが言語化できない様子が至るところで見られた。この現状

を解決するために授業実践において，STEAM の A を意識し，①生徒が自己決定す

る機会を多く設ける，②自分や他者を知り，互いの違いを認識する機会を設ける，③

分野横断的に教科の知識も活用して，つなげて深掘りすることを促す機会を設ける

の 3 点を重視して仕掛けを置き，実践を行った。表 3 は，授業実践での仕掛けにつ

いてまとめたものである。 
 

表2 現任校の普通科課題研究（令和5年度）のおおまかな流れ 
１年次前期 １年次後期 ２年次前期 

４月 座学（変数について） １０月 研究活動 ４月 ポスターの作成 
５月 研究テーマ設定 １１月 研究活動 ５月 発表練習 
６月 研究テーマ設定 １２月 論文（中間期）と 

スライドの提出 
６月 普通科課題研究 

発表会 
７月 ロードマップ完成 

ロードマップ発表 
１月 論文の修正  

 
 
 
 
※２年次７月以降は，外部の 
発表会等に参加している。 

８月 座学（Word演習等） ２月 論文とスライドの

提出 
９月 座学（Excel演習等） 

チームづくり 
研究活動スタート 

３月 論文の修正 

 
表3 授業実践の中で置いた仕掛け 

Webbing（ウェビング） 
(1) 個人のWebbing（ウェビング） 
生徒自身がどのような事象に興味を持っているのかを明確化するために，毎年「Webbing」を活用している。

記入する用紙は，中央に大きな〇があるだけの1枚の用紙である。中央の〇にキーワードを書き込み，そこか

ら連想されることを線でつないでいく。記入するにあたって，特に決まりを設けず，キーワードが複数あって
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図4 チームのWebbing 図7 キャンプファイヤー図 

わない。発想の幅を大きく広げる（拡散的思考）ことが目的である。完成した Webbing を用いて，一人ずつ

クラスで発表を行ない，分野の希望調査（第1希望～第3希望）を行う。希望調査では，自分が興味を持って

いる分野や，クラスでの発表を聞いて，興味を持った分野を記入するようになる。Webbingについて，分野の

希望調査やチーム編成だけでなく，自分や他者の思考の構造を視覚的に認識したり，異なる分野間でのつなが

りをみつけたりするための活用方法がないか検討し，実践を行った。 
 
(2) チームのWebbing（ウェビング） ※図4 
研究テーマ設定の段階において，個人のWebbingを統合して，チームのWebbing（Google Jamboardを使

用）を新規に作成した。作成の際，Ｗebbingのポイント2点についても補足した。1点目は，言葉と言葉をつ

ないでいる「線」が大切であり，その線には，その人の「想い」や「考え」が込められていること。2点目は，

思考が可視化できることで，メンバー同士での議論（「なぜその線を引いたの？」等）が促進され，思考が深掘

りされやすくなることである。事前に個人で作成した Webbing は，個人の思考の構造を視覚的に認識できる

ためにメタ認知も促す。また，チームの Webbing は，他者の思考の構造を視覚的に認識しながら，思考を拡

張する手助けになる。特徴の異なる他者の視点の違いを活かすことで，新しい価値や視点が見出されることを

期待した。 
 
(3) 深めるWebbing（ウェビング） 
〈研究素案Ⅱ ※図5〉本来，Webbingは発想の幅を大きく広げる（拡散的思考）ことが目的で使用されるこ

とが多い。研究テーマ設定の段階で作成した研究素案において，「何を解明したいのか」が明確でないチーム

が多くあったことから，「何を解明したいのか」を中央に置き，「なぜ，それを解明したいのか（動機）」「どう

いう意義（意味）があるのか」「どういう所に面白さがあるのか」という研究に対する想いの部分と，「解明す

るためには，何が必要？」という方法を周囲に書かせるワークシート（研究素案Ⅱ）に改良した。生徒の思考

を視覚化することで，生徒同士で「なんで？」「どうやって？」と深掘りすることを促したいと考えた。このよ

うに Webbing は，思考を広げる際にも深める際にも利用できるのではないかと考え，研究素案Ⅱでの

Webbingを「深めるWebbing」として捉えたい。 
〈夏休みの課題 ※図 6〉深める Webbing を組み込んだワークシートを準備し，各チームに深めるべき内容

等を示した夏休みの課題を新規に作成した。ワークシートの右上には，今後研究活動をスムーズに進めるため

に何をすべきかを明確化し，見通しをもって取り組めるよう，深めるべき内容や調べておくべき内容，深める

Webbingを作成することで，研究を進める上で何につながるのかを教師側で記載した。 
キャンプファイヤー図 ※図7 
特徴の異なる他者の視点を活かすことで，新しい価値や視点を見出すために，研究活動がスタートするタイ

ミングで，チームづくりを新規に取り入れ，自分や他者の長所や専門性を知る機会を設けた。「キャンプファ

イヤー図」は，自分がチームの一員として，研究にどう貢献できるか，また他のチームメンバーがどのような

特徴があり，研究にどう関わっていくのかを視覚的に認識するためのワークシートである。 
※上記のワークシートはGoogle classroomで共有しているため，授業外でも編集が可能であり，他のチームのワ

ークシートがいつでも閲覧可能である。 
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もかまわない。発想の幅を大きく広げる（拡散的思考）ことが目的である。完成した Webbing を用いて，一

人ずつクラスで発表を行ない，分野の希望調査（第1希望～第3希望）を行う。希望調査では，自分が興味を

持っている分野や，クラスでの発表を聞いて，興味を持った分野を記入するようになる。Webbingについて，

分野の希望調査やチーム編成だけでなく，自分や他者の思考の構造を視覚的に認識したり，異なる分野間での

つながりをみつけたりするための活用方法がないか検討し，実践を行った。 
 
(2) チームのWebbing（ウェビング） ※図4 
研究テーマ設定の段階において，個人のWebbingを統合して，チームのWebbing（Google Jamboardを使

用）を新規に作成した。作成の際，Ｗebbingのポイント2点についても補足した。1点目は，言葉と言葉をつ

ないでいる「線」が大切であり，その線には，その人の「想い」や「考え」が込められていること。2点目は，

思考が可視化できることで，メンバー同士での議論（「なぜその線を引いたの？」等）が促進され，思考が深掘

りされやすくなることである。事前に個人で作成した Webbing は，個人の思考の構造を視覚的に認識できる

ためにメタ認知も促す。また，チームの Webbing は，他者の思考の構造を視覚的に認識しながら，思考を拡

張する手助けになる。特徴の異なる他者の視点の違いを活かすことで，新しい価値や視点が見出されることを

期待した。 
 
(3) 深めるWebbing（ウェビング） 
〈研究素案Ⅱ ※図5〉本来，Webbingは発想の幅を大きく広げる（拡散的思考）ことが目的で使用されるこ

とが多い。研究テーマ設定の段階で作成した研究素案において，「何を解明したいのか」が明確でないチーム

が多くあったことから，「何を解明したいのか」を中央に置き，「なぜ，それを解明したいのか（動機）」「どう

いう意義（意味）があるのか」「どういう所に面白さがあるのか」という研究に対する想いの部分と，「解明す

るためには，何が必要？」という方法を周囲に書かせるワークシート（研究素案Ⅱ）に改良した。生徒の思考

を視覚化することで，生徒同士で「なんで？」「どうやって？」と深掘りすることを促したいと考えた。このよ

うに Webbing は，思考を広げる際にも深める際にも利用できるのではないかと考え，研究素案Ⅱでの

Webbingを「深めるWebbing」として捉えたい。 
〈夏休みの課題 ※図 6〉深める Webbing を組み込んだワークシートを準備し，各チームに深めるべき内容

等を示した夏休みの課題を新規に作成した。ワークシートの右上には，今後研究活動をスムーズに進めるため

に何をすべきかを明確化し，見通しをもって取り組めるよう，深めるべき内容や調べておくべき内容，深める

Webbingを作成することで研究を進める上で何につながるのかについて教師側で記載した。 
キャンプファイヤー図 ※図7 
特徴の異なる他者の視点を活かすことで，新しい価値や視点を見出すために，研究活動がスタートするタイ

ミングで，チームづくりを新規に取り入れ，自分や他者の長所や専門性を知る機会を設けた。「キャンプファ

イヤー図」は，自分がチームの一員として，研究にどう貢献できるか，また他のチームメンバーがどのような

特徴があり，研究にどう関わっていくのかを視覚的に認識するためのワークシートである。 
※上記のワークシートはGoogle classroomで共有しているため，授業外でも編集が可能であり，他のチームのワ

ークシートがいつでも閲覧可能である。 
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図5 深めるWebbing（研究素案Ⅱ） 図6 深めるWebbing（夏休みの課題） 

表4 質の高い探究について 

 
 
５ 授業実践における仕掛けの検証 
(1) 生徒の成果物での分析 
昨年度に授業実践を行った結果，仕掛けを置く

ことで，質的に高まっているかどうかを検証する

必要がある。ここで，質の高い探究について，高

等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 総合

的な探究の時間（p.9） に表4のように記載され

ている。これらの視点をもとに，実際に担当者と

してAFP に関わった令和2 年度と令和 4年度 1
年次生の社会学系分野のAFP の取り組みを，生

徒が作成した成果物をもとに分析を行うことに

した。ここでの成果物は，研究テーマ設定の際作成する研究素案，研究計画書，ロードマップ，そして中間論文

とスライド，さらに最終論文とスライド，ポスターの8つである。令和4年度については，深めるためのワーク

シート（深めるWebbing等）や他分野のチームに対して発表する場とディスカッションする場を有効に活用し，

研究テーマ設定の段階から方向性は少し変わりながらも，自分たちなりに試行錯誤し，解明したいことに対して，

様々な角度から切り込んだり，背景や関連事項を整理したりしながら，研究を進めているチームが見られた。 
しかし，実際に分析を進める中で，成果物だけでは，上記の「Ⅱ：探究が自律的に行われること」の「自己課

題」「運用」等が十分読み取りができないと感じた。そこで，令和 4 年度 1 年次生（現在，高校 2 年次生）の社

会学系分野の合計10チームを対象に，ヒアリング調査を実施した。 
 
(2) 生徒対象のヒアリング調査の結果と分析 
令和4年度1年次生の社会学系分野の合計10チームを対象にヒアリング調査を実施した。「Ⅱ：探究が自律

的に行われること」の「自己課題」「運用」等が成果物だけでは十分読み取りができなかったため，その点を中

心に分析を進めたが，実際にヒアリング調査を行っていく中で，成果物だけでは読み取れなかった「Ⅰ：探究の

過程が高度化すること」に関する内容も生徒の発言から読み取れた。さらに，探究を通して，周りのものの見え

方が変わった，教科での学びに活かされているといった発言もあったため，あわせて紹介したい。 
 
「Ⅱ①自己課題：自分にとって関わりが深い課題になる。」

「Ⅱ②運用：探究の過程を見通しつつ，自分の力で進められる。」

R4_S02_ゲーム 生徒（A・B・C）と筆者（E）とのやりとりの一部 
・・・・・ 

A：大変だったって言えば，えっとー，最初の方になかなか決まらなくて，テーマが 
A：購買意欲って言ってたけど，そのゲームにたどり着くまで結構回り道してたから。 

それこそ，なんか1回血迷って，年表とかも作ってたし。 
E：あ，そう。作っとったね。 
A：なんかすごい。なんか遠回りしたのは覚えているから。 

Ⅰ：探究の過程が高度化すること 
① 整合性：探究において目的と解決の方法に矛盾がない。 
② 効果性：探究において適切に資質・能力を活用している。 
③ 鋭角性：焦点化し深く掘り下げて探究している。 
④ 広角性：幅広い可能性を視野に入れながら探究している。 
Ⅱ：探究が自律的に行われること 
① 自己課題：自分にとって関わりが深い課題になる。 
② 運 用：探究の過程を見通しつつ，自分の力で進められる。 
③ 社会参画：得られた知見を生かして社会に参画しようとする。 

Amaki Future Project 
★重要！！ 研究素案Ⅱ（６月１５日） 

代表者（班長） １年（ ）組 （ ）番（ ）  
図などを用いてよい 担当教員のＯＫが出たら「研究計画書」を作成のこと 

研究タイ

トル 
 
 

メンバー 
(フルネー

ムで) 

班長と副班長を含むメンバー 記入例（3 組 15 番）⇒ 組番（３－15）（ 藤戸 天子 ） 
組番（ －    ） （班長 ）   組番（ －   ）（   ） 
組番（ － ） （副班長 ）   組番（ － ）（ ） 
組番（ － ）    （     ）   組番（ － ）（ ） 
組番（ － ） （        ）   組番（ － ）（ ） 

自分のグループの Webbing シートⅡを見ながら，以下の①②③についてまとめてみよう。 
ここで大切なことは，「課題研究を通して何を解明したいのか」「なぜその研究テーマを選んだのか」など

みなさんの課題研究に対する「想い」です。他の人にも伝わるように，Webbing シートの形式で，このシ

ートにまとめてください。 
① 課題研究を通して，解明したいことを中央の赤い枠内に書こう！ 
② 解明することに，どういう意義（意味）があるのか，なぜそれを解明したいのか（動機）， 

どういう所に面白さがあるのかなどについて，オレンジの枠内に書こう！ 
（「なんでそう思ったの？」など，グループ内で質問し合って，より深めてみよう！） 

③ 解明するためには何が必要なのか（問い）を青い枠内に書こう！ 
（「どうやって？」など，グループ内で質問し合って，より深めてみよう！） 
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解明するために

は，何が必要？ 

何を解明したいのか？ 
解明するために

は，何が必要？ 
なぜ，それを解明し

たいの？（動機） 
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E：ちなみに，その遠回りは無駄だった？ 
A：うーん，年表を作ったことにしても，いろんなゲームがあることはそこでもわかっ 

てるし。 
B：その変遷，特徴の変遷みたいなのは。グラフィックコードみたいな，そういう面は 

あるのかな。作られたものの特徴とか，アクションなのかどうなのかとか。 
A：知識を入れることができた感じ。遠回りしたけど。 

・・・・・ 
A：Cはよくやっていてすごいと思うよ。だって，俺らは中学校で1回やってたけど。 

Cは高校から入ってきてるから，よくやっててくれたから。すごいなって。 
E：いいチームワークだね。元々仲は良かったのかな？ 
B：そこはあんまり。 
E：お互いのことはよくわかってる？こういうところ得意だよなとか。ちなみにそれぞれ

どういうところ得意なの？ お互いこういうところ得意だからとか，でもああいうと

ころちょっと苦手じゃね，とかっていうのはある？ 
A：（Cを指しながら，）情報収集。 
B：知らない間にめっちゃ，データ集めてる。 
E：2人は自分もここで貢献できたかなっていうのがある？ 
A：作る系は結構頑張ったと思う。ポスターとか論文とか構成みたいな。文章は結構強い

んで，結構見てもらったりしたけど，それこそ段落とか見やすくするとかは結構頑張

れたかなっていう思い， 自分の得意なところ活かしていったかなとは思うかな。 
A：（Bを指しながら，）文章，結構見てもらいました。 
E：あ，ほんま。ちょっとこの言い回し直した方がいいんじゃない，とか？ 
B：ここの言い回しは変えた方がいいとか。 
E：自分の苦手な部分を補ってくれたっていう経験もある？ 
A：自分は表作りが苦手なんで，（B を指しながら）任せた。直しも多かったから，直し

てくれた。 

「Ⅰ②効果性：探究において適切に資質・能力を活用している。」

R4_S04_内発的動機付け 生徒（A・B）と筆者（E）とのやりとりの一部 
 
E：：課題研究が終わってみて，何かこういうことが身に付いたとか，自分の考え方変わった

なと思うこととか，学校生活の中で何か生かされていることって何かある？ 
・・・・・ 

A：：データも，さっき言ったように，検定の作業をちょっとやってみたんですけど，その研

究するための集計が無茶苦茶大変で，それが一回経験できたのと，こんな便利な検定の

方法があるんだっていう。 
・・・・・ 

E：検定を使ってみようって思えたのはもうそれは結構大きいよね。それをやったらわか

りそうというのは，元々自分でこれやったら面白そうと思ったから？ 
A：これ，ちゃんと差がでているのかなって，感じになって， 
E：違和感を感じたんだね。そこに差がちゃんと出ているのかなって。 

 
ここではすべてのチームのヒアリング調査の様子を掲載できないが，どのチームも「Ⅱ：探究が自律的に行わ

れること」の「自己課題」「運用」について成果が見られた。これは授業実践の中で置いた仕掛け（Webbing や

キャンプファイヤー図等）も効果があったのではないかと捉えることができる。教師の指示をただ待つのではな

く，生徒がメンバーと協力しながら，時には遠回りもしながら探究を進めている様子が見られた。また，探究活

動を通して，周りのものの見方が変わったり，各教科での学びにも活かされていたりする様子もヒアリング調査

の中から見られた。さらに，研究テーマ設定の段階における生徒の想いに対する深掘り（自分がなぜそれに興味

関心があるのか，どのような点が面白いのかなど）を行い，自分たちなりに研究に対して価値を見出し，様々な

可能性を視野に入れた研究へとつなげたチームもあった。成果物を美しく仕上げることだけが探究ではなく，学

探究活動を行う中で

「遠回り」をするこ

とはよくある。筆者

が「無駄だった？」と

質問したが，生徒は

無駄だとは言わず，

自分たちなりに活動

に意味や価値を見出

している様子。

このチームは内進生

名と外進生 名の

チームであったが，

互いの強みも活かし

ながら課題研究に取

り組んでいた様子。

成果物だけをみると

課題は残るものの，

お互いの良さを活か

し，自分たちなりに

試行錯誤しながら，

探究しようとしてい

た様子が見られた。

数学の授業で学んだ

「検定」の考え方を

自ら使ってみて，「

検定」の有用性を実

感している様子。試

行錯誤する中で感じ

た違和感を解消する

ために活用できるの

ではと生徒なりに考

えたのではないだろ

うか。
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んでいる「自分」がそこにいることを実感しながら，物事を焦点化して深く考えたり，様々なものをつなげたり

しながら自分で学びを創っていく活動を通して，自分自身が変容を実感することが探究の面白さであると考える。

課題として，高校生ならではの新しい切り口の研究につなげるための仕掛けの工夫が必要であると考えている。

来年度に向けて，深めるWebbing等を活用した仕掛けを検討していきたい。

６ 教員研修の開発

本研究では，普通科におけるSTEAM教育を「教科での知識や見方・考え方を活かしながら，異なるものを互

いにつなげ深掘りすることで，自分事として捉え，新しい価値や視点を見出し，表現する創造的な営みを基盤と

した，各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための探究的で教科横断的な教育」である

と捉えている。これは，総合的な探究の時間だけでなく，通常の授業の中においても「異なるものを互いにつな

げ深掘りする」ことの価値と面白さを生徒が実感することが大切だと考える。

昨年度の授業実践（研究テーマ設定）で，チームの

Webbing を作成する際，他のチームの Webbing と比較し

て，新たなつながりを見つけ，分野を横断した高校生ならで

はの新しい切り口が見つかることを期待した。そこで，普通

科の特徴である「各教科の知識」を活用して，Webbing の

拡充を行った。その結果，図 の「土偶（歴史）」のように，

中には教師も驚くようなつながりを見つけている事例もあ

ったが，大半の生徒は「スポーツ（体育）」のように表面的

なつながりにとどまっていた。このワークでは，生徒が各教

科での学びと実社会や実生活とをつなげて考えることができるかを確認した。ここから各教科の授業で，生徒が

知識同士をつなげて考えたり，知識の背景を意識したりしながら，体系的に学ぶことが十分できていないのでは

ないかと推測される。各教科の授業で体系的に学ぶことができていれば，総合的な探究の時間において，高校生

ならではの新しい切り口の研究テーマ設定にもつながることが期待できる。そこで，充実した総合的な探究の時

間を実現するために，各教科の授業の授業改善の研修も並行して行うことを考えた。

この研修では，「異なるものを互いにつなげ深掘りする」ことの価値と面白さを教師自身が実感することが大切

であると考え，STEAMの視点も意識して，異なる教科・科目，異なる経験年数（若手層，中堅層，ベテラン層）

の教師でチームを組み授業づくりを行う形にした。異なる教科・科目でチームを組むことで，指導者・被指導者

の関係になりにくいこと，「素人質問」によって自分にとっての当たり前が揺さぶられ教科の本質の再認識につな

がること，チーム内の教科代表としての責任感が生まれ自分事になりやすいことなどの効果を意図している。ま

た，異なる経験年数でチームを組むことで，例えば，ベテランの先生のこだわりは何か，どんな授業をするのか

といった深掘りが促されることを期待した。これらは創造性を発揮する上で重要な視点であり，結果的に，自分

自身の教科の特質を深く考えることで，専門性が高まり，学びについて深掘りができることにつながるのではな

いかと考えた。また，ここでの研修は，教師がチームで実行する探究になる。そこで，現任校のAFPで生徒がす

るワーク等を活用し，教師が生徒の立場も実感できる研修として組んでいる。課題研究や探究活動については，

教師自身が学生時代に経験していないこともあり，指導に不安や難しさを感じている教師も多いではないかと推

測される。教師が実際にAFPと同じ流れで，かつ同じワーク（Webbingやキャンプファイヤー図等）を活用し，

チームとして授業づくりに取り組む中で，AFPを模擬的に経験することができる。その中で，生徒がどのような

ところに難しさを感じているのか等を教師自身が実感することで，AFPにおいてどのような声かけや手立てが可

能かの検討ができ，AFPにおける教師のファシリテーションスキルの向上も期待できる。

(1) 令和4年度の教員研修会 テーマ「『楽しい授業』とは？」

「主体的・対話的で深い学び」へ迫るためのヒントを先生方と一緒に探ることをねらいとして，教員研修会を

企画した。研修会は，講義型だけでなく，AFPで生徒がするワークを積極的に取り入れた。先生方が生徒の立場

を体験しながら，先生方自身の「探究活動」として，研修会を実施できるように工夫している。

令和5年1月5日（木）の１回目の研修会では事前に，個人のWebbing（「〇〇（担当する教科等）における

楽しい授業」からイメージされる言葉を書き挙げる）の作成を依頼した。研修会では，教科の枠を越えた教科横

断的な視点で「楽しい授業」を探っていくことをねらい，異なる教科・科目，異なる経験年数（若手層，中堅層，

ベテラン層）で編成したチームで，他教科の視点や経験・知見を活かしながら，楽しい授業づくりを行うことを

提案した。各教科の授業でも，他教科の知見を組み合わせることで，教材の理解が深まる場面もあると考えられ
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んでいる「自分」がそこにいることを実感しながら，物事を焦点化して深く考えたり，様々なものをつなげたり

しながら自分で学びを創っていく活動を通して，自分自身が変容を実感することが探究の面白さであると考える。

課題として，高校生ならではの新しい切り口の研究につなげるための仕掛けが必要であると考えている。来年度

に向けて，深めるWebbing等を活用して先行研究とのつながりを意識できるような仕掛けを検討していきたい。

６ 教員研修の開発

本研究では，普通科におけるSTEAM教育を「教科での知識や見方・考え方を活かしながら，異なるものを互

いにつなげ深掘りすることで，自分事として捉え，新しい価値や視点を見出し，表現する創造的な営みを基盤と

した，各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための探究的で教科横断的な教育」である

と捉えている。これは，総合的な探究の時間だけでなく，通常の授業の中においても「異なるものを互いにつな

げ深掘りする」ことの価値と面白さを生徒が実感することが大切だと考える。

昨年度の授業実践（研究テーマ設定）で，チームの

Webbing を作成する際，他のチームの Webbing と比較し

て，新たなつながりを見つけ，分野を横断した高校生ならで

はの新しい切り口が見つかることを期待した。そこで，普通

科の特徴である「各教科の知識」を活用して，Webbing の

拡充を試みた。その結果，図 の「土偶（歴史）」のように，

中には教師も驚くようなつながりを見つけている事例もあ

ったが，大半の生徒は「スポーツ（体育）」のように表面的

なつながりにとどまっていた。このワークでは，生徒が各教

科での学びと実社会や実生活とをつなげて考えることができるかを確認した。ここから各教科の授業で，生徒が

知識同士をつなげて考えたり，知識の背景を意識したりしながら，体系的に学ぶことが十分できていないのでは

ないかと推測される。各教科の授業で体系的に学ぶことができていれば，総合的な探究の時間において，高校生

ならではの新しい切り口の研究テーマ設定にもつながることが期待できる。そこで，充実した総合的な探究の時

間を実現するために，各教科の授業の授業改善の研修も並行して行うことを考えた。

この研修では，「異なるものを互いにつなげ深掘りする」ことの価値と面白さを教師自身が実感することが大切

であると考え，STEAMの視点も意識して，異なる教科・科目，異なる経験年数（若手層，中堅層，ベテラン層）

の教師でチームを組み授業づくりを行う形にした。異なる教科・科目でチームを組むことで，指導者・被指導者

の関係になりにくいこと，「素人質問」によって自分にとっての当たり前が揺さぶられ教科の本質の再認識につな

がること，チーム内の教科代表としての責任感が生まれ自分事になりやすいことなどの効果を意図している。ま

た，異なる経験年数でチームを組むことで，例えば，ベテランの先生のこだわりは何か，どんな授業をするのか

といった深掘りが促されることを期待した。これらは創造性を発揮する上で重要な視点であり，結果的に，自分

自身の教科の特質を深く考えることで，専門性が高まり，学びについて深掘りができることにつながるのではな

いかと考えた。また，ここでの研修は，教師がチームで実行する探究になる。そこで，現任校のAFPで生徒がす

るワーク等を活用し，教師が生徒の立場も実感できる研修として組んでいる。課題研究や探究活動については，

教師自身が学生時代に経験していないこともあり，指導に不安や難しさを感じている教師も多いではないかと推

測される。教師が実際にAFPと同じ流れで，かつ同じワーク（Webbingやキャンプファイヤー図等）を活用し，

チームとして授業づくりに取り組む中で，AFPを模擬的に経験することができる。その中で，生徒がどのような

ところに難しさを感じているのか等を教師自身が実感することで，AFPにおいてどのような声かけや手立てが可

能かの検討ができ，AFPにおける教師のファシリテーションスキルの向上も期待できる。

(1) 令和4年度の教員研修会 テーマ「『楽しい授業』とは？」

「主体的・対話的で深い学び」へ迫るためのヒントを先生方と一緒に探ることをねらいとして，教員研修会を

企画した。研修会は，講義型だけでなく，AFPで生徒がするワークを積極的に取り入れた。先生方が生徒の立場

を体験しながら，先生方自身の「探究活動」として，研修会を実施できるように工夫している。

令和5年1月5日（木）の１回目の研修会では事前に，個人のWebbing（「〇〇（担当する教科等）における

楽しい授業」からイメージされる言葉を書き挙げる）の作成を依頼した。研修会では，教科の枠を越えた教科横

断的な視点で「楽しい授業」を探っていくことをねらい，異なる教科・科目，異なる経験年数（若手層，中堅層，

ベテラン層）で編成したチームで，他教科の視点や経験・知見を活かしながら，楽しい授業づくりを行うことを

提案した。各教科の授業でも，他教科の知見を組み合わせることで，教材の理解が深まる場面もあると考えられ

図8 令和4年度1年次生 チームのWebbingの一部
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る。生徒が各教科で学ぶ知識を相互に関係付けて教科横断的に学ぶことで，生徒の深い学びにつながり，生徒の

視野や世界観が広がり，物事を多面的・多角的な視点で見る力も身についていくと考えられる。学習意欲の向上

へとつながる，知的好奇心を引き出すための仕掛けや，探究心を引き出すための問いのヒントに関しても，チー

ムで見出すことを期待している。 
令和5年2月24日（金）の2回目の研修会の前半では，「異なるものを互いにつなげ深掘りする」ために有効

な，個々の特性を活かしたチームづくりのワークを行った。そこでは，AFPで生徒が実際に使用するキャンプフ

ァイヤー図を用いた。後半は，前回の研修会で「楽しい授業」について深堀りを行った際に出てきた「ハモる」

という言葉を例に，各々の教科において「ハモる」場面をイメージしながら，「楽しい授業」についてさらに深掘

りを行った。ここでの「ハモる」とは，芸術（音楽）のWebbingから出てきた言葉であり，ハモることがなぜ楽

しさにつながるのかを深掘りし，「ハモる」状態を拡張して捉え，各教科で似たような構造がないかを探った。授

業では，知識同士や生徒同士などが「ハモっている」と捉えることができる場面がいくつも見られると考え，そ

のような学びをつくることで，「楽しい授業」づくりのヒントが得られるのではないかと考えた。 
研修会（第１回，第2回）の事後アンケートから，Webbingやキャンプファイヤー図を用いたワークが有効で

あったことは確認できたが，テーマである「楽しい授業」の「楽しい」という言葉の解釈に差が生じて，「教科内

のことをもっときちんとやるべき」「学力向上にあまり効果がないように思う」といった記述が見られた。このこ

とから，入試の形式に対応できるような知識を獲得することを重視している傾向が強いと考えられる。入試に対

応できる学力はもちろん，生徒自身が学びを深めていくことの本来の楽しさを実感できるような授業を探る研修

会の在り方を模索する必要がある。 
 
(2) 令和5年度の教員研修 テーマ「『楽しく深まる授業』とは？」 
昨年度実施した研修会から見えた成果と課題を整理し，今年度は，生徒自身が学びを深めていくことの楽しさ

を実感できるような授業をより意識し，テーマを「楽しく深まる授業」とした。年度当初から，異なる教科・科

目，異なる経験年数の先生方でチームを組み，各チームで顔合わせも含めたチームづくりや楽しく深まる授業づ

くりを始めた。また，チームの進捗状況を把握するために，計2回チームの代表者を集めたミーティングを実施

した。進捗状況を把握する中で，チームで集まる時間の確保が難しい，楽しく深まる授業づくりについて十分深

まっていないといった状況が見られた。このことも踏まえて，今年度の研修会を計画・実施した。 
令和5年10月12日（木）の1回目の研修会では，事前に「楽しく深まる授業」とはどのような授業なのかに

ついて，チームごとに Webbing に書き出していただいた。楽しく深まる授業の捉え方の広がりや深まりを認識

するために，まずは個人の思考（頭の中）の可視化を行った。前半は，このWebbingをもとに，共通している点

は何か，違いはどんな点なのかをチーム内で探り，すぐに見つからない場合は，言葉の意味や，なぜその言葉が

出てきたのかをチーム内で議論することで，付箋の言葉をよ

り深掘りした。後半は，このチームのWebbingをもとに，チ

ームとして価値がある，こだわっていきたいと考える，「楽し

く深まる授業」に欠かせない視点（軸となる考え方）をチー

ムで見出す活動を取り入れ，楽しく深まるために必要な要素

を探った。ここで出てくる楽しく深まる授業について概念化

されたものは，先生方個人の普段の授業にも応用でき，さら

には「主体的・対話的で深い学び」にもつながるものである

と考えられる。 
令和5年12月6日（水）の2回目の研修会では，前半に1回目の研修会でチームごとに考えた「楽しく深ま

る授業」に欠かせない視点（軸となる考え方）をもとに，具体的な授業デザインを行った。後半では，チームで

考えている「楽しく深まる授業」について共有会を行い，あわせて相互評価を行った。 
研修会（第1回，第2回）は終始，盛り上がりを見せ，こちらの指示が通らない程，議論が白熱しているチー

ムもあった。生徒の学びが深まるような授業とはどのような授業なのかについて，自分の教科の立場で熱心に議

論されている様子が，大変印象的であった。教員研修で置いた，チームの組み方（異なる教科・科目，異なる経

験年数）やテーマの設定（「楽しく深まる授業」とは）等の仕掛けが効果的であったのではないかと考えられる。 
 
(3) 令和5年度 「楽しく深まる授業」授業公開 
令和 5 年１月 30 日（火）までに 5 チームの「楽しく深まる授業」の授業公開が行われた。下表には，Ⅰ：チ

ーム内の教科の編成，Ⅱ：チームとして「楽しく深まる授業」に欠かせない視点（軸になる考え方）について，
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る。生徒が各教科で学ぶ知識を相互に関係付けて教科横断的に学ぶことで，生徒の深い学びにつながり，生徒の

視野や世界観が広がり，物事を多面的・多角的な視点で見る力も身についていくと考えられる。学習意欲の向上

へとつながる，知的好奇心を引き出すための仕掛けや，探究心を引き出すための問いのヒントに関しても，チー

ムで見出すことを期待している。 
令和5年2月24日（金）の2回目の研修会の前半では，「異なるものを互いにつなげ深掘りする」ために有効

な，個々の特性を活かしたチームづくりのワークを行った。そこでは，AFPで生徒が実際に使用するキャンプフ

ァイヤー図を用いた。後半は，前回の研修会で「楽しい授業」について深堀りを行った際に出てきた「ハモる」

という言葉を例に，各々の教科において「ハモる」場面をイメージしながら，「楽しい授業」についてさらに深掘

りを行った。ここでの「ハモる」とは，芸術（音楽）のWebbingから出てきた言葉であり，ハモることがなぜ楽

しさにつながるのかを深掘りし，「ハモる」状態を拡張して捉え，各教科で似たような構造がないかを探った。授

業では，知識同士や生徒同士などが「ハモっている」と捉えることができる場面がいくつも見られると考え，そ

のような学びをつくることで，「楽しい授業」づくりのヒントが得られるのではないかと考えた。 
研修会（第1回，第2回）の事後アンケートから，Webbingやキャンプファイヤー図を用いたワークが有効で

あったことは確認できたが，テーマである「楽しい授業」の「楽しい」という言葉の解釈に差が生じて，「教科内

のことをもっときちんとやるべき」「学力向上にあまり効果がないように思う」といった記述が見られた。このこ

とから，入試の形式に対応できるような知識を獲得することを重視している傾向が強いと考えられる。入試に対

応できる学力はもちろん，生徒自身が学びを深めていくことの本来の楽しさを実感できるような授業を探る研修

会の在り方を再検討する必要がある。 
 
(2) 令和5年度の教員研修 テーマ「『楽しく深まる授業』とは？」 
昨年度実施した研修会から見えた成果と課題を整理し，今年度は，生徒自身が学びを深めていくことの楽しさ

を実感できるような授業をより意識し，テーマを「楽しく深まる授業」とした。年度当初から，異なる教科・科

目，異なる経験年数の先生方でチームを組み，各チームで顔合わせも含めたチームづくりや楽しく深まる授業づ

くりを始めた。また，チームの進捗状況を把握するために，計2回チームの代表者を集めたミーティングを実施

した。進捗状況を把握する中で，チームで集まる時間の確保が難しい，楽しく深まる授業づくりについて十分深

まっていないといった課題が見られた。このことも踏まえながら，今年度の研修会を計画・実施した。 
令和5年10月12日（木）の1回目の研修会では，事前に「楽しく深まる授業」とはどのような授業かについ

て，チームごとに Webbing に書き出していただいた。楽しく深まる授業の捉え方の広がりや深まりを認識する

ために，まずは個人の思考の可視化を行った。前半は，このWebbingをもとに，共通している点は何か，違いは

どんな点かをチーム内で探り，すぐに見つからない場合は，言葉の意味や，なぜその言葉が出てきたのかをチー

ム内で議論することで，付箋の言葉をより深掘りした。後半

は，このチームのWebbingをもとに，チームとして価値があ

る，こだわっていきたいと考える，「楽しく深まる授業」に欠

かせない視点（軸となる考え方）をチームで見出す活動を取

り入れ，楽しく深まるために必要な要素を探った。ここで挙

がる楽しく深まる授業について「概念化」されたものは，先

生方個人の普段の授業にも応用でき，さらには「主体的・対

話的で深い学び」にもつながるものであると考えられる。 
令和5年12月6日（水）の2回目の研修会では，前半に 

1 回目の研修会でチームごとに考えた「楽しく深まる授業」に欠かせない視点をもとに，具体的な授業デザイン

を行った。後半ではチームで考えている「楽しく深まる授業」について共有を行い，あわせて相互評価を行った。 
研修会（第1回，第2回）は終始，盛り上がりを見せ，こちらの指示が通らない程，議論が白熱しているチー

ムもあった。生徒の学びが深まるような授業とはどのような授業なのかについて，自分の教科の立場で熱心に議

論されている様子が，大変印象的であった。教員研修で置いた，チームの組み方（異なる教科・科目，異なる経

験年数）やテーマの設定（「楽しく深まる授業」とは）等の仕掛けが効果的であったのではないかと考えられる。 
 
(3) 令和5年度 「楽しく深まる授業」授業公開 
令和 6 年１月 30 日（火）までに 5 チームの「楽しく深まる授業」の授業公開が行われた。下表は，Ⅰ：チー

ム内の教科の編成，Ⅱ：チームとして「楽しく深まる授業」に欠かせない視点（軸になる考え方）について，チ

ームで作成したデザインシートをもとにまとめたものである。 
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チームで作成したデザインシートをもとにまとめた。 
F Ⅰ：国語・地理歴史（地理）・数学・英語 

Ⅱ：つかんで → ひろげて → つなげて → めばえる 
G Ⅰ：国語・地理歴史（世界史）・保健体育・家庭 

Ⅱ：「楽しく」なるためにはゲーム性と自己表現の要素が必要。 
「深まる」ためにはメタ的な視点からの振り返りが必要。 

H Ⅰ：国語・数学・理科（物理）・英語 
Ⅱ：驚きを伴う発見と納得感，他教科・科目の有用感と意外性 

― 高校では専門性が強いため，あくまでも自分の教科を中心（主）とするべき ― 
J Ⅰ：地理歴史（日本史）・数学・英語 

Ⅱ：他者の考えに触れることで，自分の考えを広げ深める。課題解決の視点や発想を自ら考え出す。 
インプットしたものをアウトプットできる。 

L Ⅰ：国語・数学・理科（化学）・英語 
Ⅱ：つながる（教科間，単元間，自身が持っている知識，過去と現在と未来） 

授業参観の際，生徒同士のやり取りを聞いてみると，例えば，抽象的な概念について，具体的な場面とつなげ

て考え，班のメンバーと議論するといった，生徒自身で学びを深める様子が見られた。それは，教師が置いた仕

掛けが有効に働いていたからであると考えられる。今年度，全チームの授業公開は実現できなかったが，「楽しく

深まる」ことのイメージが湧きづらかったことも原因のひとつとして考えられる。来年度に向けて，授業の中で

生徒はどのように学びを深めているのか，それをどう見とるのかについて全教員で共通認識を図っていきたいと

考えている。そのために，今年度の公開授業の動画をもとに分析動画を作成し，具体の場面で「楽しく深まる授

業」について，より深掘りを行っていきたいと考えている。 
 
(4) 令和5年度 教員研修アンケートの結果 
アンケートに回答いただいた先生方の記述を一部紹介したい。「教員研修（令和 4 年度〜令和 5 年度）の内容

は，今後の授業改善（今の授業が一歩でもよくなること）に活かせると思いますか？」という質問に対して，「『楽

しく深まる』生徒の状態を，日常の授業に少しでも実現しようという視点が高まった」「生徒の頭の中で異教科が

コラボしている状況が常であるとして，それを活性化することを意識して授業実践していきたいと思っている。

物理的に他教科の先生方と常に協働はできないとしても，時には，それぞれが持っている考えを共有することは，

気づきや発見につながるものがあると思います。」という記述が見られた。また，「研修全体を通して，考えたこ

と，ご意見，ご感想，ご質問等がありましたらご自由にご記入ください。」という項目に対して，「自分で研究授

業はしなかったが，たくさん見学させていただいた（みなさんありがとうございました）。どれも生徒が意欲的に

活動する『楽しい』授業だったと感じる。『深まる』の部分にどうアプローチするか，何を，いかにして深めるか

が今後の課題だと思う。進学校として『受験につながるか』という発想が必要であると同時に，生徒に身につけ

させたい学力をどう定義するかについても，教員間で議論を深める必要があると思う。」という記述が見られた。

肯定的な意見を多くいただいたが，現実の業務との兼ね合いについて言及された意見もあり，今後研修をどう位

置付けていくのかが課題である。また研修を通して，そもそも「生徒に身につけさせたい学力をどう定義するか」

といった，根本の部分について教員間で議論をするきっかけにもなったと感じている。今後の研修の在り方とし

て，全教員で学校として育てたい生徒像も意識しながら，授業を探究することにもつながると期待される。 
 

７ 引用・参考文献 
・「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申），令和3年1

月26日，中央教育審議会，pp.56-57 

・Society5.0に向けた人材育成～社会が変わる，学びが変わる～，平成30年6月5日，文部科学省，pp.6-13 

・「未来の教室」とEdTech研究会 第2次提言，令和元年6月，経済産業省，p.4 
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主体的・対話的で深い学びの実現を目指して

～自ら学び、思いや考えを伝え合う力を育む国語科指導～

岡田 奈未

Ⅰ 研究の目的

本研究の目的は、「学ぶ力の育成」を目指した、主体的・対話的で深い学びを実現するための授業改善の取り

組みを進め、授業のあり方、そして、その普及の方法について、実践を通じて明らかにしていくことである。

社会が急速に変わる今、社会に出て活躍していくためには、ただ正しい答えを知っていることや、決められ

たことをこなしていくことではなく、自分でより良い答えを導き出したり、様々な考えを比較、検討したり、他

者と協働し合って納得解を創り出したりするような力が必要とされている。こうした時代の変化に伴い、私たち

のなすべき授業も、主体的・対話的で深い学びを実現していくようなものへと変容していくことが求められてい

る。

にもかかわらず、「主体的・対話的で深い学び」というキーワードで進められる授業改善の取り組みの実際

は、これまでの学習活動や教材と乖離した発展的な課題や、学習内容をまとめ直すことを目的とする単元末レポ

ートの作成等を、「主体的」な学びとして位置づけたものや、「対話的」と言いながら、話し合いが行われている

だけで、何のために話し合っているのかということが、子どもたちにも指導者自身にも曖昧な理解であるまま進

められ、お互いの意見を確認し、誰かの意見を班の意見として発表する授業など、形式的に変わっているという

ことを示す事実があるだけである。さらに、依然として教師主導で進められる学習や、生徒の発言が生かされな

いまま、最終的に教師が教えたいことを丁寧にまとめていくような授業もある。結果として、教師は良い授業を

したいと願い、授業改善に取り組んでいるものの、本質的に授業が改善しているとは言い難く、子どもたちに、

授業は教えてもらう場であり、おもしろくないものであると認識されているという現実がある。本来、学ぶこと

は楽しいことであるはずである。だからこそ、我々教員はそうした現実に向き合い、生徒が楽しみながら、自ら

学んでいく力を育成していく授業へと作り変え、学びを復権させていかなければならない。

本研究では、学びの復権を、授業で何を行うのかという方法論を追求していくことではなく、次の二つのこ

とを両輪として、協働的に授業改善の取り組みを進めていくことで実現していこうとしている。

一つは、「目指す生徒像」を軸とした学校組織としての授業改善の取り組みである。「目指す生徒像」を共有

し、同じ視点を持って学びを構築していくことは、子供たちが安心して自分の考えを表出したり、協働的に課題

を解決したりできる学習集団の質の高さにつながる。そうした集団の一員として、一人では、よくわからなかっ

たことに友達と一緒に向き合い、みんなで分かっていくという過程や、自分の考えが、誰かの役に立ったという

自己有用感を抱くことは、みんなで学ぶということの楽しさや価値を体感させていくことにつながるだろう。

もう一つは、教科の専門性を高めるための取り組みである。子どもたちは、「わかりたい」という気持ちを強

く持っている。知らなかった世界を知り知識を活用できること、授業を通して、自分の考えの深まりを実感でき

ることは、まさに、学問の楽しさを体感し、その楽しさからもっと学びたい、もっと知りたいという意欲の高ま

りへとつながっていくだろう。

この二つの学びの楽しさを追求していくことこそが、今、義務教育に求められていることであり、主体的・

対話的で深い学びの実現は、この二つの学びを位置づけていく営みに他ならない。

Ⅱ 「目指す生徒像」を軸とした、学校組織としての授業改善の取り組み

１ 授業改善をきっかけとして「志」を共有する

そこで、勤務校の取り組みとして、目の前の子供たちにどんな力をつけたいのかといった目指す生徒の姿や

授業のあり方を、共通したビジョンとして描き、その「目指す生徒像」を軸に、授業改善、組織改善を進めてい

くこととした。そのビジョンを所与されるものではなく、目指す方向性を示す目標や学校組織の共通した未来像

にしていくためには、何よりも課題認識が重要視されなければならない。

しかし、はじめ、勤務校では、その課題認識が「主体性が乏しい」といった、言葉としての共有に留まり、

その具体の姿やそこに対する教師の思いについては、語り合われないままであった。本当の意味で、我々教員が

共通したビジョンを描いていくためには、改めて、みんなで課題を把握し、その課題の解決に向けて取り組んで
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いくことが求められた。

そこで、生徒の具体の姿をもとに現状を把握し、「目指す生徒像」を具体的に描き、共有していくための語り

合いを生み出すため、「漢字の構成」の授業提案を行なった。授業は、我々教員にとって最も生徒の学ぶ姿に向

き合う場であり、思いや経験を語りやすい「材料」となるはずである。

「主体性が乏しい」という現実を、私自身は、答えを待つ姿、そして誰かの意見に頼ろうとする姿として見

取った。こうした生徒の現状に対し、他者と考えを理解し合うために根拠を持って検討しようとする姿や、自分

一人ではわからなかった問題を、友達と一緒に考え、説明したりつけ加えてもらったりすることで、理解を深め

ていくことができるような姿を目指したいと考えた。そのために、偏と旁などの漢字を構成する「部品」に注目

して、新しい漢字を創作するという課題を設定した。正解が一つではない学習課題に、グループで意見を出し合

いながら取り組み、各自が出した意見を調べたり比較したりしながら、目指す姿を実現していくことを提案した。

協議の中では、生徒が自分の意見を友達に伝える姿や、友達の意見を一生懸命聞き、試行錯誤していく姿が

見出された。一方で、「できる子だけではなく、苦手な子も、主体的に、協働的にできるだけの話し合いのスキ

ルがついていない。（中略）『聴く』ってどういうことなのか、改めて教えていかなければならないのではない

か。」「話し合いが進まないグループや盛り上がっていかないグループもあった。全体として、発言するだけで、

受け止める側が、言葉にして受け止める力がついてないよね。相手の意見を聞きながら『なんでそう思ったの？』

とか、『○○君はこう言ってたけど、私は～。』など、つなぎの言葉が言える聴き手を育てることが必要かな。」

という発言がなされた。授業者が目指す生徒の姿と実際の姿の差

から、生徒が主体的・協働的で深い学びに向かえていない要因と

して、話し合いのスキル不足が挙げられた。

授業を「材料」とすることで、生徒の課題を具体的な姿として

みんなで共有していくことができた。そして、課題を共有するこ

とで、生徒たちに、今、どんな力をつけなければならないのか、

どんな生徒に成長してほしいのか、そのためにどんな授業が求め

られているのかということも自然と共有された。その結果、共有

ビジョンとしての「目指す生徒像」が議論され、教師の思いを大

切にした新たなグランドデザインが、図１に示す通り完成した。

その際、共有された「目指す生徒像」が次の３点である。

【目指す生徒像】

・他者を尊重し、共に課題を解決していこうとする生徒

・目的意識をもち、自ら考え表現する生徒

・地域を愛し、地域に貢献する生徒

こうした共有ビジョンは、作って終わりではなく、常に教育活

動の中心に置かれることで、検討が重ねられ、ブラッシュアップ

されていくべきものである。勤務校では、生徒の実態の変化や、取り組みで見られた成果と課題に基づき、変更

が加えられている。

センゲ（ ）は、「チームの中核的な学習能力」として、「志の育成」の大切さを指摘し、そのディシプリン

の一つとして「共有ビジョン」を挙げている。「志の育成」とは、個人、チーム、組織が、自分たちが本当に望

むことを思い描き、自ら望んで変化していくための意識と能力のことである。ここでの取り組みは、授業改善を

きっかけとして、この「志」を育成し、共有していく営みとなった。

２ 「目指す生徒像」に基づく授業改善の現実

ビジョンを共有し、目指す姿が具体化されたことで、教員の授業改善への意識が高まり、主体的・協働的で

深い学びを実現するための提案的な取り組みが多く行われた。学校生活の大部分を占める授業で「目指す生徒像」

が意識されていくことでしか、その姿の実現に辿り着くことはできない。だからこそ、育成された「志」のもと

で、こうした取り組みがなされたことは、一つの成果として位置づけられる。

しかし、その授業改善の取り組みの軸として、共有ビジョンが明確に捉えられ、有効に働いていたかという

と、十分ではない。授業者も参観者も、「目指す生徒像」につながる生徒の姿に無意識なままであり、共有ビジ

ョンに照らし合わせながら、授業の中で見られた事実を位置付け直すことが十分にできていないことや、教科の

図１ 令和 年度グランドデザイン
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学びに焦点化したまま、提案と検証の営みが繰り返されているという現実が見えてきた。

「目指す生徒像」やグランドデザインをみんなで作り、同じ方向を向いて進むための共通理解は進んだが、

理解することと、その意味を解釈し、反映、実行していくことの間には、大きなハードルがある。そこには、

「目指す生徒像」を支える資質・能力の育成という共有ビジョンよりも、各教科の学びを確かに成立させるとい

う意識が、中学校教員の中に深く染み込んだ前提として、授業づくりの営みの中で、強く働いているという現実

が見えてくる。センゲ（ ）は、こうした「私たちがどのように世界を理解し、どのように行動するかに影響

を及ぼす、深く染み込んだ前提、一般概念」を、「メンタル・モデル」と呼び、「チームの中核的な学習能力」の

ディシプリンの一つとして位置づけている。

「目指す生徒像」を授業改善の軸に据えていくためには、研究授業、公開授業、そしてそれに伴う協議の場

を見直していく必要がある。一人ひとりの解釈をもとに描かれる「目指す生徒像」をどう解釈し、授業でどんな

姿を目指していくのか、その実現のために授業をどう展開していくのか、という提案が、授業アセスメントの柱

としてみんなで検証されていくことで、生徒や授業の課題が導出され、学校として目指す生徒の姿をどう実現し

ていくのかということをみんなで考えることにつながっていく。そして、そうした提案と検証が繰り返される中

でこそ、一人ひとりが、自身の授業を省み、深く染みこんだ前提を自覚することができ、メンタル・モデルの再

構築が行われていくはずである。

しかし、「みんなで」といっても、我々教員は授業の中から様々な事実を見取っており、その視点は教師一人

ひとりに委ねられてきた。そこで、勤務校では、「目指す生徒像」に焦点化した授業改善を進めていくために、

学校オリジナルの簡易学習指導案「授業観察シート」の作成や、授業アセスメントの充実を図る研修を行った。

３ 目指す生徒像の実現を目指す授業提案～短歌の授業公開を通して～

こうした取り組みの実践の場として、私自身の国語の授業を公開し、一つの授業をみんなで参観し、検討し

ていく場を設定した。「目指す生徒像」を中心に据えて、教科の枠を超えてみんなで行う授業改善の取り組みを

推進していくために、共有した視点に基づいた授業参観や、柱に沿った研究協議を実践することを目的に行っ

た。

⑴ 授業の具体

本実践では、２年生の「短歌の世界」を題材とし、単元名を「三十一文字に思いを込めて」とした。短歌は

三十一音の定型で情景や思いを表現するため、作者が言葉を厳選し完成されたものである。だからこそ、一つ一

つの言葉や表現へのこだわりを読み解いていくことで、言葉で築かれる世界の広がりや、創造することの楽しさ

を感じることができる。この単元だからこそ、学校の「目指す生徒像」や、そこから設定した国語科が目指す

「自他の言葉に関心を持ち、自分の考えを表現する生徒」の姿につなげていくような授業が提案できるのではな

いかと考えた。

生徒たちは、これまでの学習で、話し合いや教え合いの学習を積み重ね、友達の言葉にしっかり耳を傾け、

学びに生かそうとしてきた。一方で、作者や友達といった他者の言葉を受容はしているが、その言葉や表現に託

された思いを考え、深く理解しようとしたり、そこから自分たちで新たな考えを導き出したりすることには課題

が見られる。今、私が目指す「他者を尊重し、共に課題を解決していこうとする生徒」の姿とは、そうした他者

の思いを大切にすることに加え、一つの課題に向けて、お互いの意見を比べたり、問い合ったり、深め合ったり

しながら、グループやクラス全体で、結論を導き出したり、新たな考えを構築したりしていこうとする姿であ

る。

そこで、本時の学習では、「二つの短歌を比較しながら、一方の短歌の魅力を説明する」という正解が一つで

はない問いについて、立場を分けて考えることや、三つの異なるグループでの学習活動（①学習班で同じ短歌に

ついて読み深める活動、②同じ短歌を担当する四つのグループの交流活動、③異なる短歌を担当する班とのアピ

ール合戦）を通して、そうした姿を目指していきたい。

とりわけ、「目指す生徒像」の一つである「徳：他者を尊重し、共に課題を解決する生徒」の姿を具現化する

ために、ジグソー的な取り組みを繰り返し行っていくという提案を重要視し、協議のはじめにも授業者として改

めて語った。そのジグソー的な取り組みの具体が、上記①～③である。

こうした授業の構想を、勤務校の「授業観察シート」の形式に当てはめて示す。
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図２ 単元「三十一文字に思いを込めて」の授業観察シート

⑵ 「目指す生徒像」の実現の状況

本時は、「二つの短歌を比較して、一つ一つの言葉に凝縮された作者の思いや表現の効果について考え、短歌

の魅力を説明しよう」というめあてに沿って、協働的な学習活動を通して、自分たちの考えを構築していく授業

である。予習の段階では、生徒たちは「短歌Ａよりも短歌Ｂの方が魅力的」と言いながら、そこに挙げられてい

る理由は「なんかうまい」「切ない感じがしていい」といった具体性に欠けるものであった。本時の学習で目指
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すべきことは、友達と意見を出し合いながら、その思いの具体や根拠を明らかにし、「Ａの歌にはＢの歌にはな

いこういう魅力がある」ということを説明することである。短歌などの韻文の授業では、言葉へのこだわりや言

葉で築かれた世界の広がり、創造する楽しさを味わうことができるという価値がある。しかしながら、実際行わ

れている授業の多くで、技法や型などの知識の習得や、教師の解釈に従って内容を読み取っていくような学習が

展開されている。そこでは、 を活用した調べ学習や発表を行っているものの、単にネット上の知識や解釈を

切り貼りして伝えて合わせているだけの学習や、獲得した基礎知識や解釈をもとに、短歌の感想を書いたり、創

作させたりという学習が、主体的・対話的な学習の一つとして設定されている。こうした授業が展開される背景

には、教科書に掲載されている一つ一つの短歌を正しく読み取らせなければならず、そのためには、ある程度こ

ちらが読み方を教えていく必要があるという国語科としての教材への固定化した思いがあるのだと思う。

そこで、本実践では、従来の短歌の授業のあり方を見直し、短歌の読み取り自体を教え込むのではなく、自

分たちで短歌の読み取りや解釈を作り上げていくという発展的な学習から国語科としての学びを成立させていく

という授業展開を考えた。そういう営みをさせていくために、本時で取り入れた手立ての意味を、次のように考

えている。

・二つの短歌を比較し、その魅力を説明するという課題設定の意味

短歌を比較し、どちらが魅力的なのかを説明していくためには、生徒自身が判断したり、短歌を批評したり

することが必要となり、判断や批評の根拠が求められる。つまり、「魅力的」「好き」という自分の感覚を、短歌

の言葉や表現から、根拠を探し説明する必然性が生まれてくる課題となっている。

・ジグソー法という学習形態の意味

１時間の授業の中で、同じ課題について、ジグソー法を用い三つの異なるグループでの学習を積み重ねた。

グループで作ってきた解釈を、同じ立場の別のグループの人の解釈と比べながら議論することによって、自分が

見えていなかった別の視点での短歌の見方に気づいたり、もう一度元のグループで、そして自分自身で検討し直

したりすることによって、読みを広げたり深めたりすることにつながっていく。さらに、立場の異なる別の短歌

を担当したグループと、討論することによって、比較が明確になされ、観点が確立し、生徒自身の中で読みが確

かなものになっていく。

このような意図をもって行われた本時の学習を通して、生徒は表記の違いや言葉の選び方、対比や表現技法

の効果、描かれる情景が明確なのか曖昧なのかという違いや、短歌から読み取れる思いに気づき、短歌の解釈の

ポイントを増やしていった。短歌を比較して批評し合いながら読み深めることで、一つの短歌の解釈を築き上げ

ることだけではなく、こうした解釈の観点を生徒自身が見出すことができたと考える。自分たちで見つけた解釈

のポイントをもとに、次時から他の短歌の読み深めや短歌の創作の学習を行った。生徒が自他の言葉に向き合

い、友達と学び合うことで、理解したり表現したりしようとする姿勢につながっている。まさに、私自身が目指

していた「他者を尊重し、共に課題を解決する生徒」の姿が具体的な学びの姿として表れているといえる。

「目指す生徒像」を意識することで、どんな課題を設定すればよいのか、どんな学習活動を取り入れるのか

ということが明確化され、授業が構成される。その意図された学習が展開されることによって、三十一文字の言

葉に込められた思いを読み取るという国語の力を育成するとともに、「目指す生徒像」の実現に向けた資質・能

力を育成することができている。

⑶ 解釈された「目指す生徒像」の見取り

続く研究協議では、「目指す生徒像」の実現に向けての授業者の思いや働きかけの提案が、生徒の学びの実際

と照らし合わされながら、協議の柱に沿って検証された。特に、私が提案として重要視していた、三つのグルー

プでのジグソー的な学習展開に対して、生徒の学びが変容していく様子が捉えられ、その意義が語られた。「目

指す生徒像」を観点とした授業提案や授業検討を通して、私の解釈や提案がおおむね受け入れられ、一つの授業

のあり方として、先生方の中で価値づけが行われていったと判断できる。また、生徒の学びの姿から見られた課

題に対し、解決策を考えていくような協議も行われた。

こうした気づきは続く他の先生方の研究授業や公開授業の指導案検討でも話題となり、学習活動の形態が検

討されていった。これまでは既存の学習班を中心に協働的な学習が組まれていたが、本当にその協働の形でいい

のか、そこで生徒はどんな発言をするのかということが想起され、活動の人数や関係性、複数のグループの活用

などが検討され、意図をもった協働的な学習になっていた。また、その後の交流の持ち方も、全ての班が全体で
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発表する方法だけではなく、グループ同士、または１対１での説明や、自由に動いて複数の友達と交流する方法

など、様々な形が検討され、これまでとは異なる交流の形にチャレンジする授業の姿も見られるようになった。

固定化されていた学習の流れや型といった前提が見直され、人数や関係性、複数のグループの活動、交流の仕方

などが意識された授業展開がなされている。このように、私自身が授業で行ったことやその後の協議会で価値づ

けられたことが、次につながっていくということは大きな成果である。「目指す生徒像」を軸として、私自身の

国語科の授業を改善し、提案していくことで、同じ視点で、組織として授業改善の取り組みを進めていくという

こと、一人の授業をもとに、みんなで授業のあり方を考えていくということが、教科を超えて教師の協働的な学

びとして成立しつつあるといえる。

４ 「目指す生徒像」を軸とした授業改善の取り組みから示唆された課題

一方で、共有ビジョンを実現していくという学校の組織的な取り組みと、教科の授業を改善していくことの間

にジレンマが起きているのも事実である。

先の短歌の授業の検討において、生徒の学びの姿から、活動の意義や授業の形式については議論されたが、

そこから国語科の学びがどう喚起され、深まっていったのかについては語られていかなかった。

さらに、この短歌の授業に続けて、３年生の国語科担当 教諭の授業が公開された。これは、学校が目指す生

徒の姿や授業のあり方に、国語科としてどう寄与していくのかということを考え、提案するための場として、教

科会で協議、検討を重ねながら構成した授業である。協議の軸となったのは、「目指す生徒像」の一つである

「他者を尊重し、ともに課題を解決する生徒」の姿、そして、そのために国語科が掲げる「自他の言葉に関心を

持ち、表現できる生徒」の姿をどう描き、そして、どう実現していくのかという点である。

授業は、教科書に掲載されている二つの広告を比べながら、メディア・リテラシーについて、実感的に考えて

いく学習場面である。授業者は、級友たちと意見を交流する機会を多く経験している反面、事前に考えをまとめ

たものを伝えるにとどまっている生徒も多いという課題を捉え、相手の言葉に関心をもち、自分の意見を表現し

ようとする生徒の姿を実現していくため、批判的な視点を持ち、かつ即興的な対話の場面を設定した。対話はグ

ループを変えながら行われ、よりスムーズに意見を構築していくための手立てもなされていた。実際、各グルー

プで白熱した議論が行われた。その中で、生徒は、友達の意見を受け止め、その内容に沿って、新たな言葉を紡

いでいきながら、二つの広告の違いや、作り手の意図を明らかにしていった。学校が目指す方向性に沿った、活

動的で挑戦的な授業であった。

その反面、教材を十分に生かすという点では課題の残る授業であった。この教材では、二つの広告を比較し

ていくことによって、メディアとの関わり方自体を相対化し、メディア・リテラシーを身につけていくことが目

指されるべきであった。にもかかわらず、学ばれた内容は、授業で扱った広告や の情報の受け取りに留ま

り、身近にある他の様々な情報との適切な関わり方についての考えの形成や、併設されている同テーマの論説文

との関わりの明確化はなされなかった。

国語科の授業として、この教材だからこそ学べることを十分に議論できないまま授業が展開され、授業後の

研究協議会においても、学校の「目指す生徒像」を実現するための学習活動の有効性に焦点化され、国語科とし

ての学びの質や教材の持つ意味について指摘する声は聞かれなかった。

「目指す生徒像」を軸として、教科の枠を超えた授業改善を進めていくことによって、勤務校の組織力は確

実に高まっていった。しかし、組織的な取り組みに傾倒していったために、本来、大切にされるべき教科の本質

的な学びへの視点が弱まっていくという事象が生じたのである。こうした事象は、国語科だけではなく、他の多

くの授業でも見られた。

５ 教科の専門性を核として学校組織にコミットしていく社会科教員

事実、 月の公開に向けた社会科の授業提案は次のようなものであった。

Ａ【検討前の「授業観察シート」】

●指導者の思い

・これまでの井原市の地域おこしを考える活動は、総合的な学習の時間等でされてきたが、本時では実際の

例をもとに、より実践的な地域おこしを考える時間にしたい。

・生徒は井原市の特色をある程度理解していると思われるが、実際の例をもとに考えることで、普段とは別

の面から特色を見てほしい。

・自分たちの強みである意見交流を生かして、内容が深まる話し合いをしてほしい。
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●研究テーマに基づいた授業づくりの際に意識したこと

「目指す生徒像」の「志」にあたる活動として、社会科で取り組みやすい「地域おこし」の話を扱うこ

とで、地域愛や今後井原市で貢献できる生徒を育めるのではと考えた。また、「目指す生徒像」の「徳」に

あたる活動として、グループで取り組める内容にした。

家庭学習では、実際に行われている地域おこしを調べることで、本時で井原市の地域おこしを考える際

に、スムーズに意見を出せるようになると考えられる。

提案されている授業は、家庭学習で調べてきた他地域の町おこしの取り組みをグループで交流し、その情報

をもとに、井原市の地域活性化のアイデアを考え、発表し合うという活動であった。ここまでの他の教科の研究

授業では、「目指す生徒像」の「知：目的意識をもち、自ら考え表現し実践する生徒」「徳：他者を尊重し、共に

解決していこうとする生徒」の育成を中心とした提案が多く、「志：地域を愛し、地域に貢献する生徒」の育成

については、総合的な学習の時間や特別活動に託されていた。社会認識を作っていくという社会科の特性を生か

し、「目指す生徒像」の「志」の部分を形にしていこうという挑戦的な取り組みであり、井原中学校という組織

の力を高めていく上で、価値ある挑戦である。授業者自身も下線部の通り、社会科教員として、「志」の部分に

アプローチしていくことに可能性や価値を感じている。まさに、勤務校の「目指す生徒像」の実現に寄与してい

こうとする授業構想である。

しかし、学校組織の一員として、「目指す生徒像」を出発点として授業を構成した結果、総合的な学習として

の要素が強くなり、社会科の専門性が希薄化している。こうした課題を捉え、この学習指導案の検討を通じて、

次のようなやり取りがなされた。

はじめに、社会科として、本単元で、生徒が何を学ばなければならないのかということに目が向けられた。

教科書には、地域おこしの実際として、交通網の整備によって発展した地域について例を交えて書かれている。

その内容と「井原市活性化の課題として『施設が少ないこと』を大きな原因として考えている」という生徒の実

態、「新しいものを作ることではなく、今ある施設を使ってどうするのか、どう変えていくのか」ということを

考えさせたいという社会科教員の思いが結び付けられ、「井原駅」「井原鉄道」を視点として具体化していくとい

う方向性が見出された。「井原鉄道を観点にした地域おこしのアイデア」をグループで検討し、他者に説明する

という主体的・対話的な学習活動を通して、井原市の現状を把握した上で、「地域の活性化」という社会認識を

構築していく要素として、特産物や文化、地形といった地域資源に加え、交通網の維持、整備の有効性への気づ

きが重視された。改めて、「志：地域を愛し、地域に貢献する生徒」を、社会科の学びの中でどう捉えていくべ

きなのかが考えられ、交通網の維持、整備が進んでいくことが地域の発展を考えていく上で不可欠であるという

社会科の本質に近づいていくことができる授業構成へと変容していった。また、「他地域の例」を取り上げると

いう学習の手立てについても、改めて、社会科の学びの中で議論され、社会科として生徒の将来の姿を見据えた

時、金銭面やシステム面、持続性を考えた上で、実現可能であるかどうかという視点を大切にしたいという思い

が、社会科教員によって語られた。これまで意見をスムーズに出すための手立てとして認識されていた「他地域

の例」を取り上げるという学習過程が社会科の専門性に基づいて、位置づけ直された。

結果として、「授業観察シート」の記述は、次のように変化した。

Ｂ【検討後の「授業観察シート」】

●指導者の思い

・これまでの井原市の地域おこしを考える活動は、総合的な学習の時間等でされてきたが、本時では、他地

域で行われている例をもとに、より実践的な地域おこしを考える時間にしたい。地域を活性化させていく

ことと、交通網を維持していくことは相互関係にある。交通網を維持していくために、地域の誇れる部分

をアピールし、関係人口を増やすための取り組みを充実させることを、学びのポイントとした。そのこと

により、観光客にとっても居住者にとっても大切になる交通網の維持、整備の効果に着目できるように促

していく。

・生徒は井原市の特色をある程度理解していると思われるが、他地域の例をもとに考えることで、これまで

と別の視点から井原市を見つめ直し、観光客の誘致など関係人口の増加に目を向けてほしい。

・活発に意見交流できるという生徒の強みを生かして、新たな視点で考えるなど、内容が深まる話し合いを

してほしい。
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●研究テーマに基づいた授業づくりの際に意識したこと

「目指す生徒像」の「志」にあたる活動として、社会科で取り組みやすい「地域おこし」の話を扱うこ

とで、地域愛を持って、今後井原市で貢献できる生徒を育成したいと考えた。また、「目指す生徒像」の

「徳」にあたる活動として、協議を通して、お互いの意見を尊重して、新しいアイデアを生み出すことが

できる内容にした。

家庭学習では、実際に行われている地域おこしを調べることで、本時で井原市の地域おこしを考える際

に、実現可能であるという視点をもって、新たな意見を出すことができるようにした。

明らかに、協働的な指導案検討の場を通して教科の専門性が高まり、社会科教員としての思いが強く表れて

いる。実際、授業の中で、子どもたちは井原市の魅力や課題に目を向けながら、井原市に貢献していくための現

実的なアイデアを考え、プレゼンを行うとともに、井原駅がなくなることで、どのような不利益が生じるのか、

交通網を維持、整備することの意味はどこにあるのかということや、人口の推移といった社会科の資質・能力を

身につけていく様子が確かめられた。社会科の専門性を核として、学校組織にコミットしていくことを実現した

授業であるといえる。

主体的・対話的で深い学びの実現に学校組織として取り組む中で、どうしても、生徒の活動を中心に授業を

構成しようとする思いが強くなる。そこで見出される「目指す生徒像」に合致するような授業のねらいや学習活

動の意図が顕在化してくることになるが、改めて、この活動を取り入れることの意味を、教科の視点に立ち返っ

て、あるいは教材の本質に目を向けて、考え直していくことが、「目指す生徒像」と教科の学びを統合していく

際に必要となるのだ。

６ 学校組織としての授業改善の取り組みから

ここまでの取り組みから、学校組織として、教科の枠を超えて授業改善を進めていくためには、共有ビジョン

を軸として、 サイクルを回していくことの有効性が確認された。しかし、そのプロセスを主体的・対話的

で深い学びを実現させていくものとして機能させていくためには、繰り返し現状を把握し、そこで見られた課題

を一つ一つ改善していくことが求められる。その サイクルを見直していくための装置は、授業改善の取り

組みでしか実現しえないだろう。

勤務校は、そうした取り組みを通して、授業改善、学校改善を進めてきた。そこから得られた知見として、学

校組織の一員としての視点と教科の専門家としての視点の両方を持って、授業づくりや授業改善に取り組んでい

くことの必要性が示唆された。

現在、多くの学校で、「目指す生徒像」を意識した取り組みや、主体的・対話的な学びを意識した取り組みが

進められている。しかし、そうした学校組織としての一面を重視した時に、教科の専門家としての視点が弱くな

るということが起こりうるのだ。だからこそ、改めて、教科の専門性を高め、教科の専門性を核として、学校組

織にコミットしていける教科の専門家としての成長が不可欠になってくる。

Ⅲ 国語科の専門性を高めるための取り組み

１ 学校を超えた地域での取り組みにしていくことの必然性

教科の専門性を高めると言っても、現実として、規模の小さい学校や、一人で一つの学年を担当できる学校で

は、教科について語り合う機会は限られる。また、学校としての研究に加え、校内の国語科が独自で研修を進め

ていくことも、新たな組織や取り組みを作り上げることも難しい。こうした現状から、今ある井原市学校教育研

究会の中学校国語班会という組織を利用しながら、学校を超えて、地域で教科の専門性を高めるための取り組み

を進め、そのあり方を検討していくことが望ましいと考えた。そこで、授業をお互いに公開し合って対話する場

や、授業づくりの思考のあり方を一緒に考え実践していくような研修を実施してきた。

２ 国語科教員の抱える課題～若手教員との授業づくりを事例として～

その一環として、井原市の他の中学校に勤務する若手教員Ｔと協働的に授業づくりに取り組んだ。Ｔ教諭が

選んだ教材は、３年生の説明的文章「フロン規制の物語」である。本教材は、フロンが開発されてから規制され

るまでの一連の物語に関する内容が語られる前半部分と、「フロン規制の物語」を一般化して科学の営みの性質

や問題点をまとめるとともに、読者に求められる行動を主張した後半部分から成っている。このフロンの物語に

ついて述べられた「具体」と、それを一般化して述べられる「抽象」という二つのレベルの関係性を理解するこ

とこそが、本教材を学ぶ価値である。国語科の本質的な学びの楽しさを追求するという視点に立てば、この教材
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で求められているのは、「フロン規制の物語」の内容理解だけではなく、筆者の「具体と抽象」を用いた語り方

に注目して思考したり、表現したりする力の育成である。

Ｔ教諭は、説明的文章の指導に対して苦手意識があり、自分自身の授業を振り返り、教材文の内容把握で留ま

っている今の授業では不十分であるという自覚や良い授業をしたいという思いを持ちながらも、うまく改善する

ことができないジレンマを話してくれた。そこで、実践を交えながら、この教材の価値である「具体と抽象」を

用いた説明の仕方や、そこにつながる読み取りを主体的・対話的に行う学習方法について協議を重ね、協働的に

授業づくりの種を紡いでいった。

その種をもとに、Ｔ教諭が構想し、９月に行った授業実践は、次のようなものであった。

【Ｔ教諭の「フロン規制の物語」公開授業の流れ】

１、 前時の振り返りとして、それぞれの小見出しに書かれている内容をグループで確認し合う。

２、 本文に書かれている二つの立場（フロンの規制は「杞憂」であると考えフロン使用を進めようとする

立場、「転ばぬ先の杖」と考えフロンを規制しようとする立場）を全体で確認する。

３、 めあてを提示し、学習の流れを確認する。

それぞれの立場になりきって、フロン規制について話し合う準備をすることができる。

４、 グループで、指定された立場の主張とその根拠を立案し、次時のディベートの準備をする。

① 一つ目のグループで主張や根拠を、教科書やタブレットの情報から探し、整理する。

② グループを変え、二つ目のグループで意見を交流する。

③ 元のグループに戻って、活動②で得てきた情報を共有する。

５、 次時に、本時で考えた主張と根拠をもとに、ディベートを行うことを予告する。

６、 振り返りを行う。

本文で「フロン規制の物語」の一部として取り上げられている、二つの立場を理解するために、ディベート

という学習形態を選択し、自分の意見を持たせようとする授業展開であった。全体として、生徒は活発に話し合

い活動に取り組み、生徒の発言や活動で展開していく授業であった。特に、グループ活動では、お互いに「なん

でそう言えるん？」という根拠を明確化する問いかけや、「もう一方の立場で考えているグループはこう言うと

思うから、この部分を強調しよう」といった意見の焦点化を促す発言も見られ、話し合いが活性化し、一人ひと

りが自分の考えを持ち、友達と一緒に新たな考えを構築しようとする姿勢が見られた。Ｔ教諭自身も、授業の意

図を明確に持った上で実践でき、そこで見られた生徒の学びの姿を「今日は私が思っていた以上にいろいろな意

見が出ていて、３年生がそこまで出せると思っていなかったので、すごく面白いなと思いながら見ていました」

と肯定的に捉え、授業者として授業の楽しみを見出していた。

しかし、そうした学習活動の中で見られた生徒の発言は、教材文に書かれているフロンの特性や、フロンが

規制されるまでの流れについての説明や調べた内容の共有に留まっており、筆者の「具体と抽象」を用いた語り

方に注目して、思考したり表現したりするような姿は見られなかった。つまり、「フロン規制の物語」に書かれ

た内容を理解したという事実があるだけで、「具体と抽象」に注目することで、筆者の主張を効率的に理解でき

るという経験や、その経験を生かして、他者にわかりやすく伝えるために、適切な具体例を入れた上で主張しよ

うとする自身の表現への転化を促すような学習にはなっていない。さらに、そこに対する、授業者の気づきも生

まれてはいない。

続けて、今回、ディベートという学習活動を選択した理由について、次のような発言がなされた。

岡田 子供たちは本当によく読んで、フロンに賛成、反対のそれぞれの立場に立って意見を持ってたと思うんだけ

ど、私は、大事なのはこの先だなって思っていて…えっと、先生にとって、ここでディベートをする意味っ

て？どう思ってディベートにした？

Ｔ教諭 えっと、私は、ディベートでの勝ち負けというよりは、全員が、ちゃんと賛成派はこういう思いがあるから

賛成してるんだ、反対派がこういう思いがあるから反対するんだっていうのは理解してほしいなっていうの

があって。フロンを規制するべきじゃないかと考える立場の人はこういうことを考えてる。その思いに気づ

くことを 番の目的としていて、そのディベートをうまくやるとか、勝つとかそういうことよりも、やっぱ

りお互いの価値を知る。ちゃんとこうやっぱ調べることによって、そこの立場の人がどう考えてるっていう

のをすごく理解できると思うし、相手に説得されることによってはその考えもあるんだな。自分はその賛成

派だから、こっちしかしなかったけど、あ、反対側、こういう考えを持ってるんだっていうのが知る方法だ

ったのかな。
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こうした、授業構成やＴ教諭の省察からは、Ｔ教諭の所属する学校組織が研究テーマに掲げる「対話ある授業

を実現する」ことに終始し、結果として、教科への意識が希薄化してしまったという課題が見出される。国語科

の学びとして焦点化されるべき「具体と抽象」について、対話を通して理解していく過程が組織されなければな

らなかったにもかかわらず、その重要性が共有されていなかったのである。

このことは、協働的に授業を作っていく中での課題も明示することになった。その具体として、Ｔ教諭自身

の解釈が作られないまま、指導的立場にある教員が、言葉を紡いでいった結果、この教材をどう教えていくかと

いう方法論ばかりが、Ｔ教諭の中で問題化されてしまい、この教材で何を教えていくのか、どんな力をつけるの

か、そして、そのための学習活動や手立てをどう仕組んでいくのかといった、国語科の資質・能力の育成という

視点で省みられないままに、授業が構成されていったと結論づけられるのである。

国語科の資質・能力への理解が十分形成されていないということは、これまでの国語班会の研修の場でも窺

い知ることができた。教師の教材理解、国語科の資質・能力を踏まえた教材開発力の形成が、何よりの課題とし

て浮き彫りになった。

国語科教員として、授業づくりの段階で、教材にきちんと向き合っていくことが必要であり、そうした機会

が担保され、そこで、一人では不十分であった理解を、協働的に見直していくような対話が行われていかなけれ

ばならないのだ。

Ⅳ 成果と課題

先に取り上げた、社会科の教員は、実践後に「僕はこれまでも、積極的に研究授業をするようにしていて、今

回が５回目くらいでした。これまでで一番大きな発表の場でしたが、今日が一番楽な気持ちで楽しく授業を行う

ことができました。それは、今日までたくさんの先生と話をして、準備をして、自信をもって今日を迎えること

ができたからです。」と、感想を述べてくれた。

生徒の学びの楽しさを追求していく授業改善の根本にあるのは、教師の学びの楽しさである。それは、まさ

に、生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現と同様、先生方が協働してみんなで授業改善に取り組んでいく

ことの楽しさと、教科の専門性を追求していくことの楽しさを統合していく営みに他ならない。そのことは、私

自身がこの２年間で強く実感してきたことであり、勤務校で、そして井原市の国語科の取り組みで大切にしてき

たことである。

本研究の取り組みから、教科担任制の中学校における授業改善を進めていくためには、「目指す生徒像」の実

現を目指す学校の組織的な取り組みと、教科の専門性を高めていくための協働的な取り組みを、両輪として機能

させていくことが重要であるということが改めて確認された。これは、同時に一人ひとりの教員の中にある、学

校組織の一員としての私と、教科の専門家である私という二つの視点を確立し、自己内対話を促していくという

ことでもある。この両輪のバランスが保たれた他者との対話や自己内対話を積み重ねて構成された授業の中で

は、生徒たちが学ぶことの楽しさを体感しながら、深く考え、自ら学ぶ力を育成していくことができるだろう。

しかし、現実として、組織として真摯に向き合っていくが故に、どちらか一方に重心が傾き、もう一方の視

点への意識が希薄化するという課題が明らかになった。

そうしたリスクがあることを認識しながら、取り組みを進めていくことの重要性を提言できたことは、本研

究の成果でもあるが、向き合っていくべき、次の課題も示唆されている。今後、さらに協働性を培いながら、一

人の実践者として、また組織の一員として、学ぶ楽しさを追求する授業づくりのあり方を検討していきたい。
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家庭の学びと学校の学びがつながる授業のあり方 
～ ICTの有効活用を通して ～ 

 黒澤 賢臣 
Ⅰ 課題設定 

1． 研究の背景 

昨今の教育現場では教育の情報化やアクティブ・ラーニング，課題探求学習など大きな変化がおきている。教

科書やドリル，プリントなどを用いて反復練習を行い，基礎学力をつけていく教育活動では不十分となってきた。

児童は自ら課題を発見し，解決に向かって主体的に学習に取り組みながら，学力をつけていくことが求められる

ようになってきた。また，多様な意見を出し合い，互いの考えを認め合いながら思考の再構築を行うことで，よ

り深い学びに近づくことが求められている。筆者が勤務する久米南町立弓削小学校では，全校児童数が 46人の小

規模校であるため，多様な考えに触れる機会が少なく，授業においては学力高位の児童が活躍することが多くな

り，学力低位の児童にとっては「聞く時間」が長くなってしまっていた。また，他者と意見が違うことを恐れて

しまったり，違うことがよくないことであるという誤認識もあったりするなど，児童が主体的・対話的に授業に

参画することができているとは言えないため，児童一人一人が目的をもって意欲的に授業に参画していくように

するための工夫が必要であると考えられる。その手段の一つとして「家庭学習」に焦点をあてることとした。 

  

2． 研究の概要 

児童が主体的・対話的に授業に参加できる授業を目指し，教師が意図して「家庭学習と授業のつながり」の視

点をもって家庭学習を課し，従来多く見られていたドリル型の反復練習が主な家庭学習を，児童が自分の考えを

構築したり，自分なりに予想したりする課題としていく。授業では対話を通じて，問題を解決する力をつけてい

くようにする。また，教師の講義を聴いて知識を習得する『受動的』だった授業を，グループワークや対話を通

して理解を深める「能動的」な授業に変えていくことで，児童が発言・発表する機会を多くし，より主体的・対

話的な授業としていく。そして，他者に説明・発表する機会が増えたり，クラウドを用いて友達と共同作業をし

たりすることを通じて，自分の意見に根拠や理由をつけて伝えることができるようになっていくと考える。 

しかし，家庭学習と授業のつながりを意識した授業構想を行うためには，ドリル型の家庭学習を提示してきて

いた教師側の意識改革も行っていかなければならない。また，児童が必要感をもって家庭学習に取り組むことが

できるようにするための見通しをもった授業構想を行うことが必要になるということが課題として考えられる。

また，これまでの家庭学習をすることの価値がどのようなことにあったのかを教師が理解し，児童や保護者のニ

ーズにも応えながら，より効果的に授業とつながる家庭学習の形について考えていかなければならない。 

 

3． 教師・児童・保護者の家庭学習への意識 
 久米南町の３小学校と１中学校において，授業を行っている教師を対象に，家庭学習に対してどのような意識

をもっているか，また家庭学習と授業とのつながりをどう捉えているのかを調査した。調査の結果から，やはり

教師が家庭学習を課す意図として意識していることは「復習」「学力の定着」にあるということがわかった。また，

家庭においても自分で学習を進めることができる力や学習習慣を身につけさせるということも意識がされている

ことがわかった。家庭学習の内容としても小学校では「音読」「漢字練習（繰り返しの復習）」「計算ドリル(復習)」

「プリント」の割合が7割以上と高く，振り返りの要素が強く見られた。 

児童を対象としたアンケートでは，児童の家庭学習への意識としては「なんとなくしている」や「怒られたく

ないのでしている」という「やらなければいけないもの」という義務的なものになっていることがわかった。 

しかし，授業と家庭学習のつながりがあると考えている児童の割合は高く，「授業の振り返り＝つながり」とい

う意識が児童にあることが推測された。児童の「つながり」の意識に変化をおこすことができれば，授業の中で

家庭学習をよりいかしていくことができると考えられる。 

 保護者の意識アンケートでも「復習することで学力の定着」が図られると感じるという記述内容が多く，これ

までの家庭学習が担ってきていた役割は「復習による知識の定着」であったことが考えられる。 

以上の結果に共通していたことは「復習をすることで基礎学力の定着を図っている」ということであったが，

基礎学力の定着だけにとどまらず，家庭学習での学びが学校の学びにつながっていく循環を生むことができれば，

児童の学びを協働的な学びを通じてより主体的なものへと変化させていくことができるのではないかと考えた。 
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4． 研究の仮説

家庭学習において次時につながる内容（予習・予想・課題発見・既習事項の想起）を実施し，授業に児童が自

分なりの解や課題をもって参加できるようにすることで，主体的に取り組むことができる場面を生み出すことが

できるようになると考えている。家庭学習では知識のインプットや自身の考えの構築，意図的な既習事項の想起

による次時への準備を行い，授業では児童がその知識や意見をアウトプットしながら主体的・対話的に活動でき

るようにして「教授型」の授業を改善していくことで，思考力や表現力，コミュニケーション能力など多くの力

を伸ばす授業構成ができるようになるのではないだろうか。教師は授業においていかに「学習者を主役」にする

かを考え，家庭学習と授業のつながりを意識したり，事前の学習状況を把握した授業準備をしたりすることで，

児童の主体的・対話的で深い学びに迫ることができるのではないかと考えた。

5． 研究の目的

本研究では，教師が家庭の学びと学校の学びのつながりを意識した授業構成をしていくことにより，授業にお

いて児童が主体者となり，多様な意見を交わしながら主体的・対話的で深い学びにつなげていくことができるよ

うにしていくことを目的とする。その際，ICTを有効活用し，児童の家庭学習の段階における診断的評価を教師が

行うことが主体的・対話的で深い学びを実現させるための支援として効果的であるかどうかを明らかにしていく。

また，児童に家庭学習とのつながりを意識させるためには，教師がどのような家庭学習を課すことが有効である

のか，そのためにはどのような単元構想をしていくことが必要なのかを考えなければならない。これまでの「家

庭学習」と「授業」の関係性への意識の変化が不可欠である。研修を通して現状の課題分析や意識の共有を行い，

今までの授業や家庭学習の「観」に変容を生み出していくことで，家庭の学びと学校の学びのつながりを生み出

すことも目的とする。

Ⅱ 研究の枠組み

1． 鹿児島市立桜峰小学校の実践から

桜峰小学校では学校で予習課題を与えられ，児童が家庭で課題解決を行う。そして，学校においてはその結果

が妥当なものかどうかを検討している。この授業構想では「展開」から授業が始まるようになり，「終末→習熟→

導入」という流れとなる。この連続した学びのことを「予習型学習」と定義している。本研究では，桜峰小学校

で定義されている「予習型学習」の展開を例に「めあて設定」を本時の中に取り入れる「弓削小型授業構想」の

実践を考えていく。児童は「解き方」を考えるだけでなく，「どうしてそうなるのだろうか」という疑問をもった

り，「よくわからなかったから，明日みんなの話をよく聞いてみよう」と次時において児童自身がどう課題へ取り

組むかをイメージできるようにしたりする。

2．宿題と家庭学習のとらえかた

これまでも「学校の学び」と「家庭の学び」は，切り離された関係性にあったわけではなく，宿題という形で

学校の学びを定着させていくというつながりがあったと言える。今まで「宿題」という形で交わっていた学びは

もっと深く交わることが必要で，単にドリルやプリントを用いて繰り返すだけでは十分であるとは言えず，教師

はその深まりがどのように働くべきなのかを考え，意図をもって家庭学習と授業のつながりを深めていくイメー

ジをもつ必要があると考える（図 1）。「家庭学習と授業のつながり」

は，義務的な宿題としてだけ児童が捉えるのではなく，児童が自ら

次時の学びにつなげようと考えるための取り組みとなるよう，単元

構想・授業構想・家庭学習の内容検討ができるように教師の意識の

変容を促していきたい。また，ICT を用いた授業前段階における教師

の見取りが，この重なりの部分を深めていくための一つの効果的な

手段であると考え，その方策を検討してきたいと考えている。

Ⅲ 家庭の学びと学校の学びのつながりについて

1. 「家庭学習と授業のつながり」の捉え方について

福井県敦賀市教育委員会が発行している「“すこやか敦賀っ子”家庭学習ガイド」（2017）では家庭学習という

ものを「学校の先生から出される宿題の他に，子どもが家庭で自主的に取り組む自主学習をふくめた，家庭での

学びのすべてが家庭学習」としている。つまり，家庭学習は児童が必要感をもって行うものであると考えられる。

本研究では「家庭学習」を広義の意味で「授業」としてとらえ，教師は意図的に次時の授業につながりのある内

学
校
の
学
び

家
庭
学
習
と

授
業
の
つ
な
が
り

家
庭
の
学
び

図1 学びの重なりのイメージ図
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容を家庭学習として取り組ませ，今までの授業構想に改善を図っていく。そのためには教師は家庭学習の内容に

ついての価値観を見直し，いかに授業とのつながりをふまえた家庭学習と授業を構想できるかが課題となるだろ

う。この家庭学習と授業の循環が考えられた一連の授業構想の方法や効果を探っていくこととした。

2．「家庭学習と授業のつながり」の構図

従来行われている授業構想は，一つの授業の導入からまとめまでを児童の実態に合わせて教師がつくるもので，

家庭学習とのつながりや，児童それぞれがもつ課題の実態などの要素は十分に含められていないと考えられる。

岡山県教育員会が発行している「家庭学習指導のすすめ」（2018）の中でも，家庭学習と授業のつながりについ

ては触れられているが，そのイメージと

しては「導入の工夫」「家庭学習や授業

のノートの活用や小テスト」「授業と宿

題のつながり・宿題のポイントなどの説

明をしたりする」とある。家庭学習と授

業をつなげるという視点は同じだが，本

研究では，広義の意味で家庭学習は授業

の一環と捉え，ICT を有効活用しながら

家庭学習の実態と授業につながりのある

授業構想（図２）をすることで，その関

係をより深められるのではないかと考え

た。学校の学びとして求められるもの，求められる児童の力が変わってきている今，教師の授業観にも拡大解釈

が必要となってきているのではないかと考える。

家庭学習では，次時の考えにつながる既習事項の想起，課題設定のための予想などを実施し，次時の課題意識

や興味づけを行い，その学びを授業の冒頭で児童同士が伝え合うことを中心に学校の学びをつくっていく。教師

が教えこんだり，課題提示したりするのではなく，児童同士が対話を通じて課題を設定したり，学びを深めたり

していくことができるようにする。家庭学習を授業の一環として考えた授業をつくることで，今までの「導入→

課題発見→課題解決→まとめ」の授業展開の中の教師が教授を行う「導入」の部分に時間を多く使うのではなく，

「課題解決」の場面において児童の主体的・対話的な姿が見られる場をより多くつくるようにすることが重要で

あると考える。本研究であげている「家庭の学びと学校の学びのつながり」では，教師が上記で述べたような授

業構想を行った上で，児童は家庭学習において自分の学びの現状を把握したり，課題や到達度に合わせて，どの

ように授業に参画していくかを決めたりすることがしやすい授業を目指した。

Ⅳ 授業実践

1．学びをつなぐ単元構想と授業づくり

令和５年４月２６日水曜日に久米南町文化センターにて，本研究の概要を久米南町内の３小１中学校の教師を

対象に伝達した。その後，９月以降の授業実践を見据えて，７月から３小学校の５人の教諭と授業構想を始めた。

まずは，各教諭と「家庭学習と授業のつながり」のイメージを個別に共有していった。「児童の事前の気づきを授

業・教材につなげていく」「単元の中で特に効果的になると思うところで実施する」「答えを求めることではなく，

どこまでわかるか，わからないことがわかることが大切」ということを共通理解した。その上で，各教諭には家

庭学習をどのようにつなげていくのかを含めた単元構想を実施してもらった。単元構想をするために要する時間

は，各教師によって違いが見られたが，全員がどのタイミングで家庭学習と授業をつなげることが効果的に働く

のか，どのような見取りをして授業につなげていくのかなどを，単元構想シートに描いた。繰り返し打ち合わせ

をしたり，児童の回答の様子を確認して授業にどうつなげていくのかについて検討する機会を複数回にわたって

設けたりし，授業と家庭学習のつなげ方について共有していった。

2．実践の概要

本研究では算数，社会，生活科の３教科を６年，５年，３年，２年の４学年で実践した。５年生算数では「面

積」という同じ単元の中の異なる課題の授業を実施した。同じ単元を実施したが，各教師の思い描く単元計画に

は学級の実態や教師の経験の差からの違いも見られた。しかし，それはどちらかが正解というわけではなく，共

通して言えるのはこの単元を通して児童にどのような学びをしていってほしいのかということを教師自身がしっ

かりと描き，授業をつくっていたということである。そこで，２校の５年生教諭の作成資料は Google Classroom
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図2 家庭学習と授業のつながりのイメージ図
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を通じて共有し合える環境とし，家庭学習の内容（ワークシート）や授業構想などはいつでも共有し合うことが

できるようにした。実際には今までなかった取り組みであったこともあり，活用するという意識が弱く，有効に

活用できたとは言えなかった。しかし， A 小学校の５年生教諭は「こんな単元構想と家庭学習なんだ。自分には

少し難しそうだけど，参考になるなぁ。」と資料を見ながら述べていた。このように教材を積み重ねることで，今

後の教材研究の土台とし，教師の働き方改革の一助となるのではないかという可能性を感じることができた。 
実際の実践（表 1）から，家庭学習と授業を意図的につなげることで，児童の意欲の喚起を促したり，他者と

考えを共有しながら学びをつくったりしていくことへの効果があることが示唆された。事前学習によって自分の

考えを整理してもつことができるよう

になり，それを共有し合えるという気

持ちが児童の意欲を前向きにさせ，主

体的・対話的で深い学びへのアプロー

チとして効果的であると考える。 
しかし，家庭学習へ求めることとし

ての児童・教師・保護者の想いは「基

礎学力の定着」にあることも事実であ

る。家庭学習は単に予習的な形で児童

に学ばせることだけに意味があるので

はなく，授業につなげていくための意

図があるのであれば，予習的な学習だ

けでなく，既習の想起や繰り返し型の

知識定着を目指した学習も必要になる

のである。単にドリルを課して繰り返

すだけでは児童にとって「やらされ

感」のある学習となってしまう。教師

が単元の見通しをもち，その家庭学習

にどのような意図があるのかを明確に

する必要がある。本実践では，各教諭

に家庭学習を予習型にこだわることな

く単元構想を実施するよう依頼した。 
 
3． 実際の単元構想 
 学びのつなぎを意図した家庭学習を計画するため

に次の５点を意識した単元計画を作成した。「授業

のねらい」「家庭学習の内容」「めあて・学習活動・

まとめの関連性」「教師が何を見取るのか」「評価基

準」の５つである。家庭学習の欄は必ず全て埋めて

おく必要はなく，学習の形・内容がどのようなもの

であっても，それがあることで授業がより深まると

考えられるポイントにのみ記入するようにした。 
図３の単元構想では，３時で繰り返し問題を解く

こと（繰り返し学習），７時では既習事項を用いて

面積の求め方を考えてくること（予習的学習）をね

らいとした。３時の目標は「三角形の面積の求め方

をいろいろと考える」，７時では「既習の求積公式

が応用できるかを考える」にあった。どちらも授業

の中で確認作業だけをするのではなく，児童同士の

対話を通して新たな学びをつくることが重要だが，

家庭学習の内容は大きく違う。クラスの実態をふま

え，何が授業に効果的に働くのかを単元構想におい

て十分に考えていると伺えた。 

実施

学年 家庭学習の内容 授業の変容 学習効果 

６年 
算数 

予習的課題 
どのような図形が見え

るのかを考えてくる。   
（ICT・ワークシート） 

個人思考の時間を短縮

し，課題解決のために必

要な気づきが短時間で共

有されていることで，じ

っくりと課題解決を行う

ことができた。 

個人思考の時間を縮小で

き，本時の目標を達成す

るための，対話や個人の

再思考となる場面を設け

ることができる。 

（深い学び） 

５年 
算数 

予習的課題 

ひし形の面積の求め方

を考えてくる。 

（ICT・ワークシート） 

個人思考をなくし，でき

た時間で思考の再整理の

時間を設け，活発な課題

解決につなげられた。 

個人思考と共有の場を繰

り返すことができ，学び

を深めていく時間を十分

に設けることができる。 

（深い学び） 

５年 
算数 

予習的課題 

面積が等積であるかど

うかを考えてくる。 

（ICT） 

冒頭の個人思考の時間を

短縮できることで，共

有・課題解決の時間をよ

り生むことができた。 

それぞれの意見をもとに

解に近づいていく過程を

通じて，主体的・対話的

な姿が多く見られる。 

（主体的・対話的） 

３年 
社会 

予習的課題 

実際に買い物にでか

け，お店の工夫を見つ

けてくる。 

（ICT・ワークシート） 

自分が見たもの・聞いた

ことをもとに実感をもっ

て話し合いが行え，学習

と身近な生活をよりつな

げて考えることができ

た。 

授業のスタートをそれぞ

れの目標（伝えたい考

え）・気づきをもって迎え

ている。 

（学習意欲の向上） 

２年 
生活 

予習的課題 

自分の家の周りにある

「秋」を感じるものを

見つけてくる。（ICT） 

自分が見たもの・聞いた

ことをもとに実感をもっ

て発表ができ，学びと生

活をつなげながら，発表

をすることができた。 

授業のスタートをそれぞ

れの目標（伝えたい考

え）をもって迎えてい

る。 

（学習意欲の向上） 

図３ 実際の単元構想 

表1 家庭学習の構想による授業の変容と学習効果 
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4． ５年生算数「面積」の授業分析 
 本実践では，２本の平行な直線にはさまれた３つの図形の面積は

等しいのかどうかを明らかにしていくことが目標であった。そのた

め教師は家庭学習において「等しい・等しくない」に理由をつけて

考えさせてくることで，その性質を用いて解を導き出すという授業

構想を行った（図４）。本授業を行ったのはＡ小学校５年生６名で

ある。この家庭学習を課したところ，全ての児童が授業前に家庭学

習の実施を行っており，教師は授業前に児童の思考の実態を把握す

ることができた。２名は家庭でインターネットにつながらないとい

う不具合がおきていたが，プリントに自らの考えを記入して登校し，登校後にタブレット内に自分の考えを追加

していた。教師は朝のプリント提出の段階で２名の児童の考えについては把握することができた。児童の実態と

しては「等しい」と考えた児童が４名，「等しくない」と考えた児童が２名であった。このことから，教師は等し

いと考えた児童２名（図５，図６）と等しくないと考えた１名（図７）をグループとして授業を展開することを

決めた。Ａグループでは等しいと答えた児童は「底辺と高さ（はば）が全て同じだから面積は等しい」と具体的

に述べていたが，等しくないと答えた児童は「なんとなく違う」というおおまかな予想の段階であり，この考え

の差異について対話し，解を導き出していった。 

 
 本実践では児童が対話を通じて学びを深めるために，今ま

での授業がどのように変わったのかが重要である。表２は授

業開始時からの教師と児童の会話の一例である。家庭学習で

児童それぞれが考えをもってスタートされているため，本時

の課題をつくる対話に開始１分でつなげることができてい

る。「等しくない？えっ！」と自分の考えと違うことに気づ

き，その違いがなぜ生まれ，どの考えが解に近づくために必

要になってくるのかを考えようとする足場とすることがで

き，その後のめあて設定にスムーズにつながったと考える。

従来の授業開始時に行われる問題提示・個人思考の時間が短

縮されているため，児童の考えの共有とそこからうまれる疑

問づくりに十分な時間を割くことができ，本時の達成すべき

課題に焦点を当てることができた。また，その後の対話を通

じた学び合いの場面においても，児童は課題の解決からそれ

ることなく学び合おうとする姿が見られた。資料３中の

13:52 からの３名の児童のやりとりをみるとＣ児が疑問に思

うことについて，Ａ・Ｂ児が一緒に議論をしている。家庭学

習で意識させたかった「２本の平行な直線に挟まれた図形の

高さは同じ」という性質をいかした対話となっており，Ａ・

Ｂ児は自分の意見として根拠をもつことができていたため，

活発な話し合いへとつながったと考える。教師が意図した場

面で，意欲的に課題解決を児童が行えたということは，これ

までの学びを教師がイメージしてきたことが上手くつながっ

たと言えるのではないのだろうか。Ｃ児はこの場では言葉数

が少なかったが，○あと○うの図形で考える 33:54 の場面では，

「私は，○あと○うは等しいと思いました。理由は○あと○いで言っ

0:43 Ｔ このＣさんとＦさんの考えがな、 

タブレットにはなかったから朝見たんじゃけど。 
0:59 全 等しくない。 

1:00 Ａ 等しくない？ えっ！ 

1:02 Ｔ ほら、アとイなんて等しくないよな。 
1:06 全 全然等しいです。 

Ａ えっ、えっ 

1:08 Ｔ なんとなく等しくないと思った？ 
1:09 Ｃ わかりません。 

1:11 Ｔ うん、うん、うん。ちょっと今日はみんなに 

聞きながら。たしかめていきます。 

表２ A小学校５年生「面積」の対話の一例 

13:52 Ａ Ｃさんは、この5cmと，ここの高さ7cmと7cm 
が違うとおもっとるん？ 

14:07 Ｂ 高さがあの２本の平行な直線にはさまれているか 
ら，絶対に間の長さは同じ。 

14:32 Ａ 高さなぁ。これなぁ。 

14:34 Ｂ で、前にあるように、アの面積は３５㎠。 

15:01 Ｂ で、まず高さを求めるためにどういう計算をしたら

高さを求められるかというと。 
15:09 Ｂ この場合３５÷５だけん。 

15:15 Ｃ したら７でしょ。 

15:17 Ｂ で、７ｃｍになる。 

15:18 Ｃ 高さは７ｃｍ。 

15:20 Ｂ この高さがこの２本の平行な線の幅になっている。 

15:27 Ａ そういえば前。そういえば前，高さを外にとって 
もいいっていう勉強したよね。 

15:32     Ｃ うん。 

15:34 Ｂ 幅なんよ。じゃけん、ここの間の長さは全部同じで

７ｃｍで同じになる。 

15:42 Ａ このイのやつを外にとっても７ｃｍ。 

15:46 Ｂ だからイも３５㎠になるから，等しいと我々は思 
いました。 

表3    A小学校５年生「面積」の対話の一例 

 図４ 実際の家庭学習 

図７ 児童Cの家庭学習 図６ 児童Bの家庭学習 図５ 児童Aの家庭学習 
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ていたとおり，２本の，２本の直線の中が７cmなので，○うの底辺は５なので，○うは５×７で３５。３５㎠。答え

は３５㎠です。」と自分なりの言葉で発表していた。Ｃ児は授業開始時には「等しくない」と考えていたが，他者

の意見を聞き，その相違を考えながら課題の２つ目にのぞんだと考えられる。その上で，本時の気づきとして大

切な「２本の平行な直線に挟まれた図形の高さは等しくなっている」ということに気づき，自分で課題解決をし，

言葉で説明することができたと考えられる。他者との対話を通じて考えの再構築を行い，よりよい学びにつなげ

ていけたと考えられる。自分の考えをもって授業にのぞんでいたからこそ，しっかりと対話に時間をかけて深い

学びにつなげることができた。

Ⅴ 教師の「授業観」「家庭学習観」の変容

上記で述べたような授業と家庭学習のつながりを意識した実践を行った教諭と児童を対象にアンケートを行い，

その取り組みの成果と課題，また授業前後の教師の意識の変容がどのようにおきていったのかを探っていった。

1． 教師アンケートから

本実践では授業の単元構想を実施し，単元の見通しを教師自身がもつこと，授業と家庭学習をつなげていく意

識をもって実践をすることで，授業や授業観にどのような変化があったのかを明らかにし，今後の授業展開の一

助となるようにしていきたいと考えた。

1.1．単元構想の効果

アンケートの結果，実践した全ての教師が「単元を見通した授業計画（家庭学習とのつながりのイメージ）を

することで，よかったと感じることはあったか。」の質問に対して「あった」と回答していた。その理由として大

きかったのは「見通しをもてる」ということであった。学習（単元）の内容・他学年とのつながり・児童のつま

ずきによる授業の姿など，教師が意識して考えたことが授業に反映されていくことで生まれた効果があったと考

える。「授業にスムーズに入っていける児童が増えた」「家庭学習で意図的に想起させることで，既習事項を活用

しながら課題解決に向かうことができた」など児童の姿に表れるものや，「家庭学習を活用することで，授業内の

児童同士の話し合いに時間を割くことができた」「児童のつまずきや苦手を把握して授業ができた」など教師の授

業構想に表れるものなど，児童・教師どちらにとっても単元構想をし

た効果が表れたと考える。

教師が家庭学習を課す意図も授業実践前には「授業で得た知識や内

容を繰り返し取り組ませ，学力として定着させるため」に全員が回答

し最多となっていたが，授業実践後には「家庭学習と授業をつなげて

いくため」が最多なっており（図８），家庭学習を授業の中でどのよ

うに取り扱っていくことが必要なのか，どのような形の家庭学習が効

果的に働くのかを考えながら授業構想をしようとする意識が高まった

と考えられる。しかし，つながりの意識をもつことに偏るのではな

く，各教師が学力の定着や既習の想起などをイメージして家庭学習を

課していることもわかった。Ａ教諭はその他を選択し「課題に対して

自分の考えをもってのぞませる。こうすることで，自分の考えをもっ

て話し合いにのぞみ，児童同士でお互いの考えを活かしながら解決方

法を考えていく力を育ませたかった。」と答えており，授業と家庭学

習をつなげることでどんな力をつけていきたいのかをイメージして家

庭学習を課していたことがわかる。実践をした全ての教員がそれぞれ

に「授業と家庭学習のつながり」がどこに生まれていくのかを意識し

授業構想をすることができたと捉えることができるだろう。

1.2．児童の成長の観点から

家庭学習と授業のつながりをイメージして家庭学習を課し，その実践を通して児童にどのような力がついって

いたと教師が捉えているのかを調査した。アンケートからは，本実践という一つの単元の中ではあったが，児童

の変化を感じるところがあったという回答が多く見られた。しかし，全てにおいて成果があったとは言い難く，

児童それぞれの実態や，これまでの学び方などの関連からも課題も見られた。ここであがってきた実態を基に今

後どのように実践に取り入れていくのかは検討事項になってくるだろう。

11%

22%

45%

22%

授業の内容を少しでも思い出させるため

授業で得た知識や内容を繰り返し取り組ませ，学力とし

て定着させるため
家庭学習と授業をつなげていくため

児童の家庭での学習習慣をつけさせるため

学年×10分＋10分の学習時間を児童が達成できるように

するため
周りと揃えるため

特に何も考えていない

その他...

図８ 家庭学習を児童の課す意図
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教師の回答から本実践における成果と課題を取り上げると次のようになっている（表４）。 
 

 
成果として共通していたことは，各児童が「自ら学びに向かおうとする姿」につなげることができているとい

うことだった。学びに向かうということは授業において発表をしたり，他者と比較しながら考えたりすることだ

けではないと捉えられる。事前にどのように取り組むかを教師に相談しに来たり，次の授業がどのように進むか

の見通しをたてて参加しようとしたりすることも児童が自ら学びに向かおうとする姿として捉えると，教師が意

図した家庭学習を課して学びのサイクルをつくることは効果的になったと考えられる。 
 反面，課題としてあがったことは，「児童は家庭学習として課されているので，解決方法を考えてくるだけであ

って，その後，授業内で自分の考えを書く時間にはまったく書けない児童もいる。」ということであった。まず，

ここで課題と考えられるのは「児童は家庭学習として課されている」という域を脱することができていないとい

うことだ。授業の終末に次時への見通しをもたせることで，児童にとって必要感のある家庭学習にさせていきた

いと考えていたが，やはり児童にとっては「教師から課せられる家庭学習」であったため，義務的に感じてしま

う児童もいたということは確かである。教師を対象にした取り組み全体を通した感想でも，「『事前に考えてくる

ことで学習が分かりやすい』という子どもたちの声が多かった反面，それ自体が家庭学習の負担増加になり，し

てこない児童もいたので，継続的に行うことやそのよさが伝わるようにしていくことが必要である。」と回答して

おり，児童にとって家庭学習が教師に義務的に課せられたものではなく，主体的に取り組むものへと変えていく

ためには，継続的な取り組みとしていき，その価値を児童も教師も感じていかなければならないと考える。 
 また，家庭学習で考えられても，授業で考える時にはまったく書けない児童がいるということは，そもそも家

庭学習と本時の内容が児童の中でつながるものとなっていないと考えられるのではないだろうか。家庭学習と授

業をつなぐためには授業の導入の部分で児童の考えをどのように取り上げるのか（話し合い・個別発表など）に

よって，児童の学びの連続性がそこで終わってしまうのか，さらに継続された

ものになるかは変わってくるだろう。本実践では，導入の形を「全体発表につ

なげる」「家庭での気づきを再現する」「気づきの共有から対話による深め」

の３パターンに分類できた。 
課題が上がった授業は上記で分析した A 小学校５年生の授業で，家庭学習

の扱いとしては「気づきの共有から対話による深め」であった。発話の回数

からも A･B･C･D 児は家庭の学びを活用しながら，本時の課題解決に向けて主

体性をもって学びを進めていくことができていたが，E･F児は全体での発話回

数はほとんどなく，担任が課題としていたように授業内で課題について深め

ることができていたかは不明瞭な点であったといえる（表５）。しかし，授業

の応用の場面となる，問題づくりでは E･F 児ともに黙々と問題づくりに取り

組んでおり，本時の学びがまったく理解できていないということではなかっ

た。授業開始時に自分の考えをもっており，応用の場面では授業当初の考え

 児童についたと感じた力 その理由 

成
果 

自ら課題に取り組み， 
やりきる力 

期日までに全員が予習を行ってきていた。自分一人でやった子，お家の方に協力

をお願いした子，どんな風にするか相談に来た子など，自ら達成しようとする姿

が通常の家庭学習よりも見られた。 

事前に考える力 予習をする習慣がなかった子も，翌日の学習の見通しをもって授業に参加できて

いたから。 
友だちの回答を参考に，自

分の取り組みを広げる力 友だちの内容を評価したり，自らの学びに取り入れたりしようとしていたから。 

友だちとか関わる力 
調べる力 友だちの調べた内容を評価したり，その違いを取り入れたりしようとしていた。 

わからない問題があった

時，友達のやったものを見

ながらでも何とかして家庭

学習をしようとする意識 

様々なやり方や考え方が児童から出てきて，それを友達に説明しようと活発に活

動していたから。自分の考えと見比べたり，分からない友達に教えてあげたりす

るなど，一生懸命に学んでいた。 

課

題 なかった 

児童は家庭学習として課されているので，解決方法を考えてくるだけであって，

その後，授業内で自分の考えを書く時間にはまったく書けない児童もいる。（家

庭学習では Jamboard を用いていたので，友達の考えを見たり，家族に聞いたり

していたのかもしれない。それはそれでいいが。） 

 児童 発話回数 
（全体） 

グループ内 
対話 

 

Ａ児 ５１ ２３ 

Ｂ児 ２２ １６ 

Ｃ児 ２８ ２３ 

 

Ｄ児 １５ 
Ａグループ

に注視した

ため，把握

しきれず 
Ｅ児 ２ 

Ｆ児 ０ 
 教師 １９７  

Ａ
グ
ル
ー
プ 

Ｂ
グ
ル
ー
プ 

表５ 児童の発話回数 

表４ 教師アンケートの成果と課題 
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からの変容を受けて問題づくりをすることができていたのであれば，基本的な知識のところにだけ課題があった

のではなく，学習の形態や，家庭学習の用い方に改善の余地がみられたのではないかと感じる。６人という人数

を３人・３人のグループに分けてしまうことは容易ではあるが，それだけでは児童が学び合うための環境になら

なかったのではないだろうか。今後，児童の事前の考えと見取りを授業にどのようにいかしていくことが重要と

なるのかを明らかにしていくことは課題であり，引き続き実践を進めて検証が必要であると言える。 
 
1.3． 家庭学習への意識の変容 
 教師の家庭学習の意識が授業を通してどのように変わっていくのか

を見とるために，授業前後にアンケートを実施した。結果は次のよう

になっている（図９）。 
実践者となった各教諭の家庭学習観に変容がおきていることがわか 

る。A 教諭は「時につながる」と意識していたものが「いつもつなが

る」という意識に変わった。A教諭は５年生算数「面積」の単元で授業

を行ったが，単元構想の時点で，単元を通して「児童の気づきを授業

の対話の土台にする」という授業を計画していた。その単元構想の意

識が授業後の意識の変容につながったのではないかと考えられる。授

業後の最終アンケートでは，「単元構想をして、家庭学習で予習させて

くるよさを感じたが，普段から同じように取り組んでいくには大変だ

と感じた。自分自身の家庭学習のイメージとこの実践を通して目指し

たい家庭学習のイメージにまだまだギャップがあるように感じた。大

切なのは分かっているけれど気軽に取り組みにくいところもあった。」と回答しており，意識の変化がおきたが，

継続する大切さを感じても，実践し続ける難しさも同時に感じているようだ。継続的な取り組みとしてこの実践

をしていくにあたり，教師の意識の変容は大きな課題となることが考えられる。 
 B 教諭・C 教諭は授業実践前後で「いつもつながる」と感じていたものが「時につながる」と考えるようにな

っていた。一見この取り組みの効果がなかったと捉えられるかもしれないが，記述での回答とつなぎ合わせて考

えると，「授業とのつながり」についての捉え方が変わったのではないかと考えられた。B 教諭は，「些細なこと

や小さなことでも，子ども達にとっては予習的課題がとても必要感があり，めあてをもって取り組むことができ

ていた。より有効に授業で活用したり，学びに繋がったりする方法を考えていきたい。」とあり，子どもたちに事

前の気づきをもたせることが効果的だったからこそ，「それをどのように有効活用するのか・どのようにつなげる

のか」ということを今まで以上に考えて単元を見通し，児童にとってより効果的になるところで家庭学習とつな

げるという意識をもつことができるようになったと考えられる。「いつも」ではないが「効果的な時に」と絞るこ

ともできるようになったことは，教師の意識の変容ということができるだろう。 
 E 教諭は家庭学習と授業は「あまりつながっていない」と授業前には回答していた。また，事前インタビュー

では，「本来，宿題は学校教育の範囲外だから，そこに教師が介入することに疑問はある」と述べていた。しかし，

学校の学びだけでは定着が図れないため家庭学習は必要であるとも述べており，教師が介入すべきではないが，

児童は定着のために学ぶ必要があるという，児童にとっては義務的な取り組みとなる関係性を感じられていた。

本実践では３年生社会「買い物調べ」で実際に家族の買い物について行き，自分の生活の中にあるものを実体験

を通して実感し，そこでの気づきをタブレットに記入し共有するという

家庭学習を計画した。そして，その気づきを児童が意欲をもって授業に

取り組むための一つの教材としてつなげていた。家庭学習（放課後）に

おいて教師の介入はなく，教師は授業の中で道筋をつけ，課題を提示し

た後の期間（金曜日に課題を課し，翌週の金曜日に授業を実施）の学校

の時間を使って，さらに児童に学びを深める視点を与える声掛けを行っ

た。また，授業においては児童の気づきを事前に確認しておくことで，

児童の言葉を視覚化して，よりイメージがわきやすくするような手立て

となる的確な教材準備（図１０）が行われており，家庭学習の活用方法

についても考えられていた。 
 実践終了後に実施したアンケートでは，家庭学習と宿題のつながりについて「時につながっている」と E 教諭

は回答しており，実践前から意識の変容が見られていた。家庭学習の必要性については実践前後とも「必要であ

る」と答え，理由はどちらも「授業内だけでは知識の定着が図れないため。」であった。しかし，家庭学習と授業

◎いつもつながる 
授業前 
Ｂ   Ｃ 
 
授業後 
Ａ 

〇時につながる 
授業前  
Ａ   Ｄ 
 
授業後 
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

▲あまりつながっていない 
授業前 
Ｅ 
 
授業後 
 

△つながっていない 
授業前 
 
 
授業後 
 

図９ 教師の意識の変容 

図１０ 実際の板書例 
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のつながりに対する意識の変化はどの程度感じたかという質問には「とても感じた」と回答していた。その２点

から考えると，E 教諭は知識の定着としての家庭学習をすることも必要であるが，その学びを教師が見取ること，

授業につながる見通しをもった課題を課すことによって，児童がより主体的になれる授業づくりをイメージする

ことができたのではないかと考えられる。E 教諭なりのつなげ方が考えられ，教師自身が新たなチャレンジをす

る中で，今までの価値観を全て変えてしまうのではなく取り組みを通じて捉え方を少しずつブラッシュアップし，

プラスの価値として捉えられたということに実践の効果があったと考えられる。 
  
2．児童アンケートから 
2.1.   クラウド活用の効果 

 教師の単元計画と授業支援（診断的評価と教材準備）が児童の意識とどのようにつながったかを見取るために，

授業実践をした全ての児童を対象に授業後にアンケートを実施した。本実践ではタブレット（クラウド）活用に

よる「授業と家庭学習のつながり」「教師の診断的評価」がテーマとな

っていた。タブレットの活用については家庭環境の課題もあって活用で

きない児童もいたが，その場合にはプリント（ワークシート）を活用し

ながら代用していった。クラウドを活用した家庭学習が効果的だったと

感じた児童は全体の89.6％だった。 
 その理由はなぜかという問いの回答の割合を見ると「友だちの考えを

見ることができるから」「友だちの考えを参考に自分の考えを書けるか

ら」が多かった（表６）。児童それぞれの課題には違いがあり，学校では

友だちと一緒にわからないことを共有しながらわかっていく過程をたど

ることができるが，家庭では一人で考えるしかないのがこれまでの家庭学習だった。そのため，わからないこと

があったり，聞きたいことがあったりしても，わからないなりに個人作業をすることしかできなかった。本実践

では，クラウドを通じて他者とつながることができることから，その困り感や不安感があっても自分なりの考え

をもつことができ，その考えがあるからこそ児童が主体的に取り組もうとする姿につながったと考えられる。ま

た，そこで生まれた考えをもって授業にのぞむことができるため，「授業の中で自分の意見を言える場面がありま

したか」の問いには 91％の児童があったと回答している。「機会はあったが，意見を言うことができなかった。」

としていた児童の中には「自分の考えがもてて，どこがあっているか，どこが違っているかわかるから」とい

う回答があり，自分の意見を発表できなかったが友だちの考えを聞き，自分との差異を見つけて思考を深めよう

としていた。このことからも，やはり自分なりの解をもって授業にのぞむことができるということは，児童が主

体的に授業に取り組むための方策として効果があるということが示唆された。 
 
2.2．家庭学習と授業のつながりが児童の意欲にどうつながったか 
 単元終了後のアンケートで，自分の意見をしっかりと述べることができたのはどの時間だったかという質問を

児童を対象に行った。自分の意見を進んで述べることができたということは，児童が主体的に授業にのぞむこと

ができたと考えることとした。ここではＢ小学校の5年生算数を例としてあげることとする（図１１）。 

図１１ 児童が自分の意見をしっかりと述べることができたと感じた授業のちらばりの様子 

結果からすると，単元を通して一つの時間に多くの児童が偏るということはなかったが，６時間目の「高さが

図形の外にある三角形の面積を求める」では，家庭学習においてその求め方を考えてきて授業に取り入れていた。

４時間目の「平行四辺形の面積の求め方」では，授業の中で面積を求めるために必要となる三角形の面積の求め

方を児童に意識づけするために，家庭学習で意図的に三角形の面積の求め方を繰り返し型のドリル学習で実施し

ており，児童の気づきの基礎となるものをしっかりともたせようとする教師の意図が感じられた。そして，その

基礎があるからこそ，児童それぞれに考えが生まれ，多くの児童が意見を言うことができたのではないかと考え

る。また「どの授業が自分の意見をもつことができたか」という問いに対する結果をみても，４時間目には多く

友だちの考えを参考に自分の考えを書

けるから 59% 
友だちの考えを見ることができるから 70% 
友だちと相談がし合えるから 27% 
先生に質問ができるから 8% 
いろいろなことを調べることができる

から 43% 
自分の考えを説明する方法がたくさん

あるから など（PCの機能） 54% 

表6  クラウド活用がもつ有用性 
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の児童が意見をもつことができたと回答していた（図１２）。 

図１２ 児童が自分の意見をもつことができたと感じた授業のちらばりの様子 

やはり，教師が意図的に課している家庭学習が，児童の学習に向かう意欲や，思考の助けになっているという

ことがこの結果からもわかった。しかし，どの児童がどこで自分の意見をもって発表することができるのかは固

まることはないため，その気づきを授業につなげていくための見取りができるかどうかは各教師にゆだねられて

しまうため，児童の学びを深めていくためには，教師の力の向上も必要不可欠であると考えられる。 
 
Ⅵ 実践の成果と課題 
 本実践は，毎日予習的な課題を児童に課し，児童の考えを授業の冒頭に使えばいいという考えではなく，事前

に児童が自分の考えをもっていることが効果的に授業につながる場面はどこにあたるのか，教師が児童の学びを

事前に見取ることでどのような学習支援ができるのかということが重要であった。また，家庭学習がなんのため

にあるのかという教師の家庭学習に対する意識が知識の定着のみならず，児童が自ら学ぶための素地となってい

くためのものとしていくという家庭学習観の変容が不可欠であった。本実践では，各教師が単元を見通して授業

構想・家庭学習の構想を行ったことが，児童が自分の考えをもち、対話を通じて主体的に授業に参画しようとす

る姿につながった。自分の考えが違うから発表しないという考えにならず，自分と友だちの考えの違いを見つけ，

なぜそうなるのかをさらに考えようとする姿が見られ，違うことがよくないことであるという認識は児童にはな

くなったと考えられる。また，クラウドを活用して家庭においても友だちの考えを参考に自分の考えをつくって

いる児童もいるということは，人の意見を見て考えることが悪いことであるという考えもなくなり，顔をつきあ

わせてはいないが協働的な学びが学校のみならず，家庭でも実施されるようになってきたと考えられる。 
 反面，課題も上がってきた。「大切なのは分かっているけど気軽に取り組みにくい。」「家庭学習の負担増加に 
なり，してこない児童もいた。」など，教師・児童両者にとって負担になってしまう可能性もある。また，事前の 
見取りはいつ行うのか，クラウドにあげる課題を新たに作成しなければならないなど，これまでになかった問題 
も生まれてきた。この課題を解消していくための一助として，教員同士のクラウド活用による教材等のデータベ 
ースの構築も実施してきた。本実践の５年生教諭２名が教材を共有するためにGoogle Classroomを活用してデー 
タベース化をしてきたが，今後は町内３小学校全ての教師で共有することができるようにし，学年ごとに教科・ 
単元と細分化して単元計画や教材等を保存し，ブラッシュアップしていくことができる環境づくりを進めていき 
たいと考えている。これまでは，教師も個業で授業計画をしてきていたが，今後はクラウドの有効活用を進め， 
教師も学び合いながら授業づくりができるようにすることで，教材をつくる負担感等の軽減を図っていきたい。 
そして，家庭の学びと学校の学びをつなげて考える授業構想が，継続的な取り組みとなるように試行錯誤を続 

け，児童の学びを多様化させていける教員集団を目指したいと考える。 
最後に，本実践を通じて重要であったのは，「家庭学習が授業とまったく切り離された知識定着を目指すものだ

けではない」という教師の意識の変容であったことだ。家庭学習の内容や，クラウドの活用方法など今後も検討

していかなければいけないことはあるが，教師の意識の変容が児童の学習意欲につながる可能性は示唆された。

何を学ぶかではなく，どう学ぶかを考えなければいけなくなった今，家庭の学びと学校の学びのつながりを意識

した授業構想は，児童の学びをより主体的・対話的で深い学びとする一方法となっていくと考える。 
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児童の学ぶ力の育成を目指した算数科における数学的表現 

に着目した授業づくりとその実践 
～小学校統合を見据えた授業改善の取り組みを通して～ 

幸田 直也 

１．本研究の背景と目的 

1.1. 研究の背景 

2024(令和 6)年現在，2017(平成 29)年告示の小学校学習指導要領(文部科学省，2018)のもとでの授業も 4年目

を迎え，資質・能力ベースのカリキュラムにおいて，資質・能力育成のための授業改善の視点として揚げられて

いる主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善も日々累積されてきている。 

岡山県では，児童生徒の「学ぶ力」の育成を目指して，その具体的な授業改善の視点として，1. 育成を目指す

資質・能力に基づいた授業づくり 2. 授業改善について語り合う学校風土の醸成 3. 一層短いサイクルによる

学習内容の確実な定着 が示されており，岡山県教育庁義務教育課(2023)の中で，「学ぶ力」とは「学力＋意欲(自

分を高める力)」のことであると定義されている。 

吉備中央町内の小学校では，児童数の減少にあたり，令和 7年度より町内にある現 9校の小学校から 3校に統

合予定である。そこで，「吉備中央町らしさあふれる魅力ある小学校」づくりを目指して，1．郷土愛の育成 2．

未来を担う子供の育成 3．多様な教育の実践 4．アフタースクールの充実 の 4点を柱として日々の教育活動

に取り組んでいる。小学校統合に際しては，学習集団・学習環境の変化や，学習集団内の学力差の拡大が課題に

なることが想定される。そのため，教師はこれまでより一層，一人ひとりの児童に寄り添い，個に応じた指導が

考慮された授業づくりを設定していく必要がある。 

 筆者が勤務している吉備高原小学校では，学校教育目標を「しっかり考え，進んで取り組み，自他を大切にす

る児童の育成～笑顔いっぱい 夢いっぱい～」，目指す児童像を「1．目標をもって自分から取り組む子 2．最後

まで取り組む子 3．みんなと仲良く取り組む子」と設定して日々の教育活動に取り組んでいる。本校の授業にお

ける児童の課題として，学習課題に対して自分の考えをもつことはできるが，進んで発表する児童が少なく，中

には言葉でどう表現してよいかイメージをもちにくい児童や，人前で発表すること自体が苦手な児童など，表現

することに課題のある児童がいるのも実態である。また，筆者自身も勤務校での担任経験の中で，授業において

発表する児童が限られやすい傾向にあること，進んで発表することが苦手な児童の考えが，授業の中に位置づけ

られにくいこと，といった課題を感じる場面も多くあった。このような課題は町内それぞれの学校によって多少

の差異はあるものの，吉備中央町内の他の小学校 8校にも当てはまるものである。 

上述した課題について，小規模校の特性という観点から先行研究を精査すると，小規模校のデメリットとして，

妹尾(2015)は，「少子化と過疎化が進んだ土佐町では，子どもたちが人に[もまれる]ことが少なく，コミュニケー

ション力や生きる力が弱くなるのではないかという思いがあります。例えば，町では友達はずっと同じクラスと

いう間柄ですし，強く自己主張しなくても，察してくれる環境で育つことが多いため，自分の考えや意見を述べ

る経験が少なく済んでしまいます」(p.31)と述べ，鈴木ほか(1976)は，「小規模の学校では，交流しあえる相手が

限定されているので，生活経験や学習経験が豊かなものとなり得ず，発展性に乏しい傾向があること，妥協的に

なりやすく，厳しさに欠けること，学級の中の序列，順位がはっきりしていて，しかも，それが固定的であって，

閉鎖的になりやすいこと，情報の伝達が早く，そのため，コミュニケーションの十分な発達ができないこと，社

会的な訓練の場や機会が乏しく，社会性が育ちにくいことなどの短所がある」(p.68)といった要因を指摘してお

り，これらは自分の考えを他者に表現することへの課題と関係していることが考えられる。 

1.2. 研究の目的 

上述したような現状を踏まえ，本研究では， 

①児童の学ぶ力の育成を目指して，児童や教師の表現に焦点を当て，算数科の授業における「主体的・対話的で

深い学び」のある授業づくりに迫ること 

②統合を見据えた小規模校としての算数科の課題分析や授業改善を提案すること 

の二点を主な目的とする。 

主体的・対話的で深い学びと表現の関係について，中央教育審議会(2016)では，「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善の視点から，例えば深い学びについて，「習得・活用・探究という学びの過程の中

で，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，

情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすること

に向かう「深い学び」が実現できているか」(p.50)と示されている。(独)教員研修センター次世代型教育推進セ
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図 3 5つの表現様式の基本的特性(中原,1995,p.205) 

図１「深い学び」を実現する子どもの姿(イメージ) 

ンター作成資料に掲載されている「深い学び」を実現す

る子どもの姿(イメージ)(図 1)からも，学習プロセスの

過程から，知識や技能を概念化する場面，自己の考えを

形成する場面，新たなものを創り上げる場面のどの場面

においても，何らかの形で自己の考えや学びを表現する

ことは必要不可欠であることがわかる。 

 

また，主体的・対話的で深い学びについては，それぞれが独立したものではなく，もちろん相互循環的なもの

である。その中で，例えば算数授業における対話的な学びに目を向けると，子どもの授業中の積極的な発言や，

ペア活動・グループ活動による説明活動のみによって実現されると誤解されてはならない。対話的な学びの定義

(文部科学省, 2018, pp. 322–323)の中にも「数学的な表現」とあるように，我々教師は，教室において子どもの

多様な「数学的表現」が顕在化するよう意図的な指導を行わねばならない。 

数学的な表現と学ぶ力の関係については，後述するが，インフォーマルな表現を生かした授業によって，児童

が自らの表現を洗練させながら算数を学ぶ姿が確認されている。数学的な表現を用いて，簡潔・明瞭・的確に自

分の考えを表現したり，それらの姿が自然と表出するような授業をデザインしたりすることが，吉備中央町の課

題である表現力の向上や改善，ひいては算数科を通した学ぶ力の育成につながるはずである。 

研究方法は，勤務校や町内の小学校での算数科授業における課題，授業内における児童の様々な表現の見取り

や分析，児童の表現に対する教師の関わり方や手立ての調査・分析である。これらをまとめ，授業デザインをし

たり，授業実践したりすることによって，児童にとって「主体的・対話的で深い学び」のある授業づくりに繋が

るよう研究を進めていく。 

 

２．数学的表現に関する研究の枠組み 

中原(1995)は算数・数学の授業過程における表現方法を研究する基本的な意義として「算数・数学の授業を振

り返ってみるとき，そこには，式あり，図あり，表あり，教具あり，また実物ありで，実に様々な表現方法が用

いられている。そうした表現方法は，その適否が授業の目標達成や子どもの理解などと深く関わっていることが

多い。また，適切な表現方法を用いることによって，誤りやつまずきの治療的方法や，ある内容の早期教育など

が可能になる。このように多種多様な表現方法が用いられ，そうした表現方法が授業の目標やその授業の成否を

左右する重要な要因となっている点は，算数・数学の授業の大きな特色である。それは，抽象性，記号性に富む

学問としての数学の性質を色濃く反映したものであり，他教科には見られない，算数・数学の授業に固有の特性

といえるものである」(p.193)と述べている。 

これらを踏まえ，本研究では，数学教育における表現体系の研究において代表的な中原(1995)や，中原の研究

を踏まえた清水・山田(2015)の表現を捉える枠組みを理論的視座におき，研究を行うこととした。 

中原(1995)は，先行する数学教育における表現研究をベースに，数学教育における表現様式を，現実的表現，

操作的表現，図的表現，言語的表現，記号的表現の 5つに分類した。次にそれらを E(行動的表象)→ I(映像的表

象)→ S(記号的表象)の認知発達の順序性と相互変換性とに着目して体系化し，「数学教育における表現体系」と

して示した(図 2)。5つの表現様式の基本的特性については，以下のように整理されている(図 3)。また，中原は，

その後の研究でも，本表現体系を活用した算数科の授業開発を行っている。 

 

(E1) 現実的表現： 

(E2) 操作的表現： 

( I ) 図的表現 ： 

(S1) 言語的表現： 

(S2) 記号的表現： 

自然的，具体的で動的な類似的表現 

人工的，半具体的で動的な類似的表現 
静的な類似的表現 

日常語文法に従う規約的表現 

数学語文法に従う，完成された規約的表現 
 

続いて，清水・山田(2015)は，中原(1995)の枠組みをベースに，インフォーマルな表現という視点も重視する

立場に立ち，研究を行っている。清水・山田(2015,pp.90–91)は，次の三点を中原(1995)の枠組みの補完の方向性

として提案している。 

① 話された言葉を研究の対象とすること 

② ジェスチャーを研究の対象とすること 

③ インフォーマルな表現からフォーマルな表現への変換をさらに重視すること 

図 2 数学教育における表現体系(中原,1995,p.202) 
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表2 1年次の研究計画及び研究内容 

①について，清水・山田(2015)は，中原(1995)が聴覚を媒介とする表現(話し言葉による表現，会話による表現)

を研究の対象としていないことに注目し，子どもの話し言葉というものは数学的に整った表現であるとは限らず，

様々な事情で代替的，比喩的なインフォーマルな表現として表出することも少なくないと指摘している。       

つまり，算数科の授業においては，ペア，小集団，クラス全体といった様々な学習形態が存在するが，授業内

における発話の全てが書き言葉で代替されるわけではないということである。このことから，研究の対象が広が

ることを危惧しつつも，インフォーマルな表現を積極的に検討していくことを研究の立場とし，「話された言葉」

も対象として，これを「言語的表現」と捉えている。 

②について，清水・山田(2015)は，今日的に表現力の育成が求められていることからも，表現に関わる行為で

あるジェスチャーについて考察の価値を見いだしている。中原の操作的表現をジェスチャーも含められるよう拡

張し，「操作的・身体的表現」と定義している。 

③について，清水・山田(2015)は，Webb ら(2008)によって開発された「氷山モデル」に依拠し，インフォー

マル・プリフォーマル・フォーマルという 3つの表現様式を特定している。 

以上のことを踏まえ，清水・山田(2015)は，中原(1995)が分類した 5つの表現様式をもとに，研究対象に拡張

を施した 5つの表現様式(記号的表現，言語的表現(話し言葉も対象とする)，図的表現，操作的・身体的表現，現

実的表現)と，Webb ら(2008)の氷山モデルにおける 3つの表現様式(インフォーマル，プリフォーマル，フォー

マル)を対応づけ，インフォーマルな表現を捉える枠組みを構築した(表 1)。またこの枠組みについて，清水・山

田(2015, pp.93–94)は，「フォーマルな表現は，数学の世界での規約があるという点で，いわば「公的な表現」，

インフォーマルな表現は，その人なりの「個人的な表現」，プリフォーマルな表現は，「(主として教師や教科書か

ら発出される)教育的意図を持った表現」」という特徴づけを補足している。そして，清水・山田(2015)は，表 1

を用いて正木(2009)の実践を分析し，授業におけるインフォーマルな表現の生起や変換の様子を具体的に記述で

きることを例証している。 

このインフォーマルな表現を捉える枠組みを用いて分析を行った実践研究には，土井(2022)がある。そこでは

インフォーマルな表現が学習者自身や他者へ与える影響について明らかにしている。しかしながら，土井(2022)

の研究では，インフォーマルな表現と，それに対応するフォーマルな表現についてや，学級全体としての表現の

変換については明示的でなく，清水・山田(2015)の研究を含めても，例えば，児童から多様なインフォーマルな

表現が表出するための工夫といった，意図的な授業デザインはなされていない。 
 
３．2年間の研究計画及び研究内容の実際 

 以下に 2年間の研究計画及びその実際を示す。 

 

(令和4年度)日程 内容 

5・6月 算数科における児童の表現に関する理論的枠組みの分析・研究 

6月 勤務校第5学年の授業について理論的枠組みに沿った授業分析 単元名：「分数」 

9月12日(月) 

～10月3日(月) 

町内の勤務校を含む9小学校への授業依頼と授業分析 

○岡山型学習指導のスタンダードの観点から ○児童の表現に関する観点から 

9月28日(水) 1年次現職教員学生 「教育実践研究Ⅰ」研究成果報告会及び協議会 

10月 吉備中央町第3学年の岡山県学力学習状況調査の結果分析 

2月14日(火) 令和4年度 吉備中央町の第3学年担任を対象とした合同研修会の実施 

2月15日(水) 1年次現職教員学生 「教育実践研究Ⅱ」研究成果報告会及び協議会 

   様式W 

様式N 

インフォーマル(informal)な表現 フォーマル(formal)な表現 

インフォーマルな表現In プリフォーマルな表現Pre フォーマルな表現For 

S2記号的表現 その人なりの数学記号による表

現 

慣例的な数学記号を部分的に用いている

が，数学的に正式ではない表現 

数学記号による正式な表現 

S1言語的表現 その人なりの言葉による表現 授業等で共通に使用される用語や言い回

しによる表現 

数学的記号や用語による正

式な言語的表現 

Ｉ 図的表現 その人なりの図による表現 授業等で共通に使用される図による表現 数学の対象表記 

EG操作的・ 

身体的表現 

その人なりのジェスチャーなど

の表現 

授業等で共通に使用される教具の操作に

よる表現 

 

Ｒ現実的表現 個人的なシツエーションや事例

による表現 

授業等で共通に使用されるシツエーショ

ンや事例による表現 

 

表1 インフォーマルな表現を捉える枠組み(清水・山田,2015,p.94) 

岡山大学大学院教育学研究科教職実践専攻「教育実践研究報告書」第15号

― 279 ―



 

表3 2年次の研究計画及び研究内容  

(令和5年度)日程 内容 

6月 9日(金) 統合予定の3校の第4学年児童を対象とした参集型授業の実施(吉備中央町教育委員会が設定しているス

ーパー連携事業の一環として) 授業内容：おはじきゲーム 

6月15日(木) 統合予定の3校の第4学年担任と筆者作成の単元計画，各時案をもとにした「算数科 遠隔合同授業」の

授業づくりを3校合同研修として実施 単元名：「小数」 

6月27日(火) 「算数科 遠隔合同授業」内の 1 時間を設定し，吉備中央町教育研修所算数部会での指導案検討の実施

(町内他校の算数担当教諭との授業検討の場として） 

6月27日(火) 

～7月12日(水) 

 

 7月 6日(木) 

統合予定の3校で遠隔合同授業の実施と反省 

〇第4学年「小数」の学習において，単元を通した実践として遠隔合同授業と各校での分散授業の実施 

〇6月27日(火)に指導案検討を行った授業を吉備中央町教育研修所算数部会の研究授業として実施 

(筆者実践の授業見学と授業反省を通した町の算数担当教諭への波及の場として) 

8月 4日(金) 

 

令和 5年度 吉備中央町教育研修所教職員研修会において 6月 9日の「おはじきゲーム」の実践及び，

6‐7月の「小数」の実践報告を含む研究発表を実施(町全体の教諭・講師等への波及の場として） 

8月23日(水) 2年次現職教員学生 「教育実践特別研究」中間報告会及び協議会 

12月16日(土) 

～12月17日(日) 

全国数学教育学会第59回研究発表会(於：福岡教育大学)にて，本研究の成果の一部を口頭発表 

論文タイトル：算数授業における子どものインフォーマルな表現の果たす役割 

－小学校第4学年「おはじきゲーム」の授業実践を通した主体的・対話的で深い学びの実現－ 

2月17日(土) 2年次現職教員学生 「教育実践特別研究」最終報告会及び協議会 

 

４．1年次における課題の再整理 

２．で示した，数学的表現に関する研究の枠組みに沿って，日常的な勤務校の授業参観，並びに令和 4年度の

町内第 3 学年の授業分析をする中で明らかとなった大きな課題の一つが，「児童のインフォーマルな表現が授業

改善に重要であるにもかかわらず，それが表出されない，または表出されてもそれが洗練されない授業が行われ

ている」という点である。その主となる背景として，以下のような課題が挙げられる。 

・児童が「問い」をもてない教材開発，授業デザインおよび授業展開になっている場合が多いこと 

・教師が授業のゴールに向けて，必要とする児童の発言や答えしか拾わないような教材開発，授業デザインおよ

び授業展開になっている場合が多いこと 

・児童が自由に表現できず，教師の指示を待ってしまうような教材開発，授業デザインおよび授業展開になって 

いる場合が多いこと 

 上記の課題解決につながる 2年次の実践をデザインする視点として，改めて本研究の枠組みとして依拠してい

る清水・山田(2015)の研究成果や考察について概括を行った。 

清水・山田(2015)は，正木(2009)の「直角」の授業及び「平行」の授業において生起した表現について分析を

行っているが，子どもをジェスチャーや自分なりの言葉といった「インフォーマルな表現」によって，自分の考

えたことを表現することに誘う意図的な発問をすることを狙いとした学習活動を設定している点について触れ，

次のように述べている。「インフォーマルな表現，プリフォーマルな表現が授業で活用されることは偶然の産物で

はなく，周到な授業計画のもとに，授業中に生起した子どものインフォーマルな表現を効果的に取り上げ，それ

を展開するという教師の姿勢や力量があってはじめて実現するということである(清水・山田，2015，p.99)」 

また，「図形」の授業に対して得られた示唆として，以下のように述べている(清水・山田，2015，p.100)。 

・用語の知らない図形を学習する授業において，インフォーマルな表現は，子どもが数学的対象に働きかけて考

えたことや気付いたことを表明するための有効な(ことによると唯一の)手段である 

・インフォーマルな表現はその本性からいって，子どもが主体的に表出するものである。つまり，授業構成とし

ては，子どもが主体的に探究できる状況を設定し，子どもに気付いたことを主体的に表明させるという構成が

基本となる 

・子どものインフォーマルな表現は，大人の感覚では曖昧だったり，その意味が不明だったりするかもしれない。

正木(2009)の「平行」と同じような授業をした場合，「スゥー」という子どもによる表現が聞こえたときに，そ

れをクラス全体で取り上げるか，取り上げないかは授業の一つの分水嶺になろう。したがって，子どものイン

フォーマルな表現が(結果を知っている)大人側では，曖昧であったり，意味がないと感じられても，それをす

ぐに棄却するのではなく，クラス全体の議論の俎上に載せるという選択肢を授業者は常にもつべきである 
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これらのことから，児童から表出するインフォーマルな表現をもとに，フォーマルな表現に洗練されていく過

程が表出する授業が，子どもが主体的に学ぶ「児童の表現を生かした」授業であると言えるのではないだろうか。

しかし，清水・山田(2015)では，図形の学習における「垂直」，「平行」の 2事例でしか，インフォーマルな表現

という視点から授業に対する指導への示唆が示されていないため，図形以外の授業においても，その有用性につ

いて明らかにする必要があると考え，2年次の授業デザイン及び授業実践を行った。 

 

５．2年次の取り組みの実際 

5.1.統合予定 3校の第 4学年の授業見学，並びに 3校合同研修会の実施 

統合予定の 3校を対象とした授業実践に向けて，令和 5年度の 1学期に，3校の第 4学年算数科の授業見学を

行い，第 4学年担任や，各校管理職と児童の課題等について議論する機会を設定した。その目的は，合同授業の

実践に向けて共に授業づくりをしたり，児童が抱える課題について共通理解したりする時間を確保し，筆者のみ

ではなく，3校の第 4学年担任の授業力向上及び授業改善につなげることであった。3校の第 4学年担任と共に

授業デザインができるように日程調整を行い，合同授業の実践に向けた 3校合同研修会を実施した。 

5.2.おはじきゲームの実践(子どもたちの多様な表現に焦点をあてて) 

令和 5年 6月 9日(金)に，令和 7年度の統合を見据えた取り組みの一つとして，統合予定の 3校の第 4学年児

童が筆者勤務校に参集し，合同授業「おはじきゲーム」の実践を行った。また，実践における児童の表現に焦点

を当て，筆者が援用している数学的表現に関する枠組みを活用した分析を行った。本時の目標は，「「おはじきゲ

ーム」の勝ち方の秘密について，数学的に考えることができる」と設定した。尚，「おはじきゲーム」における授

業分析の詳細については，３.で示した 2年次の研究計画(表 3)の中で位置づけている通り，令和 5年 12月 16・

17日(土・日)に行われた「全国数学教育学会 第 59回研究発表会」にて，口頭発表を行った。 

5.2.1.おはじきゲームとは 

 児童に主体的な学びを促す算数授業として，ゲームが教材として扱われることも少なくない。子どもたちにと

って確かにゲームは楽しく，その「楽しさ」は児童の主体性を促す機会になり得るかもしれない。しかし，ここ

で注意すべきは，算数の授業における「楽しさ」とは，算数・数学に結びづいた「楽しさ」であるべきである。

ゲームを授業に取り入れるにあたっては，それを単なるゲームに終わらせず，そこに法則を見つけ，数学的な概

念を認め，記号化し，能率的に処理し，ときにはそれが新しい数学を考えることになるよう教師は努めなければ

ならない(杉山，2012）。その意味で，おはじきゲームは，その背景に豊かな数学的構造がある。 

本時で取り扱うおはじきゲームとは，一般に図 4のようなルールで行われるゲームである。x と yの値によっ

て，先手必勝となったり，後手必勝となったりするゲームである。 

[1] 二人一組で行う                          [2]  x個のおはじきの中から，交互におはじきを取る  

[3] 一度に取っていいのは，y個まで          [4] 最後の1個を取った人が負け 

図4 おはじきゲームのルール (坪田 (2009) を参考に作成) 

図 4において，坪田(2009)に基づいて(x，y)=(25，3)としてみよう。この場合，後手必勝となる。後手は，先

手が取ったおはじきの個数に応じて，各回の合計が 4個になるように取ればよい。そうすれば，25÷4＝6…1よ

り，残った 1個のおはじきを先手に取らせることができる。 

おはじきゲームは，数学的に必勝法が解析できる数少ないゲームのひとつで，小学校第 3学年の「あまりのあ

るわり算」(磯部, 2008; 塩野, 2007)や小学校第 4学年の「変わり方」(磯部, 2008; 坪田, 2009)など，複数の

内容の教材として扱われている。 

5.2.2. 統合予定 3校の第 4学年児童を対象とした授業の実際  

本授業で設定した「おはじきゲーム」のルール，並びに，授業デザインの段階で想定していた授業の主眼とな

るフォーマルな表現を，清水・山田(2015)のインフォーマルな表現を捉える枠組み(表 1)に対応付けて例示する

と，以下のようになると考えた。 

本授業における「おはじきゲーム」のルール 

①先攻後攻を決め，10個のおはじきについて，はしから交互におはじきを取る 

②おはじきは 1回で，1個か 2個取ることができる 

③最後の 1個を取ったほうが負け 

※尚，本授業における数値設定(x，y)=(10，2)では，後手必勝となる。後手は，先手が取ったおはじきの個数

(1個か 2個)に応じて，各回の合計が 3個になる(先手が1個取った場合は 2個取る，先手が 2個取った場合

は 1個取る)ように取ればよい。そうすれば，10÷3＝3…1より，残った 1個のおはじきを先手に取らせるこ

とができる。 
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図5 令和5年6月9日(金)実施の3校参集型授業(おはじきゲーム)の様子 

本授業における，授業デザインの段階で想定していた授業の主眼となるフォーマルな表現 

【本授業で想定されるフォーマルな記号的表現】   【本授業で想定されるフォーマルな図的表現】 

 10－3×3＝1，10÷3＝3…1 

【本授業で想定されるフォーマルな言語的表現】 

 先攻の取ったおはじきの個数に応じて，各回の 

合計が 3つずつになるように取れば，最後に 1つ 

あまるから，後攻が必ず勝つ 
  
授業では，おはじきの操作をもとに，図的表現，言語的表現，記号的表現等との関連を図りながら，自己の考

えを他校の友達にも表現し，意欲的に学習しようとする3校の児童の姿が見られた。 

 

 

 

 

 

  教師の実演によるルール確認   おはじきゲームを通した操作的活動   操作的表現をもとにした言語的表現  図的，言語的表現等を使った児童なりの表現例 

 

しかし，本授業だけでは，こちらが授業デザインの段階で想定していたフォーマルな表現には至らず，児童 IR

の「相手(先攻)が取った数と反対の数を取ったら，後攻が勝ちました」という発表から，勝ち方の秘密を表す言

葉として「先攻の反対の数を取れば勝てる」という表現が全体で共有され，授業のまとめとして位置づけられた。

これは，本時で設定した数値(x，y)=(10，2)では，和一定，あまりのあるわり算といった考えに至らずとも，「先

攻の反対の数を取れば勝てる」というアイデアで，勝ち方の秘密として成り立つためであり，こちらの意図して

ない児童なりの表現であった。また，課題の解決に至らなかった児童も一定数見られた。 
 
5.2.3.本校の第 4学年児童を対象とした第 2時の実施 

そこで，本校の児童のみを対象としてではあるが，令和5年 6月 21日(水)に，児童から表出したまとめである

「先攻の反対の数を取れば勝てる」という表現をもとに，各回で先攻と後攻が取ったおはじきの個数の和に着目

できる手立てを取り入れた第 2時の授業をデザインし，実施した。 

実際の授業では， 前時に帰結した「逆，真逆，反対の

数を取れば勝てる」というきまりを表すための児童たち

なりの表現から，各回で先攻と後攻が取ったおはじきの

個数の和に着目させるため，おはじきの総数と一度に取

れる数を変更した場合(x，y)=(25，5)における，おはじ

きゲームの結果を例示した(図 6）。図を示した後，KRの

「なんか，なんか，5と 1だったら，なんか 2番，あ，1

番目に高い数字と 1番目に低い数字で。4と 2だったら，

1番目に低い，あ，ちゃう。2番目に低い数字と 2番目に

高い数字で，3は，最後は 3と 3で同じになって…」という発言を契機とし，IR「1番どうし，2番どうし，3ど

うしってことか」や，FC「足すと全部 6になります」，IR「たし算だぜ」，SN「六四 24だ」といった発言が見られ，

逆という表現から，数に着目したり，たし算，かけ算を活用したりする見方への変容が見られた。 

その後，「数に注目して」というキーワードのもと，第 1 時の合同授業内の学習活動として行った，T1(先攻)

と，おはじきゲームの必勝法を知っている T2-T4(後攻)とのおはじきゲーム全 3回のビデオ記録を改めて視聴さ

せた。第 2時では，児童が各回で先攻と後攻が取ったおはじきの個数の和に注目することができたことにより，

第 1時に児童から表出した「後攻が有利である，有利そうである」といった表現から，FC「さっきは足すと 6だ

ったので，10個の時は足すと，どっちも足すと 3に，なってます」や，複数の児童が「(各回の合計の和が)3，

3，3，全部 3ー」と発言するなど，数に注目した表現への移行が見られた。一方で，SY「真逆になると，真逆にな

ると絶対 3になる」に見られるように，逆という考えのままの児童も一定数見て取れた。 

そこで，授業者は第 2時の授業冒頭で示した図 6の取り方の 4回目に注目させ，3の逆は 3であるのか問うた。

すると，児童からは，「ノー，(3と 3は)同じ」「3は真ん中だから逆がない」といった声があがった。 

全体共有における FCの発表では，「はじめにここからここまで。ここの 1個を省いて，ここからここまでが 9

個で，これを 3つ(ずつ)に分けてみました。それで，例えば T１が 1個取ったら，他の先生は 2個取って，3個ま

表 4 本授業におけるフォーマルな表の例 

先攻 2 1 1 1 負け 

後攻 1 2 2  勝ち 

計 3 3 3 1  

 

 T1 (先攻) T2 (後攻) 
1回目 ● ●●●●● 
2回目 ●●●● ●● 
3回目 ●● ●●●● 
4回目 ●●● ●●● 
5回目 ●  

 負け 勝ち 
図6 総数25個，1度に取れる数5個での結果 
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図7 おはじきゲーム第2時の児童の表現例 

とまったのでこれを省いて，で T1がまた 1個取って，他の先生が 2個取って，3個まとまって，T1が 2個取っ

て，他の先生が 1個取って 3個にまとまって，そしたら最後が 1個残って，T１の番で，ここの 1個を取るので，

これで負けると思います」という発表を，線分図(以下に掲載している図 7 中の FC のワークシートを参照)を指

し示しながら，ジェスチャーなどを駆使して表現する姿が見られた。また，図的表現としては，FCから初めて線

分図を活用した表現が見られ，他の児童の表現にも影響を与えるものであった。その他にも，児童のワークシー

トの記述からは，たし算，かけ算，わり算をもとに説明するなど，本授業におけるフォーマルな表現に全員が至

ったわけではないが，児童なりの多様な表現が表出した。図 7は，児童のワークシートの記述の一部である。  

  

 

 

                                                  児童TSのワークシートの記述 

 

 

 

児童 KSのワークシートの記述         児童FRのワークシートの記述         児童 FCのワークシートの記述 

 

第 1時，第 2時における表現の移行については，以下に示す表 5のようであると考えた。尚，表 5について，

第 1時の主な学習活動は a～ｄ，第 2時のそれは A～Dとして示している。分析の結果として，学習活動 a，bに

ついては，インフォーマルな表現を捉える枠組み内に位置づかないと判断したため，表 5には記入していない。 

第 1時 a：教師同士(T2，T3)のデモンストレーションの後，実際にペアでおはじきゲームをしてみる 

 b：実際におはじきゲームをした気づきを共有する 

     c：T1(先攻)と，おはじきゲームの必勝法を知っている T2-T4(後攻)とのおはじきゲーム全 3回を見た

気づきを発表する 

     d：気づきの共有を踏まえて，自己の考えを記入し，全体で共有する 

 第 2時 A：前時の想起のために，勝ち方の秘密の確認をする 

     B：おはじきの総数と一度に取れる数を変更した場合(x，y)=(25，5)におけるおはじきゲーム結果の提

示と，得られた気づきを共有する 

     C：前時における T１とおはじきゲームの必勝法を知っている T2-T4との全 3回のおはじきゲームのビ

デオ記録の視聴をした気づきを発表する 

     D：気づきの共有を踏まえて，自己の考えを記入し，ペアや全体で共有する 

5.2.4.考察 

 おはじきゲームの授業実践により，インフォーマルな表現の果たす役割として，以下の示唆が得られた。 

児童から表出したインフォーマルな言語的表現を生かした授業デザインとして，第 2時の導入として第 1時で

児童から表出した「逆，真逆，反対の数を取れば勝てる」というまとめの表現を想起させた。その後，おはじき

の総数と 1度に取れるおはじきの個数について，数値(x，y)=(10，2)から，数値(x，y)=(25，5)に変更したゲー

ム結果を提示し，「逆，真逆，反対の数を取れば勝てる」では成り立たない取り方があることに気づかせた。それ

により，児童が第 1時にまとめた，「逆，真逆，反対の数を取れば」当然成り立つであろうという考えに矛盾が生

じ，各回で先攻と後攻が取ったおはじきの個数の和に着目した見方に発展していった。第 1時の児童から表出し

表 5 第1時→第2時における表現の移行 (清水・山田, 2015, p. 94の枠組みを援用) 

   様式W 
様式N 

インフォーマル (informal) な表現 フォーマル (formal) な表現 
インフォーマルな表現 In プリフォーマルな表現 Pre フォーマルな表現 For 

S2記号的表現       B        C        D D 
S1言語的表現 c       d   = A 

 
                  B 
 

C 

A      
 
B  

 
C       

D 

 
 
 
 
 
D 

Ｉ 図的表現              d D D 
EG 操作的・身体的表現              d                          D  
Ｒ現実的表現    
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図8 おはじきゲーム第1時→第2時の児童の表現の変容例 

図 9 遠隔合同授業で○○小スペシャル問題を出し合う場面，キャラクターによる誤答の位置づけ 

たインフォーマルな表現が棄却されるような環境をデザインするという工夫は，児童の更なる多様な表現を引き

出し，主体的で対話的・深い学びの実現という視点からも効果的であったと考える。  

尚，各回で先攻と後攻が取ったおはじきの個数の和に着目させることを意図した授業デザインにより，第 1時

から第 2時で，同一児童におけるワークシートの記述は図 8のように変容した。 

児童名 第1時の記述  第2時の記述 
IR  

➡  
 

TS 

 

➡  
 

SN 

 

➡ 

 
※SNのワークシートの記述については，児童名等が含まれていたため，筆者が一部修正をしている 

 

5.3.遠隔合同授業の実際について 

令和 5年 6月 27日(火)～7月 12日(水)の期間で，令和7年度より統合予定の勤務校を含めた 3小学校第 4学

年児童を対象とした合同授業の実践を行った。授業実践に際しては，1.2.に記述した研究目的を意識し，1 年次

に分析を行った町並びに勤務校の算数科の授業における課題との関連を図りながら下記のような工夫を一例とし

て授業デザインを行った。尚，本実践は「遠隔合同授業」と「各校での分散授業」を併用して，単元を通した授

業実践として計画及び実施をしたが，「遠隔合同授業」については，各校担任とも協議の上，児童なりの多様な表

現がより多く表出すると想定される学習場面を選択した。 
 

5.3.1.誤答をもとに考える学習場面の設定 

 児童なりの多様な表現の表出や学習課題の効果的な解決に向けた工夫の一つとして，誤答を位置づけた授業デ

ザインを行った。教科書教材のキャラクターの誤答をもとに正しい答えや説明の仕方を考えようと，意欲的に学

習に取り組む児童の姿が見られた。また，各校で間違えやすかった小数の加法・減法の筆算を取り上げ，3 校そ

れぞれのスペシャル問題として出 

題し合う学習場面を設定した。そ 

れにより，他校の友達が作った問 

題を解いてみたいという意欲につ 

ながるとともに，児童自らの誤答 

も生かした授業となった。 
 

5.3.2.児童が問いをもつことができるような学習場面の設定 

 0.01までの小数の加法減法の仕方を考える学習場面について，教科書該当ページの数値設定の意図を踏まえた

上で，3小学校間のマップ問題に変更して授業を実施した。3小学校のうち，大和小学校，吉川小学校の 2小学校

の児童は，令和 5年 6月 9日(金)に，参集型授業のため，実際に吉備高原小学校までバスに乗って来るという経

験をしている。児童にとって経験したことのある身近な題材を問題として設定することで，意欲の向上や児童が

問いをもつことに繋がったと考えられる。※この内容については令和 5年 7月 6日(木)に吉備中央町教育研修所

算数部会の研究授業として授業実践を行った。 
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各校で，実際に1Ｌゲームを行う児童       遠隔授業での，かさの比較方法の検討場面

図10 吉備中央町教育研修所算数部会にて実践した研究授業の様子

図11 遠隔合同授業における単元の導入場面の様子

  教科書問題と筆者作成のマップ，マップをもとに根拠となる数値を指での操作で指し示す児童の姿   図的，言語的，記号的表現等を使った児童なりの表現例

5.3.3.遠隔で授業を行う良さを生かした学習場面の設定

遠隔合同授業の導入場面では，各出版社の教科書比較を行い，児童が興味をもって今後の学習への必要感を感

じられるような内容かつ，操作活動が位置づいた「1Ｌゲーム」を設定した。1Ｌゲームで，児童が実際に 1Ｌち

ょうどを目標に，水を注いでみるという経験をすることで，数としてのかさだけではなく，量的な理解を深める

ことにもつながったと考える。また，各

校に配布するワークシートの数値を微妙

に変えることで，遠隔で授業をしており，

直接比較できないという状況から，既習

事項の「10等分する」という経験を想起

し，新しく学習する単位(0.01)の必要性

を感じさせる場面設定を行った。   

5.4.令和 5年度 吉備中央町教育研修所教職員研修会での実践発表

令和 5年 8月 4日(金)に，吉備中央町の全体研修会にて，本研究に関する実践発表を行った。算数科における

統合を見据えた実践として，授業実践協力校の 1校の振り返りでは，「数学的表現に着目した授業づくりは本校の

子どもたちにも大変好評で，リモート授業や，集合での授業等，効果を最大限にするための手法やグループ構成

等，その取り組みには学ぶべき点が多くあると感じた」といった意見が得られた。また，その他の小学校からも，

統合を意識した今後の取り組みについて，筆者の実践を一例として，今後，前向きに検討しようとする振り返り

の内容が多く見られた。

5.5.町内他校における実践の広がり

5.4.に示した実践発表の後，町内では一例として，以下のような実践がなされた(表 6)。

※表内の( )前は統合後の小学校名，( )内は，統合予定の小学校名を示している(令和 6年度 2月現在)。

表6 令和5年度2学期以降の町内小学校における合同授業

対象学年 日時 実践内容

加賀南小学校(吉川小学校・大和小学校・吉備高原小学校)

低学年 令和5年11月22日 生活科，体育科合同授業

加賀西小学校(上竹荘小学校・豊野小学校・下竹荘小学校)

低学年 令和5年11月17日 学級活動，生活科，体育科合同授業

中学年 令和5年11月28日 学級活動，国語科，算数科，体育科合同授業

加賀東小学校(津賀小学校・円城小学校・御北小学校)

低学年 令和5年11月～12月 図画工作科(単元を通した生活科との合科的な合同授業)

中学年 令和5年12月 1日 国語科，算数科合同授業

令和6年 2月 6日 道徳科，体育科合同授業

表 6における実践事例の中で，単元を通した図画工作科と生活科の合科的な授業実践を行った加賀東小学校(津

賀小学校・円城小学校・御北小学校)低学年の授業実践について，授業参観並びに協議会への参加，授業者へのイ

ンタビューを行った。インタビュー内容について一部を以下に掲載する。

・単元を通した実践を計画・実施した理由

筆者の実践発表を夏季研修会で聞き，統合に向けた具体的な授業実践について検討していく必要性をより強

く感じた。児童の実態を踏まえて，当初は 2時間続きの実践として計画していたが，児童のより豊かな表現や

話し合い活動等を引き出したり，統合後を見据えた児童同士の関係性を構築したりするためには，単元を通し

て，また，3 校の低学年児童が参集して実施する生活科の秋見つけの体験を単元計画内に位置づけた合科的な

授業実践にした方が効果的になるのではないかと考えた。各校担任と協議を行い，Google meetを活用した遠

隔授業や，参集型授業を組み合わせた単元計画を構想し，本時では合同の作品制作を計画・実施した。
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・単元を通した授業実践の成果と課題 

 成果：単元を通した合同授業として実施した結果，児童にも他校の友達と継続的に活動をすることを伝えなが

ら学習活動を行うことで，児童一人ひとりに，表現する際の他者意識が芽生えるとともに，学習意欲の

継続につながった。また，合同で授業を行うことで自分達だけでは思いつかなかったような多様な意見

やアイデアが表出し，それらを生かして意欲的に新たなアイデアを生み出す姿が見られるなど，児童の

充実感につながったと感じる。 

 課題：各校同じゴールのイメージをもちながら学習を進めることや，児童の活動や表現に対して，教師による

声かけや価値づけの共有を行うことが難しさとして各校の担任から挙げられた。 
 
６．成果と課題，今後の展望 

 2年間の研究を通して，児童並びに教師の数学的表現に着目し，研究を行った。2年次の実践では，1年次の研

究から表出した課題に対し，おはじきゲームに焦点を当てて，清水・山田(2015)の枠組みを活用した詳細な分析

を行った。その成果として，児童から表出するインフォーマルな表現を位置づけた授業実践は，児童の更なる多

様な表現を引き出し，主体的・対話的で深い学びの実現に繋がることが示唆された。  

また，研究目的②である「統合を見据えた小規模校としての算数科の課題分析や授業改善を提案すること」の

視点から，多様な表現が表出するよう，単元を通した合同授業について意図的な教材開発，授業デザインおよび

授業展開の計画・実施を行った。多様な表現を表出させる児童の姿はもちろん，授業実践について，町内に発信

することで，統合を見据えた取り組みの広がりの一助となったと考える。令和 5年度 2学期以降の町内における

合同授業では，投げ入れ教材が多くなるなど，実践上の課題は残されているが，多様な教科で実践がなされた。

実践に際しては，5.5.において，一例として示した加賀東小学校(津賀小学校・円城小学校・御北小学校)低学年

の図画工作科にも見られるように，統合後の児童同士の関係づくりという観点からも，一人ひとりの多様な表現

を価値づけ，授業で効果的に取り上げるような実践が意識されている。また，町の算数担当教諭への波及を意図

していた吉備中央町教育研修所算数部会では，令和 6年 1月 18 日(木)にも岡山大学から講師を招き，授業研究

会並びに協議会が実施されるなど，今年度だけでなく，今後も継続的な研究体制が確立されつつある。 

 今後の展望として，上記に述べた吉備中央町算数部会としての取り組みや町内他校の統合を見据えた取り組み

について，教科の枠を超えた実践の累積がなされるよう，今後も継続的に働きかけたり，自身の 2年間の研究を

進展させたりすることで，円滑かつ充実した統合初年度を迎えることができるよう尽力していきたい。 
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主体的・自律的な学びを萌芽させる「授業と授業をつなぐ家庭学習」の探究 
 

  田中 純子 

 
Ⅰ 研究の背景と目的 
１．研究の背景  
 生涯にわたって学び続けていくには，自らの学習を自ら管理し，効果的に進めていく力を身につけなければなら

ない。学校教育においても，子どもたちが受動的に学習するのではなく，意欲的に自ら学んでいこうとする「主体

的・自律的な学び」が求められている。本研究では，生徒の「主体的・自律的な学び」を萌芽させることを目指し，

学校の授業と家庭学習の効果的な連携のあり方について検討する。 
篠ヶ谷（2016）によれば，学習者が自らの学習を管理し，効

果的に学習を進めていく力を身につけるには，授業中に教師の

目の前で学習するだけでなく，授業外の場で，一人で学習する

経験を積む必要がある。つまり，生徒の学習は授業内だけで完

結するものではなく，家庭などを含む広範な場での活動を通し

て成立するものといえる。篠ヶ谷（2012）は事前や事後にも適

切な学習方略を用いることで理解を深めるという「学習のフェ

イズ関連づけモデル」を示している（図 1）。中等教育以降で

は，事前学習フェイズと事後学習フェイズが授業内に組み込ま

れず，授業外で自ら学びを深めていくことが求められている

（図 2）。このように，教師は「授業だけで学びが完結する」

ということにとらわれることなく，授業と家庭学習をうまく連

携させて生徒の「主体的・自律的」な学びを促していく必要が

ある。 
 
２．宿題の役割と効果 
宿題とは学校現場で日常的に取り組まれるものであり，他者から強制的に指示された家庭学習の一つである。一

般的に学校教育では，宿題は家庭での学習を定着させることを目的として，日常的に課されている。 
太田（2019）は宿題が果たし得る役割について心理学的な視点から整理し，これまでの研究知見を概観してい

る。宿題における学習メカニズムから「リハーサルを促す宿題（行動主義心理学アプローチ）」，「意味理解を促す

宿題（情報処理アプローチ）」，「知識の社会的構成を促す宿題（状況認知アプローチ）」の3つの知見を示し，宿題

の課題設計や指導の仕方を，目的や状況に応じて適切に使い分けることの重要性を示唆している。 
これら 3 つの学習メカニズムの知見が示すように，教師は単に生徒に問題集を解かせ，宿題を終わらせること

を目標にするのでは不十分である。生徒がどれだけ習得できたか，どのように工夫すれば効果が上がるかなど，宿

題の課題設計や指導の仕方を授業とつなげるための目的や状況に応じて適切に使い分けていくことが必要である。 
 

３．現任校の家庭学習の課題 
 現任校は岡山市南部の住宅地域・商業地域として発展を続けている地域にある中学校であり，生徒数およそ900
人の大規模校である。学校教育目標は「岡山っ子育成条例」「第２期岡山市教育大綱」を踏まえ，将来，自らの人

生を切り拓き，より良い社会づくりに貢献できる人を育成するために，「豊かな人間性と確かな学力を有する生徒

の育成」としている。その目標に向けて，校内では「自分の考えをもち表現し合える生徒の育成－学び合い・深め

合う学習を通して－」という研究テーマのもと，手立てとして「学び合い」の授業づくりを中心に授業改善を行っ

ている。 
以前から，現任校では，生徒は課された宿題を提出するものの，その宿題で扱う内容に関する知識の定着は低い

ことが認識されていた。そのため，生徒が宿題に取り組んではいるが知識の定着がなされていないこと，そもそも

宿題の内容自体が知識定着に重きを置いていること，家庭で計画的に学習を進める力が身についていないことを

課題として，4年前より校内で家庭学習促進係を立ち上げ，係を中心として研究を始めた。令和4年7月に現任校

図 1 学習のフェイズ関連づけモデル（篠ヶ谷，2012） 

図2 学習のフェイズと予習，授業，復習の関係 

（篠ヶ谷，2022） 
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の教師と全校生徒に実施した宿題に関する実態調査から，家庭での学習に意欲的に取り組めていない生徒が多い

ことが把握された。また，教師から出される宿題は補助教材や問題集が中心ということも判明し，家庭学習で利用

される宿題が生徒にとって意欲的，主体的に学びたいと思わせるような内容ではない可能性が考えられた。他方

で，宿題に取り組めていない生徒であっても，宿題には何らかの効果があるという回答が半数を占めていた。その

ため，生徒は宿題に対して，必ずしも悪いイメージを抱いてはいない状態であった。 
授業で学習の内容がわからないことが多すぎて，授業で主体的になれない生徒もいる。前時の学習内容を家庭学

習の中で定着させることができれば，生徒が次の授業へ主体的に参加することを促せるであろう。また，家庭学習

や宿題が授業への参加や授業内容の理解に有効だと実感できれば，生徒が家庭学習へ継続的に取り組むことも期

待できる。そこで，自己調整学習の理論の視座から，授業と授業を効果的につなぐための介入策としての宿題のあ

り方を検討した。  
 

Ⅱ 自己調整学習の視座と介入の方向性 
１．自己調整学習とは 
「自己調整学習」は，1990年代から米国の教育心理学者，Barry Zimmermanを中心に発展してきた理論体系

である。「自己調整学習」とは，学習者が「動機づけ」「学習方略」「メタ認知」の三つの要素において自分自身の

学習過程に能動的に関与することである。つまり，自分の考えをきちんと振り返り，自分でやる気を維持しながら

学習を進めていくことである。 
 自己調整の力は学校の普段の授業のみで直接形成されることはない。自分 1 人で学習に責任をもち目標を決め

て内省する課題とそれに取り組む機会が必要だとされる。教師の制約の少ない宿題や協同学習には自己調整をす

る機会があるため，力を育みやすい。自己調整学習は教師から自由になることが大切であるが，最初は教師が手助

けを行った上で，徐々に生徒に任せることで生徒自身の自己調整力による学習が遂行される。 
 Zimmerman et al.（1996）は，宿題や学習の際に不可

欠な学習スキルを教える指導モデル（「学習アカデミー

モデル」）を提案している。このモデルでは，学習の過程

を四つの段階で説明する（図3）。第一段階は目標設定と

方略のプランニングで，自分の方略使用状況を自分でモ

ニターして評価した上で目標設定をする。次の第二段階

では，方略実行とモニタリングを行う。実際に方略を使

ってみて，その状況について自分で把握する。第三段階

では，その使った方略がうまくいったかどうかの結果を

自分で振り返る。最後の第四段階では，方略の実施によ

って学習の成果がどの程度得られたのかをモニタリン

グする。 
このモデルに基づけば，教師には課題を確実に遂行できるようにフィードバックを与えることや，適切な環境設

定を進めることなどが求められる。その結果，方略の有効性を評価し，最後に学習全体の成果（どれくらいうまく

いったのか）を学習者と教師の間で共有することにつながる。 
 「自ら学習を進める」際には「誰の助けも借りない」という意味で解釈されやすい。しかし自己調整学習理論で

は他者に援助を求めて自ら能動的に解決をすることも自己調整に含まれる。必要なときには，自ら進んで他者の助

けを求め，仲間と教えあうなど，他者との相互作用を活用していく中で，自己のメタ認知的な考えを比較したり，

診断することで新たな思考や方略の使用が可能になっていく。 
 

２．授業と家庭学習の連携 
篠ヶ谷（2016）は，宿題の指導において教師が重視すべき二つの視点を挙げている。一つ目は「方略への着目」

であり，学習者に効果的な学習方略を指導することが必要だと論じている。教師は何も考えずに宿題を課すのでは

なく，それによってどのような力を身につけさせたいのかを明確に把握しておかなければならない。二つ目は「教

室とのリンク」である。授業での学習と関連づけながら，宿題にどのような機能をもたせるのか把握し，指導する

ことが大切だとする。ただし，教師の授業の仕方やテスト形式が学習者の学習方略に影響を与えるため，教室内の

活動とのリンクを常に意識しながら行っていく必要がある。宿題に取り組むことで，生徒が自己効力感や興味を抱

くことのできるような適切な課題の設定を考えなければならない。 
 

図3 自己調整学習の学習アカデミーモデル 
（Zimmerman et al. , 1996を一部改変） 
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３．研究の枠組み

以上から，授業と家庭学習を連携させることで生徒の主体

的・自律的な学びにつながるのではないかと考えられる。授業

とつながらない宿題は，教師からの強制であったり，個にあっ

ていない問題であったりと，ただこなすだけのものであり，生

徒は意義や有効性を実感できない（図 4）。宿題が次の授業で

必要な知識の枠組みを理解できる内容，次の授業の問いについ

て考えを深めておく内容であれば，宿題の意義や有効性を実感

できる可能性が大きい。また，授業中に宿題を利用する中で成

功体験を重ねれば，授業中に主体的に学ぼうとする意欲が湧い

たり，授業外で家庭学習に取り組むことも増えると予想され

る。そして，家庭学習に自己調整学習の視点を入れることで自

ら目標を設定し，自分なりの方法で自律的に学ぶ姿勢が育まれ

ていくのではないかと考える。そこで図 5 のように授業と家

庭学習を連携させることで，生徒が授業の場や家庭学習の場で

主体的・自律的になることができるのか検証を行う。

本研究は自己調整学習の指導モデルである「学習アカデミー

モデル」（図 3）に依拠して進める。そのモデルを基に現任校

の教師が共有するための「授業と家庭学習の連携モデル」を示

した（図6）。従来，現場の教師は「予習」を次の授業に利用す

るわからない語句や単語を調べさせてくること，「復習」を授

業中に学習したことを，問題集などを利用して反復させることという，教師が与えるイメージで捉えることが多

い。それに対して，自己調整学習の理論的視座に依拠して，授業と家庭学習の連携に着目する本研究においては，

「予習」と「復習」を生徒自身がこれまでの学習の理解度をモニターし，評価した上で，目標設定をする学習と位

置づけている。既存イメージに基づく誤解を避けるとともに，実践の意図を明確にするため，本研究では「予習」

を「事前学習フェイズ」，「復習」を「事後学習フェイズ」と称する。

授業と連携した家庭学習は図 6 に示すように事前学習フェイズとして，「A 既習事項の確認・事前の知識習得

（事前準備）」，「B 次の授業の問いを前もって個人で思考する（前もって思考を活性化することから，『準備思考』

と呼ぶこととする）」，そして事後学習フェイズとして「C 授業の内容を振り返って深める（復習）」が考えられる。

そこで現任校での実践の方法としては，単元の中に下記の A～C のいずれかを家庭学習として取り入れることと

する。事前学習フェイズの課題は「A 事前準備」と「B 準備思考」が重なる場合もあるが，教師がイメージしや

すいように，モデル図ではAとBを分けて示すこととした。Cでは教師が生徒全員に同じレベルの課題を課すこ

とをできるだけせず，生徒自身に「できる」課題を選択させる。そうすることで生徒自身が家庭学習をデザインす

ることになり，自己調整学習のモデルに基づいてサイクルを回すこととなる。そして，学習方略を教師が生徒に具

体的に教え，生徒自身が体験することによって「自分でも学習を進めていけそうだ」という見通しをもたせ，学習

に対する動機づけを高めていくアプローチを取り入れていく。本研究では教科担任制である中学校において実践

を行うため，一つの教科で実施するのではなく複数の教科で，図 6 のモデルに基づいて授業と家庭学習の連携の

実践を促していく。

授業につながる課題の内容は Ryan&Deci（2017）の自己決定理論を参考にした。自己決定理論では「自律性」

「有能性」「関係性」の3つの心理的な欲求が満たされることで生徒の自律的な動機づけが高まると説明している。

そこで課題は①教師が選択するのではなく，生徒自身が選択し，自分の意思でやっているという実感をもたせるも

の（自律性），②生徒が簡単すぎず，生徒の能力をほんの少し超える内容のものとし，自分はできるという感覚を

もたせるもの（有能性），③教師や級友に価値を認められたり，好感を持たれたりといった実感がもてるもの（関

係性）を意識することにした。また，実践に参加する教師には，①短時間（10分くらいが望ましい），②生徒が自

分で問題のレベルを選択できるもの，③小テストの場合は同じ問題を出す（目標点数を自分で決めさせる）ことを

ルールとして，授業とつなぐ課題を検討してもらうことにした。さらに，生徒への課題の提示の際には，①課題に

取り組む際のポイント，②課題はできるところだけでよいこと，③課題は教科の成績の評価の材料にはしないこと

の 3 点を必ず伝えることで進めていく。このように生徒に自己決定の場を与えることで生徒の学習に対する動機

づけの効果が高まると考えられる。また，教師だけでなく生徒にも自己調整学習のモデルを示し，目標設定の後の

イメージをもたせながら進める。

図 4 現在の授業と家庭学習のつながり

は教科担任制である中学校において実践

モデルに基づ

「できる」課題を選択させる。そうすることで生徒自身が家庭学習をデザインす

そして

している。

自分の意思でやっているという実感をもたせるも

が重なる場合もあるが

では教師が生徒全員に同じレベルの

が重なる場合もあるが

では教師が生徒全員に同じレベルの

図 5 授業と家庭学習の連携
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Ⅲ 1年次の教育実践研究－「授業と家庭学習の連携モデル」を意識した授業の試行－ 
１．授業と連携した「B 準備思考」の授業実践 

1年次は現任校で図6のモデルに基づいた授業実践を，第2学年の国語科，数学科，理科，技術・家庭科の教科

で試行し，授業における生徒と教師の変容について調査した。その上で，授業と家庭学習の連携が生徒の学習意欲

を高めることができるのか検証を行った。 
国語科では，授業と連携した家庭学習（B 準備思考）を現任校の教職経験 3 年目の講師である授業者と筆者が

考え，実践を行った。期間は令和4年9月21日～9月30日にわたり，第2学年の3学級（87名）に教科書の物

語教材である「盆土産」を利用し，5時間の授業実践を行った。この3学級の生徒は2年生になってから普段の日

や土日に国語の宿題は一度も課されておらず，定期考査前や長期休みのみ，国語の宿題の提出を求められていた。

また，予習をするという意識・習慣が，授業者にも生徒にも希薄な状況であった。 
 
２．国語科の成果 
 授業中の生徒の様子については，教材である教科書を以前よりも深く読んで参加していることが窺えた。そし

て，事前学習に取り組んだことで授業の中心発問に対して積極的になっている姿を見ることができた。準備思考課

題のワークシートを確認すると，他の生徒の答えを写して提出している生徒は少なく，自ら課題に向きあってい

た。生徒は自分なりの解答を書き出したことで，授業の情報と自分の知識を比較，統合しながら授業に参加するこ

とができたと考えられる。それにより積極的に授業に参加できたと推測できる。その他に，授業者の「できるとこ

ろまででよい」という声かけが生徒に負担を感じさせず，自分はできるところまでやったという満足感につながっ

たことも授業の参加に影響していると考えられる。そして授業者は，「生徒自身が授業に見通しをもって参加して

いることに変容に感じる」と述べた。それに加え，事前学習を行うことで授業時間の短縮にもなったとの感想もあ

り，他者との議論や発展的な学習に多くの時間があてることができたといえる。 
また，筆者は 3 年前から授業者の授業を参観してきたが，以前とは授業の構成が変わったことを見取ることが

できた。授業者は経験年数が浅いこともあり，従前はどちらかというと生徒の意見よりも授業の進度を重視した授

業づくりを行っていた。この実践では，筆者と一緒に授業中に家庭学習を利用する時間などを話し合いながら単元

を構成していった。その結果，授業や家庭学習でつけさせたい力が授業者の中でも明瞭になった。また，事前学習

を利用することで授業の時間に余裕が生まれたことから生徒の活動場面が増える授業構成となった。そして，授業

の活動と事前学習のリンクを意識しながら授業展開が行われ，以前に比べてつけさせたい力がはっきりと生徒に

わかる授業となっていた。 
 

図 6 授業と家庭学習の連携モデル 
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３．実践で残された課題 
実践の対象とした学年では，2年生になってから日常的に宿題は課されておらず，また課題が成績の評価と直接

結びつかないこともあり，最初は課題に取り組んでくる生徒が少なかった。しかし，課題が毎時間の授業と連携し

ていることや短時間で終わる課題であることが理解され，「やってみよう」と取り組む生徒が増えてきた。だが，

取り組めない生徒もいた。取り組めない生徒は普段から授業中のノートも取らない生徒に限られていることもわ

かった。今後の課題として「自分でもできる，取り組みたい」と思わせる家庭学習の内容の検討，また生徒を家庭

学習に向き合わせる教師の働きかけには工夫が必要と考えられる。 
また，国語科だけでなく他教科の実践でも生徒が授業の振り返りとともに家庭学習の振り返りもワークシート

に記述した。ワークシートの振り返りの内容を見ると，「できた，できなかった」のみの記述もある。どのように

課題に向き合えばよかったかなどの振り返りは少なかった。どれだけ習得できたかや，どのように工夫すれば効果

が上がるかといった，次につながるフィードバックがなされていないことがわかった。また 1 年次の実践では他

者とのフィードバックの時間を設定できていなかった。学習のフィードバックを教師が行うだけでなく，課題のや

り方などを仲間と教え合うなど，他者との相互作用を活用した場の設定が必要と考えられる。 
  

Ⅳ 2年次の教育実践研究－「主体的・自律的な学び」ができる生徒を育む方策についての提案－ 
１．各教科で共有する視点 
 １年次の研究の中で，「B 準備思考」を利用した実践の生徒の変容として，事前学習に少しでも取り組んでいる

生徒は授業に臨む準備ができており，授業に参加しようとする姿勢が見られた。しかし，国語科が行った4か月の

実践の中で，授業者が考案した課題は太田（2019）が示した「リハーサルを促す宿題（行動主義心理学アプロー

チ）」が多かった。そのため，国語科の定期考査では，多くの生徒が暗記や反復といった勉強方法を採っていた。

この期間では「意味理解を促す宿題（情報処理アプローチ）」などがあまり課されていないため，文法の問題など

で，説明を促すとつまずく生徒がいた。学習方略の中でも単純なリハーサル方略はできているが，意味まで理解し

てから解くといった深い学習方略レベルにまでは至っていない。このような深い学習方略レベルに達するには，授

業の場面を越えて支えていくことが大切である。授業だけに力を入れて，事前や事後（家庭学習）についてはあま

り指導をせず，ただ単に宿題を与えるだけに終始すると自己調整のサイクルは駆動しないままになる可能性があ

る。また，生徒の自己調整のサイクルの展開をいかに教師や周りが支えるかも自己調整に必要な要素である。 
そこで1年次の実践から家庭学習として課題を課す場合には，  
①「自分でもできる，取り組みたい」と思わせる家庭学習の内容を吟味すること。 
②家庭学習の内容を生徒自身で振り返るだけではなく，他者との比較ができる場を設定すること。 
③学習をする際，暗記や反復のみに頼るのではなく，「なぜそうなるか」といった意味理解を重視した課題を設

定すること。 
が必要だと考えた。2年次は様々な教科で①～③の同じ視点で授業実践を行うことにした。 

 
２．国語科での授業実践（筆者実施） 
（1）自己調整学習のモデルの提示 
令和5 年4 月，筆者が担当する第2学年の4クラ

ス（122名）の国語科の授業開きで自己調整学習の学

習アカデミーモデルの説明を行った。生徒には自己

調整学習の学習アカデミーモデルを簡略化してイメ

ージを伝える図として，「勉強を進めるための『３つ

の団子』」として示した（図7）。そして授業の最後に

は昨年度の国語の授業の振り返りを行いながら，個

人で 2 年生の 1 学期の国語の目標を立てた。目標を

立てていく中で「できたこと」と「できなかったこと」

の振り返りができない生徒もいた。その理由は，授業

の最後に自分で気づきになるような振り返りが行われておらず，また教師が個々に学習の成果（評価）を伝えるこ

とができていないためだと考えられる。2学期も同様に図7のモデルを示しながら，目標を立てた。1学期は授業

の最後に何ができるようになったかという振り返りを毎時間行ったこともあり，ワークシートやノートの記述を

確認する生徒もいれば，それらのものがなくても自分の足らないことに気づき，記入している生徒も見られた。 
 

図7 勉強をすすめるための「３つの団子」 
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（2）小テストでのモニタリングシートの活用 
 自らの学習を管理し，効果的に進めていく力を身

につけるために，漢字の小テストには「モニタリング

シート（図 8）」を導入した。生徒には小テストの前

に自ら目標点数を決めさせた。そして，目標を達成す

るためにテストの勉強を家庭で行ってくるよう伝え

た。また，この小テストは授業の評価の材料にはしな

いことを伝え，目標点数を決め，振り返りを行うこと

は前時で学んだ「３つの団子」の実践であること，ま

た自分にあった学習の仕方について考えることだと

話をした。その結果，第1回目の漢字の小テストでは

約 7 割の生徒が目標を達成し，自分の学習方略につ

いて振り返ることができた。それを続けていく中で，

モニタリングシートの振り返りには同じ記述が表れるようになり，ほとんどの生徒が漢字の覚え方などの学習方

略が決まってきたところで，お互いの勉強方法についてアドバイスをする時間を設けた。多くの生徒が書いて覚え

るなどの学習方略を伝える中で，時間管理や場所についてもアドバイスする姿もみられた。他の生徒のアドバイス

を聞き，次のモニタリングシートの振り返りには新しい学習方略について書かれている生徒もいた。自己のモニタ

リングを行いながら他者との比較の中で目標設定している姿が見て取れた。 
 
（3）事前学習フェイズの実践 
授業と連携した事前学習フェイズの「A 事前準備」

と「B 準備思考」のどちらかの課題を全ての授業の終

わりに課した（図9）。また，今年度は「意味理解を促

す（情報処理アプローチ）」ことを中心におきながら，

内容を吟味した。2年次の調査対象の生徒は昨年度，課

された宿題の提出について厳しく指導を受けていると

いうこともあり，1 学期は実施した全ての課題に対し

て 8 割の生徒が取り組んでいた。しかしながら，昨年

度の生徒とは様子が異なり，評価の材料にはならない

ことは伝えているものの，課された課題をするのを忘

れていた生徒は慌てて他の生徒のものを写している様

子を何度も確認した。その様子から，生徒は課題に対

して遂行することを目的としている可能性が高いとい

える。しかしながら，他者の課題の解答を写している生徒も授業の参加率は高かった。あらかじめ，授業の中で考

える「問い」を前もって確認していること，他者の解答ではあるが自分の中に「問い」に対する解答があることの

自信からか，学び合いの活動に積極的に参加する様子が見られた。ただし，課題に取り組んだ生徒に比べて，振り

返りなどから，深く思考するまでは至っていない生徒もいることもわかった。 
2学期は課題の内容を意味理解（情報処理アプローチ）に限定して行った。課題の内容が難しくなることもあり，

学力が低い生徒やどちらかといえば無気力な生徒はほとんどやってこなくなった。また，授業の終末に説明で終わ

らせるだけでは学力が中間層の生徒も課題の達成率が悪かった。そこで，授業の終末に次の時間までに課す課題を

教師や周りの生徒と一緒に少しだけ考える時間を設けた。課題の説明を受けてもどのようなことをすればよいの

か理解できないままの生徒が，周りの友人に確認する様子が見られた。時間を設けたことによって課題を考えてく

る生徒が増えた。また，ジグソー法のための課題は責任感からかほとんどの生徒がワークシートに何かしらの記述

をしていた。授業の最後の振り返りには「教科書を何度も読んだ」，「話し合いがスムーズに進んだ」や「他の人の

意見と自分の意見を比べることができた」という言葉が多かった。 
「A 事前準備」と「B 準備思考」の課題を課すことで，本授業に必要な学習済みの知識・技能や，本時の問い

に対する解答を携えて生徒が授業に参加するため，生徒が同じように授業のスタートをきることができ，授業の流

れがスムーズであった。また，課題に取り組んでいない生徒も周りの生徒からの助言により，授業の「めあて」が

明確になっていた。そして，学び合い学習を手法として取り入れている授業展開では，生徒の思考の遅いや早いに

関わらず，同様に何かしらの考えを持って活動に参加しているため，話し合いが活発になった。その他に，課題の

図 8 小テストのモニタリングシート 

図 9 「B 準備思考」の課題  
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内容が自分の生活や体験などに結び付けることができるものであると，生徒が積極的に取り組んできた。 
授業外で次の授業につながる課題について考えてくることは，時間の制限がないため，ゆっくりと思考を巡らす

ことができていると考えられる。教師側としては家庭学習の課題の内容を検討するにあたって，単元の中のどこで

課題を課すか，効果的な課題の提示や授業内の流れを検討する必要があるため，授業を変えるきっかけとなった。 
 
３．他教科の授業実践について 
 現任校では 2 年次も引き続き，全ての教科の担当者が参加する家庭学習促進係を中心として図 6 の授業と家庭

学習が連携するモデルを意識した授業に取り組み，検討を重ねることとなった。実践者との話し合いの中で，授業

と関連しない課題よりも関連する課題の方が，生徒が取り組む率が高いことがわかった。また，社会科と理科にお

いては「意味理解のための課題」は課しにくいとの声があった。二つの教科においては授業の中で「意味理解」を

達成するということもあり，先に考えさせることが違和感と捉える教師が多い。しかし，事前準備のうち，「A 事
前準備」は導入として，小学校や前の学年の学習内容を想起させるために利用できるとの話だった。 
（1）理科 
理科においては昨年度も効果がみられた事後学習フェイズの「C 復習（特に小テストで活用）」，以前に学習し

たことを想起する「A 事前準備」を中心として実践を進めている。実践者の教師からは，授業の最初に前時の授業

の復習を兼ねた小テストを行うことで知識・技能が定着し，授業の参加

率も上がっているとのことだった。また，授業の前の小テストは問題数

が少なく，成績に入らないということで生徒も気楽に参加し，答え合わ

せで知識・技能を定着させようとしている姿が見られると語った（図

10）。国語科の授業と同様に，授業外に知識・技能を思い出してから授

業に参加しているので，授業時間の短縮になったことも語っている。 
 

（2）社会科 
社会科は「A事前準備」を中心として実践を行っている。特に既習の学習内容を想起させることを目的に「A事

前準備」を利用した。例えば，小学校で学習した「日本国憲法の三つの原理」をワークシートに記入しておく課題

を事前に課した。事前に授業で利用する知識を想起させたことによって，「教科書のイラストの中から日本国憲法

と関係がありそうな部分を見つけ，説明する」という本時の活動に戸惑う生徒が少なかったとのことだった。この

ように，以前に学習したことを書かせる課題などを利用した際には，普段の授業になかなか参加しにくい生徒もワ

ークシートに記入し，授業に参加する様子が見られた。 
 

（3）数学科 
数学科では，学習した内容に基づいて個人で文章問題を作らせることを授業の中で行った。その文章問題を教師

が学級ごとにまとめ，「C 復習」とし，プリントにして生徒に課した。提出を求めていないものであったが，同じ

学級の生徒が作った問題に興味を持ち，休み時間などを利用して友達と話し合いながら課題を解こうとする姿が

見られた。数学が得意な生徒が取り組もうとするだけでなく，苦手な生徒も関心を持ち，一緒に教えてもらいなが

ら解く姿が見られた。 
 

（4）技術・家庭科 
 技術・家庭科の技術分野の指導では，事前に教科書を読ませ，新たな知識や

技能をまとめる「A 事前準備」を春から全単元に取り入れている（図 11）。生

徒が事前に教科書の大切なことをまとめているため，指導時間が短縮されるこ

とや生徒が授業中の作業に取り組んでいる際に，授業前に教科書で学んだ知識

や技能を教え合う姿が多く見られるようになった。また，振り返りを確認する

と事前に自分が大切だと思う点を意識しながら授業に取り組んでいることがわ

かった。 
 
４．実践の評価と効果検証 
（1）筆者の実践中に見られた生徒の変容 
①学習習慣 

 国語科における生徒の学習習慣が変容しているかを確認するために，7月に行われた第1回定期考査後の振り返

図 10 生徒が授業で行った振り返り（理科） 

図 11 「A 事前準備」の課題 
技術・家庭科（技術分野） 
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りの記述と 10 月に行われた第 2 回定期考査後の記述を比較したところ，「自ら学習計画を立てて学習を行ってい

る」，「自分が決めた計画を進めることができた」という生徒の記述が増えた。また，補助教材を一度は解いたが，

自分が理解できていないところを中心に定期考査前の学習を行ったとの記述も多かった。特に事前学習の課題に

取り組んでくる生徒が多い学級は，振り返りの中で定期考査前に補助教材を何度も解いているという記述は少な

かった。授業の中で学びを深めている生徒は，自分が理解できている，できていないと整理して定期考査のための

勉強に臨んでいるため，時間の管理ができていた。 
また，「（補助教材の）ワークは，全ては解かなかったが，授業をしっかり聞いて考えていたので，いつもよりも

点数を取ることができた」という記述をしている生徒も数人いた。そのような記述をした生徒 3 人に第 2 回定期

考査後に個別にインタビューを行った。3人は10月に実施した第2回定期考査では，大きく点数を伸ばした生徒

である。この3人は，事前学習の課題に取り組んでくる生徒が多い学級に属しているものの，1学期はほとんど事

前学習の課題や小テストの勉強に取り組むことはなかった。しかし，2学期に入ってから事前学習の課題に取り組

み，小テストの点数にこだわり，以前に比べて授業に積極的に参加しはじめている。3人は10月の定期考査前に

行ったこととして「授業内でわからないところは先生や友達に質問したり，わからないところのワークを解いたり

した」，「単元が終わる毎にワークを解いていた。わからないところだけテストの前に見た」，「授業だけで点数がと

れた」と話をした。また，なぜ国語の定期考査の点数が上がったのか質問したところ，3人とも「2学期になって

国語の授業でみんなと同じように自分の意見を発表することや書くことができたから，もっと授業に集中すれば

成績が上がるのではないかと思って頑張っている」と語った。3人は周りが授業で活躍している姿を観察し，模倣

することで授業に参加し，授業中に認められたという成功体験から，主体的・自律的に学ぼうとしているといえる。

つまり，自己調整学習の学習アカデミーモデル（図3）のように教師や周りの他者からのフィードバックを受けな

がら，主体的・自律的に学ぶサイクルが回転していると考えられる。 
その他に4 月に比べて11 月末の時点で積極的に授業に参加しようという姿勢が高まっている16 名に令和5年

11 月28日～12月8 日にかけて，グループインタビューを行ったところ，１年生の頃に比べて学習の仕方に変化

があるとの声が聞かれた。また，授業とつながる課題があることで，次の授業をイメージしながら授業に臨めるの

で今後も続けてほしいという要望も多かった。しかしながら，学力が思うように向上しない生徒 2 名は家庭学習

だけでなく，授業でも学習の仕方がわからないと語った。普段から学習方法の手順を理解することに困難を感じて

いることがわかった。いかに個々のつまずきを指導者側が気づき，学習方略を身に付けさせるかが課題である。 
  
②学ぶ意欲 
この実践を進める中で，4月から12月ま

での期間で生徒の国語科の学ぶ意欲がどの

ように変容したか，質問紙で調査を行った。

その中で「『やればできる』と思って学んで

いる」という自己効力感と「学習計画を立

て，それを調整しながら学んでいる」とい

う自己調整力の数値がわずかながら上がっ

ていた（図12）。自己調整学習のサイクルに

そって学習を進めている生徒が増えたと考

える。 
他の結果として，この調査の 7 月時点で

は「自分なりの学び方を工夫している」と

いう意識の向上は見られなかった。そこ

で，2 学期は授業の中で教師から国語の学

び方や時間などの環境設定について伝え

たり，すでに学び方を工夫している生徒の

実践について時間を設けて伝え合うこと

を行った。特に，教師から授業前後のノー

トのまとめ方や定期考査の際に補助教材

を暗記することにこだわらないことなど

を伝える中で，生徒の振り返りやノートの

記述に変化が見られた（図13）。 

4月n＝123 7月n=121  12月n=119 

図12 4学級の国語に対する意識調査（人数） 

図 13 学び方が変化した生徒の記述 
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こうしたことを続ける中で，12月の意識調査では「学び方工夫し

て学んでいる」の意識の向上が見られた（図14）。教師が常に学習方

略のフィードバック意識することにより，生徒の意識も変容したと

推測できる。 
この意識調査の中で，「学習計画を立て，それを調整しながら学ん

でいる」という意識が 4 月には否定的な回答であった生徒で 12 月

には肯定的に変化した生徒を分析すると「興味や関心を持って学ん

でいる」，「学び方を工夫して学んでいる」の項目の数値が高くなっ

ていた。興味や関心を持って学び始めた生徒は，学び方を工夫する

ことに意識を持ち始め，以前に比べて，国語の勉強に向きあおうと

しているのではないかと考えられる。 
 

（2）実践後の教師の変容 
 2年間にわたり，現任校の教師に実践の協力を求めた。最初は自分の信念や価値観と違うことで実践に違和感を

もつ教師もいたが，生徒が変わる瞬間を目の当たりにした場合は，継続して授業に連携させた課題を取り入れてい

る。教師からは，授業中に普段は寝ている生徒がこの実践を行った時には，他の生徒と一緒になって授業に参加し

ていて嬉しかったとの声も聞かれた。また，小テストを課したり，振り返りを記述させたりすると以前と生徒の様

子が違うとの話もあった。このように，生徒の変容が教師の授業改善のやる気を高めることもできていた。 
この実践には「継続性」が必要となる。１度だけ授業と家庭学習の連携を意識した授業計画を練り，授業を行っ

たとしても，生徒の大きな変容は見られない。継続することで，生徒の学習意欲や学力の高まりを授業者が感じる

ことになる。そのためには，教師自身も自己調整を行いながら授業を改善していかなければならない。現任校では

昨年度から研究テーマのもと「学び合いの授業づくり」が対話的な学び，「授業と家庭学習の連携」が主体的な学

びのための手立てとして実践を始めた。令和5年11月に行った「教育に関する総合調査」の教師の「授業と家庭

学習（宿題）を連携させ，生徒が主体的に授業に取り組めるように工夫している」の質問に対して令和4年度76.9％
が肯定的な回答であったものが， 90.2％と向上している。まだ，実際にこの手立てを継続している教師は少ない

ものの，授業の中に取り組もうと意識しつつある。 
 
Ⅴ 研究の総括 
本研究では生徒の「主体的・自律的な学び」を萌芽させることを目指し，学校の授業と家庭学習の効果的な連携

のあり方について検討した。授業と家庭学習の連携モデルに沿って課題を課した際には，国語科だけではなく，

様々な教科で，授業に参加しようという生徒の主体的な意欲を見取ることができた。また，授業で自身の意見を持

って参加する生徒が増えたことで，授業の活性化や時間短縮につながることにもなった。そして，教師が学習方略

や目標立ての大切さを伝え，メタ認知を促すことで，自分なりの学習方略を模索し，自己調整学習のサイクルを生

徒が意識することにつながることも見えてきた。さらに学習意欲が上がることで授業に主体的になれるだけでな

く，授業外で学びを続ける自律的な学びの意欲の向上につながることが示唆された。 
しかしながら，全ての生徒が家庭で行う課題に取り組んでいるわけではない。教師の話や生徒インタビューか

ら，課題の取り組み方がわからずに，手をつけることができなかったという生徒も存在した。そのような生徒は学

習への取り組み方につまずきがあることから，学習に対する意欲も低下していると考えられる。そこで，学校の授

業と家庭学習の効果的な連携のあり方として，①生徒が「自分でもできる，取り組みたい」と思えるような“授業

とつながる課題”の内容の充実，②生徒を家庭学習に向き合わせる教師の働きかけの工夫，そして，③授業内での

学習方略指導を検討する必要がある。 
 
①生徒が「自分でもできる，取り組みたい」と思えるような“授業とつながる課題”の内容の充実 
様々な教科で実践し，調査した結果，生徒が積極的に取り組んだ課題は，「次の授業で自分なりの解答を発表で

きる」内容のものだった。生徒たちが実際に自分の考えを形にしたものの結果を授業で確認することができるた

め，課題に取り組んだと推測する。授業と関連性が高く，周囲に認められるなど授業で役に立つと感じる課題の内

容は，家庭学習へのモチベーションを高めて取り組むことができていた。このことからもわかるように，家庭学習

で取り組んだことが，次の授業の中で利用できるような授業の展開を設計することが必要である。 
他に，生徒自身が選択した課題は取り組む率が高いことも明らかになった。授業の終了時に学習の達成度に合わ

せた課題を用意し，生徒自身が選択することで生徒の「達成したい」という意欲につながると考える。 

4月n＝123 7月n=121  12月n=119 

図 14 4学級の国語に対する意識調査 
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②生徒を家庭学習に向き合わせる教師の働きかけの工夫 
生徒に学習の目的や重要性を説明し，それが将来の自分にどう使えるのかを具体的に示すことを行った結果，家

庭学習に向きあう姿を確認できた。生徒と一緒に学習のスケジュールや計画を立てながら，自己決定の機会を提供

することも必要である。目標を設定し，進捗を確認できるようにすることで，自律的な学習の習慣が身につきやす

くなる。そして，家庭学習の成果に対して定期的にフィードバックを提供し，達成したことに対しては賞賛やポジ

ティブな評価を行うことも効果がある。教師だけでなく，生徒が自分の成果を評価し，成功体験を重ねることが自

律的な学習へつながるであろう。 
 
③授業内での学習方略指導 

 学習方略の指導は多岐にわたる。今回の実践では，特に教師が学習方略を実際にデモンストレーションすること

に効果を感じた。例えば，問題解決のプロセスや文章構造の解説を行い，生徒にそれを模倣させることで，家庭で

取り組む生徒が増えた。生徒に学習方略の役立ち感を感じさせることが，主体的・自律的な学びにつながる。その

ためには，生徒それぞれの個別の学習スタイルやニーズに合わせて，異なる学習方略を教師は提案しなければなら

ない。一つの方略が全ての生徒に適しているわけではないため，柔軟性を持って対応することが重要と考えられ

る。また，学習方略に関するクラスディスカッションや生徒同士で意見を交換し合うなど，異なる学習方略を共有

する機会を提供することも効果的である。本研究では，国語科の小テストの後にその時間を設けたが，時間は限ら

れていた。他の生徒のアプローチから学ぶことができる環境を，教科ごとに設けることで，様々な方略を知る機会

につながると考えられる。 
 
その他に，今回の授業とつながる課題を実施したことで生徒は「次の授業で何を学ぶのか」，「この学びの中で何

が大切なことなのか」と意識していることもインタビューや振り返りの記述から見えてきた。「授業と家庭学習の

連携」を意識しながら授業を設計することで，生徒につけさせたい力，指導者の「ねらい」を明確にすることがで

きる。家庭学習に授業の補塡のような復習的な課題を課すことは，授業内容の定着につながる。それに加え，今回

の研究のような授業とつながる課題を課すことは，生徒が次の授業の「めあて」を意識することへの強化にもつな

がった。教師は家庭学習の課題の目的を明確にもち，その課題に取り組んだことによって学習効果が高まるような

授業の展開を考えることが大切である。それに加え，家庭学習の課題が授業の中で深い学びにつながるように設計

することも必要である。 
今回の実践から中学校の場合は一つの教科の教師１人が家庭学習の一つである宿題のあり方を変え，自己調整

学習の理論を意識しながら授業を行ったとしても，生徒の主体的・自律的な学びを育むには限界があることを感じ

た。様々な教師から教科ごとの学び方の助言やフィードバックがあると生徒の主体的・自律的な学びを促す力とな

る。そのためには，授業を行う教師に同じ姿勢で授業を構想してもらうことが必要である。なじみのない実践であ

っても，まずは取り組んでみて，ポジティブな結果を得てそのよさを実感することが，個人の価値観や信念を少し

ずつ変えていく。今年度は専門でない教科，学年や年代が違う，信念が異なる教師との交流によって，この研究に

新たな発想を生み出すことができた。新たな発想の基に練られた授業で，さらに生徒の変容を感じられれば，教師

は授業改善のやる気が高まり，組織として同じ方向性で取り組むことになる。教師が同じ目標を共有して取り組む

ことで，生徒の主体的・自律的な学びを促せるはずである。 
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重度・重複障害のある子供の各教科等の指導の在り方

藤田 典子

Ⅰ 研究の目的

本研究の目的は，自立活動を主とする教育課程の実践上の課題や現任校の諸課題を踏まえ，重度・重複障害の

ある子供の指導内容の設定や学習評価における実態，ならびに課題を整理し，重度・重複障害のある子供の各教

科等の指導の在り方を明らかにすることである。

Ⅱ 重度・重複障害のある子供の教育について

（１）重度・重複障害のある子供の学ぶ教育課程

重度・重複障害のある子供について，本研究では，重度の知的障害と肢体不自由を併せ有し，特別支援学校の

自立活動を主とした教育課程で学ぶ必要がある子供とした。特別支援学校で学ぶ子供の教育課程は，学校教育法

施行規則によって規定されており，小・中学校の内容に加えて，自立活動が設定されていることが特徴である。

自立活動とは，「個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導」であり，「人間として

の基本的な行動を遂行するために必要な要素」と「障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために

必要な要素」で構成されており，心身の調和的な発達の基盤に着目して指導するもので，各教科等において育ま

れる資質・能力を支える役割を担っているものである(文部科学省，2018)1。自立活動を主とした教育課程とは，

「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」の規定を適用し，児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段

階等に応じた教育課程を編成することができるようになっている。これにより，岡山県では，道徳及び特別活動

を除く各教科，道徳，外国語活動，特別活動の目標及び内容に関する事項の一部を自立活動に替える，自立活動

を主として指導を行う教育課程が一般的となっている（文部科学省，2016，図１）2。

（２）知的障害のある子供の各教科等の授業づくり

重度・重複障害のある子供の教育の現状や課題について整理した結果，重度・重複障害のある子供の各教科等

の指導を行うためには,目標設定から評価に至る授業づくりのプロセスや考え方を整理し,共通理解のもと,組織

的に取り組めるようにしていくことが必要である。そこで,目標設定から評価に至る授業づくりのプロセスや考

え方を整理した結果，自立活動を主とした教育課程における各教科等の指導に必要なことを以下の６点とした。

①自立活動と各教科の指導の関係を考慮したうえで，個々の児童生徒の自立活動における指導目標と具体的な指

導内容・場面を明確にすること②教育課程上の位置づけを確認すること③教育課程上の位置づけや指導形態も踏

まえて教科で育成する資質・能力を明確にすること④教科の見方考え方を明確にすること⑤小学部は６年間,中

学部は３年間,高等部は３年間を見通して計画的に指導計画の作成,指導内容の決定を行うこと⑥観点別学習評価

により,個々の学習状況を把握して目標設定を行うことの６点である。

図１ 自立活動を主とする教育課程（文部科学省，2016）（各教科，道
徳，外国語活動，特別活動の目標及び内容に関する事項の一部を替え
たもの）
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（３）学校における課題の導出 

自立活動を主とする教育課程に在籍する子供の各教科等の指導の課題を具体的に把握することを目的として，

重度・重複障害のある子供の各教科等の指導の実態と困難さに関するアンケート調査を行った。その結果，重度・

重複障害のある子供の各教科等の指導については，自立活動の指導と教科指導との関係に難しさがあること，全

国調査と同様に現任校においても実態把握，指導の計画から評価を行う各段階で困難さを感じている状況がある

ことが示唆された。なかでも，観点別評価に対する困難さが強く表われる結果となった。重度・重複障害のある

子供の各教科等の指導を効果的に行っていくためには，実態把握とそれに基づいた適切な目標設定ができるよう

にすることや観点別評価を組織的に行うことができるようにしていくことが必要であるという課題が明らかにな

った。 

 

（４）重度・重複障害のある子供の各教科等の授業づくり 

これまでに得られた知見から,①重度・重複障害のある子供の各教科等の指導で目指す具体的な姿とともに，そ

れを実現するために必要な支援を明確にすること，②観点別学習状況評価により,個々の子供の学習状況を把握

して目標設定や授業づくりを行うこと，③指導に当たる教員間で共通理解を図ることが，重度・重複障害のある

子供の各教科等の指導において必要なことであると考えた。そこで，野崎・成田・桝田・佐々木(2022)3が示す「単

元づくりのプロセス」(図２)を基に教科の系統性を意識し，教員間で共通理解を図りながら,現任校において発達

段階が概ね乳児期前半の児童が在籍するグループで授業実践を行うこととした。 

 

 

 
図２ 各教科の単元づくりのプロセス(野崎ら基づき筆者作成,2022) 

 

 

Ⅲ 授業実践 

（１）授業づくりの成果 

今回の実践では，これまで行われてきた慣例的な授業づくりではなく，学習指導要領に示されている各教科で

育成を目指す資質・能力や教科の見方・考え方をおさえて授業づくりを行った。設定した目標は，最終的にこれ

までの授業づくりと同様の目標となったが，その意味は全く異なるといえる。従来の授業づくりでは，知識や経

験に富んだベテランの教師が積み上げてきた実践を基に，意図を深く理解しないまま似たような内容，方法を用

いて指導を行う場合があった。結果的として子供の望ましい姿が見られることもあるが，本来目指すべき指導と

はかけ離れたものになってしまう恐れもある。今回の実践では，国語科の見方・考え方である「言葉」について，

特別支援学校学習指導要領小学部国語科１段階(以下，小学部国語 1段階)の目標・内容に示されている「身近な

言葉」，「言葉のもつ音やリズムに触れ」に焦点を当てて題材選定や活動設定を行い，「題材の特徴・題材の意味」

として，授業検討会で提案した。授業検討会では，「国語としてどのような力を付けるのか」について，「注目す

る」ことや「追視する」ことは，特別支援学校学習指導要領小学部算数科１段階の内容「Ａ 数量の基礎 ア (ア) 

○ア」に示される「具体物に気付いて 目で追ったり」の部分に該当するとともに，小学部国語 1段階の内容「知

識及び技能 イ (エ)」に示される「読み聞かせに注目し，絵本などに興味をもつ」にも該当すること，「言葉の

響きを体感したり楽しんだりする」ことや「言葉に親しむ」ことが重度・重複障害のある子供にとってどのよう

な姿であるかということ等，学習指導要領に基づいて協議することができた。従来の授業検討会では，子供の実

態に合った目標や活動内容になっているかについての検討が中心であったが，学習指導要領に基づいて教科とし

て育成を目指す資質・能力や，目指す子供の姿について検討し，指導に当たる教員全員で共有できたことは今回

の授業実践の成果といえる。 
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（２）授業づくりの課題 

 一方で，子供の能動的な活動を促す教師のかかわりをさらに工夫していくことが課題として示唆された。樋口

(2018)4は，「『学習』は本来，子供自身が能動的に活動を行う過程で起こると捉えるべき」とし，「たとえ微細な

動きであっても子供が自分で意図的に外界を受容し，感覚を使って運動を起こし，その運動を調整することで，

比較的永続的な行動変化がもたらせる過程を『学習』と定義」し，重度・重複障害のある子供の学習では，「子供

の表出を促すかかわり手の行動が非常に重要な要素になる」としている。また，田中(2023)5は，「学習において

子供の一つ一つの反応を教師の主観や感情等で意味づけるだけでなく，『その反応は，何に対する反応なのか』，

『どういう状況においてみられるのか』などの点を繰り返し客観的に確認していくことで，『より確からしい仮

説』としての意味づけがみえてくる」もので，「このような指導の蓄積により，教師は子供の実態についての理解

が深まり，子供は学習内容を理解しやすくなる」とし，「この両者の変容により，子供が納得できる学習，すなわ

ち『学習の成立』へとつながりやすくなる」。また，重度・重複障害のある子供の学習についてより深く考えるた

めには，「教師側の視点だけでなく，子供側に立った視点から，学習の在り方を検討する必要がある」と述べてい

る。これらのことから，子供の視点を考慮し，能動的な活動や表出を促すための効果的な教員のかかわりを検討

し，共通理解を図って指導を行うことが課題であると考えた。 

 

（３）授業づくりにおける課題の改善 

この課題を改善するために，宮島（2016）6の活動分析表を用いて授業づくりを行うこととした。この活動分析

表は，単元を通じた子供の学びの変化を読み取ろうと試みて作成されるもので，単元の評価規準から学習活動に

即して具体的に言語化した評価規準を設定し，学習内容を活動ごとに分析して記録することで，評価・授業改善

につなげることを意図している。数単位時間分をまとめて集約することで，単元を通じて伸びた部分や，反対に

変化の少ない部分等が明らかになり，子供一人一人の特性（できること，伸びたところ，得意なところ，好み等）

が分かるようになっている。分析項目の右側の欄には，項目の評価を「◎：ほぼ確実に見られた・できた」「〇：

その様子は見られた・できた」「△：芽生えがみられる又は少しできた」「×：できない」「？：分からない」の５

段階で記入する。活動分析表の活用により，変化の少ない重度・重複障害のある子供に，きめ細かい分析と共通

した指標を用いることができるため，子供の変容につながるとしている。活動分析表を活用してきめ細かい分析

を行うことで子供の微細な反応を見逃さずに気付くことができたり，子供が目標を確実にできるようになった場

合に次に目指す姿を意識して支援を改善していったりすることにつながり，教職員間の共通理解促進や組織的な

取組みが期待できる。加えて，活動分析表の項目に記号（◎，△，×等）で記入する形式は，少ない負担で授業

記録を付けることができるため，指導の改善や，子供の実態を把握するための記録として残すことが比較的簡単

になり，指導と評価の一体化につなげることも期待できる。 

活動分析表の様式について，重度・重複障害のある子供の指導では，「エピソードが集積していくことに意味が

ある」との指摘がベテランの教員からあった。その理由として，重度・重複障害のある子供はすぐに目標を達成

して次の目標を目指せるとは限らず，体調等様々な要因も含めて，どのような場面でどのような支援によって，

どのような様子が見られたかの記録を蓄積することで，効果的な環境や支援方法が分かるようになること，効果

的な環境や支援方法に基づき，徐々に支援方法を発展させていくことにより，子供が理解して活動できる頻度が

増えていき，目標達成につながりやすくなることを挙げていた。このことは，児童生徒が何をどこまで理解して

いるのか等について客観的に把握しづらいために各教科等の指導内容の取り扱いや評価の方法に留意する必要が

ある（菅野，2020）7，一つの内容を扱った後に次にステップアップさせた内容に進めるという形で系統的に積み

上げて指導・評価していくことが難しい(下山，2022)8と指摘されていることや，先述した田中（2023）の重度・

重複障害児に関する「学習の成立」とも一致している。一方，エピソードの記録については，経験が豊富な教員

であれば的確に記録できるが，経験の浅い教員には記録すべき内容を絞ることが難しく,負担につながることも

考えられる。そこで，活動分析表とエピソード記録を併用する形とした。また，エピソード記録を個人で集積し

振り返りやすくすることや記録を効率的に行うこと，個人の目標を明確に意識して指導や振り返りが行えるよう

にすることを考慮して，一人一枚の用紙になるように活動分析表の様式を変更した（図３）。 
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図３ 変更後の活動分析表の様式 
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Ⅳ 活動分析表の検証 

（１）活動分析表の分析結果 

活動分析表の妥当性を検証するため，活用した現任校の教員３名を対象にインタビュー調査を行い，SCAT（Steps 

for Coding and Theorization）を用いて分析した。調査対象者３名（以下それぞれ，教員Ａ，教員Ｂ，教員Ｃと

する）は，教員Ａが副指導者，教員Ｂと教員Ｃが主指導者として活動分析表を活用した実践を行った。３名のス

トーリ・ラインから 26点の「理論記述」が導き出され，そのうち，活動分析表に関わる「理論記述」は，21点で

あった（表１～３，「理論記述」枠内の番号は，「理論記述」番号とする）。 

 

表１ 教員Ａの理論記述 

 

表２ 教員Ｂの理論記述 

 

表３ 教員Ｃの理論記述 

①〇活動分析表を活用すると，副指導者としての思考の整理や場面ごとのねらいの理解が可能になる。 
②■活動分析表の項目作成には，知識や経験が必要とされるため，経験の少ない人にとっては強い負担感に
なる。 

③〇活動分析表は個別のねらいの理解に有効である。 
④〇活動分析表を活用することで，副指導者に主指導者の意図やねらいが明確に分かる。 
⑤〇主指導者の意図やねらいを副指導者と共有することができるため，ポイントを絞って(焦点化して)指導
することができる。 

⑥◇現状の活動分析表を簡易化したり，3 観点の参考資料があったりすれば，それを見本に項目作成ができ
るため，経験が少ない教員にも作成・活用ができる可能性がある。 

⑦〇活動分析表があると，授業時に 3 観点を意識することができるため，3 観点を意識した指導や評価に有
効である。 

⑧〇活動分析表は，事前に具体的な項目が示されているため，知識や経験が少なくない教員にも評価の観点
が明確で分かりやすく，それを意識した授業記録を書くことができる。 

⑨〇活動分析表に個人目標欄があると，記録のたびに振り返りができるため，個に応じた指導が可能になり，
指導と評価の一体化につながる。 

⑩▲活動分析表の項目は，相違点が少ない文章になることもあるため，効率的に理解できるように表記の工
夫が必要である。 

①〇活動分析表は，主指導者の指導意図を明確にしたり，ねらいのブレを少なくしたりする効果がある。 
②〇指導者間での『ねらいの共有ツール』にでき，一貫した指導につながることから明確な評価が行える。 
③◇活動分析表を効果的に活用するためには，主指導者によるねらいの発信と副指導者への事前確認を行い，
指導者間の意図の共有が必要である。 

④▲項目の途中修正が必要となるため，修正を反映させやすい形式だと活用しやすい。 
⑤◇活動分析表は，項目を修正しながら活用できるとより効果的であり，指導と評価の一体化につながる。 

①◇項目の途中修正の必要が出てくるため，主指導者主導で作成し副指導者と一緒に活用するのが効果的であ
る。 

②〇活動分析表を活用することで，主指導者と副指導者が連携することができ，指導者間の共通理解につなが
る。 

③〇活動分析表を活用することで細かい評価の視点があるため，詳細な学習状況の把握ができる。 
④〇授業記録については，エピソード記録は詳細な実態把握や指導・支援の振り返りができるため，理想的な
授業記録であるが，3観点を意識するためには活動分析表が有効である。 

⑤■活動分析表があると視点が限定され，そのことにとらわれた記録となるため，子供の全体像が把握しづら
い。 

⑥〇活動分析表で 3観点を意識することで，より具体的な記録ができるようになる。 
⑦・観点別学習状況評価は社会的に求められているが，より細かい個々の障害の状態に応じた工夫が求められ
る重度・重複障害のある子供の指導では，観点同士の関係が曖昧でその考え方が浸透していないため，観点
別に目標を設定することや指導時に意識することが難しい。 

⑧・重度・重複障害のある子供の教科指導は難しいが，教科指導で自立と社会参加を目指すための内容を扱っ
ているので必要なものである。 

⑨・重度・重複障害のある子供は未分化な発達段階であるため，合わせた指導を行い，教科別に評価するのが
よい。 

⑩・重度・重複障害のある子供の指導では，子供の実態を詳細に把握するために副指導者との連携が必要であ
り，授業記録が必要となる。 

⑪・授業記録による指導・支援の振り返りを行うことで，支援の評価の自己省察が行われ，支援も明確にで
きるため，指導力向・上につながっていく。 
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（２）分析結果の考察 

導き出された「理論記述」について，「メリット」，「デメリット」「活用するために必要なこと」「様式の改良」

という四つの大グループに分類した。「メリット」は〇で示した 13点(Ａ①，Ａ③，Ａ④，Ａ⑤，Ａ⑦，Ａ⑧，Ａ

⑨，Ｂ①，Ｂ②，Ｃ②，Ｃ③，Ｃ④，Ｃ⑥)，「デメリット」は■で示した２点（Ａ②，Ｃ⑤），「様式の改良」は

▲で示した２点（Ａ⑩，Ｂ④），「活用するために必要なこと」は◇で示した４点である（Ａ⑥，Ｂ③，Ｂ⑤，Ｃ

①）。これらの理論記述を分析した結果から，活動分析表を用いることには，「①指導面での効果」「②指導者間の

共通理解」「③３観点の意識化」「④指導と評価の一体化評価」「⑤実態把握」という五つの効果があることが示唆

された。今回の実践は，「子供の能動的な活動を促す教師のかかわりをさらに工夫していく」という１回目の公開

授業から得られた反省をもとに，「子供の視点を考慮したより効果的な教員のかかわりを検討し，教員間で共通理

解を図って指導を行うこと」を課題と考え，それを改善するために活動分析表を取り入れたものである。「子供の

視点を考慮」することは，子供がどのような状態で，どのような反応をしたか等，子供の具体的な様子を把握し

て支援を考えることと捉えることができる。これは，「⑤実態把握」で挙げられた，より細かく子供の学習状況を

見ることができるという効果から改善が期待できる。「効果的な教員のかかわり」は，子供ごとの指導のポイント

が焦点化され，一貫した指導が行えることと考えられる。これは，「①指導面での効果」から考えられる「指導の

意図や場面ごとのねらい，子供ごとの個別のねらい，評価の観点が明確になることや指導の過程でぶれが少なく

なる」という効果，「②指導者間の共通理解」から考えられる指導者間の共通理解により，ポイントが焦点化され

一貫した指導が行えるため，より明確な評価が行えるという効果，「④指導と評価の一体化評価」から考えられる

「指導のポイントを意識化しやすくなる」という効果の三つから改善が期待できる。「教員間で共通理解を図って

指導を行うこと」は，まさに「②指導者間の共通理解」とかかわっているもので，指導の意図やねらい，ポイン

トを具体的に共有するツールとして，主指導者，副指導者共にメリットを感じていたという効果があったことか

ら改善が期待できる。これらのことから，宮島（2016）の実践でメリットとして挙げられている「①授業デザイ

ンにつながること」「②単元を通してぶれない目標―評価設定につながること」「③教員間での共通した指標にす

ることができること」「④学びの「履歴」が分かる（評価の見える化・可視化できる）こと」とも一致しており，

活動分析表の活用は，「子どもの能動的な活動を促す教師のかかわりを効果的に行う」ことに一定の効果があると

いえるだろう。また，昨年度行ったアンケート調査において，観点別評価を組織的に行うことが課題として挙げ

られていたが，今回活動分析表のメリットとして「③３観点の意識化」が挙がっていた。Ｃ⑦にもあがっている

ように，重度・重複障害のある子供の指導では，観点同士の関係が曖昧でその考え方が浸透していないため，観

点別に目標を設定することや指導時に意識することが難しいと感じている現状がある。一方，活動分析表を活用

することについて４点の効果（Ａ⑥，Ａ⑦，Ｃ④，Ｃ⑥）が挙げられており，主指導者と副指導者どちらも活動

分析表があることで３観点を意識することができるようになるというものであった。このことは，重度・重複障

害のある子供の指導における３観点の意識化が期待できるものといえよう。 

一方で，課題として「子供の全体像が把握できないこと」と「活動分析表作成の負担感」が挙げられる。「子供

の全体像が把握できないこと」について，エピソード記録を重視している教員からは，授業記録に支援の振り返

りや子どもの詳細な様子の把握を含めて授業全体に関する詳細な記録を求めているために，不都合を感じたとい

う意見があった。より詳細な様子が分かることは理想的ではあるものの，記録を行うために授業すべてについて

振り返ることにはかなりの時間と技量が必要になり，負担があることも事実である。今回の実践において活動分

析表の作成を担当していないものの，副指導者として活用した教員は，活動分析表に大きな効果を感じる一方で，

自身が活動分析表を作成することには，知識や経験が少ないことを理由に大きな負担と抵抗を感じていた。同様

の課題は町田(2019)9も指摘している。重度・重複障害のある子供の教育では，携わる教員の経験年数や力量も様々

であるが，複数の教員による指導が一般的であり，主指導者は副指導者と協働して活動分析表を作成することが

できる。加えて，町田(2019)が課題として指摘した「児童・生徒の発達状況や学習課題を的確に把握しなければ

ならない」ことは，活動分析表の作成に関わらず必ず求められることであり，教員間で検討，協議する必要があ

る。活動分析表の作成及び活用は指導のポイントや子供を見る視点について共通認識をもつことにつながること

から，事例集や参考資料を作成すること等により，効率的な導入は可能ではないだろうか。 
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Ⅴ 重度・重複障害のある子供の各教科等の指導の在り方 

本研究では，重度・重複障害のある子供の各教科等の指導について，指導内容の設定や学習評価における実態，

ならびに課題を整理し，各教科等の指導の在り方を明らかにすることを目的とし，重度・重複障害のある子供の

教育の現状や課題について整理した。また，現任校と県立特別支援学校のうち，知的障害と肢体不自由を対象と

する９校の指導教諭に各教科等の指導の実態と困難さに関するアンケート調査を行い，自立活動を主とする教育

課程に在籍する子供の各教科等の指導の課題を具体的に把握した。それらを基に，①重度・重複障害のある子供

の各教科等の指導で目指す具体的な姿とともに，それを実現するために必要な支援を明確にすること，②観点別

学習状況評価により,個々の子供の学習状況を把握して目標設定や授業づくりを行うこと，③指導に当たる教員

間で共通理解を図ることが，重度・重複障害のある子供の各教科等の指導において必要なことであると考えた。

そこで，野崎ら(2022)が示す「単元づくりのプロセス」に基づいて現任校で授業づくりを行った。その結果，教

科として育成を目指す資質・能力やそれが目の前の子供にとってはどのような姿になるのかを明確にし，指導に

当たる教員全員で共有することができたが，子供の能動的な活動を促す教師のかかわりをさらに工夫していくこ

とが課題として示唆された。この課題を改善するため，宮島（2016）の活動分析表を活用した実践を行った。活

動分析表の妥当性を検証するため，活用した現任校の教員３名を対象にインタビュー調査を行い分析したところ，

活動分析表の作成及び活用は，「①指導面での効果」「②指導者間の共通理解」「③３観点の意識化」「④指導と評

価の一体化評価」「⑤実態把握」に関して効果があり，課題としては「活動分析表作成の負担感」があることが示

唆された。これらの効果は，障害が重度で重複しているために実態を客観的に把握しづらいことや，発達が緩や

かで変化が少ないために系統的に積み上げた指導が難しいこと，学習指導要領に定められた各教科の目標や内容

から子供一人一人の具体的な指導目標を設定することが難しいこと等，重度・重複障害のある子供の各教科等の

指導の困難さを軽減することにもつながるものである。今回の実践から，「単元づくりのプロセス」に基づきなが

ら，活動分析表を活用した授業づくりを行うことが，重度・重複障害のある子供の各教科等の指導において一定

の効果があると考えられる。以上のことから，重度・重複障害のある子供の各教科等の指導については，「学習指

導要領に示されている各教科で育成を目指す資質・能力や教科の見方・考え方をおさえ，教科として育成を目指

す資質・能力を明確にし，その資質・能力が重度・重複障害のある子供にとって具体的にどのような姿になるの

かを明らかにすること」「子供の能動的な活動や表出を促す効果的な教員のかかわりを検討すること」が重要であ

り，それらについて「教員間で共通理解を図って指導を行うこと」が求められる。 

 

Ⅵ おわりに 

本研究では，重度・重複障害のある子供の各教科等の指導において必要なことやその授業づくりの際の留意点

を明らかにすることができたことは成果といえよう。また，課題として挙げられた「活動分析表作成の負担感」

の軽減については，参考資料や事例集の作成が求められる。現任校で行った授業づくりをもとに授業づくりのプ

ロセスを事例集としてまとめるとともに，活動分析表の活用方法に関する参考資料を作成している。専門的な知

識や経験が求められる重度・重複障害のある子供の指導には，経験や力量が様々な教員が携わっている現状があ

るため，事例集や参考資料が指導の一助となればと考える。 

一方で，活動分析表の作成の負担が大きいことは事実であり，すべての授業で作成，活用することは現実的で

はない。しかし，重度・重複障害のある子供については，教科・領域に関わらず共通する目標・課題も多く，飛

躍的に次の段階に進んでいくことも少ないことから，特定の授業において導入した実践を校内研修等で行うこと

により，他の授業に関しても好影響を与えることが期待できる。一例として，授業グループから一つの授業を取

り上げ，担当する教員で「単元づくりのプロセス」に基づきながら活動分析表を活用した授業づくりを行う研修

が考えられる。また，実際に行った授業の動画を事例として取り上げ，全体で協議しながら活動分析表を作成す

るという研修も考えられる。さらに，活動分析表を活用した実践の蓄積により，児童・生徒の発達状況や学習課

題を把握する資料にもなりうる。そこで，本研究では，研修による波及効果の検証までは至っていないため，今

後の課題としたい。研修による波及も含め，重度・重複障害のある子供の各教科等の指導において，今回の実践

で得られた知見を普段の授業づくりに効果的に活用できるような方策や３観点の意識化を促す方策等について，

現任校での実践により引き続き検討していきたい。 
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学校と教師を変える学校研究の在り方

～カリキュラム・マネジメントの視点から～

三村 悠美子

Ⅰ 研究の目的

現任校は，①実験的・先導的な学校教育，②教育実習の実施，③教育に関する大学・学部と連携し

た教育研究の三つを使命とする附属学校である。また，「研究成果の地域への還元」を近年，学校経営

計画書の重点目標の一つとして掲げている。

教育研究に関して，現任校では令和２・３年度にカリキュラム・マネジメントに関する研究に取り

組んだ。教師が教科の枠を越えて横断的・総合的にカリキュラムを編成したことで，生徒は教科の学

びと生活や社会とのつながりや，教科同士のつながり，教科で培った考え方が授業外でも活用できる

ことを実感できていた。そのような生徒の姿から，教師は教科の枠を越えて横断的・総合的にカリキ

ュラムを考えていくことの意味や意義を感じることができていた。

先に述べたとおり，現任校は附属学校として「研究成果の地域への還元」が求められている。その

ため，筆者は当初，現任校のカリキュラム・マネジメントに関する研究成果を公立校が使いやすい形

で提案することが研究成果の還元になると考えていた。しかし，本研究を進めるにあたり，令和２・

３年度研究を見直したところ，現任校も十分にカリキュラム・マネジメントができていたとは言い難

い状況であった。詳細は後述するが，一番の課題は，現任校の教師が自分たちの実践に不安や疑問を

感じながら取り組んでおり，カリキュラム・マネジメントを進めたり，カリキュラムをつくったりす

ることについて，考え方を身に付けることはできていなかったことである。結果，教科横断的な視点

でカリキュラムを考えることはできても，実際には教科横断の解釈が様々で教科と教科の内容をとり

あえずつないでいるだけに見える実践や，その授業によって生徒にどのような力を付けたいのかが漠

然とした実践が行われていた。また，学校として目指す姿（共通研究主題）をもとに各教科が教科研

究主題を掲げ，授業改善を図っていこうとする研究のスタートはよいが，経過の共有が不十分で，研

究が進んでいくうちに教科の枠に留まった追求，教科研究に陥りがちであった。これでは，３年間の

カリキュラムでどのような生徒を育てたいのかというビジョンを共通理解し，全員で同じものに向か

ってカリキュラムをつくっていくことはできない。本研究では，教育研究を，学校の課題の解決に向

けて組織的・協働的に解決していく学校研究と捉え，仕組み上だけでなく実態として学校全体で研究

が進められるようになることを目指す。このような学校研究を通じてカリキュラムのつくり方，考え

方を学び，力を付けた教師が公立校に戻って活躍できることこそが，真の意味での「研究成果の地域

への還元」なのではないかと考える。

本研究では，現任校の研究を学校研究にしていくために必要な要素について，カリキュラム・マネ

ジメントの視点から検討する。天笠（ ）が，「カリキュラム・マネジメントは，教職員の力量形成

と深く関わり，教育課程への教職員の実践力の幅を広げ豊かにする営みという側面を持っている」と

述べているように，カリキュラム・マネジメントの視点で考えることは，教育活動全体を見据えて連

携と協働のもと教育実践に取り組む教職員集団の形成に効果的だと考える。

Ⅱ カリキュラム・マネジメントの視点から見た現任校の課題

１．「現任校の研究」で付けるべき力，付けたい力とは

「学校研究」については，木原（ ）が「学校が抱える課題の解決に向かって，教職員が共同

的・組織的に，授業等の教育実践を計画・実施・評価する営み」と定義しており，学校研究は「すぐ

れた校内研修であり，校内研究である」，「学校が自らの教育実践を研究的に吟味し，創造するという

営みは，教師たちにとって，学校にとって，そして子どもたちにとって，重要な意味を持つ」と述べ
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ている。「校内研修」については，岸本他（ ）が「子どもの期待されるべき成長・発達を促進する

ために，学校として組織的・継続的に取り組み，教師一人ひとりの職能成長と，集団としての成長を

伸長し，かつ，教師集団の協働体制を促し，さらには学校の経営，組織革新へと結びつく研修活動で

ある」と定義している。

本研究では，木原（ ）の「学校研究」の定義と，岸本他（ ）の「校内研修」の定義にある，

教師一人ひとりの職能成長，集団としての成長，そして学校改善を含めたものを「学校研究」と捉え，

次の３つの力を「現任校の研究で付けるべき力，付けたい力」と考えた。

授業づくりについて探究的に学び続ける力（附属だからこそできる大学教員と連携した高度な授業

実践，授業開発を通じて授業づくりの面白さを実感し，自身で授業開発，授業改善を継続できる）

目の前の生徒に応じて を柔軟に活用できる力（それが生徒の実態に合った授業，生徒の力を

伸ばす授業をするためにはどのように授業を組み立てればよいのか，教材をどのように見るのか等

の「考え方」をもつことができているということであり，公立校に戻った時に応用を利かせること

ができることにもつながる）

学校づくりの一員として教育活動に関わっていこうとするマインドや実践力（自身の担当する教科，

学級，分掌等と学校全体のカリキュラムとの関わりについて理解し，その上でどのように指導して

いくか，関わっていくかのビジョンと実践力がある）

２．目指したい「学校研究」の姿と現状とのギャップ

現任校の研究が教科研究に陥りがちである原因を探るため，

カリキュラムマネジメント・モデルに当てはめて分析した。図

１は，田村が「リーダーおよび実践の主体者である教職員一人

一人が，自校の教育実践とそれを支える経営活動を総合的かつ

関連的に分析し改善活動を行うための概念地図」として，カリ

キュラム・マネジメントの全体構造を表したものである。令和

３年度の現任校の研究を図１に当てはめて分析すると，次の❶

～❺が課題として見えた。

❶「目指す生徒像」についての解釈を共有，議論できていない。

（「ア．教育目標の具現化」に課題）

❷単元や授業の ，カリキュラムの をどのような視点で行っているかは各自や教科，担当に任されて

おり，評価の仕方や評価の妥当性について全体で共有されていない。（「イ．カリキュラムの 」

と「単元や授業の 」の関わりに課題）

❸教科の成果や課題と「目指す生徒像」とのつながりを十分検討，分析できていないため，乖離しな

いはずの教科とカリキュラムが乖離したものになっている。（「イ．カリキュラムの 」に課題）

❹主題研※１等の場はあっても，そこでは連絡・報告が主となっており，「目指す生徒像」について共

有したり，考えたりすることができていない。（「ウ．組織構造」に課題）

❺「目指す生徒像」は，あくまで教科研究において目指す生徒という認識であり，それが生徒指導や

学級経営における指導のぶれにつながっている。（「エ．学校文化＋個人的価値観」に課題）

※１ 主題研…研究主任，各教科研究推進委員 名，管理職から成る現任校の研究を推進していくための組織

これら５つの課題は連動しており，どこかの不備が別の項目に相互作用として影響を及ぼしている。

現任校は公立校と比較すると研究が進めやすい体制は整っている。しかし，現在は共通研究主題で目

指す生徒の姿と各教科が目指す姿がバラバラに見えるなど，学校が同じ方向を向いて研究に取り組ん

でいると言うには支障がある。学校教育全体で目指す生徒を育成していくためには，各教科の成果と

課題が学校の成果と課題となることが必要である。そのためには，現任校の教師がもっと「ア．教育

図１ カリキュラムマネジメント・モデル

（田村 、 他）
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目標の具現化」について考え，実現のための「単元や授業」，「イ．カリキュラム」を計画，実施でき

たり，授業等で見られた生徒の姿から自身の指導を評価，改善できたりすることが必要である。そし

て，自教科の「単元や授業」と「イ．カリキュラム」のつながりについて，実践を通じて考えられる

ようになることも必要である。そこで一年次は，現任校の教師の授業観，授業づくりに大きく関わっ

ている「ウ．組織構造」，特に主題研に着目することにした。

Ⅲ 目指す「学校研究」にするために～一年次の取組～

目指す生徒像の実現に向け，組織的に授業等の教育活動を計画・実施・評価・改善できることを目

指し，主題研が中心となって行っているもののうち，次の２点に着目して取り組んだ。

１．提案授業で何を提案するか～「学校として目指す姿」を反映した授業とは～（関連項目：課題❶，❷）

現任校では年一回の研究発表会の前に，各教科が有志参加の提案授業を行っている。現任校の令和

４・５年度共通研究主題は「学びの意義を実感し自ら学び続ける生徒を育成する指導と評価の在り

方」である。これは，「子どもたちは授業を心から楽しんでいるのだろうか」，「のびのびと活動し

ていないように見える」，「生徒たちを元気づけられる評価とはどういうものだろうか」という我々

教師の疑問から生まれた。現任校では，研究主題にある「自ら学び続ける生徒」を「教科で学習した

ことを日常生活と関連付けたり結び付けたりする活動の中で，学習を意義や価値のあるものと捉え，

自律的に学習に取り組むことができる生徒」と捉えている。生徒が主体的に学習に取り組み，自分の

考えを他者との対話を通じて高めたり，認識を新しくしたりして，学ぶことそのものの意義や価値を

実感できるには，我々教師が指導方法を工夫・改善することが欠かせない。日々の教科の授業におけ

る工夫・改善が，生徒の意欲的かつ自律的な学習にとって有効に働いているかを見ていくことが大切

だという理由から，この研究主題が設定された。

筆者の担当する音楽科では，「自ら学び続ける生徒」を「よりよいものを求めて，自ら時に他者と協

働しながら追求できる生徒」と考えている。「よりよいものを求めて追求」とは，一つの解決策に満足

するのではなく，他者の意見を取り入れたり，より自分の意図が伝わる表現について考えたりしなが

ら試行錯誤することを指す。また，プロの作曲家も自らの表現にこだわりながら試行錯誤したことで

人々に感動を与える作品を生み出してきたことや，限られたルールの中で生み出すという有限性や，

オリジナリティを追求した結果生まれた作曲家独自の音

楽の多様性や固有性について学ぶことは，中学校学習指

導要領で育成が求められている持続可能な社会の創り手

に必要な視点，資質・能力につながる。以上から，音楽

科では教科研究主題を「豊かな創造性を備えた生徒の育

成～生活や社会における音楽の意味や価値を探ることを

通して～」とした。７月，９月に行った音楽科の公開授

業では，音楽科の共通研究主題の解釈と，それを授業に

どのように落とし込んだのか，授業で期待する具体的な

生徒の姿が分かるよう，参観者に示した上で授業を参観

してもらった（図２は７月に実施した授業のもの）。

２．中間発表会（ 月）を単発イベントで終わらせない工夫（関連項目：課題❷，❸）

中間発表会や研究発表会後には，毎回各教科で振り返りを書いている。しかし，例年の振り返りは

参観者数や研究協議で出た質問や意見が羅列された報告書に留まっており，その後，振り返りを用い

て議論することもなかった。そのため，全教科同一日に実施しているにも関わらず，発表会が教科レ

ベルの点で終わる取組，その場で終わる取組になっていた。そこで今回は，発表会が継続して授業改

図２
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善していくための経過となるよう，振り返りには授業の考察を記すよう指示した。

そして発表会後の指導を考える機会として， 月に「自分は発表会後，何を考え，それを踏まえて自

身の指導をどのように改善したか（またはできていなかったか）」を全員が語る教員研修を実施した。

研修の企画・立案にあたり，研究推進の核となるチームが必要だと感じたため，筆者，研究主任（社

会科，附属７年目（当時）），令和３年度に教職大学院を修了した教師（数学科，附属８年目（当時））

の３名でチームを編成し，内容，方向性を検討した。また，一人一人の教師の問いや疑問，意見を埋

没させない企画・運営を心がけた。

３．一年次の実践から見えた成果

これらの実践により，教師は自身の授業や自分たちの教科の授業で目指すものと，学校で目指すも

のとの関連について考えることができていた。また，これまで教科研究室で主題研の宿題に取り組む

と，個の意見が埋没したり，授業者や研究推進委員でないとどこか研究が他所事になったりしていた

が，１月の教員研修のように個の意見を取り上げる機会をもつことで，全員が主体的に関わろうとす

ることができていた。さらに，それぞれの思いや考えを学年団で共有することで，自教科と他教科で

共通した課題があることや，教科の枠を越えて考えていかないといけない課題があることに気付き，

協働して取り組むことの重要性を感じることができていた。

４．一年次の実践から見えた課題

「前提を問い直すことはよくないこと」と捉えている学校文化

一方で，「一度決めた目指す生徒像（＝教科研究主題）や研究の方向性は，研究の一サイクルが終わ

るまで変更してはいけない」と考えている教師がいることが分かった。「そもそも今，目指そうとして

いる生徒の姿や，自身が行っている指導は適切なのか」等の前提を問い直そうとする学校文化がない

ということである。ただ，この考え方が生まれない限り，本当の意味で目の前の生徒を見ながら，目

指す生徒の姿の実現に向けてカリキュラムをつくっていくことはできない。学校のミッション，学校

教育目標，目指す学校像・生徒像・教師像等と照らして教育活動が計画，実践され，その取組につい

て評価する中でその教育活動だけでなく前提も問い直されるという，ダブル・ループ学習（図３）の

発想でカリキュラムは探究され続けていくべきであ

る。しかし，一年次は，シングル・ループ学習の発想

で授業改善が行われていた。現任校の教師がその発想

に至らなかったのは，リーダーの研修内での問い，指

示の出し方が影響している。そして，そもそも筆者自

身がダブル・ループ学習の発想で主題研の運営に関わ

れていなかったことが大きな原因であると考える。

不十分だった「自ら学び続ける生徒」についての議論

また，一年次は，「そもそも現任校が考える『自ら学び続ける生徒』とはどのような生徒なのか」，

「生徒の実態と目指す姿のギャップはどこか」についての議論は不十分だった。それぞれの教科が考

える「自ら学び続ける生徒」と「それが授業ではどのように落とし込まれるのか」について，全体で

共有できていないことに気付き，一年次の実践に取り入れたことで以前よりバラバラ感は幾分改善さ

れたが，まだ「教科ごと」という感じは拭えない。学校で目指す姿の捉えが様々であるため，各教科

が「○○科で付けた～という力は，学校全体で目指す姿につながるはずだ」と考えて実践していても，

全体とのつながりは漠然としている。また，「○○科ではこんな生徒を育てたい」という思いと，「附

属中ではこんな生徒を育てたい（ならば，○○科では～という力を付ける必要がある）」という思いが

往還されながら授業づくりが行われるべきだが，後者が漠然としているため，それぞれの思う「○○

科ではこんな生徒を育てたい（それは学校全体で目指す姿につながるはずだ）」に留まっている。

図３ シングル・ループ学習とダブル・ループ学習
（アージリス参照）
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５．課題解決に向けて見えた糸口～自身の指導を問い直し始めた教師の姿～

課題解決にどのような解決策が取り得るか考えていたところ，次のような望ましい姿が見られた。

令和４年度末に主題研が実施した調査（４件法で実施，表１）では，いずれの質問に対しても，肯

定的な回答をした生徒の割合は９割を超えていた。しかし，結果を見た教師の多くは，生徒の捉えと

自分たちの捉えにギャップがあると感じていた。生徒の捉えている「楽しい」が，その教科を学ぶ本

質に関わる「楽しい」になっていないのではないか，ということである。我々教師としては，学びに

よって自らの考えが深まったり広がったりして生徒がよりよい生き方に変わることを目指している。

しかし，生徒の「楽しい」がこちらの期待する「楽しい」になっていないのは，これまでの我々の指

導に何か原因があるのではないか。教師たちの中で「自身の指導が生徒に与える影響」について考え

たり，「これまで行ってきた指導」を問い直したりすることに意識が向き始めていると感じた。この

機会を捉え，「生徒を主体とした授業改善」，「目指す生徒の姿と実態のギャップ」について教科を

越えて全員で語り合う場をもつべきだと考えた。それが自身の「指導と評価」についてより深く考え

ることにつながり，「生徒が学びの主体になるとはどういうことか」について，教師がさらに追求し

ていくことにつながると考えた。

表１ 令和４年度末に実施した生徒の学習に対する意識・実態調査（一部抜粋）

１ 学校の授業は楽しい。

２．授業が「深く知りたい」と思うきっかけになる。

３．授業で学んだことは，実生活や将来に役に立つ。

４．学びを通して人生は豊かになる。

５．授業では，それぞれの教科を学ぶ意義を感じる。

Ⅳ 生徒の育ちと教師の育ち，個々の教師の育ちと組織としての育ち～二年次の取組～

一年次の成果と課題を踏まえ，令和４年度末に管理職と次年度の研究の方向性について話し合いを

行った。管理職からは，全員で研究を進める風土ができつつあるが，「教師の研究観の変容」と「今後

も全員で研究を進めていくための仕組み」が必要だと助言を受けた。管理職との相談の結果，協働的

に学ぶ場として，二年次（令和５年度）は月に一回，全員参加の「主題研」が実施できるようにした。

しかし，場だけでは「教師の研究観の変容」は起きない。そこで，主題研等での話し合いの質の向上

を目指すことにした。具体的には，①○○科の考える学び続ける生徒の姿を個々の教師が語れるよう

になること，②各教科等から出てきた語りを合わせて考え，学校としてどのような生徒の姿を目指す

のか，どこに課題があり，どうすればクリアしていけるのかを組織として考えられるようになること，

③それらを踏まえて自身の関わる教育活動をどのように計画，実施，評価，改善したのかを語れるよ

うになることの３点である。そのための仕掛けとして，教科を混ぜた小グループや学年団で考えや意

見を共有・議論する場を毎回設けた。また，全体で行う主題研の後に教科で話ができる時間を設定し，

小グループで議論されたことが教科内で共有されるようにした。

１．「生徒が失敗を恐れるのは…」～目指す生徒の姿と実態とのギャップ，その原因～（４月）

「そもそも現任校が考える『自ら学び続ける生徒』とはどのような生徒なのか」，「生徒の実態と目

指す姿のギャップはどこか」を考えるため，４月の主題研では実際に自分が授業や教室で見ている生

徒の具体的な姿から，どのような強みがあるか，どのような弱みがあるかを挙げ，共有した（図４）。

話し合いを行う中で，他教科でも同じような生徒の姿が弱みであると気付いたり，例えば「自己を表

現することに弱みがある」という発言に対して自教科では課題だと捉えていなかった教科は生徒の姿

の違いに驚くと同時に，自教科で育成した力は他教科や他の場面では発揮できるものとなっていない

のではないか，と考えたりしていた。そして，「なぜ生徒は自分で限界を決めてしまうのだろう」，「自

己を表現したりアウトプットしたりすることが苦手なのだろう」という話から，「我々教師が生徒に正
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解を求めすぎているのではないか」，「生徒の発言を大切にできていないのではないか」という意見が

出てきた。これには多くの教師が賛同しており，もっと生徒が学び続けたり，教科の本質的な面白さ

を感じたりできるようになるためには，我々の指導や生徒の見取りを変えていかないといけないので

はないか，と考えるきっかけとなっていた。４月の主題研での気付きを踏まえ，現任校の教師たちは

５月，６月と自身の指導を改善していた。また，主題研での語りにも，生徒の具体的な姿が挙がるよ

うになった。

２．「生徒は自身の学び方や学びをどう捉えているのか」～教師の主観による評価だけでよいのか～（７月）

現任校では令和５年度から「指導と評価の計画」を単元・題材ごとに作成し，生徒と共有している。

これは，単元・題材全体の目標は何か，一時間一時間の学習課題と教師が期待する姿（評価規準）は

何か どの時間に重点的に評価されるのかを生徒が確認をしながら学べるようにすることで，①見通し

をもって学習に取り組むことができるようにするとともに，②評価規準に照らし合わせて生徒が自身

の学びを評価しながら学べるようになることを期待したものである。教師については，「指導と評価の

計画」を作成・活用することで，自身の授業観，生徒観，評価観の変容を期待した。年度当初からの

運用を通じて，現任校の教師は「どのような生徒の姿をどう評価するのか」について具体的に考えら

れるようになりつつあった。

これらの教師の変容は 月の主題研で，８月のデザイン会資料（教科研究主題の説明とここまでの取

組，今後の展望等）を検討する際も表れており，「『指導と評価の計画』を作成し，実際に動かすこと

で，以前よりも単元などのまとまりで育成すべき資質・能力を意識できるようになった」と語る教師

の姿が見られた。しかし，デザイン会資料で見られた「評価」は，教師の主観によるもののみとなっ

ており，「生徒が教師の指導を通じて自身の学び方を評価したり，成長を実感していたりしているか」

という「生徒自身が学びをどう捉えているか」に着目していた教科はあまり見られなかった。教師は

まだ「生徒が自身の学びをどのように捉え，評価し，次の取組へと生かしているか（自ら学び続けて

いるか）」の視点で自身の指導を評価することは十分できていないのだと感じた。

そこで，筆者のグループでは，筆者が「生徒自身の学びの捉え」に着目し，今年度どのように自身

の指導を評価し改善してきたかを紹介することで，教師の思考の深まりを促した。具体的には，昨年

度末に行った音楽科の「学びへの意欲」に関する調査で，筆者の見取りと生徒の実感にずれがあるこ

とに気付き，生徒自身が学びをどのように捉えたのかを把握して授業改善する必要があると感じ，「生

徒の振り返り」と「そこへの筆者のフィードバック」を変化させた ということである。振り返りシー

トには，「生徒がその時間に何を課題だと感じ，どのように解決しようとしたのか」，「その中でどのよ

うな気付きや学びがあったのか」を記述するよう，これまでよりも明確に指示した。フィードバック

は，「生徒の課題への向き合い方」として，前向きに，貪欲に学びを獲得しに行っていると感じられる

よい点を取り上げて教師が称揚したり，生徒が疑問や躓きを記録に残している場合には，そこに自身

図４ 第１回主題研で整理した「現任校の教師が考える生徒の強み、弱みと、目指す生徒の姿」
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の課題があることに気付けていることを褒め，生徒が一歩前に進めるようなコメントをするようにし

た。そしてこのようなやり取りを重ねた結果，７月に音楽科が実施した調査では，苦手意識をもって

いた鑑賞や器楽において学び方が分かったことで力が付いたと生徒が実感し，音楽を学ぶ意欲も向上

していた，ということを伝えた。

筆者の語りを受け，会の後，「生徒自身の学びの捉え」に着目しアンケートを取る教科が見られた。

そして，８月のデザイン会資料にその記述が増えていた教科も見られた。

３．学びの主体となる生徒の姿（ ～ 月）

月の主題研，８月のデザイン会を経て，現任校の教師は「生徒自身の学びの捉え」に着目して授業

づくりや指導の評価を行うようになってきた。しかし， 月の主題研で「学びに向かっている生徒の

姿」を共有した際，授業後の振り返りシートの記述や単元末レポートといった，授業後の生徒の姿や

単元終盤での生徒の姿のみに着目している教師も少なくなかった。「生徒の学び」に着目できる教師

は増えたが，「授業中に生徒が自身の学びをどのように捉え，評価し，次の取組へと生かしているか」

に着目した指導や評価を我々はまだ十分できていないのではないかと感じた。ただ，なかには「振り

返りシートで見られた姿＝学び続けていると安易に判断はできないのではないか（こう書けば先生は

喜ぶだろうと思っている生徒も居るのではないか）」と感じている教師もいた。

このように， 月の主題研では「生徒の学びを捉える」，「生徒が自身の学びを捉える」について，

まだ個々の教師の捉えにぶれがあることが分かった。そして，教師が「学んでいる最中の生徒」に着

目しきれないのは，まだ教師主体の学びが展開されており，生徒が学びの主体となれていないのでは

ないかと感じた。こうした課題に迫っていくことがさらに現任校の教師が指導と評価について深く追

求していけることにつながると気付いた。

～ 月には複数の教科で実践発表会が実施されたが，そこでは「学んでいる最中の生徒」に着目

し，指導を評価・改善する教師の姿，学びの主体となり，自身の学びを評価・改善していく生徒の姿

が見られた。例えば，保健体育科は「今ある空間と仲間で，どうやったらよりよく楽しみ続けていけ

るか」を生徒への最上位の課題として設定し，個に応じて運動・スポーツをプレイフルに楽しみ，学

んでいく授業をデザインしている。実践発表会の授業では，多くの生徒が授業開始前から準備を済ま

せ，仲間同士でキャッチボールやシュートを行うなど，教師が指示を出さずとも生徒たちは目標に向

かってどのように取り組めばよいか分かっている様子だった。ゲームとゲームの間の振り返り時間に

は全員で楽しむための課題や作戦，プレイ面での工夫などを考え，生徒自身が目標に向かって試行錯

誤している様子が見られた。授業はゲームが中心で，教師は生徒の学びを観察したり，ゴールキーパ

ーやコート外にいる生徒と対話したりして，生徒を評価し，フィードバックを返していた。発表会後，

授業者は「単元の初めには『どんなプレイがしたいか』と尋ねても答えられず，ゲーム中にはキャッ

チが上手くできなくて自発的に動かなかった女子生徒が，単元の中ごろにはサイドのポジションでボ

ールを受けるという役割をチーム内で得ていた。何度キャッチミスをしても根気強く仲間が投げてく

れたおかげで，サイドで を引き寄せて味方へのアシストを決めることができた。交代してコートか

ら出てきたときに『ナイスアシスト！あのプレイはどうやったの？』と称揚し，学びのアウトプット

を行わせたことで，それ以降自信をもち，チームの中でいきいきとプレイをするようになった。」と教

えてくれた。教師の関わりによって生徒の学びに向かう姿勢が変わり，生徒の姿から教師が自身の指

導を振り返ることができていた。

４．教科外の場面でも「生徒が学びの主体となる」について考え始めた教師の姿（秋頃～）

秋頃から教科外の指導場面にも主題研の学びが生きていると感じられる場面が見られるようになっ

た。例えば総合的な学習の時間（ ）の指導では，昨年，一昨年は発表日に間に合うようにスライド

を作らせる等，生徒の学び方に関して教師がレールを敷いて指導を行っていた。しかし，生徒が自身
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の取組について語ったり，学びの過程で自分が考えたことについてリフレクションしたりしている生

徒の姿から，教師は「生徒がなかなか自分で課題を見い出せない時には，しっかり悩ませればよい」

ということに気付き，その価値を実感していた。そして，生徒が課題を見つけられるようにするため

の教師の関わりについてさらに考えたり，総合的な学習の時間に各教科等における見方・考え方を総

合的に活用できるためには，「教科でもっとこういう力を付けておかないといけない」と気付き，その

視点で指導したりする姿が見られた。生徒からは，以下のような発言が見られた。

リフレクションの機会や教師の助言を通じて，少しずつ自分の力で探究活動を進められていたり，

教師との関わりの中で，自分の知見を広げられていることを認識したりしながら，自己決定を大切に

した の時間のよさを実感できている。

委員会の指導においても，「『○○をすることありき』でその中身についてのみ生徒に検討させるの

ではなく，そもそもなぜその活動が必要なのかを考えたり，こんな活動ができたらいいんじゃないか

と活動を考え出したりするところから生徒に考えさせることが必要なのではないか」と考える教師が

出始めている。

このように二年目の実践を通じて，現任校の教師は，以前より明確に自身の教科や分掌において生

徒に付けたい力について考えたり，「学び続ける生徒」の具体的な姿や，その姿を実現するための指導

の手立て，実際に見られる生徒の姿は教師が期待する姿に対してどうかについて，生徒の姿から評価，

改善したりするようになった。そして，教師のこのような変化が，自身で学びに向かおうとする生徒，

学びを次どうしようかと検討する生徒を生み出している。筆者が冒頭で「現任校の研究で付けるべき

力，付けたい力」を付けた教師に近付いてきていると言える。

Ⅴ 成果と課題

二年間の研究を踏まえ，教師や組織の育ちの指標を作成した。二年間で現任校で見られるようなっ

た教師や組織の具体の姿を当てはめたものが表２である。個々の教師で言うと，研究開始当初は多く

の教師が「学校として目指す方向性や全体で示された提案に従って，教科の指導や生徒指導，分掌業

務等を進めている」，「評価・改善のプロセスが重要であることは理解し，評価を改善に生かそうとし

ている」のレベル２だったが，現在では，学校として目指す方向性や目指す生徒像について深く考え

る中で前提を問い直したり，生徒自身が学びをどのように捉えているかを加味して自身の指導を評

価・改善しようとしたりするなど，レベル３や４の姿も見られるようになった。また，組織・教職員

集団で言うと，研究開始当初は，教育実践，実践の評価は個々の教師の感覚，指導の方針，裁量で行

われているレベル１だったが，現在は組織的・協働的に研究を行う価値を感じ，それぞれの教育実践

をベースに議論・共有され，教育活動が改善されながら実践されるというレベル３に到達できている。

このような変化は，次の点に着目したリーダーの働きかけに因るものだと考える。①自分たちが今

見ている生徒の実態をベースに語る機会をもつことで，全員を現任校のカリキュラムをつくっていく

ための当事者にすること，②仮に目指す生徒像がその時すでに設定されていたとしても，「その目指し

ている姿は具体で言うとどのような姿か」について熟考を促し，一人一人が考えをもてるようにする

「昨年度の は全員が同じゴールを目指して進んでいたように感じていたが，今年度の は，みんながそれぞれ違う

ゴールを目指した活動になっていると感じた。自分のゴール探しが探究活動の中で多くなった。「問い」を立てるこ

とに苦労したが，３年生とのリフレクションの機会で，３年生の苦労が聞けた時は，自分と同じだと感じ，安心し

た。また先生からの助言を通じて，目指す方向が分かったのが良かった。」

「今年度の探究活動は，自分の興味のある分野について自分のペースで探究することができ，有意義な時間になっ

た。また成果発表会においては，各分野に詳しい人同士が関わることを通じて，新しい発見や気付きができたことが

よかったと思う。担当の先生の知識量がすごく，たくさんのアドバイスと助言をいただいた。特に新聞記事とネット

の記事の情報の比較をすることの意義について教えていただいたのがよかった。」
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こと，③目指す生徒像の捉えやそれを反映した実践について他者と共有し，そこで得た気付きを自身

の指導に生かすよう促すこと，④現任校の教師にどのように学びを積み重ねていってほしいかのビジ

ョンをもちながらリーダーが問い続けること，⑤リーダーが，互いの見方や捉え方がずれているとこ

ろ，着目しているところの違いを適切に取り上げ，議論の機会を逃さないようにすることである。こ

れらは田村のモデルで言うと，①や③は「ウ 組織構造」や「エ．学校文化＋個人的価値観」の変容を

促すために，②は「ア 教育目標の具現化」を「①反映」した「単元や授業」，「イ カリキュラム」に

していくために，④，⑤は「ア．教育目標の具現化」と「イ．カリキュラムの 」，「ウ．組織構造」

をつなぐために，働きかける上での重要な点であったと感じる。

生徒については，教師による評価のフィードバックが有効に働き，評価自体を肯定的に受け止め，

主体的に学ぼうとする意欲や態度につなげようとする姿が見られるようになった。また，評価から今

の自分に足りない力が明確になり，どのように改善すればよいか分かったことで，以前より困難があ

っても諦めずに試行錯誤したり，挑戦したりする生徒の姿が見られるようになった。さらに，自身の

取組を評価しながら学習に取り組むようになったことで，その教科で育成が目指されている資質・能

力が身に付いてきたと感じている生徒もいる。このように以前とは異なる学び方や学びの捉え方が生

まれたり，学ぶ意義を実感したりしている生徒は増えた。しかし，失敗を恐れ，自身で限界を決めて

しまう点にはまだ課題がある。生徒が「失敗するかもしれないが挑戦したい」と感じられるようにな

るためには，我々のさらなる仕掛けが必要である。

Ⅵ 今後に向けて

表２の個々の教師レベル５，組織・教職員集団レベル４，５として設定しているように，今後は目

指す方向性や目指す生徒像を設定するプロセスに全ての教師が携わること，３年間のビジョンをもっ

てカリキュラムをつくり実践できること，教育実践の中で目指す方向性や目指す生徒像について問い

直しながらカリキュラムを探究し続けていけることを目指したい。また，「失敗を恐れ，自身で限界を

決めてしまう」という生徒の課題解決のためには，主題研だけでなく，それぞれの分掌が連携・協働

して進めていくことが必要である。例えば，学級，学年経営，特別活動ではどのような指導をしてい

くのかを組織的・協働的に考えたり，主題研と教育課程検討委員会の関わりを明確に示し，これまで

よりも連動させて進めていけるようにしたい。さらに，教師も生徒と同様に，自らの学びを評価し，

次，どのように取り組んでいくのか考えながら教育活動を実践していけることが重要である。表２の

ような指標を教員間で共有し，ブラッシュアップしながら，自分たちの育ちについて考えていける組

織を目指したい。

時代も子供も変わる以上，その学校のカリキュラムが「今まで通り」ということはあり得ない。そ

の時その時の目の前の生徒に応じた最適解として，教師はカリキュラムをつくっていけることが必要

である。そのためには，「現任校のカリキュラム」を表面的に理解するのではなく，「カリキュラムを

つくっていくとはどういうことか」，「カリキュラム・マネジメントはどう進めていけばよいか」の考

え方を身に付けられていることが重要である。将来，現任校の教師が公立校に戻った際，現任校での

経験が生かされ，その学校でカリキュラム・マネジメントを進めるために学校のどの部分にアプロー

チすべきかポイントを見つけられること，それを実践できることで「公立校への還元」が図られるこ

とを目指し，今後も現任校のカリキュラムについて追究し続けていきたい。

（引用・参考文献）

 文部科学省（ ）「中学校学習指導要領（平成 年度告示）」

 文部科学省（ ）「中学校学習指導要領（平成 年告示）解説 総則編」

 田村学（ ）「学習評価」東洋館出版

 田村学（ ）「『深い学び』を実現するカリキュラム・マネジメント」文溪堂

 田村学（ ）「深い学び」東洋館出版
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 田村知子（ ）「カリキュラムマネジメントの理論と実践」日本標準

 田中保樹・三藤敏樹・髙木展郎（ ）「資質・能力を育成する学習評価 カリキュラム・マネジメントを通して」東洋館出版

 吉富芳正・村川雅弘・田村知子・石塚等・倉見昇一（ ）「これからの教育課程とカリキュラム・マネジメント」ぎょうせい

 佐古秀一（ ）「管理職のための学校経営 － 内発的な改善力を高めるマネジメントサイクル」明治図書

 田村知子・村川雅弘・吉冨芳正・西岡加名恵 「カリキュラムマネジメント ハンドブック」ぎょうせい

 中留武昭・曽我悦子（ ）「カリキュラムマネジメントの新たな挑戦 総合的な学習における連関性と協働性に焦点をあてて」

教育開発研究所

 天笠茂（ ）「カリキュラムを基盤とする学校経営」ぎょうせい

 木原俊行（ ）「教師が磨き合う『学校研究』」ぎょうせい

表２ 個々の教師や組織の育ちの指標

成

熟
度

個々の教師 組織・教職員集団

レ

ベ
ル

５

・学校として目指す方向性や目指す生徒像は，生徒の実態や

時代などによって変化しうることを理解し，先のビジョンを
もちながら全体に教育活動を提案したり，評価・改善しなが

ら実践したりしている。

・カリキュラムの評価は，教師の主観のみで行うのではな
く，生徒自身が学びをどのように捉えているかや，学校評

価，その他アンケート等も加味して行うことを理解し，改善

に生かしている。
・地域や教員集団等の資源を加味してカリキュラムをデザイ

ンできる。

・教育実践の中で，学校として目指す方向性や目指す生徒像

を問い直しながら，全教員でカリキュラムをつくり，実践し
ている。

・カリキュラムの評価は，教師の主観のみで行うのではな

く，生徒自身が学びをどのように捉えているかや，学校評
価，その他アンケート等も加味して行うことを理解し，改善

に生かしている。

・教職員一人一人が主体的に研究に関わることができてい
る。

レ

ベ
ル

４

・学校として目指す方向性や目指す生徒像は，生徒の実態や

時代などによって変化しうることを理解し，その上で自身の
教育活動を評価・改善したり，全体に提案したりしている。

・カリキュラムの評価は教師の主観によるものだけでなく，

生徒自身が学びをどのように捉えているかを加味したものに
なっており，改善に生かされている。

・全教員が学校として目指す方向性や目指す生徒像設定のプ

ロセスに携わっており，３年間のビジョンをもってカリキュ
ラムをつくり，実践している。

・カリキュラムの評価は，教師の主観のみで行うのではな

く，生徒自身が学びをどのように捉えているかを加味したも
のになっており，改善に生かされている。

・組織的・協働的に研究を行う価値を感じており，学校研究

となるためにそれぞれが主体的に関わることができている。

レ
ベ

ル

３

・学校として目指す方向性や目指す生徒像について深く考
え，その上で自身の教育活動を評価・改善しながら進めてい

る。

・評価は教師の主観によるものだけでなく，生徒自身が学び
をどのように捉えているかを加味して考えるべきであること

を理解し，指導の改善に生かそうとしている。

・学校として目指す方向性や目指す生徒像達成に必要な指
導，ポイントについて自分たちの教育実践をベースにしなが

ら議論・共有され，それぞれの教育活動が改善されながら実

践されている。
・評価は教師の主観によるものだけでなく，生徒自身が学び

をどのように捉えているかを加味して考えるべきであること

を理解し，指導の改善に生かそうとしている。
・組織的・協働的に研究を行う価値を感じている。

レ
ベ

ル

２

・学校として目指す方向性や全体で示された提案に従って，
教科の指導や生徒指導，分掌業務等を進めている。

・評価・改善のプロセスが重要であることは理解し，評価を

改善に生かそうとしている。

・学校として目指す方向性や全体で示された提案に従って，
必要な指導，ポイントについて自分たちの教育実践をベース

にしながら語り合ったり，共有されたりしている。

・評価・改善のプロセスが重要であることは理解し，評価を

改善に生かそうとしている。

レ

ベ
ル

１

・授業改善のために教材研究を行ったり，授業を振り返った

りはしているが，何に向かって改善するかのビジョンはな
く，実践の評価は個々の教師に委ねられている。

・学校として目指す方向性や生徒像の解釈は各教員に委ねら

れており，教育実践，実践の評価は個々の教師の感覚，指導
の方針，裁量で行われている。

校舎改修について意見を出す際に「こんな教育がしたい

ので、こんな施設、設備が必要だ」「他の教科も使うな

らばこんな施設がよい」と、自分たちでカリキュラムを

つくることや学校運営に関わる意識が以前よりも高まっ
た教師の姿（ 月）

前提を問い直し、教科研究主題を変える姿（５月）

レールに乗せない総合的な学習の時間の指導の必要性に

気付き，指導を変化させた教師の姿（秋頃～）

委員会活動で育成したい生徒の姿を考え直す教師の姿

（冬頃～）

主題研を通じて「これまでの自身の指導、評価の在り方

でよかったのか」とこれまでの自身の前提を問い直す姿

（夏頃～）

❶➍「目指す生徒像」についての解釈を共有、議論できていない。

促されずとも自ら自身の授業を考察できるようになって
きた姿（ 月）

評価を教師の主観のみによって行うのではなく，「こち

らが目指す生徒の姿は本当に達成されていたか」，「生徒

は授業に喰いついていたか」，「生徒自身が主体的に学ん
でいるという実感があったか」等の視点から行う教師の

姿（秋頃～）

➌教科の成果と課題と「目指す生徒像」とのつながりを十分検討できていない。

❷評価の仕方や評価の妥当性について全体で共有されていない。

❺「目指す生徒像」は，あくまで教科研究において目指す生徒という認識であり，それが生徒指導や学級経営における

指導のぶれにつながっている。
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持続可能な学校づくりのための組織マネジメント〜次代につなぐ学校づくり〜 

 

  道下 弘恵 
 

Ⅰ 課題設定 

１ 研究の目的 

本研究は、学校が環境の変化に適応しながら教育の質を向上させ、持続的に発展するための組織マネジメント 

のあり方について考察することを目的とする。多様な専門性を有する教員がそれぞれの強みを発揮し、複雑で多

様な学校課題に対応できるよう、管理職がどのようにリーダーシップを発揮しマネジメントを行っているかに

焦点をあててインタビューを行い、そこで得られた実践やプロセスを分析する。また、勤務校での実践の一部を

事例として、教員が自律的に学ぶための「場の設定」を契機とした学校の教育力向上についての検証を通じて、

これからの時代に求められるリーダーシップや組織マネジメントについて考察する。 

 

２ 研究の背景 

（１）学校組織マネジメントの重要性 

社会の変化は激しく、予測困難な時代と言われている。GIGA スクール構想、「令和の日本型学校教育」

など社会や時代が求める教育にキャッチアップするため、私たち教員は常に走りながら対応している状態

である。また、社会構造の変化により地域や家庭の教育力が低下し、学校に求められる役割はますます増

大している。保護者の価値観は多様化しており、支援や配慮の必要な生徒も増えてきた。現場は 50 代の

教員が多く、急速に若返りが進んでおり、今までは日常の業務の中で当たり前のように行われてきたノウ

ハウや知識の伝承も意図的・計画的に行わなければ厳しい状態である。 

ますます多様化・複雑化する課題に対応するためには、教員が変化を前向きに受け止め、継続的に学び続

けていくこと、また学校の業務は個業の総和ではなく、連携・協働し、チームで取り組む体制を整えることが必

須である。そうしたなか、管理職には学校としての高い成果を生み出すためにリーダーシップを発揮し、組織を

効果的にマネジメントすることがこれまで以上に求められている。 

 

（２）中央教育審議会答申より〜新たな教師の学びの姿〜 

令和 3年答申（１）で子どもたちの学びの方向性が示され、令和 4年答申（２）で教師の学びの姿が示された。こ 

の 2つは軌を一にするものであり、子どもたちの学びとともに教師自身の学びを転換させ「新たな教師の学び

の姿」を具現化する必要性を示している。具体的には、個別最適な学びと協働的な学びの充実を通じて「主体

的・対話的で深い学び」を実現すること、教職生活を通じた「理論と実践の往還」を実現することである。 

また、「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成」が重要視され「学校管理職のリーダーシップの下、

心理的安全性を確保し、教職員の多様性を配慮したマネジメントの実現」に努めることが明記されている。 

令和 3年9月（３）の答申では、教師の組織的な学びが強調され、急激な変化に対応するための環境整備を行う

こと、具体的には、「学ぶための職場環境づくり」や「学ぶ時間」、「学ぶマインド」の確保が必要であると示さ

れている。学ぶための職場環境づくりには「学校における働き方改革や業務改善、協働性・心理的安全性」の

確保が大切であるという。また、「経験を振り返ることを基礎とした学び」と「他者との対話から得られる学

び」の重要性についても指摘されており、教師は自身の経験の振り返り、「省察」を通じて学びを深めるだけで

なく、他者との協働的な省察を通じても学び合う必要があるとされている。 

 

（３）理論と先行研究より 

中田ら（2022）は、学校の組織的な学びは、組織（学校）と個人（教師）の学習が連動し、組織と個人が

共に成長しつつ、子どもたちに高い価値をもたらす循環であると述べている。学校は、組織として自律的に

学び成長することが求められており、これは持続可能な学校経営のためには欠かせない視点である。組織的

な学びは、校内研究や研修などのフォーマルな学びから、日々の会話や交流、経験の共有などのインフォー

マルなものまで、協働を通じた教師の学び合いを包括的に指す。 

組織学習はArgyris & Schön(1995)によって提唱され、その後Sengeの著書「学習する組織」で広く知られ
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るようになった。Senge（2014）は学校を「学習する組織」にすることが、多様な問題に対する唯一の持続可

能性の高い解決策であると述べ、学校改善や授業改善に「学習する組織」の理論が多く活用されている。「学

習する組織」において、Sengeは、「ビジョンの共有」と「チーム学習」の重要性を述べている。「チーム学

習」において、互いの思いや意見を率直に語り合い、他者と共に実践を振り返ることで、自身の持つ思い込

みや思考の前提―「メンタル・モデル」に気づく。また、学校教育目標や目指す生徒像を見つめ直す過程で

「ビジョンの共有」が促進され、目指す方向に向かって組織がまとまるという。Edmondson(2014)は、組織の

成功は学習能力の獲得と密接に関連していると述べており、率直な意見の表明、チームワーク、失敗からの

学びは、組織が変化に適応し、成長するために不可欠であるという。以上、中教審答申と先行研究や理論か

ら導き出されたものをまとめると、学校が組織として学習し、持続的に発展していくためには、以下のよう

な視点が必要となる。 

１「学ぶ仕組み」をつくること〜学ぶための「場の設定」 

学ぶための「場所」と「時間」を確保すること。そのためには、管理職のリーダーシップとマネジメ

ントのもと働き方改革や業務改善、協働性の促進、心理的安全性の確保に努めることが重要となる。 

２「学ぶマインド」の確保〜「学ぶ文化の醸成」 

①目標（ビジョン）を共有すること  

②経験を振り返り（個人的省察）、他者との対話から学ぶこと（協働的省察） 

 

Ⅱ 研究の枠組み 

１ 組織における教員の学び 

（１）「学習する組織」 

「学習する組織」(Senge,2014)は、激しい変化や 

複雑性に対応するために「チームの中核的な学習 

能力」を高めていくことを目指す組織戦略である。 

Sengeは、その学習能力を5つのディシプリンとし 

て実践することで、持続可能性の高い学習する組織 

が構築できると述べている。Sengeは、組織は一人 

ひとりの「思考」と「相互作用」の産物であり、 

組織を改善するためには、そこにいる人の「思考」 

と「相互作用」に働きかけなければならないという。 

共創的に対話をする場を設定することで、各自の 

持つ思考の前提や思い込み（メンタル・モデル）に気づくことが可能になる。また、学校教育目標、育てたい

生徒像を見つめ直す過程で、ビジョンを共有することが可能になるのである。 

 

（２）経験学習  

Kolb(1984)が提唱した「経験学習」は、経験を通して知識を創造するプロセス 

である。Kolbは、人が職場で能力を高めるためには、受動的に上司や先輩から 

業務について教えてもらうのではなく、まず経験することが必要であり (①具体 

的経験）、経験した上で内省を行い(②内省的観察）、教訓を引き出し(③抽象概念 

化）、その実践を使ってみる(④能動的実験）ことが大切であるという。Schönは 

「省察的実践」の重要性を主張し、高度に専門化し、不確実性が増す社会では、 

リフレクション（振り返り）が大切であり、状況に応じてリフレクションしなが 

らアクションし、アクションしながらリフレクションすることが重要であるとし、 

省察の大切さを主張している。 

教員の仕事は、授業、担任業務、校務分掌、部活動と多岐にわたる上に、その場その場で即座な判断が求めら

れる。実践的な思考や判断を養うためには、日々の自分の実践を振り返り、改善に向けて次の手立てを考えてい

くこと、つまり省察が欠かせない。例えば、授業においては、自らの行為に対する生徒の反応がどうかを振り返

り、有効性を検討し新たな手法を模索することで、同様の状況に対処する能力を向上させることができる。振り

返りは、個人だけでなく、他の教員との対話を通して経験や気づきを共有することで、組織としての学びにつな

 
 

図1：Kolb(1984)の経験学習サイクルをもとに筆者作成 

チームの中核的な学習能力 ５つのディシプリン 

１ 志を育成する力 

個人と組織が本当に望むことを明

確に表現し、自ら進む方向を決め

る意識と能力 

①自己マスタリー  

継続的に個人のビジョンを構築すること 

②共有ビジョン 

組織内の共通のビジョンを構築すること 

２ 複雑性を理解する力 

自分と他人の理解を重ね、様々な

つながりや、システムの全体像と

その作用を理解する意識と能力 

③システム思考 

物事のつながりや全体像を見ることで、

本質を見出すこと 

３ 共創的に対話する力 

個人や組織に根強く存在する無意

識の前提を振り返り、内省しなが

ら、共に創造的に考え話し合うた

めの意識と能力  

④メンタル・モデル 

個人が持つ思考の前提や思い込み 

⑤チーム学習 

チームで共に探究・考察・内省を行うこと 

 

表1：チームの中核的な学習能⼒と５つのディシプリン（「学習する組織⼊⾨」（⼩⽥理⼀郎、2017）をもとに筆者作成） 
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げていくことが可能となる。つまり個人の省察を、組織全体での協働的省察につなげることが大切なのである。

（３）シングル・ループ学習とダブル・ループ学習

シングル・ループ学習は、一度設定した目標に基づき、結果の良し悪しに応じて行動を修正し、問題の解決や 

改善を図る。前提を問い直すことはせず、望ましい結果が得られるように行動を修正し、模索する。一方で、

ダブル・ループ学習は、既存の目標や方針の妥当性

そのものを問い直し、見直すプロセスである。「学習

する組織」では、方針や戦略を考える際に、人々が持

つ思い込みや前提（メンタル・モデル）そのものを

問い直す必要性を説いている。

２ 学びを支える組織の心理的安全性

組織的な学びを促進するためには、教師が協働で日々の実践を振り返り、互いの気づきを共有し、意見を自

由に交換できることが必要である。そのために、令和 3年答申(3)と令和 4年答申(2)でも示された「心理的安全

性」の確保が特に重要となる。心理的安全性は、ナレッジ（知識）を統合する組織では成功のために不可欠な

要素であるという(Edmondson,2021)。 

（１）心理的安全性とは

心理的安全性とは、「チームの中で対人関係上のリスクを伴う行動をとっても、安全であるという信念が共有

された状態」（Edomondson,1999）を指す。心理的安全性のある職場では、メンバー同士が率直に意見や感情を

述べる雰囲気があり、助けを求めたり失敗を認めたりすることが拒否されないと信じられる。ただし、自由奔

放な環境ではなく、リスクを冒しながらも安心感を得られる状態を指す。Edmondson(2021）は、病院や NASA、

福島原発など様々な事例を分析し、対人関係の不安がいかに組織を蝕むか、そしてそれを乗り越えるためにど

うするべきかを説明している。心理的安全性は、個人の性格の違いによるものではなく、リーダーが生み出す

努力をすべき職場の特徴であるという。心理的安全性と責任の観点から組織特性を分類すると「無関心」「快

適」「不安」「学習」の４つのパターンが存在し、ほぼ１つのパターンのみで成り立つ職場は稀である。

図3:Edmondson(2014)の「心理的安全と責任（４つの組織的元型）」をもとに筆者作成

学校を学習する組織にするためには、心理的安全性と責任をバランスよく高め、教員が率直に意見を述べ、

お互いから学び合い、仕事に取り組む環境を作ることが重要である。

(２)心理的安全性を脅かす阻害要因

心理的安全性を脅かす最大の要因が「対人関係上のリスク」であり、職場の対人関係の中で否定的評価を被

ることへの不安である（三沢・鎌田、2022）。職場での率直な発言を阻害する大きな不安が、図 4のように 4つ

存在する（Edmondson,2014,2021）。このようなリスクや不安は学校現場でも存在し、三沢・鎌田（2022）は、公

立学校の教員を対象に心理的安全性とそれを阻害する対人関係リスク（率直な発言や意見表明に伴う不安）の実

態を把握し、両者の関係について検証を行なっている。その結果、「無知」「無能」「ネガティブ」「邪魔をする

人」だと思われる不安が心理的安全性の阻害に関連していることが示唆された。また、学校種別の分析も実施さ

【無関心】心理的安全性も責任も低い

人々は最小限の努力で仕事をする方法を考える。自発的な努力は共通の 

目的を達成するためではなく、有利な立場を得るためになされる。

【快適】心理的安全性は高いが責任は低い

互いに楽しく仕事をするが、熱心に仕事をすることがほとんどない。

説得力ある理由が見出せない場合、学習を発展させることは難しい。 

【不安】パフォーマンス基準は高いが心理的安全性は低い

強いプレッシャーを与えることが優れた結果を確実に生む最良の方法であ

るという間違った信念によって引き起こされる。

【学習】心理的安全性と責任のどちらもが高い

人々はたやすく協働し、互いから学び、仕事をやり遂げることができる。

⼼

理

的

安

全

性

責任

図2:シングルループ学習とダブルループ学習（曽余田、2007） 
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れ、異なる傾向が見出された。多少の順位の入れ替わりはあるが、 

小中学校ではほぼ同様の傾向が見られたのに対して、高等学校では、 

やや異なる傾向が見られる。高等学校で最も肯定率が高かったのは、 

【邪魔をする人】「職員会議で自分の意見を発言すると、時間を長引か 

せる疎ましい人だと思われる」（43.3%）であり、次いで【ネガティブ】 

「これまでの教育活動を批判し改善を提案すると、反抗的な教員だと 

思われる」（38.8％）と【無知】「皆が当たり前に知っていることを 

質問したら、無知な人だと思われる」(38.8%）が同率二位であった。 

このような傾向を示す要因として、高等学校においては、教員の人数 

の多さや、教科専門性の高さ、改革を回避する傾向などの特有の困難 

さ(川口、2010）が挙げられており、全体の活動の調整が行われる職員会議での発言が周りから疎んじられるの

ではないかという不安は、こうした組織特性に由来する可能性がある(三沢・鎌田、2022）。このような傾向を示

す高等学校において、組織的な学びを進めていくためには、心理的安全性を確保し、自分の意見を表出しやすい

環境を整えることが必要であり、より「場の設定」が重要になることを示唆している。 

 

Ⅲ 実践的なリーダーシップとマネジメント 

職員室の心理的安全性を構築し、組織学習を促進するために、リーダーの果たす役割は大きい。あらゆるレ

ベルのリーダー、特に組織の中間層に位置するリーダーが心理的に安全な組織を生み出す際に重要な役割を果た

す(Edmondson,2014）。また、心理的安全性は、経験の共有を通してこそ育つ共通の感覚であり、心理的安全性を

高めるためのリーダーの行動について、「①直接話のできる親しみやすい人になる」「②現在持っている知識の限

界を認める」「③自分も間違うことを積極的に示す」「④参加を促す」「⑤失敗は学習する機会であることを強調

する」「⑥具体的な言葉を使う」「⑦境界を設ける（望ましいことを明確にする）」「⑧境界を超えたことについて

メンバーに責任を負わせる」の 8点を挙げている。 

また、組織としての学習の成功は個人が持つ未開発の知識の活用にかかっている。こうした個人に内在する

知識を引き出すためにリーダーの果たす役割は重要であり、特に「序列の低い人々がアイデアや質問を積極的に

提供できる環境を整えること」がリーダーの責務であるという。支援的でオープンなリーダーシップが、組織の

全てのメンバーが自らの持つ知識を活かし、学習を促進する土壌を築く上で極めて重要な役割を果たす。 

  

１ 支援的なリーダーシップ〜エンパワリング・リーダーシップ 

支援的なリーダーシップとして、「エンパワリング・リーダーシップ」（以下、EL）がある。これは、「従業員

を支援し、彼らが心理的にエンパワーし、自律的に行動できるリーダーシップ」（青木、2021）である。この場

合のエンパワーとは、単なる意思決定への参加や権利委譲ではなく、従業員自身が自律的に行動できるようリー

ダーが従業員を支援するリーダーシップである。三沢・鎌田（2023）は、教員の組織的な学びを活性化させる要

因として、校長の ELと心理的安全性に着目し、その影響を検証している。校長の支援的な働きかけ（EL）によ

り、教員が内発的な意欲や効力感を高め、組織づくりへの主体的な取り組みが促されるという。校長の ELは心

理的安全性を高め、組織の学びを活性化する。個々の教員の自律を促す働きかけ、成長を促す支援によって、学

校改善に向けた教員間の学びあいと協働が活性化する。三沢・鎌田（2023）の研究は、校長の ELが、教員の組

織的学びを促進する有力な要因であることを示唆している。以上のことから、学校を学習する組織にするために

必要なリーダーシップの要件を、次の３件に整理することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学習する組織をつくるために必要な管理職のリーダーシップ要件＞ 
【１】ビジョンの策定と共有   
   ○方向性を設定し、進むべき道筋（戦略）を明らかにする 

○ビジョンはそこに立ちかえるべき指針となるように設定する 
○分かりやすい言葉で、相手の価値観に訴えるやり方で、繰り返しビジョンを伝える 

【２】チーム学習：協働性を高める 
   ○対話によるチーム学習の機会をつくる 
   ○心理的安全性を高め、自分の考えを語ったり、失敗を恐れず挑戦したりする雰囲気を醸成する 
   ○それぞれの経験や実践を語り、気づきや学びを共有する協働的省察を促す 
【３】人材育成：自律支援と成長支援 

○教員の強みと弱みを把握し、適材適所の人員配置を行う 
○心理的安全性に配慮し、対話により教員の思いを引き出す 
○教員の自己肯定感、自己有用感に繋がるような声かけ、評価を行う 

 
 

①「無知」 

自分の知らないこと、わ

からないことを尋ねる

と、知識不足だとみなさ

れる 

②「無能」 
間違いを認めたり、援助を

求めると、技術や能力が乏

しいとみなされる 

③「ネガティブ」 

批判的なことを口にする 

と言いがかりをつける、 

一緒に仕事をしづらい人 

とみなされる 

④「邪魔をする人」 

自分の意見の主張や新しい

提案が仕事の負担を増や

し、時間を奪ってしまい、

周囲から疎まれる 

 

 
図4：４種類の対⼈関係上のリスク(Edmondson,(2014)と三沢・鎌⽥(,2022）より筆者作成) 
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２ 管理職の実践的なリーダーシップ〜校長へのインタビュー調査より〜 

 この調査は、校長の実践的なリーダーシップや組織マネジメントについて、定性的に明らかにし検証するため

の資料である。インタビューの対象は県立高等学校の校長9名である。インタビュー調査から得られた校長によ

る実践を、先にまとめた３つのリーダーシップ要件に即して考察した。 

概観 学校の状況や地域・保護者から期待される役割に応じてマネジメントのスタイルは様々である。歴史

ある中心部の学校では伝統を尊重しつつ、今求められている学びを上手く取り入れ、教育活動を行っ

ている様子であった。一方、少子化が顕著で生徒募集が課題となっている学校では、目指す方向性を問

い直し、学校の特色化・魅力化に努め、地域と連携し、教育活動の充実を図っている様子であった。 

【１】 

ビジョンの

策定と共有 

 

ビジョンは、様々なデータから校内外の環境分析を行い、策定していた。策定は、校長を中心に管理職

が主導する学校が多く、各部署から意見を取り入れた合意形成のプロセスを採用する学校は少数であ

った。ビジョンの共有については、全ての学校が年度当初の職員会議で教員に説明し、共有する形をと

っていた。高校には学校教育目標、スクールポリシー等多くの目標群があり、表現も抽象的で伝わりに

くいという校長自身の意識もあり、別紙を用意して校長が自分の言葉で簡潔にビジョンを伝える学校、

職員会議・全校集会など折に触れて生徒や教員に伝えている学校など様々であった。 

【２】 

チーム学習：

協働性を高め

る 

協働性を高めるには「場の設定」と「課題の共有」が大切であるという意見があった。皆が集まり、話

をする場を意図的に設定することが大切であり、単科の学校では、時間割を調整して教科・分掌で会議

の時間を毎週確保している学校もあった。組織の規模が大きい高等学校においては、教科や学年、分掌

など意見が共有しやすい小単位での対話の機会が重要であるという意見が複数あった。 

【３】 

人材育成： 

自律支援と

成長支援 

 

人材育成は、校内で責任あるポジションを与え、業務を通して育成するアプローチが多かった。教員

への期待や賞賛は具体的に示すこと、役割を与えた後も継続的なサポートやアドバイスをすることが

重要であるとの意見があった。「手は離せ。目は離すな。チェックは必要」と、教員に任せた後もチ

ェックやフォローアップを行うことの重要性を強調する意見もあった。「任せるだけでは人は育たな

い」と、困難に直面した際にはまずは状況を見定めてサポートし、小さな失敗に対しても励ましや次

につながるアドバイスを適切なタイミングで行う姿勢を大切にされていた。 

多くの校長が最も大切であると強調していたのは教員との信頼関係であり、教員と対話することや期待や賞

賛を具体的に伝えること、教員の思いや考えを引き出すようにコーチングマインドで接すること等を心がけてい

るとの意見もあった。このような姿勢が教員の心理的安全性を確保し、自律や成長を後押ししていると考えられ

る。印象的であったのは、校長自身がアンテナ高く様々な情報を収集し、自身が率先して学び続けているという

ことである。教員の一歩先を行く姿勢を見せながら、同時に「互いから学ぶこと」「共に成長する」という意識

を大切にしているという意見もあった。また、協働性を高めるためには、「場の設定」と「課題の共有」が大切

であり、意見が共有しやすい小単位での対話の機会が重要であることがインタビューを通して確認された。勤務

校で、校内研修として意図的に場を設定し課題を共有したこと、心理的安全性に配慮し、まずミドルリーダーを

対象に少人数で行ったことは大切であったと改めて感じた。 

 

３ ミドルリーダーの視点からみた管理職のリーダーシップ 

 この調査は、組織の要となるミドルリーダーを対象に、ミドルリーダーの自律と成長につながった経験や必要

としていた支援を調査し、ミドルリーダーの期待する管理職の支援的なリーダーシップのあり方を検証すること

を目的とする。インタビューの対象は勤務校と他校のミドルリーダー10名である。 

【ミドルリーダーの自律と成長に繋がった経験】 

①成長を実感

した新たな 

業務体験 

ほぼ全てのミドルリーダーが未経験の業務に挑戦したことが自己成長につながったと回答した。特

に、責任ある役職に就いた際には、信頼して任せてもらえた喜びと同時に不安も感じたこと、周囲

の励ましやサポートにより不安を乗り越えた経験が自己成長につながったという意見があった。 

②自律的な 

学び 

新たな業務に取り組む中で、自ら学ぶ姿勢や他者からの意見を受け入れる柔軟性が成長に寄与した

ようだ。自己の成長に繋がる自律的な学びの過程で、努力や業績が認められたことがさらなる意欲

を育んだ、という意見が多かった。 

③協働的な 

学び 

生徒指導など解決が難しい局面で、他の教員と協力・連携した経験が成長につながったようだ。他

者との協働による学びが意欲向上に繋がり、管理職のフィードバックや日常的な声かけ、短いコミ

ュニケーションが安心感を与え、さらなる意欲向上につながったという回答が複数あった。 
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【ミドルリーダーが必要としていた管理職の支援】 

①信頼して任せるもらえること ②失敗を許容する柔軟性、安心感の提供 ③仕事や役割の明確な説明  

④他の教員への声かけ等による役割遂行の手助け 

新たな業務や責任のあるポジションに就く際、誰もが不安を感じるものである。この不安は、責任を自覚

し、その役割を重んじている証でもある。しかし、このような役割や責任に起因する不安は、適切な支援があれ

ば自律性を育む大きな機会となり得る。不安を学びの機会につなげるためには、管理職や同僚からの適切な支援

と継続的なフォローアップが不可欠である。ミドルリーダーの自律と成長において、不安を学習へと変換するた 

めには、適切なフィードバックや問題解決への手助け、周囲のサポートが不可欠であり、これによって個々の力

を最大限に引き出すことが可能となることがミドルリーダーへのインタビューを通して明らかになった。 

 

Ⅳ 実践研究 

１ 勤務校の現状と課題 

（１）勤務校について 

勤務校は、普通科・情報科・体育科の 3科を有する学科総合型の単位制高校である。全国レベルで活躍してい

る部活動や地域と連携した教育活動の充実により、生徒の自己実現を支援し、社会で活躍できる有為な人材を育

成することを目指して日々教育活動を行っている。今年、創立40周年である。目標やカラーの全く異なる 3つの

科の存在は勤務校の最大の特長・強みであり、県内唯一の科である情報科・体育科を中心に教員の専門性は高く、

多様性に富んでいる。生徒は真面目で素直であり、多くの生徒が部活動に加入し、文武両道を目指し互いに切磋

琢磨している。一方で、校内に 3つの学校が存在すると言われるほど各科の個性や独立性が強く、組織的なまと

まりは弱い。各科で進路目標や進路決定時期が異なるため、情報交換や行事等の調整を意図的に実施しなければ

ならず、教員間の非公式なつながりによるコミュニケーションが少ないことから時に努力や工夫を要する。情報

だけでなく意識や思いをつなぐための組織的な努力が不可欠である。また、各科がそのカラーや特長を活かして

地域連携を始めとした様々な取組を充実させている一方で、それぞれの取組が担当者の力量に負う部分が大きく、

負担感を感じている教員も多い。その上、継続性・系統性という視点に欠けるために取組が継承されにくく、担

当が変わると取組がストップし、その成果が積み上がっていきにくいという危険性がある。業務や取組において

もつなぐという視点が重要であり、異動などで担当者が変わっても学校としての取組を発展的に継承していける

ような組織体制を整えること、人材育成の視点からも計画的に業務を引き継いでいくことが必要となる。 

 

（２）勤務校における教員の問題意識調査 

 勤務校の現状と課題を把握するため、6〜7月に全教員対象にアンケート調査を実施した。集計結果はまずミド 

ルリーダーと共有し、内容を分析した。その結果明らかになった勤務校の現状と課題を以下の 10点にまとめた。 

 

＜勤務校の現状と課題＞〜アンケート集計結果より〜 

１  学校のビジョンや学校教育目標の共有について課題がある。どのような生徒を育てたいのか、どんな学校

を目指しているのかという方向性を共有し、教育活動を行う必要がある。 

２  地域連携など３学科がそれぞれ特色ある教育活動を行なっているが、セクト主義に陥りやすく、成果や課

題が共有されにくい。 

３  様々な教育活動が個人の力に依る部分が大きく負担感につながっている。特定の人に業務が集中しないよ 

う適切な業務配分を行うこと、継続性・持続性という観点からも連携・協力して業務を行う必要がある。 

４  普通科クラス減に伴う教員減により、分掌の整理、業務の精選が必要である。 

５  本校の役割（進路ターゲット）を明確にし、３科の特色、良さ、アピールポイント、他校との違いを中学

生や中学校教員へ丁寧に広報することが必要である。 

６  情報だけでなく、各自の思いや考え、悩みや困り感を共有できる場が必要である。 

７  教科指導において、授業を通して生徒の学力をつけるという視点を持つこと。部活動に多くの時間を割か

れている生徒が多いという現状を踏まえ、より本質を捉えるような授業へと改善することが大切である。 

８  参観授業、公開授業が形骸化しており、各自の授業改善に資するとは言い難い。 

９  実力テスト・土曜活用授業・長期休業中の補習など、本校生徒の実情に合わせて見直しをするべきである。

何のためにしているのか、実施形態は現在の形で良いのか、様々な角度から検討する必要がある。 
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１０  部活動は本校最大の特長であり魅力であるが、時間的・精神的に多くの生徒が部活動に拘束されている 

現状がある。生徒一人ひとりを大切に、学業との両立ができるよう部活動のあり方を考える必要がある。 

 

これらの課題の多くはこれまでも学校評価アンケートや授業評価アンケートの中で確認されてきたものであ

るが、教員が課題を共有し、議論する場が不足していた。勤務校では、校務分掌や学科・学年運営の中心となっ

ているミドルリーダーが集まり話をする場として毎月開催している運営委員会があり、さらには教員全員が参加

する職員会議があるが、それぞれ 21名、70名超という大人数で行われており、教員がそれぞれの問題意識を共

有したり活発に意見を言い合ったりできる場とは言い難い。アンケート調査からも情報交換だけでなく、各自の

思いや考え、悩みを共有できる場が必要であるとの意見も出ており、少人数が本音で語り合える「場の設定」が

必要である。まずは少人数のミドルリーダーで校内研修を行い、アンケートの集計結果をもとに、学校の課題の

分析を通じて各自の思いや考えを共有したいと考えた。 

 

２ 勤務校の課題解決に向けての取組 

（１）第1・2回校内研修：8月2日（水）、8月23日（水） 

第 1回校内研修は、活発な意見交換を促進するために教頭・3学科長 

（普通科長・情報科長・体育科長）・主幹教諭の5名で実施した。まず、 

学校を取り巻く状況について確認した。令和 3年度の普通科クラス減や 

教員数の削減などの変化に対し、岡山県立高等学校再編整備や玉野市内 

の高校の状況、学校が果たすべき役割と生徒の育成に焦点を当てて話し 

合った。次に、先に実施した教員対象のアンケートの結果を分析した。 

アンケートでは多様な意見が集まったが、学校のビジョン、育てたい 

生徒像に関して、教員間の理解や共有に課題があることが確認された。 

ここでは、学校経営ビジョンについて理解を深め、ミドルリーダーと 

して取り組むべきことを確認した。 

第 2回校内研修は、6課長と 2室長を含む13名で行った。第 1回校内研修をふりかえり、 

アンケートの分析結果を共有した。今後の取り組むべき課題として、①業務の整理・精選、 

②授業改善、③各科の取組の共有、④広報活動などが挙げられた。また、2回の研修で得た 

内容を管理職と共有し、優先的に取り組むべきこととして、教頭より「業務の整理・精選」 

について、指導教諭より「授業改善」について全体への提案が行われることとなった。 

 

（２）学校全体での授業改善に向けての取組（10月〜11月） 

 勤務校では、10〜11月を参観授業週間とし、全教員が互いの授業を参観して学ぶ機会を設けているが、十分 

に機能しているとは言い難い状況であった。参観授業を避ける理由として「忙しい」「時間割が合わない」「他教

科の授業をみてもわからない」等が挙げられている。確かに教科の専門性は大切であるが、育てたい生徒像を 

実現するためには、教科の枠を超えて共有すべき視点があり、授業改善には不可欠である。また、特に普通科に

おいて、大学入試のためには知識の獲得が必須であり、そのためには教え込む授業が最も効果的であるとの考え

が依然として根強く存在しており、「主体的、対話的で深い学び」の実現を阻む大きな障壁となっている。一方で、

生徒同士の学び合いを重視し、深い学びを追求している教員や教科もあるが、個人レベルに留まっており、組織

的な改善に至っていないのが現状であった。小中学校のように校内研究 

の文化がない勤務校において、互いの授業を参観し合うことに対する 

心理的なハードルを下げるためには全く新しい取組を始めるのではなく、 

既存の取組を見直し改善することが重要である。授業改善の出発点は、 

生徒の現状を把握することから始まる。これは 8月に実施した校内研修 

でも確認されている。勤務校の N指導教諭を中心に、10〜11月の参観 

授業週間の改善に向けて、①指導教諭 3名と初任者・2年目教員の公開 

授業への参加、②全員、授業を公開して学び合う、③「授業をみる視点」 

を示す、④「授業を作る視点」を示す、⑤研究協議会への参加の5点の 

提案と呼びかけがあった。この呼びかけにより、形骸化していた授業 
 

 

図6:第１回校内研修の様子   

図5：勤務校での実践の流れ 

 

図7:勤務校での授業改善の取組 
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改善の取組が進んだ。特に 3人の指導教諭や若手教員による公開授業は、多くの教員の参加を促し、教科の枠を

超えた刺激や学び合いの機会を創出した。「授業をみる視点」を提示されたことで、「なんとなく」ではなく、課

題意識を持って授業を参観する姿勢が見られた。授業後は、参加した教員の間で授業に関する対話が生まれ、互

いの授業から得た気づきや学びを共有する姿が見られた。さらに、研究協議でも指導教諭のファシリテーション

により、率直な意見交換が奨励され、単なる感想にとどまらず、具体的な内容や自身の悩みを積極的に伝え合う

姿勢が見られたという。特に、若手教員にとっては、自身の疑問や不安を共有する場となったようだ。以下は、

参加した教員にインタビューした感想の一部である。 

○「自分の教科じゃなくても積極的に見に行った。逆に他の教科を見た方が参考になった部分もありました。」 

○「今年は割とたくさんの人が授業を見に行ってたな、と。でも同じような人ばかりが見に行っていて、見に行かな

い人は絶対に見に行かない。」 

○「授業を「見る視点」を示されたのは良かった。・・・（中略）一番良かったのは、授業をネタに対話が生まれたこ

と。なんでみんなもっと授業の話をしないのか、もっと授業の話をした方がいい。」 

○「実技の評価に悩んでいた。研究協議ではあえて自分から、こんなことに悩んでますと言いました。I先生が情報

科ではこんな風に評価してるよ、と教えてくれて・・・他の教科の意見の方が参考になったり・・・」 

○「生徒が考える時間をちゃんと取れているだろうか、と自分も考えるようになりました。」 

＜成果と課題＞ 

多くの教員が、自分の担当教科だけでなく他の教科の授業を参観したことで、 

自身の指導に大きなヒントを得ることができたと述べている。他の授業から刺激

を受け、早速自身の授業改善につなげている教員もいる。それ以上に、互いの授業

を参観したことで、教員同士が授業に関する気づきや学びを共有する対話が生ま

れたことが、最大の成果であったと考える。改めて、教員が互いに学ぶ場を設定す

ることの重要性を痛感した。さらに、「自分の考えや意見をプリントに書くように 

指示しても書かない生徒がいる」「教員が答えを言うのを待っている」等、教員が互いの授業を参観し、生徒の学

びの姿や現状を目の当たりにしたことで、教科の枠を超えた共有すべき課題があることに気づいた教員もいる。 

一方で、生徒の学びに関する議論は、教育活動の方法論（How to）の域を出ず、教員の指導や生徒の反応のレ 

ベルにとどまっている。教員の指導や生徒の反応についての気づきを共有するだけでなく、生徒が目指す姿に近

づくための指導の有効性や、それが生徒の学びにどう影響しているかを振り返ることが「省察」であり、学習す

る組織に必要な視点である。互いの授業観や生徒観について話し合い、自身の授業に対する前提や価値観を見直

す場が必要である。そもそも生徒の学びの姿からそれぞれの教員が「何を」見ているのか。それぞれが見ている

ものはバラバラではないのか。真の授業改善のためには、教科の枠を超えて、この学校で育てたい生徒像や、各

教科で育成したい力について、教員間で議論し、共有することが必要である。生徒の学びの姿から見えた課題や

その原因を探求して教育活動の改善に活かすだけでなく、学校全体のビジョンに目を向けることが重要である。 

 

（３）第3回校内研修 12月13日（水）〜どのような生徒を育てたいのか？  

学校の中核的な役割を果たすミドルリーダーを中心に第3回校内研修を行った。まず、SWOT分析により勤務校 

の生徒の強みと弱みを洗い出した。部活動で積極性と自信を培った生徒が多い一方で、主体性や学習習慣に課題

があることが再確認された。今回の参観授業においても「教員の正解を待つ生徒」の姿が散見され、学習に対す

る受動的な姿勢が指摘された。また、「素直である」「こだわりがない」という特徴については、「強みであり、弱

みでもある」という意見に多くの教員が同調した。次に、「令和5年度学校経営ビジョン」「スクールポリシー」

にある勤務校の「育てたい生徒像」として、「「夢」の実現に向けて、学業に部活動に主体的・積極的に挑戦する

生徒」とあるが、この「主体的・積極的」という言葉の定義について議論が起こった。多くのミドルリーダーが、

勤務校の生徒は与えられた課題には積極的に取り組む姿勢を示す一方で、自身で課題を見つけ、解決しようとす

る主体性には課題があると感じていることが分かった。 

しかしながら、主体性の不足は、生徒だけの責任ではなく、関与する教員の責任でもある。多くの教員が理想 

とする生徒像や授業観を持ちながらも、従来の経験や指導法に縛られ、新しいアプローチに踏み込めていない状

況が浮き彫りになった。生徒たちが「大学入試のため」以上の価値を見出せるような授業づくりが重要であり、

それが「主体性」の育成につながるのである。学業において主体的になるためには何が必要か、との筆者の問い

かけに対し、「目標設定」「適切な問いを投げかけること」「興味関心を持てるような授業づくり」「必然性」との

 
図8:参観授業・公開授業の様子 
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意見が出た。改めて、主体性を育むためにどのように授業をデザインするべきか、そもそも勤務校の生徒に育み

たい「主体性」とはどのようなものか、全員で共有し、目指す生徒像を実現するための授業改善につなげていく

必要がある。 

＜成果と課題＞ 

この研修において、「目指す生徒像」の共有を図ることで、参加者同士が自身の価値観や前提を見つめ直し、問

い直すための第一歩は踏み出すことができた。心理的安全性を重視し、学校運営の中心であるミドルリーダーに

焦点を当てることで、互いの「メンタル・モデル」に迫ることが可能になったと考えられる。特に、人数を制限

した非公式な場の設定が心理的安全性の醸成に有効であることが実証された。ただし、この取組ではメンタル・

モデルの変容を促し、次なる改善行動に結びつける段階には至っていない。今後は授業を通じて見えてきた生徒

の課題や目指す生徒像の再確認を通じて、授業の改善につなげることが課題となる。 

また、勤務校では来年度に「授業力向上委員会」が設置されることとなった。これまで、授業改善に向けての

担当者の役割分担が曖昧であり、実質的な機能不全に陥っていた。この新たな組織は、指導教諭を中心に各教科

の代表が加わり、授業力向上に向けての学校全体の取組を強化することを目的とする。一方で、この取組を進め

るにあたり、指導教諭が担う責任と判断の重みが一段と増すことになる。これは、管理職を中心に、より緊密な

フォローアップを行い、指導教諭を支援する必要があることを示唆している。全体への周知徹底や継続的な支援

を通じて、指導教諭が新しい責務を遂行する際に安心して有意義な活動を展開できるようにする必要がある。 

 

（４）教科での取組 

昨年度（令和 4年度）新教育課程の導入で、英語科では学年の枠を超えた連携が強化された。その中心にいる 

のが、新教育課程の初年度の学年を担当した O教諭である。新課程では 4技能 4領域から 4技能5領域への変化

があり、特に「話すこと（やりとり）」が加わったことで、パフォーマンス評価について改善する必要性を O教諭

は強く感じていた。評価の改善には、英語の授業で育みたい「資質・能力」を具体的に定めること、つまり「目

標の吟味」と「教材・学習活動の検討」が不可欠であり、英語科全体で話し合い、知識を共有することで、授業

内容と評価方法の向上に取り組むことが必要となる。令和 4年度は O教諭を中心に、１年次のパフォーマンス評

価に英語科全員が参加し、指導と評価について検討した。全員で取り組んだことで、O 教諭だけでなく英語科教

員全員に大きな学びがあった。この取組を経て、今年度（令和5年度）も引き続き O教諭を中心にパフォーマン

ス評価に取り組んだ。2年間の取組を振り返り、以下の成果と課題が明らかになった。 

＜成果と課題＞ 

英語科という教科での小規模な学びの場は、心理的安全性を確保し、率直な意見交換を促進する有効な手段で 

あった。この 2年間の取組で、評価基準の見直しが具体化したとともに、教員が協働で理解を深めながら授業改

善を進めていくことの重要性が明確になった。特にこの取組を中心となって進めた O教諭の成長は著しく、英語

科内のオープンなコミュニケーションとメンバーの協力が、O 教諭のさらなる意欲向上と成長の促進に寄与した

と考えられる。また、生徒の感想から、英語学習のモチベーションが大学入試だけでなく、自己表現や他者に伝

わる喜びに関連していることも明らかになった。改めて、生徒が英語学習に主体的に取り組んでいくための授業

デザインについて、英語科全員で考えるよい機会となった。小単位での学びが進んでいるのは英語科だけではな

い。他教科においてもオープンなコミュニケーションとメンバーの協力により、心理的安全性が確保され、率直

な意見交換や学び合いが進んでいる教科もある。このような小単位での学びを学校組織全体の学びとするために

は、「場の設定」や責任ある立場の教員へのフォローアップなどの成長支援がより重要となるであろう。 

 

Ⅴ まとめ〜持続可能な学校づくりのためのリーダーシップとマネジメントとは 

持続可能な学校づくりのためには、学校が自律的かつ組織的に学び続ける仕組みを構築することが不可欠であ

る。今回の実践では、内発的学校改善の視点から、まず勤務校の教員全員にアンケートを実施し、校内の課題を

明らかにした後、ミドルリーダーを対象に校内研修を実施し、優先順位を決め、メンバーが課題解決に取り組む

基盤を築いた。心理的安全性の視点から、研修は小単位で実施し、忌憚のない意見が出し合えるように配慮した。 

学びの場や対話の機会を提供することは学ぶ職場環境づくりにおいて重要な役割を担う。今回の実践では、ま

ず、既存の取組であった参観授業週間・公開授業の改善を通して、学ぶ「場の設定」を行った。参観授業週間の

再構築により、教員が他者の授業を参観し合い、教員同士の学び合いやフィードバックの場を提供することが可

能となった。このことで、教員同士が授業内容や方法を共有し、建設的な対話が促進された。学ぶ場を設定する
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だけでなく、学ぶ文化を醸成することは、教育環境の向上や教員の成長に寄与する重要な一歩であり、今後もそ

の効果的な展開と拡大を追求していきたい。 

教員の自律と成長を支援するには、個人や集団の潜在能力を引き出す環境を整えることが必要である。学校 

リーダーは教員の主体性を奨励し、エンパワーメントと心理的安全性を提供することで自律と成長を促進する。

また、持続可能な学校づくりのための組織マネジメントは、異なる視点を取り入れ、最適解を模索するプロセス

から始まると考える。自身の経験や知識にとらわれず、柔軟な視点を持つためには協働的な省察が必要である。 

生徒の学びと教員の学びは相似形である。教員や学校に求められるのは生徒と同様に「主体的・対話的で深い

学び」である。持続可能な学校づくりのための組織マネジメントは、異なる視点を尊重し、自己のクセや偏りを

認識し、応用力を養うことが重要となる。学校リーダーや教員は共通のビジョンを持ち、対話を通じた協働的省

察により、内省し、成長することが求められる。また、ビジョンや目指す生徒像は常にそこに立ち返り、拠り所

とすべき指標であり、年度当初だけでなく、教育活動の振り返りや見直しの際には確認し、見直すべきものであ

ると考える。 

Sengeの「学習する組織」、Kolbの「経験学習」、Edmondsonの「心理的安全性」の理論をベースに、校長への

インタビューや勤務校における実践で得られた知見を踏まえて、持続可能な学校づくりのための組織マネジメン

トをモデル化すると図 9のようになる。このモデルは、対話を核に学校改善を行った京都市立葵小学校の学校改

善モデルも参考に作成している。「場の設定」においては、教員同士が経験を基に対話を重ね、それぞれの指導観

や生徒観に出会うことを通して、各自のメンタル・モデルを問い直し、組織としてより良い方向を模索していけ

るような場にしていくことが大切である。そのためには、共創的な対話により、気兼ねなく意見が表出できる環

境が必要であり、そのために重要なのが心理的安全性である。個人の取組を組織全体の取組みにつなげるために

は、教員の自律的な学びを促すことに加え、それが学校の目標や成果にどのように結びついていくのか、肯定的

な言葉で説明していく（価値づけていく）管理職の支援的なリーダーシップが重要となるのである。 
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個人の「①経験」を、協働で振り返ること（「②振り返り」）

で、教訓が引き出され（「③概念化」）、組織の知となる。さら

にその知を実践してみる（「④実践」）ことで個人の知となる。 

 

図

図9:Kolbの経験学習サイクルと京都市立葵小学校・学校改善モデルを参考に筆者作成 

 

経験をもとに共創的な対話を重ねることで、各自の指導観や

生徒観を問い直す。学校教育目標や育てたい生徒像を見つめ

直す過程で、ビジョンの共有が可能となる。 

個人の学びを組織の学びとするためには、管理職の支援的な 

リーダーシップが重要である。 
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